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午前11時05分開会

O議長(馬場繁夫君) おはようございます。これより平成10年第4回日野市議会定例

会を開会し、直ちに本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員29名であります。

これより日程第 1、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員については、会議規則第81条の規定により、議長において、

9番 手嶋精一郎君

11番中谷好幸君

を指名いたします。

次に、日程第2、会期の決定の件を議題といたします。

議会運営委員長の報告を求めます。

〔議会運営委員長登壇〕

0議会運営委員長(内田 勲君) 議会運営委員会の御報告を申し上げます。

去る11月30日午後2時より議会運営委員会を聞き、今定例会の運営について審議いた

しました。その結果を御報告申し上げます。

まず‘会期については、本日より 12月18日までの16日間と決定いたしました。

なお、理事者より追加議案が予定をされていることも申し添えておきます。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) お諮りいたします。ただいまの議会運営委員長の報告のとおり

会期を決定するに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって、会期は本日から12月18日

まで、期間16日間と決定いたしました。

次に、日程第3、行政報告を行います。

市長から行政報告を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(馬場弘融君) おはようございます。本日より平成10年第4回日野市議会定例

会を開いていただきます。よろしくお願いをいたします。

さきの定例会以降、今定例会に至る聞の主要な行政事項について私より 9件の報告を

行い、他は資料提出をもってかえさせていただきます。

l、実施計画の見直しに関する中間報告について。
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平成11、12年度実施計画の見直しを進めておりますが、主要財源である市税収入は平

成11年度から大幅に落ち込むことが予測されます。このような財政事情の中での見直し

であるため、一般会計ベースで平成11年度においては、計画事業として選択すべき事業

数175事業のうち48事業、約18億円の財源の手当てが見込めず、また普通建設事業費に

至っては前年度比約5割減の16億円という非常に厳しい状況となっております。

平成12年度においてはさらに厳しく、約93億円の事業費のうち46億円の事業費が財源

不足となる見込みです。

以上のような厳しい財政状況を皆様にお伝えさせていただき、現在の作業経過の報告

といたします。

2、(仮称)日野市立病院の建設について。

(仮称〉日野市立病院の設計が9月末日に完了し、いよいよ実施段階となりました。

発注方法は制限付一般競争入札であり、日程につきましては次のとおりです。①入札告

示日は平成10年11月24日、②入札日は平成11年 2月17日、③本体工事着工は平成11年

7月、④工事完了は平成14年 2月、開院は同年6月を予定しております。

3、高齢者民間賃貸住宅あっせん事業について。

この事業は、お住まいに困っている市内の高齢者に民間の賃貸住宅をあっせんし、保

証人がいない場合には日野市が保証人となる制度です。宅建南多摩支部の全面的な協力

により、 12月1日カ〉らスタートいたしました。

4、環境庁の施設への協力について。

環境庁より i(仮称)水鳥の救護、研修センター」建設について、市に協力の要請が

ありました。場所は日野市南平、 「鳥と緑の国際センター」の隣接地です。市では広く

地球環境の保全の見地からこの計画を支援し、用地(敷地面積991.78平方メートル)を

有償で貸しつけることにいたしました。

5、国道20号線日野バイパスの促進について。

この事業は数年来、中断されていました。国への強い要請活動により建設省は、万願

寺区画整理地区から川崎街道までの間(約330メートル)の用地買収を今年度完了させ

るとの方針を示しました。市としても全面的に協力していく所存でおります。

6、都道落川 ・府中線の開通について。

円滑な南北交通を目指して昭和63年から事業を進めてきたこの道路と府中四谷橋が、

地元の皆様の御協力により12月17日に開通いたします。これにより、日野市の川崎街道

から府中市、国立市方面への交通が便利になると同時に、中央道へのアクセスが円滑に
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なります。

7、多摩都市モノレール第 1期分の開業について。

多摩都市モノレール工事は、多摩地域の東西方向の鉄道を南北に結ぶ新しい交通ネッ

トワークとして、平成2年から進められてきました。このたび11月27日に第 1期区間、

立川北駅から上北台駅までの5.5キロメートルの区間が開業いたしました。引き続き第

2期区間、立川北駅から多摩センター駅間での10.5キロメートルの区間の工事が、平成

11年度内の開業を目指して進められております。

8、豊田駅北第5自転車駐車場の開設について。

JR豊田駅北口周辺の放置自転車禁止区域には、常に多くの放置自転車があり、苦情

が多く寄せられていました。このたび富士電機株式会社の御協力をいただき、同社敷地

の一部を無償で借用し、 403台が収容できる有料の自転車駐車場を12月1日からオープ

ンいたしました。

9、スポーツ施設の拡充・開放について。

①万願寺土地区画整理事業地内30街区のうち、約 l万1.000平米を暫定使用のグラウ

ンドとして整備し、 11月15日にオープンいたしました。このグラウンドは、主に少年野

球に使用するほか、地域の諸行事等にも広く利用していただき、住民にも親しまれる施

設として期待しているところです。

②市役所隣に所在する実践女子短期大学のテニスコートが、学校法人実践女子学園の

御好意により、 10月4日から市民に開放され、親しまれています。

以上、主要な行政事項について御報告申し上げ.、議会の御理解、御指導をお願い申し

上げます。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君)

たします。

収入役以下については報告書のとおりですので、報告を省略い

これをもって行政報告を終わります。

次に、日程第七諸般の報告を行います。

会務報告については、お手元に配付してあります報告書のとおりですので、事務局長

の報告は省略いたします。

これをもって諸般の報告を終わります。

これより議案第79号、日野市市税条例の一部を改正する条例の制定、議案第80号、日

野市市民農園条例の一部を改正する条例の制定、議案第81号、日野市立公園条例の一部
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を改正する条例の制定の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認め、 一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(馬場弘融君) 議案第79号、日野市市税条例の一部を改正する条例の制定につ

いての提案理由を申し上げます。

本議案は、「特定非営利活動促進法 (NPO法)Jの施行により地方税法の一部が改正

されたこと、並び、に用途変更した宅地等に係る税負担の調整措置のために、日野市市税

条例の一部を改正するものであります。

議案第80号、日野市市民農園条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を

申し上げます。

本議案は、現在使用中の市民農園の返還及び新農園の開園のため、日野市市民農園条

例の一部を改正するものであります。

議案第81号、日野市立公園条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由を申

し上げます。

本議案は、固定資産の評価替えに伴い、公園の占用料の改定のため、日野市立公園条

例の一部を改正するものであります。

以上3議案の詳細につきましては、担当部長より説明いたしますので、よろしく御審

議のほどお願い申し上げます。

0議長(馬場繁夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。市民生活部長。

0市民生活部長(宮本寿君) 議案第79号、日野市市税条例の一部を改正する条例の

制定について御説明申し上げます。

市税条例第30条第2項につきましては、市民税の関係でございます。特定非営利活動

促進法が平成10年3月25日に公布され、同年12月1日に施行されました。この法律制定

に伴い、地方税法の一部が改正されたところでございます。地方税法の一部改正に伴い

まして、日野市市税条例の一部改正をする必要がございます。

一部改正の内容は、特定非営利活動促進法により特定非営利事業を行う団体に法人格

が付与されるため、これらの法人は法人市民税の納税義務を有することになりますので、

その旨を日野市市税条例第30条第2項に加えるものでございます。
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新日対照表をごらんいただきたいと思います。新旧対照表、均等割の税率に関しての

規定でございますが、 4ページ、 5ページから始まっておりますが、 6ページ、 7ペー

ジの方をごらんいただきたいと思いますが、旧条例になかったところで、その部分だけ

をお読みいたしますと「政治団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)

第2条第2項に規定する法人」という文言が加わるわけでございます。そのほかの部分

につきましては条文整理上の文言改正でございます。

次に、 8、 9ページをお聞きいただきたいと思いますが、付則の方になりますが、市

税条例付則第12条の 3は固定資産税の関係でございます。平成11年度の土地課税に当た

りまして、前年度中に用途変更のあった土地についての課税標準額の求め方は、地方税

法付則に簡便な方法が規定されておりますが、この方法によりますと、東京近郊のよう

に地価の高い地域におきましては、周囲との聞に相当のばらつきが生じてしまいます。

そこで、当市ではこの簡便な方法を採用しないことを規定するものでございます。

なお、都がまとめた資料によりますと、 27市全市が同じ方法によるとしているところ

でございます。

付則の第20条の 2につきましては、第12条の 3と同じことを都市計画税についても取

ろうとするものでございます。

本文の方に戻っていただきたいと思いますが、 2ページでございます。付則に、 1と

しまして、この条例は、公布の日から施行する。 2といたしまして、この条例による改

正後の日野市市税条例第30条第2項の表の第 1号の規定は平成10年12月1日から適用す

るというものでございます。

よろしく御審議をくださるようお願い申し上げます。

引き続きまして、議案第80号でございます。 2ページをお聞きいただきたいと思いま

すが、日野市市民農園条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、現在、

市民農園 8園、 467区画を市民の利用に供しているところでございますが、このうち 3

人の土地所有者の方から、菜園112区画分について今年度いっぱし、での返還の申し出が

ございました。これにかわるべき新たな農園につきましては、 2人の方から菜園153区

画分の協力が得られることになりました。 したがいまして、改正後は現在より41区画増

の508区画を市民に提供できるものと考えております。

十I則にございますように、施行日は平成11年4月1日としております。

よろしく御審議をくださるようお願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) 環境共生部長。
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0環境共生部長(笹木延吉君) それでは、日野市立公園条例の一部を改正する条例の

制定について御説明させていただきます。

日野市立公園条例第6条、別表「公園の占用料」については、平成8年 4月1日、単

価の改正を行いました。その算定基礎となっております固定資産評価額が平成9年に改

正されたため、東京都の改正額を参考にいたしまして日野市の公園占用料を改正するも

のです。

引き上け.率は、現行の単価に比べ、最高は電柱などの50%増、最低はその他の占用で

ゼロ%。引き上げ率は46.6%の増であります。

なお、号|き上げ率の上限は、東京都財務局主計部の指導により1.5倍を上限としてお

ります。

これにより、平成10年 4月1日現在の占用物件数をベースとして、平成10年度見込額

136万円に対しまして、平成11年度の見込収入額は199万円で、対現行比46%の増収に

なる見込みでございます。

改正条例は平成11年 4月1日に施行いたしたく考えております。

改正する別表は 2ページから 7ページにございます。どうぞよろしく御審議くださる

ようお願いいたします。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君)

024番(内田勲君)

これより質疑に入ります。内田勲君。

ちょっと文章を読んでいるときにわからないところがあるんで

すが、 79号の 4ページから 6ページにかけて「法人等の区分」とあるんですが、この中

にいろいろ括弧があるんですが、どことどこが括弧になっているのかわからないところ

があるんですよ。 一つ一つ括弧をどこからどこまでだか、ちょっと説明してください。

0議長(馬場繁夫君) 市民生活部長。

0市民生活部長(宮本寿君) お答え申し上げます。私どもも市税条例なり地方税法

なりを読む場合、非常にわかりづらいので、括弧をくくりまして読むように、印をつけ

て読むようにしているんですけれども、この79号の部分で申しますと「資本等の金額」、

ずっと中段にまいりますけれども、「が50億円を超える法人」、次のページにまいるわけ

ですけれども、これも中段にまいりますが、「で市内に有する事務所、事業所又は寮等

の従業者が50人を超えるもの」と、このように読む形になりますが。

0議長(馬場繁夫君) 内田勲君。

024番(内田勲君) それではまず、今、答弁がありました「資本等の金額」の後
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にまず最初の括弧がありますね。この括弧はどこで閉じているんですか。

O議長(馬場繁夫君) 市民生活部長。

0市民生活部長(宮本寿君) 「資本等の金額」、括弧がございますが、そこから始

まって 9行目、 18号までにおいて同じ」とし、ぅ部分がございますが、そこで括弧が切

れるわけでございます。

0議長(馬場繁夫君) 内田勲君。

024番(内田勲君) それでは、 4ページの下から 2行目、「等」の後の括弧はどこ

で閉じるんでしょうか。

O議長(馬場繁夫君) お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

(1異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。

0議長(馬場繁夫君)

市民生活部長。

休憩前に引き続き会議を聞き ます。

午前11時32分休憩

午後 1時47分再開

O市民生活部長(宮本寿君) お答えに時間がかかりまして、大変申しわけございま

せん。新旧対照表の 4ページをお聞きいただきたいと思います。

新の方の下から 3行目から下から 2行目へかけて「公共法人及び同条第6号の公益法

人等」、その後ろに括弧がございますが、その括弧の区切りがどこまで-かというお尋ね

でございます。 6ページの中段になりますが、上から 8行目から 9行自にかけて「第 2

条第2項に規定する法人を含む」となっております。そこに括弧がございますが、そこ

で区切れるわけでございます。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 内田勲君。

024番 (内田 勲君) 休憩中にいろいろ説明を受けましたので、私は理解したんです

が、できれば、今回はこれ、わずか600字ぐらいの中に、かぎ括弧も入れると20以上の

括弧が使われているんですね。非常にわかりにくいので、何か工夫をしていただきたい

と思うんですが、その辺はできるのかどうかお聞きしたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 総務部長。

0総務部長 (小津春童君) ただいま条文の丸倍弧につきまして、法制上の約束事とは
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申しましでも、大変複雑でございます。今後の問題では、 読む場合の手法が幾っかござ

いますけれども、本文にはやはり若干難しい場面がありますけれども、いわゆる説明用

としましての新旧対照表、この部分につきましては、数字、あるいはマーク等を利用し

まして表現方法に工夫をさせていただきたいと、そのように考えております。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) これをもって質疑を終結いたします。

本3件について御意見があれば承ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第79号、日野市市税条例の一部を改正する条例

の制定、議案第80号、日野市市民農園条例の一部を改正する条例の制定、議案第81号、

日野市立公園条例の一部を改正する条例の制定の件は生活文教委員会に付託いたしたい

と思いますが、これに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認め、生活文教委員会に付託いたします。

これより議案第82号、日野市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定の件

を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(馬場弘融君) 議案第82号、日野市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条

例の制定についての提案理由を申し上げます。

本議案は、道路法施行令の改正及び道路価格の変更に伴い、日野市道路占用料等徴収

条例の一部を改正するものであります。

詳細につきましては担当部長より説明いたしますので、よろしく御審議のほどお願い

申し上げます。

0議長(馬場繁夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。建設部長。

0建設部長(清水啓治君) 議案第82号、日野市道路占用料等徴収条例の一部を改正す

る条例の制定につきまして御説明申し上げます。

この日野市の道路占用料等徴収条例につきましては、昭和51年4月1日施行以来、占

用料の額の改正につきましては6回の改正をいたしております。ごく最近では、平成8

年 4月から現在の料金体系で運用されております。過去におきましでも、およそ 3年ご
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との見直しが行われておりますけれども、東京都の改正に追随いたしま して、また改正

内容につきましでも東京都の改正額を参考にしております。

今回につきましでも、第2条の別表部分の単価の改正でございます。改正の主な理由

でございますけれども、 一つは電線共同工整備に関する特別措置法の制定によりまして、

地下埋設化の促進でございます。いわゆる地下埋設は安い設定によって誘導したいとい

うことでございます。

もう一つは、道路法施行令の改正に伴いまして、徴収項目の細分化と、固有財産使用

料率の変更等でございます。

日野市におかれましでも、東京都にほぼ準拠いたしまして改正するわけでございます。

他の27市におきましでも、ほぼ同様の形態でございます。

主な改正の内容でございますけれども、 6ページの新旧対照表をごらんいただきたい

と思います。

まず電住でございます。現行の 1本当たり 1，740円、これを 1本当たり2，540円にした

いと思っております。上昇率でございますけれども、 46%になります。

それから電話柱でございますが、やはり 1本当たり640円を 1本当たり930円、約45%

の上昇率ということでございます。

それから共架線でございますが、いわゆる上空に設ける線と地下に埋設する線を大き

く分けました。上空につきましてはメートル当たり11円を20円にということでございま

す。

それから地下に埋設をされておりますガス管でございますけれども、外径の細分化を

いたしました。

この改定案によりまして、占用料の増加額はおよそ2，500万円のプラスでございます。

それから総額では 1億8.000万円程度になるのではないかと思います。それによります

増加率は、約30%の増でございます。

5ページをお聞きいただきたいと思います。戻りますが、付則でございます。この条

例の施行日でございますが、平成11年4月1日としたいと思っております。

よろしく御審議をいただきたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。森田美津雄君。

013番(森田美津雄君) 何点かお聞きしたいんですけれども、まずーっは、道路法並

びに施行令ということで、道路法は特に第37条ですか。以前に私、一般質問で質問した

ことがあるんですけれども、道路管理者は道路占用を許可するに当たって占用料を取っ
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ていいんだということが許されていると。そこに根拠を持って占用料を決められている

ということになるわけですけれども、この占用料の性格といいますか、これは一体どこ

にあるのかと。この点についても少しお伺いはしであるわけですけれども、公共用地の

利用によって占用者が受ける利益というものがあると。したがって、それに、言ってみ

れば課税権のようなもので算定をしていくというところにあると思うんですね。

そうしたときに、例えば電柱あるいは電話住、こういうものについて丸裸な電柱、電

話柱、つまり電力の供給や電話の通話を可能にするための線という意味では問題はない

わけですけれども、これに実は、御案内のように巻きつけ看板や、あるいはそで看板が

つけられていると。本来、その道路法や、あるいは施行令から言いますと、こういうも

のは予定をしていないわけですね。

お伺いしますと、列挙的に基準というものを設けて、それぞれの目的に従って占用を

許可するということになっているわけですね。しかし、実際にはサイドビジネスという

のか、占用目的を超えてそういう巻きつけ看板やそで看板がつけられているのが実態な

んですね。それに対していいのか悪いのかという中では、通達があって、昭和60年に建

設省の道路局長が認めなさいというような通達を出していると。

それはそれで、合理的な範囲でそういうものを使うということ自体、私は真っ向から

反対しているわけではないんですけれども、使ったからには占用者が受ける利益という

ものがあり、そして第 1次占用者に対して第2次占用者が占用料を払っているんですね。

これは例えば東電広告だとか、あるいはNTT何とかとかいう子会社をつくって、作製

料だけではなくて、年額管理料を月割にして実際は納めていると。それはかなり高額な

ものなんですね。

したがって、私が申し上げたいのは、こういう占用をすることによって受けている利

益というものに対して、きちんとした自治体としての興味を持って、そしてそこにやは

り課税というものを考えていく。こういう条例改正の際ですから、こういう点について

も財源的な点からしてもきちんと算定していくようなことがないのかどうか。私はむし

ろこの機会ですから、きちんと提案をされるかなというふうに思っていたんですけれど

も、それが全くこの中に入っていませんので、ひとつその点をお伺いをしておきたいと

いうふうに思うんですけれども、お答えをお願いしたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 建設部長。

0建設部長(清水啓治君) 第2次占用、いわゆる 2次占用につきましては、道路法の

中にも第41条でありますけれども、新たに占用する場合には新しいものということで届
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け出をしなさいというのがございます。そこで、今の巻きつけ看板、あるいはそで看板

というお話でしたけれども、いわゆる、確かに第 1次占用の方にも占用料も払っている、

それから当然、私どもの方の道路占用者にも占用の手続が出てくるわけでございます。

そこで、前からお話がありますのが、いろいろそこで利益が出ているということの差

のお話もたしかありました。そこで、私どものこの基準の中では、電住等と違いまして

道路の通行に支障がないと。いわゆる上空であるということが一つ。それから、それに

よって安全の確保ができると。それから、あるいは規格等が統ーであるということで東

京都も認めている、あるいは国も当然そうでございます。各市もそれに右に倣えという

形をしているわけです。

そこで、この辺の占用料の問題につきましては、非常に私どもの市といたしましでも、

逆に電柱を利用しているというような状態がございます。例えば街路灯で見ますと、街

路灯は約 1万本ございますけれども、約六千数百本は電住を利用していると。これは無

料でお願いしていると。ところが東電あたりでは、逆に占用料というか、使用料といい

ましょうか、それをくださいとかいう話もございます。

それからその他では、町名地番整理をいたしますと、縦長のあの街区表示板というも

のでございますけれども、何々町何丁目何番までついているものでございますが、これ

らも東電電住、あるいは電話住の占用も無料でお願いしていると。

それから学校の近くへ行きますと、通学路のあの「文」という字のグリーンのもので

すね。あれも巻きつけで無料でお願いしているというふうな、いろいろ行ったり来たり

の問題がございまして、お互いに道路を、それ以上のものをつくることによって、電柱

以外のいろいろなものを立てますと交通安全にも支障がある、通行にも支障があるとい

うことで、なるべく本数を少なくしようということからそういうシステムを取っている

わけでございます。その辺をひとつ総体的に御理解いただきたいというふうに思ってお

るところでございます。

0議長(馬場繁夫君) 森田美津雄君。

013番(森田美津雄君) 今、行ったり来たりという話があるんですけれども、第2次

占用者が市との関係で占用料という点では、調べてみましたら巻き看板で年額が1，350

円と。それからそでで2，990円という額なんですね。ところが、実際にそういう設置会

社との関係で言えば、広告を出した方たちが払っているのは、これはもうこの10倍ぐら

いなんですよね。

私は、行ったり来たりと いうあいまいなことではなくて、つまり l枚についてどのぐ

F
「
U



らいのものが占用者が受けている利益としてカウントできるのかということ自体は、そ

れは決めていいんではなし、かと思うんです。あるいは決められるんだと思うんですね。

つまり市場価格の調査というのはそんなに難しくないと思うんですよ。

占用料の性格が、公共用地の利用によって占用者が受ける利益というところにカウン

トの基準があるんだとすれば、やはりそこを少し基準として明確にしていくということ

が、こういう際ですから、丁寧になされていいんではないかなと思うんです。どんぶり

勘定ではなくてですね。もし自治体がこういうことについてきちんと興味を持つなら、

これは全国的にも大変な意味のある地方財源の措置にもなろうかなという点だと思うん

ですよ。

だから、私はかねてお願いもしていたんですけれども、あるいはそういうことについ

て提案されるときに言及がされるかなというふうに、今、思いながらお聞きしていたも

のですから、少し今後の検討をまたお待ちしたいと思いますけれども、 3年ごとか何年

ごとかに見直すという、その見直しの機会がちょうど今だと思うんですよ。東京都なん

かもそうなんでしょう。だから、この後、質問があろうかと思いますけれども、電線に

ついても第1種、第2種、第3種というふうに分けているのはなぜなのかというような

ことも含めてのやっぱり細かい分析が、今、必要なときですよね。だからぜひ鋭意検討

していただきたい。意見にもなりますけれども、お願いをしておきたいと思います。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 中谷好幸君。

011番(中谷好幸君) この徴収条例の占用料について、東京都に準拠する形で決めた

んだという御説明があったんですが、先ほど森田議員から指摘がありましたけれども、

全部丸々東京都に準拠したのではなくて、例えば電柱や電話住については、都条例はま

たこれから決まるんだと思うんですけれども、条例案によれば第 1種、第2種、第3種

というふうに区分をしています。これは電柱で言えば第 2種、電話柱について言えば第

1種の占用料をスライドさせたものだというふうに思うんですけれども、なぜ東京都の

条例のように、電柱にかかっている電線、何条というふうに数えるようですけれども、

それによって占用料を決めるということをやらなかったのか。

私、ちょっと日野市内の電住がどうなっているのかというのを大体見てみたんですけ

れども、圧倒的にやっぱり 6条以上はかかっているように思うんです。都条例では、例

えば電住の 6条以上については3.440円。この2.540円というのは第2種、 4条から 5条

の電線を適用しているように思うんですけれども、なぜ実態に沿った見直し、準拠する
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と言いながら、ここの部分だけはこういう形になっているのかということについて説明

いただきたいと思います。

0議長 (馬場繁夫君) 建設部長。

0建設部長(清水啓治君) 今お話のございましたように、確かにそのとおりでござい

ます。第 1種につきましては3本以下、第2種が4本から 5本、第3種につきま しては

6本以上ということでございます。

この実態を申し上げますと、この条数を調べる方法が基本的にはないというのも一つ

ございます。いわゆる時間がかかるというのもございます。それから東京都ではやはり

範囲が広いと。いわゆる都内から、西の方に行くと奥多摩の方までということでござい

まして、大きな差があるということもありま して、第 1種から第3種までを分けている

というのがございます。そこへ行きますと、日野市の場合にはほぼ市街地が安定してい

るといいましょうか、電住の本数等も 4本あるいは 5本が多いという私どもの判断でご

ざいまして、一つにしたというのが理由でございます。

以上でございます。

0議長 (馬場繁夫君) 中谷好幸君。

011番(中谷好幸君) 調べるのに時間がかかるので東京都はこう いうことをやってい

ると。日野市は範囲が狭L、から 1本に したと。ちょっと意味がよくわからない。逆では

ないかというふうに思うんですが、いかがなんですか。

0議長 (馬場繁夫君) 建設部長。

0建設部長 (清水啓治君) 狭いというか広いというか、東京都につきましては多いも

のから少ないものまで幅広くあるので、条数を細かくしたという意味の広い狭いでござ

います。

0議長 (馬場繁夫君) 中谷好幸君。

011番 (中谷好幸君) この占用料、使用料を取るわけですけれども、これはだれが調

べるんですか。使う方がこういう電柱は何本あります、こういう電柱は何本ありますと

いうふうに申請するんですか。それとも市が調べることになるんですか。私は申請する

んではないかと思うんですけれども、し、かがですか。

0議長 (馬場繁夫君) 建設部長。

0建設部長 (清水啓治君) 基本的には申請方式を取ります。それから市の方では部分

的にはチェックをして、現地も調査をするというふうになると思います。

0議長 (馬場繁夫君) 中谷好幸君。
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011番(中谷好幸君) そうすると、これはどうですか。実態として第 l種が幾つ、第

2種が幾つ、第3種が幾つというようなことは調査をやられたわけですか。

O議長(馬場繁夫君) 建設部長。

0建設部長(清水啓治君) 市として100%の調査はしておりませんけれども、ところ

どころの条数を確認をしている程度でございます。

0議長(馬場繁夫君) 中谷好幸君。

011番(中谷好幸君) 私、いろいろ受益者負担というようなことが言われて、市民に

対するいろいろなサービスの利用料が見直しをされているわけですけれども、受益者負

担ということを言うならば、私、こういう問題こそちゃんとした実態をつかむべきでは

ないかとo 少なくとも、今、これは申請でやるわけですから、それぞれ使用している人

たちに対して、どういう実態にあるのかということを報告書なり台帳を出させるという

ようなことをやって当然ではなし、かと思うんですが、そういうことはやられなかったん

ですか。

0議長(馬場繁夫君) 建設部長。

0建設部長(清水啓治君) 今までは、電柱そのものの本数は、当然、これは申請の形で

出ていますので、本数の確認はできております。今度は新しい条数等の確認になります

と、申請者そのものもなかなかその辺の台帳の確認ができていないというのが実態とい

うのが実際の話でございます。そこで、申請者はこれからは、こういう実態に合ったも

のというのは当然、台帳として備える必要があるでしょうし、また許可をする市といた

しましでも、条数の問題は時聞をかけながらでもやはり調べる、あるいは報告させると

いう義務が生じてくるだろうというふうに思っておりますので、時間をいただきながら

調査、報告をしたいというふうに思っています。

0議長(馬場繁夫君)

011番(中谷好幸君)

中谷好幸君。

東京都は第 1種、第2種、第3種と全都にわたってこう いう方

針を出しているわけですから、日野市でできないわけがないと思うんですよね。調査が

大変なのは日野市ではなくて、申請する側だと。やっぱり実態に即した使用料をいただ

いていくという上で、当然、先ほど東京都に追従する、準拠するという言葉を使われま

したけれども、こういうことこそ、本当に市民の立場に立つならば、きちんとした把握

をしていくということが当然ではなし、かと思うんです。

ぜひ、私これまで、例えば先ほと、占用料について東京都から1.5倍以内というような

指導を受けていると言われましたけれども、こういうのは法的な根拠はないと思うんで
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すよね。自治体で条例によって取ることができるわけですから、本来ならば根本から市

独自でどういうふうに取っていくのが適切なのかということは考えるべき問題だという

ふうに思うんです。 都合のいいところだけ準拠すると言いながら、こ ういう大事なとこ

ろであいまいにするということはいかがかなというふうに思います。

0議長(馬場繁夫君) これをもって質疑を終結いたします。

本件について御意見があれば承ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって意見を終結いたします。

お諮り いたします。これをもって議案第82号、日野市道路占用料等徴収条例の一部を

改正する条例の制定の件は、まちづくり建設委員会に付託いたしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認め、まちづくり建設委員会に付託いたしま

す。

これより議案第83号、日野市心身障害者(児〉福祉手当支給条例の一部を改正する条

例の制定、議案第84号、日野市立保育園設置条例の一部を改正する条例の制定の件を一

括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認め、 一括議題と いたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長 (馬場弘融君) 議案第83号、日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部

を改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。

本議案は東京都医療費助成実施要綱の対象疾病の追加に伴い、日野市心身障害者(児j

福祉手当支給条例の一部を改正するものであります。

次に、議案第84号、日野市立保育園設置条例の一部を改正する条例の制定についての

提案理由を申し上げます。

本議案は、(仮称)日野市立病院の建設に伴う日野市立たまだいら保育園の移転のた

め、日野市立保育園設置条例の一部を改正するものであります。

以上2議案の詳細につきましては、担当部長より説明いたしますので、よろしく御審

議のほどお願い申し上げます。
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0議長(馬場繁夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。福祉保健部長。

0福祉保健部長(高野英男君) それでは議案第83号、日野市心身障害者(児)福祉手

当支給条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明を申し上げます。

本条例におきまして、特殊疾病の支給対象は「東京都医療費助成実施要綱別表 1に定

める特殊疾病に擢患している者」と規定しております。東京都の要綱改正がございまし

て、新たに 4疾病が追加になりましたので、市条例の改正をお願いするものでござし、ま

す。

内容につきましては、新旧対照表で御説明を申し上げます。 4ページ、 5ページをお

聞きいただきたいと思います。新旧対照表でございますが、区分の 4につきまして特殊

疾病を列挙しでございます。

次に 6ページ、 7ページをお聞きいただきたいと思います。下から 4行目でございま

す。進行性筋ジストロフィ一、それからウィルソン病、それから慢性炎症性脱髄性多発

神経炎並び‘に骨髄線維症を新たに加えるものでございます。

本文にお戻りいただきまして、付則でございますけれども、この条例は公布の日から

施行するというものでございます。

それから、ただ今回追加していただいたものにつきましては、平成10年10月1日から

適用するというものでございます。

次に、議案第84号、日野市立保育園設置条例の一部を改正する条例の制定につきまし

て御説明を申し上げます。

新旧対照表をお聞きいただきたいと思います。 4ページ、 5ページでございます。日

野市立たまだいら保育園でございますが、現在、多摩平四丁目 3番地に所在してござい

ますが、ただいま提案理由でも申し上げましたように、日野市立病院の建て替えに伴い

まして、多摩平団地内の児童広場の一部、住所で申し上げますと日野市多摩平二丁目 4

番地に変更するものでございます。

本文に戻らせていただきまして、本条例の施行でございますけれども、平成11年3月

15日から施行するというものでございます。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。

本 2件について御意見があれば承ります。
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Ciなし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) なければ、これをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第83号、日野市心身障害者(児)福祉手当支給

条例の一部を改正する条例の制定、議案第84号、日野市立保育園設置条例の一部を改正

する条例の制定の件は、福祉保健委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議

ありませんか。

Ci異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) 御異議ないものと認め、福祉保健委員会に付託いたします。

これより議案第85号、日野市立児童館条例の制定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長 (馬場弘融君)

申し上げます。

議案第85号、日野市立児童館条例の制定についての提案理由を

本議案は、学童クラブの管理運営規定等を加えた目的規定とするため、日野市立児童

館条例を制定するものであります。

詳細につきましては担当部長より説明いたしますので、よろしく御審議のほどお願い

申し上げます。

0議長 (馬場繁夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。福祉保健部長。

0福祉保健部長 (高野英男君) それでは議案第85号、日野市立児童館条例の制定につ

きまして御説明を申し上げます。

今までございました「日野市立児童館設置条例」を全部改正するものでございます。

概要を申し上げたいと思います。児童福祉法の改正によりまして、放課後児童健全育

成事業の法制化が行われました。保護者のニーズの対応や国庫補助の整合を図るために

「日野市立児童館設置条例」を「日野市立児童館条例」に全部改正をするものでござい

ます。

改正の概要につきまして御説明を申し上げます。

l点目といたしまして、設置規定となっている現行の「日野市立児童館設置条例」を

学童クラブの管理運営規定を加えた目的規定とするため、「日野市児童館条例」に改め

ましfこ。

2点目といたしまして、児童館と児童館併設以外の学童クラブを、児童館本館と児苦

館分館として位置づけをさせていただきました。
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3点目でございますが、学童クラブの育成時間を下校時、学校休業日は午前8時30分

からということになりますが、下校時から午後 5時までとしてありましたが、これを午

後5時45分まで、 45分間の延長をいたしました。

4番目といたしましては、第 2、第4土曜日の育成でございますが、 11施設での合同

育成を実施しておりましたが、これを全施設21カ所で実施することにいたしました。

5点目といたしまして、児童館、学童クラブの使用対象者、使用及び入会の手続等を

新たに規定してございます。

それから 6点目といたしまして、月額3.160円徴収させていただきました学童クラブ

費を月額5，000円に改め、使用料として徴収することを規定いたしました。

なお、改定に合わせまして幾つかの新たな減免規定を設けさせていただきました。ま

ず 1点目は生活保護世帯でございますが、これは現行でも免除でございます。改正案で

も当然免除でございます。それから 2点目として、市民税の非課税世帯でございます。

現行では 2分の lの減額ということになっておりますが、これを免除とさせていただき

ました。それからひとり親医療費助成世帯でございます。現行では措置がございません

でしたけれども、月額2，000円の減額、実質3，000円をお支払いいただくと、こういうふ

うな改正でございます。それからもう l点は、 2人目以上の学童でございますが、従来

は、現行では対応がございませんでしたけれども、月額2.000円の減額というふうにさ

せていただいたわけでございます。

これの施行期日等でございますけれども、平成11年 4月1日から施行させていただき

fこし、。

それから経過措置といたしまして、施行の際、現に学童クラブの入会の承認を受けて

いる児童は号|き続くよう経過措置を講じております。

以上、概要でございますが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

O議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(，なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをも って質疑を終結いたします。

本件について御意見があれば承ります。

(，なし」と呼ぶ者あり〕

0議 長(馬場繁夫君) なければ、これをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第85号、日野市立児童館条例の制定の件は福祉

保健委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

22 



(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) 御異議ないものと認め、福祉保健委員会に付託いたします。

これより議案第86号、日野市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定、議案第87

号、日野市体育施設条例の一部を改正する条例の制定の件を一括議題といたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) 御異議ないものと認め、 一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(馬場弘融君) 議案第86号、日野市立学校設置条例の一部を改正する条例の制

定についての提案理由を申し上げます。

本議案は、(仮称)日野市立病院の建設に伴う日野市立第一幼稚園の移転のため、日

野市立学校設置条例の一部を改正するものであります。

次に、議案第87号、日野市体育施設条例の一部を改正する条例の制定についての提案

理由を申し上げます。

本議案は、多摩平第一公園テニスコー トに夜間照明を設置することに伴い、その他の

体育施設使用料を改正するものであります。

以上 2議案の詳細につきましては、担当部長より説明いたしますので、よろしく御審

議のほどお願い申し上げます。

0議長(馬場繁夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) それでは議案第86号、日野市立学校設置条例の一部を

改正する条例の制定について御説明を申し上げます。

本条例は、日野市立病院の建設に伴う施設の移転計画により、日野市立第一幼稚園を

現在の位置から日野第六小学校の普通教室へ移転するに当たりまして、日野市立学校設

置条例の一部の改正をお願いするものでございます。

恐れ入りますが、 4ペー ジ、5ページをお聞き願います。現在の幼稚園の所在地であ

ります多摩平四丁目 3番地から、日野第六小学校の所在地であります多摩平三丁目21番

地へ変更するものでございます。

施行につきましては11年4月1日から予定しております。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

以上です。
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0議長(馬場繁夫君) 生涯学習部長。

0生涯学習部長(松橋瑛子君) それでは議案第87号、日野市体育施設条例の一部を改

正する条例の制定について御説明申し上げます。

新旧対照表で御説明申し上げますので、恐れ入りますが、 4ページ、 5ページをお聞

きいただきたいと思います。

本条例の改正は、多摩平第一公園テニスコートに夜間照明設備を設けることに伴い、

夜間照明使用料を設定するもので、別表第3の4、その他の体育施設使用料を改めるも

のでございます。夜間照明使用料につきましては、現行の使用料に付加して納めていた

だくもので、夜間にテニスコートを使用する場合、 1面 1回 2時間以内ですと600円を

加算してもらうものでございます。したがいまして、施設使用料600円と夜間照明使用

料600円の合計1，200円を納入していただくことになります。また、 1面 1回3時間以内

ですと、施設使用料の900円と夜間照明使用料900円の合計1.800円を使用料として納め

ていただくものでございます。

この夜間照明使用料の算定に当たりましては、新たに増加します電気使用料と人件費

とを勘案し、算出したものでございます。

前に戻っていただきまして、 2ページの付則ですが、本条例の施行日を平成11年 4月

1日といたしております。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

以上でございます。

O議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。

本2件について御意見があれば承ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第86号、日野市立学校設置条例の一部を改正す

る条例の制定、議案第87号、日野市体育施設条例の一部を改正する条例の制定の件は生

活文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認め、生活文教委員会に付託いたします。

これより議案第88号、平成10年度日野市一般会計補正予算(第 2号)の件を議題とい
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たします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(馬場弘融君) 議案第88号、平成10年度日野市一般会計補正予算(第 2号〉

の提案理由を申し上げます。

本議案は、平成10年度目野市一般会計の補正予算(第2号)であります。

補正額は、歳入歳出それぞれ7億2.073万1.000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

464億4.131万6，000円とするものであります。

詳細につきましては担当部長より説明いたしますので、よろしく御審議のほどお願い

申し上げます。

0議長 (馬場繁夫君) 歳入歳出全般の説明を関係部長から求めます。企画部長。

0企画部長 (横島英紀君) それでは議案第88号、平成10年度日野市一般会計補正予算

(第2号)につきまして御説明申し上げます。

まず、第 1条でございます。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ7億2，073万

1，000円を追加し、歳入歳出それぞれ464億4，131万6，000円とするものでございます。

それでは、以下につきましては事項別明細書によりまして主な内容について御説明を

申し上げます。 8ページ、 9ページをお聞き願います。

まず歳入でございます。分担金及び負担金ですが、これは特別養護老人ホーム及び養

護老人ホームの入所者の増に伴い、負担区分により保護者及び本人の負担がふえるもの

でございます。

10ページ、 11ページをお願いいたします。国庫支出金でございます。国庫負担金のう

ち目 5、民生費国庫負担金 1億9.574万8.000円でございます。この内容につきましては、

右の方です。 11ページの節及び説明欄でございます。老人福祉費負担金4，414万円、そ

れから節の30、生活保護費負担金 1億4，587万4，000円の増でございます。老人福祉費負

担金につきましては、特別長護老人ホーム、養護老人ホームの入所者の増に伴うもので

ございます。また生活保護費につきましては、生活保護世帯、人員の増によるもので、

負担割合により国の負担がふえることによるものでございます。

次に国庫補助金でございますが、自の 5、民生費国庫補助金3，417万3，000円でござい

ます。右側の方、節、説明欄でございます。老人福祉賀補助金、老人家庭ホームヘルプ

サービス事業でございます。これは当初予算でいわゆる人件賀補助から事業費補助とい

うことで制度の変更がございました。登録へルパ一、市職員へルパ一、減額6，864万
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7，000円、あるいは698万5，000円という減になりますが、制度の変更によりまして、ま

た事業費の単価アップや派遣回数の増によりまして、全体といたしましてホームヘルプ

サービス事業そのものがふえまして、そのことによる歳入の増でございます。

12ペー ジ、 13ページをお願いいた します。都支出金でございます。このうち目 5、民

生費都負担金1，312万9，000円でございますが、児童手当の負担金の増ですが、説明欄上

から 4行目、児童手当都制度でございます。新たなものでございまして、内容につきま

しては歳出のところで御説明をさせていただきます。

下欄でございます。委託金のところでございます。総務費委託金965万8，000円でござ

います。これは選挙委託金で、平成11年 4月22日、任期満了に伴います東京都知事選挙

の委託金でございます。

次に14ページ、 15ページ、繰入金のところでございます。基金繰入金、財政調整基金

繰入金でございます。これは今回の補正予算の財源が不足するため、財政調整基金より

繰り入れるものでございます。

18ページ、 19ページ、歳出の説明をさせていただきます。

まず

職員の退職、あるいは採用、 5回にわたる人事異動、組織改正がございました。大きく

変動しておりますので、今回は職員の変動に伴い不足する科目のみ補正をお願いしてお

ります。なお、人件費全体につきましては、 42ページから45ページにわたりまして給与

費明細書がございます。各科目の御説明につきましては省略をさせていただきたいと存

じます。

それでは総務費でございます。中ほど、諸費でございます。これは節、償還金、利子

及び割引料2，122万円でございますが、国及び都の補助事業で、制度によりまして翌年

度精算することになっております。概算交付された国及び都の負担金、補助金を、精算

に伴い返還するものでございます。

次に20ページ、 21ページでございます。選挙費でございます。東京都知事選挙につき

ましては歳入のところで御説明申し上げました。同額を、不在者投票管理システムを構

築し、選挙事務の簡素化を図るためのものでございます。

22ページ、 23ページでございます。民生費、 一番下の欄になりますが、老人福祉費 1

億3，926万4，000円の補正でございます。この内容につきましては、節、説明欄、施設入

所経費、特別養護老人ホームの入所委託措置費、それと老人ケア事業のホームヘルパ一、

これにつきましては派遣費、単価アップと派遣回数の増によるものでございます。
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次に24ページ、 25ページでございます。一番下の児童福祉総務費でございます。補正

金額につきましては2，241万円でございます。説明欄、最下欄でございます。扶助費、

児童手当都制度でございます。この制度はことし10月1日より始まります新しい制度で

ございまして、満3歳以上で満7歳に満たない出生順の第3人目の児童を含む3人目以

上の児童を養育している者に月額1万円を支給するものでございます。対象者について

は100人でございます。それで、支払い、支給につきましては11年 2月になりますので、

4カ月分を計上するものでございます。

26ページ、 27ページでございますが、児童措置費6.243万7.000円でございます。この

扶助費、民間保育園基準運営経費でございます。国が定めた保育所運営基準で、今年度

は児童数が当初計上より大幅に増加したこと、それから新入保母の加算が新設されたこ

とによりまして、保育単価の基準分、加算分がふえたことによるものでございます。

28ページ、 29ページでございます。扶助費、生活保護経費でございます。扶助費1億

9，549万9，000円でございます。生・活保護経費につきましては、生活保護世帯、人員が年々

増加傾向でございます。平成10年7月1日、実態調査から見ますと、保護率は人員で5.6

となっております。対前年度より0.7ポイント増加しております。今年度は 4月から10

月までにかけ、 39世帯51人の増でございます。今後の伸びも含み、不足分の補正をお願

いするものでございます。

30ページ、次のページでございます。衛生費でございます。目の10、ごみ処理費でご

ざいます。節及び説明欄で施設維持修繕935万円でございますが、これは 2号炉のごみ

投入ホッパーの水冷ジャケット、タンクの部分でございますが、投入ごみとの摩擦によ

りまして摩耗し、水漏れがあるため、この部分を取り替え修繕をするものでございます。

次のページをお願いします。商工費でございます。商工振興費、節及び説明欄、負担

金、補助及び交付金1，099万1，000円でございます。これは中小企業事業融資資金、事業

融資あっせん条例により運転資金並びに緊急資金の貸付に対して利子補給を行っており

ます。貸付件数の増により利子補給をお願いするものでございます。

次のページ、土木費でございます。目35、交通安全対策費でございます。 15工事請負

賀1，440万円の減額でございます。(仮称)豊田駅北第5駐輪場整備工事でございます。

市長の方からも行政報告をさせていただきました。当初予算で収容台数350台の駐輪場

整備工事をお願いいたしましたが、財団法人自転車駐車場整備センターと協議の結果、

同センターが工事を施工し、有料により管理することにより403台、 12月 1日事業を開

始することができました。したがいまして、この予算につきまして減額をお願いするも
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のでございます。

36ページ、 37ページでございます。教育費、小学校費、目、学校管理費でございま

す。説明欄一番下の修繕料960万円でございます。これは小学校にパソコンを導入する

に当たって、機器の使用に耐え得る電源を確保するため、修繕をお願いするものであり

ます。 4校分でございます。

次に38ページ、 39ページでございます。目35、一番下でございます。図書館費、需

用費260万円でございます。中央図書館車庫シャッター取付修繕料260万円。これは移動

図書館車ひまわり号が 8月に不審火による火災事故で全損に近い被害をこうむりました。

この11月30日に新車を納車し、 12月8日から運行することになりました。移動図書館車

を収納するため、防犯上、車庫にシャッターを取りつけるものでございます。

次に40ページ、 41ページでございます。公債費でございます。元金7，444万3，000円、

これは昭和59年に借り入れた東京都の振興基金の金利の高い借り入れ分、金利7.1%で

ございます。この分を今後の負担の軽減を図るため、繰上償還をお願いするものでござ

います。

以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

O議長 (馬場繁夫君) これより質疑に入ります。沢田研二君。

016番(沢田研二君) 商工費に関係しての関連質問でございますけれども、ことしは

市制35周年ということで、それを冠にしたいろいろなイベント、行事が行われてまいり

ました。いろいろ行われて、中では商工会、あるいは観光協会、さらにはいろいろな団

体が積極的に協力をしていただき、それなりに成功してきたのではないかなというふう

に思います。

その中の一つに、コスモスアベニューという形で大変多くの市民の皆さんの御参加を

いただき、そしてまたそれが、このコスモスが咲き誇った時期に合わせて、撮影会、あ

るいは写生会といったものが行われました。この取り組みについてでございますけれど

も、初めにこの撮影会、それから写生会、この二つに参加をした市民の数、もし押さえ

ておられましたら、どの程度の参加があったのか教えていただきたいと思います。

0議長 (馬場繁夫君) 環境共生部長。

0環境共生部長(笹木延吉君) 撮影会の参加という数のお尋ねでございますが、最初

に、これは35周年記念事業といた しまして、 6月7日にまず種をまいていただきました。

このときは42団体で702名の参加をいただきました。続きまして 7月4日、 これは草取

りとか間引きも種をまいた人たちが参加してやっていただくと、なおこの趣旨に沿って、
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また花に今後親しむ、それから育てていくという考え方から、このときは若干少なくて、

30名の方が参加いたしました。それから最後のイベン トの 9月26日の、今お尋ねがあり

ましたコスモスアベニューのイベントでございますが、約100名の参加をいただきまし

fこ。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君)

016番(沢田研二君)

よろしいわけですよね。

沢田研二君。

100名というのは撮影会と写生会、両方合わせてということで

0議長(馬場繁夫君) 環境共生部長。

0環境共生部長(笹木延吉君) 撮影会という御質問ですが、観光協会の行事として撮

影会がこの中に入っていたわけでございますが、観光協会の方から撮影会を中止すると

いうことで、その数は入っておりません。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君)

016番(沢田研二君)

沢田研二君。

今、説明があったわけなんですが、大々的にこの取り組みをさ

れて、そして 9月15日号の広報でモデル撮影会、それから写生会ということのPR、そ

のほかにも観光協会から独自の PRなどをして、大々的にこの取り組みが予定をされて

おりました。

ところが、ある一部の議員からの申し出によって、このモデル撮影会が中止というよ

うなことで、その後、大変な混乱を起こしたことは皆さんも御承知のとおりでございま

す。また私もいろいろな関係者、あるいは直接の関係はないけれども、 一度決めて、あ

れだけ PRしたものをなぜ突然中止をするんだと、 変更するんだというようなことで、

大変なおしかりも受けたわけでございます。

それで、新聞等の情報を見ますと、観光協会、あるいは行政サイドとしていろいろな

判断があったことかとは思いますけれども、なぜこの中止というようなことをこの土壇

場になってやらなければならなかったのか、そのことについて改めて確認をさせていた

だきたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 助役。

0助役(河内久男君) コスモスアベニューの一環といたしまして、御案内の事業を行っ

てまいりました。広報等に出す段階、それからもう少し実施の段階で現場でのすり合わ

せをもう少ししっかりしておけばよかったなというのが、まず冒頭、反省させられてい
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る点、でございます。

その内容を見ますと、いろいろ御意見等のある中の 1点、小学生対象の写生会も並行

されて云々というところがございます。この部分につきまして、つぶさに当日の行程を

検討してまいりますと、ふれあい橋での撮影会、それから子どもたちの写生会が、時間

差を設けましでも若干そこで重なりが出るようでございます。それらのことにつきまし

て、観光協会の役員の皆様方とお話を持ちました。結果、観光協会の方で自主的に、そ

れではせっかくの子どもたちの写生会が混乱してはということで、中止に至ったわけで

ございます。

なお、観光協会そのものにつきましては、ほかでの撮影会は続行された模様でござい

ます。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 沢田研二君。

016番(沢田研二君) 観光協会なり、あるいは市としてもいろいろな角度から検討し

た結果ということでございます。

実際には 8名の議員団が、自主的にといいましょうか、ローカル的に中止の申し入れ

をしたということでございます。新聞等の情報等も含めまして、 5項目ないし 6項目程

度の中止すべき理由が述べられているわけでございます。これは議員のそれぞれの考え

方ですから、 30名の議員がいれば、それぞれいろいろな考え方もあってしかるべきです

し、また思想・信条は自由ですから、その点について云々言うつもりはございません。

しかし、言えることは、この申し入れがあり、そしてまた行政側が、最終決断は観光

協会がやられたとは言いながらも、行政側としてもこれを受けたことは事実なわけです

から、ましてや 9月議会という中ですから、もしこういう問題提起があれば、本来であ

れば議会での何らかの形でのステップを踏んで、その中で行動を取るべきではなかった

かというふうに思います。そういった意味では、非常にこの、 一部の議員であったとし

ても、新聞等の情報からしまして、 一体日野の議会は何をしているんだ、日野の議員は

何を考えているんだという意味で、 一部の問題では済まないような、そういう背景があ

るということを、やっぱり十分考えておく必要があります。

また一方、理事者側としても、議会さなかでありながら一切そういったことの問題提

起もせずに、大変な混乱を起こすような形での結論を出してしまったということは、非

常にやはり問題ではないかなというふうに思います。

それで、その 1点、今、助役から話がございました現場での混乱ということに対して、
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これを一つ取っても非常に疑問がございます。と言いますのは、最初からモテール撮影会

と写生会を行いますということで広報でPRをしているわけです。ですから、それを承

知で現場へ来るわけです。当然それを始めるときに、こういうわけで一緒にやりますの

でと言えば、それはそれなりに理解をいただけることだというふうに思います。また一

方、今、青少年のいろいろな問題が起きている中で、我慢ができないとか、あるいは自

己主張だとか、いろいろなことがありますけれども、まさにこういう公共の場所でこそ、

お互いが譲り合うということの本当の生きた教育ができる最高の場ではなかったのかな

というふうに思います。

また、子どもたちにとってみても、モデルを使った撮影会、大人の人たちがやってい

る撮影会というものはどういうものかということを肌で感じることができるわけですか

ら、この一部新聞の中にも、親子で参加を希望して云々という文面もありますけれども、

そういうことからしても、本当に何ら違和感のない、むしろいい場面ではなかったのか

なというようなことさえ思うわけです。

しかし、それを含めて中止をということの決断であったわけなんですが、非常に、言っ

てみれば軽率というのはちょっと言い過ぎかもしれませんが、この決断のあり方につい

ては大変多くの疑問もありますし、また問題を残したのではないかなというふうに思っ

ております。

その点で、市長にもし見解があれば、ぜひお伺いをしたいと思います。

O議長(馬場繁夫君) 市長。

0市長(馬場弘融君) 35周年のイベントのーっとして、市民の皆さんの力でコスモス

を植えていただいて、それがそろそろ咲く時期だということで、記念のイベン卜が行わ

れたわけであります。主に観光協会、あるいは各種団体等のお力をいただいて実施をさ

れたわけでありまして、私もいろいろな機会の反応と いうものは伺ったわけであります

が、行政側からああしなさい、こうしなさいというふうなことではなくて、むしろ実施

をする主体の方で自主的に判断をされた結果の中止であったと。撮影会についてはです

ね。会場変更であったというふうに私は判断をしております。

ですが、今、議員御指摘のとおり議会の開催中でもあり、市もかかわることであるの

で、し っかりと した報告なり経過を知らせるべきではなかったかという点については、

市民の皆さんへ広報でも辿絡をしたということも ございますので、おわびをしなければ

いけないというふうには思っております。以後、このよ うなことがないよ うに注意をし

たいと思います。
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0議長(馬場繁夫君)

016番(沢田研二君)

絡んでいたと思います。

沢田研二君。

最後にいたしますけれども、この問題でもう一つ大きな問題が

それは、 9月議会は男女共同参画都市宣言というものを決めたわけでございます。あ

る市民からの訴えでもございますけれども、若い女性をモデルにすることは女性蔑視に

つながるというような、そんな問題提起に対しては、こういう意見こそが女性蔑視では

ないかというようなことでございます。モデルというちゃんとした訓練に訓練を重ねた、

そしてそれを職業としている人たち、これは女性に限らず、男性でも、若くても年をとっ

ていても、いろいろな形でのモデルというのが存在するわけですから、そういう人たち

に対してまさに職業の蔑視的な、あるいは女性蔑視的な、そんな要素も含まれている、

非常に遺憾なことであるというようなことのおしかりも受けております。まさに両手で

宣言文を掲げながら、足元で、はそれを土足で踏みつぶすというか、そんなようなことが

同じ時期にやられてしまったというようなことでは、大変な問題が残った中止ではなかっ

たかなというふうに思います。

いずれにしましでも、今回このことはもう既に終わったことでございますので、今後

こういったたぐいのことがあるときには、それぞれの立場で、理事者側だけとは言いま

せんけれども、お互いの立場を十分踏まえた中での行動が必要ではな~¥かということを

申し上げて、終わります。

O議長(馬場繁夫君) 土方尚功君。

028番(土方尚功君) 大変市の財政が厳しいというような中で、これは喜ばしいこと

だというふうに見ておりますけれども、歳入で寄附金の指定寄附金ということで130万

円寄附をいただいたということが明らかになり、それに関連をして一つの指定があるわ

けですから、支出を見ますと保育園関係で備品の30万円と、それから教育の振興費とし

て100万円、それぞれあるわけですけれども、説明に殊さらここら辺は触れられていな

かったやに思いましたので、どのように市として受け入れて対応を図るのか。こういう

案件ですから、金額の大小にかかわらず、やはりここ ら辺については触れるべき内容で

はないかなというふうに理解をしているところですが、それについて回答があれば、よ

ろしくお願いしたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 企画部長。

0企画部長(横島英紀君) おっしゃるとおりでこーざいまして、寄附金については130

万円、使途につきましでも、おっしゃるとおり保育園並びに小学校費、備品並びに図書、



教材図書の購入ということで充てさせていただいております。市民のお名前もあるんで

すけれども、そういうことで委員会等でまた御説明をさせていただきたいということで

考えており ました。今後気をつけたいと思います。 (1了解」と呼ぶ者あり)

0議長 (馬場繁夫君) 菅原直志君。

04番 (菅原直志君) 私の方からは 2点あるんですが、その前に、今、沢田議員の方

から質問がございました件について、簡単に触れさせていただきたいと思います。

というのは、皆さんも御存じの方もいらっしゃると思いますが、コスモスアベニュー

の写生 ・撮影会、これについての申し入れをした代表者というか、そういう立場でもあ

りましたので、誤解があってはいけないと思っておりますので、この際お話しさせてい

ただきたいと思っております。

今回の対応については、あくまでも市側に申し入れたという時点で、それを市として、

または当該団体の方が判断をされたというふうに理解をしているところなんですけれど

も、これらの中で私が考えているのは、今回の撮影会はコスモスの撮影会なのかモデル

の撮影会なのか、そこが全くわからなかったわけですね。それで、その上でどうなんで

すかというところからが、まずは事の始まりであったというふうに理解しております。

その中で、女性蔑視だとか職業に対する云々の話がございますけれども、そんなことは

毛頭考えておりませんでして、それよりももっと素朴なところで考えていたというふう

に御理解いただければなと思っているところです。

以上です。

それでは、質問に入らせていただきます。 21ページなんですけれども、総務費の方で

都知事選挙というところ、これで不在者投票管理システムのところで 3点、総額965万

8，000円が計上されております。これは収入の方でも確認しておりますので、その点に

ついてはOKなんですけれども、できればこの場でどういったシステムなのかお話しい

ただければありがたいんですけれども、その点についてお願いいたします。

もう l点です。 25ページになります。老人福祉施設費というのがございます。民生費

の中でございますけれども、特別養護老人ホームの浅川苑に対する業務運営委託料とい

うことで50万円が計上されております。これはどういった内容なのか、確認だけさせて

いただきたいと思います。

以上です。

O議長 (馬場繁夫君) 企画部長。

0企画部長 (横島英紀君) 1点目の不在者投票の管理システムでございますけれども、
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システムそのものの内容については具体的にちょっとわかりませんが、今、不在者投票

は非常に時間がかかるわけでございます。それで、今後は七生支所等でも不在者投票を

実施するために、データの集計、あるいはシステム機器を購入して、不在者投票管理シ

ステムを、相当人員も要しますし、時間もかかるということで、行政システムで開発し

た、特にもう国立市とか羽村市等で、保谷市でも実施しているそうでございます。その

システムを十分研究しまして、東京都の委託金、全額をもらって今後の選挙事務の簡素

化のためにシステムを構築していきたい、このようなことでございます。

0議長(馬場繁夫君) 福祉保健部長。

0福祉保健部長(高野英男君) 2点目の老人福祉施設費の中についての御質問でござ

いますけれども、浅川苑業務運営委託料50万円でございますが、 これにつきましては、

ちょっと理解がなかなか難しいところがあるかもしれませんけれども、現在、臨時福祉

特別給付金というものが支給されているわけでございますが、浅川苑に入所されている

方の50名分が市の雑入ということで入ってまいりますので、これを浅川苑に振りかえる

と申しましょうか、そういう措置で、その分を浅川苑の方に委託料として支出するもの

でございます。御理解をいただきたいと思います。 (1結構です」と呼ぶ者あり〉

0議長(馬場繁夫君) これをもって質疑を終結いたします。

本件について御意見があれば承ります。

[1なし」と呼ぷ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって、議案第88号、平成10年度日野市一般会計補正予算

(第2号)の件は、歳入全般及び歳出のうち総務費、公債費を企画総務委員会へ、歳出

のうち衛生費、商工費、教育費を生活文教委員会へ、歳出のうち民生費を福祉保健委員

会へ、歳出のうち土木費をまちづくり建設委員会へそれぞれ付託いたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

[1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認め、それぞれの委員会へ付託いたします。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

[1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。

午後3時07分休憩

-34-



午後3時34分再開

0議長 (馬場繁夫君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

これより議案第89号、平成10年度日野市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の

件を議題と いたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長 (馬場弘融君) 議案第89号、平成10年度日野市国民健康保険特別会計補正予算

(第2号)の提案理由を申し上げます。

本議案は、平成10年度日野市国民健康保険特別会計の補正予算(第2号)であります。

補正額は、歳入歳出それぞれ2.046万5.000円を追加し、歳入歳出予算の総額を74億

9，048万3，000円とするものであります。

詳細につきましては担当部長より説明いたしますので、よろしく 御審議のほどお願い

申し上げます。

0議長 (馬場繁夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。市民生活部長。

0市民生活部長 (宮本寿君) 議案第89号、平成10年度日野市国民健康保険特別会計

補正予算〈第2号)の内容につきまして御説明申し上げます。

事項別明細書の方をお聞きいただきたいと思います。 6ページ、 7ページでございま

すが、歳入につきましては一般会計からの繰入金680万円と、繰越金1，366万5，000円を

聞きまして、合わせて2.046万5.000円の増額補正でございます。 一般会計からの繰入金

につきましては、出産育児費に係る件数増のため、市からの補助の増分でございます。

8ページ、 9ページをお聞きいただきたいと思います。歳出でございます。保険給付

費が1，766万5，000円の増額補正であります。療養諸費720万5，000円で、一般被保険者療

養費と退職被保険者療養費に不足が生じるための増額補正でございます。出産育児諸費

につきましては1，020万円の増額補正であります。出産育児に係る件数増によるもので

ございます。結核 ・精神医療給付費26万円も、不足が生じるための増額補正でございま

す。

10、11ページをお聞きいただきたいと思います。保健事業費120万円の増額補正でご

ざいます。人間ドック受診件数の増によるものでございます。

下段の諸支出金でございますが、償還金及び泣付金160万円の増額補正でございます。

国保税の過誤納に係る;還付金でございます。

以上であります。よろ しく御審議をお願いいたします。

-35-



0議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。

本件について御意見があれば承ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第89号、平成10年度日野市国民健康保険特別会

計補正予算(第2号)の件は福祉保健委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認め、福祉保健委員会に付託いたします。

これより議案第90号、平成10年度日野市下水道事業特別会計補正予算(第 2号)、議

案第91号、平成10年度日野市受託水道事業特別会計補正予算(第 1号)の件を一括議題

といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認め、 一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(馬場弘融君) 議案第90号、平成10年度日野市下水道事業特別会計補正予算(第

2号)の提案理由を申し上げます。

本議案は、平成10年度日野市下水道事業特別会計の補正予算(第2号)であります。

補正額は、歳入歳出それぞれ4億7.622万7.000円を追加し、歳入歳出予算の総額を72

億1，884万4，000円とするものであります。

次に、議案第91号、平成10年度日野市受託水道事業特別会計補正予算(第 1号)の提

案理由を申し上げます。

本議案は、平成10年度日野市受託水道事業特別会計の補正予算(第 1号)であります。

補正額は、歳入歳出それぞれ493万7.000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、 26億

9，422万5，000円とするものであります。

以上2議案の詳細につきましては、担当部長より説明いたしますので、よろしく御審

議のほどお願い申し上げます。

0議長(馬場繁夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。まちづくり推進部長。
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0まちづくり推進部長 (堀之内和信君) 議案第90号、平成10年度日野市下水道事業特

別会計補正予算(第2号)について御説明を申し上げます。

今回の補正につきましては、国の第3次補正に伴いまして、国庫補助金の追加等がご

ざいました。これらを積極的に受け入れまして、財源といたしまして、繰越金の一部を

聞かせていただきまて、浅川処理区の管渠埋設工事を行うために、歳入歳出それぞれ 4

億7，622万7，000円の追加をお願いいたすものでございます。

詳細につきましては事項別明細書で御説明申し上げます。 20ページ、 21ページをお聞

きいただきたいと思います。国庫補助金でございます。公共下水道費の補助金で‘ござい

ます。追加9，500万円ということでございます。

繰越金につきましては、前年度の繰越金を聞かせていただいたものでございます。金

額につきましては記載のとおりでございます。

22ページ、 23ページにつきましては、下水道債でございます。公共下水道の補助分、

それから単独分等の起債でございます。

歳出、 24ページ、 25ページでございます。お聞きいただきたいと思います。歳出でご

ざいます。 13の委託料でございますけれども、公共下水道費で・ございます。管渠建設事

業費でございます。浅川処理区の管渠埋設工事を東京都の新都市建設公社に委託するも

のでございます。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

O議長(馬場繁夫君) 建設部長。

0建設部長(清水啓治君) 議案第91号、平成10年度日野市受託水道事業特別会計補正

予算(第 l号)につきまして御説明申し上げます。

歳入歳出予算にそれぞれ493万7.000円を追加するものでございます。

32ページ、 33ページ、事項別明細書で御説明申し上げます。

歳入でございます。都の支出金でございますが、水道事業委託金といたしまして701

万円を増額補正するものでございます。

下段へ行きますが、諸収入でございます。下水道使用料の徴収事務の委託金でござい

ますが、下水道のただいまの補正予算にもございましたけれども、マイナス207万3，000

円の同額を減額補正するものでございます。

34、35ページをお願いいたします。歳出でございます。受託水道事業費の水道管理費

並びに建設改良質でございますけれども、いずれも本年の10月に人事の異動がございま

したこと、もう一つは使用料金の請求者の名前を片仮名から漢字に改める作業をしたい
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ということでございます。そのための臨時職員の雇い上げが必要になりました。このた

めの人件費の不足分を補正するものでございます。

以上でございます。よろ しく御審議をいただきたいと思います。

O議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。

本2件について御意見があれば承ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって、議案第90号、平成10年度日野市下水道事業特別会

計補正予算(第2号)、議案第91号、平成10年度日野市受託水道事業特別会計補正予算

(第 1号)の件は、 まちづくり建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認め、まちづくり建設委員会に付託いたしま

す。

これより議案第92号、市道路線の一部廃止、議案第93号、市道路線の廃止、議案第94

号、市道路線の認定の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認め、 一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(馬場弘融君)

げます。

本議案は、市道M16-15号線ほか12路線について、現況が廃滅しており公共の用に供

されていないこと、 及び新設の都市計画道路に編入されるため、道路法第10条第3項の

議案第92号、市道路線の一部廃止についての提案理由を申し上

規定により市道路線の一部を廃止するものであります。

次に、議案第93号、市道路線の廃止についての提案理由を申し上げます。

本議案は、市道Pl-2号線ほか 5路線について、新設の都市計画道路に編入される

ため、道路法第10条第3項の規定により市道路線を廃止するものであります。
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次に、議案第94号、市道路線の認定についての提案理由を申し上げます。

本議案は、市道D56-4号線ほか13路線について、開発行為完了に伴う道路の帰属及

び都市計画道路の新設に伴う路線の分割のため、道路法第8条第 2項の規定により市道

路線として認定するものであります。

以上3議案の詳細につきましては、担当部長より説明いたしますので、よろしく御審

議のほどお願い申し上げます。

0議長(馬場繁夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。建設部長。

0建設部長(清水啓治君)

上げます。

1ページから 2ページに続きます、すべての路線で13路線ございますが、 一番左側の

議案第92号、市道路線の一部廃止につきまして御説明申し

番号でございますが、 1ページの 1から 4番の 4路線につきましては、現況が廃滅して

おりますので公共の用に供されていないということで一部廃止するものでございます。

なお、廃道敷の財産につきましては、隣接いたします土地所有者に有償で払い下':fる

予定でございます。

それから番号の 5から13の9路線でございますが、新設されます剖3市計画道路3・2・

7号線に編入されますので廃止するものでございますけれども、番号12のP3号線につ

きましては、新設道路の外側の部分、いわゆる終点部までを廃止いたします。中間部の

廃止ができないためでございます。認定の部分でまた説明をさせていただきたいと思い

ます。

3ページの図面でございます。略図 1でございますが、場所でございますが、鹿島台

団地と多摩みなみが丘の住宅地の中間でございます。現況廃滅によるものでございます。

4ページをお願いいたします。略図 2でございます。中程久保橋と多摩動物園の入口

の約中間部でございまして、旧都道の北側でございます。やはり現況の廃滅によるもの

でございます。

5ページでございます。略図3でございますが、百草園から一の宮へ抜けます市道が

ございますが、この市道の北側でございまして、都道川崎街道の一山南側になります。

百草園の駅の南東の方向でございます。この 2本とも、いずれも現況廃滅によるもので

ございます。

6ページ、略図4をお願いいたします。来る12月17日に開通を予定しております府中

田谷橋と一の宮の交差点を結びます日野都市計画道路 3・2• 7号線の道路の区域内で

ございます。いずれも都市計画道路に編入されるために廃止をするものでございます。
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引き続きまして、議案第93号、市道路線の廃止につきまして御説明を申し上けます。

やはり 1ページと 2ページ続きますが、全路線で 6路線でございます。番号の 1から

6すべてでございますけれども、新設されます都市計画道路3・2• 7号線に編入され

るために廃止をするものでございますけれども、この 6本の路線のうちのこつの 4番と

5番でございますが、全延長が都市計画道路内でございますが、ほかの四つの路線につ

きましては中間部が都市計画道路の中でございます。 しかし中間部の廃止ができません

ので、都市計画道路の外側も含めまして全延長を廃止するものでございます。

3ページの略図 1でございますが、 一部廃止の部分と同様に、府中田谷橋と一の宮交

差点を結ぶ都市計画道路の関係でございます。なお、図面の中で点線がございますけれ

ども、これは行政界でございます。右側が多摩市、左側が日野市になります。

引き続きまして、議案第94号でございます。市道路線の認定でございます。

次のページに続きますが、全部で14路線ございます。番号の 1から 9番の 9路線につ

きましては、開発行為の完了に伴って道路の帰属によるものでございます。 10から14番

までの 5路線につきましては、都市計画道路の新設に伴いまして、路線の分割によるも

のでございますけれども、議案第92号の中で一部廃止のところで説明いたしました番号

12のP3号線、それから議案第93号の廃止のところで御説明申し上げました番号1番、

Pl-2号線ほか3路線につきましては、新設されます都市計画道路の外側を新たに認

定するものでございます。

なお、 Pl-2号線と P3-3号線につきましては都市計画道路の外に残りますけれ

ども、組合施行の落川土地区画整理事業区域内でございますので、新たな認定は除外を

し、fこしましfこ。

場所でございますが、 3ページでございます。略図 1でございます。組合施行で実施

いたしました吹上団地の土地区画整理の区域内でございます。開発行為によるものでご

ざいます。

4ページをお願いいたします。南平の多摩みなみが丘住宅地の北側に位置いたします。

これもやはり開発行為によるものでございます。

5ページの略図3をお願いいたします。南平の鹿島台の動物園寄りでございます。こ

れもやはり開発行為によるものでございます。

次のページの 6ページの略図4をお願いいたします。 一部廃止の位置と同様でござい

ますが、府中四谷橋の南側でございまして、都市計画道路から外れた部分を新たに認定

するものでございます。
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以上でございます。よろしく 御審議をいただきたいと思います。

O議長 (馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。

本3件について御意見があれば承ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第92号、市道路線の一部廃止、議案第93号、市

道路線の廃止、議案第94号、市道路線の認定の件は、まちづくり建設委員会に付託いた

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) 御異議ないものと認め、まちづくり建設委員会に付託いたしま

す。

これより議案第95号、南多摩農業共済事務組合の解散の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長 (馬場弘融君)

由を申し上げます。

議案第95号、南多摩農業共済事務組合の解散についての提案理

本議案は、農業共済事務組合等地域再編整備計画による多摩地域農業共済事務組合設

立に伴い、地方自治法第288条の規定により南多摩農業共済事務組合を解散するもので

あります。

詳細につきましては担当部長より説明いたしますので、よろしく御審議のほどお願い

申し上げます。

0議長(馬場繁夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。市民生活部長。

0市民生活部長 (宮本 寿君) 議案第95号、南多摩農業共済事務組合の解散について

御説明申し上げます。

多摩地域の農業共済事務組合の再編整備につきましては、昨年の第4固定例会におけ

る市長の行政報告で作業を進めている旨の報告をさせていただきましたが、ここで多摩

地域20市町村で新事務組合を組織する予備協議が整いました。つき ましては、既存組A

の解散について、地方自治法の規定にのっとり手続をするものであります。

再編整備を行う理由は、都市農業に対応した共済事業を推進するため、組合の広域化

-41-



と事務処理の合理化を図るためであります。

なお、資料を用意いたしましたので、参考にしていただきたいと思います。

よろしく御審議をくださるようお願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

crなし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをも って質疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については委員会付託を省略

いたしたいと思いますが、これに御異議あ りませんか。

cr異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって、本件については委員会付

託を省略することに決しました。

本件について御意見があれは承ります。

crなし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。

本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

cr異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第95号、南多摩農業

共済事務組合の解散の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第96号、南多摩農業共済事務組合の解散に伴う財産処分の件を議題とい

たします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(馬場弘融君) 議案第96号、南多摩農業共済事務組合の解散に伴う財産処分に

ついての提案理由を申し上げます。

本議案は、前条例の南多摩農業共済事務組合の解散により、地方自治法第289条の規

定に基づき財産処分の協議を行うものであります。

詳細につきましては担当部長より説明いたしますので、よろしく御審議のほどお願い

申し上げます。

0議長(馬場繁夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。市民生活部長。

0市民生活部長(宮本 寿君) 議案第96号、南多摩農業共済事務組合の解散に伴う財

-42-



産処分について御説明申し上げます。

財産処分につきましては、新事務組合を組織する市町村の予備協議において、既存の

3事務組合とも共通の処分方法を取ることを申し合わせております。その内容は、業務

引当金については原則としてそれぞれの事務組合で処分すること。その他の有形固定資

産及び、簿外資産については新組合へ引き継ぎ、もしくは不要のものは廃棄することとす

るものであります。

なお、お手元にお配りいたしました「平成10年度南多摩農業共済事務組合資産等目録」

という資料がございますが、その中に平成9年度末での南多摩農業共済事務組合の業務

引当金の数字が書かれてございますが、本年度の年度末まで、まだ変化があるというふ

うに連絡を受けております。

よろしく御審議をくださるようお願い申し上げます。

O議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(，なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については委員会付託を省略

いたしたいと思いますが、 これに御異議ありませんか。

(，異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって、本件については委員会付

託を省略する ことに決しました。

本件について御意見があれば承ります。

(，なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。

本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

(，異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第96号、南多摩農業

共済事務組合の解散に伴う財産処分の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第97号、多摩地域農業共済事務組合の設立の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長 (馬場弘融君) 議案第97号、多摩地域農業共済事務組合の設立についての提案
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理由を申し上げます。

本議案は、農業共済事務組合等地域再編整備計画に伴い、平成11年 4月1日から事業

を開始する農業共済事業に関する事務を共同処理するため、地方自治法第284条第 2項

の規定により、多摩地域農業共済事務組合を設立するものであります。

詳細につきましては担当部長より説明いたしますので、よろしく御審議のほどお願い

申し上げます。

0議長 (馬場繁夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。市民生活部長。

0市民生活部長 (宮本 寿君) 議案第97号、多摩地域農業共済事務組合の設立につい

て御説明申し上げます。

新しい事務組合は、従来の南多摩4市による組合、北多摩8市による組合、及び西多

摩8市町村による組合を平成11年 3月31日をもってそれぞれ解散し、同年4月1日から

20市町村により新事務組合を設立しようとするものであります。

新しい組合の基本事項につきましては、規約案並びにお手元の資料の記載のとおりで

あります。運営方式につきましては、従来と大きな変化はありませんが、個々の点で見

ますと、組合議員については関係市町村議会の議員から 1名選出ということで20名体制

になること、また職員につきましては、従来の 3組合の合計定数30名であったものを16

名以内とすることなどが大きな違いとなります。

なお、この再編合理化により、当市の負担金は、来年度は50%以上の減額になるだろ

うと思われます。

よろしく御審議をくださるようお願い申し上げます。

O議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については委員会付託を省略

いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって、本件については委員会付

託を省略することに決しました。

本件について御意見があれば承ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) なければ、これをもって意見を終結いたします。
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これより本件について採決いたします。

本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第97号、多摩地域農

業共済事務組合の設立の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第98号、日野市教育委員会委員の任命の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(馬場弘融君)

を申し上げます。

議案第98号、日野市教育委員会委員の任命についての提案理由

本議案は、日野市教育委員会の委員に馬場武氏を任命したいので、地方教育行政の組

織及び、運営に関する法律第 4条第 1項の規定により議会の同意を求めるものであります。

よろしく御承認のほどお願い申し上げます。

0議長(馬場繁夫君) お諮りいたします。本件については質疑、意見を省略し、直ち

に採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって、本件について採決いたし

ます。

本件を同意することに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第98号、日野市教育

委員会委員の任命の件はこれに同意することに決しました。

これより報告第12号、議会の指定議決に基づき専決処分した事項の報告の件を議題と

いたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(馬場弘融君) 報告第12号、議会の指定議決に基づき専決処分した事項の報告

について申し上げます。

本報告は、庁用車の事故による和解の締結及び慣害賠償の額の決定について、地方自

治法第180条第 1項の規定により専決処分したものであります。

詳細につきましては担当部長より説明いたしますので、よろしくお願いを申し上げま
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す。

O議長(馬場繁夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(小;畢春童君) それでは報告第12号、議会の指定議決に基づき専決処分し

た事項の報告について御説明申し上げます。

恐れ入りますが、 2ページをお聞き願いたいと思います。日野市神明二丁目13番地先

路上の市の義務に属する事故に係る和解の締結及び、損害賠償の額の決定についてでござ

います。

事故名は、「日野市神明二丁目13番地先路上の事故」でございます。

和解の相手方は、八王子市石)11町984番地の 1マーペリー石)11205、永井洋治、川村精

子様でございます。

事故の発生状況でございますが、平成10年8月4日午後2時ごろ、生活福祉課職員が

日野市環境緑化協会事務所に行くため路上に庁用車を駐車させた際、サイドブレーキを

確実に引かずに離れたため車両が後退し、通過中の相手方車両の左前側面に接触し、損

傷させたものでございます。

損害賠償額は10万3，068円で和解が成立いたしたもので、平成10年10月2日に専決処

分させていただし、たものでございます。

よろしく御承認のほどお願い申し上げます。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君)

019番(小川友一君)

と思います。

これより質疑に入ります。小川友一君。

1点ちょっと単純な質問ですけれども、お聞かせいただきたい

事故の発生状況のところで、生活福祉課の職員が日野市環境緑化協会事務所に行くた

めということで理由が述べられているわけですけれども、環境緑化協会の事務所はどの

辺にあるんでしょうか。

0議長(馬場繁夫君) 総務部長。

0総務部長(小津春童君) 御存じのように、日野市役所前の公園の反対側にございま

す。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君)

019番(小川友一君)

小川友一君。

私は余り不思議に思わなかったんですけれども、お隣の宮沢議

員が非常に不思議なように思っておりましたので、私も同じよう に思いましたのでお聞
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きしますんですけれども、環境緑化協会事務所に行くために自動車は余り使う必要はな

いんではなし、かなと思うことが 1点と、ここに寄って、またほかに行く用事があってそ

こへ寄ったのか、その辺だけちょっと確認させていただきます。

0議長 (馬場繁夫君) 総務部長。

0総務部長 (小津春童君) 説明が行き届きませんで、市内で伺件かの用件を足して、

最後にそちらの方へ寄ったというふうに聞いております。

以上でございます。(1了解しました」と呼ぶ者あり)

0議長 (馬場繁夫君) これをもって報告第12号、議会の指定議決に基づ、き専決処分し

た事項の報告の件を終わります。

これより請願第10-36号、「公立学校に在学する在日外国人児童 ・生徒にかかわる教

育指導について(通知)Jの遵守を求める陳情の件を議題といたします。

請願の要旨はお手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第10-36号の常任委員会への付託は、会議規則第134条の規定により、議長にお

いて生活文教委員会に付託いたします。

本日の日程はすべて終わりました。

明日の本会議は午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願います。

本日はこれにて散会いたします。

午後4時11分散会
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午前10時23分開会

O議長 (馬場繁夫君) おはようございます。本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員26名であります。

これより日程第 1、一般質問を行います。

一般質問1の1、行財政改革についての通告質問者、小川友一君の質問を許します。

(19番議員登壇〕

019番 (小川友一君)

だきます。

おはようございます。それでは早速、 一般質問に入らせていた

行財政改革ということで、最近の日野市の財政状況が過去どんなふうな推移をたどっ

てきたのか調べてみました。平成 5年、 6年にわたって行財政改革について質問させて

いただいた経過の中で、歳入の根幹であります市税収入がどの程度伸びてきたのかとい

うことも見てみました。平成元年247億円の市税収入、そしてまた 8年を経過 して、平

成9年には298億円ということで、おおむね50億円ぐらいしか伸びていないということ

が明確にあらわれています。

そして、この歳入全般の中で一番気になったのが、地方債、いわゆる起債が非常にふ

えてきたということが明らかになっていることです。それは、平成8年に36億5，200万

円ということで、平成元年のおおよそ 4倍の起債になっている。そしてまた平成 9年度

は補てん債の借り入れがなかったにもかかわらず、平成元年のおおよそ 3倍ぐらいに起

債が膨れ上がっている。この事実は、いわゆる日野市のいろいろな事業を進める中で、

その事務事業がしっかりとやっていけないということを如実にあらわしているのではな

し、かと思います。

そしてその反面、歳出の主要部分をチェックをしてみますと、経常収支比率を押し上

げている義務的経費、いわゆる人件費、扶助費、公債費の割合を見てみました。平成元

年に148億2，900万円だったものが、たった 8年後、平成9年度では225億8，800万円、お

およそ77億円、率で52%の増を示しています。

あわせて経常的経費も見てみますと、額でおおよそ116億円のアップ、率で48%の増

となっています。当然このことは、投資的経費が減になり、市民要望にこたえるための

事業のために財源が回らなくなってしまう、このことは行政執行部は十分理解している

と思います。

今、このような状況の中で、馬場市政は市政運営に全力で頑張っているところであり

ます。



行財政改革を質問しようと思ったときに、ちょうど平成5年だったと思います。この

ままでいくと日野市の財政はパンクをしてしまうのではないかとし寸危機感を持ちまし

た。私は市民に知らせるために、「日野市の財政はパンク寸前だ」というビラを出しま

した。共産党のどなたかが見たんだと思いますけれども、民主クラブ、いわゆる保守系

の議員が財政はパンク寸前だというビラを出したけれども、とんでもないと。私たちの

森田市政の中では健全財政をやっているんだ、 1年間に 4億円から 5億円の黒字を出し

ている、そういうふうな反論のビラを出しました。どう見ても当時、黒字を出すような

財政状況ではなかったわけで、その数字を調べてみましたところ、何と繰越金を黒字と

して称し、ビラの中に出していた。私はそれを見て、そういうふうな政党が支持をして

いる市長であったら、やはりこれからの市政は任せることができない、このように強く

，思いました。

そして前市長は、自分が議員だったときに、いわゆる改選時の予算は暫定予算、いわ

ゆる骨格予算で進めるべきだとみずから主張しておきながら、彼は何回か選挙をしてい

るんですけれども、常に暫定予算を組まないで、予備費を何億円か充当しただけで選挙

戦を戦ってきました。さきの選挙戦でも予備費を 3億円残しただけで、彼はみずから身

を引いてしまいました。非常に私は無責任な手法ではなかったかと、強く今、感じてい

るところです。

それを受けて、馬場市長はたった 3億円の予備費をいただいた中で、平成元年にいわ

ゆる財調、公共施設建設基金、合わせて110億円以上基金があったのも、今ではその 2

基金だけでもほとんど基金は使い果たしてしまった。非常に多分、厳しい状況だと思い

ます。それを受けて、今、馬場市長は頑張っているわけでありますけれども、大変つら

い立場で行財政改革に取り組まなくてはならないこの時期を迎えていると思います。そ

んな状況の中で、具体的に何点か質問をさせていただきたいと思います。

まず最初に、今、庁内にある各課別の超勤時間がどのようになっているか。いわゆる

職員の方がそれぞれの主管課で残業の多い課と残業がない課とがあると思うんですけれ

ども、多いところの数字、そしてまた少ない課の数字、それとその時間数に支出される

残業手当の額を教えていただきたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 小)11友一君の質問についての答弁を求めます。総務部長。

0総務部長(小津春童君) 超過勤務の問題でございます。超勤の多いところというこ

とでございます。課単位で申し上げますと、平成 9年度で申し上げますと、電算システ

ム課、それから資産税課、保険年金課等が多いところでございます。
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それから少ないところと申しますと、多摩平支所、それからあるいは企画課等が少な

くなっております。

その他、まだございますけれども、超過勤務につきましては、平成9年度では総時間

数で8万7，656時間でございます。その経費が約 2億3，200万円でございます。時間単価

にしますと、平均でございますけれども、 2.640円ほどでございます。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 小)11友一君。

019番(小川友一君) 単純な質問ですけれども、いわゆる残業が多いということは、

その課で職員数の配置が不足しているのではないかなと。これは単純ですよ。いろいろ

な職務執行上、いろいろ問題はあるのではないかと。単純に考えて、多いところと少な

いところがある ということは、その課に行った場合、その課の職員が不足しているので

はないかなと。そしてまた、超過時間、それは主管課それぞれの課によって性質が違い

ますので、残業はしなくてもいい課もあるとは思いますけれども、その辺を、各課別の

職員の配置に何か問題があるのではなし、かなというふうな疑問を持ちました。その辺ど

のようなお考えがあるのかお聞かせをいただきたい、これが l点でございます。

それから、現在の職員定数を見たときに、一般事務職員数は他市と比べてそんなに多

くないと思います。しかしながら、いわゆる現業職、学校の用務員とか給食調理員とか、

都基準とか国基準よりも多い保母さんとか、いろいろ現業職員は他市に比べて多いよう

に思います。その辺、職員の配置転換を、現業職と一般事務職の配置転換をするような

場合、いろいろな問題があるのかどうか、お聞かせをいただきたい。

それと、行財政改革を進めるに当たって避けては通れない人件費の問題ですけれども、

現行の通し号俸制の給う体系を職務給にかえていく作業がどの程度まで進んでいるのか。

今、まさに自治労の強い八王子市も職務給導入に合意、がなされたというふうな情報も得

ております。そんなことで、人件費は義務的経費の中でも経常収支比率を押し上げる大

きな要因になっております。ここ 8年間で40億円もふえているわけでありますので、

刻も早い時期にその辺の精査もしなくてはいけないのではなし、かなと思います。

合わせて3点、お答えをいただきたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 総務部長。

0総務部長(小津春童君) 3点御質問いただきました。

一つは超過勤務に伴います各所属職員の配置の問題でございます。御指摘のように、

各諜のばらつきがございます。また、 御指摘いただきました職務上の性質の問題もござ
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いますけれども、私ども人事当局といたしましては、できる限りの職員の適正配置、こ

れに努めてきておりますけれども、現実にはまだ職場によってはばらつきが見られると

いうことでございます。この点につきましては、さらに今後一層、 適正配置に努めるわ

けでございますけれども、ただ、増員要求等もございますけれども、現時点で増員を抑

制しなければならないという課題も一方にございます。そういう中で、極力適正配置に

努めて、アンバランス的な超過勤務が偏らないようにということで、今後さらに一層努

力していきたいというふうに考えております。

それから 2点目の現業職等の配置転換の問題でございます。この点につきましては、

3番目の職務給等の問題とも関連してまいりますけれども、現制度の中では職務配置の

転換制度はございます。ただ、なかなか厳しい関門がございまして、スッというふうに

一般事務の方へ、いわゆる非現業の方へ移ると いうこともできませんので、その点につ

いては今後、職務給の中でも配置転換等の問題も考えていきたいというふうに考えてお

ります。

それから 3番目の人件費の中の職務給の問題でございます。この問題につきましては、

各市それぞれ課題で抱えてきております。御指摘のように、八王子市が12月議会に導入

に向けての議案を提出するという状況も、新聞等の報道で伺っております。職務給の導

入問題につきましては、日野市におきましでも長年の懸案事項というふうになっており

ます。ここのところで、 12月中には組合に給料表、あるいは任用制度の問題に関する市

側の一定の案を提示を して、組合との協議を開始していきたいというふうに考えており

ます。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 小川友一君。

019番(小J11友一君) 今、組合というお話がありました。組合に関しての窓口という

んですか、それは助役さんがなされているというふうに聞いておりますけれども、助役

の方にお伺いします。

組合員として労働三法で認められた権利は当然理解はします。しかしながら、組合員

であっても地方公務員であることは明らかでありますし、地方公務員としての責務、そ

してまた地方公務員と しての市民に対する奉仕者と しての責務、権利もあれば義務もあ

るわけであります。そういった意味で、その組合サイドに対して助役の方から、勤務条

件変更については組合と協議するよう にな っていると私は聞いているんですけれども、

組合側に対して、今、私が言った現業職の削減の申し入れを正式にしているのかどうか
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お伺いします。

O議長 (馬場繁夫君) 助役。

0助役 (小俣雅義君) 人員のいわゆる現業職についてに限らず、 職員の適正配置とい

う一環でありますが、行財政改革の方針に基づいて一定の、それを根拠にして組合に対

して申し入れているところであります。

今現在は、いわゆる学校用務員の一人体制化ということを前提に組合に対して具体的

に申し入れて、今、協議中ということでございます。

その他の現業職については、これから職務実態等を把握しながら、順次申し入れをし

ていくという段取りにはなっております。

0議長 (馬場繁夫君) 小)11友一君。

019番 (小川友一君) 先般、私、何か議案上程のときに市長の方にお話をしたと思う

んですけれども、要するに職員の方々に対する意識を認識していただくというふうな作

業は十分やっているというふうにお答えがあったわけでありますけれども、基本的にそ

ういうふうな部分だけ見た場合、要するにある程度の管理職まではそういうふうな厳し

い財政状況だということはわかっていても、末端の方々は十分理解がされていないよう

な感じがしてなりません。

そのような意味で、職員諜も先般、平成9年度でしたか、給食調理員6名か不足になっ

たものに対して、 8名の調理員を補てんしていると。そういうふうに内部努力をしない

で、減になったから増だというふうな、補てんするというふうな場面が幾っかあるわけ

です。

いろいろな細かい話をしますと、すぐ組合が、組合がと。組合だって市の職員、地方

公務員であるわけですから、しっかりと執行部は組合側に今の状況を伝えて、理解をし

ていただくように努力をしていただきたい。お願いをしておきます。

あわせて、今度は職員の退職金のことについてお伺いをさせていただきたいと思いま

す。定年退職者に係る退職手当の支給見込額で、すね。これをどう今とらえているのか。

特別職は除いて結構ですので、向こう 5年間の問でどの程度の人員と額が想定されてい

るのか、お聞かせをいただきたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 総務部長。

0総務部長(小遣春童君) 定年遺I般の問題でございます。向こう 5年間ということで

ございますが、今年度を含めますと、平成10年度は12名でございます。それから平成11

年度は20名、平成12年度は26名、平成13年度31名、平成14年度28名、それから平成15



年度が37名でございます。

金額でございますけれども、概算でございます。平成10年度は約3億5，400万円ほど。

平成11年度は6億1，800万円、それから平成12年度は 8億3，300万円、平成13年度が約10

億円、平成14年度は9億2.000万円、平成15年度が13億2.200万円ほど。約でございます

けれども、以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 小)11友一君。

019番(小J11友一君) 今、人数の数字をいただきました。私が平成6年に定年退職者

の退職金のことについて質問をしたんですけれども、そのときいただいた資料と、わず

かでありますけれども、数字が違うんですけれども、同じ主管課から出た資料ですけれ

ども、一般的に入所した人が定年になるのはそんなに違わないと思うんですけれども、

それぞれ 2名とか 1名とか 3名とか、ちょっと違うんですけれども、その辺はどんなふ

うなことでしょうか。

0議長(馬場繁夫君) 総務部長。

0総務部長(小;幸春童君) 入所しましてから定年退職までの問、現状では途中退職と

いうのが一つございます。それからもう一つは、定年退職前の勧奨退職という要素もご

ざいますので、年々若干、人数は変更、変転していくということでございます。

0議長(馬場繁夫君) 小)11友一君。

019番(小川友一君) 減っている場合は、それはわかりますよ。減になっている場合。

私がいただいたのは、ちょうど平成7年9月14日作成ということで資料をいただいてい

ます。平成10年には14人というふうに出ているんですね。あ、ここは減っているのか。

ふえているところもあるんだね。平成12年は26名と書いてあるんですけれども、 27名に

なっているんですね。その辺はどうなんですか。

0議長(馬場繁夫君) 総務部長。

O総務部長(小選春童君) 今、途中退職と勧奨退職を申し上げました。あと、組織の

事務量等の増加に伴いまして、定数の増ということもございます。ですから若干、減っ

たりふえたりという部分があろうかと思いますけれども、その点はその年度の比較で細

かく分析しているわけではございませんけれども、要素としましてはそういった場面が

考えられるというふうに思います。

0議長 (馬場繁夫君) 小)11友一君。

019番 (小川友一君) 理解しました。

今、ここ数年間、退職手当基金というのはおおむね 7億円でずっと推移をしている。
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余り財政が厳しし、からということで、基金の積み立てというのは、東京都の方の水道の

方の退職手当が多少ふえてくるぐらいで、あえて退職手当基金を積んでいるということ

はないと思うんですね。

これは 1年間、大体平成11年で6億円ちょっと、 12年で8億円だと。そうすると、 も

う3年後の13年、 14年、 15年には、これは13億円ですね。もうこの時点では退職基金

は、今の財政状況の中で退職金を支払えなくなっていってしまうように私は思うんです。

今の投資的経費の数値から言っても、それから平成14年ぐらいには病院が開院すると。

それから介護保険も導入されてくると。一般会計を圧迫する負担分が繰出金も含めてふ

えてくるわけですから、退職手当基金が7億円しかなければ一般会計から支出するしか

ないわけで、もうお金がなくなると思うんですね。その辺をどういうふうに企画部長は

とらえているのか、お伺いします。

O議長 (馬場繁夫君) 企画部長。

0企画部長(槙島英紀君) 退職手当基金につきましては、将来の見込まれる退職手当

に対して、年度でなるべく積み立てをいたしたいわけでございます。しかしながら、おっ

しゃるように大きな財政需要がございまして、また税収の伸び等もございませんで、 こ

こ数年、退職手当の手当てにつきましては一般会計で、基本的には約7億円を一般会計

で負担し、それより少ない場合には積み立て、あるいは多い場合には取り崩しも考慮し

なければならないという基本的な考え方を持っておるところでございます。

しかしながら、大分、いわゆる歳入に対して需要でございます歳出が伸びていくこと

に対して、多少なりとも行革、あるいは経費の節減を図って、退職手当については取り

崩しをしないで、今後のために多少でも積み立てるということを考えております。

0議長(馬場繁夫君) 小)11友一君。

019番 (小川友一君) そんなことを言ったって、元がないんだからどうにもならなく

なってしまうと思うんですよ。要するに、定年退職者に対しての起債というのは国は認

めませんよ。どこから金を持ってくるのかよくわかりませんけれども。要するに管理団

体になれば、組合だってこれはだめ、あれはだめなんて言っていられなくなるんですよ。

だから国家公務員並みの給与体系に自然にされてしまうわけですね。そういうふうになっ

たら市の職員の皆さんも大変でしょう。だから、あえて行財政改革に組合側もある程度

合意をして、要するに市全体でその気持ちになって、今のこの難局を乗り越えなくては

いけない時期だと思うんですよ。

あえて、今、勧奨退職の件が出ましたので質問させていただきたいと思うんですが、

-57-



もう今から、小金井市あたりも 2年か3年ぐらい前から国と、退職手当債を受けるため

の準備を していたんですね。していながらも、その手当債を受けるためには財調をゼロ

にしろとか、給与体系を職務給にかえなさいとか、それから一般的にはしっかりとした

行財政改革がどういうふうに打ち出されているのかとか、いろいろなものを整理しなけ

ればその手当債も借りられないこともわかっていますけれども、その準備をしなくては

職員の皆さんに退職金すら払えなくなってしまうと思うんですね。そう いうふうな準備

に入る時期だと私は思うんです。私はね。市長はどう考えているかわかりませんけれど

も、入らなくてはいけない時期にもうなっていると思います。

そう いった意味で、そこでお伺い しますけれども、今の日野市の勧奨退職者に対する

支給のアップはどの程度になっているんでしょうか。

0議長 (馬場繁夫君) 総務部長。

0総務部長 (小津春童君) 日野市の制度では、年齢的には55歳からになっております。

最高2号級の特別昇給というのが現状でございます。

O議長 (馬場繁夫君) 小)11友一君。

019番 (小川友一君) 55歳から 2号級アップということですけれども、おおむね 2号

級というと金額に換算したら、 一般的で結構ですけれども、どの程度の額になるんでしょ

うか。

0議長 (馬場繁夫君) 総務部長。

0総務部長 (小津春童君)

O議長 (馬場繁夫君)

019番 (小川友一君)

約9，000円ぐらいになろうかと思います。

小川友一君。

市の職員も自分の家庭もあれば生活もあるんですね。勧奨退職

を進めるためにその程度のアップでは、どんな方だってやめないですよ。国の行財政の

中でも、要するに勧奨退職者に対しては20から30、場合によってはそれ以上のアッフ。率

を含めて、それで新たなその方の人生のスタートを切るために要する額を支給しながら

勧奨を進めているんですね。

そこでお伺いしますけれども、今、そういうふうな勧奨退職者をお願いするか、促す

というのかな、その作業を進めるためにも、手当債を受ける準備をすることと、勧奨退

職者に対する支給額のアップ、それから年齢の引き下げ、その辺をどう いうふうに考え

ているのか、お聞かせいただきたい。

ちなみに、私、神奈川県の早期勧奨退職者の年齢が45歳に引き下げられたと。今まで

の50歳から45歳に引き下げられた。それでその給与のアップを通常の退職者の1.2から

。。



1.5倍の退職金が支給されるように整備をしたと。それで職員の方の退職の勧奨を促し

ていくというふうな状況までスタートを切ったと。

それで、これはたまたま資料で見たんですが、北九州市は早期希望者の手当加算とい

うことで、 50歳で勤続30年の退職希望者の例を見たときに、現行より 7割以上の退職金

が支払われるような法整備をしたと。

そういうふうな整備をしなければ、なかなかいわゆる職員の定数を削減していくとい

う作業はできないと思うんで・すよ。ただ 2号級アップしたからというだけでは、勧奨が

あるというだけであって、本当に行革に進んでいるのかということの感覚が伝わってこ

ない。そういった意味で、どうその辺をお考えなのか、お聞かせいただきたい。

0議長(馬場繁夫君) 総務部ー長。

0総務部長(小選春童君) それでは 1点目の制度の方につきまして、私の方からお答

えを申し上げます。

今、御指摘いただきましたように、日野市の制度そのものは大変、勧奨制度そのもの

を促進するという実態にはそぐわないというふうに考えております。また、今、神奈川

県の例をお示しいただきましたけれども、都内でも幾つかの市で、実際にこのアップ率

といいますか、その点を改正している部分がございます。日野市におきましでも早急に

取り組むべき課題だというふうに認識をしております。対象年齢の引き下げ、あるいは

2号俸ということではなくて、アップ率の問題等を含めまして、早急にこの問題は取り

組むべきものであるというふうに考えております。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君)

019番(小川友一君)

O議長(馬場繁夫君)

小)11友一君。

手当債を受ける準備はいかがでしょうか。

企画部長。

0企画部長(横島英紀君) 退職手当債につきましては、やはりいろいろな条件が出て

くるわけでございます。そのような中で、やはり勧奨制度、あるいは退職者が急増する

というような計画の中で準備をすべきものでございます。しかしながら、私どもの方で

は今の段階ではまだ、小金井市さんの状況もお話を確認させていただいたり、そういう

ー務的な準備といいますか、どういう状況なのかは確認をいたしていますが、今の段階

では、退職手当債につきましてはしばらくの問、またこれは特別な事情で、ほとんど全

国的にも珍しい状況でございますので、 そのような状況に至らないように財政運営を進

めてまいらなければいけないと、このように考えております。



小川友一君。0議長(馬場繁夫君)

019番(小川友一君) 手当債を受ける準備をしていくことが行財政改革なんですよ。

それは条件があるのはわかっていますよ。そういうふうな条件を整備しなければ手当債

は支給できませんよという国の方針は、自治体の中でもある程度しっかりした行財政改

革を進めているのかどうかを把握しなければ、それは手当債が出ないわけですから、そ

ういうふうな準備をすることが行財政改革につながるというふうに私は思うんですよ。

これは平成15年ぐらいになれば、今言ったみたいに投資的経費がなくなってきて、一

般会計を圧迫する財源はどんどんふえるんだから、人件費にしたって扶助費にしたって

公債費にしたって、ふえることがあったって減ることはないんだから、ずっとこの推移

を見たって。そして介護保険が入ってきた、病院ができました、何ができましたといっ

たら、これはだれが見たって再建団体になっちゃうでしょう。数字、入ってくるものは

そんなに伸びていかないんだから。 10年間で20%しか伸びていないんですよ、歳入全般

を見ても。そうでしょう。そうしたら、その辺の見込みというのは企画部でしっかり持っ

て、前の市長みたいに行財政改革大綱をっくりましたとか、実施計画をっくりましたな

んて、こんなビラをまいている時代ではないんですよ。閉じことをやるんですか、企画

部長。いかがですか。

0議長(馬場繁夫君) 企画部長。

0企画部長(槙島英紀君) これからの行革の取り組みにつきましては、今、参事を中

心に新しい指針に沿った大綱の見直し、こういうものを推進本部で検討しているところ

でございます。議員おっしゃるように、今までの行革についてもある程度の手当てをし

てまいったわけでございますが、これからはいわゆる聖域なくして抜本的な改革をしな

ければ財政がもちません。したがいまして、今後の実施計画、あるいは基本計画の実施

計画や 12010年プラン」に向かった実施可能な計画を根本から施策を練り直して立てて

いくように、今、努めているところでございます。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 小川友一君。

019番(小川|友一君) 組合が支障になるようでありましたら、組合の方によく言って

いただきたし、。広島県では職員の昇給を 1年間凍結したと。それから神奈川県では期末

手当のあれを職員全般で合意をしたんでしょう。いろいろな自治体も、要するに理事者

が組合側に対して誠意を持って今の状況をしっかりと話せば、組合の方だってわかると

思うんですよ。しっかりとやっていただきたい。お願いをしておきます。
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次に、どうしても減ることがなくてふえる一方の扶助費の件で 1点だけ確認をさせて

いただきたいと思います。

ここ 8年間で扶助費は、平成元年から見るとおおむね30億円、当初、平成元年の倍ぐ

らいですね。 34億円から36億円ぐらいだったのが64億円ぐらいになって、 30億円、倍

ぐらいになっている。その中で、扶助費といっても行政努力によって精査をすることに

よって多少削減ができる部分もあるのではなし、かなというふうにちょっと感じました。

先日ですか、経済企画庁の発表によりますと、 7月から 9月までのGDP比は実質で

0.7%、年利で2.6%のマイナスだと。 4期連続のマイナスだと。先行きが非常に余りよ

くない、失業率も戦後最高の4.1%とか、 4%を超えている状況です。

多分、日野市内でもこういうふうな社会状況、景気の悪い状況だと、生活保護を受け

る方がだんだんふえてきているのではなし、かなと思いますけれども、その辺、福祉保健

部長、いかがでしょうか、実態は。

0議長(馬場繁夫君) 福祉保健部長。

0福祉保健部長(高野英男君) 生活保護者の実態はどうかということでございますけ

れども、今、御指摘のように、ここ 2年ほど特に増加傾向にございます。いろいろと相

談内容等を精査分析してみておりますけれども、はっきりとした理由は定かではござい

ませんけれども、高齢社会の進行に伴う高齢世帯や、傷病、障害世帯が増加しておりま

して、全体の80.4%を占めております。それから保護の長期化が余儀なくされていると

ころでございます。

加えて長号|く不況による有効求人倍率の低下、または完全失業率の高まり等による景

気の停滞等々、経済的、社会的要因が大きなものであると、このように考えております。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 小川友一君。

019番(小川友一君) 再度、部長にお伺いしますけれども、ここ l年ぐらいで三多摩

27市の平均と、私たちの日野市の生活保護のアップ率がどの程度アップしているのか、

数字で示していただければありがたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 福祉保健部長。

0福祉保健部長(高野英男君) 日野市の保護率でございますけれども、ちょっと過去

にさかのぼってみますと、昭和50年の7.6%が最高だったわけでございますけれども、

平成4年度は3.2%でございました。 一貫してずっと下がってきたわけですが、いろい

ろな理由はあると思いますが、平成 5年の半ばから、微増だが上昇に転じてまいりまし
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た。平成8年4月現在では3.9%ということでございました。特にこの上昇傾向はここ

2年が顕著でございまして、平成9年4月では4.5%、それから平成10年、今年の 4月

では5.4%というふうにふえてまいりました。

ちなみに10年 4月現在の被保護世帯を申し上げますと621世帯、被保護の人員でござ

いますが、 894人ということで¥ここ 2年間で135世帯、人数にしまして246名という増

になってございます。

今、他市の状況はどうかというお話でございますが、平成9年、昨年の 4月期の保護

率の指数を100といたしますと、 1年間の伸び率は、日野市の場合には比率で120.0%と

いうことになります。区部平均では107.0%、それから市部の平均は104.6%。都全体で

は106.7%と、こういうことでございますから、ここ一、二年の伸びは確かに大変な急

増傾向にあるということが言えると思います。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君)

019番(小JII友一君)

小JII友一君。

今の数字をいただいたんですけれども、区部、三多摩を含めて

104.幾っとか106.幾つ、日野市は120ということで、何か非常にこの最近のアップ率は

高くなっているような感じを受けたんですけれども、いろいろ基準法令にのっとって負

担をし、半IJ定をしているということは、当然そういうふうなことであるとは思いますけ

れども、数字だけ今見たときに、この判定する方が、少し、何ていうかな、し っかりと

見るのか少し甘く見るのか、その辺の、よくわかりませんけれども、さじかげんで、あ

あ、この人が生活保護を受けられるか受けられないのかの判定をしているところの辺に

問題があるのかないのかわかりませんけれども、その辺を精査したことはあるのかどう

か、お伺いします。

O議長(馬場繁夫君) 福祉保健部長。

0福祉保健部長(高野英男君) 生活にお困りで、まず相談に見えるわけでございます

けれども、ケースワーカーが輪番でその当日の相談に応じてございます。いろいろな訴

え、困窮状況等いろいろ聞くわけでございますけれども、法の制度等をお話しし、どう

しても受けたいということであれば、そこで申請をしていただきます。後日、面談をし

たケースワーカーとは違うケースワーカーが訪問をいたしまして、また事情等をお伺い

し、いろいろ資産の状況であるとか、または他に面倒を見てくれる人がいるかどうか、

るる調べたり、そこでわからない場合にはいろいろ調査をさせていただいているのが現

状でございます。

ρ
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そして御案内のとおり、いろいろなことを考えての最低生活の経費を計算するわけで

ございますが、そのようなケースワーカーが二度にわたる調査をしまして、それがいわ

ゆる査察指導員、現在は課長補佐が担当しておりますが、ここに文書で回ってまいりま

すので、その内容の検討、それから審査を行い、さらには課長が提出された書類を総合

審査して処遇の適否等を検討した上で最終的に決定をしていると、こういうことでござ

います。

いろいろな経過をたどって決定するわけでございますが、各法令に基づく適正な対応

に現在努めているところでございます。いわゆるさじかげんといいますか、そういうこ

とはできない制度になっておりますので、御理解をいただきたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 小)11友一君。

019番(小川友一君) できないでしょう。基準でやっているんですからね。できない

とは思いますけれども、要するに保護が長期化しているとか、要するにその調査が十分

にでき得ていない部分もあるのかなと単純に疑問を覚えました。厳しい財政状況で、憲

法で認められた最低限度の生活を営む権利を有するという部分から言って、当然、国の

補助も75%ぐらい来ているわけですけれども、今回のこの生活保護費は、補正でまた 2

億円ぐらい出たね。大変困っているからという部分もよくわかりますけれども、その辺

の、この生活保護費だけではなくて、いろいろな福祉分野の部分もじっくりと精査をし

ていただきたい。こんなことは単純なお願いをさせていただきたいと思います。

引き続きまして、前回一般質問させていただきまして、市立病院が平成14年に開院に

向けてスター卜するんでありますけれども、経営健全化計画というものは、その後、実

質的な計画がある程度進んでいるのか、確認をさせていただきます。

0議長(馬場繁夫君) 病院事務長。

0病院事務長(田中政幸君) 病院の経営健全化計画のその後の状況ということでござ

いますけれども、御承知のように新病院建設に向けまして、既に健全化計画を東京都の

方に提出をしておるわけでございますけれども、ここで実施設計も上がりましたので…。

(，そんなことはいいんだよ、もう。その後の計画をつくっているのかということを聞

いているんだよ。」と呼ぶ者あり)既に提出しております健全化計画を、(，そんなもの

は作文なんだよ。その後のやつがどうなっているのかと聞いているんだよ」と呼ぶ者あ

り)その実態的に今後の現状に合わせるような形での作業をしてございますけれども、

その中ではなかなか新病院にな ってからの経営について、実績等から試算をいたします

と、大変厳しいものがございます。



そこで、提出しである健全化計画の項目の中身について、既に職員の方と合意を得て

実施をしてきているものもございます。例えば事務の委託、あるいは特殊勤務手当の見

直し、そういったことも実施をしてきております。

しかしながら、これからさらに重大なと申しますか、ポイン ト的な職員数の問題であ

りますとか、こういった具体的な問題について、これから職員との調整を図り、進めて

まいるというような時期でございます。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 小)11友一君。

019番(小川友一君) 占床率を上げて医業収益を上げなくてはいけないということも

わかっているんだから、想定の占床率が実質そこまで行くのかどうかの確認もちゃんと

しなくてはいけないし、この前出された職員の100床100人ぐらいの職員数で実質できる

のかどうかね。それから、今言ったみたいに委託の問題、いろいろな問題を整理してい

かなければ、整理ができないうちにスター卜したら大変なことになってしまうよ、これ。

本当にしっかりとやってもらいたいんだよね。

僕は、これは私見ですけれども、職員の皆さんは自分の金じゃなし、から関係ないのか

なと思うんだよね。自分の家庭に置きかえて、自分のお金だと思ったら、そんないいか

げんなことはできないと思うんだよ。金がなくて借金くそだらけで新たな事業をして、

その計画がどの程度上がってきてどうだぐらいのことはちゃんとやらなかったら、市民

に対して失礼ですよ、これ。市民の血税で運用するんだから。今ここでちゃんとやって

おかなかったら、そのツケは私たちの子どもとか私たちの孫にツケが回っていくわけで

すよ。やはり市の職員もその辺を肝に命じてやっていただきたいんですよ。

ただそういうふうに進めていますとか何しています、現実にもう平成14年にはスター

卜するんですよ、これ。それで新しい病院でやるいろいろな診療科目は、新たに導入さ

れるものも幾つもあるんですよ。そういうふうな診療科目には、必ず専門の医者とか専

門のいろいろな方を配置をしてし、かなくてはいけない。であれば、 300名の定数で埋ま

らないでしょう、現実的に。その辺、早く整理をしながら方向を出してし、かなくてはい

けない時期だと思うんですよ。要望しておきます。

まちづくり建設部長にお伺いします。厳しい財政状況だからといって、社会的資本整

備、 いわゆる区画整理や下水道事業はストップさせることはできないと思うんですね。

公共下水道は、前の市長は平成10年、ことし100%にするって大きなことを言っていた

けれども、とんでもない話です。 100%1こすると言って、平成8年度の下水道事業の予
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算を12億円もカットしちゃっている。言っていることとやっていることが違う。しかし

今度の馬場市長は、ちゃんと年次を追って、今の財政状況ではできない事業を少し縮小

して先送りをして、起債の償還額もまあまあどうにか償還ができる範囲まで落としてき

た。これの方がよっぽど市民に対して誠意があると思うんですよ。

そういった意味で、新たな平成11年度の予算組みに当たって、下水道事業の予算はあ

る程度確保できているのかと‘うか、 1点。

それから区画整理事業も、市施行で、六つもやっているんですね。しかしながら、お金

がないからなかなか進まないと言っ ているけれども、国だって赤字国債を発行して社会

的資本整備や公共事業を進めているんだよ。私は前の市長にも言いましたけれども、新

都市建設公社に立てかえてもらっても、ある程度の保留地を売れるぐらいまでの事業を

進めなくては、区画整理事業の認可を取った権利者はいろいろと困っているんだよ。相

続が発生しても売れなかったり、家をっくりかえようと思っても、今、主管課ではし、ろ

いろ整理をしながら、この部分は認めましようと柔軟に対応していただいていますけれ

ども、法的に網がかかってくるわけですから、法的に網をかけておいて事業を進めてい

かない、お金がなし、から待ってくださいでは、これは通らない話なんだね。

その辺、区画整理、下水道、財源確保、それから新都市建設公社の立てかえ金、それ

から新たな国の補助金、その辺をどういうふうに対応しようとしているのか、お聞かせ

いただきfこし、。

0議長(馬場繁夫君) まちづくり推進部長。

0まちづくり推進部長(堀之内和信君) 1点目の下水道事業の11年度の予算について

確保できているのかという御質問でございます。下水道事業につきましては、平成13年

の完了を20年に延伸をさせていただきました。そういう中で、平成11年度予算につきま

しては、 20年に変更した変更計画に従いまして予算要求をしているところでございます。

そういう中で予算の枠を確保していきたいというふうに考えてございます。

2点目の区画整理事業に対します新都市建設公社の立てかえ金等でございますけれど

も、区画整理事業につきましでも下水道事業と同様に、現在の財政状況の中で事業の延

伸をさせてきていただいております。そう いう中で、市施行6地区の実施計画を策定し

ているわけでございますけれども、その中で財源的な手当てといたしまして、現在、国

の補助金、それから都の補助金、それから保留地処分金ということが主な財源として手

当てを行っておるところでございます。御質問の新都市建設公社の立てかえ金につきま

しては、現在使っていないわけでございますけれども、当初の事業計画に合わせまして、

n
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財源的な不足の部分につきましては新都市建設公社の立てかえ金を使って事業の実施を

行っていきたいというふうに思っております。

それから国の補助金、都の補助金の財源が非常に区画整理事業の場合は大きいわけで

ございますけれども、現在、都市計画道路の 3・3・2号線というような大きい都市計

画道路が通っております豊田、西平山につきましては、八王子南ノイイパスとしてのルー

ト承認の要請を建設省の方に行っているところでございます。こういう中で国の補助金、

都の補助金を確保していきたいというふうに考えてございます。

0議長(馬場繁夫君) 小)11友一君。

019番(小川友一君) 区画整理事業を進めなければ、なかなか幹線が整備されない部

分もありますよね。区画整理事業と下水道事業、お金がなし、からといって、切りやすい

からといって、その部分ばかり切っていって事業がとまっているということがないよう

に工夫をしていただきたい、進めていただきたい。企画部長、いかがですか。

0議長(馬場繁夫君) 企画部長。

0企画部長(槙島英紀君) まちづくり事業として大切な下水道、あるいは区画整理に

ついては、非常に市民生活に直結した大事な事業であると認識しております。これから

確かに財政状況が厳しいんですが、特別会計は特別会計なりに、やはり財源の確保、そ

れから事業費の見直し、また計画がございますので、その計画に沿った事業展開ができ

るように、財政といたしましでも投資をしてまいりたいと思っております。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 小)11友一君。

019番(小川友一君) いろいろな分野でいろいろな形でもっともっとお聞きしたいん

ですけれども、お聞きすれば切りがないぐらい、非常に厳しい状況だと思います。さき

の市長の行政報告の中にもありました。 11年度における事業計画のうち48事業、おおむ

ね約18億円の財源のめどが立たなくなった、よって実施計画を見直さなくてはいけない

状況になってしまったと。この厳しい財政状況を認識をしていただきたいというふうな

行政報告がありました。まさにそのような状況だと思います。平成10年度ぐらいには予

算が組めなくなりますよということは、前市長にも何回も言いました。それが今の状況

だと思います。非常に市長として御苦労なさっているのではないかなと推察をします。

しかしながら、 今のこの状況は、やっぱり市長を先頭にして乗り切らなくてはならな

いことも使命であります。乗り切るためにはどうしても、みずから身を削ったり、市民

の皆さんに我慢していただいたり、職員の皆さんに我慢をしていただいたり、英知を結
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集していただいたり、いろいろな形でこの難局を乗り切らなくてはいけない、その先頭

の舵取りを市長がなさっているんだと思います。

そこで‘市長にお伺いします。現在の日野市の財政状況は、市長は十分わかっていると

思います。それを受けて、今、近隣他市の動向を見たときに、市長を初め三役、場合に

よっては管理職の皆さんに、 一定の給与とか期末手当の減額をしているような情報もいっ

ぱL、入ってくる。日野市の場合は通し号俸制ですから、管理職の方だけで下げると職員

の中で不合理というか、場合によっては管理職の方より余計にもらっている方がいらっ

しゃるから、管理職だけ減額したら不公平が発するかもしれませんけれども、その辺を

踏まえて、みずから身を切るお考えがあるのかどうか、 1点お伺いします。

それから 2点目が、埼玉県の太田市でしたか、この状況を乗り切るためにはみずから

おれ一人で頑張ると、助役をつけないで頑張っている市長さんがいる。そこまで私は言

いませんけれども、今、日野市は助役二人制で敷かれています。将来的に助役は一人制

に戻すぐらいの気持ちがあるのかと‘うか、これが 1点。

私も、これだけ行政執行部にいろいろ行革を進めなさい、市長も理事者も皆さん一体

となって、市民も一体となってこの難局を乗り切ろうというときに、これは私の私見で

すよ。私見ですけれども、やはり理事者に対してそれを求めるのであれば、議会もみず

から身を切ると。みんなで身を切りながらこの難局を乗り切ろうというふうな意識に立

つべき時期だと私は思うんですね。

そういった意味で、先ほどは私は、前の市長さんが何回も指摘をしてもちっとも手を

打たなかった。また指摘をすると、行財政改革大綱をつくりました、推進本部をっくり

ました、推進計画をっくりましたと文書ばかり出てくるんだよ。しかしながら、何も行

革が進んでいないんです。

市長にはあえてお伺いしたいと思うんですけれども、これは伺年だったかな。平成 6

年ですね。調布市が行革に乗り出したときに、具体的に平成6年に行財政改革指針を打

ち出したんです。そのときには、今、市長が行政報告で述べられたように、事業計画が

できない事業を104事業廃止をすると、そして職員も 3年間で79人減らすと、具体的な

数字を出して行財政改革に乗り出したんですよ。今は大綱をつくったからいいとか、そ

んなふうな気持ちで頑張っていますでは、済む時代ではないんです。市長、やはり具体

的に数字を出して、年次を追って、この年次にはこのぐらいのものを削減し、こういう

ふうな形で数字を明確にしながらの行財政改革に取り組まなくてはいけないと思うんで

すね。そこまで踏み込んで市長がやる気があるのかどうか、その 3点お伺いします。
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0議長(馬場繁夫君)

O市長(馬場弘融君)

市長。

小川議員から、行財政の今の日野市の厳しさを踏まえて、歳入

は少なくなっている、あるいは歳出の方では固定的な経費がどんどんふえている。こう

いう中でもっともっとみずから厳しく対応するべきであろうというふうな御質問、ある

いは御提言をいただいているわけであります。基本的にはほとんど同じ認識、厳しい認

識を、私は日野市の現状、あるいは10年後ぐらいの将来を考えますと、同じように厳し

い認識を持っているところであります。

そういう中で、まず 1点目のみずから身を切る覚悟はあるかどうかということでござ

いますが、実は10月の初めに、新しい年度の予算を組むために幹部職員を集めて、こう

いう方針で予算を組んでほしいというお話をしたわけですが、その最後に、市長及び三

役の給与をカットするということも含めて予算繰りをしなければいけない状況であると

いうことは、具体的に申し上げ.てきたところであります。

さらに、今、議員も御指摘のとおり、この暮れ押し詰まりましてさらに景気の冷え込

みが厳しくなり、近隣各市の市長さん、あるいは三役の皆さん、あるところでは管理職

の皆さんも含めてですけれども、ボーナスを一部カットするというふうな動きが出てき

ております。八王子市、立川市、昭島市、調布市、小金井市はもとよりでありますけれ

ども、近隣のほとんどの自治体はそういうふうな動きを今しているところであります。

実は私としても、議会の皆様には、自分の意思としてこういう気持ちを持っていると

いうことで、きのう、期末手当をカットしたいというふうな思いはお伝えを申し上げて

いるところであります。できるだけ議会の皆さんと歩調を合わせながらやっていきたい

と、このように考えているところであります。

いずれにいたしましでも、恐らく来年、再来年あたりがかなりの山になるであろうと

いうふうに思っておりますが、かなりみずからの給与を切り込んでいかないと、行政運

営は市民の皆様に納得していただけないのではないかなと、こんな認識は持っていると

ころであります。

それから 2点目の、助役二人制についてどう思うかと。他市の助役をつけないで頑張っ

ているという市長さんもいるではないかというふうなお話であります。

私もまだ 2年足らずの市長でありますが、現状まだまだ勉強をさせていただく部分が

多ございますし、あるいは今お話にございます財政の厳しさのゆえに、国や都、あるい

は一緒にお仕事をしていただく民間の企業の皆さん、こういったところに市長みずから

が足を運ぶというふうな回数が非常に多いわけでありまして、そういう意味で、留守を
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守っていただく助役さんにはしっかりいていただかなければいけないなというふうに思っ

ております。

現状でお二人お願いをしているわけでありますけれども、これは私になって一人ふや

したわけではございませんで、大ベテランの前市長さんも、厳しい中ではあったで、しょ

うけれども、お二人の助役さんをお使いであったということを私は継承しているわけで

あります。

ですから、現時点でというお話になりますと、すぐに助役を一人にするとかというこ

とは申し上げられません。もうしばらくこの体制で勉強させていただいたり、あるいは

私が外に出るときの補充をやっていただきたいというふうに思っておりますけれども、

将来的には間違いなく助役を一人に戻す、あるいは場合によっては助役をなしでという

こともあり得るかもしれません。検討する課題ではあるというふうに思っております。

それから、具体的な数値を示した行革のプランニングをやるべきであろうということ

については、まさに全く同感でございまして、今、内部で行革の会議が聞かれる際に、

常に声を大きくして、具体的な数値目標を伺とかしてつくれということを強く強く、常々

言っているところであります。多分、来年の 1月ないしは 2月ぐらいまでには、まず職

員に、これから10年間ぐらいの中でこの部門、この部門、この部門については職員がこ

のように減っていくのではないか、 トータルではこのぐらいになるのではないか、また

そうしなければやっていけないであろう、まず職員の数の問題。もう一つは職員の退職

金も含めた給与の問題。このぐらいにしなければやっていけないのではないか、この辺

のことをまずお示しをする。次に、それを広報等でできるだけわかりやすく市民の皆さ

んにお訴え申し上げ、今、日野市はここまで努力をしようとしていますという形を取り

たいというふうに思っておりまして、そういうところで今、内部に指示を出していると

ころであります。

いずれにいたしましでも、ともかくこれほど景気の状況が悪い状況が長く続くとは、

恐らく多くの方もお思いではなかったと思いますし、私ももう間もなく上昇するのでは

ないかなというふうに思っておりました。経済企画庁長官の言葉ではありませんけれど

も、そろそろ底を打って上がっていくのではないかなというふうなところを私も信じた

いわけでありますけれども、現状はまだまだ厳しくなるというふうなことが予想されま

す。そういう中で、 一生懸命内部努力をさらに引き続き具体的に進めていきたい、この

ように思う次第であります。

その際、 一番やはり問題となりますのは、議員のお話にもございました組合との長い
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聞のいろいろな関係がございます。こういうものは、やはり公務員としての各法律に守

られているという面もございますので、なかなか一遍にどうこうということはできませ

んけれども、やはり議員御指摘のとおり、市長みずからが身を切っていくという覚悟を

示すことによって、その辺の交渉の臨路も切り込むことができるのではないかなと、こ

んな認識を持っているところであります。ぜひ引き続き御協力をいただきたいと思いま

す。

0議長(馬場繁夫君) 小)11友一君。

019番(小J11友一君) 期待をして、質問を終わります。ありがとうございました。

0議長 (馬場繁夫君) これをもって 1の1、行財政改革についての質問を終わります。

一般質問2の1、多摩平団地建て替えに伴う公営住宅併設についての通告質問者、清

水登志子君の質問を許します。

(2番議員登壇〕

02番 (清水登志子君) それでは一般質問、多摩平団地建て替えに伴う公営住宅併設

についての質問をさせていただきたいと思います。

現在、多摩平団地の建て替えが、多摩平団地自治会、市と公団の三者の話し合いのも

とに進められております。この問、住民の考えた間取りが取り入れられる、多くの緑が

保存される、新しい家賃減額制度がさかのぼって適用になると、多くの成果が生まれて

います。こうした成果の中には、他の公団住宅建て替えの中では見られなかった初めて

の試みも多くあります。

このように住民の声が多く反映された背景には、森田前市長の時代に、現在の居住者

l世帯といえども、あるいは 1人といえども、身の振り方、あるいは家賃の負担、これ

らに対して困るということがない状態、これをつくるという立場を日野市が貫き、住民

が公団と対等、平等の立場で建て替えについて論議ができる三者協議の場を市が責任を

持って設定し、運営してきたことがございます。

馬場市長も、ことし 3月の議会で、住民の皆さんの声が通るような形で団地の建て替

えができるように努力をしていきたいと、森田前市長の姿勢を引き継いでいく姿勢を示

されました。

現在、第 1期指定地域の住民に最終的な希望調査、 一時賃貸借契約などが行われてお

り、建て替えも正念場を迎えています。住民からは、建て替え後に本当に戻れるのかと

いう不安の声が寄せられています。

そこで、今回の一般質問では、建て替えの進捗状況と公営住宅の併設の問題、このこ
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とを取り上げていきたいと思います。

公団の民営化の問題、それからことし公団の家賃制度の改正などがございました。こ

うした説明会にかなりの時間がかかってしまったこともあって、多摩平団地の建て替え

の計画にもおくれが生じております。今、建て替えの進捗状況はどのようになっている

のでしょうか。お答えをお願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) 清水登志子君の質問についての答弁を求めます。まちづくり推

進部長。

0まちづくり推進部長 (堀之内和信君) 現在の多摩平団地の建て替えの進捗状況とい

う御質問でございます。

多摩平団地の建て替え事業に対しましては、当初から現在居住されている方が安心し

て住み続けられる建て替えをということで取り組んでいるところでございます。多摩平

団地自治会、公団、市の三者による話し合い、 二者及び三者勉強会を基本として進めて

いるところでございます。

こういたしました勉強会の中で、最近の主な動きといたしましては、ことしの 8月に

従前居住者、特に高齢者の方々の居住継続の安定に重点を置きました新しい家賃の減額

制度が公団から示されております。この新たな制度内容につきましては、年齢、収入等

に関して一定条件の世帯が戻り入居をする場合、居住期間中は建て替え後家賃の50%を

減額するという内容でございます。これらにつきましては、今後の居住者の高齢化を配

慮した内容となっているところでございます。

これらの新制度につきましては、第 1期の居住者を対象に説明会が行われているとこ

ろでございますけれども、公団と自治会双方で個別の相談窓口を設けさせていただきま

して、約 1カ月、相談会を聞いているところでございます。

これらの説明会、相談会を踏まえまして、 10月からは第 1期居住者の住宅希望調査を

行っております。あわせまして、 一時使用賃貸借契約の切り換え等の作業も進めている

ところでございます。一時使用の賃貸借契約につきましては、現在の賃貸借契約の有効

期限を移転期限日にそろえまして、スムーズな建て替え工事に着手できるようにするも

のでございます。

また、 10月の三者勉強会におきまして、第 1期建て替え事業の工区分けについて発表

がございました。工区分けにつきましては、従前の居住者の利便性等を考慮しながら、

最終的には居住者の住宅希望調査の結果により、先工区と後工区を決めていくというの

が一般的な例でございます。そういう中で、多摩手団地自治会の方から、第 1期全体を
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先工区として着工すべきとの提案もございました。

これらの提案を踏まえまして、第 1期全体について着工するということではなくて、

一部を都営住宅用地として第 1期の北側部分、 多摩平公園の東側部分になりますけれど

も、これを更地として都営住宅用地として残していくという案が示されております。こ

れにつきましては三者が既に合意されているところでございます。

以上が現在までの主な進捗状況でございますが、建て替えのスケジュールにつきまし

でも、当初どおりの計画で現在進んでいるところでございます。

第 1期居住者の方の移転期限日は平成11年 3月31日で、戻り入居につきましては平成

14年 3月の予定となっております。居住者の方々の準備期間が余分に必要という状況が

ございますれば、そういう状況になった段階で、今までの三者勉強会等のスタンスがご

ざいますので、自治会等との協議を十分に行いながら、準備期間等については今後検討

していきたいというふうに考えております。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 清水登志子君。

02番(清水登志子君) ありがとうございました。

当初の計画どおりに進んでいるということですけれども、本来であったら 6月から 7

月にこの希望調査が行われることになっていたというふうに思います。家賃の減額制度

の改正があったために10月、 11月にそれがずれ込んでいるということもあると思います。

そうすると、半年ぐらい心の準備がおくれるということになりますので、また{主民にとっ

ても、 3月31日が移転の期限ということになると、お正月を挟んで4カ月で移転をしな

ければいけない。仮移転のそこの整備も、まだ年内40戸ぐらいしかめどが立っていない

というふうに思います。そういうことをもろもろ考えますと、かなり急ピッチで移転を

迫られる、そういうふうな状況も生まれてきます。今後、 三者協議のところで住民の立

場を配慮して、ぜひそういう姿勢で臨んでいただきたいというふうに思います。

多摩平団地には高齢者世帯が大変多く住んでおります。その多くは年金で暮らしを支

えています。家賃減額制度ができたとは言っても、家賃の負担が年々重くなっています。

ことしの 2月に日本共産党が多摩平団地の住民に行ったアンケート調査でも切実な声が

寄せられています。御紹介いたしますと、「年金だけが頼りで、現在でも生活が大変。」

「年金だけの生活なので、家賃を払ったら食事がやっとです。外出も病気治療もできな

くなります。J.I今の世の中は不安だらけで老後が心配です。家賃が安ければ住み続けた

い。JI上京以来40年近く住宅のことで悩んでまいりました。人間らしい家に住むことが、
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今、一番の願いです。」本当に切実な声だと思います。公団住宅ができたときにこの日

野市に移り住んで、長年この多摩平団地で暮らしていらした方たちの、本当の声だと思

います。近く に親戚もなく、地域の結び‘っきだけが頼り、そう いう例も珍しくありませ

ん。こう した立場の方たちが建て替え後も住み続けられるかどうか、ここにみんなが入

れるだけの公営住宅が用意されるかどうか、この点にかかってきているのではないでしょ

うか。

公団は、この多摩平団地の建て替え事業計画概要の中で、この基本方針の中で、「第

1期の区域内に公営住宅の建設用地を確保し、公営住宅の併設について関係機関との協

議を進めます。あわせて特定目的借り上げ公共賃貸住宅の供給について関係機関と協力

して進めます。」と述べています。これまでの建て替えの三者協議の中でも、公営住宅

は第 1期の人たちが戻って入れるように建設を進める、そういう方向で話し合いが進ん

でいます。そこで、次の 2点について質問をしたいと思います。

まず第 1点、第 1期指定地域の住民の最終的な希望調査で、公営住宅、公団戻り入居、

第四団地への移転など、それぞれどのような割合で希望が出されたのでしょうか。

市営、都営住宅の建設計画の進捗状況、またその予定戸数はどのぐらいを想定される

のか、お答えをお願いしたいと思います。

0議長 (馬場繁夫君) まちづくり推進部長。

0まちづくり推進部長 (堀之内和信君) 1点目の公営住宅の希望者ということでござ

います。これにつきましては先日、 11月30日の三者勉強会の中で、公団より住宅希望調

査につきましての中間報告をいただいてございます。第 1期全体で198世帯が希望調査

の対象ということになってございます。そのうち147世帯、約74%の方々から回答をい

ただいております。

その内訳といたしましては、戻り住宅の希望をされている方が114世帯でございます。

それから第四団地の移転希望の方が17世帯、それから公営住宅の希望が41世幕、それか

ら本移転希望の方が16世帯、それから他の都営住宅に希望をされている方が7世帯でご

ざいます。

これらを合計しますと195世帯ということになってございます。 したがいまして、回

答数につきましては複数回答になってございます。したがいまして、全体数と回答数の

合計とは一致していないということになります。公営住宅の希望の方と、それから戻り

住宅等の回答が複数回答になっているということでございます。

それから現在、公営住宅希望者につきましては、現段階では41世帯の方々が希望され
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ているということでございます。ただ、先ほどお話しさせていただきましたように複数

回答の部分がございますので、数としてはまだ、最終的な数字の確定は今後ということ

になってございます。これらの希望調査につきましては、これから都営住宅等の併設、

それから市の特目住宅等の資料として、今後公団、それから東京都と話を進めていきた

いというふうに考えてございます。

それから 2点目の都営住宅建設計画等の進捗ということでございます。都営住宅の併

設につきましては、住宅公団が窓口でございますけれども、東京都の計画部門の方と協

議を重ねてきているところでございます。また、先日の三者勉強会の中でも、自治会の

提案ということで、都営住宅の併設のための自治会の代表、それから東京都、市、公団

の四者による話し合いのテーブルづくりを提案されております。これにつきましては、

三者で今後そのような方向で進めていきたいということで合意されているところでござ

います。

ただ、このことにつきましては、現在、東京都の意向を確認していない状況でござい

ますので、これまでの多摩平団地自治会、公団、市等の三者による話し合いの経過等を

説明しながら、公団と一緒に東京都の方に要請をしていきたいというふうに考えており

ます。

そういう中で、今後は四者による話し合いのテーフソレづ‘くりを行いまして、都営住宅

の併設のお願い、それから希望調査の結果を踏まえました都営住宅、特目住宅等の戸数、

それから供給方式の検討などを段階を経ながら話し合いを進めていきたいというふうに

考えてございます。

以上でございます。

O議長(馬場繁夫君) 清水登志子君。

02番(清水登志子君) 市営住宅については、計画の進捗状況はどのようになってい

ますでしょうか。

0議長(馬場繁夫君) まちづくり推進部長。

0まちづくり推進部長(堀之内和信君) 市営住宅につきましては、今回、公団の建て

替え事業に伴います公営住宅につきましては、都営住宅の併設がまず第 1点でござし、ま

す。それに合わせまして、都営住宅の併設を前提に、市の特目、市営住宅ということで

ございます。そういう中で、現在希望調査では41名の方が希望されておりますけれども、

これらの数字について、まだ確定している状況ではございませんので、これらを踏まえ

ながら、都営住宅の併設と合わせまして今後検討していきたいというふうに考えており
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ます。

O議長 (馬場繁夫君) 清水登志子君。

02番 (清水登志子君) 市営住宅は、この問、 三者協議の中で借り上げ方式で検討を

進めていきたいというふうな方向が出されているかと思うのですが、その辺はいかがで、

しょうか。

0議長 (馬場繁夫君) まちづくり推進部長。

0まちづくり推進部長 (堀之内和信君) 都営住宅につきましでも、現在、東京都の方

は都営住宅の併設ということで、直接の建設方式ということで行っているわけでござい

ますけれども、自治会の方としては都営住宅の借り上げをお願いしたいというのが自治

会の意向でございます。したがいまして、都営住宅の方については借り上げということ

でございますけれども、市の市営住宅といいますか、特目住宅にかかわる部分につきま

しては、これは当初から借り上げ‘で行うということになっております。

以上でございます。

0議長 (馬場繁夫君) 清水登志子君。

02番 (清水登志子君) 今回の希望調査の中で公営住宅を申し込む、そういう方たち

は、こういう「公営住宅希望調査書」 というのをいただきま して、 収入調査、収入基準

まで説明を受けて申し込みをされているんで、す。前回の希望調査と違って、今回は自分

の収入に照らして入れるかと‘うか、そうしたことまで見極めて申し込みをされているん

ですね。そ こまでして申し込みをされているという、そういう申し込みの希望調査です。

申し込まれた方は、当然自分が戻るときには公営住宅はできるものだと。確かにそうは

青かれていないんですけれども、 当然そう いうふうに思うのが当たり前だというふうに

思うんです。市としても、この方たちの戻り入居が始まったときには、きちんと市営な

り都営なりに入れるように準備を進めていくという大きな責任があるというふうに思い

ます。

特に、この公営住宅を希望された方の中を見ますと、 60歳を越える人がほとんどなん

です。多くの方が高齢者なんです。先ほど切実な声が寄せられた年金暮らしの方たち、

こういう方たちがこの公営住宅の希望をされているんです。しかも収入の基準も調査さ

れて、その上で申し込まれている。そこの、この41という数字の重さというのをしっか

りと認識していただきたいというふうに思います。

次に、東京都の状況をちょっと見てみたいと思います。東京都は財政健全化計画の中

で公営住宅についての考え方を、「都における住宅総数が世帯数を上回っているなど、

-75-



量的には充足された状況にあると言える。また、民間賃貸住宅の家賃や分譲住宅の価格

が低下傾向にあるなど、パフール期に生じた特別な状況は終息してきている。」と述べて

いるんです。そして新たな施策の展開の方向として、「地域に密着した公的住宅の供給

を進めるための区市町村による積極的な対応の促進、新規については高齢者向け住宅な

ど、都の施策と連動した供給に特化する。」と述べているんです。つまり、低所得者向

けのいわゆる都営住宅は今度は区市町村でやってもらいたい、都は高齢者住宅なと‘に限っ

て建設をしていくという方向を打ち出しているんです。実際、 1997年度には1，200戸あっ

た新規の都営住宅の建設戸数が、 1998年度には700戸に、 1999年度の予算要望ではたっ

たの400戸に減っているんです。

多摩平団地の建て替えの中で都営住宅を併設する、このことは待っていればできると

いう状況にない、このことはおわかりいただけるのではなし、かと思います。こうした厳

しい状況の中で、他市とも競り勝って多摩平団地に都営住宅を建てていただくには、市

が公団から都営住宅の併設に関してかなり有利な条件を引き出していく、そういうこと

が必要ではないでしょうか。まずこのことに市が責任を持って力を尽くしていただきた

L、。

そして万一、都営併設が第 1期指定地域の皆さんが戻り入居する時期に間に合わない

場合、市の借り上げ住宅をふやして公営住宅希望者全員を受け入れるということもしな

ければならないのではないでしょうか。都営住宅の併設に向けて今後の取り組み、先ほ

どお伺いしましたが、まだまだ今の状況で、この進みぐあいで十分とは言えません。万

が一都営住宅が間に合わなかった場合には市営住宅で受け入れる、こうした対応も取れ

るのかどうか、お聞きしたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) まちづくり推進部長。

0まちづくり推進部長(堀之内和信君) 今回の建て替え事業につきましては、あくま

でも公団の建物の建て替え事業でございます。そういう中で高齢者の方々に配慮すると、

現在住まわれている方がちゃんと元の多摩平団地に住むことができるというようなとこ

ろで、都営住宅の併設もしくは市営住宅の借り上げということがあるわけでございます。

そういう中で、地元の自治会といたしましては都営住宅の併設ではなくて、都営住宅

の借り上けをしてほしいというのが自治会としての考え方でございます。そういう中で、

現在、第 l期の中に都営住宅の建設用地は既に確保してございます。したがいまして、

公団としてもそういう中で用地の手当て等をしてございます。それらを踏まえまして、

今後東京都の方に要請をさせていただきたいというふうに思っています。基本的には、
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現在お住まいになっている居住者の方々の御希望に沿うように実現できるように、その

ような方向で市といたしましでも努力をしていきたいというふうに考えております。

公営住宅希望者につきましては、現段階ではまだ確定はしていないわけでございます

けれども、先ほどお話しさせていただきましたよ うに、41名の方が確かに公営住宅と い

うことで申し込みをされているわけでございますけれども、その中でも公団に戻り入居

したい方と、それから非常に複雑な状況の中で、確かに御質問にありましたように、収

入基準を前提にして申し込みをされているわけでございますけれども、どちらにも行か

れる、公団の方にも行かれるんだけれども公営の方にも行かれるという状況の中で、非

常に居住者の方々は迷っていらっしゃるという状況がございます。 したがいまして、公

営住宅を希望される方々につきましては、先ほど言いましたように居住者の御希望に沿

うよう、実現に向けて努力してまいりたいというふうに考えております。

0議長(馬場繁夫君) 清水登志子君。

02番 (清水登志子君) 公営住宅と公団住宅と迷っていらっしゃる方がいらっしゃる

というお話です。これは確かに減額制度ができたこ とで、今までよりもかなり家賃が下

がって、 高齢者の場合には確かに今と同じ家賃で、もしくはもう少し下がった形で、今

と閉じような間取り、もしくはもう少し広い間取りに住めるような、そんな条件が出て

きたということは大きく評価したいというふうに思います。

それでも、そうした家賃は4万円前後です。 4万円から 5万円です。そうしたお家賃

では払い切れないという方も確かにいらっしゃるんです。だからこそ都営住宅、公営住

宅が必要なのではないでしょうか。そうした自分の収入と条件を見て、今回の公営住宅

希望調査、行っているのです。多くの人が移動するというふうには思えないんです。だ

から、この41という数字、重く、もっと重く受けとめていただきたいというふうに思い

ます。都内でも有数の多摩平団地の建て替え、住民を 1人も泣かすことがなく達成でき

るのかどうか、今まさに正念場を迎えているのではないでしょうか。

都営の併設の問題は大変厳しい状況です。その中で、市が本気で市民の立場を貰いて

公団交渉に臨めば、必ず活路は開けるはずだと思います。ぜひ住民の期待にこたえてい

ただきたいというふうに思いますが、この公団から都営併設に向けてより有利な条件を

引き出せるのかどうか。それをぜひやっていただきたいというふうに思いますし、万一

都営が間に合わない、そういう場合には市で受け入れることを対応してほ しい、 そのよ

うに思うのですが、市長のお考えをお聞きしたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 市長。
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0市長(馬場弘融君) 多摩平団地の建て替えに伴う公営住宅の併設ということで、清

水議員からの要望を踏まえた質問をいただいているわけであります。

前市長のお力も大変大きなものがございまして、おかげさまでここまで来たというこ

とは間違いなく言えるわけでありますが、私もその前市長のょいところは非常に多く受

け継ぎまして、少しでもよりプラスアルファができるように、この多摩平団地の建て替

えについては努力をしてきたつもりであります。

例えば、住民の皆さんが当初非常に公団に対して不安感といいますか、恐怖感といい

ますか、そういうものをお持ちであったものを、情報を思い切ってオープンにしてチャ

ンネルを太くした、あるいは住民の皆さんの安心感を酒養したという面では、かなり私

も努力をしてきたつもりでありますし、さらには公団の幹部の皆さんとのパイプをより

太くして、できるだけ住民の声をじかにお伝え申し上げるという機会もたくさん持って

きたつもりであります。そういう中で、おかげさまでようやく個々の新しい契約が進ん

でくるという段階まで来たわけでございます。

そういう中で、議員の御指摘のとおり、まだまだ住民サイドに立って物申すべき部分

はあろうかというふうに思います。高齢者が非常に多い、年金生活者が多いという中で、

戻り入居等について不安がないよ うに一生懸命努力をするということは、これは市長と

しての責務であるというふうに考えております。よりよい方向を探りつつ、引き続き議

員御指摘のとおり頑張っていきたいというふうに思う次第であります。

0議長(馬場繁夫君) 清水登志子君。

02番(清水登志子君) 公団はこれまで都営を併設していただくときに、東京都と実

勢価格で交渉しているんです。土地を更地で残して用意しているんだと、そういうお話

もありましたが、これを今の状況で実勢価格で買い上げていただく、こういう条件で交

渉が成立するのかどうか。大変難しいのではないかというふうに思います。日野市の場

合は公団との太いパイプもでき上がっているということですし、ぜひ経営感覚を生か し

て、都営イ主宅併設ができるように全力を尽くしていただきたいというふうに思います。

また、開発に伴う協力金、これが出ますが、今170戸の増が出るということで、単純

に159万円掛けても 2億7，030万円、仮に半分以下の100万円としても 1億7，000万円。こ

れだけの予算がありますと、20年間この41戸の人たちに借り上げ住宅を保障するという

ことも十分にできる、そういうお金も実際に生まれてくる。そういう状況の中で市がど

こまでやれるか、それはもう市にかかっているんではないかというふうに思います。今

回の第 1期の建て替えが本当にうまく進むかどうか、これは市の選択一つに任されてい
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る、そういうふうに思いますので、ぜひ全力で取り組んでいただきたいというふうに要

望して、この質問を終わりたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) これをもって 2の1、多摩平団地の建て替えに伴う公営住宅併

設についての質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。

0議長(馬場繁夫君) 休憩前1;:iJ Iき続き会議を聞きます。

午後12時02分休憩

午後 1時04分再開

一般質問 2の2、日野市のごみ問題についての通告質問者、清水登志子君の質問を許

します。

02番(清水登志子君) では、 2問自の質問をしていきたいというふうに思います。

馬場市長は 9月の議会で、 2年後をめどにボックスの廃止をする方向で検討を進めて

いることを表明されました。ごみリサイクル特別委員会で・は、ボックスを廃止し、戸別

収集、有料化に踏み切った青梅市などを参考にしながら検討が進められているところで

あると説明がありました。そこで今回の一般質問では、有料化の問題を中心に日野市の

ご‘み問題について質問をしていきたいというふうに思います。

まず、全国に先駆けて有料化を行った伊達市の例を見てみたいと思います。伊達市で

は1989年、ごみ収集の有料化を行いました。中間処理施設の設置に伴って新たに生じる

経常経費をごみ処理手数料として負担していただくということで、負担料は経常経費を

ごみ量で害IJり返すという方法で算出しており、可燃、不燃とも20リッ トルのごみ袋が30

円、 40リットルのごみ袋が60円という設定になっています。 1989年の有料化後、ごみ

量は確かに減りましたが、翌年をピークにしてその後は再び増加に転じています。1997

年に資源物の分別回収を始めて、再度今、減量をしているという状況です。

他の自治体でも、ごみ有料化は一時的にはごみ減量に効果がありますが、その効果は

2年から、長くても 5年程度しか続いていません。どこでも再びごみは増加を始めてい

ます。つまり、ごみ有料化というのは減量の決め手にはならないと言えるのではないで

しょうか。

さらに、ごみ有料化にはさまざまな問題点があります。まず負担の公平性の問題です。
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ごみは基本的な生活に伴って排出されるものですから、その量は収入には余り関係があ

りません。収入に関係なく一定の負担額を徴収されるということになれば、収入の少な

い人ほど負担が大きくなります。消費税と同様、逆進性の強い不公平なやり方だと言え

ます。

高齢者などが受ける影響も深刻です。ごみは高齢者の世帯でも必ずしも少ないとは言

えなし、からです。例えばひとり暮らしの高齢者の場合、栄養のバランスの取れた食事を

しようと思って、例えば煮物をつくろうとしたりすると、少しの量ではおいしくできま

せんから、結局何回も食べ続けなければいけないほどたくさんっくり過ぎてしまうとか、

余らせてしまうということになります。むしろスーパーなどでできているお惣菜を買っ

てきた方がいいという場合もあります。

特に男性の高齢者の場合には、食事をつくるのが苦手で、お弁当を買ってバランスの

よい食事をかろうじて保っているという例も珍しくありません。こうして出るたくさん

のごみをへルパーが来た日に一気に片づけてもらうという高齢者も大変多いのです。

また、寝たきりの方を介護している、こういう家庭では、おむつを初め多くのごみを

出さざるを得ない状態にあります。

青梅市では事業系のごみが家庭ごみの 3倍と割高に設定されましたが、中小業者、小

売屈の負担は大変大きく、悲鳴が上がっています。ごみ有料化は、こうした社会的な弱

者を直撃することになります。

さらに袋収集有料化の場合、使い捨て商品などごみになるものをつくっている製造者、

例えばトレーなどごみになるものをつけて売る販売者、こうした人は 1円も負担をしな

くて済むという点です。市民は税金という形で処理費を負担させられ、さらにごみ収集

の手数料まで取られるのに、ご、みをつくったり買わせる側は何の負担もしない。こんな

不公平さは、市民には到底納得できるものではないと思います。

さらに、ごみの発生の抑制を行わないで排出だけを制限しようとすれば、必ず不法投

棄や自家焼却が行われます。小型の焼却炉が発するダイオキシンは、今、大きな環境問

題を引き起こしています。

それでは、ごみの有料化についてお伺いしたいと思います。

1点目は、有料化はごみ減量にどのように効果があるとお考えになっているのか。

2点目は、どのように有料化で出てくる負担から社会的な弱者を救済するのか。

3点目は、ごみ有料化の公平性についてどのようにお考えになるのか。

4点目は、ごみの有料化に伴う不法投棄、自家焼却をどのように防止されていくのか。

ハ
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以上の 4点について御回答をお願いします。

0議長(馬場繁夫君) 清水登志子君の質問についての答弁を求めます。環境共生部長。

O環境共生部長(笹木延吉君) ご、みの有料化についての御質問の中に、 4点ほどさら

に御質問をいただきました。

l番目の有料化はごみの減量にどのような効果があるかという御質問でございます。

現在、廃棄物処理に関して日野市の置かれている状況は非常に厳しいものがあります。

資源化をとりましでも、多摩地区のワーストワンという大変不名誉なことで、責任を重

く感じております。現在、このような状況を解決するため、ごみ減量リサイクルを進め

る上で、ダストボックスの廃止などを含めた大きな改革を 2年後を目途に検討している

最中でございますが、御質問のごみの有料化も視野の一つに入っております。

青梅市がこの10月からボックスを撤去し、有料化に踏み切りましたが、その第一のね

らいはごみの減量化を願つてのことであり、あわせて排出者への負担を排出量によ って

公平化させたいという意向から行ったものと聞いております。

先月の27日に、当市の可燃業者とリサイクル課長を初め何人かの者が青梅市へ行って、

実際に収集車の後へついて戸別収集の体験をしてきました。そのときのビデオを見ます

と、驚くほど各家庭から排出されるごみの量が減っているのがわかりますし、青梅市指

定の有料袋でほとんどの市民がルールを守って出しているのがわかります。今のところ

青梅市では期待以上の効果が上がっていると思われます。

ごみの有料化についてはご、み減量化の一つの方法であり、全国の先進例なども参考に

十分検討し、考えていきたいと思っております。

続きまして、 2番目のどのように社会的弱者を救済するかという御質問でございます。

ご、み有料化については、今お答えしたとおり、もし仮にごみの有料化に着手するように

なれば、当然のこととして社会的弱者にある方々への配慮は十分しなければいけないと

考えております。その方法などについては検討させていただきたいと思います。

3番目のごみ有料化の公平についてどのように考えるかという御質問でございます。

御指摘のとおり、容器包装リサイクル法で-はペットやトレーなどの製造者や販売庖には

それらの処理責任はありませんが、このことは国政レベルの問題でありますし、日野市

としてできることをこれから検討していきたいと考えております。

4番目のごみの有料化に伴う不法投棄、自家焼却をどのように防止するかという御質

問でございます。不法投棄については、青梅市の例ばかりでまことに申しわけありませ

んが、青栴市ではほとんど問題にな っていないというふうに聞いております。しかし、
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御指摘のようなことも考えられますので、その対策は今後検討していきたいと思ってお

ります。自家焼却については法律的に禁止はできないこともあり、今後、実態把握など

も含めて検討していきたいと思っております。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 清水登志子君。

02番(清水登志子君) 有料化が減量に効果を上げるということですが、では、なぜ

有料化をした自治体でペナルティーにもかかわらずごみが増加に転じてしまうのか、検

証していきたいというふうに思います。

1987年に京都市の清掃局が行った家庭ごみの調査がございます。この調査によると、

家庭から出るごみの容積比42%が紙類、 29%がプラスチック類、 12%が厨芥です。

家庭ごみのおよそ71%を占める紙とプラスチック、これについて見てみたいのですが、

紙類の60%、プラスチックは94%が容器と包材です。商品の箱や包装紙、カップやトレー

などがその半分以上を占めている。つまり紙とプラスチックのほとんどすべてに近いそ

の量が包材でできている。

その容器と包材の内訳をさらに見てみたいのですが、食料用のパック、トレーが30%、

スーパーのレジ袋など手提げの袋が15%、食料品の包装に使われているプラスチックの

袋、これが10%です。その他の袋類で13%、およそ70%近いものが食料品を購入すると

きに付随して出てきています。食べ物というのは節約できるものではございませんから、

これを見ても、し、かに多くのごみを市民が強制的に買わされているのか、そういう構造

になっているか、それがわかると思います。

家庭ごみの用途別の組成分析を見ると、商品は10%、使い捨て商品は3.3%、容器・

包装材が56.2%、商品のチラシなどPR用に使われたものが2.3%、合計71.8%が商品と

それに付随するものです。

さらにこの容器と包材、どこでつくられるか、それを見ると、製造過程で50%、販売

過程で47%です。つまり商品ができ上がる、その過程でほとんどすべての容器・包材が

つけられてしまう、そういう仕組みになっているんです。私たちが生活に必要なものを

買うときに強制的に多くのごみを買わされる、そういう構造ができている。いわばごみ

の商品化が今のごみの大量発生の根本にあることがわかります。この発生源に手をつけ

ないで、ごみになってからどうやって減らすか、これでは根本的な解決は図れないので

はないでしょうか。

次に、減免制度について見てみたいのですが、 多く の自治体では無料で袋を配布する

。。



という形で減免を行っています。しかし、ごみがどれぐらい出るかというのは、例えば

介護をしているのかどうか、食事をお弁当に頼っているかど、うか、人それぞれによって

大きく幅があります。それを必要量に応じて袋の数を算出するということは、実際には

不可能ではないでしょうか。ましてやそれを必要な方にお届けするということはもっと

困難です。結局足りない方、取りに来れない方は自分で負担していただくしかない、救

済されないということになりかねません。

小型の焼却炉については、立川市で「立川の自区内処理を目指す立川市民の会」が行っ

た実態調査の結果があります。この調査は1997年10月から1998年 1月に、立川市内の

事業所に配置されている小型焼却炉がどのぐらいあるのかを、実際に市民が市内を回っ

て調べたものです。この結果、立川市内には278基の小型焼却炉が確認されました。そ

の1害Ijはドラム缶や周りを鉄板で囲っただけの野焼きの状態です。その事業所の内訳を

見ると、建設関係が40.3%、販売庖や飲食庖が10.1%、公共施設が9.4%となっています。

学校など市の施設では既に焼却炉の使用が中止されておりましたので、この数には含ま

れておりません。また、建設関係や公共施設の小型焼却炉の保有割合が大変高いという

ことも、この報告で出されています。この調査では一般の家庭の小型焼却炉までは数え

ておりませんので、これを含めると相当な数の小型焼却炉があると推定されます。

この全くと言っていいほどダイオキシン対策が取られていないこの小型焼却炉で、多

くのごみが毎日燃やされている。このことを考えると、環境に与える影響は大変深刻だ

と思います。 278基の焼却炉、立川市内でどのような割合になるのか、地図に落とした

図がここにございます。立川市内で278基、それを地図に落とすとこんな数になるんで

すね。 一概に立川市の結果を日野市に当てはめるということは確かにできませんけれど

も、日野市内でもかなりの数の焼却炉が使用されていて、そこから多くのダイオキシン

が発生している、そういう状態を予想することはできます。

もし有料化が行われれば、この数はさらにふえることになるのではないでしょうか。

現在でも、今、市ではこの小型焼却炉の使用者を把握し、指導監督するということはで

きておりません。実態の数すら把握できていないんです。この数をさらにふやす、そう

した方策を取るべきではないと思います。

ごみの質がプラスチックが多くなって、本当に市民が安全に処理することができない

今のごみ、市が責任を持って全量を回収して無害化処理をしなければなりません。その

際には、不法投棄や自家焼却を招く有料化というのは大きな障害になります。見方を変

えると、市民が安全に暮らせる環境を維持する、こういう目的のためには、市民だれも
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が適切な処理ルートにすべてのごみを乗せられるようなシステムをっくり上げる責任が

日野市にはあるのではないでしょか。お金がないから不法に処理しなければならない、

こういうシステムであってはならないと思います。だからこそ多くの自治体で、ごみ処

理というのは行政が責任を持って行い、無料で行ってきた、そういう歴史があるのでは

ないでしょうか。

行政として、今後この収集方法、ボックスの廃止、有料化について市民の審議会に判

断を委ねていくことになるかというふうに思いますが、その際には、ごみ処理経費がな

ぜこれまで無料として扱われてきているのか、有料化した場合の問題点はどこにあるの

か、そうした情報を正確に伝えていく必要があると思いますが、その点はどのようにお

考えになりますでしょうか。

0議長(馬場繁夫君) 環境共生部長。

O環境共生部長(笹木延吉君) ごみの有料化と申しますのは、まだ仮定の話でござい

ます。ダストボックス廃止その他の件にいたしましては、いずれにしても市民の皆さん

の御協力をいただくことが第一でございますので、きめの細かい、何十回、何百回に及

ぶ説明会の中で丁寧に、おっしゃるように丁寧に説明して御理解を得たいと思っており

ます。

以上でございます。

O議長(馬場繁夫君) 清水登志子君。

02番(清水登志子君) 審議会で審議にかける際、どうしても行政側の問題点という

か、行政の取り組む上での問題点というのは、今お話ししたように、なかなか市民サイ

ドのごみ問題で交わされている話の中では見えにくい問題があるというふうに思います。

なぜごみ処理を市が責任を持って無料で行わなければいけないのか、そうした判断はな

かなか市民の方には難しいものではないかというふうに思います。だからこそ、有料化

にとってはマイナスな要素にはなりますが、そうしたマイナス部分の情報も審議会等に

きちんと伝えていくことが必要ではないかというふうに思います。そうした対応をぜひ

取っていただきたいのですが、いかがでしょうか。

0議長(馬場繁夫君) 環境共生部長。

0環境共生部長(笹木延吉君) 今、検討している最中でございまして、有料化という

のは一つの視野に入れた問題で‘ございます。もちろん、ごみを減量したいという気持ち

からの発想でございます。青梅市でもそのようなふうに、先ほどお答えしたとおりでご

ざいます。そんな中で当然、今おっしゃったように弱者の方、いろいろなことで負の面
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もございます。そういったことも頭に入れながら、審議会等、今おっしゃったような中

で正確な資料を整えて説明していきたいと考えております。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) ‘清水登志子君。

02番(清水登志子君) では次に、日野市のごみの量の推移を見ていきたいというふ

うに思います。

日野市のごみの量は、 1980年ごろまでは人口の伸びと並行していますが、 1983年ごろ

から人口の伸び以上にごみの方が増加を始めます。特にプラスチックと事業系のごみの

増加が著しく、これが最終処分場の埋め立てに拍車をかけることになりました。

1991年以降、東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合が最終処分場の延命のために各自

治体に搬入量の削減を求め、搬入量の配分をしてきました。処分場の汚水漏れによる地

下水汚染の疑いも発覚し、市民の処分場の安全調査を求める地元住民の反対運動が起き、

日野市民の聞にもごみ問題への関心が高まりました。この時期、リサイクル条例の制定、

資源物回収ステーションの導入、リサイクルショップ「回転市場」の開設など、さまざ

まな施策が講じられ、ごみ量は横ばいに転じました。しかし、しばらくして第二処分場

の候補地が確定し、処分場の問題の危機感が薄れ、市民の関心もまた低くなると、ごみ

量はまた徐々に増加に転じています。そして現在に至っているんです。

つまり、この経過を見てみると、ごみ量の推移には市民の意識と回収システムが大き

く影響しているということがわかると思います。また、社会のごみになるものをどれぐ

らいつくるか、その元がどういうふうになっているか、そのことも大きく影響している

のではなし、かというふうに思います。

日野市のごみの組成の分析を見てみると、可燃ごみの組成は50%が紙、 5.3%が布、

15.4%は生ごみ、 13.7%がプラスチッ夕、 6.8%が金属となっています。 紙と布はほとん

どが資源化できますし、本来不燃ごみのボックスに入れるべきプラスチックや金属を除

くと、残りの可燃ごみは25%程度に減らすことができます。不燃ごみは25.1%がプラス

チッ夕、 26.4%が鉄、 4.4%が非鉄、 25.2%はガラス、 6.8%が紙。鉄やアルミは処理施

設で回収をされておりますが、ここにガラスをきちんと分別をすれば、やはり不燃のご

みも半減させることができます。

どうしたらこれを資源化することができるのか、 三多摩のほかの自治体の取り組みを

見てみたいと思います。資源化率がいいところ、奥多摩町29.0%、調布市が25.1%、小

金井市が19.2%。この三つの自治体はどこも紙や瓶などの資源を可燃、不燃ごみと同じ
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場所で毎週回収しています。 一方、資源化率の低いところ、多摩市6.7%、日野市7.6%、

町田市8.0%。ここで共通しているのは、資源回収の拠点が大変少ないこと、回収の回

数も少ないことです。これを見ると、資源化率を高めるポイントというのは、市民が出

しやすいところで、ごみ回収の場所でも資源を毎週集める、そういう点にあるのではな

いでしょうか。

日野市では現在、浅川以北の瓶回収が、この資源化率のょいところと閉じようなシス

テムで回収されています。資源物回収ステーションのみで回収していたときと比べてど

のぐらし、ふえているのか、お尋ねしたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 環境共生部長。

O環境共生部長(笹木延吉君) 資源物回収ステーションのみで回収しているときと比

べてどのぐらし、ふえたかという御質問でございます。今までステーションのみの時点で

は、月35トンでございます。わき瓶の回収を始めてから、わき瓶だけで45トンでござい

ます。合計で月80トン。これは平均でございますが、以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 清水登志子君。

02番(清水登志子君) 今、浅川以北で月45トンの瓶が出されるようになりました。

これは日野市内で資源物回収ステーションで集めたよりも10トンも多い、そういう数字

になっています。これから浅川以南の場所で 1月から同じような方式で瓶の回収が始ま

ります。こうなると、ステーション回収していた当時と比べて3倍以上の瓶が集まるよ

うになるのではないでしょうか。

このことを見ても、たとえ有料化というペナルティーを課さなくても、回収ボックス

の常設という出しやすさの工夫、意識を向けさせる工夫、こうした工夫次第で資源の回

収率を上げることができる。日野市民はそれにこたえるだけの資質を持っている、その

ことが証明されているのではないでしょうか。

今後、紙や布、缶などにもこの方式を当てはめて、ごみの回収の回数を減らして、逆

に資源の回収場所、それから回収回数をふやしていけば¥資源化率を上げてごみ処理の

コストを削減するということが可能になると思います。

焼却されるごみそのものが減っていけば、当然焼却炉も大きなものを必要としなくな

ります。今後の焼却炉の買し、かえの際にも、高額な溶融炉や大型の焼却炉も必要なくな

ります。処理施設そのものが安く上がれば、莫大な経費を節約することができます。今、

日野市が取り組むべきことは、有料化で強制的に一時的にごみを減量することではあり

ません。だれもが取り組めるシステムづくりを進めることではなし、かと思います。

。。



資源化の向上、再生品の利用普及にも力を入れていかなければいけないと思います。

資源化の向上や再生品の利用普及、システムの改善など、今後どのような方向で行って

いかれるのか、お答えをいただきたいと思います。

0議長 (馬場繁夫君) 環境共生部長。

O環境共生部長 (笹木延吉君) 今、議員さんのお話のとおりでございます。日野市と

いたしましてはそれにさらにプラスして、ごみの有料化も検討の中に入れているという

ことでございます。システムづくりについては、今お話にあったとおりでございます。

以上でございます。

O議長 (馬場繁夫君) 清水登志子君。

02番(清水登志子君) 武蔵村山市でも閉じように戸別収集を始めていますが、武蔵

村山市の場合は指定袋も使っていませんし、その袋も有料化していません。有料化を行

わなくても、指定袋を使わなくても、戸別収集に切りかえて資源回収の工夫を行って、

職員が市民の中に入って市民の力に依拠して進めていこうとすれば、青梅市と同じよう

な効果を上げることができるんです。たとえ有料化をしなくても、閉じような効果がで

きる。しかも有料化にはさまざまな問題点がある。どちらを取るべきか、市の判断が求

められているのではないでしょうか。今、日野市が本当に行わなければいけないのは、

市民の力に依拠してそこに力を注いでいく、その協力を求めることにこそ話を向けるべ

きであって、力で抑え込んでいくような、そういう発想そのものは切りかえなければい

けないのではないでしょうか。

次に、事業系のごみについて考えてみたいと思います。ごみ量の増加には事業系のご

みの増加が大きく影響していますが、事業系のごみがなぜ減らないのか、ここに絞って

考えていかなければいけないと思います。

事業系のごみが減らないその理由は、事業者が資源回収のルートを持っていないから

ではないでしょか。事業者は市民のように資源物回収ステーションに資源物を出すこと

はできません。事業所にある程度ためて、資源回収業者を頼み、あるときはお金を払っ

て引き取ってもらう、こういうことをやっています。この手間と場所と経費を考えると、

燃やしてしまいたい、そういう結論に至るのももっともではないでしょうか。事業系の

ごみを減らすには、まずごみとして出されている資源をどうやって資源回収のルートに

乗せることができるか、そういうルートをつくることができるか、そこを考えなければ

いけないと思います。

小さな事業所で出されるそうした資源、少fil;の資源であれば資源物回収ステー ション
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で受け入れる、そうした便宜を図ることも必要ではないでしょうか。商庖街など既に組

織されている、そういう場所では、この組織を生かした形で資源をまとめてもらい回収

ノレートに乗せる。こうしたいろいろな工夫を日野市が、他の自治体の取り組みや市内で

のあらゆる優れた取り組みを紹介しつつ、イニシアチブを発揮して事業系ごみの資源化

に取り組むべきだと思います。

では、日野市では事業系ごみの減量が進まないこの原因についてどのようにお考えに

なっているのか。事業者の組織や資源化jレートづくりをどのように進められていくのか、

その辺をお聞きしたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 環境共生部長。

O環境共生部長(笹木延吉君) 事業系のごみの処理は、事業者の責任で処理すること

が義務づけられております。日野市においては、少量の排出に関して市で引き受けてお

ります。 1日10キロ以上の場合は、既に平成5年より有料化が実施されており、事業者

に御負担をいただいておるところでございます。

事業者の出す資源については、各市とも対策に苦慮しているところでありまして、そ

の施策はまちまちであります。一口に事業者と申しましでも、大手の企業から町の商居、

学校などの官公庁まで¥一般家庭以外はすべてくくられております。大きい会社などは

独自に回収ルートを持って処理できますが、事業者責任と申しましでも、独自では処理

できない事業所もあるわけで、市が何らかの援助をする必要があると思われます。

近隣市の例を一つ挙げますと、商工会を通じて町内会をつくっていただき、その会で

事業者から出る資源物をまとめて回収業者に号lき渡す方法を取っております。市は町内

会をつくるのみに多少の経費を負担して協力しているものというものです。当市は審議

会の答申を踏まえ、実'情に合った結論を出したいと考えております。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 清水登志子君。

02番(清水登志子君) ぜひ、今、本当に意識はあっても資源化するルートがなくて

燃やさざるを得ない、そうした事業者がぜひ資源回収に協力できるような、しかも負担

が少ないような形で協力ができるような仕組みづくりを大きく進めていただきたいとい

うふうに思います。

最後に、市長は 6月の議会で、いろいろな角度から分別やリサイクノレ、市民、企業努

力が尽くされていなし、から、現時点では有料化は考えていないのだという趣旨の答弁を

されています。今回の質問では、ごみの有料化が、質的に変わってきたごみを無害化し



て市民に安全な環境を保障するという自治体としての責任をどう果たすのか、こうした

行政の姿勢が根本から問われる問題点を含んでいることも明らかにいたしました。私は、

ごみの問題は発生抑制、市民の意識向上、システムの拡充によって解決していくべきも

ので、基本的に無料にするべきであると考えます。そして方向としては、行政が市民の

力を信じ、そこに依拠することにこそ解決の道があるというふうに思いますが、市長の

お考えをお尋ねしたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 市長。

0市長 (馬場弘融君) ごみの有料化を想定された質問でございます。部長が再三お答

えを申し上げましたように、まだ私どもの日野市では、 9月の議会で2年後を目途にボッ

クスを廃止をいたしますということは申し上げましたが、有料化をするという方針を、

今持っているわけではございません。そのことをまず初めに申し上げておきたいと思い

ます。

ですが、今、議員も御指摘のとおり、ごみは何とかして今よりも減らしていかなけれ

ばいけないということでございます。処分場の量の問題もございます。あるいはごみを

処理するための費用の問題もございます。事業者への指導、いろいろな問題もございま

すが、基本的には何とか今とは違った形で、もっとごみが少なくなるような方式を考え

ていかなければいけないというふうに思うわけで、そういう中で、私どもの方ではボッ

クスをとりあえずやめますよということをまず徹底をし、しからば、そのかわりどうい

う形の回収システムがっくり得るかということを、今、鋭意内部でも検討をし、そして

またできるだけ、地元といいますか、各自治会等にも出向いていって皆さんの御意見も

伺いながら、今は一生懸命勉強をしているところであります。

そういう中には、今、議論にもございました青梅市のような先進的な自治体のありょ

うも勉強しているという最中でございまして、現状ではどのような形で私どもの日野市

のボックス廃止のときの対応ができ上がってくるのか、何とも申し上げられないところ

でございますが、確かに有料化ということも一つの選択肢の中には入っているとは思い

ます。現状では、まだ私はその有料化というところまでは踏み込まない気持ちでおりま

すけれども、しかし、これからの将来の費用負担というようなことを考えますと、午前

中の質疑の中でもございましたように、これからの私どもの日野市の財政の苦しさとい

うことを思えば、ごみだけは無料であとはというふうな形が果たして取れるものかどう

かということは、これから幅広い角度から検討してし、かなければいけないとは思う次第

であります。
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ですが、議員御指摘の趣旨もよくわかりますので、できるだけ無料化でできるような

方策を考えつつ今後も努力をしていきたい。もうしばらく時聞をいただきたいと思いま

す。

0議長(馬場繁夫君) 清水登志子君。

02番(清水登志子君) ありがとうございます。ぜひ行政は市民の力を信じてそこに

依拠をする、そういう方向で進めていただきたいというふうに思いますし、ボックスの

廃止については、今、市民の中でも大きく論議が分かれている、そういう問題であると

いうふうに思います。ボックスを廃止するべきなのかと‘うか、そこはぜひ市民の意見を

十分に酌み取って、市民が納得できるような形を選択できるように慎重な進め方をして

いただきたいと要望いた しまして、この質問を終わりたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) これをもって 2の2、日野市のご、み問題についての質問を終わ

ります。

一般質問3の1、潤徳小の「通学調整区域」の混乱からどのような教訓を得て、 小中

学校の適正規模 ・適正配置にどのようにいかしてゆくのかの通告質問者、奥野倫子君の

質問を許します。

C 3番議員登壇〕

03番(奥野倫子君) 通告に従いまして質問させていただきます。

まず初めに、1閏徳小学校の通学調整区域の設定についてお尋ね します。

10月15日の「広報ひの」で、浅川といわゆる日野バイパス予定地との閣の地域で、川

崎街道寄りの東の地域を潤徳小学校の通学調整区域とし、来年度新 1年生を対象にする

ということが市民に知らされました。この地域は従来、第一小学校と第四小学校の区域

であり、従来どおり新 1年生には就学時健診の通知も届き、地域の親や子どもたちは従

来どおりの準備を進めていたわけですが、突然、通学調整区域になることが知らされた

わけです。

教育委員会はその 5日後、 20日に説明会を聞きましたが、その場で数多くの疑問が出

されました。私もその場に参加していましたが、このとき出された多くの疑問が、こ の

通学調整区域の設定が地域住民にとっていかに突然のものであったかを物語っていると

思います。

そこでまず、今回の通学調整区域の設定に当たっての事実経過を確認しておきたいと

思います。

1、どのよ うな理由でこのような措置がなされたか。
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2、いつから検討され始め、どのような場で決定されたのか。

3、決定に至る過程で該当地域の自治会、子ども会、PTAなどに事前の聞き取り調

査や説明がなされたのか。

4、市民に告知されたのはいつか。

5、日野市ではこれまで学区の変更の実施に当たり、手続上どのようなやり方を取っ

てきたのか。

6、適正規模・適正配置検討委員会の 3月の答申でも、通学区域の緩和については今

後の検討課題としているわけですが、最終答申を待たずに今回の措置を実施したのはな

ぜか。

7、現在の潤徳小学校への入学希望者の数は何人か。

以上の点について答弁を求めます。

0議長(馬場繁夫君) 奥野倫子君の質問についての答弁を求めます。学校教育部長。

O学校教育部長(米倉幹雄君) 潤徳小学校への通学を可能とする調整区域に当たりま

して、今、 7点の御質問をいただきました。順次お答えをさせていただきたいと思いま

す。

そもそも通学区域の制度といいますのは、義務教育におきま して、その適正な規模の

学校と、それから教育内容を保障し、それによって教育の機会均等とその水準の維持を

図るというような趣旨から通学区域の設定をし、これを指定していくというような形で

行われてきている制度でございます。

そういう形の中から、背景の中で大きな問題といたしましては、昭和62年に臨時教育

審議会における教育改革に関する第3答申、また平成8年には行政改革委員会の規制緩

和の推進に関する意見、これは第2次でございます。それから昨年の平成9年には文部

省の通達、それでことしにおきましては、中央教育審議会の提言等の中に通学区域の弾

力的な運用に努めるように内容が報告されている、これが一つの大きな流れでございま

す。

それと、日野市におきまして具体的な問題とはなるんでございますが、通学区域の調

整区域を設定した箇所につきましては、 一番ふれあい橋に近い周辺は、もともと国の淡

水魚の研究所のあった広大な敷地でございました。当時はそういう施設を中心に数軒の

住宅が周辺に点在していたわけでございますが、区画整理の進捗に伴いまして、年々あ

の周辺に住宅が建設され、現在では非常な宅地化が図られたと、そういう日野市の地域

的な実情がございます。
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そういう背景の中から、平成3年にはふれあい橋が完成いたしまして、地域住民の方

から目の前の潤徳小学校への通学に対する要望が出てまいりました。それは住宅がふえ

るとともに地域の方々の声も大きくなってきたわけでございます。そういう背景を踏ま

えまして、教育委員会としては地域の方々の意向を尊重し、それを反映すべきという形

の中からこういう制度を決定をさせていただいた次第でございます。

それと 2点目の問題でございますが、学区域の問題につきましては、いろいろな地域

の中で、宅地化が進んだり、従前は農地だったものが宅地になったとか、都市化が進ん

だというような背景がございまして、非常に市内の中でもいろいろ手直しをしなければ

いけないというような場面もございます。

ただ、この潤徳小学校に通学可能とする調整区域を、これは問題としてはかなり前か

ら住民要望との兼ね合いの中で意識をしていたものでございますが、この取り組みを具

体的に事務的な進めをしましたのはことしに入ってからでございます。それで、正式な

決定というのは、事務的な形で現状確認や対象者の拍出等、そういう事務的な手続、ま

たは現地確認等の作業をやりつつ進めてきたわけでございます。最終的には教育委員会

の定例教育委員会の中でこういう方針でいきたいというようなことをお話し申し上げま

して、正式には決まったという手順になろうかと思います。

それから三つ目の問題でございます。自治会、子ども会、 PTA等に対して事前に説

明をしたかということでございます。これにつきましては、そういう場面でやらなけれ

ばいけないというような意識はあったわけでございますが、かなり作業ベースが難航し

たりいたしまして、具体的にはそういう組織の方々を対象にして説明会なり意見を聞く

というような場面は、今回は得ることができなかった。ただし、要望をお持ちの何名か

の御父兄の方については、私どもの方から地域に入りまして、周辺の御意向なり、そう

いう状況を確認をさせていただいたことが 1点ございます。

それと、市民に告知したのはいつかというお問い合わせでございます。先ほど御質問

の中から議員さんがおっしゃったように、正式に発表いたしましたのは10月15日号の広

報をもって発表をしたということでございます。

それから 5点目の、学区の変更の実施に当たり手続上どのようなやり方を取ってきた

かという御質問でございます。 一般的な例でお話しさせていただきますと、 一般的に学

区域を変更するというような場面は、人口急増時におきまして非常にある学校が過大校

になるため、そこを解消する施策として新設校をつくるという手法が一般的な形になっ

てございます。これにつきましては、そこの母体校の学区域が適正規模になるように学

-92-



区域の線引きを入れ直しますので、そういう作業が伴ってまいります。こういう場面で

は、まず該当の学校の先生、校長先生を初め先生方への説明会から入りまして、 PTA

の方々への説明、それから地元に入りまして地元自治会への説明及び事情聴取、そして

最終的には、新設校に移るような場合ですと、 該当する保護者への最後の説明というよ

うな、そういう何通りかの手順を踏ませていただいているというのが現状でございます。

それと最後の、現在の潤徳小学校への希望者は何人かという御質問でございます。調

整区域の中で来年度新 1年生におなりになる児童の方が、合計57名ございます。第四小

学校の学区域の中に入っている方が46名、そのうち18名の方が潤徳小学校への希望を出

してございます。それと第一小学校の学区域に入っている新 1年生が11名ございます。

そのうち 6名の方が御希望を出してございます。したがいまして、きょう時点で合計24

名の児童の方が潤徳小学校への通学を御希望になっている、そういう実情でございます。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 奥野倫子君。

03番(奥野倫子君) ただいま 6点目のお答えがなかったんですね。

O議長(馬場繁夫君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) 大変失礼いたしました。適正規模 ・適正配置検討委員

会の最終答申が出ないうちにという御指摘でございますが、今、確かに適正規模 ・適正

配置の検討委員会は 2年目の検討に入ってございます。検討事項の中から、学区域の項

目につきましては、前年の検討をもって終了をしているということでございます。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 奥野倫子君。

03番 (奥野倫子君) 6番目のお答えがごまかされてしまったような気がするんです

カi、ありカtとうございました。

今、とにかく一番問題なのは、何でこんな急激なやり方がやられたのかということで、

その手続上のことを問題にしているわけですから、 6番目をしっかりと答えていただか

ないと困ってしまうわけです。

あの地域の皆さんにとって待ち望んでいたことなのに、なぜこんなに混乱してしまっ

たんでしょうか。今回のやり方は、調整区域とされた地域の子どもたちの潤徳小学校へ

の入学を可能にしてし、 く方向が、平成8年ごろには既に学務課内で出ていたにもかかわ

らず、その後PTAや子ども会、自治会の意見を聞くとか合意を得るとか、そういう努

力が全くなされていないわけで、そうでありながら、 3月に検討委員会の中問答申が出

Q
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るや否や、いきなり、まず結論ありきで、何の突っ込んだ検討もされないままゴーサイ

ンが出されて実行に移された、そういう感じがいたします。 3月の答申以降、教育長と

部長の許可を得て 6月から 7月ごろには関係部署や団体にはおろされているのに、肝心

の市民に対しては何も告知がされていないんです。

そして、夏休み中にその調整区域内に他市から転校生が来るんですが、その親御さん

に対して学務課は、潤徳小学校で、も第四小学校でもいいですよと説明している。親の方

はよくわからないので、教育委員会にお任せしますということになり、結局その子は、

本来ならば第四小学校に行くはずなのに潤徳小学校に通うことになったわけです。その

時点で、あの地域にワーッとそのうわさが伝わるんです。これまで何度要請しても認め

てくれなかったのに、その子だけどうして許可されたのかということで、まず住民は不

信感を持ったわけです。

でも、もしかしたら来年からは潤徳小学校への入学がOKになるかもしれないという

うわさも立っていたところに、新入学児の親に対してこれまでどおり、あなたは第一小

学校ですよ、あなたは第四小学校ですよと書いた通知が届きました。これでまた騒ぎに

なりました。これは一体どうなっているんだ、説明しろと保護者からせっつかれて、 10

月20日に説明会を開くことになり、そのお知らせが載った10月15日付の広報で初めて市

民は知らされるわけです。これほど住民を無視したやり方がこれまでにあったでしょう

か。

そして、説明会の内容が本当にお粗末でした。兄弟についてはどうなるのか、転校に

ついてはどうなるのかなど、当然予想される質問に対して、きちんと皆さんを納得させ

るような回答が準備されていなかったようで、とてもしどろもどろでした。初めのうち

当局は、中学校については第一中学校に行ってくださいと答えていたんですが、潤徳小

学校の子が三沢中学校に行くのに、その仲間と別れて、また私たちだけ第一中学校に行

けっていうんですか、そういうふうに保護者からせっつかれて、説明会の途中から答え

が、じゃあ三沢中学校でもいいですよというふうに答弁が変わっていくんですね。これ

では選べと言われでも判断できない。その説明会に参加された60名のお母さんは、もう

皆さんカンカンで帰られました。本当に子どもの利益を第一に考えるならば、こんな無

計画に、乱暴に事を進めることはできないはずです。なぜこんな急激に事を進めなけれ

ばならなかったのか、そこが大問題だと思います。

そして今、その答えが 6問目の中でごまかされてしまったわけですが、結局、第四小

学校対策なんですね。第四小学校の保護者ならだれでもそんなことぐらい知っているん
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です。平成11年度には、あと四、五名入学者がふえてしまえば 1クラスふやさなければ

ならないのに、第四小学校には余裕教室が一つもなし、。とりあえず答申が出たから、答

申を盾にして応急措置をしたという、そういうやり方なわけです。ですから、説明会で

も参加者からは、調整区域の設定の理由については中学生についても十分当てはまるじゃ

ないか、何で今回中学生は対象にならないんだという質問が出されましたが、当局は一

言も答えられませんでした。つまり第四小学校はあふれそうだけれども、第一中学校の

方は余裕教室が余っているということなんです。

そこで、くぎを刺しておきたいのは、 3月に出た検討委員会の答申には、適正配置に

向けての考え方が四つ示されています。まず.小学校と中学校の通学区域の整合性を図る

ことが必要だとはっきり指摘していて、今回の調整区域についても問題は同じなわけで

すが、それがまず十分にやられたとは思えなし、。そして二つ目、子どもたちの生活と地

域との関係を深めるという点も、十分に地域に相談があったとは思えない。 三つ目、長

期的かっ計画的に進めるという点も全く無視されているわけです。そして、今回の通学

調整区域というのは、答申では「学区と学区の聞のフリーゾーン」と表現されてはいる

んですが、今後の検討課題だと言っているんです。すぐやるとは全然書いていないんで

すね。

答申が出たことを今回の調整区域の設定理由の一つに挙げながら、その答申の中身の

行政にとって都合のよい部分だけを取り入れて、都合の悪いところは気にもとめない、

こんなやり方で市民は安心して任せられるでしょうか。行政がこういう姿勢では、どん

なに検討しでもその意味がなくなってしまう。少なくとも答申の結論だけを単純化する

のではなくて、検討過程で問題になっているすべてのことについて、教育委員会として

も慎重な検討を加えて行政に生かしていくのが最低限の責任だと思います。

以上、 l問目は今回の措置についての手続上の問題から見えてくることを考えてみま

しTこ。

次に、今回の措置に関して今後も調整が必要な問題点について、 4点まとめて質問し

ます。

l、受け入れる側の潤徳小学校について、教職員の問の合意や教室の問題など、受け

入れ体制は十分できているのかどうか。

2、今後入学者の培』加が見込まれる第四小学校はどのように対応するのか。

3、1閏徳小学校に通う通学路の安全性の確保など、準備は整っているのか。

4、今回の調整区域については三、四年を調整朋問としているが、 その期間が経過し
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た後、この地域の通学区域はどのようになるのか。可能性のある選択肢にはどのような

ものがあるのか。

以上について答弁を求めます。

0議長(馬場繁夫君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) 4点の御質問に対してお答え申し上げます。

1点目の潤徳小学校への受け入れの問題でございます。この調整区域を準備した早い

段階で、該当校の校長先生を中心に協議を進めさせていただきまして、学校での受け入

れについては協力をいただきたいということでお願いを申し上げてございます。したが

いまして、学校等の受け入れについては支障のない形の中で新 1年生を迎えられるとい

うふうに理解してございます。

それと、教室等につきましては、潤徳小学校につきましては余裕と言われる教室が14

ほどございますが、多くを教職員研究室に使っておりますが、この調整区域によってふ

えてくるだろう予測される数等の上では、全く問題なく受け入れられるだろうというふ

うには理解しております。

それから第四小学校の問題でございます。確かに議員さんのお話のように、第四小学

校につきましては空き教室がないというような現状にございます。私どもといたしまし

ても、第四小学校の施設面におきましては、教育環境を十分に整えるという意味からは

非常に重要な課題として考えておりまして、現在、内部でも検討を進めてございます。

ただ、余談にはなりますが、平成7年の第3回9月定例議会で、市長の行政報告で第

四小学校問題の第四小学校の将来像という形の中で行政報告をさせていただいた時代が

ございます。このときの行政報告の内容は、万願寺区画整理地域内の学校用地を予定し

ている場所に新たな学校というような発想で行政報告を行っていただいたんですが、そ

の後のいろいろな諸般の事情等によって、現在ではその構想が非常に現実的に難しくなっ

ている、そういう面もありますので、確かに第四小学校問題については、御指摘のよう

に私どもは重く受けとめ、その教育環境の整備について鋭意努力をしてまいりたいとい

うふうに考えてございます。

それと通学路の安全の確保のお話でございます。現在、潤徳小学校の方へ御希望され

る方が、先ほど24名と答弁させていただきました。最終的な締切期間を10日ばかり延ば

してございまして、今月の10日で最終的な締切日になります。その時点でどの地点から

児童の方が通学されるかということを現地調査も含め確認の上、本来的に通学路の決定

につきましては保護者の方と学校とが十分に協議をしていただいてお決めいただく。お
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決めいただいたものを教育委員会へ届けていただくという手順がございます。そういう

意味で、今のお話の中で、届けられた通学路の中に支障面があるとするならば、来年春

の入学までには支障がないよう全面的に取り扱っていきたいというふうに現在思ってお

ります。

それと、三、四年の期間というお話でございます。日野市にとっても初めてのケース、

初めて取り扱うケースでございますので、 一応その三、四年という期聞を一つの期間と

して、こういう調整区域という形の仕組みの検証なり評価をーたんやりまして、そこか

らまた何か得るものがあれば、さらにプラスできるものとか、そういうものを考えなが

らやっていきたい。したがいまして、 3年から 4年でこの調整区域をなくすというよう

な考え方は全く持ってございませんo そのまま引き続いて継続していく必要性があるだ

ろうと現在のところでは思っているところです。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 奥野倫子君。

03番(奥野倫子君) ありがとうございました。

第四小学校の余裕教室の問題ですけれども、学校というのは家庭と同じで、子どもた

ちが生活をする場なんですね。空間的なゆとりが必要となるわけです。行事のためのス

ペースも必要ですし、現在の第四小学校の状況を考えれば、調整区域を安全弁にして対

応するんではなくて、第四小学校そのものの条件整備、環境整備がどうしても急務だと

思いますので、その点の対応をしっかりとよろしくお願いいたしたいと思います。

そして二つ目、通学路については、浅川の堤防の暗がりがとても気になります。また

場所によっては明かりの暗いところもあるわけです。さらには見通しの悪い交差点も多

く、歩道があるわけでもありません。こうした点について具体的に調査をして、地域の

人々にも知らせて、安心してもらうことも必要ですし、通学路になるということで日常

的に子どもたちの安全を守るための協力を呼びかけることも必要かと思われます。以上

の点をすぐに具体化して実行していただきたいと思います。

そして、 1問自については再質問させていただきますが、今のお答えでは校長先生に

は御報告をしましたというだけで、その後がおっしゃっていないわけですね。校長に報

告しただけで終わっているというのが本当に問題だと思うんです。今回の措置について

は、 j閏徳小学校の職員というのは夏休み明けの 9月にいきなり決定事項として知らされ

たとのことです。子どもたちの教育に関することなのに、 l限員は意見を言う場もないん

でしょうか。今後もこうした問題について、関係する学校の職員の意見は取り入れない
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んでしょうか。

0議長(馬場繁夫君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) ただいま再質問いただきました。私どもの方の考えと

いたしましては、学校を経営し、学校を管理してまいりますのは校長先生の責任が中心

になるわけでございまして、教育委員会といたしましては、校長先生を通して学校の先

生方に御協力をいただくと いう方法は全く自然な形だろうと思います。また逆に、そ う

いうお話の仕方の中で、学校の方でまた新たな問題点なり要望があれば、また再びそれ

は校長先生、教頭先生を通して教育委員会に戻ってまいります。そういう形の中で対応

しておりますので、大変そういうやり方そのものが全くまずいというふうな認識は持っ

てございません。

0議長(馬場繁夫君) 奥野倫子君。

03番(奥野倫子君) 校長の権限がどうのとか、規則がどうのとか、そういうことを

問題にしているんではないんです。もしそれがネックだとしたら、今回の件でもいかに

その規則とか権限の強化が子どもの利益にとっては障害があったかということは明らか

ではありませんか。子どもたちの最善の利益を実現するために、関係する大人がそれぞ

れの立場から意見を言って合意をつくることが大切ではなし、かということを指摘してい

るんです。そのような視点を教育行政に携わる者は持っていないと困るということを指

摘しておきたいと思います。

以上、今回の措置に関して具体的な問題をお聞きいたしました。手続も、具体的な問

題への対応策も不十分なままの措置であったことは明らかです。今回の問題で私が一番

問題だと思うのは、通学区域、すなわち自分の子どもがどの学校に通うのかという非常

に重要な問題について、全く住民との話し合いもされずにいきなり結論を突きつけると

いう、住民無視と言われでも仕方がないようなやり方だと思います。

教育行政を行うに当たって、 地域住民の意向の積極的な把握と、それを積極的に教育

行政に反映するという姿勢がなくてはならないものです。この点については、この 9月

の中央教育審議会の地方教育行政に関する小委員会の答申でも、まず一般論として、教

育委員会が教育行政に関する説明責任の意義や重要性を教育委員会自身が十分に認識 し

て、地域住民に対して幅広く積極的な情報提供を行うことの重要性を指摘した上で、 具

体的な改善策のーっとして、特に住民の関心の高い事項について説明会や意見交換会を

開催するなどの工夫を講じること、このように指摘していますし、通学区域を変えると

きには保護者や地域住民の意向に十分配慮するようにという指摘もあるわけです。この
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内容に照らしても、積極的な情報提供がされたのか、意見交換会がされたのかという点

では全く不十分です。そこで、以下の 4点についてお尋ねいたします。

こうした指摘に照らし合わせて、まず教育委員会としては、今回のことについてどの

ような点が問題であり、今後に向けてどのような教訓を引き出されているのか、お答え

くださし、。

また今後、従来の学校に通うのではない可能性のある施策を実施する場合には、その

決定過程において必ず保護者と地域住民の意向を聞くための説明会や懇談会を聞き、住

民の合意を得るのに十分な手続を踏むことを市民に対しでもはっきりと約束すべきだと

思いますが、その点についての見解を伺いたいと思います。

3点目、先ほとから決定過程での住民の意向の反映が重要だと指摘してきましたが、

結局この地域については当分の問、調整区域にするということですので、これからも住

民の疑問や意見を反映する努力をしなければならない。 一度説明会をやったからいいと

いうものではないと思います。来年も再来年も該当者が新たに出てくるわけですし、引

き続き住民の疑問の解決と合意の形成に努力して、場合によっては、 一応希望者の受け

付けを締め切ったけれども、新たに希望者が出た場合は柔軟に対応することも必要では

なし、かと考えますが、いかがでしょうか。

4点目、現在、この地域のほかに通学調整区域にすることを考えている地域があるの

かと、うかについてもお答えください。

以上、答弁をお願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) 4点にわたって御質問いただきました。私どもの方の

立場といたしましては、大変、さっき御質問の中に手法なりやり方に対して大きな汚点

があったというような御指摘を受けているわけでございますが、必ずしもやっていたこ

とがすべてちぐはぐなことをやったとは手ム自身思ってはおりません。 (1そうだ、自信を

持て」と呼ぶ者あり)

それで、今回の問題について教育委員会はどこが問題だったかという御指摘でござい

ます。これは前の方にも御質問でいただきましたが、やはり関連する団体の方、 PTA、

ども会並びに自治会、こういう団体に対して余裕を持った説明、事前説明の手続をや

らなかったという場面については、大変今後の課題として受けとめていきたいというふ

うに思っております。

それと、 2点目の通学区域の学区域を変更した場合。今度の調整区域につきましては、
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学区域はあくまで従前の学区域でございます。第一小学校の学区域にお住まいの方は第

一小学校、第四小学校の学区域にお住まいの方は第四小学校でございます。ただ、調整

区域の中で=潤徳小学校へ行かれる方は、希望を出せば澗徳小学校へ進学をかなえるとい

う、そういう保護者の方への選択の幅を広げたものでございます。したがいまして、住

民との合意を得るために十分な手続をということは全くそのとおり、同感でございます

ので、今後もそういう部分については配慮しつつ取り組んでいきたいというふうに考え

てございます。

それと 3点目の問題については、引き続き住民との疑問、合意の問題解決、これもそ

のとおりだというふうに認識しておりますので、そういう御指摘のような形の中で取り

組んでまいりたいというふうに考えてございます。

それと最後の、現在の学区域の中で調整といいますか、手を入れなければ、そういう

場所はどのぐらいあるかというようなお話でございますが、これはあくまでも教育委員

会内部で判断をしているものでございますが、小学校で、四つほど、中学校で、五つほどの

区域が、社会の変化等に伴って、都市化なりいろいろな形の地域の変動がありまして、

この辺は整理をしていかなければいけない場面であろうというふうに理解しているとこ

ろが 9カ所あるということでございます。

以上です。

O議長(馬場繁夫君)

03番(奥野倫子君)

O議長(馬場繁夫君)

奥野倫子君。

その地域はどことどこでしょうか。

学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) 具体的な地域ということですが、教育委員会内部で考

えている部分でございます。それがまず前提にあるんでございますが、第二小学校の学

区域の一部の場面で、平山と南平小学校との学区域のかかわりの場面が一つございます。

それから二つ目といたしましては、平山小学校区域の一部と平山台小学校の区域の兼

ね合いの部分が一つございます。

それと三つ目は、第三小学校の学区域の一部と東光寺小学校とのかかわりでございま

す。

それから第五小学校区域の一部と第七小学校のかかわりでございます。

それと中学校にまいりますと、第二中学校学区域の一部と大坂上中学校のかかわり。

それから第四中学校の学区域と平山中学校のかかわり、これは場面的には小さな場面

でございますけれども。
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それと第二中学校の一部と七生中学校の関係です。

それから第三中学校の一部と三沢中学校の関係、こういうようなところが一つの課題

というふうな形で認識しております。

以上です。

O議長 (馬場繁夫君) 奥野倫子君。

03番 (奥野倫子君) 今の地域はどこかという質問は、再三これまでやってきたんで

すが、今、初めて明らかになりました。

それとあと、部長さんの答弁の中でちぐはぐではなかったとおっしゃいましたけれど

も、これだけちぐはぐが出てきてちぐはぐでないという答弁が出てくるとは、本当に私

は驚きました。

それで、こうした指摘に照らし合わせて、私、この今回の一般質問のために、11月25

日に新井地区センターで、そしてお日には宮南部地区センターで聞き取りのための懇談

会を持ちました。そして地域の方からも何人かお話を伺いましたけれども、説明会のと

きには、これでは選びょうがないという怒りが多かったと思いますが、今現在では潤徳

小学校に行きたくてもいけないという落胆に変わったとおっしゃっていました。つまり

兄弟は今通っている学校の友達関係があるから転校できないし、兄弟で別々の学校に通

わせるわけにいきません。そして潤徳小学校に通わせるとすると、そのままみんなと一

緒に三沢中学校に行きたいわけだけれども、 三沢中学校というのがあの地域の方にとっ

ては本当にふだんの生活圏とは全く違う方向、都道の向こう、樹11の向こう、本当に未

知の世界なわけですね。そういうことで不安だということもおっしゃっていました。

それで、説明会の場である方がこうおっしゃいました。「教育委員会は本当に子ども

たちのことを考えているんでしょうか。子どもという のは物として存在しているわけで

はありません。兄弟もいれば親もいれば‘友達もいる。 しかし今回の措置は、その子とつ

ながるものが見落とされていて、これでは到底納得できない。」この言葉に今回のすべ

てが象徴されているのではないでしょうか。

今回の教訓は、教育行政に当たっては何卓も子どもたちの最善の利益のために十分に

情報を提供し、十分に住民合意を形勢するために手続を踏むことが何よりも必要だとい

う、このことに尽きるのではなし、かと思います。今後にぜひ生かしていただきたいと思

います。

続きまして、フリーゾーンに|均してお尋ねいたします。

今回の件で、説明会で保護者の庁から、 一つの地域に住む小中学生が異なる学校に通
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うという状況は地域と学校の結び、つきを弱くすることにつながるということが指摘され

ました。今日の子どもたちの状況を正しく解決してし、く方法のーっと して、 学校と地域

が連携して子どもたちを育てることや、地域に支えられた学校をつくることの重要性が

言われています。つい最近も、同じ趣旨のことを教育長自身が「市P協だより」の中で

も述べていらっしゃいます。

学校と地域が連携したり、学校が地域に支えられるということは、単にその地域の中

に中学校があるということではもちろんありません。地域の住民と学校の教職員が協力

して子どもたちの問題を考え、解決策を講じていくことであり、そのときに中心となる

住民とは、その学校に子どもを通わせている親であり、その学校を卒業した子どもの親

であることは言うまでもないことです。そして特に重要なのは、その親同士の連携や協

力体制がつくれるかどうかということになってくると思います。いわゆるフリーゾーン

は地域と学校のつながりを弱めると いう点からも、十分に慎重な検討が必要です。

そこで、まずフリーゾーンと言われるものについて、 9月の議会でも答弁されていま

すが、今申し上げたような地域と学校の関係が薄れるという観点から、教育委員会とし

てどのような評価をしているのか、お尋ねしたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) フリーゾーンという形のもののイメージをどうお持ち

になっているか。私なりには私のイメージを持つんで、すけれど‘も、従来の学校の指定と

いいますのは法律に基づく行為でありまして、見方を変えますと、行政側の都合により

お子様の通学する学校を決めていくというやり方でございます。

昨今の時代の流れの中で、規制緩和等の流れ、先ほど冒頭の一番初めにお話しいたし

ましたように、国の動き等のことから考えますれば、保護者の方に学校の選択の自由を

広げていくということはいたって大切なことだろうというふうに認識してございます。

またそれが、そういう流れが学校の特色づくりへの期待へとつながっていくものだろう

というふうには、私自身考えているところでございます。

今お話しの地域とのつながり、ややもすれば有名志向等の心配、こういう面は一部の

方、またはそういう形の中で指摘があるということは十二分に理解をしているところで

ございます。したがいまして、私どもで学区の自由化、私のイメージでは、かなりの複

数の学校の固まりをーっとしてA・B.C.Dぐらいの学校が選べるというようなイメー

ジでお話し申し上げますと、これもまた一つ大切なことでもあります。

したがいまして、今、御指摘の地域とのつながりの面等も十二分に配慮の中に入れつ
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つ、慎重に自由学区の検討を進めてまいりたいと、かように考えてございます。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 奥野倫子君。

03番(奥野倫子君) だから、今問題なのは、そういうことをすることによって地域

の関係が薄れるということを申 し上げているのに、それを配慮しながらやっていきます

という答弁はちょっとおかしいんではないですか。

今、文部省も重視している地域の教育力がフリーゾーンになると低下するということ

は、もう各地の報告から既に明らかになっているんです。フリーゾーンについては検討

する、そういうことで本当にいいんでしょうか。潤徳小学校の件から先ほど述べたよう

な教訓を、教育委員会と してきちんと教訓をつかんだとこれで言えるんで しょうか。 も

う少し本当に慎重に子どもたちの将来を考えて対応していっていただきたいと思います。

そして、ここで一つ確認しておきたいことがあるんですけれども、 フリー ゾーンにつ

いては現在行われている検討委員会の中でも、第2次ですけれども、話し合われていま

すけれども、第2回の議事録の中でこういうやり取りがあります。ある委員の方が、フ

リーゾーンを来年度から導入すると いう報告があったが、やはりそれを市全体に広げて

はどうかと尋ねられて、それに参事がこう答えていらっしゃるんですね。今回について

はモデルケースとして導入したので、いずれ広げてし、く予定であると。

そこでちょっとお尋ねしたいんですけれども、参事がおっしゃっておられる今回導入

したモデルケースというのはどこのことなのか。ちなみに、先ほど来問題にしている通

学調整区域というのはフリーゾーンとは意味が異なるという説明を私は教育委員会から

は、学務課から受けています。もし今回の調整区域のことを指しているのであれば、あ

れは、今回の潤徳小学校のケースはフリーゾーンのモデルケースとしての導入だったん

でしょうか。さらに 3月の答申では、フリーゾーンを設けたりすることは今後の検討課

題だと述べているわけですが、そういう段階で、もうモデルケースとして導入したんで

しょうか。

また、この議事録で委員の方が引用している来年度から導入するというフリーゾーン

というのは一体何を意味しているんでしょうか。そこのところをお聞きしたいと思いま

す。

0議長 (馬場繁夫君) 学校教育部長。

0学校教育部長 (米倉幹雄君) 適正規模 ・適正配置検討委員会の中で担当参事が答弁

した件についてのお問し、合わせでございます。調整区域、フリーゾーン、それから自由
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学区、それぞれこういうものがこういう形でというようなきちんとした定義があるわけ

ではないというふうに私は思っております。

ただ、私どもで考えております調整区域と自由学区域等につきましては、先ほど私が

ちょっとイメージを申し上げましたが、自由学区域についてはかなりの複数の学校を選

択していただくというような考えのイメージを持っております。

調整区域につきましては、隣接する学校との学区域境のいろいろな地元住民の要望な

り環境変化の中で対応していくものというふうなイメージで考えてございます。

しかしながら、フリーゾーンも含めて、今まで一方的に学校の指定を受けていた保護

者の方が学校の選択をできるという意味では、内容的なものは同じだというふうに理解

してございます。

ただ、その検討委員会の中で使われた「フリーゾーン」という言葉自身は、私の言葉

ではございませんので、確たる確認をしていないので軽々には申し上げることはできま

せんが、試験的に云々ということの発言があったとすれば、今回私どもが設定いたしま

した潤徳小学校へ通学可能とする調整区域を指しているのではなし、かというふうに思っ

ているところです。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 奥野倫子君。

03番(奥野倫子君) ということは、あくまでも答申の中に出てきたフリーゾーンと

いうのは、調整区という言葉を使い間違ったんではなし、かということなわけですね。

今、部長のお話の中で定義はないという言葉が、本当に私は大問題だと思うんですね。

3月の答申を読んで私が一番不思議だったのは、委員の皆さんから出た意見の中には、

調整区域とかを利用して弾力的に運用するということも一つの案としてあるという、そ

ういう意見しか出ていないのに、結論の中ではいきなり「自由化」とか「フリーゾーン」

という言葉が出てくるわけですよ。何でこういう結論に無理やり導いているんだろうと

いうことが、あれを読んだ方は皆さん思うと思うんです。

なぜかという理由が、この第2次の検討委員会の議事録を見てわかったんですけれど

も、結局、教育委員会がすごくあいまいな使い方をしている。そして基調報告の中で、

もうそういうことがあたかも決まったかのような報告をそういう言葉を使ってやってい

ることが、とても個々の委員さんに影響を与えている、そういうことが議事録を見ると

わかってきます。

そして、その定義はない、そういうあいまいなやり方。私、今回の質問に当たって関
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係者の方とお話をしたり、これまで関係する文書を読んでみたりしましたけれども、 も

うフリーゾーン、通学調整区域、学区の自由化、通学区域の弾力化、いろいろな言葉の

概念が非常にあいまいで、相互の関係もよ くわからなし、。使う人によってその意味する

ところが違うのではないかという感じを強く持ちました。これは非常に危険なことだと

思います。

そもそもこの「フリーゾーン」とか「自由化」とかいう言葉は、今では文部省も使っ

ていないんです。もう既に、ちゃんとお勉強していただきたいと思うんですが、そもそ

も既に実施している地域から不評や疑問点、問題点、苦情がいっぱい文部省へ寄せられ

た結果として、 9月の最新答申では慎重に「弾力的運用」という言葉に改めているんで

す。それにしたってかなりあいまいな言葉ですけれども、こんな誤解や混乱を招くよう

な言葉を避けて、具体的に何を意味しているのか、だれが聞いてもわかるようにしてか

ら議論を進めていっていただきたいと思います。そして、今後は「フリーゾーン」とか

「自由化」とか、市民に幻想を振りまくようなあいまいな表現はもう一切使用しないで

いただきたい。今回の潤徳小学校の件、そして各地の先行例を参考にしていただきたい

と思います。

そして、もう既に先取りをして学区の弾力化が進められた足立区では、初めのうちは

荒れた学校に行かなくても済むと、学校選択の自由を親たちは喜びましたが、次第に学

校の序列化が進むとともに、学校の規模の格差も広がり出した。つまり、フリーゾーン

にすると適正規模が保てなくなるんです。そ して地域が分断される中で、荒れた学校は

ますます荒れて、評判のいい学校はますますマンモス化していく中で管理をきっくして

いって、それに適応できない子が落ちこぼれてし、く、そういう状況が、今、出てきてい

るんです。そして、選ばれる側となった学校側は荒れを必死で隠すようになり、ますま

す実態を深刻にしてしまうんです。親の方も、学校というのは商品のように選ぶもの、

3年間で通過するものといった感覚になり、自分たちの手で学校をよくしよう、学校を

つくっていこうというふうにはならないわけで・す。そうなれば、地域の教育力の低下は

簡単に想像できるわけなんです。

このように、学区の弾力化は既にその深刻な弊害が事実として明らかになっているわ

けです。ちなみに足立区では、教育的配慮を欠いた学区の弾力化見直しを公約の一つに

上けて新たに誕生した革新区長のもとで、弾力化によって生じた弊害を解決する努力が

進められています。こう したこともし っかりと検討していく必要がある、安易な導入は

絶対に慎まなければならないということを強く指摘しておきます。
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最後に、学校の適正規模について、一般的な問題をお尋ねいたします。

3月の答申では適正規模について、小学校については 1学年において複数の学級、す

なわち 2クラス、中学校においてはそれより大きい規模、すなわち三つ以上の学級がで、

きる規模が適正と考えたと述べた上で、小学校については 1学年3学級程度、中学校に

ついては 1学年5学級程度が適正であるというのが結論だとあります。その意味は、そ

れぞれ3学級前後、 5学級前後が理想、であるということですが、その結論のすぐ後に、

単学級であることの是非については多くの意見が出され、引き続き検討が必要だと述べ

ています。

結局この答申を読む限りでは、 一応小学校は 1学年3学級前後、中学校は 5学級程度

が理想であるが、単学級であっても場合によってはいし、かもしれないというのが、今回

の意見をまとめたら、こういうふうな結論になると思うんです。

したがって、答申を受けた教育委員会としても、何か 1学年3学級とか 5学級とかい

う数字が結論だという受けとめ方は正しくない、その数字を機械的に当てはめてそれぞ

れの学校の適正規模を考えて、それを統廃合に結び、つけていくのは正しくないと考えま

すが、この点についての教育委員会の受けとめ方をお答えください。

また、適正規模と言う場合に、学級の数だけが問題にされているようですが、これは

6月議会で中谷議員も指摘されたことですが、小規模校の悩みは、 30人学級の実現や教

員の重点配置などの援助によって解決できるものも多くあります。適正規模と言う場合、

学級の数だけを問題として学級の規模を論じなければ、本当の意味での適正規模の議論

にはならないと思います。 1学級の生徒の数の問題も合わせて検討を進めなければなら

ないと思います。

この点について、 30入学級ができるように自治体として方策を考えたり、あるいは都

や国に要望すべきではなし、かという指摘に対して、教育委員会としてはそのような考え

はないということを 6月の議会で答弁されています。

しかし、この 9月の中教審の答申でも、自治体の裁量で40人より少ない人数の学級編

成や、特定の学校への教員の重点的な配置ができるようにする方向を打ち出しています。

また文部省は、早ければ2001年からの実施を目指して、 30入学級の実現に向けて専門家

会議をつくって、 1年をめどに結論を出すことを明らかにしています。国民も求めてい

る、中教審でさえも求めている、文部省も動き出 した、そう いうとき に、30入学級を提

言する考えはないという立場にとどまっていていいんでしょうか。

そして、適正規模 ・適正配置が決まれば、それに向けての条件整備が20年、 30年と い

ρ
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う歳月で始まっていくわけで、先々を見越した長期的かっ計画的な視野に立つてのこの

検討がされなければなりません。

さらに、最も重要なことは、こうした検討もすべて子どもの利益と教育的配慮が最優

先されて行われなければならないという点です。したがって、 30入学級も視野に入れた

検討でなければならないと考えますが、教育委員会としてのお考えをお聞かせください。

以上 2点についての答弁を求めます。

0議長(馬場繁夫君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) 大変難しい御質問でございます。お答えさせていただ

きたいというふうに思います。

昨年出されました適正規模・適正配置の検討委員会報告の中で、小学校が l学年 3学

級程度、中学校が 5学級程度というようなものを適正な規模というふうに表現してござ

います。これはとりわけ新たな提言というふうに、こういう表現の裏づけになっている

ものは、学校教育施行令の中で小学校の標準規模を12から18学級というふうな法律の範

囲内で決めている部分もございますので、答申に出されている小学校の規模というもの

は、この法律の中に入っている規模だろうというふうに思っております。

中学校の規模についても、法律上はこれに準ずるという形にはなっておりますが、都

教委の運営標準の中では、中学校は15学級が標準というふうな表現も別にありまして、

これもその現行の法律なり基準なりに合致したものだろうというふうに思います。

確かにそれ以外のものが全部だめなのかという御質問もございます。小規模校には小

規模校のよさという面もあるわけでございまして、来年3月に第 2次答申の中で最終的

な答申が出てまいります。私どもといたしましては、最終答申を受けて慎重に教育委員

会の考え方なり方針を定めてま いりたいというふうに思います。

それから30入学級を視野に入れての検討をしなければというお話でございます。私は

担当をしているわけではございませんが、現在の適正規模 ・適正配置検討委員会の委員

さんの方々の審議の進め方につきましては、学級における子どもの数等については現行

の法体制、要するに現行の体制をそのままにして論議をする、そういう審議をするとい

う前提で審議をされているというふうに伺っているところでございます。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 奥野倫チb。

03番(奥野倫子君) 私は検討委員会がどうのと いうことではなくて、日野市として

30入学級をどういう方向性を持っているのかということをお聞きしたわけです。
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0議長(馬場繁夫君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) 先ほどのように、 40入学級そのものにつきましては、

私どもの立場といたしましては、公立義務教育小学校の学級編成及び教職員定数の標準

に関する法律に基づいて学級編成を行うこととされております。したがいまして、私ど

もの事務方の立場といたしましては、この法律に照らし合わせ、淡々と業務を進めてい

きたいと、そう考えております。

0議長(馬場繁夫君) 奥野倫子君。

03番(奥野倫子君) 今、日本じゅうどこも財政が厳しいわけですけれども、そんな

中でも小海町では自治体独自の30人学級を実現させました。小海町は何もない町だけれ

ども、子どもたちは宝だからとお金をかけた結果、あんな小さい町が全国の目標になり

ましfこ。

とはいえ、自治体だけの力で30人学級を実現することはなかなか大変ですが、国や都

への働きかけも含めて、とにかくそれを実現しようという立場に立たなければ、実現で

きるものも実現できないわけです。まずはそうした立場に立つことが第一歩ではないで

しょうか。

最後に、学校、学級の適正規模とは何かについて一言述べておきますと、学校の適正

規模の国際的な常識は、生徒100人を上回らない規模です。 WHO(世界保健機構)は、

学校規模については既に多くの報告が発表されているので、改めて議論する必要はない

とした上で、「大規模な機関においては回避することができない規則及び規制を回避す

るためには、教育機関は小さくなければならなし、。すなわち生徒100人を上回らない規

模という点で意見が一致している。非人間的な規則ではなく、人間的な関係に基づいた

インフォーマルで個性的な教育は、こうした条件のもとで初めて可能になる。集団、す

なわち学級の規模に関しても相違は全くなく、小さい規模を保たなければならないとい

う考えで・完全に一致している。」と指摘しています。実際にヨーロッパ諸国の学校規模

については、 1994年のユネスコの統計によれば、初等教育の平均学校規模は100人台に

なっています。もちろん、現在小規模校が抱えているさまざまな問題の解決をどうする

かもあわせて検討されなければなりませんが、今紹介した内容は、私たちに大切なこと

を教えてくれているのではなし、かと思います。

適正規模は、学校と学級の両者について検討されるべきものであり、あくまでも教育

上の適正と子どもたちにとっての最善の利益を最優先して考えなければならないことを

最後に強く強調して、質問を終わります。
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0議長 (馬場繁夫君) これをもって 3の1、潤徳小の「通学調整区域」の混乱からど

のような教訓を得て、小中学校の適正規模 ・適正配置にどのようにし、かしてゆくのかの

質問を終わります。

一般質問 3の2、馬場市長の市立病院への米負傷兵受け入れ発言は重大だ!の通告質

問者、奥野倫子君の質問を許します。

03番 (奥野倫子君) 新ガイドラインに関して、 今回も 1点質問させていただきます。

現在、国会が聞かれていますが、新ガイドラインの具体化をする関連法律の成立を自

民党政府はねらっています。さきのクリントン大統領と小淵首相との会談でも、ガイド

ラインの実行に当たり、日本の国内法の早急な整備をアメリカ側から求められたことが

報道されています。

今回、特に地方自治体との関係で問題になっているのは、いわゆる周辺事態法案の第

9条ですが、ガイド ライン自体とこの周辺事態法案に基づく自治体の協力という問題で

の市長の認識については、自民党の中からさえも聞こえる問題意識さえない、そのこと

に驚くばかりです。

とりわけ自治体の協力という問題については、市長は一貫 して、自治体が国の要請に

こたえるかどうかは自治体の自主的な判断によるという認識を持っていらっしゃる。そ

の根拠は、条文では「国は協力を求めることができる」と書いてあるという、すなわち

条文では自治体は協力の義務があるとは書いていなし、から義務はないんだ、ということ

は自治体の自主的な判断に任されているんだということだと思うんです。

しかし、今回の条文の解釈としても全く間違っているし、政府のこの条文の説明に照

らしても全く成り立たない。条文では「国は協力を求めることができる」とあるわけで、

国が何をできるかを規定している。国が協力を求めた場合に、その要請がどのような効

力を持つのかについては規定していない。だからこそ、その効力について全国の多くの

自治体から疑問が出ているわけです。これが条文の正確な読み方なわけです。書いてい

ないから義務はないという憶測を入れてはいけないんです。

そこで、この要請の効力について政府はどういう説明をしているかが問題になります。

法案を提出している者の解釈がこの条文の意味を決定するわけです。この点については、

ことしの 7月16日に内閣安全保障危機管理室から関係自治体にされた説明によると、大

きなポイントとなる国以外のものによる協力についてであるが、これに応じられない正

な理由があれば、これを拒むことは排除されない、その場合の制裁措置は考えていな

いということです。これがこの条文に基づく国の要請の効力なんです。要請に応じられ
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ない正当な理由があれば拒否できる、すなわち正当な理由がないと拒否はできないとい

うことになっているわけです。さらに、正当な理由のない拒否については制裁措置の可

能性も示唆しているわけです。まさに一般的には自治体に協力義務があると説明してい

るんです。要請に応じるかと、うかは自治体の自主的な判断によるなどという解釈が成り

立つ余地は全くございません。

さらに重大なことは、市長が9月議会において、人道的配慮から国の要請にこたえて

市立病院に傷病兵の受け入れをする可能性はあると述べていらっしゃる点についてです。

人道的配慮とは赤十字的な立場だと、すなちわ敵味方に関係なく治療する立場だと説明

されている。これがそもそも違うんです。

そもそもガイドラインに基づく日本の協力は、アメリカの軍事行動に対する協力なわ

けですから、その具体化である自治体の協力もアメリカへの協力であることは論を待ち

ません。したがって、敵味方に関係ない第三者的立場に立つことはあり得ない。それど

ころか、市長が幾らナイチンゲールのつもりでいても、その主観的な立場とは無関係に、

傷病兵の受け入れはアメリカの軍事行動の後方支援とみなされる、戦争行為の一部だと

みなされるわけです。戦争行為の一部ということは、国際法上、報復攻撃を受けても仕

方がないわけです。このことが憲法第9条に反することは明らかだと思いますが、少な

くとも憲法上重大な疑問があることはだれしも認めるところだと思います。

結局、これまでの市長の立場を前提にすれば、法律上の義務ではなく、みずからの自

主的な判断で人道的配慮から傷病兵の受け入れをしたいということですから、みずから

の自主的な判断でアメリカの軍事行動に協力するとしづ憲法違反の、あるいは少なくと

も憲法違反の疑いが強い行為を行うことになります。市長の憲法感覚が鋭く問われる問

題だと思いますが、それはともかく、市長が国の要請にこたえて市立病院へ負傷兵を受

け入れると判断した場合、現場で業務にかかわる職員は、傷病兵の受け入れに関する業

務を拒否することは正当な行為として認められますでしょうか。認められないとすれば、

その根拠は伺でしょうか。 この点に絞ってお答えください。

0議長(馬場繁夫君) 奥野倫子君の質問についての答弁を求めます。総務部長。

0総務部長(小津春童君) 市長が万が一この問題を受け入れたという仮定でございま

す。その仮定としてお答えを申し上げたいと思います。

生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とする医療業務に携わる職員が、その業務を拒否

できるかという点でございますけれども、 9月にもお答え申し上げたとおり、人道的な

立場からしますと、あってはならないものであるというふうに私は考えております。
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以上でございます。

O議長 (馬場繁夫君)

03番 (奥野倫子君)

O議長 (馬場繁夫君)

O市長 (馬場弘融君)

奥野倫子君。

市長自身のお答えをお聞きしたいと思います。

市長。

新ガイドラインに基づく市立病院への傷病兵を受け入れたいと

いう意思を私が持っているという基本的な認識のもとでの質問であります。ですから、

基本的に考え方が違っておりますので、かみ合わないのではないかと思います。

法解釈の問題につきましでも、いろいろ勉強をさせていただきました。改めて私もも

う少し法律論を勉強してみたいと思っております。私の認識は全く違っておりますし、

国の方に問い合わせた結果、あくまでも自治体の自主的な判断であるというふうな答え

が返ってきております。それだけは申し上げておきます。

そして、人道的でもいけないという、この議員の人道とか博愛の精神を踏みにじるよ

うな発言については、甚だ恐ろしさを感じるわけであります。私は何も喜び勇んで傷病

兵を受け入れようなんて一切言った覚えはございません。日野市民の命を守る病院であ

りますから、その病院が例えば市民でいっぱいであったり、その業務でどうしようもな

いときに受け入れるということはあり得ないということを想定した上で、しかしながら、

国際赤十字の活動というものもあり、どうしても受け入れるべき人道的な場というもの

はあり得るのではないかと。それまで拒否はできませんよというふうなお話を申し上げ

たわけであります。それすら否定をされますと、命を守る医師の役目、こういったもの

がどうなるのか、改めて教えていただきたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 奥野倫子君。

03番(奥野倫子君) 傷病兵をし、かなる市長の考え方によっても受け入れるというこ

とは、アメリカの同盟国とみなされるんで、す。そのことが理由で日本国民が攻撃の対象

になるんです。そのことはどんなに法解釈しでも、もう当然、のことなんです。何かその

認識のずれを本当に感じるんですけれども、だから、アメリカの兵隊を日本の病院で、

アメリカの基地のある国でナイチンゲール的に受け入れる、そういうことが本当にあり

得るんでしょうか。私はこの問題は今後ますます重大な問題になってくると思います。

現場の公務員が公務員としての憲法を守る義務、これは憲法上の要請です。その義務

を理由に、憲法違反か、少なくともその疑いが強い業務を矩否することは、公務員とし

て正当な行為だι思います。そういう問題も今回絡んでくるわけです。まして市長のよ

うに、法律上の義務ではなく、みずからの自主的な判断でそういうことを、立場を決め



るということであれば、職員にとって憲法を守る義務が優先することは明らかです。

これから国会でも新ヵーイドラインの問題はますます緊迫した展開になると思いますが、

市長のこの問題についての認識は、この問題が浮上してきた当初から、いわば特異なも

ののように見受けられます。多くの自治体が非常に危慎を抱いているのと比べても、そ

のことは明らかです。もう一度この問題がどのような問題なのか、自治体の長として伺

をしなければならないかをしっかりと考えていただきたい。そのことを最後に強く述べ

て、質問を終わります。

O議長(馬場繁夫君) これをもって 3の2、馬場市長の市立病院への米負傷兵受け入

れ発言は重大だ!の質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

(，異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。

午後3時01分休憩

午後 3時38分再開

0議長(馬場繁夫君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

一般質問4の1、幼稚園の官民格差解消を積極的に実施せよの通告質問者、小山良悟

君の質問を許します。

(30番議員登壇〕

030番(小山良悟君) 通告に従って質問いたします。

幼稚園の官民格差を積極的に解消せよということで、同じような趣旨の質問は平成 8

年に森田市長時代に行っております。平成9年に若干の対応をされたわけでありますけ

れども、全体のこの格差の状況は相変わらず是正されないまま今日に至っております。

何とかこの官民格差、一刻も早く解消したいという趣旨で取り上げさせていただきまし

fこ。

平成不況も長引き、不景気感も日に日に強くなるばかりでございます。政府自民党の

経済政策の御批判もありますが、何と言っても構造的に不況に陥る要因をたくさん抱え

ているのが今日の日本の現状であります。最大の問題は少子高齢社会であるということ

です。社会の保護を受けざるを得ない高齢者が年々増加する一方で、生産活動に従事し、

納税義務者として社会を支えている世代が減少している問題は、政治の施策を超える難

しい課題を突きつけられています。パフ‘ル経済の破綻が不景気の直接的な引き金になっ
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ていることは御承知のとおりですが、その不況からなかなか立ち直れない最大の原因は、

まさに高齢者社会の行く末に対する国民の不安がぬぐい去れず、消費者として財布のひ

もをかたく引き締め、自己防衛に走っている状況が出てきたからでございます。

社会構造の変化に伴う不況ですから、簡単に景気が上向く状況にはありません。きょ

う午前中にも財政問題も議論されたわけであります。市長自身の認識も、そう簡単に景

気の上向く状況ではないということでございます。したがって、行政の役割も、実態の

厳しさを踏まえて政策の優先順位をよく吟味し、これまでの政策の見直しも必要であり、

何度も叫ばれている行政改革を今こそ真剣に取り組んでいかなければなりません。

行政サービスの見直しは、結果として一部の市民の方には不評を買うこともあるかも

しれませんが、最終的には16万市民に対する行政サービスを公平に展開し、市民生活を

守るためのものであることを理解していただく必要があります。とかく選挙の洗礼を受

ける者は、市民受けする言動になりがちですが、これからの時代は市民の人気取りをね

らう無責任な言動や宣伝活動は厳に慎んで、いかねばなりません。公平な行政サービスを

するためには、受益者負担を求めることもあり得ます。たとえ一時的に不評を買うこと

があっても、勇気と信念を持って改革に取り組んでし、かねばなりません。

その意味で本日課題にしたいのが、公立幼稚園の問題であります。現段階では私立幼

稚園との保育料の格差の問題を特に主要テーマとしたいと思いますが、将来的には公立

幼稚園の統廃合の問題も視野に入れながら質問したいとい うふうに思います。

まず初めに、平成8年度に幼稚園の官民格差の是正をということで求めた私の質問に

対し、その後の取り組み、そしてこの官民格差をどのように解消 しようとしているのか、

担当部局の答弁を先にちょうだいしたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 小山良悟君の質問についての答弁を求めます。学校教育部長。

O学校教育部長(米倉幹雄君) ただいまの 2点の御質問に対してお答えさせていただ

きたいと思います。

8年度の議員さんの指摘を受けてのその後の対応という形でございます。この件につ

きましては、平成9年度に公立幼稚園の保育料を一部値上げをさせていただきまして、

御父兄の御負担をいただし、たところでございます。この平成9年度の値上げにつきまし

ては長い間、正確には7.500円の使用料の時代が昭和60年から平成8年まで続きまして、

12年ぶりに7，500円から9，000円に値上げをしたという経過がございます。

それとあともう 1点、官民格差というような観点からの御質問でございます。官民格

差の是正等につきましては、やはり公立幼稚園は公立幼稚園としての使命とあり方もご
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ざいますが、同じ地域の中で非常にその負担の額が大きな差になっているという部分が

あるとするならば、これはこれとして、また重大なことではないかというふうに理解を

しているところでございます。

以上です。

O議長 (馬場繁夫君) 小山良'悟君。

030番(小山良悟君) それでは公私格差、官民格差の現状に触れてみたいと思います。

この官民格差でありますけれども、収入の状況に応じての補助の対象がそれぞれ違う

わけでありますので、 一律には申し上げられないわけでありまして、したがって、その

収入別について述べてみたいと思います。

市民税の非課税及び生活保護世帯、これは全体の2.5%でありますが、 4歳児、 5歳

児それぞれあるわけですが、細かく計算もしてありますけれども、結論的に申し上げて

いきますけれども、 4歳児、 5歳児、この 2年間、幼稚園にお預けしたとしての官民の

格差でありますけれども、この市民税非課税及び生活保護世帯、全体の2.5%ですけれ

ども、この方々の負担は公立の方が 1万7，100円、 2年間で負担が私立の方よりも多い

ということであります。市側からもらったデータでは、約50%の範囲内での公私格差で

公立の親の負担が大きいという資料をもらいましたが、私も計算をさせていただきまし

たけれども、唯一この生活保護世帯だけが公立の保護者の負担が大きくなっているとい

うふうに計算されました。

それからその次に、特別減税前の市民税非課税及び生活保護世帯、1.1%であります

けれども、この世帯については 2年間で 4万5，900円、私立の保護者の方が負担が多く

なっております。

それから特別減税前市民税所得割の 1万600円以下の世帯、全体の1.4%ですが、この

世帯では 2年間の負担額が2万7，300円、私立の保護者の方が多くなっております。

さらに特別減税前市民税所得割12万600円以下の世帯、全体の44.2%ですが、 2年間

の負担は 7万3，100円、私立の保護者の負担が多くなっております。

そしてさらに特別減税後市民税所得割13万4.000円以下の世帯、全体の10.9%ですが、

2年間の負担は18万1，700円、私立幼稚園の保護者が多くなっております。

そして特別減税後市民税所得割13万4.001円以上の世帯、全体の39.9%に当たります

が、この世帯では 2年間の格差が28万9.700円、約30万円近く私立の幼稚園の保護者の

方の負担が多くなっておりまして、これだけの格差が出ているわけでございます。

私立幼稚園の保護者は、同じ所得の世帯でありながら、公立幼稚園の保護者より格段
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の差を持って負担を強いられているのがおわかりいただけたと思います。同じ税金を納

める市民に行政サービスの格差は決してあってはならないことであります。

具体的に格差を解消するためには、市の財政が逼迫し、来年度予算が赤字予算になる

見通しという現在の状況では、受益者負担をお願いして公立幼稚園の保育料をアップす

るしか解決の道はないというふうに考えるわけであります。公立の是正を図りながら私

立の負担軽減策を合わせて講じていただきたい。先ほどの答弁があったように、森田市

政時代に12年間も放置してきたという無策の対応は、許される状況ではありません。今

回の私のこの指摘を受けて、スピーディーにこの格差解消に取り組んでいただきたいと

いうことをこの場で求めておきたいと思います。

次に経費の比較をしてみたいと思います。公立の幼稚園の平成10年度の費用といいま

すか、 2億8，834万4，000円ですが、公立に通っている園児数が488名ということで、園

児 1人当たりの経費が年間で59万869円になっております。私立の平成10年度の補助費

用といいますか、費用でありますけれども、 2億2，760万1，000円。園児の数が1，966名、

園児1人当たりの費用が11万5.769円となっております。これを単純に差し引きますと、

47万5，100円、公立の方が園児 1人に対する経費を余計一一余計というか、それだけの

税金を私立に比べて余分に使っているということになるわけであります。これはちなみ

にの計算でありますけれども、 47万5，100円が、現在の公立幼稚園488名の園児を私立に

お願いしたとしますと、 2億866万円の税金が浮いてくる形になるわけでございます。

次に、園児数の状況を見てみたいと思います。市立の定員、公立の定員は585名、在

籍園児数が488名で、 97名の定数不足でございます。これは平成10年度ですね。私立の

方は定員が2，550名で在籍園児数が1，966名、 584名の定数不足でございます。したがっ

て、この私立の定数不足584名から、公立の現在通う園児数488名をそっくり私立にお願

いしても、なおかっ私立の定数が96名不足するという、こういう園児数の状態にあるわ

けでございます。

したがいまして、この幼稚園の保育サービス、教育サービスは、私立あるいは公立と

いうことでの格差は全くないわけでございまして、こういった観点からも、現在の公立

幼稚園のあり方というものを考えていかなければならない、そういう時期に来ていると

いうふうに言わざるを得ないのであります。

そこで、他市の統廃合の状況を参考までに申し上げますと、 三鷹市では平成9年度末

にl園、 10年度末に l園、合計2園、廃園するということでございます。公立は現在4

園あるわけですけれども、そういう予定だそうで-す。それから東久留米市が12年度末に
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1圏、廃園する予定だということでございます。

公立幼稚園を持っている自治体は少ないわけでございますが、とりわけ日野市は 7園

ということで、かなり数的には多いわけでありますが、今日の財政状況、そしてこの幼

稚園の教育サービスの内容などを考え合わせ、教育サービスに格差がないということで

あれば、またこの辺の公立のあり方も検討しなければならないというふうに思うわけで

あります。

以上、官民格差の実態、園児 l人当たりの経費の問題、園児数の状況、他市の統廃合

の状況について述べました。このような状況から申し上げれば、受益者負担の見地から、

公立幼稚園の保育料アップを保護者にお願いをして、その中から私立幼稚園の保護者負

担軽減の措置もお願いせざるを得ない、このようにも考えます。市民に格差のある負担

を何年間も解決できずに放置してきたことは許されません。 一刻も早く解決しなければ

なりません。これまでの方針を変更して、これまでのような取り組みを直していただい

て、積極的に対応するよう強く求めたいと思います。

また将来的には、今度の一般質問でもエンゼルプラン云々というふうな指摘を予定し

ている方もあるようでありますが、園児数が増加してきた場合、将来的に私立幼稚園の

定数増を図って、できるだけ公立幼稚園を減らしていくべきだというふうに考えます。

社会の構造が変化している時代であります。端的な例で申し上げれば、今後、在宅の

老人もふえてくるわけでありまして、その在宅老人がふえることによって、そのために

働ける家族のだれかが犠牲になって家に残らなければならなし、。収入の面でも不安定に

なりますし、託老所などを開設して援助していく必要にも迫られてきます。高齢化社会

に対する時代の変化に伴うこの対応は、まず財源を生み出さなければできないわけであ

りますから、その財源を生み出すためにも、合理的な市政運営が求められてくるわけで

あります。社会の変革に行政は勇気と信念を持って果敢に対応していただくように要請

したいと思うんですが、この官民格差の是正、どうかひとつ積極的に取り組んでもらい

fこし、。

公立の幼椎園に通わせる保護者の方には、この話が伝わりますと、大変不満というか、

不評を買うことだろうと私も十分承知はしますけれども、その親御さんも何年かたちま

すと、幼稚園ではなくて小学校、中学校という状況になったときに、全体の財政状況、

それから市民サービスの充実というようなことも考え合わせれば¥ある程度のこの是正

はやむを得ないというふうに理解をしてもらえるんではないかというふうにも思います。

公立のアップだけではなくて、もちろん私立幼稚園の保護者の補助金も確実にふやして
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いっていただきたい。とにかく、そして一刻も早く官民格差をなくしていただき、その

上でその統廃合の問題についても踏み込んで検討してもらいたいというふうに思います。

この点について、もう一度御答弁をお願いしたいと思います。

0議長 (馬場繁夫君) 学校教育部長。

0学校教育部長 (米倉幹雄君) ただいまのお話の中で、社会の変革に対して行政も柔

軟に対応していく、またサービスのあり方に対しても、やはりそれは変化をしなければ

ならないというお話につきましては、全くごもっともなことだというふうに思ってござ

います。

官民格差のお話、今、年額での私立幼稚園と公立幼稚園へ行かれている方の御父兄の

御負担の差を、今、お話を伺ったわけでございますが、官民格差の対応については、今

御指摘のように、 一方で保護者負担金での問題、そして私ども公立幼稚園での適正な受

益者負担のあり方への追求、両方あろうかと思いますけれども、いずれにいたしましで

も、今のお話を受けまして、いろいろな角度からの調査研究をさせていただいて対応を

考えていきたいというふうに思ってございます。

それともう 1点、公立幼稚園を持つ他市の状・況のお話もいただきました。確かに 4歳

児、今この少子化の時代になりまして、 4歳だけのお子様の推移を年代的に調べてみま

すと、昭和40年から平成10年の間に 4歳児の一番ピークだった年が昭和54年で、 3，010

名のお子様がおりました。現在、平成10年度では1，353名としづ、 4歳児を見ましでも

半分以下のお子様になってきている。大変少子化が急ピッチで進んでいるというふうに

認識しでございます。

そういう中で、公私の幼稚園のあり方についての御提案でございますが、やはり従前

から私立幼稚園と公立幼稚園については双方の共存ということが全く大切なことでござ

いましたが、これだけの少子化の時代になりますと、やはり公立は公立としての役割は

あるわけでございますが、これからの公立の幼稚園のあり方等については真剣に考えて

いかなければいけない時期に来ているというふうに現在思っているところでございます。

いずれにいたしましでも、現在、教育委員会の附属機関として、学校、幼稚園の適正

規模 ・適正配置検討委員会が2年目の審議に入っております。その中で、幼稚園の適正

配置等については重要な課題として、 今、審議を進めていただいてございます。来年 3

月には答申をいただけるものと思いますので、その答申をいただいた段階で、教育委員

会と しては将来にわたる幼稚園のあり方について、公立との兼ね合いも考えまして、公

立、在辛の兼ね合いを十分配慮した形の中で慎重な対応をしてまいりたいというふうに
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考えているところでございます。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 小山良悟君。

030番(小山良悟君) 公立保育料のアップというのは、その保護者の立場になればっ

らいわけであります。したがって、できれば小刻みにアップしていくのが望ましいわけ

であります。そういう意味では、平成11年度のアップについては、もう公募の段階で保

育料を示さなければならないということもありますので、間に合わないという状況にあ

るかと思うんですね。そういう意味ではまことに残念で、その空白を設けますと、それ

だけアッフ。率が高くなるということで、やっぱり若干のアップをしながらという意味で

いけば、休まずにその是正を図っていくということをせざるを得ないと思うんですね。

あくまで私の申し上げたいことは、官民格差をとにかくなくす、その努力をとにかく

放置してはいけない。もう本当に私立の幼稚園に通わせている保護者の皆さん、よくぞ

今まで我慢してきたということも言えるわけでありまして、私立幼稚園の保護者の負担

軽減を図るためにも、公立幼稚園の保育料のバランスを取ってもらいたいということで

あります。今後積極的に、これはもう私立幼稚園の補助金も積極的に上げるとともに、

そういう財源をほかの財源から持ってくるというような状況でもないので、公立の保育

料のバランスを取って調整せざるを得ない、こういうふうに思うわけでありますので、

つらい話でありますけれども、同じ税金を払っている市民の行政サービスに格差があっ

てはならないという大原則に立って是正していただきたいことを強く要望して、私のこ

の質問を終わりたいというふうに思います。

0議長(馬場繁夫君) これをもって 4のl、幼椎園の官民格差解消を積極的に実施せ

よの質問を終わります。

一般質問4の2、ごみゼロ社会の実現を目指して一一家庭用生ごみ処理機の補助を求

むーーの通告質問者、小山良悟君の質問を許します。

030番(小山良悟君) 生ごみ処理機の補助を求めるという一般質問でございます。

ごみの問題は、きょうも何人かの議員からも出ておりますし、議会ごとに議論される

問題でございます。

この日野市のごみの状況ですが、これは平成10年度、ことしの12月半ばに市民の皆さ

んにお知らせしたいというデータがあるわけでありますが、平成9年度の実績でありま

すけれども、日野市のごみの総量が6万637トンで、 1人 1日当たり排出量が 1キロ12

グラム、年間369キログラムということになるわけであります。そして、ごみ処理にか
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かる費用でありますけれども、平成9年度は約四億円。これは l人当たりにしますと 1

万1，803円費用がかかっております。

資源回収量でありますけれども、平成9年度は4，863トンであります。ステーション

回収が2，239トン、集団回収が2，624トンということで、資源化率でありますけれども、

先ほと、の清水議員の数字とは食い違っておりますが、私の方のデータが正しいんではな

いかと思いますが、資源化率が11.9%で多摩地区ではワーストワンだということで、多

摩地区の平均が21%の資源化率であります。多摩地区ワーストワンとしづ、まことに不

名誉な状況にあるわけでございます。

いずれにしても、このご、みの問題についてはいろいろな対応を考えていかなければな

らない状況に来ております。

谷戸沢の処分場に焼却灰を持ち込む配分量の割り当てがあったわけでありますが、平

成4年から 9年までの 5年間で負担金の算出結果が出まして、日野市は幸い、これまで

努力一一努力というか、貯金があったということで、 1，112万5，000円の還付金をちょう

だいしたということであります。 26市 1町のうち、還付金をいただいた自治体は19市と

1町であります。

逆に、追徴金を支払わされた自治体は10市あるわけでございまして、国分寺市は 1億

2，260万円という、 1億2，000万円も追徴金を支払わされたという状態にあります。昭島

市も6，242万円の追徴金を支払ったということで、追徴金を支払った自治体が10市ある

わけでありますが、今後これから谷戸沢の配分、 10年間決まったようでありますが、年々

圧縮をされていくわけでありまして、日野市も今の状態で行くと、もう追徴金を払わな

ければならないという状態に追い込まれるということであります。

したがって、このご‘みの減量については真剣に取り組む必要があるということでござ

います。そのための方策のーっとしてきょう取り上げたのが、生ごみ処理機の問題であ

ります。

生ごみ処理機というのは電動式でありまして、媒体剤の中の微生物の活動で生ごみを

炭酸ガスと水蒸気などに分解するもので・す。自然界で土の中に埋めた生ごみがいつの聞

にか消えてしまうという原理を機械の中で短期間に行うものでございます。

各メーカーからいろいろな機種が開発されているわけでありますが、このごみを減ら

すために27市でもいろいろな努力をされているわけでありますが、この生ごみ処理機に

対する補助を各市でも実施いたしております。簡単にその状況を申し上げますと、福生

市では生ごみ処理機の価格の 3分の 2相当額で 3万円まで補助を出しております。羽村
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市は購入金額の 2分の lで2万5.000円まで。対象機種は消滅または堆肥化、肥料がで

きるものということです。 青梅市では 1世帯を 2基までとし、 1世帯当たり 5万円を限

度として購入価格の 3分の 2までを補助すると。消滅型、堆肥型の機械に補助を出すも

のであります。府中市でも l基につき購入価格の 2分の lで 2万5，000円まで、多摩市

は購入金額のうち消費税分を除いた 2分の lの額で 2万5，000円まで、。八王子市は平成

10年11月15日の広報紙で募集し、抽選で 1万円補助。国立市は購入金額のうち消費税を

除いた 2分の lの額で 2万円まで補助ということで、そのほか小平市でも三鷹市でも、

それから武蔵野市、調布市、町田市、清瀬市、田無市、東久留米市、東大和市、狛江

市、小金井市など、もういろいろな自治体で既にこういった対応をしているわけでござ

います。

このごみの問題は、 一般廃棄物といい、また産業廃棄物といい、 21世紀の行政の最大

の課題の一つであります。馬場市長は21世紀を見据えて、ごみゼロ社会の実現を選挙公

約しております。 1日も早くごみゼロ社会を実現するために、ご、み減量につながること

はどんなことでも積極的に対応していかねばならないという立場にあろうかと思います。

先ほど申し上げましたように、おめおめ追徴金を l億円も取られるような状況に陥る

ようなことがあってはなりませんし、ごみの減量については、生ごみについてはこのバ

クテリアを利用しての水にする、あるいは蒸発させるという技術が開発されて、機械も

普及してきておりますので、家庭用においては、ただいま申し上げたような他市の例も

ありますように補助金を出していただいて、家庭でも生ごみを処理をしていただくよう

に仕向けてし、く。また事業所についてはそれを、生ごみ処理機の配置を義務づけるとか、

生ごみについてはそれぞれの家庭、あるいは事業所で処理できるような状況に追い込ん

でいくようにしていかなければならないのではないか。もちろん公共施設は率先して、

学校給食とか、あるいは病院とか、そういったところはそれぞれその事業所で生ごみを

処理していくというふうにしてし、かなければならないというふうに思います。

また、資源化率が最低だということでありますので、この取り組みも考えていかなけ

ればならない。先般、民主クラブでは行政視察で広島市へ行ってまいりましたけれども、

広島市のごみの処理の工場を見学してまいりました。選別といいますか、分別の工場で

すね。 23億円の費用をかけて、収集したごみをベルトコンベヤーに流して、 40人ぐらい

の職員がずらっと並んで、それぞれ自分の分別する、ダンボールを取る人はダンボール、

瓶を取る人は瓶とか、瓶も色が違うとか、そういうふうな、これは大変な作業だなと思

いました。もうベルトコンベヤーでどんどんスピードが早い状況の中で、息をつく暇も
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ない状況の中で分別をやっておりました。徹底的にそういった分別作業をして、それで

それをリサイクルに回すという形を取っておりました。日野市でもそういった取り組み

もしてし、かなければならないんではなし、かというふうに思います。

現在の焼却炉は8年から10年後に新しく購入しなければならないという事態に追い込

まれるわけでありまして、現段階ではその費用が310億円もかかるということでありま

して、途方もない巨額の財源を必要とするわけでありますが、現在の財政状況、それか

ら将来のことを考えても、その財源捻出には本当に苦労するというか、なかなか難しい

状況に追い込まれるのではないかというふうに思いますので、できるだけごみを燃やさ

ないようにするという、もちろんダイオキシンの問題とか、そういったこともあるわけ

でありますから、燃やさないようにするということで、生こ'みについてはそれぞれの家

庭、事業所で処理をする。それからその他のごみについては、そういう分別の作業所と

いいますか、そういうふうなものを、もちろんその前に市民の皆さんに分別の徹底をお

願いするということでありますし、さらには行政の方もさらに細分化して分別して資源

化の徹底を図るということによって、焼却炉が極端なことを言うと要らなくなるという

ぐらいの状況をつくっていかなけれはならない。それが馬場市長の目指すごみゼロ社会

の実現なわけでありますから、現在でも、とにかくこの生ごみの処理機について、先ほ

ど例を挙げたようにたくさんの市が実現しているわけでありますから、ごみゼロ社会を

標梼する日野市としては、積極的にこの問題に取り組んでいかなければならないという

ふうに思うわけであります。

これについて、担当の方から答弁をいただきたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 小山良悟君の質問についての答弁を求めます。環境共生部長。

O環境共生部長(笹木延吉君) 生ごみの処理機の補助を求むという御質問でございま

す。生ごみの減量化といたしましては、これまで堆肥化容器、 一般にはコンポストなど

と言われていますが、補助を行ってきております。また、市内の小学校の一部には、 学

校給食の給食室に業務用の生ごみ処理機を導入することなども合わせて、少しではあり

ますが、取り組んできております。

ところが、ここ数年、生ごみの処理には乾燥化、消滅型など、処理機における技術開

発が盛んに行われて、既に一般家庭で実用化されてきております。御指摘のように、 多

摩地域の近隣市では、既にこうした生ごみの処理機の補助が、購入に対する補助制度を

設けているところが大変多くなっております。また青梅市などは、申込者も当初の予算

を超えて、多額な補正をしているということも聞いております。
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特に消滅型は水と炭酸ガスに分解してしまうものや、すべて気体にしてしまう型のも

のなどが出てきておりまして、大変好評であると聞いております。これまで畑や庭を持

たない家庭にいま一つ不人気で・あった堆肥型に引きかえ、においが出ない、スペースも

少なくて済む、価格も低くなってきているなどの要件がそろってきたからだと思われま

す。

当市におき ましでも、 2年後の大きな改革に向けまして、家庭用生ごみ処理機への補

助についても検討していきたいと考えております。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君)

030番(小山良悟君)

小山良悟君。

既に日野市の小学校、市内で生ごみ処理機のあれを何年か前に

ゃったというのがあるわけですけれども、それはもう技術的にも不十分なもので、問題

が多いだろうと思います。特に生ごみ処理機でも、コンポスト、肥料、堆肥化にすると

いうのは、これまた問題があるんですね。例えば塩分が抜き切れないとか、それを肥料

にするにもいろいろとまた問題もあるというようなことで、肥料化にするというのにつ

いてはやっぱり何かと、その後の処理についても対応をしなければならない問題もある

わけでありますので、今申し上げましたように水にするか、あるいは気体として蒸発さ

せるという、そういう機械が既に出回っておるわけでありますから、新しい時代の新し

い技術に対応した機種を導入して、 一刻も早くこういう問題に取り組んでもらいたいと

思うんですが、具体的には、これは来年度はどうなるんですか、この補助は。

O議長(馬場繁夫君) 環境共生部長。

0環境共生部長(笹木延吉君) 今、予算を要望して検討しているところでございます

が、要望してございません。 12年度の大改革に向けて、できましたら12年度の中で検討

していきたいというふうに考えております。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君)

030番(小山良悟君)

小山良悟君。

要するに平成11年度は予算要求をしていないと。12年度からに

したいと、こういうことですね。頭がいし、からそのように理解したいと、こう思うんで

すが、ただ、部長、これはもう本当に他市もこれだけ実施しているし、まして、もう市

長が選挙公約でごみゼロ社会を実現する と、こう言っているので¥もうヒアリングは終

わったでしょうけれども、追加で予算要求してごらんなさい、やるだけ。あとは判断は、

最終判断は市長がするでしょうから、ばっさり切るか、うーんと頭をひねって予算をつ



けるかですね。ひとつ部長、それはあきらめないで、 11年度も実現できればぜひ実現し

てもらいたいと、こう思うんで、企画部長の方に予算要求をきょうの質問を受けてやっ

ていただきたい、こ う思います。

この問題について、市長の方であえて何かコメントしたいことがあれば求めますが、

なければ結構でございます。

0議長(馬場繁夫君) 市長。

0市長(馬場弘融君) ごみゼロ社会を目指すということの中で、特に小山議員から、

家庭用の生ごみをごみとして出さない方策のーっとして、新しい処理機を近隣各市の例

に倣って大勢の市民の方が採用するように補助金のシステムをつくれと、こういうこと

でございます。

具体的には部長からお話し申し上げましたように、今、この生ごみの処理の方式は非

常に進歩しております。いろいろなシステムが、新しい企業、特に小さなベンチャー企

業といいますか、そういうところも含めて取り組まれているようでありまして、なかな

かユニークな、そして安い価格のものが数多く出てきております。そういう意味で非常

に興味を持っているところでございます。

確かに生ごみは、堆肥化というものが当初大きな主流であったわけでございますが、

今、議員御指摘のとおり、塩分の関係でなかなかこの堆肥にストレートに持っていくと

いうのが難しいような状況がございます。そういう中で、新しい蒸発型とか消滅型、こ

ういった形のものはこれからの時代にマ ッチをするのではなし、かなという認識を持って

います。

そういう意味で、来年からということを約束してほしいということを言われますと困っ

てしまうんですが、ともかく 2年後にはボックスを廃止をするというふうなお約束を申

し上げましたので、その経過の中でできるだけ幅広く可能性を探っていきたいというふ

うに思っています。引き続き御指導をいただきたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 小山良悟君。

030番 (小山良悟君) 市長から答弁をいただきましたが、環境共生部長、ぜひ追加予

11の要求をしてみてください。市長があとどう判断するか、私も見守りたい。このこと

を申し上げて、この質問を終わりたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) これをも って4の2、ごみゼロ社会の実現を目指して一一家庭

用生ごみ処理機の補助を求むーーの質問を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。
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次回本会議は12月7日月曜日、午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願い

ます。

本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。

午後4時27分散会
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午前10時05分間議

0副議長(竹ノ上武俊君) 本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員24名であります。

本日、議長所用のため、私、副議長がその任を務めます。特段の御協力をお願いいた

します。

これより日程第 1、一般質問を行います。

一般質問 5の1、障害児の放課後の居場所についての通告質問者、出沼恵美子君の質

問を許します。

( 5番議員登壇〕

05番 (出沼恵美子君) それでは質問させていただきます。

障害児の放課後の居場所について。

私たちは、日ごろ、生活者ネットワークのメンバーとともに一般質問をつくっていま

す。また、市民の方から提案のあったことなども、市民の方と一緒に質問づくりを行っ

ています。

ことし、生活者ネットワークでは、 20周年記念事業として、若い人たちを対象に政策

ゼミを開校しています。そこで、 1年近くいろいろな政策の勉強、特別養護老人ホーム

などの見学、また議会傍聴などを行ってきました。最後にゼミの卒業試験として一般質

問づくりを行い、実際に行政に、障害児の放課後の居場所と痴呆性高齢者のグループホー

ムの政策提案をすることになりました。この質問は、その学生さん、日野市の近くの大

学に通っている方がっくりました。まず、そのことを紹介させていただいて質問に入り

ます。

現在、女性の社会進出がますます盛んになっています。それに対応した形で、働く人

たちのための子育て支援が急務となっています。特に障害児を持つ保護者は、特に母親

ですが、子育てのためフルタイムの就労が困難であったり、全く仕事に就けないと いっ

た場合も多くあるそうです。

私が、ある民間の障害者の通所施設を見学に行ったときに、そこは少し年齢の高い人

たちが対象の施設だったんですが、障害のある子どもたちの放課後の居場所がないとい

うことで、週 2日、また夏休みは毎日、学童を受け入れているというお話を伺いました。

このような状況への行政の対応策のーっとして、学童クラブへの受け入れや児童館の利

用促進をお願いしたいと思うのですが、現在このような行政による子育て支援サービス

については、障害児についても健常児と同じ対応がなされているでしょうか。

ワ
t



以下、 5点について質問をいたします。

l点目は、学童クラブを利用している障害児は現在、幾つのクラブに何人在籍してい

ますか。また、そのための職員は常時、何人配置していますか。

2点目。学童クラブを卒業した 4年生以上の障害児や学童クラブを利用していない障

害児が放課後どこで過ごしているか、把握されていますか。

3点目。今議会で提案されている日野市立児童館設置条例の資料として提出されてい

る施行規則の中の第4条 2の(1)の学童クラブに入会することができない者として、著し

く心身に障害のあるときとなっていますが、具体的にどのようなときに入会できないの

でしょうか。また、東京都の学童保育要綱等の改正により障害児に関しては来年度から

6年生までが対象となりますが、日野市ではどのような対応を考えていますか。

4点目。学童クラブに所属する障害児の送迎はどのようになっているでしょうか。ま

た、現在、送迎が行われているとしたら、学童クラフ‘カ3ら自宅に帰る際にはどのように

なっているでしょうか。そのときは保護者が迎えに来ているのでしょうか。

5点目。次に児童館についてですが、現在、児童館を利用する障害児は何人いますか。

また、そのための職員、スタッフは何人配置していますか。

以上、お願いします。

0副議長(竹ノ上武俊君) 出沼恵美子君の質問についての答弁を求めます。福祉保健

部長。

0福祉保健部長(高野英男君) それでは、障害児の放課後の居場所についてというこ

とで"' 5点ほど御質問がございました。前後がずれるかもしれませんけれども、お答え

をまずさせていただきたいと思います。

当市の学童クラフ'につきましては、現在21施設で883人を育成する施設となってござ

います。この中で障害児の育成でございますけれども、 1980年4月、昭和55年になりま

すけれども、さくら第一学童クラブで入所施行が行われて以来、現在に至っております。

平成10年度の障害児の育成状況は、 7施設で12名の児童の受け入れが行われておりま

す。何人が見ているかというお話がありましたけれども、現在、介助員は11名でござい

ます。その障害の種類、程度はまちまちでありまして、担当職員や介助員もその育成に

ついて日々、模索しながら取り組んでいるのが現状でございます。

障害児の受け入れ体制につきましては、障害のケースや発達段階を考慮いたしまして

適切な働きかけや配慮を行い、健常児との対等な関係を築けるよう、障害児の状況にも

よりますけれども、障害児1人に対して専任の介助員 1人を配置して対応しているとこ
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ろでございます。

今後の障害児の受け入れにつきましては、御案内のとおり児童福祉法の改正を受けて、

学童クラブの入所枠をおおむね10歳までの児童、それから 6年生までの障害児に拡大す

ることが示されておりますが、現状では育成室の面積が大変狭い状況がございます。 45

人定数施設で見てみましでも、 l人当たり2.2平方メートル程度で、ございますので、今

後、学童の活動の場として施設改善などもあわせながら体制の確保に向けて取り組んで

いかなければならない、このように考えているところでございます。

障害児の学童クラブへの通所につきましては、要領で、原則として保護者または保護

者にかわるべき人により送り迎えができる通所可能な児童となっておりますので、現状

では保護者または養護学校等の送り迎えにより通所しているのが現状でございます。 し

たがって、帰るときは保護者にお願いをしているということになります。

障害児の児童館の利用状況でございますけれども、現在、小学生の児童館の利用状況

につきましては、年間約9万3，599人という統計が出ておりますけれども、日々に直し

ますと52人程度が利用をしている状況になります。この中で障害児の利用は、ごく限ら

れた利用にとどまっております。今後、遊びのきっかけをつくるなどの工夫をして、利

用しやすい環境づくりに努力していきたい、このように考えております。

以上でございます。

O副議長(竹ノ上武俊君) 出沼恵美子君。

05番(出沼恵美子君) ありがとうございました。

今、学童クラブに著しく心身に障害のあるときが入会できない条件というふうになっ

ているんですが、今のお話を聞くと、それぞれ対応していらっしゃるということですの

で、特に入会できなかったということはなかったんでしょうか。

0副議長(竹ノ上武俊君) 福祉保健部長。

0福祉保健部長(高野英男君) 御希望があっても入会できなかったということはある

と思います。

先ほどもちょっと触れましたけれども、日野市の学童クラブ入会事務実施要領という

のがございまして、その中で心身に障害を有する児童の入会についてということで・幾つ

かの規定をいたしております。心身の障害を有する児童の入会については運営要綱第 5

条各項の規定を検討し決定をさせていただきますが、日常の育成の場において健常児と

同ーの育成が可能であるという一つの条件がございます。

体的に申し上げますと、身体障害者につきましては、おおむね障害の級で申します
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と5級程度ということになろうかと思います。

それから知的障害者につきましては、東京都の愛の手帳の交付要綱等に規定があるわ

けでございますけれど、軽度ということですから 4度または中程度、 3度になりますけ

れども、中程度の範囲で、かっ原則として保護者またはそれにかわるべき方に送り迎え

ができて通所可能な方と、こういうような規定でやっておりますので、御理解をいただ

きたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 出沼恵美子君。

05番(出沼恵美子君) ありがとうございます。

障害児 1人につき介助員は 1人ついているということですので、可能な限りの対応を

してくださっているというふうに理解をいたします。

2点ほど再質問したいんですが、今の送迎の問題なんですけれども、学童クラブから

自宅に帰る障害児、今、保護者が迎えに来て通所が可能という条件だということなんで

すけれども、自宅に帰るときの送迎も、できたら検討していただきたいと思います。そ

の点についてお願いします。

もう 1点。障害児が健常児とともに遊べる空間を提供するため、また障害児を持つ保

護者が自分たちの時聞を持てるよう、児童館は障害児の受け入れを積極的に行うべきだ

と考えます。親の付き添いなしでも遊べるよう障害児 1人につき 1人のスタッフを配置

すべきと考えます。

杉並区では、親の付き添いもあるのですが、ボランティアの育成としてボランティア

スタッフがついています。そんなことも児童館でも検討していただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。

2点お願いします。

O副議長(竹ノ上武俊君) 福祉保健部長。

0福祉保健部長(高野英男君) 2点についての再質問をいただきました。

まず 1点目については、送迎の問題でございます。先ほどから申し上げておりますよ

うに、保護者または保護者にかわるべき方にお願いをして、通所可能という範囲で今やっ

ているわけですけれども、いろんなケースがございまして、例えばいらっしゃるときに

ついては、先ほども言いましたように養護学校の送迎パスを学童クラブの前でとめてい

ただいておろしていただくということも可能ですし、それから日野台の学童クラブ等に

ついては、 三小の中に養護学級がございますので、特殊学級がございますので、 学校の

中ですから受持ちの先生が学童クラブの方に送っていただく、こういうようなケースも
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現在はあるようでございます。

いずれにしても、現状の人員的な配置等、運営面からいきますと、なかなか送迎まで

学童クラブの職員がすべてやるということは、正直言って難しい状況にございます。御

意見としては十分、今後、検討してまいりますけれども、現状では今のような運営をせ

ざるを得ないのかなと、こんなふうに思っております。

2点目の児童館の活用ですね、居場所としての活用の中で、介助員等を 1対 1で配置

できないのか、こういう御指摘でございます。現在、児童館は 6館あるわけでございま

すけれども、 1館に 3名の職員一一児童厚生員を配置しております。したがって、現状

でも保護者同伴ではございますけれども、御利用をいただくことは十分可能でございま

す。かなり児童厚生員がそれぞれ面倒を見ているケースもございます。ただ、行事等を

いたしますと、そちらに手が取られてしまいますので、 1対 1の対応は正直言って無理

かなと、こんなふうに思います。

それで、障害児の居場所という点から考えていきますと、児童館に専門の介助員が配

置できるような状況があれば一番いいわけですけれども、現状では児童館の職員を今、

増員配置するということはなかなか難しいわけですし、また、いつお見えになるかどう

かわからない状況で常時、専門職を置くということも正直言って無理かなと、こんなふ

うに思います。

そこで、先ほど学童クラブの充実の中で、児童福祉法等の改正によりまして年齢の引

き上げ、また障害児の年齢の引き上げという問題がございます。日野市の場合、現状で

は施設面も狭くてなかなかそれはで・きないわけですけれども、施設の改善等もあわせ、

または専門の介助員等も長時間置けるようであれば、こちらの充実を図っていく方が、

より子どものためにはいいのかなと、こんなふうに担当部署としては今考えているわけ

でございます。できるだけそういう方向が実現できるように今後も努力していきたい。

こんなふうに思います。

以上です。

O副議長(竹ノ上武俊君) 出沼恵美子君。

05番 (出沼恵美子君) ありがとうございました。

専門の職員3名ということなんですが、ほかの市、例えば多摩市なんかに比べますと

日野市の児童館の職員というのは数が少ないと思うんです。施設の面でも私は 9月議会

で、学童クラブの施設の安全確保ということで、児童館の施設もあわせて言ったんです

けれども、すごく危険な状態であるところが、なかなか手当てできなくて、職員の方も、
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そして通わせている保護者の方もすごく不安があるというようなお話を聞いているんで

すよ。ですから、今、施設面の充実ということもおっしゃったんですけれども、ぜひこ

れは、何か事故があってからでは遅いというか本当に大事な問題ですので、最優先で施

設の面の安全確保をお願いしたいと思います。

それで、学童の方だけではなくて、学童では一日いろいろ縛られるというか、場所に

いなくてはいけない。いろいろ制約もあるので、児童館で遊びたいという子どもたちも、

途中から学童をやめて児童館に切りかわるような子たちもいるというふうに聞いている

んです。ですから、ぜひ職員の増員をお願いして、児童館でも障害のあるお子さんが遊

べるように充実をしていただきたいと思います。

以上で、この質問を終わります。

0副議長(竹ノ上武俊君) これをもって 5の1、障害児の放課後の居場所についての

質問を終わります。

一般質問5の2、ドメスティックバイオレンス対策を問うの通告質問者、出沼恵美子

君の質問を許します。

05番(出沼恵美子君) ドメスティックバイオレンスというのは、夫もしくは恋人な

どの親密な関係にある男性から女性に対して振るわれる暴力のことです。 1993年、国連

総会で女性に対する暴力撤廃宣言が成立して以来、北京会議などでも女性への暴力は大

きな問題として取り上げ‘られてきました。日野市は、男女共同参画都市宣言をし、先日

のフォーラムの午後の部でもドメスティックバイオレンスについての講演がありました。

この暴力という深刻な問題について質問いたします。

普通、人を殴れば犯罪になります。家庭内で閉じことが行われでも表面化せず、 警察

も明らかに大けがを負っている妻からの訴え、また殺されでもしない限り夫婦問のこと

は民事不介入ということで取り合ってくれません。やけどや骨折なと、で病院に行っても、

夫から暴力を振るわれたとはいえず階段から落ちたなどと説明するため、なかなか表面

化しません。シェルターに駆け込む女性は、実家の両親に暴力が及んで、あるいは殺さ

れそうになって駆け込んでくるというように、ぎりぎりまで我慢しています。

朝日新聞によりますと、配偶者の暴力によって女性が死んでしまった年間の傷害致死

事件、 100件から120件あるそうですが、このうち約40人は虐待を受け続けていたと見ら

れるということです。これは監察医が調べた司法解剖の結果から導き出されたそうです

が、女性に対する暴力の被害については実態がほとんど把握されていないのではないで

しょうか。
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東京都が平成9年度の夏に行った4，500人の無作為抽出による調査では、夫、恋人か

ら日常的に深刻な暴力を受けているのは 3%から 5%、これを都内の20歳から64歳の女

性に当てはめると、何と15万人から20万人です。これは決して大げさな数字ではなく、

横浜市の調査でも 1%で、これが大体全国的にもほぼ差のない数字と言われています。

これを日野市に当てはめると、約600人となります。これは大変な数字だと思います。

暴力を振るう男性について、アルコール依存症とか貧困から来るという思い込みが一

般的かと思います。 しかし、日本弁護士会の調査では、年齢、学歴、職業、地域に全く

関係なく起きていて、社会的に地位のある人にも多いというこ とです。妻への暴力は、

女性差別の問題と無関係ではありません。人々の意識の中にある固定的な↑生別役割分業

感から、社会的に、あるいは経済的に夫と妻は対等の関係にありません。 ドメスティッ

クバイオレンスは、個人的な問題ではなく、男女が平等でない力関係にある社会的な差

別による問題といえます。

東京都の調査で、被害女性が一番望んでいる支援策は、社会的な価値観の改善だとい

うことです。被害に遭っている女性に対する社会の無理解が、さらに女性を苦しめてい

る現状が見えます。

それでは、まず5点質問いたします。

l点目。市役所や女性センターにおける相談の中で、暴力に関連した相談は年間何件

くらいだと把握していますか。

2点目。東京都女性センターや民間施設など、緊急一時保護施設へ送った件数と、主

な原因を教えてください。

3点目。東京で緊急保護施設、いわゆるシェルターは幾つありますか。また、何人収

容できますか。

4点目。日野警察の対応はどのようにな っているでし ょうか。

5点目。市立病院では、 ドメスティックバイオレンスと把握したものがあるでしょ う

か。

以上5点、お願いします。

0副議長(竹ノ上武俊君) 出沼恵美子君の質問についての答弁を求めます。企画部長。

O企画部長(横島英紀君) ドメスティックバイオレンスに閲 して 5点の御質問をいた

だきました。それぞれ御答弁をさせていただきます。

1点目の、市の相談の中での ドメスティ ックバイオレンスの件数でございます。これ

につきましては、市もたくさんの相談業務を行っておるわけでございますが、特に女性
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センターでの相談件数ということで、平成9年度の状況は163件の女性センターの相談

件数の中で、特に暴力を前面に打ち出した相談につきましては16件でございます。

2点目の、シェルターなど他施設へ送った件数でございます。平成9年度は 2件でご

ざいます。内容につきましては、生活福祉課の母子相談員との連携によって、その暴力

に基づくシェルターへ送った件数でございます。

3点目の、東京のシェルターの件数、収容人員についてでございます。シェルターの

件数は 5カ所ございます。公的な施設で 2カ所、それから民間施設で 3カ所でございま

す。また、その収容人員、定員でございますけれども、全体で80人でございます。内訳

といたしましては、公的施設で45、民間施設で35となっております。

日野警察の対応でございます。現在、日野警察署でも受付に被害者相談窓口が設けら

れております。また、安心して相談できるように相談室も 1階に設置されておりまして、

取り調べのような雰囲気ではなくて明るい感じの部屋で、気軽に相談に応じている状況

でございます。対応例として、夫が暴れて危険という110番の通報があれば、すぐに駆

けつけたり、あるいは双方から事情聴取を行って、犯罪があったのかと、うかを明らかに

していくわけでございます。妻を保護すべき状況であると警察官が判断した場合には、

警察などに保護する場合もございます。いわゆる夫婦げんかは、単なる痴話げんかと深

刻な犯罪などと区別が非常につきにくい点もございます。また、夫婦が冷静になった場

合には警察の行為がいろいろあだになったり、慎重に対応する必要があるということで

ございます。しかしながら、組織としては、警察といたしましでも、関係機関との連携

あるいは新体制の強化等が必要ということでございます。

5点目につきましては、病院事務長の方から御答弁をさせていただきます。

O副議長(竹ノ上武俊君) 病院事務長。

0病院事務長(田中政幸君) 市立総合病院での把握ということでございますけれども、

特に系統だった把握はしてございません。患者さん、直接、暴力云々ということを言わ

れなくても、医師、看護婦、傷の状況、それから態度等で暴力ではないかというような

ことがわかることもあるわけでございまして、現在のところ、それぞれの、その場での

対応という状況でございます。

以上でございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 出沼恵美子君。

05番(出沼恵美子君) ありがとうございました。

今のお答えでも、シェルターで東京で80人、大体、民間も合わせて収容可能というこ
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とで、深刻な被害を受けているのが大体15万人から20万人いるというふうに推察される

ので、本当にまだまだ足りない状況だと思います。

一つ、日野警察の対応なんですけれども、相談室もあってそういう専門の窓口という

か、あるということなんですが、これはその夫婦問の暴力だけじゃなくて、 例えばレイ

プとかそういう性犯罪とかも一緒の窓口なんでしょうか。

0副議長(竹ノ上武俊君) 企画部長。

0企画部長(横島英紀君) 警察の方の窓口としましては、まず被害者相談窓口がござ

いまして、そこで内容によって各課へ分かれまして、特に夫婦げんかだとかそういう内

容については生活安全課だとか、あるいはまたレイプだとか事件、こういう内容につい

てはまたその担当のところで、けんかとか、そういう各窓口にまた相談室が個々に設置

されているということでございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 出沼恵美子君。

05番(出沼恵美子君) ありがとうございました。

それでは、警察の方も以前よりは少しず‘つ理解がされてきたのかなというふうに思い

ます。

再質問を何点かさせていただきたいと思います。

暴力の種類を少し紹介しますと、精神的な暴力として、交遊関係や電話を細かく監視

する、だれのおかげで食べているんだというふうに言う、子どもの前で「お母さんはば

かだ」などといって恥をかかせる、殴るまねをする。また肉体的暴力では、殴る、ける、

髪の毛をつかんで・引きずる、壁にたたきつける、首を締める。また性的な暴力として、

妻に対するレイプ、避妊に協力しないなど。経済的な暴力として、妻の自由になるお金

は1円も渡さない、仕事にっこうとするのを邪魔する、などがあります。

なぜ逃げないのかと思われるかもしれませんが、経済的な裏づけがなく子どもを連れ

て逃げることができなかったり、また暴力を日常的に受けていると、自分はだめな人間

なんだと自分に自信が持てず暴力を受け入れてしまう精神状態に追い込まれてしまいま

す。

しかし、だれかに相談したという人は、東京都の調査では15%しかいません。相談し

た相手は、公的な機関より友人や両親といった私的な相談が圧倒的に多くなっています。

相談しない理由として、恥ずかしい、仕返しが怖い、我慢すれば何とかやっていける、

自分にも悪いと ころがある、また相談しでもむだ、などとなっています。訴えても警察

では相手にしてくれない。また家庭裁判所の調停員には、もう一度頑張ってなどと言わ
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れてしまう。行政に相談しでも、あなたも悪いなどと言われてしまうといったように、

公的機関に相談してみてよかったと思っている女性は 3割しかいません。

そこで再質問を 8点ほどいたします。

先ほどのお答えで、日野市では相談件数16件ということでしたが、生活者ネットワー

クが行った実態調査で、立川市では年問、日野市と同じ16件、多摩市17件、調布市が同

じ17件、八王子市が少し多いです、 83件、町田市10件、府中市が断トツに多くて195件

となっています。これは府中に暴力的な夫が多いわけではなく、夫婦問の悩みとして相

談してくる背後に暴力が関係している場合もありますので、相談員が丁寧に聞き取って

暴力の有無を把握しているためです。日野市でも、ぜひこのような丁寧な聞き取り、ま

た相談の項目に暴力という項目を起こして実態の把握に努めてくださし、。これが l点目

です。

2点目。現在、日野市の女性センターの相談員は 1名で、市内在住の方ですが、市内

の方では相談者が相談しにくいのではないでしょうか。暴力の相談は法律的なことや精

神的な問題など専門性が要求されます。暴力についての専門相談員を配置していただき

たいと思います。

3点目。また、広報などを通じて暴力の相談を受け付けていることを積極的に PRし

てください。府中市や調布市では、広報やポスターでPRした後、相談件数がふえたと

いうふうに聞いています。

4点目。また、女性センターを初め相談機関の連携一一病院、医師会、保健所、福祉

保健部、教育委員会、警察などと暴力ということに関して連携をとっていくことも必要

だと思います。

5点目です。緊急に駆け込む施設、シェルターについてですが、神奈川の民間のシェ

ルターで、満員で入れず自宅に帰って殺されてしまったというショッキングな事件が 2

件ありました。東京でもシェルターの数は全く足りません。近隣市との連携でシェルター

を設置していただきたいと思います。深刻なケースでは、ストーカー的な夫がほとんど

です。日野市の中では夫が追いかけてきてしまいますので、広域的な連携が必要です。

6点目です。また、シェルターには二、三週間しかいられませんので、自立までのス

テップハウスが必要です。民間のシェルターやステップハウスへの財政的な支援を都や

国に要望していただきたいと思います。

7点目。暴力の問題では、暴力の連鎖ということも大きな問題です。東京都の面接調

査では、被害女性の 6割の子どもが夫から暴力を受けているとされています。また横浜
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市の調査で、暴力を振るわれている約 3害IJの女性が自分の子どもに暴力を振るっている

ということです。その子どもは、さらに自分より弱い立場のペットなどに暴力を振るう。

また、いじめの問題に発展します。また、今、暴力を振るっている男性のほとんどが子

どものころから暴力を振るわれているという調査結果もあります。さらに女の子の場合

は、大人になってから被害者になりやすいとも言われています。親から子へ、大人になっ

たとき家庭内の暴力に、暴力が連続していきます。どこかで、これを断ち切る必要があ

ります。暴力を振るう人へのカウンセリングがアメリカで義務づけられている州もあり

ます。同時に、子どものころからの教育が重要です。人権教育、男女平等教育、性教育

などはもちろん必要ですが、暴力ということでの教育が必要だと思います。日本でも行

われているところもありますが、キャップ (CAP) という暴力から身を守るプログラ

ムがあります。日野市でも全小学校で=取り入れてほしいと思います。

8点目。最後ですが、実際に暴力を受けている子ども、また母親が暴力を受けている

のを見ている子どももいると思いますが、子どもたちへの情報提供を学校でしていただ

きたいと思います。相談機関や駆け込み施設があることなどをポスターなどで知らせて

くださし、。

以上、相談体制の充実、 PR、連携、シェルターの設置、支援、教育についてお答え

をお願いします。

0副議長(竹ノ上武俊君)

O企画部長(槙島英紀君)

だきます。

企画部長。

それぞれ再質問の内容につきまして、御答弁をさせていた

l点目の、相談の中での暴力の把握ということでございます。

現在、女性センターの相談内容については四つの項目に分類をしているわけでござい

ます。しかしながら、それは暴力という部分がその項目の中になくて、全体の中では先

ほど16件と申し上げたわけでございますが、これからはその暴力の相談内容の項目に、

暴力という部門を起こして明らかにさせてまいりたいと巧えております。また、人権身

の上相談等につきましでも、今後、工夫が必要かなということで考えております。

2点日の専門相談員の配置の問題でございます。確かに議員さんがおっしゃったよう

に相談内容も大分複雑になってきておりまして、今の相談員さんは市内の方でございま

す。さらにはk性の立場に立ったといいますか、そういう専門の相談員が必要であろう

と考えております。今後、今はむしろカウンセラ一的な相談員さんでございますので、

その辺については今後卜分、検討をさせていただきたいと思っております。
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3点目のPRの問題でございます。家庭内の暴力でありましでも、夫によるものであ

りましでも、暴力は犯罪ということで認識を広げるために、今後、広報ひの、あるいは

女性セン ターだより等々によりまして PRに努めてま いりたいと思います。

4点目の、他機関との連携の問題でございます。さまざまな問題がありまして、それ

ぞれケースに応じた関係機関との連携あるいは情報交換を行っているわけでございます。

既に福祉事務所、福祉保健部の生活福祉課あるいは日野警察とも連携をとっておるわけ

でございますが、これもまた行政だけではなくて民間も含めた幅広い連携が必要であろ

うと思っております。特に福祉関係については母子相談員の皆さん、あるいは民生児童

委員の地域組織の皆さんもいらっしゃ いますので、 そう いう意味で行政機関との連携は

民間も含めた中で幅広く今後、検討をさせていただきたいと存じます。

5点目のシェルターの設置をということでございます。緊急一時保護の入所者は、 多

くの場合、夫などからの暴力から逃げてきているということを考えますと、住まいと同

じ市内で保護することは適切ではない。広域的な措置によ って体制が望まれるわけでご

ざし、ます。東京都や関係機関、特に病院、警察あるいは保健所等々ございます。そこら

辺と十分連携しながら体制の確保ゃあるいはシェルターの整備、こういうものについて

考えなければならないと考えております。

また、 6点目の国や都に対する民間支援の要望と いうことでございますけれども、こ

れらを含めまして、やはりあらゆる機会をとらえまして国や都に要望をしていきたいと

考えております。また、 生活の入所そのものが2週間という期限がございますので、そ

の後の支援について、やはりこれも関係機関、あらゆるところが相談あるいは今後の問

題についての支援体制をつくってし、かなければな らないのではなし、かと思います。

7点目、 8点目につきま しては、教育委員会より答弁をさせていただきます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 学校教育部参事。

0学校教育部参事(伊藤敏君) 7点目のキャップ (CAP)の問題でございますが、

キャップというのは ChildAssault Preventionといいましょうか、普通、アメリカ

なんかで児童虐待とか子ども虐待という場合は ChildAbuseという言葉を使うんだ

そうですけれども、 Assaultという場合の方がもっと激しいといいますか、 そう いう

内容があるそうでございます。ですから、そう いうことについて学校教育の中でプログ

ラムと してぜひ実施すべきだという考えだと思いますけれども、私どももそう いう方向

でぜひやっていかなければな らないと思っております。

ただ、現在のところ、まだ児童生徒に対する性的な虐待行為の防止プログラムについ
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ては，まだ作成はされておりません。ただ、私どもは日々の朝や帰りの相当短い学級指

導の時間とか、さまざまな安全指導の中で自分の身の守り方とか、そういうことについ

て、また連絡方法について時間をとって指導をしております。議員さんがおっしゃいま

したとおり、暴力の連鎖ということは現在学校でもたくさんのことが察知できることが

ございます。

先日、都立の児童相談所の所長さんとお話をいたしましたら、最近、児童相談所への

電話相談の多くは、母親からの、自分自身が自分の子どもにどうしても虐待してしまう

んだというような相談が非常にふえているということをお聞きしまして、本当にこのこ

とは緊急な課題だと思っております。東京都の方でも、今、教員を対象にして、こうい

う虐待行為についての現状とか、その課題についての研修会を実施するようになってお

りまして、この問題についての啓発活動を推進しております。私どもも、そういう観点

で日野市でも努力していかなければならないと思っております。

8点目の、情報提供のことについてでございますけれども、日野市内でもさまざまな

わいせつ行為とか痴漢行為とか、そう いうようなことも実際にございます。そう いう場

合に、問題を把握しましたら、すぐ学校の方では近隣の学校に必ず連絡をしております。

また、教育委員会、警察にももちろん連絡をしていただいております。また、すぐに生

活指導主任を中心として先生方が地域に入るというような対応もまたしております。

そういう中で、保護者向けには学校の方から、こういうようなことがあったというよ

うなことで、すぐプリントをお配りして注意を呼びかけ、また学級指導で子どもたちに

注意を呼びかけております。小学校では主に担任の先生に、中学校では担任の先生を初

め学校に配置されていますスクールカウンセラーとか、心の教室相談員の方々にさまざ

まな不安や悩みを伝えるように、そういうことで働きかけております。

以上でございます。

O副議長(竹ノ上武俊君) 出沼恵美子君。

05番(出沼恵美子君) ありがとうございました。

相談の項目に暴力という項目を起こすというふうに検討をしていただいているという

ことと、それから専門相談員も今後十分、検討していくということで、そのようにお願

いしたいと思います。

9月議会で実態把握の調査をして、できるだけ早い時期にするということだったので、

それもぜひ来年度やっていただきたいと思います。先日のフォーラムのときに、市民の

グループの方が、フォーラムに来ている方たちにこの暴力のアンケートをとったんです
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けれども、そのア ンケート結果はさっき少しだけ見せていただいたんで、すが、かなりの

方が、夫からあるいは父親から暴力を受けた経験があるというふうにお答えになってい

るみたいなんです。ちょっとした調査でもそういう結果が出てくるわけですから、ぜひ

きちんとした調査というのをできるだけ早く、来年度行っていただきたいと思います。

それからシェルターのことですけれども、ぜひこれは近隣市と連携して、先ほどもちょ っ

と紹介しました府中市とか調布市ではかなり進んできておりますので、そういうところ

は十分、重大な問題だというふうになっていると思うんです。そういうところとぜひ連

携して積極的に、ほかの機関との連携だけではなくて、自治体でもシェルターをつくる

というふうに進んでいただきたいと思います。

それから教育の方ですけれども、教育の中でもかなり家庭の中の暴力、それから痴漢

などのそういう犯罪、両方ともすごく深刻な状況にな っているということがわかりまし

た。学校の中だけで、なかなか対応できない部分もあるかと思いますので、ぜひ女性参

画推進室などと連携をして、例えばそういうポスターを学校に張ってもらうとか、子ど

もたちがそういう被害を受けたときには我慢しなくていいんだというような、どこに相

談に行ったらいいのかというようなこともあわせて、そういうことを学校だけに任せる

のではなくて、女性参画推進室の方でも学校へ出かけていって子どもたちに言うとか、

そういうような連携もぜひとって、今後、この問題をやっていただきたいと思います。

以上で終わります。

0副議長(竹ノ上武俊君) これをもって 5の2、ドメスティックバイオレンス対策を

問うの質問を終わります。

一般質問 5の3、外国籍児童 ・生徒への配慮指針づくりをの通告質問者、出沼恵美子

君の質問を許します。

05番(出沼恵美子君) それでは、外国籍児童 ・生徒への配慮指針づくりをというこ

とで質問をさせていただきます。

ことし 4月の大坂上中学校で前教育委員長のお祝いの言葉の中に、差別に当たる不適

切な発言がありました。教育委員会は、 9月の教育委員会定例会で、事実誤認、不適切

な発言があったとして遺憾の意を表明し一層の努力をするという見解を出しています。

この教育委員会の見解表明を受けて、 11月定例会には二つの請願が出されました。その

うち公立学校に在学する在日外国人児童生徒の人権を保障するための請願は、 1、東京

都教育長が出している公立学校に在学する在日外国人児童生徒にかかわる教育指導につ

いてという通知の内容を、教育委員会及び市立小中学校の現場で徹底すること、 2、教
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育に関する外国人市民会議をつくること、 3、日野市独自の在日外国人児童生徒にかか

わる教育指導指針を在日外国人を含む市民の参加によってつくること、の 3点を求めた

請願でした。

私も傍聴していたんですが、教育委員会は一つ一つの請願事項については審議を行わ

ず、日野市は人権尊重教育を十分にやっているからという理由で不採択になりました。

東京都教育委員会からの通知の徹底を求める内容の請願を、やっているからという理由

で不採択にするとは理解できませんでした。私も短い議会経験ですが、議会ではできる

限り市民の意思を酌む努力をし、やっていく方向性のある請願については採択をすると

いうふうに思います。

また、 9月の定例会に出された日野市教育委員会における外国人差別をなくすための

請願については、請願趣旨については十分理解できる、よくわかるという意見が述べら

れて、不採択になったと聞いています。傍聴した市民は、なぜ不採択になったかわから

なかったと驚いていました。よく聞いてみると、 一教育委員会には手に余る大きな問題

であるからということだったようですが、それでも、その方向で努力することはできる

と思うんです。その請願項目の中の日本現代史の徹底した正しい教育の実施などは、一

教育委員会でもできることではないでしょうか。社会全体が変わらなければ解決しない

とあきらめてしまっては、差別はなくなりません。目の前の問題に一つ一つ真剣に取り

組んでいかなければ、社会も変わらないと思います。

このように最近、教育委員会に出されたすべての請願が不採択になっています。納得

できる不採択の理由が示されるなら、それもわかりますが、日野市が請願と閉じ趣旨で

教育行政を進めているのに、不採択になるのはおかしなことと思います。教育委員会の

審議については、あれこれお聞きしませんが、教育長御自身はどうだったのか、不採択

という立場だったのか、また、このことをどう思われるか、お伺いします。

次に、教育への市民参加についてお伺いします。

先ほどの人権を保障するための請願が不採択になったことについて、市民の中からは、

教育委員会は市民の教育行政への参加権を無視しているのではないかという声が上がっ

ています。前教育委員長の発言問題から、市民の皆さんがこの半年の間いろいろ勉強し

て一生懸命考え、 二度とこのようなことがないようにするために具体的な提案をした訪

願でした。日野市としてやっていくべきことをやっているのだから、市民には口を出し

てもらいたくないと受け取られでも仕方がないような諮願審議だったと思います。教育

行政の独立性は重んじるとしても、市長の進めている市民参画の盗勢との整合性は図ら



れるべきと思います。教育行政における市民の意見の反映、教育行政での市民参加につ

いてどのように考えているのか、市長と教育長にお伺い します。

最後に、指針づくりについてお伺いします。

日野市の小中学校には外国籍の子どもたちが50人いると聞いていますが、本名ではな

く日本名で通学している子どもが何人かいるということです。保護者の希望でそのよう

になっているようですが、本名では生きにくい差別がこの社会にまだまだ存在している

ことを物語っていると思います。本名で通っている子どもたちが差別を受けないように

配慮することはもちろん、日本名で通っている、あるいは途中から本名通学をしている

子どもたちがそのことでコンプレックスを抱いたりしないように配慮することが重要だ

と思います。

例えば、日本と朝鮮や中国との歴史をきちんと教え、変わらなければいけないのは差

別の残っている日本の社会であり、朝鮮人であることは恥ずかしいことではなく、恥ず

かしいのはそう感じさせてしまう日本の社会の方なのだということを教えていくことが

必要と思います。何より、 一人ひとりの心に沿った教育を実践していただきたいと思い

ます。

また、新しく日本にやってくる外国人の子どもたちもふえています。一人ひとりのア

イデンティティーを尊重してし、く教育が、国際化の進む今後ますます重要になっていき

ます。差別がなぜあるのか、どうしたら在日外国人児童生徒の人権を保障していけるの

か、当事者の声を聞き、外国人を含む市民、行政、みんなで考えていかなければならな

いと思います。日野市独自の外国人児童生徒への配慮の指針をつくるべきと考えます。

いかがで、しょうか。

お願いします。

O副議長(竹ノ上武俊君)

事。

出沼恵美子君の質問についての答弁を求めます。教育部参

0学校教育部参事(伊藤敏君)

いただきたいと思います。

まず最初に、教育委員会事務局として御説明させて

まず、公立学校に在籍する外国人児童生徒の人権を保障するための請願の不採択の理

由についての御質問について、私どもの考えをお答えさせていただきます。

この請願は、東京都教育委員会が平成10年3月2日に出しました公立学校に在学する

外国人児童生徒にかかわる教育指導についての通知文がございます。この通知の中身を

徹底すること、 2番目に、教育に関する外国人市民会議をつくること、 3点目に、日野



市独自の在日外国人児童にかかわる教育指導指針を在日外国人を含む市民の参加によっ

てつくること、以上の三つから構成されております。

この請願を教育委員の方々が不採択としました理由として、次のことが考えられます。

第 1の東京都教育委員会公立学校に在学する外国人児童生徒にかかわる教育指導の徹

底につきましては、私ども市内の学校現場への指導としまして、文部省、それから東京

都から出されました過去4回の教育指導にかかわる通知をもとに市内の小中学校に徹底

しております。また、 具体的に申し上げますと、平成9年3月3日と、平成10年 3月 2

日に出されました東京都の公立学校に在学する在日外国人児童生徒にかかわる教育指導

についての通知がございます。この通知について、すぐに各学校に送付いたしまして、

この徹底をお願いしました。

また平成9年 4月、平成10年4月、その年度の一番初めの校長会、また教頭会で、日

野市教育委員会の重点としての人権尊重教育の徹底について特に時間を設け、指導室長、

指導主事よりも指導をさせていただきました。

また、在日外国人児童生徒にかかわる教育庁指導部指導資料というのが、これでござ

いますけれども、こういう資料が東京都教育委員会より配布されております。これにつ

きましでも、各小中学校に配布いたしまして、この徹底方をお願いしております。

学習指導面につきましでも、学校におきまして教科、道徳、特別活動、そういう部分

で人権尊重教育、国際理解教育等につきまして、発達段階に合わせてその実施をしてお

ります。特に国際理解教育の場では、学校が日本に暮らす外国人の方々をお招きして文

化、習慣等についての話をしていただいたり、諸外国に対する理解を深める活動が進ん

でおります。

また、管理職や教職員についても、東京都は在日外国人児童生徒教育研究協議会とい

うのを実施しております。

また、全教職員を対象にしまして人権尊重教育の指導資料、これでございますけれど

も、これを毎年、全教職員向けに配布しております。私どもはこういう形で教職員、管

理職への指導の徹底をしておるつもりでございます。

また、日野市教育委員会としても、東京笥1教育委員会としても、人権尊重教育の推進

ということが一番の重点として行われております。そういうことで、私どもは在日外国

人児童生徒への教育指導についてそれなりの努力をしてきた、そういうように思ってお

ります。

また、日野市では、外同人児童生徒の教育の充実という意味で、 言語指導について、

内
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さまざまな不安についての相談というようなことで週 2回、 2時間を充てて教育研究室

の先生方に日本語の指導をしていただいたり、そしてまたいろんな心配事の相談をして

いただくというようなことで進めております。

外国人市民会議のことについてですけれども、私どもは日野市教育委員会としても十

分とはいえないかもしれませんけれども、文部省、東京都の指導方針に基づきまして取

り組んでいるというように考えております。ですから、多分私たちが考えるのは、この

請願については、そういうようなことで不採択になったのではなし、かと私たちは推測を

しております。

次に、指導指針のことでございますけれども、日野市教育委員会は、教育目標の第 5

点に、国際社会に生きる能力と態度を育む。そして基本方針の第8点に、地域に住む外

国の人とともに生き、国際社会で活動できる態度の育成に努める。そして教育施策とし

て、国際的な視野を持ち世界の平和に貢献できる児童生徒を育成する云々ということで、

指針という言葉を使っておりませんが、教育目標、基本方針、施策という形で、指針と

同様なものをつくっております。ですから私どもはこの形で進めていきたい、そういう

ように事務局は思っております。

以上でございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 教育長。

0教育長(有元佐興君) 出沼議員から、外国籍児童・生徒への配慮指針づくりをとい

う御質問の中で、教育委員会で公立学校に在学する在日外国人児童生徒の人権を保障す

るための請願が、最近のすべての請願が不採択になっていることについて、教育長自身

どう考えるかという御質問でございますが、確かにこのところ教育委員会に対して 7月

以降、請願が4件出ているというふうに理解しておりますが、この 4件すべてが不採択

になっております。

その中の l件は、管理運営の規則に関する請願ということで、今回の御質問とは関係

がございませんので、この件について申し上げることではありません。

それぞ‘れの請願につきましては、教育委員それぞれの考えの結果であったということ

でありますが、私自身どうであったかとし、うことでありますが、途中の笛邑は別として、

結果的に私といたしましでも、他の教育委員と同様不採択に賛成をいたしました。この

問題は、前教育委員長の大坂上中学校での発言が大きくかかわっている結果であろうか

と思っております。その結果、日野市における教育の分野で、偏見、差別の問題が教育

として十分行われていないんではないか、そういう御心配のもとにいろいろと請願が出
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てきたのではなかろうかというようにも推測しております。その結果、教育委員会の事

前の勉強会も含めまして、教育委員会側からは本市における偏見、差別をなくすための

教育がどう行われているかということにつきまして、事務局すなわち指導室、生涯学習

部も含めまして、そこにいろいろと質問が出ております。

私自身といたしましでも、改めて日野市における教育の偏見、差別をどう行っている

かということをこの際、いろいろ事務局サイド、私自身としても勉強させていただきま

した。本市における人権尊重教育の件については、現在の施策にひずみが出たとの認識

ではなく、 私といたしましては、 今の施策をなお全力で行うことが、この人権尊重の教

育に逼進する姿勢であろうということを基本にして、請願につきましては、姿勢を示し

たという次第であります。

O副議長(竹ノ上武俊君) 市長。

0市長(馬場弘融君) 出沼議員から、外国籍児童 ・生徒への配慮の指針づくりをとい

うテーマに基づく、主に教育委員会の内部事項にかかわる質問であるわけですが、市長

には、市民参画を市民に訴えているではないか、それと、今の教育委員会の対応が、や

や、そごするところがあるのではなし、かというふうな意味合いからの御質問だと思いま

す。

やはり教育委員会それぞれの委員さんのお考えもございましょう。それについて教育

委員会が独自に対応をされるということにつきまして、教育内容について立ち至って市

長から、ああしなさい、こうしなさいということは、いかがなものかと思いますけれと

も、やはり基本的には、これからの行政は民主的に、できるだけ市民の皆様の声をまず

伺ってやっていくということが基本であろうと思いますので、そういう意味で市民参画

の姿勢は市長部局としては進めていきたいと思いますし、教育委員会サイドでもそういっ

た姿勢でやっていただきたいということは、これまでも申し上げておりますが、これか

らも引き続き申し上け.ていきたいというふうに思う次第であります。

O副議長 (竹ノ上武俊君) 出沼恵美子君。

05番 (出沼恵美子君) ありがとうございました。

人権尊重教育を、それなりの努力をしているということで、それは現場の先生たちも

一生懸命やっていらっしゃることは私もわかるんです。けれども、この請願の 1項目白

は、小中学校の現場だけではなくて、東京都の通知の内容、教育委員会の中でも徹底し

てもらいたいということも触れられているんです。

教育委員会の中で、もし徹底をしていたら今度のような差別発言というのがなかった



んじゃないかというふうに思うんです。その発言については、もう前教育長が、差別が

あったということがよくわかって本当に申しわけなかったということで謝罪をしていらっ

しゃいますので、そのことはもう私は言いませんけれども、これから、そういったこと

があったということを受けて教育委員会で市民の方がこれだけ問題にしていることを、

市民の声を聞くという姿勢を持っていただきたいのです。

今も教育長が、なお全力で行うという姿勢が基本だというふうにおっしゃったんです

けれども、そのことを請願が、まさしく同じことを言っているわけなんですよね。です

から同じ姿勢のものをなぜ不採択にしたのか、どうしてもわからないんですが、その辺

もう一度教育長にお伺いしたいんです。

今思えば、どうなんでしょう。不採択にしたのは、ちょっとまずかったと思っていらっ

しゃらないでしょうか。ぜひお願いします。

O副議長(竹ノ上武俊君) 教育長。

0教育長(有元佐興君) 請願についての姿勢の問題も含めまして申し上げたいと思い

ます。

今までの請願は結果が出ておりますので、このことについて云々申し上げる立場には

ございません。しかしながら、今後の請願についての姿勢をあえて申し上げるといたし

ますならば、請願が出た場合、これは当然のこととは思いますが、請願の出た個人また

は団体に文すして積極的に接触を深め、そしてその言わんとする背景も含めてそれを掌握

しながら教育委員会の席上にその請願が出るよう、出て十分な審議がなされるよう努力

したい、かように思っております。

0副議長(竹ノ上武俊君) 出沼恵美子君。

05番(出沼恵美子君) 教育委員会、皆さん傍聴したことがあるかど、うかわかりませ

んが、教育委員会に請願が出されますと、請願代表者が意見を言えるんです。 10分間と

いうふうに限りがありますけれども、議会ではそういったところがないので、本当にそ

のことは聞かれた教育委員会だということで、私もいつも傍聴するたびに、いいなとい

うふうに思っているんですが、ぜひ今後、市民の方から請願など、また出るかわかりま

せんけれども、出たときには、ぜひそういった真剣に耳を傾けるという姿勢でお願いし

たいと思います。

先ほどの指針のところで、もう一度再質問を。指針の方のお答えが、今後つくるかど

うかというはっきりしたお答えがなかったんですが、再質問の方でお願いしたいと思い

ます。



きちんと人権教育がなされているのでというお答えだったので、特別、指針はつくら

ないという参事の方のお答えで、そうだったのかなと思うんですが、荒川区や墨田区、

川崎市、横浜市などでは、在日外国籍の子どもたちへの配慮の指針や資料というのが作

成されていますが、その中で、荒川区教育委員会から在日韓国 ・朝鮮人の保護者に本名

通学を呼びかける手紙というのがあるんです。その一部をちょっと読み上げてみたいと

思います。

在日韓国 ・朝鮮人の保護者の皆さんへ。荒川区教育委員会。一一前段を省略して一一

氏名は個人を強調するものであり、人種、民族、国籍の別とは関係なく本名を使うこと

が自然であると考えます。日本社会において人種、民族、国籍を意味することによる偏

見や差別が残っているため、本名を名乗ることに大きな勇気が要ることも事実であると

考えております。しかし、在日韓国 ・朝鮮人の保護者の皆さん、お子様をどうか誇りを

持って本名で入学させてください。区教育委員会は、本名を名乗ることによって起こる

偏見や差別を許さないよう指導の徹底に努めます。一一こういう手紙を送っているんで

す。

日野市では、保護者の意向を聞いてそのとおりにするというふうになっているそうな

んですが、それぞれ事情はあるかと思いますけれども、学校の現場ではそういう差別は

絶対にしないので本名でぜひというような、そういった断固とした姿勢というのが、強

制はできなし、かもしれませんけれども、姿勢としてわかっていただくということが必要

なんじゃなし、かと思います。

また、民族のアイデンティティーを尊重するためにノルウェーでは母国語の保障とし

て保護者がコーチとなって有償で学校で教えているそうです。日本の方がノルウェーに

行ったときに日本語の教師がいなかったので、お母さんが教師になってお金ももらって

教えたという話を聞いています。母国語の保障や民族学習を、社会人講師を使って行っ

たり、そのような自主的な活動を支援することも考えてほしいと思います。

先ほど伊藤参事が述べられました日野市教育委員会の教育推進施策にある国際理解教

育の推進には、日本人として外国の生活や文化を理解するということはうたわれている

んですが、外国籍の子どもたちが日野市の学校に通っているという現実の視点がないん

です。前教育委員長の発言問題で、市民の皆さんが教育委員会に対し要望書や請願を出

し、また教育委員とも話し合いを何度か続けています。そういった市民の方の声に真剣

に耳を傾け、差別のない教育を実践するために何らかの形としてあらわして、市民の皆

さんの思いにこたえることが必要だと思います。そのために、ぜひほかのところで出し



ているような指針なども参考にしながら、日野市独自の指針をつくってほしいと思いま

す。この指針について、政策的な判断ですので、ぜひ教育長のお答えをお願いいたしま

す。

0副議長(竹ノ上武俊君) 教育長。

0教育長(有元佐興君) ただいま、本名で学校に登校するという、これは恐らくは在

日韓国及び朝鮮人の問題に関連してのことだろうと思っておりますが、今、事例で出さ

れました荒川区などにつきましては、大変人数が多いということもありまして、いろい

ろの課題が多く出ているところもあって、こういうふうな姿勢を具体的に文章で示した

ものだろうというふうに思っております。

特に学校において本名を使うということにつきましては、出席簿及び卒業証書、この

問題が大きくかかわってきております。この問題につきましでも、本市においては、も

ちろん教育委員会から文章をもって各家庭に連絡はとっておりませんが、それぞれの個々

の問題としまして学校サイドで個々の子どもたちに、保護者に対してこの問題について

は指導しているものというふうに理解しておるところです。

しかしながら、日野市の学校においても、現在、 50名の小中学校の外国人籍を持った

子どもたちがおります。その中で一番多い子どもたちが中国籍を持った子どもたちだと

いうことになっておりますが、今後この問題につきましては、事務局サイド¥それから

校長会とも検討いたしまして、どのようにすれば本名をもって堂々と学校に通うことが

できるかという意識改革を保護者に求めることができるかということを含めて検討して

みたし、。かように思っております。

0副議長(竹ノ上武俊君) 出沼恵美子君。

05番(出沼恵美子君) 本名のことだけではなくて、ほかにも外国籍の子どもたち、

自分たちの民族のアイデンティティーを守るということで母国語とか民族学習、そういっ

たものに支援をするとか保障をしていくとか、そういったいろいろのことも含めて、今

の教育施策では、日本人としてどういうふうに国際理解を進めていくかという、国際社

会に生きる力をはぐくむということで、日本人としての視点で書かれているんですね。

ですから今はもう日本人だけが日野市内の市立小中学校に通ってるわけではありません

ので、そういった外国籍の子どもたちに対しての配慮とか指針というのが、やっぱり必

要なんだと思うんです。実際の現場ではいろいろ御苦労されて心を砕きながらやってい

らっしゃるというのはわかるんですけれども、教育委員会全体としてそういう指針を、

まあ荒川区では人数が多いということだったんですが、日野市でもこういう市民の皆さ
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んがそうい った声を多く 、発言がきっかけだったわけですけれども、それによ ってたく

さん活動を始めて教育委員会にもたくさん請願も出され、 いろいろ話し合いも重ねら才k

要望書なども出されて、みんなで一緒に何とか日野市の教育差別がないようにやってい

こうということで、市民の皆さんも一生懸命勉強して考えて働きかけているわけですか

ら、それに対して何らかの形で、きちんとやっていくと いうことを示すと いう ことが必

要なんだと思うんです。ですから、ぜひ指針として、それを形にしてつくってもらいた

いというふうに思います。

もう一度、具体的な指針をぜひお願いしたいんです。

O副議長(竹ノ上武俊君) 教育長。

0教育長(有元佐興君) 何らかの形でというお話がありましたので、本市における教

育委員会の教育目標等も含めま して、その中でどのように検討することができるか、入

れるこ とができるかということについては検討してみたいと、かよ うに思っております。

O副議長(竹ノ上武俊君) 出沼恵美子君。

05番(出沼恵美子君) はっきり指針と いうふうにはお答えいただけなかったんで・す

けれども、検討をしていただくということで、ぜひこれから真剣に市民の皆さんの声を

聞くということを本当にお願いしたいと思います。

これで私の質問を終わります。

0副議長(竹ノ上武俊君) これをもって 5の3、外国籍児童 ・生徒への配慮指針づく

りをの質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

O副議長(竹ノ上武俊君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0副議長 (竹ノよ武俊君) 休憩前に号|き続き会議を聞きます。

午前11時20分休憩

午後 1時12分再開

一般質問6の l、市民の中から一芸に秀でた人材を発掘し、市民に紹介して学習がで

きるようなシステムを確立しようの通告質問者、田原茂君の質問を許します。

(17番議員登壇〕

017番 (田原 茂君) それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。

なお、公明改めまして公明党の田原茂と いうことで、今後ともよろしくお願い申し上

-149-



げたいと思います。

私は、ことし 2月の市議選を通して、詩吟をされている壮年の方と知り合いになりま

した。その方は、全日本詩吟道連盟理事、日野支部長という重責を担っている方であり

ます。その方から詩吟のお話をいろいろと伺う中で、精神修養という観点でも、青少年

にもぜひとも教えてあげたいとのお話を伺いました。昨今の三面記事をにぎわしている

中学生や高校生の事件を見るにつけ、今の教育には精神的なものが欠けている。詩吟を

通して何とか青少年に精神的な糧を提供できれば、これほどの幸せはないと訴えておら

れました。

また、詩吟は脳を刺激してぼけを防止することができるし、腹式呼吸で内臓を活発に

ならしめて食欲増進を図ったり、大きな声を出すことによって自律神経の調整に役立ち、

ストレスを解消するという効果もあるそうであり、青少年に限らず高齢社会に向け、ぼ

け対策としても広く気軽に詩吟を楽しんでもらいたい。そのために自分が役立つならば、

もちろん報酬など求めず全くのボランティアとして詩吟というもので社会に貢献したい

のだと、熱っぽく語っておられました。

9月下旬ごろでしょうか、とりあえず教育長と生涯学習課長には引き合わせて、何か

機会があれば、こういう奇特な方の御希望を何とかかなえてあげてくださいと、私から

もお願いをしたところであります。しかしながら、先日、路上でばったりその人にお会

いしたところ、その後、市の方から何か連絡はありましたかとお聞きしましたところ、

もうナシのつぶてで、すと非常に残念な、また悲しい顔をされていたのが強く心に残り、

今回の一般質問をするきっかけになったわけであります。

先ほども申し上げたような一芸に秀でた人というのは、結構いらっしゃると思います。

定年退職をされて、 それまで趣味でやってきたものを本格的にやり始めて、人にも教え

たいと思う人は結構いらっしゃると思うのであります。そのような一芸に秀でた人を発

掘し活躍の場を与えることにより、逆にぼけ対策にも生きがい対策にもなります。高齢

者対策は、何もデイサービスセンタ一等の福祉施設をつくることだけが対策ではありま

せん。もちろん施設をつくることも当然、 重要ではありますが、このような趣味を生か

しての生きがい対策をどう市が、また行政が、コーディネー卜をしていくかということ

もまた重要な、ある意味での福祉対策となるはずであります。そのような仕組みを一日

も早くつくってほしいという趣旨から、何点か質問をさせていただきたいと思います。

まず第 1点目は、日野市の生涯学習の制度としての現状はどうか。

第 2点目は、今後の生涯学習の展開について教えていただきたい。
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第 3点目は、生涯学習センター設置構想などは考えているのかどうか。

まず、この 3点からお聞かせをいただきたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 田原茂君の質問についての答弁を求めます。生産学習部長。

O生涯学習部長 (松橋瑛子君) ただいま 3点、御質問をいただきましたので、順次お

答えさせていただきます。

まず 1点目でございます。日野市の生涯学習の制度としての現状はどうかということ

でございます。

平成 2年 6月に生涯学習に関する初めての法律が制定されました。生涯学習の振興の

ための施策の推進体制等の整備に関する法律です。略称、生涯学習振興法ができたわけ

でございます。それ以前に文部省は、昭和63年に社会教育局を生涯学習局に組織がえを

いたしまして、平成2年8月には東京都が社会教育部を生-涯学習部に改組しております。

こうした流れを受けまして、日野市におきましでも平成8年 4月に社会教育部を生涯

学習部に、社会教育課を生涯学習課に、体育課をスポーツ振興課として組織を改正し、

生涯学習社会への実現に向け取り組みを始めたところでございます。同年の 7月には、

日野市文化 ・スポーツ振興協会を設立いたしまして、学習情報の提供と文化 ・スポーツ

の助成を行ってまいりました。

平成9年度には、新たに生涯学習振興事業経費を予算化するなど、生涯学習に関する

取り組みを進めてまいりました。主なものにつきましては、生涯学習部内に生涯学習推

進検討部会を設け、生涯学習に関する市民意識調査など実施してきたところでございま

す。そして本年8月に日野市生涯学習推進本部を設置いたしまして、市長を本部長とし

ます全庁挙げての組織体制がやっとここで整ったところでございます。

2点目でございます。今後の生涯学習の展開についてでございます。

先般実施いたしました生涯学習に関する市民意識調査でも、今後の学習希望が「ぜひ

やりたいJr条件が整えばやりたし、」というのを含めまして85.2%の方が学習を希望し

ている状況でございます。先ほど申し上げましたとおり生涯学習推進本部を中心といた

しまして、平成12年9月をめどに生涯学習推進計画を策定するための、今、準備を進め

ているところでございます。

この推進計画は、市の基本構惣・基本計画を基礎といたしまして、立案されるべき性

格を持っております。ですから、現在見直しを進めております2010年プランの一部をな

し、その理念や目指すものとの整合性を図りつつ、計画策定の初期の段階から市民とと

もに作業を進める予定でございます。



3点目でございます。生涯学習センターの設置構想でございますけれども、これにつ

きましては、確かに生涯学習センターを設置しまして市民の学習活動を援助するという

ことは、重要な行政課題であるとは認識いたしております。しかし、現在の厳しい財政

状況から判断しまして、単独の機能を持った施設を建設するということは非常に難しい

状況にございます。したがいまして、複合的な施設に多様な機能を持たせることができ

ないか、また既存の施設をリニューアルして、もっと聞かれた施設として使用できない

か等々、まず現状の洗い出しから始め、従来の学習施設として位置づけられていなかっ

た施設も含めまして、活用を今後考えていきたいというふうに思っているところでござ

います。

以上でございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 田原茂君。

017番(田原茂君) どうもありがとうございました。

今の答弁をお聞きいたしまして、ようやく体制が今、整ってきたところかなと、こう

いう段階かなと、こんな印象でございます。実質的には、これからが本格的な行政とし

てのこの生、涯学習についての本格的な取り組みなのかなと、こんなことを印象として持っ

たわけでございます。

逆に考えれば、これからの市民ニーズというものにしっかりとこたえられるような、

そういったすばらしい生涯教育としての仕組みを、この2010年プランとの整合性という

ようなお言舌もございました。その中で、しっかりとそんなものをまたつくっていってい

ただきたい。これからだなということでの受けとめをさせていただいて、これからの期

待ということで要望させていただきたいと思っておりますけれども、 1点だけその中で

質問した中でもありましたが、生涯学習センターという、こういった構想というものに

ついて、事務担当者としては今現在の財政状況では大変厳しいという中で、考えも及ば

ないというような感じなんでしょうか。

よくわかるんですけれども、構想としては、今、財政的にも厳しいのはよくわかって

いるんですが、やはり将来、ある時期にこういったものをやるんだというような、構想

というものだけでも持つべきではないのか。市内の中でも幾っか市有地として、候補地

というんでしょうか、そういうところも、あえて挙けませんけれども、幾っかあると思

うんです。また、中央図書館も今建て替えの時期に入りつつあるというようなことを考

えますと、中央図書館との生涯教育というような観点での合築構想とか、そんなものも

担当のデスクに行きますと、そういう課長さんとか会長さんなんかが結構そういう構想
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を持っているような話をされます。それが、なかなか上の方にきちっとして上がってき

ていない。また、上がってきても公表できないのかもわかりませんが、そういう話をよ

く聞くわけですが、そういったものをある程度まとめた形での、今、何らかのそういう

構想的なものは果たしてあるのかどうか。こういったものは助役さん、どうでしょうか。

そういったものは今お持ちなんでしょうか。生涯学習センター構想というようなものは

何かあるんでしょうか。

0助役(小俣雅義君) 今、厳しい御指摘がございます。確かに施設整備、いわゆる箱

物については今ほとんどが実現ができないという状況であるわけですが、今言われた生

涯学習センター構想、あるいは第3次基本構想・基本計画の中には、生涯学習情報セン

ターというような位置づけで、前半調査、後半検討という、ちょっと漠然とした形で位

置づけはされておるわけです。

いま、るる御指摘の中で、 その必要性というのは確かに認めるところでございます。

また、図書館の建て替え構想、これらと複合的な機能を持たせながら、言われるところ

の生涯学習センターの機能が実現できればということを考えているところでございます。

今の状況の中では、もうしばらく時間をいただきたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 田原茂君。

017番(田原茂君) ありがとうございました。

大変苦しい答弁の形であれだったんですが、要するに市民の方からすれば高齢社会に

対するいろんな市の対策というもの等を含めて、しかしそれだけでは;ないのですね。やっ

ぱり生涯教育というものも先ほどの答弁の中に、 85.2%の方がそういう意味での学習意

欲を持っていらっしゃる。また、これから高齢社会になっていく中では、こういったも

のをうまくそういった高齢化社会の中での位置づけというものも非常に重要な位置を占

めてくるということを思いますと、この生涯学習センタ一的な構想というものは、やは

りある程度の市民にビジョンとして夢を与えるという意味でも、構想というものを、あ

る程度のものをやはり一円も早く示していただきたいなということを強く要望させてい

ただきたいと思います。

それでは最後の質問になりますが、きょうの質問のタイトルであります、市民の中か

ら一芸に秀でた人材を発掴し、これは人材登録事業とでも名づけましょうか、また市民

の学習の機会に派遣をするという人材派遣事業というような名前でしょうか、こういっ

た制度を早急に確立してほしし、。こういう観点から、これについてのお考えをお聞かせ

いただければと思います。
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0副議長 (竹ノ上武俊君) 生涯学習部長。

0生涯学習部長 (松橋瑛子君) 4点目の質問でございます。人材登録事業と人材派遣

事業の制度を早急に確立してほしいということでございます。

確かに今日、人生80年時代を迎えまして、人々が生涯のいつでも自由に学習機会を選

択して学ぶことができ、そしてその成果が適切に評価されるような社会が、まさしく生

涯学習であると思います。学習の成果を地域や社会に生かすことができれば、 地域の活

性化にも結び、つくんではなし、かというふうに考えているところでございます。議員さん

のおっしゃるとおり、市民の方々に人材登録をしていただき必要とする方へ派遣をする

という制度は、今まさ しく求められている制度であろうと認識しております。

したがいまして、まず私どもの方では、市の職員から率先して生涯学習の担い手とな

り、新たなサービス展開を図ることから取り組みを していきたいというふうに考えてい

るところでございます。具体的には、平成11年 4月から日野21世紀未来塾という事業を

スター トさせる予定でございます。事業の内容は、市民団体が主催します学習講座に講

師を派遣すると いうもので¥まず‘二つの講座から開始をいたします。

一つは、市の行っている仕事の中で、市民の方が聞きたい、知りたい、そういうよう

な内容の講座を市の職員が出向いてお話をするものでございます。

もう一つの方は、職員が持っております専門性、資格、特技を生かす講座でございま

す。これは職員の全くボランティアで実施するものでございます。

当面、この二つの講座で始めますが、今後、 順次、大学入高校といった教育機関の方々

や警察、消防、税務、保健等の公共機関の職員の皆さん、さらには民間企業の在勤者、

在住者の市民等の方々へ人材を講師と して派遣する方向へ発展していきたいというふう

に思っているところでございます。現在、その準備を庁内で始めておりますが、各課、

各職員の調査を実施しているところでございます。

以上でござ います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 田原茂君。

017番 (田原茂君) どうもありがとうございました。

まず、前段の取り組みとして、職員を講師と して派遣する事業を来年度から実施する

とのお話を伺いました。27市中では 4番目のスタ ー卜 とも聞いておりますけれども、こ

のような事業をスター 卜されるということは、大変画期的なことではないかと思ってお

ります。全国的にも、このいわゆる出前講座と いうんで しょうかね、こう いったものは

大変好評を博しているようであります。とかく市民の目は、行政に対して大変厳しい も
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のがありますが、こうして行政側がみずから市民の中に入り、市民とひざ詰めで対応す

ることによって、市民と行政との聞が縮まり、より身近な役所として市民に定着される

ことが予想されます。来年度実施まで1、さらに創意工夫をして、より市民のニーズに

こたえられるような職員派遣事業にしていっていただきたいと要望させていただきます。

そして、徐々に職員から大学、高校、警察、消防等の他の公共機関の職員へと拡大し

ていく中で、市民へも講師として登録してもらえるようなシステムへと発展させていき

たいとのお話がありました。ぜひともそのような方向で、頑張っていただきたいと強くお

願いをしておきたいと思います。

私は、去る10月19日、岩手県盛岡市に行政視察に行ってまいりました。テーマは、生

涯学習人材サポーティングシステムという、やはりこれも一芸に秀でた人材を発掘し登

録して、市民の学習の機会に派遣するという人材派遣事業を行っている先進市でありま

す。盛岡市では、平成4年度からこの事業をスタートさせ、平成9年度実績では120人

の方々の市民を講師として派遣をしているそうであります。盛岡市のこの事業を、この

機会に少し御紹介をさせていただきますと、参考にしていただきたいと思うんですけれ

どもね。

ーっとして、派遣対象及び内容というのがあって、 10人以上の団体 ・グループに対し

て年間2回、 2年聞を限度として指導者を派遣する、こういう内容なんです。 1回の派

遣時間は 2時間程度を目安としている。ただし、市から他の補助金を受けている団体や

営利目的及び特定の政治 ・宗教に関するものは対象外とする。これは常識的なことです

ね。

また、学習の内容は、教養関係、芸術文化、スポーツ ・レクリエーション、家庭生活、

趣味関係、職業関係、市民生活・国際関係等と、ほとんどのジャンルにわたっているん

です。

派遣に要する経費としては、指導者への謝礼金は市が予算の範囲内で負担をする。具

体的には、平成9年度では講師への謝礼として、市が 1人につき7，400円の予算を組ん

で実施しているんだと。平成10年度では若干のアップで7.800円を支払っていると、こ

ういう内容であります。

交通貨 ・食費等は、必要な場合は主催団体で負担をする。派遣指導者については、派

遣する指導者は本人材登録事業の登録者とすると。指導者登録の方法及び条件として、

登録を希望する布は教育委員会の人材登録申込古を提出する。登録者には登録証を交付

する。登録者の情報は「指導者ガイド」等に掲載し、市民への情報の提供をする一一こ
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れが、その指導者ガイドです。ここには904名の方々が登録されているんです。この分

野たるや、先ほども申し上げましたが、生涯学習一般から人文、社会科学、自然科学、

産業技術、芸術文化、体育、スポーツ・レクリエーション、家庭生活、趣味、市民生活、

国際関係、ほとんど何でもござれと、こういうような感じで市民に広く人材登録を呼び

かけているんです。

この内容も、もちろん載せてほしくないという人もたまにいらっしゃるんですが、ほ

とんどはもう全部載せているんです。つまり指導分野はどういう分野なのか。趣味はも

ちろん生年月日、現住所、勤務先から、電話番号から、指導対象としては成年向きなの

か、高齢者向きなのかとか、指導も、指導可能な曜日だとか時間帯とか、それで資格が

ある方は資格の有無とか内容とか、こういうふうに、もうほとんどその人に関すること

が全部載せてあるということなんです。

それで、これは条件としては、盛岡市に住所を有することだけが条件なんです。あと、

資格は関係ないんです。あればあったでそれはいいんでしょうけれども、伺かやりたい

という人は全部拒まずに全部登録しちゃうんです。いろんなのがあります。ユニークな

のは、こんなのもあります。

例えば、これは高齢者教育一般というジャンルなんで、すが、「人生漫談Jr高齢者の役

割Jr長生きするためにJrいっこの日が来てもオーケー」なんて、こんなこともやると

いうことなんですね。内容は定かじゃありませんが。 もちろん先ほど申し上げた詩吟な

んかもきちっと入っています。資格なんか、本当に免許皆伝とか、何とか師範とかいう

方も当然登録をされていらっしゃるんです。青少年からお年寄りまで全階層としてやり

たいという、こういう内容です。さらに、こんなのが一一「コーヒーの楽しみ方」とか、

本当にいろんな分野があるということを御紹介をしたいわけなんです。

もう一つは「旅を楽しむコンサルタント」、こんなのがあります。この人はどういう

資格を持っているかというと、中学、高校教員免許とかですね、農業改良普及員とか花

を愛でる会幹事とか、全然内容と関係ない資格なんですよね。だけれど、こういうとこ

ろでやりたいという方は全部登録をさせるということなんです。登録をさせるというこ

とで、何かやりたいという人のニーズにこたえて、それでこういった指導者ガイドブッ

クに904名載っているんですけれど、これを公共機関に全部置いてあるんです。市民が

身近なところでこれに常に触れながら「あ、私はこれを聞きたいわ」というと、すぐそ

れで市に申し入れをして派遣してもらう。こういうシステムを完壁に盛岡市ではシステ

ム化している。大変市民からも好評を博している。こういったぐあいに予算が足りない



ぐらいだと話していました。そんな話もありましたけれども、そんな形で実証されてい

るということを御紹介方々、参考にしていただければなと、こういうふうに思ってお話

をさせていただきました。

これの財政的な負担はどうかといいますと、先ほども申し上げたように120人の講師

印刷費。それで、平成9年度実績では 1人7，400円ですから、これを単純に掛ければ88

万8，000円の予算。これはもう l回印制してしまえば追加でどんどんやっていくだけで、

ほとんど印刷等のお金はかからないということですから、百万円足らずで、この人材登

録制度ができているということなんですね。そんな意味で、これはやはりいろんな意味

で、やる気さえあればこれは本当にできる事業だなというふうに、こんなことを見ても

わかるわけでございます。

新聞でも、 12月2日の新聞では、八王子市で、も今度やるそ うですね。講師登録制度を

導入と書いてありますね。「市民参加の生涯学習を担って」と報道されておりました。

そういった意味では、我が日野市でも一日も早くこのような制度を導入してほしいわけ

でございますが、 1点だけ再質問ですが、先ほどの答弁で、順次、)1聞を追って実施した

いと、こういうようなかなり前向きの御答弁がいただけたわけですが、順次といっても、

平成何年度ぐらいを目安に私たちは考えていったらいいんでしょうか。平成何年度を考

えているのか。

0副議長(竹ノ上武俊君) 生涯学習部長。

0生涯学習部長(松橋瑛子君) 先ほども答弁させていただきましたけれども、なるべ

く早い時期に導入していきたいなというふうに思っております。具体的な時期といたし

ましては、生涯学習推進計画がスタートします平成13年4月を目途に事業の拡大に努め

てまいりますが、何分にも市民の要請に応じて派遣をするという紹介制度ですので、受

け手と市民の需要の方も並行して掘り起こしていかなければならないというふうに思っ

ております。そのため、目標年次を何年というふうに定めましでも、どこまでが達成か

というような、完成の時期ができるような性格のものではございませんので、広がりの

ある事業ということで、将来的には活躍の受け皿を整備して、日野市の人材パンクとし

て機能できるよう努力はしていきたいというふうに思っています。できれば、市民や職

員が一芸を担える日野市を目指したいという巧ーえは持っているところでございます。

以上でございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 田原 茂君。

017番(田原茂君) どうもありがとうございました。
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大体の目安は平成13年4月というような、あらあらの話もいただきました。ぜひそれ

に向けて、こういう事業、非常に、本当に市民の方々は、ある意味では待ち望んでいる

というか、登録したい、聞きたい、こういう両方のニーズを本当にもうこれは市民の中

に言わずもがなで、これはある程度あるということは目に見えているわけですから、あ

とはシステム化するだけでございます。そういう意味での一日も早い実現を再度お願い

をしておきたい。

最後に、市長よりお考え等ありましたらお聞かせください。

O副議長(竹ノ上武俊君) 市長。

0市長(馬場弘融君) 田原議員より大変夢のある、聞いていて、この不景気の中であ

りますが、やる気が出るといいますか、大変すばらしいお話を伺ったわけでありまして、

市民の中から一芸に秀でた方を発掘をして、それをまた市民に紹介をしてお互いが学習

ができるようなシステムをつくってほしいということでございます。

今、生涯学習部長とのやりとりを拝聴しながら、私もつい先日、西東京雑学大学とい

う、これは保谷、田無の方の方が自主的におやりになっている大学で、毎週日曜日の午

後 2時間、あらゆるジャンルの講師を呼んで、やっています。そこに 1回呼ばれまして、

新撰組と多摩の自治について話をしなさいといって、 1時間ほどしゃべってきたんです

が、このことを思い出しますが、行政じゃないんですね、これは。まさに文化協会とい

いますか、そういった方々が自主的におやりになっていて、しかも講師になる方がみん

な無料で行くんですね。むしろ無料だけれども、登録してもらって呼んでもらうことを

誇りに しているというようなところがありまして、講師の中には政治家では大臣だとか、

ああいう方もいらっしゃいましたし、各大学の有名教授がずらずら名を連ねておりまし

たし、非常にユニークな構想を持っておりまして、私はそこに行って、逆にその仕組み

をぜひ日野で役に立てられないだろうかというようなことを思ってまいりました。

思い返しますと、生涯学習の部門では部門として、いろんなステップがあるわけでご

ざいますが、現に例えば市民自治学園というのが、私ども非常によいシステムとして持っ

ております。もう少しこれを拡大発展させて大学的なものにできないだろうかなという

ようなことを、今、こちらは企画部門でございますけれども、話をしているところであ

ります。

よくお話が出ますけれども、行政が何から何まで、仕組みをつくって面倒を見てという

んじゃなくて、できるだけ背後に日|っ込んでといいますか、事務局というか、コーディ

ネータ一役だけはしっかりと務めるけれども、運営とか、先生方にしても、みんなでき

。。



るだけ市民の皆さんが自主的にやっていただくというふうな仕組みがつくれれば、まさ

にこれからの市民自治を進める上でも非常にいいし、それぞれの方々の、これはぜひ伝

えたい、これはお話し申し上げたいという方々の意欲にこたえることもできるであろう

というふうなことも考える次第であります。

そういう意味で、生涯学習部の考え方ともうまいぐあいに整合をさせながら、今議員

御指摘の何とか一芸に秀でた方々の能力なり知恵が、市民の多くの皆さんに紹介できる

ような、そしてまたそれが生きがいの高揚につながるような、そういった仕組み、シス

テムをできるだけ早くつくるように指示をし、私も努力をしていきたい。このように感

じた次第であります。

0副議長(竹ノ上武俊君) 田原茂君。

017番(田原 茂君) どうもありがとうございました。

生涯教育のテーマは、冒頭申し上げたように、高齢社会に向けての生きがい対策とし

ても重要なウエートを占めてくるとも思います。そういった意味で、この事業、本腰を

入れて、さらに力強く取り組んでいただきたいことを強く要望して、この質問を終わり

ます。

0副議長(竹ノ上武俊君) これをもって 6の1、市民の中から一芸に秀でた人材を発

掘し、市民に紹介して学習ができるようなシステムを確立しようの質問を終わります。

一般質問7の1、民と官についての通告質問者、夏井明男君の質問を許します。

(25番議員登壇〕

025番(夏井明男君) それでは、質問をさせていただきます。

民と官ということで、非常に大きな題になっています。いろいろな角度から論ずるこ

とができる、ある意味では永久の課題かもしれませんけれども、私は、ある一つの分野

に限って、その疑問点を中心にしながらお話をさせていただきたいと思います。個人的

な体験ですが、非常に強烈に残っている体験がありますので、お話をまずさせていただ

きたいと思、います。

学生時代に、自分のところの建物を登記をするために自分でやってみたことがありま

す。建物の表示登記、それから所有権の保存登記をやったわけですが、それで自分の汚

い字で、たどたどしい字で法務局へ持っていったわけですが、そこで一番ひっかかりま

したのが登録税で、当時、私が調べていった登録税はかなり低い額で、これでは登録税

の税としては足りないというふうに言われまして、どうしてですかということで、やり

とりをしました。やりとりをしているうちに担当の方は急に黙りまして、当初、例えば
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5万円で登録税が済むところが二十何万円というふうな形ぐらいの差があったんですが、

急に黙りまして、そのまま「それで結構です」ということで終わった経緯がありました。

後で調べてみますと、登録税の算定の仕方も、何を土台にしてやるかによって大分違

うわけです。私はそのとき非常に残念に思ったのは、その登録の登記官は、要するにそ

の方が来て一番いし、方法、サービス精神に徹すれば、安い方法でできる方法を開示して

やるのが普通ではないかというふうに思っていたことです。そういうことが実はほかの

ところでも伺遍か出てきています。

また、別の角度ですが、これは太平洋戦争中に、戦争中、 19歳、 二十歳前後で破片弾

の鉄片が肉に刺さって手術的に困難な状態になった方がいらっしゃるわけですが、だん

だん年齢とともにその傷口が痛み始めてきていた。ところが、この傷病関係の年金に絡

む病気の症状の何級、何級という認定が非常に厳しいものがある。何回か医者の診断書

を持って、社会保険庁になると思いますが、交渉をしても却下、却下ということで、 実

際に私もその方を見ていて、非常に症状が重くなってきているなということがわかるん

ですが、なかなか門がかたいということできています。

最近の大きな話でも印象的に残ったことですが、日本の外交官の方で、領事官を務め

た方ですが、やはり太平洋戦争中のユダヤの人をリトアニア方面で助けた方がし、らっしゃ

るわけですが、当時、ドイツと日本は同盟関係を結んでいた関係もありまして、そうい

うユダヤの難民の人にはパスポートを発行してはならないという通達を無視して、約

8，000人の方を救済した方がいらっしゃるわけですが、その方も、ごく最近にな って日

本の外務省と和解をした。こういうことがありました。

個人、個人のレベルでは非常に話が通るものが、国の段階になってくると、なかなか

人間的な感情の発露が出てこないということが現象としでもあるわけですけれども、あ

る意味では、制度の安定性、また公平性ということで、やむを得ない面もあるかと思い

ますけれども、やはり憲法でも公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者であ っては

ならないというふうなものがありますが、この「公務員は奉仕者であって」というとこ

ろが、今ほど、ある意味で問われていることはないんではないかというふうに思ってい

ます。どこまで奉仕をする精神でいくのか。民の繁栄があって、その後で官の繁栄がな

ければいけなし、。

ところが国のレベルでは、最近の省庁と業界との癒着問題、天下り等もありますが、

業界との癒着関係が、かなり民間の企業との接触のある官庁で無傷のところがないぐら

いに来ております。これは明治政府以来、ずっとこういうふうな現象というのはあると
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思いますが、かなり年々ひどくなってきているというふうに言わざるを得ないというふ

うに思っています。そういう中の一環として、日野市ではどうかということが後で提案

としてさせていただくわけです拡晶丘のやはり私も相談を受けた中の事例の中で、ちょっ

と疑問に思っている、これは国レベ‘ルの話ですけれど‘も、お話をさせていただきたいと

思います。

ちなみに、日野市の国民健康保険、年金を扱っている課の方の問題ではありません。

むしろ協力をしていただいて、どこまでその制度が適用になるかということを研究をし

ていただいたという経緯がありますので、そういうことを一つ申し述べたいと思います。

一つありましたのが、国民健康保険税の所得割の課税方法についての問題です。

私が相談を受けた方は、平ったく話しますと、ある方の物上保証人になりまして、そ

れで主たる債務者の、その方の企業の行き詰まりによって物上保証人としての責任を果

たさざるを得なくなったということで家屋敷を全部処分をしたわけです。強制競売にな

る前に任意競売で処分したわけですが、大半を弁済をしたわけです。その残余で今生活

をしている、こういう方なんですが、この保証人としての責任を果たすために、やむを

得ず今まで住んでいた家屋敷を処分して得たお金、その大半は保証人としての責任を果

たしたんですが、その処分した代金が、いわゆる国保税の所得割の課税方法の中では何

の考慮もされていない。要するに単なる譲渡所得の所得なんだということで、国保税の

所得割の中の一番最高限の金額で算定をされてきているわけです。

通常ですと土地の売買の譲渡所得というふうになれば、家とか土地を処分して新しい

家を買うとか、通常そういうことが考えられるんですが、そういうふうなところにまで

地方税法の 5条、 73条4号ですか、 その算定方式では、そこまで過酷になっているとい

うことなんです。

これが運用の問題で、日野市の条例規則等で解釈を本来の所得割の考え方の法的な趣

旨を考えて、むしろ私が述べたように物上保証人等の責任を果たすための譲渡の場合に

は違うんだというふうに解釈ができなし、かということで、研究をしてもらったわけです

が、 l朽の担当の方のお話ですと、やはり73条4号という算定方式が前提とある以上は、

非常に法律の解釈で運用はできないというお話が結論だったわけです。

私も、これは少し法の担旨からすれば過酷な話で、そういうことがまかり通るとすれ

ば現在のような不良気な中では、新|朗報道にもあるとおり競売物件が随分出ていますが、

そういう万々は大、ドこういうふうな事例になるんだろうかということが随分疑問に思い

まして、またなぜ匡|のレベルまで法律が上がってし、かないのかなというふうに思った次
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第なんですが、ところが734項の算定方法の中には、いわゆる専門家の言葉なので理解

がなかなか届かないんですが、旧ただし書き方式、それから本文方式、所得割方式の、

この三つの方式があるということで、資料をいただきましたけれども、算定の方式のあ

り方が各市町村によってどれを採用するかというのは、その市町村の主体的な判断に任

されている、こういうお話だったと思うんです。

それにしましでも、例えば所得割方式をとったとしても、こういうふうな矛盾が出て

くる部分については私は法の不備、あるいは法の運用の誤りというふうに思っているわ

けですが、その辺についての国の通達といいますか、解釈のありようというものはない

んですかというお話をしましたら、 一切ないということなんです。

東京都の方の担当の方にも実際に聞いてみました。そうしましたら、やはり市の担当

の方のおっしゃる話をそのままそっくりのお話だったわけです。それで、この点につい

ての矛盾をお話ししましたら、確かにそれはそういう意見もあるかもしれませんねとい

うことで終わったわけですが、その後、まだ理解ができませんので、厚生省の保険局国

民健康保険課の法制局を担当の方に人を通じて御意見を伺ったわけですが、やはり法的

にはそこに問題はあるでしょうと。これからの課題ですねというお話なんです。それで

は課題といえば非常に聞こえがいいんですが、これは明らかに欠点でありまして、早く

直していただきたいということでお話をしたんですが、非常に動きが鈍い。

私も市民相談としてこれを受けた方に、とりあえず分割払いでもう少し時間をかけて

矛盾が解消するまで、もう少し粘っていただきたいということで、 今その方には分割払

いでお願いをしています。

このように非常に動きが鈍い。むしろ解釈で、この運用はこういうふうに書いてある

けれども、この譲渡所得という意味は、実質的な所得を伴うものを譲渡所得というんだ

としづ解釈をして運用しても、何ら私は法的に違憲問題とか違法問題とかということは

私は起きないというふうに思っていますが、そうなっていない運用をされているという

ことで、やはり物上保証人となって責任を果たした人の生活実感というものをきちっと

とらえていない。そこに焦点があれば、私は知恵を絞って解決の方向に行くだろうとい

うふう に思うんです。そういう点では、最終的には国の法律ですが、やはり公務員は全

体の奉仕者であるとし寸、その奉仕者の意味をどれほど深く自分の母体の中にたたき込

んでいるか、その差がやはり出ているんではなし、かというふうに思っています。

それから、これは中身についての問題で、 1点と して提言をしておきたいのですが、

国民健康保険、国民年金の方の今、部門のお話をさせてもらいましたが、権利を取得す
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る市民として、都民として、国民として、自分の持っている権限、権利ですが、それを

主張し守るときに、今のような矛盾点とか問題点というのは、担当の方は随分御存じだ

ろうというふうに思うんです。そういう意味では、三多摩の市長会の中で要望として毎

年上がった要望がありますが、もう少し我々の生活実感から来る、例えば今のような問

題をやはり担当の方も具体的に知っているわけですので、そういうものを積み重ねて提

言をしていただきたい。確かに市の問題で=はないので、国の問題だといって しまえばそ

れまでなんですが、そう言わないで、こういうふうな矛盾点があるということも、市民

のために資料として集める。研究し、そういう作業もしていただきたいということが第

1点です。

それから、やはり最近の市民相談の事例ですが、この方は障害年金の関係の話になる

わけですけれども、ことしの春に相談がありまして、よくよく調べてみましたらば娘さ

んが障害をお持ちで、娘さんの老後といいますか、亡くなった後に世間並みのといいま

すか、不自由のない最低の生活でもという親心で年金を掛けてきたわけです。この方は

普通の年金ということで掛けてきたんですが、実は障害年金の適用該当者の方だったわ

けです。ですから、その方が資格の受給権を発見したときには、もう何十年もたってい

る話なんです。昭和49年3月1日には権利を取得をしているわけですが、それを知らな

いで現在までお母さんが亡くなるまで、お母さんは86歳ぐらいですが、亡くなるまでそ

の娘さんのために支払ってきた。最近、お母さんが亡くなってからそのことがわかった

ということで、これを、どういうことかということで調べて掛け合った経緯があります。

最終的にはどうなったかといいますと、通知が東京都知事から来たわけですが、国民

年金の障害福祉年金裁定通知書ということで、日野市を通じてこの文書が参りました。

そこには、国民年金の証書の番号と、それから権利、これは非常にあれなんですが、権

利取得の年月日と、それから支分権時効消滅期間ということで、昭和49年 4月から昭和

61年3月、こういうふうに書いてあるんです。「なお、障害福祉年金としての支払いは

ありません」と、こういう形になっているわけです。

この通知を見ますと、まず素人の普通の方ではわからない文面になっています。それ

で最後の方に、この裁定の内容に不服があるときはこの通知書を受け取った日から云々

というふうに、保険審査官に請求できる、こういうふうになっているわけです。

よく見ますと、支分権の時効消滅、要するにこれは時効消滅なので、あなたには権利

がありませんということなわけです。ところが、本体の支分権が消滅していますから、

基本権の時効は消滅はしていないということが明らかになったわけです。ですから、こ
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の人は昭和61年以降からは、それでは支給されるのかというと、そうではないわけです。

61年の 4月からこの名称が変わりまして、障害福祉年金から障害基礎年金という言葉に

なって、制度も変わったんでしょうけれども、管轄も変わったと思いますが、そういう

ことは一切書いてないわけです。

これを受け取った方は、自分が権利があるんだか、ないんだか全くわからないという

ことです。今は、まだ完全に終わったわけでありませんが、そうしますと逆に現在の平

成10年からさかのぼって 5年以内、ですから平成5年以降からの平成10年までのものは

時効で消滅していないので権利はありますと、こういうふうに読めるわけですけれども、

それもわからない。もう当然支払わなくてもいい49年3月以降から支払ってきた、それ

ではそのお金は返してくれるのか、返してくれないのか、これについては一言も触れて

いないということで¥この一片の通知書を見ただけでも、自分に大事な権利なんですが、

支払いをしてきたお母さんはいらっしゃらない。障害をお持ちの方だけですし、この通

知を受けただけでは何が伺だかさっぱりわからない。こういうふうなことが見えるわけ

です。

できれば、この方が権利がないというふうな形、取得をするということであればそれ

ほど具体的な、なぜ取得ができるのかという説明は要らないでしょうが、なぜ権利を失

うのかということについては、やはり丁寧に説明をしなければいけないというふうに思

うわけです。これは通常こういうふうな書式になっていますとか、これは大体そんなこ

といってもわかりますとかっていう声があるかもしれませんけれども、私はそういうふ

うに読めないわけです。担当の説明の方も、担当というのは東京都庁の方ですが、実際

に支払ってきた、権利がもう取得したのにもかかわらず、それを知らないで支払ってき

たお金はどうなんですかというふうに聞きましたならば、担当の間でも意見が分かれて

しまう。それはお返しをするんですという方と、障害がもう完全に固定をして完全に直

らなし、かと、うか見届けてから支払いますという、こ ういうふうな詑弁解釈だと思います

が、こういうふうにおっしゃる方もいる。

なぜこの問題を取り上げたかといいますと、さまざまな通知、得をする話といいます

か、そういうことについての申請書類の書き方とか、そういうことはやかましくあるわ

けですけれども、こういう角度から見て、こういうふうな文書を発送するような場が、

やはり日野市も行われていると思うんです。行われているというのは、こういうふうに

行われている場面、文書もあると思うんです。ぜひ検討していただきたいのは、こうい

うふうな権利を失うとか、あなたには資格がないとか、そういうふうな文書の発送につ
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きましては、それがどうしてなのかということをやはり担当の方からきちっと説明をし

ていただきたし1。そのぐらいの労があって、私はいいんではないか。むしろそういうふ

うにすることが、やはり親切な行政という立場から見ると、言えると思うんです。

今、官に対する風当たりが強いというふうに言われておりますが、個々の担当の方は

言葉遣いも丁寧ですし、これほどまで腰が低くてというふうに気の毒に思う場面もあり

ます。そういう意味では、かなり気を使って仕事をされているということはわかるわけ

ですが、文書の方はそのまま旧態依然として来ている文書が私は多いと思うんです。や

はり官の優越性といってはおかしいですが、そういうふうなものが散見いたします。

今、 1点、私は絞りましたけれども、権利を失う、資格がないとか、そういうふうな

場面についての通知書のあり方等が日野市においては、今私がお話ししたような類似例

がないかどうか検証をしていただきたいというふうにお願いし、提言をしたいと思いま

す。

以上です。

O副議長(竹ノ上武俊君)

長。

夏井明男君の質問についての答弁を求めます。市民生活部

0市民生活部長(宮本 寿君) 民と官ということで御質問をいただきま した。

事例といたしまして、国保の問題、年金の問題が内容になっておりました。確かに事

務の経過を私どもも担当課の方から承っております。 一つ国保の問題につきましては、

ただし書き方式ということで譲渡所得の特別控除がなされていないという事実がござい

ます。これは地方税法の運用の中で基本的に、このただし書き方式がとられるように定

められているところでございまして、日野市のように国保税を 4方式一一一所得害IJ、均等

割、資産割、平等割というような方式で定められているようなケースにおきましては、

この方式をとっておる27市中の24市が、このただし書き方式を採用しているというよう

な事情がございます。確かに議員がおっしゃるように事例によりましては非常に疑問を

感じるというところもあるわけでございますけれども、基本的な考え方の中で、譲渡所

得について国保税を所得に応じた税の負担をしていただくという意味におきましては、

理屈としては成り立っているのかなと。

事例によりましては、確かにおっしゃるような疑問点は生じるというような状況がご

ざいます。ひとつ私と.もも、今、権利の上で事情に即したというような提言をいただき

ましたが、そういう意味では私どもも日ごろそういうことで市民に不満を持たれないよ

うにという配躍は、できるだけ行っているところでございますが、 一つの事例で・申し上
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げますと、地方税法では資産税の方式におきましては、付加方式ということで市民税の

ように申告方式ではないわけでございまして、その付加方式の中で誤課税が発生した場

合には追徴も還付も 5年間の時効が定め られているわけでございますけれども、市が付

加をした中で誤りが生じたというような事例が時々出てくるわけでございます。市の一

方的な誤りの中で、 5年間で還付を法律に基づいて打ち切るよということは余りにも納

税義務者を無視した判断ではないかというような内部的な考え、また納税者からの指摘、

こういったこともございまして、これは市の独自の制度の中で返還金制度ということを

設けまして、 5年間さかのぼる、さ らに5年間、 10年間までは市の返還金制度の中で対

応しようというような市独自の制度を設けているようなわけでございます。

行政のいろんな分野の中で、市民の方に十分な納得がいただけないような部分もいろ

いろ出てこょうかと思いますが、判断の根拠等を十分市民の方に説明いたしまして、御

理解を得られるように今後とも努力してまいりたいというふうに考えております。

0副議長(竹ノ上武俊君) 夏井明男君。

025番(夏井明男君)

きました。

今、御丁寧に答弁いただいて、 具体的な事例まで触れていただ

私は、民と官ということで今お話をさせてもらいましたが、大きな組織と個人の権利

関係というふうに置きかえてもいい側面かなというふうに思っています。市役所という

大きな官庁組織と、 一個人という形の関係ということはあると思いますが、そういう現

象から見れば、大銀行と預金者の一立場、大生命保険会社、大損保保険会社との一消費

者としての個人の立場、約款等でもかなり、いわゆる消費者の視点ということから、さ

まざまに権利の薄くな っている部分についての声が上がっているわけですが、そういう

観点、もこれから見直しをされてし、く時代に入っているというふうに思います。私は一方

的に官がというふうな対立形式で申し上げましたが、それ以外に大きな組織と一個人と

いうふうな違う物の見方もあると思いますので、そういう物の見方も持っていただいて、

文書等の中身についてもこれからの課題として検証していただきたいというふうに思い

ますが、最後に、この辺のお考えを市長から御答弁いただければ幸いです。

0副議長(竹ノ上武俊君) 市長。

0市長(馬場弘融君) 夏井議員から、民と官、対応の違いについて、具体的に障害年

金あるいは国保税の算定の根拠、 基準、こんなことの具体例を挙げてお話があったわけ

であります。

前段で、さらに杉原干畝外交官のビザ発給のお話もありました。個人としてやったこ
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とと、組織としての官がやったこと、やろうとしたことが違っていたということの問題

だというふうに思いますが、確かに市役所も1.600名からの職員が働く大きな組織体で

あります。個人としては、この方の対応については何とかしてあげたいなという思いが

あっても、法あるいは条例に基づいて、こうせざるを得ない、苦しい対応をせざるを得

ないという場面が多々あろうかというふうに思います。

そういう中で、恐らく議員の御指摘というのは、例えばできなくても、現場の職員は、

こういうわけでだめなんですよというか、優しく、納得ができないかもしれないけれど

も、時聞をかけて説明をしてし、く、そういった職員としての対応が求められると。それ

が個人としての市の職員と、組織としての市の職員との聞をつなぐ大きなきっかけにな

るし、市民の皆さんの信頼にもつながるというふうな意味合いがあろうというふうに思

います。そういう意味で、議員御指摘の、あくまでも市民のレベルに立った物の見方を

して、市の職員は対応していくということは、これからも研修あるいは私どものお話の

中で職員に伝えていって、何とか官と民が全く軍離するということがないように、優し

い心ある対応ができるような、そんな市役所であり続けたいということで努力をしてい

きたいと思った次第であります。

0副議長 (竹ノ上武俊君) 夏井明男君。

025番 (夏弁明男君) 以上で終わります。

O副議長(竹ノ上武俊君) これをもって7の1、民と官についての質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(竹ノ上武俊君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 2時24分休憩

午後 3時13分再開

0議長(馬場繁夫君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

一般質問 7の2、小 ・中学校授業の公開を日常的にの通告質問者、夏井明男君の質問

を許します。

(25番議員登壇〕

025番 (夏弁明男君) それでは、引き続き質問をさせていただきます。

小学校、中学校の便業の公開につきましては、過去に私の記憶ですが、数人の方が質

問をされていると思います。一般質問でされた方もいらっしゃいますし、そのほかの場
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でお聞きした方もいらっしゃると思います。

私の場合は、日常的にというふうな言葉をあえてつけ加えさせていただきましたが、

ふだんの授業を父兄参観日ということであったり、運動会の行事であったり、学校の校

内の作品を集めてのものであったり、さまざま芯学校で工夫をしているわけですけれど

も、今、新聞やラジオ等でも、小学校、中学校の学校の崩壊ではなくて、学級の崩壊と

いうところまでの記事が掲載されています。現場の先生方も大変な苦労をされておりま

すし、また、各一般質問の中でも各議員の方が、この問題についていろんな角度から提

言もされ、提案をされてきている問題なんですが、私は一つは、ふだんの授業を地域の

方、また父兄の方が、日常的な、かみしもを着ないで、ふだんの授業を参観をしてみる

ことが一つのあり方ではなし、かというふうに最近思っております。

前に教育長の方で、ふだんの授業が父兄の方にも見えるような形のもののあり方とい

うものを少し述べていただいたことがありますが、当然、賛否両論があろうかと思いま

す。この公開の流れというものの沿革的なもの、それから教育の本質的なところから見

てどうなのか。危倶をされる点はどういう点なのか、それは単なる危慎で終わる話なの

か。豊富な教育長の現場のお話もあると思いますので、ぜひそれをお話をしていただき

たいというふうに思います。よろしくお願いします。

0議長(馬場繁夫君) 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。学校教育剖惨事。

O学校教育部参事(伊藤敏君) 今御質問がありました学校公開、授業公開でござい

ますが、これまでは日野市の場合は年間数日、そういう授業参観というような時間が設

定されておりまして、その時間に見にきていただくというようなことがほとんどでござ

し、ましTこ。

先ほど議員さんからお話しのとおり、日野市ではそういうことでは、やっぱり地域に

開いてし、く、市民に開いていくという学校経営としては不十分ではなし、かと。そういう

ことで、特にことしは 1週間、連続公開した学校がl校ございます。三日間、連続公開

した学校が2校ございます。

それから、これまでは自分の学校の研究発表会というのは、あくまでも先生方に対し

ての公開でございましたけれども、ある学校では、ことし保護者の方にうちでこういう

研究をして、こういう授業をして研究発表いたしますというような呼びかけをいたしま

して、 130人の地域の保護者の方々においでいただいた学校もございます。学校公開と

しては、まだその端緒についたばかりですが、学校を公開するということが今非常に重

要なことである。やはり学校に風通しをよくするということが非常に重要なことである
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と私どもは考えております。

中央教育審議会でも、いわゆる学校の硬直性、閉鎖性、画一性に対して大きな問題点

が指摘されております。そういう中で、学校を公開すること、聞かれた学校づくりをす

ること、そして学校経営連絡協議会等の地域の方と一緒にっくり上げていくこと、そう

いうことが指針として出されております。

日野市としても、ぜひ日常ふだんの授業を見ていただく。何月何日の何時間目の授業

を見てくださいということでなくて、ふだん、どの時間帯に行っても授業を見られる、

見せることができる、そういうような学校公開にしてし、かなければならない、そう思っ

ております。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 教育長。

0教育長(有元佐興君) 夏井議員から、学校を公開する、授業を公開するということ

について、教育長の実践を含めて少し話をというお話がありましたので、少々でありま

すが、私も実は学校の現場の校長としての経験がございますので、そのときの学校を開

いたと申しますか、授業公聞をいたしました流れを少々申し上げたい、かように思って

おります。

かつて私が赴任いたしました学校は、傘下の小学校が3校ありまして、その 1校の学

校の例をとりますと、全部が私の学校の学区域ではございましたが、実際に申し上げま

して45%の子どもしか本校には来なかった。来ていないという実情でございました。こ

れは、都会の学校でございますので、都会の教育環境と申しますか、私はこの都会の教

育環境として三つの問題をいつも申し上げておるんでありますが、 一つは、交通網が発

達しているということ、そして二つ自に、選べる学校が周囲に幾っかあるということ、

そして三つ目に、比較的保護者の方々が経済的に忠まれているという、こういう三つの

環境のある中で、私のおりました学校が、中学校として存在しておりましたが、この三

つの状況を充足させる地域の中で、具体的に申し上げまして45%ほどの子どもが私ども

の中学校に参っておりました。すなわち55%の子どもは、私の学校ではない学校に、具

体的に言いますと国立及び私立の学校に行っていたというふうな現状の学校に赴任をい

たしました。

なぜこのような状況にあるかということを身えましたときに、私といたしましては、

いろいろな条件があろうかとは思いますが、やはり中学校でございますので、巷間テレ

ビ、新聞、週刊誌等で言われておりますように、公立のlt学校はいじめの蔓延とか不登
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校が野放しであるとか、例えば多くの教員が平気で件:罰を行っているんではなかろうか

というような一般論的なマスコミ的な影響が、大変大きく影響していたんではなかろう

か、かようなことも思いました。これは、もちろん私が思ったわけでありますから、た

だマスコミの状況は、今でも極めてそのような状況が強いのではなかろうかなという危

慎は持っております。

そのようなことで、本当に公立の中学校は一一私は中学校でありますので、中学校の

ことを申し上げておりますが、公立の中学校がそのような状態でいるのか。一般にもし

内容を見せたとしたら、それほどおかしな現状であるということは言われないのではな

かろうかということを教職員とも話し合いました。

現在の状況では、学校教育に対する不信感が大変大きく出ております。その中の幾っ

か申し上げますと、例えば既定の前提で物を見る。すなわち、その矛盾点があった場合

すべてをだめと見る傾向がなかろうかとか、学校の社会は今日的動きに全くついていっ

ていないのではなし、かとか、学校というのは物言わぬ大衆の信託よりも、声高に叫ぶあ

る一部の人たちの声に動かされてやっているんじゃなかろうかとか、それから自分の子

どもたちが、かわいがられていないのではなかろうかというような、それぞれのお考え

があって、学校教育に対する不信感が大きく出てきているんではなかろうかなというよ

うなことも思っておりました。そして、学校が何をしようとしているのか、その方針を

はっきり見せるべきではないか。はっき りわからなし、。だから見せるべきではないか。

そして、学校が情報を隠しているのではないか。その反対として、学校の情報を見せる

べきではなかろうかというようなことも思いまして、最終的に一つの学校経営の理念と

いたしまして、教育の情報は公開が原則だという一つの原則を打ち立てまして、このこ

とも教職員に訴えました。

いろいろな経過がありましたが、教職員も理解をしてくれました。その理解してくれ

た原則は、先生たち、結構一生懸命やっている。この一生懸命やっているものを見せれ

ば、少なくとも社会一般、保護者一般が言っているほどの不信感を、 一般論として認識

はされないんじゃなし、かと。それからまた、指導上のもし課題があるとすれば、見せれ

ば必ずチェックができる。チェックをした時点でその問題を直すことができるんじゃな

いかというようなことを訴えました。それと同時に、もし授業を見せることによって職

員たち自身の授業への力がついてくることは間違いないだろうということも訴えまして、

理解を得て授業の公開に踏み切ったというわけであります。

今、学校教育部参事の方からも話がありましたが、私が表向きやりましたのは、学期



1回1週間、 8時半から暗くなるまでの問、いつ、だれが、どこで何を見てもいいとい

う表向きの公開をやりましたが、現実問題といたしましては学期 1回1週間ではなくて、

いつ来ても見てもらえるような方法だけはとっておりました。しかしながら、学校とい

うのは子どもの安全も確保しなきゃいけないわけでありますから、無断進入ということ

については厳しくチェックをし、学校の中に入っていただく方につきましては、それな

りの登録をしていただいて入っていただく、かようなわけであります。

授業を公開することそのものは学校を開くことにもなりますが、私が考える学校を開

くというのは、授業を公開するということだけではなくて学校で行われているもの、あ

らゆるものを開いていくことが、地域、保護者の信頼を得ることにもつながり、関係機

関との関連も綿密になり、学校の存在感が出てくるものではなかろうかと、かように思っ

ております。

そのようなことで、本市の校長先生方にも参りましてからいろいろ訴えました結果、

今申し上げましたように本市におきましでもなかなか閉鎖性の問題もありましたが、大

いに学校が授業を開いて、保護者にまず第ーとして自分の学校の中を見てもらうと いう

ことの中でいろいろな課題を解決していきたいということを、校長先生、教職員も思っ

てくれながら、私が申し上げていることが少々は浸透してきたかな、かようなことを思っ

ております。今後、学校を開くことと同時に教育委員会そのものも開くことも大事なこ

とじゃなかろうか、かように思っております。

学校が地域に信頼され、保護者に信頼され、関連機関とのつながりを深めるというこ

とは、学校を聞くことになるという確信のもとに、今後とも教育行政をリードしていき

たい。かように思っている次第であります。どうぞよろ しくお願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) 夏井明男君。

025番(夏井明男君) 今、率直なお話をしていただきました。

新聞紙等の報道も含めて、非常に多面的に見なければいけないわけですが、多面的に

見ますと記事の内容がだんだん色あせて、おもしろくなくなってくる。一面的なものを

拡大をして論ずると。何も統計的な大きい、少ないというお話をしているわけではなく

て、大半の学校はし、ろいろな社会の矛盾を凝縮するような形のものが学校の中に、生徒

の姿としでもあらわれている場面があるわけですが、そういうことも含めて父兄の方に、

また地域の方に、大半の学校は信頼されている現状というものは、土台として私はある

というふうに見ているわけです。

A 、非常に重要な指摘があったんですが、最近の新聞の報道でもかなりセンセーショ
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ナル的にとらえている場面、今、一面的なとらえ方、短時間的なとらえ方で報道されて

いますが、そういうふうな記事を読んでいると、確かに父兄とすれば自分の学校は大丈

夫なんだろうか、自分のクラスは授業と して成り立っているんだろうか、数学の授業も

成り立っているんだろうかと。中学 2与え 3年の授業なぞも、どんな状況を呈している

んだろうかとか、思いめぐらす方は、父兄の方にも私はいらっしゃると思うんです。

今おっしゃるように現場を見ていただく。ふだんの姿を。これは学校の中をそのまま

見ていただいて信用をしていただし信頼の度を増していただくということも必要でしょ

うし、授業の担当といいますか、担任が2人制と いう言葉も出ております。担任 l人と

いうものではなくて複数の教育者の立場から見ていこうと。場合によっては 1人の子ど

もを校長、教頭、学年主任、教員、同僚の多くの目で、その一人ひとりの子どもを見て

いってあげようと、こういうふうな形の流れはあると思うわけですが、やはり学校の中

の主体性としては、授業を受ける一一小学校、中学校でかなり違うと思いますが、それ

にしても授業を受ける、父兄が来ている、そういう場面の問題、それから授業をその場

でする問題、いろいろ教育上の考慮は必要だとは思うんですが、端的に申し上げて、今、

教育長の方でさまざまなといいますか、少しありましたがということなんですが、実際

に危慎をされるといいますか、これをすることによって弊害というんでしょうか、対処

の面というんですか、そういうふうなものが意見として私は当然出てくると思うんで、す。

昔の議会の中でも、子どもが落ちつかなくなると。教室の中で父兄が参観をしている

と、どうしても落ちつかなくなってくるという、こういうことが現場の先生方から声が

出ています、ですから授業として成り立たなくなることが十分あるんですと、こういう

お話があったんですが、その辺、どういうふうに教育長の体験の中でとらえていらっしゃ

るのか。お話ししていただければありがたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 教育長。

0教育長(有元佐興君) 授業を公開することによっての課題、問題がなし、かというこ

とでございますが、確かに授業を公開することによって幾つかの課題は乗り越えなきゃ

いけない課題、解決しなきゃいけない課題、注意しなきゃいけない課題はあることは間

違いないと思います。

例えば、教職員の問題、特に教員の問題にしますと、教員もやはり見られているとい

う前提の中で日常の教育活動を行うことにつきましては、極めて公職性が強いわけであ

りますから苦しいし、場合によってはこれに対する過重の研究、研修等もかかってくる

可能性もなきにしもあらずだと思います。ですから私がやりましたときの反省の中にも、
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時々反省もやるわけでありますが、大変苦しい、もうそろそろ来ない方がいいなあとい

うような率直な意見はありました。しかしながら、私としましては、今これだけ教育改

革が叫ばれ学校不信が言われているとするならば、今この問題について正面から立ち向

かうとするならば、この苦しさを乗り越えて信頼を勝ち取るということをやらなければ

いけないんではなし、かということで、常に話をしていたところであります。

確かに時々、来られた方々には常にアンケートをとっておりましたが、最初のうちは、

やはり先ほど申し上げましたように否定の前提で学校を見られますので、そのアンケー

トの内容は極めて否定的にといいますか、重箱の隅をつつくようなことも含めまして、

課題を大きくとらえられて文句をつけられました。しかしながらこれが、合計私はそこ

に4年おりましたので4年間ゃったわけでありますが、 l年を過ぎた 2年目ぐらいに入

りましたときからは、しっかり頑張ってほしい、しっかりやってほしいという肯定の前

提でアンケートの多くが出てきたということも事実であります。このアンケートは、す

べて教職員も見ておりますので、教職員は、特に教員はそのアンケートをもとにしなが

ら、ある意味では最初は「何だ、こんなことを言って。とんでもない」という、視点が

違うというようなことで怒っていたことも、称賛とか頑張れということで、それを一つ

の励みにしながらその苦しさに立ち向かったものだというふうに理解をしております。

それから子どもの問題がありますが、子どもは余り一一中学生ということで申し上げ

たいと思いますが、ほとんど影響はなかったというふうに思います。子どもの落ちつき

の問題も含めて、なかったんではなかろうかと思っております。ただ、子どもと教員の

問題でいけば、やはり社会の常識と学校の常識を共有させるということが大事なことで

はあっても、やはり学校だけの常識がないわけではありません。やはり家庭でしつけ、

学校では勉強とは言いながら、現在の状況では、もちろんこれは明治5年以来、当たり

前のことだと思いますが、しつけもまた学校の大事な仕事であることは間違いない。 こ

のしつけの問題につきまして、保護者や一般の人たちが見ているところでのしつけに対

する指導と、全然おられないところの指導がいささか違ってくることも、配慮が違うこ

とも間違いないことかなというようなこともありまして、場面、場面では常に見学者が

いるところで学校の教育活動が行われることについての諜題はあろうかというふうには

思っております。

なお、保護者の問題につきまして、私がかかわった問屈で大きな課題だなと思いまし

たことは、映像権、肖像権の問題がありまして、このニュースについて新聞、テレビ、

ラジオ等が情報をキャッチするために取材を申し込まれたときに、これを校長として許
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したときに保護者の方から「私の子どもは映さないでほしい、私の子どもは取材しない

でほししリ、子どもは結構こうやっているんですけれども、保護者の方からそういう要

望がありまして、この点についての配慮が大変課題の一つであったということも記憶し

ております。

そのようなことで、課題はあるにせよ、今、学校教育がこれだけ課題を含み不信感を

持たれているとするならば、その不信感を学校そのものでは、私の感覚から言えば、確

かに変えなければいけない、変わらなければいけないこともありますが、 多くの問題と

しては、大きな努力で一つの成果を上げているという前提を持っておりますので、見せ

ることによって、聞くことによって、その信頼を回復し、なお前進をすることができる。

かように確信しております。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 夏井明男君。

025番(夏井明男君) 非常に率直な興味あるお話をしていただきました。

私も昭和32年、 3年、 4年の中学の時代を思い出しても、確かに就職をする方、高校

へ行く方のさまざまに分かれたわけですが、特に 3年の 2学期から 3学期、中学になり

ますと、やはり荒れておりました。授業にならなし、。要するに何人かのグループが出た

り入ったりというものではなくて、いすを投げたりガラスを割ったりという。授業にな

るとそういう行動が始まるということがありまして、それも先生によって違うわけです。

非常に厳格な厳しい、まさに気合いの入った、その先生は何も腕力を振るうというわけ

じゃないんですが、非常にすさまじい迫力のある先生のときには、体が小さくてもおと

なしく聞いている。体が大きくても非常に気の優しいといいますか、そういうすきをつ

いて非常にとんでもない行動を起こすというふうに、逆にむしろそういう子どもの方は、

この人間は弱い人間なのかどうなのかということの計算をはかりながら、やるぐらいの

行動があったという記憶をしています。

ですから科目によ って本当に授業にならない。何のために学校に来ているんだという

ふうな場面がその当時もありましたが、その中で一つ工夫されたのは、まさにほかの先

生方、また PTAの方にその現場を見ていただく。 2人でも 3人でも学校関係の父兄が

来ていますと、物の見事におとなしい。おとなしくするために来てもらうわけじゃない

んですけれども、やはりそこには本質的なものが私は含まれているというふうに思うん

です。ですから防波堤になってという、そういうふうな目先の意味ではなくて、今大学

の先生も生徒から、いし、授業であったのかと‘うかという採点表をつけられる時代に入っ
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ています。筑波大学もそうですし、慶応大でも導入されてきておりますし、だんだんこ

ういうふうな傾向にあると思います。

一番、大学の中でも、昼の現役の学生のときの同じ先生が授業をするのと、夜間大学

でその先生が講義をするのと、さらに通信教育のスクーリングで授業をするのとでは、

随分態度が違ってくるんです。ですから受講者の態度によって先生の態度が変わるとい

うのはわかるんですが、一番印象的でありましたのは、現役の昼間の若い学生さんの一一

一つの例ですから、それで全部だと いうお話はしませんーーときには、言葉使いも非常

に丁寧ではありませんでした。夜間大学でその先生が講義されるときには丁寧に、要す

るに年配の方もいらっしゃるという意味もあるんでしょうけれども丁寧になってきまし

て、スクーリングの集中授業の中では汗だくでおやりになっている。なぜかといいます

と、スクーリングでは北海道から沖縄まで、旅費をかけて合宿みたいな形で 1週間必死

になって聞きに来られる。受け手の方のその態度がその先生をそういうふうにさせてい

る面もあると思いますが、やはりそういう意味では、これは大学の話ですけれども、や

はり小学校、中学校の教育の場面でも私はそのあり方というのは参考になるんではない

かというふうに思いますので、ぜひ教育長の 4年に及ぶ体験、その前からの体験も含め

て、ぜひ日野の教育の中にこの制度を根づかせていただいて、御父兄の方がふだんの日

常の中で、どうなっているのかな、みんな元気でやっているのかなと、ふっと思ったと

きに見ることができるというふうなあり方を目指して、ぜひ進めていただきたいという

ことをお願いをいたしまして、この質問を終わります。

0議長(馬場繁夫君) これをもって 7の2、小・中学校授業の公聞を日常的にの質問

を終わります。

一般質問 7の3、日野駅新改札口設置、豊田駅始発電車の増発等についての通告質問

者、夏井明男君の質問を許します。

025番(夏弁明男君) この問題は、個々に随分長くから取り上げてきております。日

野駅の改札口等を含めた問題については、長く取り上げてきております。豊田駅の始発

電車のこの件につきましては、約 1年前から取り上げてきているわけですが、一つず.つ

分けて御質問をしたいと思います。

まず日野駅の新改札口の問題を含めて、その御答弁の中では、また調査の中では、構

造的な問題もあるというふうな報告書ができて、それを踏まえて JRの万でも約500万

円の予算ですか、それをかけて JRの駅舎構造改築の長期計画の中に、どのように入る

かという問題が入っているわけですが、現在までのところのこの問題をめぐる漸進的な



動き、地域の動き、また東京都の動き、 JRの動き等をまずお話をしていただきたいと

いうふうに思います。

2点目は、豊田駅の始発電車、特に私が問題にしていますのは、朝の通勤時間帯にお

ける始発電車がダイヤ改正のたびに少なくなってきています。前の議会でも具体的にそ

のダイヤ改正の違いを、この本会議場で具体的にお話をさせていただきました。中央本

線、青梅線、五日市線等を含めて乗降客の数、それからその時間帯における利用状況、

それから駅舎の各駅の構造、それから改札口をおりた場合の駅広の問題、それから各駅

の改札口が何個あるのかという問題、それからホームが 1本なのか、日野駅のように両

サイドに電車が入ってくる構造なのか、電車を中に入れて挟むような形のホームの構造

になっているのか、さらに日野駅の改札口の使われ方の構造の問題、乗降客のたまって

いる問題、いろんな角度から伺回か質問させていただきましたけれども、現在のその状

況をお話をしていただきたい。

豊田駅の始発につきましては、最近新しいお話もあるということですので、その辺の

お話もしていただきたいというふうに思います。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) ー夏井明男君の質問についての答弁を求めます。まちづくり推進

部参事。

0まちづくり推進部参事(野中勝美君)

だきます。

日野駅につきましては、今御質問の中でもいろいろお話をいただきましたけれども、

まず、日野駅の関係からお答えをさせていた

駅舎の老朽化、ホーム、階段が狭いことによる危険性の増大といったことから、平成 8

年度に日野駅乗降客流動実態調査を行いまして、この具体的なデータをもとに JR当局

に対しまして施設の改善等を指摘をするとともに、市民の利用しやすい駅としての東西

自由通路、新改札口の設置、また社会的要請でもありますエスカレーターの設置等につ

きましでも要請をしてきているところでございます。

しかしながら、日野駅の構造上の問題に伴いまして工事にも膨大な費用がかかる。そ

れから採算性の問題等、現在における JRとしての厳しい経営状況等もあり、抜本的な

解決に至っていない状況でございます。

一方、また日野駅周辺につきましては、この JRとの駅改良の協議も含めまして、日

野駅北、四ツ谷前の各土地区画整理事業、それから密集住宅市街地整備促進事業、都営

住宅の建て替え事業等のまちづくりの各事業が行われております。
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こうしたところから、東京都の生活都市東京構想、による身近な生活圏の中心となる生

活心¥駅を中心として活気や、にぎわいを生み出してし、く地区としての育成整備のため

の事例研究対象地区となっております。この中で都と市が連携をいたしまして、日野駅

周辺のまちづくりのあり方について協議をしているところでございます。

今後、生活心育成整備におけるモテール事業実施地区の選定によりまして、都の優先的

な支援を受けるためには、日野駅の改良も含めた駅周辺におけるハード、ソフトを重ね

合わせた総合的なまちづくり計画の策定も必要としているところでございます。そのよ

うなところから、来年度に向けモデル事業実施地区選定のための準備を進めるとともに、

その中で日野駅の将来あるべき姿、また新改札口等につきましでも、地元の皆さんと十

分に協議をした中で位置づけをしていきたいというふうに考えております。

また、本年8月には日野駅中央改札口新設まちづくり協議会という会が地元に発足を

いたしまして、 JR八王子支社にも駅改良の要望書等も提出をしているところでござい

ます。

したがいまして、今後、現在行われております駅周辺におけるまちづくりを積極的に

推進いたしまして、地元、行政が一体となり JRが日野駅改良に着手すべき条件整備を

早急に進めてまいりたいというふうに思っております。その上で、さらに JRと今後と

も協議を進めていきたいと考えているところでございます。

次に、豊田駅始発電車等に関する関係でございますが、豊田駅の始発電車につきまし

ては、御質問の中で御指摘もございましたとおり、現在、朝6時台が5本、 7時台が 3

本ありまして、 8時台につきましては平成3年ころまでは 2本、その後 1本になりまし

て、平成8年には最後の l本もなくなるという形で、ダイヤの改正ごとに減らされてき

ているという現状でございます。

このことにつきましては、豊田電車区設置時における地元と市の大きな協力があった

こと、または既得利便の後退等、始発電車の復活の合理性を具体的に挙げまして JR当

局に強く要望をしてきているところでございます。

JR側としましては、豊田駅以西の利用客の増大やピークの時間帯が以前よりずれて

きていること等を理由としておりますけれども、 JR八王子支社長からは、電車区設置

では地元にお世話になっていることも事実なのて・要望については課題として受けとめて

いきたい、という趣旨の回答をいただし、たところでございます。

こうした経過の中で、今お話のありましたダイヤ改正というのが12月8日、すなわち

あすでございますけれども、明円の JRのダイヤ改正の中で、朝 6時台の始発電車が 1
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本増発になるということになりますので、 6時台が 5本から 6本になります。ただ、残

念ながら 7時台、 8時台の復-活には至ってはおりません。しかしながら、これまでの後

退続きの中では若干の時間的には、相当早い時間ではありますけれども、ふえるという

ことになっております。

これからも現在、事業中の豊田南土地区画整理事業や公団の多摩平団地の建て替え等

の進展によりまして、豊田駅の利用者がさらにふえていくだろうというふうにも考えて

おります。こうしたことを踏まえまして、今後とも JRに対しまして引き続き強く要望

していきたいというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 夏井明男君。

025番(夏井明男君) 御丁寧に答弁をいただきました。

まず日野駅の方なんですが、東京都の方の生活都市東京構想、こういうことでモデル

地区としての事例研究対象、この地区を通して進めているというお話がありました。そ

れを受けてといいますか、それを根拠にということで、今お話のありました日野駅の改

造を含めた駅周辺、四ッ谷の区画整理、密集地域の問題、姥久保の都営住宅の建て替え

等の構想の問題、何点か含まれているわけですが、そのありようについては至急、日野

市の方でどういうふうなどジョンをつくるのか、まちづくりとしてのこういうふうな構

想があるんだということを東京都の方に示す段階に今来ているというふうなお話であり

ます。そのための対策を来年の予算の中に組み込んでいただく時期だろうというふうに

私は思っていますので、ぜひ、そういうふうな対応を図っていただきたいということが

第1点であります。

第2点は、担当の方もこの JRの中央沿線、特に日野駅のような駅舎が果たしてある

のかどうか。常磐線、千代田線も入れるとさまざまな沿線がありますが、一体あるのか

どうか、ぜひ歩いてもらいたい。駅広の問題についても、ぜひ歩いてみてもらいたい。

ホームの長さはどのぐらいの長さなのか調べてもらいたし、。私も一応、青梅線は各駅歩

いたわけですが、どこが、要するに日野駅のような状態の駅が今までここは放置されて

きたんだろうかどうか。そういうような類似の例があるんだろうかということです。

八王子も、今まではホームが真ん中にあって両サイドに電車が来るということで、あ

そこの乗降客はもっと大きなあれですが、通勤ラッシュで夕方のときにはホームにはあ

ふれる状態の危険度が続いていましたけれども、聞くところによるとホームがもう l本

ほかの方に、八高線のホームの方に一つそれを持っていって解消するという解決策の話
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を聞いています。その例になっているのが、まさに日野駅なんです。日野駅が今度、順

番になります。ですから今、八王子駅の方はその問題がクリアーする、こういうふうに

なっています。果たしてあるんだろうかどうかということを、ぜひ歩いて調べていただ

きたいんです。すると、いかに今の日野の駅が朝晩の乗降客の方にとって不便であるの

か、もっと言えば危険であるのかということが、 JRのコンサルの調査報告書の重みと

いうのがどの辺の重さがあるのかということを実感していただきたいというふうに思い

ます。

この 2点をお願いしておきたいと思います。

豊田駅の方につきましては、前の議会でも馬場市長に再三お願いをしてまいりました。

文書で正式な要請もしていただいたという経緯を含めまして、今の参事のお話ですと 6

時半台が 1本増発になる。ダイヤ改正のたびにどんどん減ってきたのが、ここでようや

く歯どめがかかって増発になるということで非常に喜ばしい話なんですが、残念ながら

まだ 7時台、 8時台については解決策がとられていないということです。

ダイヤ編成でいろいろな全体的な観点に立つての、輸送力の大きな問題とか、さまざ

まな問題から JRの方は計画をお立てになっているんでしょうが、なぜそうなっている

かという理由は、 一切示されていないんです。大きな巨大な企業にとっては、公共性を

帯びてきておりますから、料金でも、なぜ上げるのかというところまで皆さんに知らせ

る時代に入っています。時刻のダイヤ改正というのは非常に乗降客にとっては重要なも

のですから、恐らくこれからは、どうしてそういうふうになっているのかという説明が

求められる時代だと思います、今はノーコメントですが。最終的には今おっしゃるよう

にピーク時の時間帯がずれたとか、通勤の時間帯の編成が延びたとかっていうだけの回

答ですけれども、もうそれだけでは、やはり納得ができない現象を私は前に指摘をしま

した。武蔵野駅の増減の話もさせてもらいました。青梅線についても話をさせてもらい

ましたけれども、これは市が担当ではありませんから的確な御答弁がいただけないのは

当然なんですけれども、ある意味ではお門違いのところにお話をしているわけですが、

そういうふうになると思うんです。

そこで、豊田駅の方でも最近、乗降客の方から「夏井さん、朝の特別通勤快速、いわ

ゆる通勤通学の一番いい朝の時間帯の特別快速があるわけですが、これを特引胞勤とし、っ

ていますが、きょうまでのダイヤ改正では高尾から 3本のちょうどいい時間帯の始発電

車があります。これは高尾を出発しますと西八王子を通り過ぎて八王子にとまり、それ

から盟国を通り過ぎて、日野を通り過ぎて、立川にとま って、ですから八王子から立川



まで来ちゃう。それで立)11から一気に国分寺へ出て、国分寺から新宿という、この線が

3本あります。 一方、青梅線の方にも、まさに特別通勤快速が何本かあるわけですが、

それは青梅を出ますと立川まで各駅にず‘っととまっていきます。立川まで来て、それか

ら一気に国分寺、新宿としづ、こういう線なんですよ。なぜ青梅線はそういうふうな扱

いになって、青梅線の方が駅が多いんです。それで何で、中央本線の方ですが、高尾発

については豊田、日野、西八もそうですが、とまらないのか」、この JRの説明はない

わけです。今回のダイヤ改正でも恐らく特別通勤快速は豊田も日野も通過して、それを

ながめながら乗降客の人は見ているんじゃなし、かと思います。いずれ理由が説明される

んだろうと思いますけれども、今の私の時点では納得がし、かなし、。こういうふうに思い

ます。この辺、どういうふうにお考えになっているのか、全体的なことも含めてお話を

していただきたいというふうに思います。

最後、参事の方から、それについてつけ加えるお話があればしていただきたいですい

なければ全体的なものも含めて市長からお話をしていただければありがたいです。

0議長(馬場繁夫君) まちづくり推進部参事。

0まちづくり推進部参事(野中勝美君) それでは、市長の方からお答えをさせていた

だくということもあるかと思いますけれども、今、後段での関連のところを少し補足を

させていただきたいと思います。

今御指摘がございました通勤特別快速の件なんですけれども、これは青梅線からの通

勤特別快速は 7時から 8時半の間ですと 1本ございますが、 6時35分の青梅始発という

のもありまして、朝の時間帯はこの 2本ということになっております。これらの青梅線、

こちら側の方と状況が違うということについては承知もしておりますので、また機会が

ありましたら、これらの点についても JRにいろいろお話をしていきたいというふうに

思っております。

市長。0議長(馬場繁夫君)

O市長(馬場弘融君) 日野駅の新改札口の設置、あるいは豊田駅の始発電車増発等に

ついての御要望であります。

まず日野駅の新改札口、駅全体の改良というふうなこともありますが、これについて

は、今の駅は古くから日野駅周辺にいた人聞にとっては、あそこは新駅といいますけれ

ども、旧駅というのがございまして、ちょうど大坂上、踏切がもうふさがれました。あ

の八王子寄りにあったんです。そのときには、実はホームは 2本ありました。上りホー

ムと下りホーム、両方ともございました。結局、幅があったからだと思うんです。とこ
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ろが伺らかの理由で今の位置に、東京寄りの方に変わってきた。そのときにホームは l

本になってしまったわけです。(夏井議員、市長に資料配付)はい、どうも。思いがあ

るもんですから、いろいろ言いたい。

私も夏井議員と同じ認識なんです。伺でと。いずれ改造をするときには、あの駅周辺

のまちづくりと絡めて、もう一度ホームが二つあるきちっとした駅の形をつくってもら

いたいなという思いを持っておりますし、そのように引き続き、あるいはより以上に J

R、あるいは場合によっては国の方も含めて具体的な働きかけをしていきたいと思って

います。

それから豊田駅の始発電車、 6時台がようようできたわけですけれども、これをきっ

かけにして、起爆剤にして、さらに 7時台、 8時台に数がふえるようにこれまた働きか

けをしていきたいし、ほかの面でも連携をとって要望を強めていきたいと思います。 と

もかく納得がいかないという面は数多くございますので、一つ一つクリアーしていきた

いというふうに思っています。

0議長(馬場繁夫君)

025番(夏弁明男君)

質問を終わります。

O議長(馬場繁夫君)

夏井明男君。

御答弁の時間が大変なくて非常に失礼をいたしました。これで

これをもって 7の3、日野駅新改札口設置、豊田駅始発電車の

増発等についての質問を終わります。

一般質問8のl、モノレールでもシルパーノfスが使えるように等、東京都に強く申し

入れよと問うの通告質問者、竹ノ上武俊君の質問を許します。

(21番議員登壇〕

021番(竹ノ上武俊君) 一般質問をさせていただきます。

12月の定例市議会は、どういう状況の中で開会されているかということを、私は考え

てまいりました。今、市民の中にも国民の中にも、日本じゅうで不況の苦しみ、この声、

そしてまた不況から脱出したいと願う、その強い願い、こういうものが渦巻いているわ

けでございます。 こういう時期に、日野市の12月定例会も聞かれているわけでございま

すので、今度の議会は非常に大切な市議会である、そのように私は認識をいたしており

ます。そういう立場で今回のテーマは取り上げさせていただきました。

今、国会におきましでも都議会におきましでも、 二つの流れの論戦が行われているの

ではないかと見ております。国会におきましては、大銀行、ゼネコン、大企業を応援す

れば景気の回復になる。呆気脱出について、こういう論調の立場の国会議員の方もおら
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れます。もう一つの、流れは、庶民の家計を応援をする、中小企業や農家の経営を応援す

ることによって景気を回復しよう、この流れだと思います。都議会も同じように流れて

いると思うわけです。

日野市議会もそういうことになってまいりました。先議会では、下水道料金に消費税

を転嫁すべきである、こういうような論調、そして今議会では公私格差是正という目標

がありますけれども、公立幼稚園の保育料については毎年休まず値上げすべきであると

いうことを発言をしてしまう。こういうような論点もあるわけでございました。

また、今度は学童保育の保育料、学童クラブ費の実質値上げ、 3，160円から5，000円と

いう条例提案もなされております。

また、近くは現物支給による、現金支給による福祉の諸制度を見直そう、こういう論

をなす方々もおられるわけでございます。

これに対して、そういう方向ではなく、日野市の財政運営をより充実健全にさせていっ

て、市民の暮ら しは少なくとも現状の施策は後退させないで守るべきである、こういう

立場の主張も今議会でも活発に行われ、またこれからも発言が予定されているわけでご

ざいます。

日本共産党は国民の立場、私が二つの・流れで後から言いました方の立場で大いに全力

を尽くして奮闘を続けているところでございます。(，早く質問しなよ」と呼ぶ者あり)

具体的な質問に入ってまいりたいと思います。

きょうは、東京都政に対して三多摩市町村がどういう立場で臨まなければし、けないか、

この点に絞りまして質問を通告いたしました。 5点ほど通告いたしましておりますが、

3点に絞りまして質問を申し上げます。そして残りの二つの点については、要望すると

いうことに本日はとどめておこうかなと思っているところでございます。

東京都政はどういうふうに流れてきたか。これが本当に大問題でございます。青島都

知事は、 4年前、四つの公約を掲げて都知事になられました。

第 1は、都民が幸せで安全に暮らせ希望の持てる都政の実現。

第 2は、都民の税金を 1銭たりともむだにしない都政。

第3は、都民に隠し事のない聞かれた都政。都民のための都政改革の実施などであっ

たわけでございます。

しかし、この 4年間、都市博中止の l点だけを実施されましたけれども、あとは具体

的には公約に反する方向をひた走ってきてしま った。そう いうふうに言っても言い過ぎ

ではないと思います。いろいろのマスコミ 等にも識者の方々がそういう評価をされてい
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るわけでございます。したがいまして、青島都知事の支持率ももちろん減ってまいりま

した。こういう中で、それでは都民のために本当に真剣に考えた政策を打ち出している

のか。そうではございません。逆の立場であります。

11月25日に出されました行財政運営の 3年計画、改定重点計画、 1999年から2001年

まで、この内容は財政健全化計画の路線を踏襲する、これは括弧っきの健全化計画であ

ります。臨海副都心開発や幹線道路などゼネコン浪費の大型開発に一層シフトを移す一

方で、福祉、医療、住宅など貧弱な現行の都民施策を一層削り込んでいく、こういうよ

うな内容になっております。

そして12月1日から始まりました都議会には、 16条例を提案をしてきておられます。

その中で、道路占用料等の徴収条例の改正、これは基本的に私も賛成をいたしておりま

す。 しかし、ほかを見ますと、文化会館の使用料の値上げによって8，300万円収入を図

ろうとか、美術館の使用料の値上げによって4.500万円の増を図ろうとか、体育館の使

用料を上げて l億3，200万円増収を図ろうとか、特にひどいのは、都立学校の授業料の

値上げによって 8億4，200万円も都民に負担を押しつけよう、こういった公共料金の値

上げでございます。

先日、私、車を運転しておりました。あるラジオ局を聞いておりましたところがクイ

ズが出たんです。電話で何かやっておりまして、回答者が出てきたんです。大阪の府立

高校の値上げはいかほどだと思いますかという、アナウンサーが質問をいたしました。

それでその回答者は5，000円、1.5倍、こういうような回答だったんです。それで、真の

回答は 8倍から10倍ということで、今こういうふうにして東京都や大阪府などが国民に

負担を押しつけようとする。その回答者は外れたわけでございまして、 5，000円の賞金

がもらえなかった。それで、もう一つも回答できなくて、次回に懸賞金は上積みされて

いったということで、都民の人も、今のこの東京都などのやり方に対して、あるいは大

阪府のことについてのそのときは質問でございましたけれども、想像以上の冷たい行政

を押しつけてきている。そういう実態にございます。

特に都立高校の便業料などは、今の不況の中で滞納者が l年で 7倍に急増をしてきて

いる。そ ういうような深刻な事態にありますが、これを値上げ‘をしようとするわけでご

ざいます。こういうときに、私たち日野市民を代表する日野市ゃあるいは日野市長が、

黙っていていいわけがないのではないか。そう いうことで、質問の 1項目に東京都の公

共料金のことも挙げたわけでございます。ところが都民も黙ってばかりはおりませんの

で、財政健全化計画に対する反対運動に続きまして、本12月都議会に対しても8まざま
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な運動が起こり始めております。

中村紘子というピアニストの人が会長をされております文化回目本あるいは日本バレー

ボール協会、日本車いすバスケットボール連盟など、こういうところが続々と都知事や

都議会に陳情請願をいたしまして、公共料金の値上げをするな、こういう動きが起こっ

ているわけでございます。

政党の中でもいろいろの動きが出ております。自民党の代表は都民団体に対して「成

立させることは非常に厳しい状況にある。最終判断は委員会審議を通じて決めたい」こ

ういう回答をされております。公明党の方は「認めるわけにはいかない」自民党東京は

「賛成できない。財源上も大した金額ではない」民主党は 13月に否決されて景気が悪

くなって再提案されてきたが、行政側も配慮しており機械的にだめというわけにはいか

ない。否決ということになると行政側の責任問題になる」といっておられますけれども、

慎重に対応すべきだと回答をしております。これからますます都民の東京都の公共料金

値上げに対する反対の運動が広がっていくに違いございません。

現在のこういった東京都政に対するアンケートがいろいろ行われております。東京都

がモニターによる調査をされたそうでございます。これは、都内在住の456人、都外に

住み通勤するモニタ -90人にアンケートをとったわけでございます。ところが、都の行

革にもっと頑張ってという回答が多いわけでございますけれども、その中身は、窓口利

用日の拡大、利用時間の延長、これが第1。第2は、受け付けから交付までの事務処理

期間の短縮、各種申請時の受け付け方法や書類の改善と、これがトップのアンケート結

果になっているわけでございます。

また、東京都庁職員労働組合がアンケートをされました。 140万枚のリーフレッ卜を

刷って都民に配ったそうでございます。12月1日現在で580通の回答が来た。それによ

ると青島都政に対する評価では、評価できると答えた人は10%、評価できないが70%。

都民に身近な事業を切り捨てる東京都のいわゆる財政健全化計画、これについて賛成は

19.1%で、反対が70.5%。また、都が推進している臨海副都心開発をどう思うかという

質問に対しては、抜本的見直しが88.3%、継続すべきは7.1%である。この回答の状況

が、昨年に比べると非常に数も多くなり、批判的な意見が強まっているというふうに都

庁職の労働組合は発表をされております。

そこで、 3点について質問をいたしたいと思います。

一つは、モノレールが開通いたしました。このモノレールにつきまして質問をいたし

ます。私は、私自身も余りよくその辺を知らなかったんですけれども、東京都に行って、
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あるいはいろんな発表を聞いてびっくりしたのは、シルバーパスが使えないということ

でありました。私が市民の方々20人近くに、このことを聞いてみました。ところがモノ

レールでシルバーパスが使えない、そうなんですかといってびっく りした人が約 9割近

く、 85%でございます。あれは使えないんじゃないかしらねという方が3人ほどであっ

たわけでございます。このように、日野の市民の多くの方々がモノレールができれば当

然、シルバーパスが使える、そういうふうに思っていらっしゃるわけでございます。

私たちは、そこで東京都の民生局に直接、交渉に行きました。共産党の都議会議員の

方々と一緒にお願いに行ったわけでございます。そして、ぜひモノレールにもシルバー

パスが適用されるように実施してほしい、このことを強く申し上げてまいりました。そ

のときは、この交渉を聞きつけまして、武蔵村山市だったかと思いますが、そこの団地

の居住者の方々も来ていらっしゃいました。そして、武献す山から立川に通じるモノレー

ルが開通するために、今まで運行してまいりました小田急パスが廃止になる、あるいは

なったそうでございます。そういうことで、お年寄りの人は立川に行こう、せっかく楽

しみにした近くに出かけよう、買い物に行こう、そういう方々がシルバーパスが使えな

いということで、本当に真剣に深刻な気持ちで東京都に対して、シルバーパスを使える

ようにしてほしい、そういうふうに陳情をされていたわけでございます。青島都知事が

指導する民生局あるいは担当の課長さんたちでございましたので、明確な答弁はござい

ませんでしたけれども、その深刻、痛切な要望は聞いていただいたものというふうに思っ

ております。

私が考えますに、 23区に比べまして三多摩の住民は交通の点でも格差がございます。

大体、都パスはほとんどなくなりました。都電もなくなりました。そして都営地下鉄も

通っておりません。そういう中で、本当に交通不便ということでモノレールに対する期

待は大きかったわけでございます。そう いうことで、 三多摩格差をなくするためにもシ

ルバーパスの適用を日野市は強く東京都に申し込んでいただきたし、。また、これは一応

第三セクターということで民間の会社ということになっております。多摩都市モノレー

ルという会社にな っております。そう いうことでございますので、東京都は、民間の会

社なので東京都でどうするか、こうするかはというような言い逃れをする場合もあるか

と思います。しかし、多くの日野市民の方々は、あれは点京都の交通機関だというふう

に認識をされているわけでございます。そういう意味で、ぜひ会社の方にも機会があっ

たら、そういうことをやっぱり中し入れていくべきではなし、かというふうに思うのでご

ざいます。
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そして、多摩都市モノレールの出資状況というのを後で教えてもらたいと思います。

東京都が一番の株主で、日野市も多額の出資をして株主であるわけでございます。第三

セクターでございますので、完全に都営に準ずる、都電に準ずるような意味の私は乗物

ではないか、このように思いますので、ぜひそういう交渉をしていただきたい。そして

また、日野市も対案を持ってし1かれたらどうかと思うわけでございます。東京都が、も

しそういうことを実行してくれなければ、日野市独自にでもシルバーパスのようなもの

が日野市民の高齢者の方々に使えるように、そういう施策もする、そういう方向であれ

ば、東京都も、ぜひそういう施策を応援をしてほしい。いろいろと検討をし、知恵を絞っ

ていただきまして、交渉をしていただきたいと思います。

今、シルバーパスは東京都の民生局が百数十億円、毎年、私鉄会社に補助金を出して

おります。京王、小田急、各自年間十億円前後を出しているわけでございます。日野市

民がモノレールをどのぐらい利用するようになるか。恐らく、そう多数ではないと思い

ますので、 1，000万円前後で日野市民の分は賄える金額になるのではなし、かと想像され

ます。そういう規模でございますので、日野市独自の施策なども考えながら、基本的に

は東京都に要求をしてし、く。この立場で臨んでし、かれるとよいのではないかというよう

なことを、私は東京都との交渉で感じましたので、ぜひそういうことも含めて強力な声

を伝えていただきたいというふうに思うわけでございます。

モノレールができまして、私も幸い試乗させていただきました。確かに騒音がない。

それから高いところを走りますので、 三多摩の山並みが、奥多摩の山並みが見えるんで

すよ。これは通勤しながらとか、お年寄りもですけれど、毎日その景色を見ながら通勤

するというのは、車で通勤したりパスで通勤するよりも何となく心が和む、仕事に勇気

が出るような、そういういい点はあるかというふうに私も考えております。また、駅に

はエスカレータ一、エレベーターがちゃんとついておりますし、障害者に対しては半額

の割引をする、こういうことになっております。

この障害者の点でございますけれども、あわせて東京都にお願いしていただきたいの

は、障害者の方々がお持ちの手帳を示すことによって無料で利用できる、そういう方策

を考えていただけないか。このように思うわけでございます。

それから今度のモノレールに関連いたしまして、質問からちょっと離れますけれども、

いい点は、 例えば高幡不動の地下道については、モノレール実行前の来年3月には、こ

の地下道を完成させたい。これも日野市民にとってはうれしい話でございます。

また、私ども京王帝都にこういう諸問題を要望しました際に、京王帝都高幡不動駅に
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も車いす用階段昇降機というものをつけてもらえないか。外国の名前ではギャラベンタ

というものだそうでございますが、これを直接京王帝都にお願いをいたしました。また

昨年12月議会で、私は市議会でも市長に要望をしていたわけでございます。京王帝都は、

当初、半額自治体で持ってもらえれば考えますみたいな話をしておりましたけれども、

この12月5日、高幡不動駅にも工事が終了いたしまして、ギャラベンタというのが使え

るようになってきております。

このように、私企業であっても、いろいろ自治体と市民が一丸となって要望すればい

ろいろのことが実現をしてし1く道が切り聞かれるわけでございますので、シルバーパス

についてもそういう立場で臨んでいただきたいと願う次第でございます。

第2点目は、公共料金の値上げについてでございます。

これは、先ほど前置きで申し上げたとおりでございます。このような公共料金の値上

げが、本当にまた二重、 三重に日野市民の生活と営業に重い負担となってくる。これは

もう全く明らかでございますので、市長会等でもどういう意向でございますか、ぜひ問

題を明らかにして、馬場市長が先頭に立ってそういう公共料金の値上げをするのはよく

ないぞと、こういう闘えとまでは言いませんけれど、強く物申していただきたいという

ふうに願っております。こういうことについての日野市の立場というものをお聞かせを

いただきたいと思、うわけでございます。

第3点目は、保育所運営費についての東京都の対応についてでございます。

東京都はさまざまな補助金等につきまして、対応の仕方をいろいろと今後、変えてき

ているわけでございます。代表的な例として、保育所運営費のことについて、どういう

ふうに日野市、 三多摩市町村は対応していったらよいのか、このことについて質問をい

たします。

今度の東京都の補助金の出し方というものが、包括的な考え方で基準を決めて補助金

を出すということになっております。今までは、ひもつきで一一一ひもっきというのは言

葉が悪いのであれですが、 具体的な条件をつけて補助金を出してきていたわけでござい

ます。例えば、調理員を必ず 1園に 1人置いていただきたし、から、この 1人分として幾

ら補助金を出しますよ、あるいは特例保育をしなきゃいけない状況になりましたので、

そのために 2人分の人件費を出しますよと。あるいは、さらに充実した保育をさせるた

めに人件費を面倒見ましょう、ーそういうことで補助が来ておりました。

今度は保育園の園児数に応じて計算をして補助金を出すという方向に変わってくるよ

うでございます。東京都は、補助金は減らさないよというようなことを、総額としては
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減らさないよということを言っているそうでございますけれども、具体的にはどういう

状況になるのか。日野市の公立保育園、民間保育園に対して不利なことがなし、かどうか。

その辺を慎重に受けとめて分析をしていただいて、東京都と交渉をしていただきたい。

このように考えておりますので、丸のみ込みで賛成、賛成という方向にいかないように、

慎重な対応をしていただきたい。

私立保育園では、日本保育協会など 5団体がございますので、それぞれ東京都と交渉

をされているようでございます。日野市の私立保育園もお困りの点もあるかもしれませ

んので、そういう点も酌み取っていただきまして東京都と対応をしていただきたい。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めます。福祉保健部長。

O福祉保健部長(高野英男君) 3点の御質問がありましたから、 1点と 3点につきま

して私の方から冒頭お答えをさせていただきたいと思います。

ただいまお話がありましたように、多摩都市モノレールが11月27日に開通をいたしま

した。今回の開通は5.4キロメートル、 12分で結ばれまして、多摩の南北交通は大きく

改善され沿線住民の利便性を高めるものと思います。これまで支障となっていた道路の

混雑の緩和に役立つものと見られております。新聞報道によりますと、これまでパスや

マイカーで通勤されていた方がモノレールの開通で30分以上時間が短縮されることから、

今後利用者がふえるであろうということでございます。また、立)11から日野市の高幡を

経由して多摩センターまでの路線は、平成11年度中に開業する予定で、これが開通する

と日野市内の南北交通も便利になるものと期待するところでございます。

しかし一方で、路線パスが一部で廃止や減数運行をしており不便になったところもあ

るとのことで、日野市ではそのようなことがないように願っているところでございます。

そこで¥この多摩都市モノレールにシルバーパスが利用できないか、できるようにと

のことでございますが、御質問の中でもいろいろと御説明がございましたけれども、現

在、シルバーパスの利用できる交通機関は、都パス、都電、都営地下鉄及び東京都から

補助金の出ている民営パスなどが対象となっておりまして、 JRや私鉄の各鉄道は対象

外となっております。

多摩都市モノレールは JRや私鉄のt郎、ということでございまして、先日、多摩都市

モノレール株式会社に問い合わせてみたわけですが、第三セクターとしての経営が厳し

く、都や関連自治体からの補助金があれば別でありますが、現状ではシルバーパスの利

用はできないとの返事でございます。
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また、障害者の割引につきましでも JRや私鉄の制度と同様で、第 1種身体障害者及

びその介護者が乗車する場合と、第 l種、第2種身体障害者が単独で乗車する場合は50

%の割引を行うことでございます。したがいまして、今後、各市とも連携して東京都や

多摩都市モノレール株式会社に要望をしてまいりたい、このように考えております。

3点目の、保育所にかかる補助金の問題でございますけれども、保育所運営費の東京

都の補助金につきましては、民間施設特甲地加算等の17補助項目につきまして、今年度

から包括化されました。児童 1人当たりの補助方式が変更されたわけでございます。 こ

の中には、補助率が3分の 2のものと、 2分の lのものとがございますが、包括化によっ

て補助率が 2分の lにまとめられたものでございます。このこと につきましては、市長

会が東京都に働きかけ、協議の結果、包括化に伴う市町村の影響額は、当面は別に措置

されることとなっております。

保育園にとりましては、補助項目が拘束されずに運営ができたり、また児童 1人当た

りの補助となるので、年度途中の入所などによりまして定員の弾力化も図れます。また

補助金がふえるという利点もありますが、 一方で市町村にとっては、包括化に伴う影響

額は東京都から措置されなくなった時点で補助額の減額になることも予想されておりま

す。今後は、このような事態が生じないように市長会等を通じて強く東京都に要望をし

ていきたいと考えております。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 企画部長。

0企画部長(横島英紀君) それでは、 2点目の公共料金の値上げにつきまして、市の

見解といいますか、考え方を御答弁させていただきます。

東京都が、御承知のように今年度におきましでも4.400億円の税収不足、行革をやっ

ても現実的にはかなり厳しい状況の中で、破綻寸前の都政といわれているわけでござい

ます。

もちろん私どもの財政におきましでも、東京都の財政の動きが非常に気にかかるとこ

ろでございまして、平成11年度の公共料金の値上げにつきましては、議員から御紹介が

ございました。歳入としては約56億円程度でございますけれども、この中身については、

東京都の都知事も来年度選挙を迎えているわけでございまして、当初予算で64案件お出

しにな って、かなりのそういう意味では条例が通らなかった。今回につきま しては、病

院や福祉施設など、都の暮らしに深刻に影響があるものにつきましては、あるいは中小

企業活動に直接影響のある項目については除いておりますし、私どもの市の方としての
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影響は当然、都民として、市民としてあるわけでございますが、知事の政治的な苦渋な

決断であろうと思っておりますので、また私どもの方はお願いする立場で、各補助金に

ついても市長会を初めいろいろな東京都あるいは市町村協議を通じましてお願いをして

いる立場の中で、この使用料についてはやめろとか、あるいは削減しろというようなこ

とにつきましては、非常に苦しい立場でございます。

したがいまして、都の動きを十分、また厳しい状況を察しながら、私ども市町村とい

たしましては財政運営を図らなきゃなりませんので、事務方としては、また行革を進め

ざるを得ない。都民にその負担をいただくには、やはり内部努力もしなくちゃなりませ

んので、これは知事の決断でございますし、どうしろというものはございませんので、

感想になりますけれども、そのように判断をしているところでございます。

以上でございます。 (1残念ですね」と呼ぶ者あり)

0議長(馬場繁夫君) 竹ノ上武俊君。

021番(竹ノ上武俊君) それでは第 1聞につきましては、物申してみたい、話を上げ

てみたいという御回答でございましたので、ありがとうございます。ぜひ市民とともに

あるいは議会とともに頑張って、市民の暮らしゃ営業が上向きになる助けにもなる、ま

た高齢化社会が活発化する、そういう意味でもいい施策でございますので、御努力をお

願いしておきたいと思います。

第 2問の公共料金のことについての答弁は、情けない状況でございました。要望を強

く申し上げたいと思います。

第 1問の多摩都市モノレールにつきましでも、簡単にはいかないと思うんです。大体、

乗客が 1日4万5，000ぐらい、 4万3，000人を見込んでいたんです、モノレールの社長さ

んは。ところが初日は 4万200人乗りましたけれども、 二日目は3万7，600人、 三日目は

3万8，200人と、もう既に減ってきているわけなんです。そういう意味でも、シルバー

パスを発行してこれを活用すれば大いに利用者もふえていくし、経営の点でも、ある意

味では私はプラスになるかと思います。そういうこともぜひ進言 していただいて、運動

していただきたいと思います。

北九州のモノレール、 議会で視察をされた方も多いかと思います。私も見てまいりま

した。これが13年かかって、単年度決算では500万円程度の黒字が見込めそうな、こと

しになってきたということでございます。

しかし、 多摩のモノレールについては、これは住民奉仕、社会資本の一つだというふ

うに見るならば展望はあるけれども、経営という観点から見ると伺十年たっても黒字に
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はならないのではないかと都の職員も言っているという記事が新聞に出ていたわけでご

ざいまして、そういう状況ですから、やっぱり高齢者社会に対してどういう政策をとる

か、まちの活性化をどういうふうにしていくか、そういう点で東京都と日野市が発想を

切りかえていくということにしなければ、この要望を実現させるということは困難な点

もあるかと思いますので、そのあたりもよく考えていただいて全面的な運動を展開をし

ていただきたいというふうに思うわけでございます。詳しくはモノレールの数字も出て

おりますけれども、省略をして要望をいたしておきたいと思うわけでございます。

次に、東京都の公共料金のことでございます。これは都にお願いする立場ということ

は私はないと思うんですよ。地方自治体を守るという立場、これで税制のことを考えま

すと、私は日野市や三多摩市町村は大いに物を言う資格、条件がいろいろあるんではな

し、かと思うんです。地方交付税のあり方もまだ解決をされておりません。そして全国的

地方自治体の財政危機の原因は、これは政府の悪政にあるということは、もうはっきり

としているんですよ。

12月の臨時国会におきましでも宮沢大蔵大臣が認めているんです。結論から言います

と、地方に単独事業を押しつけた、その結果、地方自治体の借金がふえた。大型開発を

押しつけたということで、す。そういうことについて、宮沢蔵相は12月3日の衆院財政構

造改革特別委員会で答弁されております。地方に苦労をかけたことを感じている、 反省

している、こう答えているんですよ。そ して、こういう今の状況は、地方財政を圧迫し

たことは異常な状況じゃなし、かという質問に対して、おっしゃるとおりですと、こうい

うふうに大蔵大臣は答えております。

地方公共事業、日野市議会でも日本共産党の市議聞から発言がございましたが、地方

公共団体が単独事業を政府から引き受けました。そして、そのための借金がふえにふえ

続けてきているわけでございます。この借入高というものが、一般財源を除いて毎年毎

年ふえてきております。その額が、統計などの資料によりますと何と1996年は12兆円、

こんなに地方自治体が政府の指導によって単独事業を起こしたために地方債を起こして

いるんです。そう いうふうになりまして、 一般財源も持ち出しがもちろん多くなってい

る。国庫支出金は20%なんです。地方債の借金が40.7%なんですよ。それで一般財源が

その他ということになりますので、もう借金が公共事業をするごとにふえてし、く。そこ

に一つは大きな地万財政危機の原因がありますし、また税の仕組みの中にもあるわけで

ありますので、東京都にお願いするんじゃなくて、点京都にも国にも、ちゃんと胸を張っ

て補助金の増額その他、堂々と物申してし、く、対崎してし、く、できれば闘うという姿勢
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で臨んでいただく。そうでなければ本当に日野の市民の暮らし、営業を私は守れないし、

市の職員の暮らしも、日野市そのものも守れなくなっていくんじゃなし、かと思いますの

で、私は、その辺は腰を据えて東京都に対応をしていっていただきたい。

そういうことを言ったからといって、東京都は日野市を差別することは一切しないと

いっておりますからね、ぜひ勇気を奮い起こして東京都にいろいろの交渉をしていただ

きたい。特に今度の公共料金引き上げについては物を言っていただきたいんです。そし

て東京都に遠慮して、日野市でも公共料金を日|き上げて見直しをして、福祉後退という

ようなことになっていきますと、たまったものではないというひどい目に道うのは、日

野市民であるわけであります。そういうことをぜひ日野市の市長、そして幹部の職員の

皆さんが真剣に私の質問を受けとめていただいて、今後の行動を市長会、部長会、課長

会、係長会、そういう場でぜひ・活発な発言をして頑張っていただくように申し上げたい

と思います。

都民の世論が盛り上がれば、やっぱり東京都も後退いたします。 43の条例については

今回引っ込めたわけです。シルバーパス廃止、その他ですね。また、これを出してくる

かもしれませんので、日野市とか私ども都民は目を見張って、そういうことを東京都が

しないように来年もまた闘う、こ ういうことを間断なく続けて暮らしと営業を守ってい

かなければいけない。そういう状況に今あると思います。ぜひ、よろしくお願いを申し

上げます。

3点目の保育園の問題でございます。東京都が「足りない分は面倒を見ます、手当て

をいたします、減らしません」こういうふうに言っているので、多少、市長会で安心さ

れたのではないかと思うんですけれども、私はこの包括化の仕組みを市長や福祉の関係

者が見抜いていただきたいと思うんです。

先ほど申し上げましたように、今までの補助金は調理員を 1名置きなさいといって何

万円出す、特例保育のために伺力.円出す、充実保育のために何万円出す、この17項目の

基準があって、補助をしていたわけです。ですから、いただいた方も補助金をもらった

以上は保母をふやさなきゃいけないし、ふやさないとインチキということになりますよ

ね。そういうふうにして、ですからひもつきといったんですが、条件っきといいますか、

ある意味で、保育の質の条件を保つ制度として補助金制度が私は存在していたというふ

うに思います。

ところが、最近不況になりました。民間の保育園なんかも経営が非常に厳しい状況な

どがあると思います。ですから、例えば私立保育園にも公立保育園にも保育料が高くて
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入れ切れない。 4月、 5月は我慢して、とうとうたまらなくなって6月から保育園に入

れるというようなことになりますと、 4月分、 5月分は、例えば特に民間などでは人件

費は確保しておかなきゃいけないわけです。 6月から急に扱う数がふえたからといって、

急に採用をふやして東京都に補助金を申請する、そういうことは保育園の運営上できな

いわけでございますので、民間で、は総体的に考えて損になるということで、先ほど申し

上げました東京私立保育園連盟とか日保協とか、いろんなのがあるそうでございますけ

れども、都の 5団体が大体東京都の包括的な方針というのは、強さ弱さはありますけれ

ど、反対、後退するのではないかという意向をお持ちだというふうに関係者から伺いま

した。もちろん団体の性格がございますので、いろいろだと思います。日野市の保育園

は、ほとんど日保協というのに加盟されていらっしゃると思います。

そういう中で東京都がねらっているのは、鋭く見抜いている方は、こういうふうにおっ

しゃっておりました。今まではそういうふうに条件がついて補助金が来ている。しかし

民間の保育園の場合、経営が苦しくなると今度は包括的ですので基準がはっきりしませ

んので、包括的 1人当たり幾ら来た中で、どのように経費を削って保育の質を維持しょ

うか、あるいは万やむを得ざる場合は質を後退しでも保母さんを雇わなきゃいけない、

あるいは保育園を改築しなきゃいけなし、。いろんなことになりますと、今度は条件がご

ざいませんので、今まで条件っきで一つの枠がかかっていたものが崩れていって、結局

は保育の質を落とさざるを得ない事態になるのではないか、そういう制度変更ではない

かと見抜いていらっしゃるようでございます。

東京都は、今、減らしませんよといっているそうです。 しかし、先ほどの財政健全化

計画と公共料金の引き上げ、福祉政策の後退を見ますと、 1年、 2年とたつうちに、 5 

年間ほど暫定的に続くんでしょうかね。これからの方向の中で、私は総枠を今度は 1人

当たり30万だったものを29万にしてください、 28万にしてくださいと東京都が言ってく

るに違いないというふうに私も感じております。そういう点がありますので、そこいら

を日野市も見抜いて、公立保育園も民間保育園も、今まで以上に圧迫が来ないような方

向で東京都と折衝をしていただきたし、。 こういう気持ちで申し上げた次第でございます。

今、特に私は、きょうモノレールシルバーパスの問題を質問の第 1番に掲げたわけで

ございます。国民生活白書を見ましでも、中年の不安というものは、この統計を見ても

わかりますとおり、本当に深まってきております。老後の生活、健康は、もう政府に煩

れなし、。貯蓄に励むしかなし、。 リストラがあるかもしれない。そういうことで結局、政

府も、中年あるいは老後の生活の保障、雇用、賃金、年金、介護制度、抽象的な言葉が
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並んでおりますけれども、国民が納得のいく安心する方策は出し切れていないわけでご

ざいます。

そして、もう国内総生産の 7-9月期の決算も、市長も部長の皆さんも御存じだと思

います。圏内総支出、総生産、 GDEイコールGDPという形で言えば、この 3期、 3

年間連続マイナスになってきておりますし、軒並み発表された指数は、民間住宅の建設

も莫大な、 97年度21%の落ち込みでしたが、ことしの 7-9月期もさらに続いて6.2%

の落ち込み、そして民間の在庫品の増加もものすごい勢いで4.8%、4.6%というふうに

ふえてきているというような状況にありますので、本当にこれは厳しい状況が業者の中

にも、中小業者の中にも、国民の中にもあるわけです。ですから我々、今、地方自治体

が本当に頑張って、政府のそういう圧力から市民を守る防波堤になる、地方自治体の役

割はそこにあるんだということで頑張っていただきたいというふうに思うわけでござい

ます。

最後に市長に、答弁があればお伺いいたします。

その前に、先ほど言いました 4点目、 5点目、通告しておきましたことにつきまして

要望をいたしておきたいと思います。

一つは、学童クラブでございます。これは条例案が提出されておりますので、委員会

で審議していただけるものというふうに思っております。国の制度化があったというこ

とは、長年の願望でありますので評価しなければなりませんけれども、それと引きかえ

に実質保育料を、児童館の使用料あるいはそういう学童クラブ費、そういうものを引き

上げていくという仕組みになったのでは、これはまた市民は困るわけでございます。そ

ういう意味で、そのあたりをよく見抜いて、今後の国や都の補助金のあり方などについ

て地方自治体として物申していっていただきたい。こういうふうにお願いを申し上げ、て

おきたいと思います。

それから、もう一つ通告しておきました。中教審の 9月21日の答申で、都道府県の力

で独自に30人学級を実行してもいいよという足がかりといいますか、条件も出てきたわ

けでございます。そういうところをとらえていただきまして、市民は、あるいは教職員

の方も望んでいると思いますので、教育委員会等で、あるいは市長からも、東京都が独

自にひとつ30入学級を全国に先駆けて、 30入学級以下学級がいいと思うんですが、そう

いう規模で行き届いた教育を、教育長がちょこつと、にやっと笑われましたけれどね、

市民と教職員はそれを切実に願っているわけでございますので、この教育危機の中、東

京都にぜひそういう立場で申し入れをしていただきたし、。これは要望だけしておきます。
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もし、 市長に答弁があればお願いいた します。

0議長 (馬場繁夫君) お諮りいたします。議事の都合によりあらかじめ会議時閣の延

長をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長することに

決しました。

市長。

0市長 (馬場弘融君) 竹ノ上武議員から、モノレールでもシルバーパスが使えるよう

に等、東京都に強く申し入れよと問うということで¥モノレールの関連はもとより幅広

く各種公共料金への対応、あるいは保育所等の運営費への対応についても、都への強い

要望を、強く申し入れよというふうな意味での質問をいただいたわけであります。

これまでも市長会等を通じ、かなり都は当初考えていたものを変えたというふうな経

緯もございますし、また個々の対応について、担当の局長等々に強く申し入れをしてい

るというふうなものもたくさんございます。そういう中で、議員御指摘のとおり日野市

の市政を守る立場で、あるいは市民を守る立場で、引き続き、あるいはより以上に強く

都には申し入れをしていきたし、。関連するものは引き続き国へも申し入れをしていきた

いというふうに思っております。しかし、東京都の方も大変苦しいようでございまして、

こちらが申し入れをすると、また逆に、市の方もこれはお願いしますね、というものが

返ってまいります。そういった点で、特にモノレール等につきましては、これからの運

営についてかなり厳しい負担増を求められる経緯もあるかなと、こういうことも実は不

安を持っているところであります。

それはそれとして、このシルバーパスの問題も含めて、都あるいはモノレール株式会

社等に引き続き強く申し入れはしていきたい。このようにお答え申し上げます。

0議長(馬場繁夫君) 竹ノ上武俊君。

021番 (竹ノ上武俊君) ありがとうございました。

2問目、 3問目の答弁がなかったのは不満足でございますが、また次回に質問をさせ

ていただきたいと思います。

私は、市議会につきま しでも、市議会議員が活発に論戦を行う、市民要求を市議会に

反映をしていく、全力を尽くして頑張るということをすれば、例えばこの定数を削減し

なきゃいけないとか、そういう方向に市民の目は向かなし、。もちろん市議会の不要不急

の経費は削る必要があるべきものは削らなければいけません。市長に対しでも市職員に

F
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対しても、給料を削れとかそういうことは、むだがあればもちろん削らなければいけま

せん。市長以下市職員が懸命に今の不況のこの厳しさを考えて、市民の立場に立って頑

張っていただけば、私はそういう方向に対して市民の目が向くのではなく、私は市役所

もっと頑張れという方向に行くというふうに思うんです。これらの点も、今後、論議し

なければいけない状況が出てきそうでございますが、それはまた次の機会に譲りまして、

きょうの質問を終わらせていただきます。

0議長(馬場繁夫君) これをもって8の1、モノレールでもシルバーパスが使えるよ

うに等、東京都に強く申し入れよと問うの質問を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

あすの本会議は午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願います。

本日はこれにて散会いたします。

午後 5時01分散会
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午前10時14分間議

0副議長 (竹ノ上武俊君) 本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員25名であります。

本日午前中、議長所用のため、私副議長がその任を務めます。特段の御協力をお願い

いたします。

これより日程第 1、一般質問を行います。

一般質問 9のl、学校図書館のいっそうの充実 ・発展をめざしての通告質問者、佐瀬

昭二郎君の質問を許します。

(12番議員登壇〕

012番(佐瀬昭二郎君) それでは、通告に従いまして一般質問をいたします。

昨年の 6月に、学校図書館法の一部が改正をされまして、 40年以上放置されたままに

なっておりました、司書教諭を配置するという事業が2003年度から始まるということが

決まりました。改めて日野のまちでは、 1990年から各学校の図書館に、司書の役割を果

たす職員を配置するという制度を行ってきているわけでありますが、この法改正を受け

て、改めて日野の学校図書館をこれからどんな方向で発展させていくのか、議論をする

ちょうどいい機会なのではないかと、そのようにも思いまして、この質問を用意いたし

ました。

まず、 2問お伺いをしたいと思います。

1点目は、学校教育において、学校図書館が果たす役割を、教育委員会としてはどの

ように御認識になっているのか、ということであります。

こうしづ文書があります。「自分で・課題を見つけ、みずから学び、みずから考え、主

体的に判断し行動し、よりよく問題を解決する能力を育てる」。 これは、昨年出されま

した 「第15期中央教育審議会第 1次答申」の中の文面であります。このような、みずか

ら学ぶ力、解決をする力を備えた子どもたちを育てていくという課題を重視するならば、

いわばみずから学ぶ場所としての、学習情報センターとしての学校図書館というのは、

非常に重要な位置を与えられることになろうかと思います。今読み上げ.た第 1次答申の

文面に掲げられた理念、というのは、 言 うまでもなく戦後教育の一貫した理念でもあった

と思いますが、今改めてそのことが強調されなければいけない状況が生まれているとい

うことでもあろうかと思います。そのことなどにもかかわって、どのような御認識をお

持ちなのか、まず l点目お伺いいたします。

2点目は、学校図書館にl属託員を配置する制度が始まってからことしで 9年目である
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わけでありますが、教育委員会はこの 9年間の実績をどのように評価しておられるのか、

実際の学校図書館の仕事の中身に即してもお話をいただきたいと思いますし、またこの

問、 1995年に嘱託職員を配置する要綱が改定をされまして、その際に、採用の条件の中

に「司書あるいは教員の資格を有する者」という、この仕事が専門性を必要とする仕事

であることを認める文言が挿入されまして、そういう改定が行われた。また、それまで

続けて契約できる年数が 4年であったもの、また 1校当たり 2年と限られていた年数が

6年、 3年というふうに改められて、この仕事が一定の継続性を要するという仕事であ

るということについての改定が行われましたが、このことにも触れて教育委員会は、一

体この 9年間の実績というものをどのように評価されているのか、この 2点についてま

ず伺っておきたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君の質問についての答弁を求めます。学校教育

部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) ただいま 2点の御質問をいただきました。学校図書館

が果たす役割の認識、またもう 1点は、この制度におけます 9年間の実績評価という点

でございます。

1点目につきましては、認識の件でございますが、まず学校の基本的な役割は、児童・

生徒に生涯にわたって学習をし続けるに必要な基礎学力を身につけさせるとともに、必

要な知識、技術、情報を獲得し、みずから考え、主体的に判断して行動できる資質や能

力を持った子と・もを育てていくということが求められてございます。こうしたことから、

学校図書館は、児童 ・生徒の自発的、自主的な学習活動を支援することと、教育課程の

進展に寄与する、いわば学習情報センターとして、学校教育の中で中核的な役割を果た

すことが大きく期待されているものと考えております。

それと 2点目の、 9年間の実績と評価の関係でございます。ことしで9年目を迎えま

す。学校図書館の事務嘱託員が配置されたことによりまして、学校の図書館、従前との

比較の中では、やはり変化が出てきているだろうというふうに考えてございます。具体

的な内容というようなお話もございましたが、具体的には、図書館内部の本の陳列だと

か展示の工夫とか、また『図書館だより』だとか、随時発刊される新刊本を紹介すると

か、さらには図書台帳の正確な整備、また蔵書数の的確な把握というような面で、 一定

の成果といいますか、効果が出ているというふうに考えています。また、図書館に人が

いるというような面からは、 利用者にとっては、 利用しやすい面が効果ではなし、かとい

うふうに考えているところでございます。
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以上です。

O副議長(竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君。

012番(佐瀬昭二郎君) 1点目については、だれが考えても、共通の認識は今日、持

てるという問題だろうと思います。

2点目の御答弁は、もう少し踏み込んだ答弁をぜひしていただきたいと思いますが、

例えば今の御答弁では、貸し出し冊数がどのように変化したのかと。人が配置されるこ

とによって、ということについての言及がありませんでした。また、日常的な各学校の

教育活動とどのように連動した仕事がされているのかということについての言及があり

ませんでした。恐らくさまざまな創意ある取り組みが、先生たちと学校図書館に配置さ

れている嘱託職員の皆さんとが相談をし協力をして取り組まれていると思うんですが、

それらの点についても、ぜひ教えていただきたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) 貸し出しの冊数等につきましては、今手元の中に詳し

いデータを持ってございませんので、大変失礼し、たしますけれども、やはり配置された

ことによって、各学校の学校図書館を利用する生徒 ・児童の数がふえてきている。した

がいまして、冊数もそういう状況の中では、従前よりは伸びてきているというふうに理

解しているところでございます。

それと 2点目の、教育現場での嘱託事務員とのかかわりという面でございますけれど

も、私どもがこの制度を創設し基本的なところで考えておりますのは、事務嘱託という

位置づけで考えてございます。したがいまして、図書担当教諭の指導のもとにそれを補

佐していただくというふうにとらえております。したがいまして、各学校の中での実態

を全部私どもが把握しているという面がまだございませんけれども、私どもの立場とい

たしましては、事務嘱託員の方々については、図書館の環境整備だとか、分類だとか、

それから読書相談だとか、そういう面での図書教諭とのかかわりの中でこれを補佐して

いただくというふうな考え方でいるわけでございます。

以上です。

O副議長(竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君。

012番 (佐瀬昭二郎君) 今の御答弁に関連して、さらにちょっと質問をしなければな

りません。

事務l属託員を配置する設置要綱がございますけれども、その中には、 I属託員の職務が

規定されております。「図書館の環境整備に関することJI図書等の分類整備に関するこ
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とJI図書等の貸し出し返却に関することJI図書等の購入・廃棄事務の補助に関するこ

とJI図書等の情報管理及び読書相談に関することJI図書カードの分類整備に関するこ

とJIその他第 1条の目的を達成するために校長が認める事務」ということになってお

りまして、恐らく日常的な教育活動と連動した学校図書館の活動というのは、この「そ

の他第 1条の目的を達成するために校長が認める事務」の中に当然のことながら含まれ

ているんだろうと思いますが、まず 1点質問しておきますが、教育委員会としては、日

野市が各学校に配置している嘱託員の皆さんが、学校図書館で行っている日常的な業務

というのを、司書の仕事をしているというふうに認識されているのかどうか、その点を

まず確認をしておきたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君)

してよろしいでしょうか。

司書ということは、図書司書の資格というふうに理解

0副議長(竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君。

012番(佐瀬昭二郎君) 私が聞いているのは、実質的に司書が行うべき仕事をしてい

るのかと‘うかということを伺っているんです。

0副議長(竹ノ上武俊君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) 実質的に司書と いう仕事を しているかどうかというこ

とでございますけれども、私もせんだって、ある学校を見させていただいたという経験

もございますけれども、どこまでが司書の仕事で、どこまでが嘱託事務員の仕事かとい

う部分については、私自身がまだはっきり分類できないという状況でございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君。

012番(佐瀬昭二郎君) 分類していただく必要は全然ないだろうと思うんですね。嘱

託職員の皆さんが日常的に行っている仕事の中身が、司書が行う仕事なのかどうかと。

実質的にそういうものになっているかどうかを伺っているので、嘱託職員が行う仕事と

しての仕事が、どう分類されるのかということを伺っているわけじゃありません。

随分古い行政文書なので、お持ちではない可能性もあると思いますが、 1952年、現在

の図書館法は1953年に制定されているわけですが、この制定に向けて出された文部省の

『文部省提示』というものであります。 52年 6月、小・中・高等学校の図書館の司書及

び司書補の職務内容一一司書教諭じゃないですね。日常的に学校図書館の運営に当たる

学校司書の仕事の中身を細かく分類して書いてあるものなんですが、日野市の要綱に挙

げられている嘱託員の職務 1から 7まで、 具体的には 6までですが、 6までの中身は、



全部この中に含まれています。古い文書なんですが、これは今でも生きている文書です。

その後改定されておりません。ぜひ、そのあたりの認識は、これらの文部省自身が出し

た、学校図書館法の制定に向けて出した文書ですけれども、その文書をお読みになれば、

間違いなく、日野の嘱託職員の皆さんがやっている仕事、あるいは期待されている仕事

というのは、司書の仕事なんだということがはっきりすると思います。そのことはぜひ、

今お手元に資料がないと思いますので、 早い時期にそれを確認を していただきたいとい

うふうに思いますが、 いかがでしょう。

O副議長(竹ノ上武俊君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) 今お話しいただきま した件については、大変私といた

しましては、勉強不足な面がございました。したがいまして、今の資料を、古い資料と

いうことでございますけれども、入手して確認をさせていただきたいというふうに思い

ます。

O副議長(竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君。

012番(佐瀬昭二郎君) さらに、先ほど部長の方から、日常的な教育活動とどう連動

しているのかということについては、よく把握されていないというお話がございました。

そう言い切られてしまったので、ちょっと質問しずらい面があるんですが、こういう冊

子があります。『日野市公立学校図書館の状況調査報告』、あわせて『学校図書館事務嘱

託員の実務の記録J(平成8年度日野市教育委員会)。実はこの平成8年の 9月の定例会

で私、学校図書館問題について一般質問いたしました。平成8年ですから、ちょうど l

年生のときに学校図書館に人がいるようになった子どもたちが卒業するというそういう、

子どもたちにとっては、 1サイクル終わった年なんですね。そろそろこの制度がどうい

う実績を上げてきたのか、成果を上げたきたのか、どういう改善 ・整備、問題点がある

のか総括をする時期じゃなし、かという御要望をして、ぜひそう いう方向で総括したいと

いう御答弁もありました。そのことと関連してまとめられた教育委員会の報告書であり

ます。

これはどういうふうにやられたかというと、ここにいただいた資料がありますが、 日

野市立学校図書館の状況についてのアンケート。教育委員会が各学校にアンケートを出

して、かなり細かい事項が、児童数から始まって、購入|冊数、蔵書冊数、貸し出し冊数、

各年度ごとに。これを見れば、貸し出し冊数がどのようにふえてきたのかということは

一目瞭然わかるというふうにな っているわけでありますが、そのほかに、各学校で仕事

をしている嘱託職員の方々の実務の記録が収録されているわけです。これを見ていきま
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すと、先ほどの部長の答弁は、聞きようによっては、教育委員会としては、その要綱に

定められている職務内容については把握する責任があるけれども、そこに定められてい

ないものについては、把握する責任はないとまではおっしゃらないのかもしれないけれ

ども、そのようにも受け取れるような印象をちょっと受けたわけでありますが、ぜひこ

れは、最近出されたものですから、お読みいただきたいと思うんですが、これを見てい

きますと、この要綱に定められた職務についてもそれぞれ質問しているんです。回答が

来ているんですね。それをまとめであります。

さらにこんな項目があるんです。調べ学習における図書館の本の利用という項目。ちょっ

と中身に入る前に確認しておきたいんですが、ここで言う調べ学習って、 一体何なのか

ということについて、部長でも教育長でも教えていただきたいと思います。

O副議長(竹ノ上武俊君) 教育長。

0教育長(有元佐興君) すなわち、学校における教育課程、教科、道徳、特別活動に

おける学習の資料提供だというふうに思っております。

0副議長(竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君。

012番(佐瀬昭二郎君) ありがとうございました。

つまり、ここで言う調べ学習というのは、子どもたちが個人的に興味を持ち、関心を

持ったことについて図書館に調べに来るということじゃなくて、各学級、各学年が立て

た教育計画に基づいて行われる学習活動、学習形態の一つだと、そういうお答えだった

と思うんですね。だからここで、このアンケート調査に基づいてまとめられた調査報告

で言っている調べ学習というのは、学校図書館と日常的な教育活動がどのように連携し

ているのかということを調べたというふうに私は受けとめるわけでありますが、どんな

ことについて調べ学習が行われたか、細かい表が載っています、 2ページ半にわたって。

そして、調べ学習での「本の貸し出しを行っているか」という設問に対しては、すべて

の学校が「行っている」。つまりすべての学校で、日常的教育活動と連携して、学校図

書館が、それに必要な資料を収集し提供しているということが、教育委員会自身の調査

報告ではっきりしているわけであります。調べ学習で「困る」と答えた小学校が16校、

中学校が 4校、「困らない」と答えた小学校が4校、中学校が4校、全部合わせると28

校ですから、すべての学校で調べ学習に対する協力が行われていると。

さらに、こんなことも出てきますね。学校の図書同数、蔵書問数というのは少ないで

すから、調べ学習をしたいんだけれども協力してくれ、というテーマが学校図書館に連

絡されると、学校図書館の本だけでは足りないことがしば‘しばある。当然、市立図書館か
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ら本を借り出す、あるいはコピーをして副本をつくるというような活動が行われていま

す。「市立図書館の本を利用しています」という学校が、小学校で14校、中学校で 5校。

それぞれの学校の蔵書の中身、あるいは調べ学習のテーマによっても、この利用の状況

が変わってくると思いますが、これについて「どのようにして市立図書館から本を借り

ていますか」という設問も、丁寧な設問だと思いますが、「勤務時間外に出かけて利用」

という学校が圧倒的に多いんですね。半分以上です。「勤務時間中に許可を得て利用」

というのが、小学校で 7校、中学校で 3校というぐあいなことになっている。どうも、

今問題にしているのは、学校図書館活動の中身を伺っているんですが、いわば職務条件

というのかな、勤務条件にまつわる問題点も、この職務内容を調べていくと浮かび上がっ

てくると。

これはついでに申し上げておきますが、そんなことも非常に勉強になる冊子です。教

育委員会御自身が、学校教育部長は一度はこれはお読みになったというふうに思うんで

すが、御自身が、日野の学校図書館の活動というのは、要綱に定められた項目の範囲を

超えて、この 9年間にかなり豊かに発展してきていると。学校図書館を利用して、活用

して教育計画を立てる先生もふえてきているということがはっきりしていると思います。

そのあたりのこともぜひ御確認いただきたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) 今お話しいただきましたように、その総括した部分の

本につきましでも、目は通しているところでございますけれども、すべての項目すべて

に全部そしゃくをして理解をしているという部分も、まだ足りない部分もあろうかと思

います。今お話のよう に、中身をし っかりとも う一度精査して確認をさせていただきた

いというふうに思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君。

012番(佐瀬昭二郎君) 最後に繰り返しになりますが、要望しておきます。まず、日

野市が各学校に配置している嘱託職員の皆さんの仕事の中身は、実質的に司書の仕事だ

ということを、ぜひ御確認いただきたいということ、もう一つは、この 9年間に、要綱

に定められた職務内容の範囲を超えて、いわば学校図書館がこうあってほしいという方

向に日野の学校図書館は発展してきたということを、ぜひ事実に即して確認をしていた

だきたいということを要望しておきたいと思います。

じゃあ、次の質問に移ります。今年度、要綱が改定されました。この要綱改定の内容

について質問したいと思いますが、まず l点苦言を呈しておかなけりゃいけないという
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ふうに思っています。今年度改定された要綱そのものと、それからその要綱を各学校に

送付したときの表書きを資料としていただきました。あわせて、学校の嘱託職員をされ

ている方々からも、ことしの雇用契約がどのように行われたのかということについて教

えていただきました。まず、雇用契約は毎年改定されるわけでありますが、その際に、

ことしはどういうわけか、要綱が渡されなかったという話です。教育委員会の会議録を

資料としていただきましたけれども、 3月の定例教育委員会で、要綱の一部改定は報告

されております。 4月 1日をもって要綱が変わったということになっているわけであり

ます。言うまでもなくこの要綱というのは、嘱託員の方々がどういう条件で雇用される

のか、どういう条件で働くのかという、つまり雇用契約の基準が定められているものだ

から、雇用契約に当たっては、それを示す責任があると思うんですね。要綱が変わって

おらず、かっ前の年から引き続いて嘱託員を務めるという方については、変わっていま

せんよと一言言えばそれで済むことなのかもしれなし、。しかし、今年度は要綱が変わっ

ているんですね。しかも日野の場合は、この問、先ほども指摘しました、 95年の要綱改

定、連続して雇用できる年数が4年から 6年に延ばされたと。そして、さらに今年度に

ついては、 6年という年限を超えて 7年目に入っている方々が仕事をしておられるとい

うことであります。非常に重要な一一重要というか、要綱が変わったのだから、必ずそ

の要綱を示す責任があったと思うんですが、それがされていません。もしされているの

であれば、私の情報不足だということなので指摘をしていただきたいと思いますが、こ

の要綱がされなかった。嘱託員の皆さんに雇用契約の際に示されなかった要綱は、いつ

各学校に渡されたかというと、この送り状によれば、「日野市公立学校図書館事務嘱託

員設置要綱の送付について。要綱の一部を改正いたしましたので、改正後の要綱を送付

いたします。なお学校図書館事務嘱託員の方に要綱の一部を渡してくださしリとなって

います。施行年月日は、平成10年4月1日。この送付書が送られたのは、平成10年7月

27日ということになっております。 4月1日に改定された要綱が、その要綱に基づいて

学校図書館を運営する責任を負っている各学校に渡されたのは、 7月27日。多分、郵便

じゃなく、届けたわけでしょうから、即日届いているんだろうと思いますが、問題は、

7月に、つまり校長先生は7月27日にこの要綱のことを知るということですね。さらに

7月27日というのは夏休みですから、嘱託職員の方々がこの要綱を手にしたのは、 9月

以降ということになっているわけです。つまり 6カ月もおくれてしまっている。これは

何というんでしょうか、役所の仕事としてはあってはならないことだろうというふうに

思います。ぜひ、今後、このようなおかしなことが起きないように、厳正に実務を進め
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ていただきたいというふうに思います。もし、ちゃんと示したんだよという事実がある

のであれば、そのことを教えていただきたい。

それと、あわせて、要綱が渡されなかっ た。ここに持ってきたのは、雇用契約の確認

書です。 3枚つづ‘りになっていて、 1枚は教育委員会、 1枚はどこに行くんでしょうね。

1枚は嘱託員御本人に渡すというものなんですね。全部同じ様式です。 一番下に署名を

して捺印をする欄があるというもので、教育委員会の関係者はよく御存じだと思います

が、ところが、ことしのこの様式、 3枚ともセットでいただきました。資料としていた

だきましたが、嘱託職員御本人に渡される 2枚目、つまり上からは見えないわけですが、

2枚目の欄外にだけ特別な記述があるんですね。「学校図書館事務嘱託員の設置事業は、

学校に司書教諭が配置されるまでの暫定的な事業です。平成15年4月1日以降、司書教

諭が配置されることになりましたので、平成15年 3月31日でこの事業は終わります」と

百いである。(1"とんでもない話だ」と呼ぶ者あり〉要綱には確かにそう書いてある。新

しい要綱にはそう書いてあるんですが、その変えられた、改正された要綱が渡されてい

ない。まるでこっそりですね、おまえさんたち、そういうことが書いてあるのに、ちゃ

んと署名 ・捺印しているじゃなし、かというように受けとめられかねないありようになっ

ているんです。これもかなり重大だと。

この話をちょっと知り合いにしましたら、その方は消費者の苦情相談の仕事をしてい

る人なんですが、よくある話だと。悪徳業者が、つまり複写式の契約書に署名 ・捺印を

しましたら、 2枚目を開いたらサラ金と契約していることになっていたと、書式が。と

いうような、そこまではいきませんけれども、しかし、ちょ っとこそく過ぎるのではな

いか、そう思うと。そのことも含めて、やはり反省をしていただかなければいけないと

思います。何かおっしゃりたいことがあれば、おっしゃっていただいて結構ですが、こ

の問題については強く要望するにとどめておきたいと思います。何かおっしゃることあ

りますか。

0副議長(竹ノ上武俊君) 品校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) 要綱に基づいて雇用契約が締結されているということ

は重々承知しているところでございます。それがおくれた理由の確たる内容については、

私自身がつかんで-いるわけでございませんが、要綱の部分での微調整で組合との協議が

かなり時間をとられたというようなことは聞いておる次第でございます。いずれにいた

しましでも、教育委員会の事務局といたしましては、特段の理由だとか、または違った

面での意図があって、こういうふうな流れをつくったということではないので、やはり
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事務的な内容の中でのおくれとか、そういう形の中の現象だったんではなし、かというこ

とでございますので、御理解をいただきたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君。

012番(佐瀬昭二郎君) 今の御答弁は、ちょっとかなり問題をはらんでいると思いま

す。組合との微調整に時間がかかったために、契約時に示すことができなかった、学校

に送るのがおくれた、とおっしゃっているんですね。要綱は 4月 1日に改定されたこと

になっているんです。つまり、 4月1日にはまだ完全な要綱はできていなかったという

ふうにおっしゃっているんでしょうか。

O副議長(竹ノ上武俊君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) そういう意味合いで今お話ししたのではなく、要綱の

改正は、今お話しいただきましたように、 4月 1日から改定されてございます。改定の

部分と、それとこの部分については、いろいろと労使の協議を必要な部分がございます

ので、必ずしも組合の協議の時聞が、配布ができない状態であったからということでは

ないというふうには理解しております。最終的には別な面での執行部との話し合いがあっ

て、それが済むまで待っていたというふうに、担当部局の方からは聞いているわけでご

ざいます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君。

012番(佐瀬昭二郎君) つまり、全くよくわからないんですが、組合との調整がつか

なければ、この要綱は世間に出すことができなかったということをおっしゃっているん

でしょうか。

0副議長(竹ノ上武俊君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) 3月に改定をした段階では、 一定の合意を得て改正を

してございます。したがいまして、先ほどお話しいただきました、夏休みの前までに配

布できなかったことは、他に事務的な理由があっただろうとは思いますけれども、私自

身が聞いておるのは、組合との話し合いもその中にあったというふうに聞いております

ので¥こういう御答弁をさせていただきました。

0副議長(竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君。

012番(佐瀬昭二郎君) 部長もよく事態を把握されていないようなので、これ以上聞

いてもしょうがないと思うんですが、教育長にもちょっと伺っておきたいんですが、少

し調査して、何が起こったのか明らかにする必要がどうもあるようだというふうに受け

とめざるを得ません。ぜひ何が起こったのか、どうしてこういうことになったのか、調
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ベて報告を していただくということをお約束いただけますか。

O副議長(竹ノ上武俊君) 教育長。

0教育長(有元佐興君) この要綱の改正につき ましては、平成9年度第12回教育委員

会定例会、すなわち10年3月4日の教育委員会で改正をしております。それ以後の事務

局サイドの動きにつきまして、今議員のおっしゃるように、学校への連絡、そして雇用

者への要綱の示しが遅かったのではなかろうかという問題につきましての内容の調査に

つきましては、大至急させていただきたいと、かように思っております。

0副議長 (竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君。

012番 (佐瀬昭二郎君) ありがとうございます。ぜひ、そのように進めていただきた

いと思います。

それでは、本題の質問に入ります。

まず 1点目は、旧要綱は、第7条で、「嘱託員の雇用改正は 6固まで締結することが

できる。ただし、 l校3固までとする」と、連続して契約できる改正に制限を設けてい

ましたけれども、新しい要綱は、この部分が削除されています。その理由は何かという

ことをまず伺いたいと思います。

それから、もともとの要綱には、附則が三つついておりまして、一つはどの要綱、ど

の、このたぐいの文書についている、いつから施行するということがついているわけで

すが、三つ目は、「この要綱は、平成7年3月以前から任用されている嘱託員にも適用

するものとし、同嘱託員にかかわる改正後の日野市公立学校図書館事務嘱託員設置要綱

第7条の規定の適用については、今までの回数も加算するものとする」と。この要綱改

正で、連続して 6固までとなったんだけれども、要綱改正以降、また改めて 1回、 2回

とカウン トし直すのではなくて、これまで勤めていた年数も加算されるのだよと いう意

味合いの附則でありますが、不思議なことに新しい要綱にこの附則の第3項がそのまま

残っちゃっているんですね。不必要なのではなし、かと思いますが、なぜ残ったのか、理

由があれば教えていただきたいと思います。とりあえずその 2点お答えいただきたいと

思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) 2点の御質問にお答えいたします。

1点目の、上限の枠が外された理由ということでございます。この件につきましては、

ちょっと古くなりますが、 8年度に事務l属託員を募集させていただきました。その段階

で、 108人という多くの方が応募していただきました。そういうような背員もございま
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して、少しでも多くの方が、この制度による学校図書館の事務嘱託員として働きたいと

いう意思表示がございましたので、そういうような観点から、上限の年数を設定したも

のというふうに理解してございます。しかしながら、日野市の公立学校の図書館事務嘱

託員という方々の身分につきましては、この身分の特定は、地方公務員法の第3条第 3

項第3号の非常勤という形の中で身分を確保しておるわけでございますけれども、この

身分の非常勤職員の方々につきましては、地方公務員法の第4条の定めによって、地方

公務員法が適用されな~¥。したがし、まして、労働基準法とか、労働組合法の適用を受け

る身分の方々になります。そういたしまして、そこから、そういう状況の中から労働基

準法協約は、 1年を超える期間について締結はしてはならないというふうな条項が一つ

ございまして、そういうような観点からも要綱の整備をさせていただいた、そういう上

限をなくさせていただいたということでございます。

それと 2点目の、なぜ附則のものが残ったかというお尋ねでございます。平成7年 4

月1日に、この要綱をかなり大幅な形で改正してございます。改正いたしましたときの

主たる内容といたしましては、この学校図書館の嘱託員の方々を雇用するに当たりまし

て、 一つの要綱、事務嘱託員要綱というのと、採用及び配置に関する基準というものが、

さらにもう一つ、勤務日と勤務時間等に関する実施要領、こういう 3本立ての定めの中

でこの制度を運用してございました。それを 7年のときになりまして、現在の要綱のよ

うに、すべてを 1本にはめまして整備をさせていただいたと。そういう経過の中で、新

旧要綱の経過措置として、この附則に残っている部分が、そのまま経過措置をわからせ

るというような意味合いで、至って事務的な形で要綱の作成をしたということでござい

ます。

以上です。

O副議長(竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君。

012番(佐瀬昭二郎君) 2点目については納得できないところがありますが、きょう

の質問の本筋とはちょっと離れた問題ですから、きょうのところは、別の機会にまた教

えていただきたいと思います。

1点目についての回答は、これはまたなかなか大変なお答えだったというふうに思い

ます。先ほど私、質問の 2に関連して指摘しましたけれども、この 9年間の問、非常に

大きな要綱改正が平成7年(1995年)に行われた。今部長からも御説明がありましたが、

その改正の基本的な方向というのは、この仕事の持っている専門性を教育委員会として

も認めると。もう一つは、この仕事は継続性のあるものでなければ、十分な機能を果た



せないんだということを教育委員会は認めたという、そう いう流れで来たんだろうと思

います。さ まざまな要素が絡んでいるでしょうけれども、その流れがあるから、 6年と

いう年限を超えて、ことし 7年目仕事を続けている方々が現に存在しているという事態

になってきているんだろうと思うんですね。

ところが、今の話では、たくさんの人が応募してきたと。少しでも多くの人に仕事を

やってもらいたいと思うので、連続してできるというこの要綱の規定を削除したんだと

いうお話でした。あとの労基法その他に関連する話は、ごくごく当たり前の話なんです

ね。つまり、嘱託職員、非常勤職員というのは、雇用年限が 1年を限るというのは当然

の話で、そういう当然、の話を踏まえて、全国さまざまなまちで実際に運用されている嘱

託職員制度だとか一一学校図書館ですよ。非常勤職員制度というのは、実質的には、連

続して仕事をしてもらうためのさまざまな条件を整備してきているというのが現実です。

日野もまさにそういう方向に進んできたんですが、その流れを全く理解しないというか、

あるいはそれに背を向けるようなお話ではないかと私は思うんです。

この学校に配置されている嘱託職員の皆さんの仕事の中身や役割というのをどう考え

るかということに深くかかわることで、きょうはそのことについて、明確にですね、資

料がないということで、お答えいただけませんでした。資料をもとに確認をしていただ

くというお約束になっておりますけれども、そのことをまず指摘して、そのことにも関

連して次の質問をしたいと思います。

新しい要綱の附則の 2に、年月日が入れられて、要綱は2003年 3月31日をもって執行

するということになりました。毎年取り交わされている雇用確認書、先ほど紹介したも

のですが、雇用確認書にも欄外に、「学校図書館嘱託職員の設置事業は、学校に司書教

諭が配置されるまでの暫定的な事業。平成15年4月1日以降、司書教諭が配置されるこ

とになりますので、平成15年 3月31日でこの事業は終わります」との文書が印刷されて

いる。この流れから言うと、教育委員会は、司書教諭が配置されれば、学校図書館事務

嘱託員は必要でなくなると考えているようですけれども、そう理解してよろしいでしょ

うか。

0副議長(竹ノ上武俊君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) 現在の図書館事務l嘱託員制度そのものは、 7年度の要

綱の附日IJにもございますよ うに、司書教諭が配置されるまでの暫定的な事業というふう

に考えてございます。したがいまして、議員さんのお話のように、平成9年の 6月に学

校図書館法の一部が改正されたことによりまして、平成15年4月1日以降、 一定規模の
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学校に対して、司書教諭が配置されることが確定したわけでございます。したがいまし

て、平成15年 3月31日で、現在効力を有している要綱が当初の目的を完了するというふ

うに理解しております。したがいまして、本要綱による事業がその時点で完了というふ

うに考えております。

O副議長(竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君。

012番(佐瀬昭二郎君) 質問に答えていただいていないんですね。私が聞いたのは、

そういうことではありません。日野市がこの制度を始め、事業を始めたその当初の時期、

あるいは1995年の改定の時期もそうだと思いますが、この制度が暫定的なものだと考え

ていたことは事実だと思うんです。だから附則に規定があるんですね。司書教諭が、あ

るいはそれに類する者が配置された年の 3月31日をもって失効するという附則がついて

いた。私が聞いているのは、そのことは歴史的事実なんです。司書教諭が配置されれば、

学校図書館に配置されている事務嘱託員の仕事はなくなる、要らなくなるというふうに

当初考えられていたことは事実なんです。今もそう考えているんですかと聞いているん

です。

O副議長(竹ノ上武俊君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) 大変難しい、微妙な問題でございます。言葉として非

常に難しいんですが、事業としましては、この要綱が15年 3月31日をもって失効いたし

ますから、現在の制度そのものは、その時点でーたん完了するというふうに考えており

ます。

O副議長(竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君。

012番(佐瀬昭二郎君) 依然としてまともな回答を避けているというふうに思います。

この要綱というのは、どこか別なところで決められて、教育委員会としては、それに拘

束されていると言わんばかりの回答だと思うんです。ことしの 4月に、 3月の教育委員

会で要綱を変えたんでしょう。そのときに、要綱を変えて年月日を入れたんですが、も

う一つ、男Ijの選択肢もあるじゃないですか。つまり、学校図書館で働いている人々の職

務内容をよくよく調べてみたら、実績を調べてみたら、どうも司書教諭が果たすべき役

割と違う役割を果たしていて、両方必要なんだとそう考えれば、要綱の附則を削除する

選択だってできたわけでしょう。その選択ができたにもかかわらず削除しなかったわけ

ですから、だから聞いているんです。もともと日野の制度を始めたころに、この制度に

そのときにかかわった人たちは、司書教諭が配置されると、嘱託職員の仕事はなくなっ

てもいいと。それまでの話だというふうに考えていたことは事実だけれども、今でもそ



う考えているから、要綱に機械的に年月日を入れるという改正で済ませたんですかと聞

いているんです。 別に難しくも何ともない。そうだと答えるか、違いますと答えるか二

つに一つですから、答えていただきたい。

0副議長 (竹ノ上武俊君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) ただいまのお話の要綱の改正につきま しては、先ほど

からちょっとお話し申し上げ.ていますが、 7年度の作成された時点の要綱では、「東京

都より司書教諭またはそれに準ずる職員が日野市立の公立小中学校に配置される年の 3

月31日限りで失効する」という定めになってございます。したがいまして、私どもは、

学校図書館法の改正に伴いまして、事務的に改正された法律を受けて、年月日を明記し

たものでございます。

以上です。

O副議長 (竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君。

012番 (佐瀬昭二郎君) ますますおかしな話になってきていると思います。この一般

質問は、本議会の初日のたしか奥野議員の質問に対して、 30人学級を実現することに対

して、学校教育部長は、定められた制度があると。これは国会レベルで・定められた制度

があるわけですね。だから事務方としては、淡々と仕事をするんだと いうふう にお答え

になった。ところが、この要綱についても、今の御答弁は、要綱にそう いう規定がある

から、それに従って仕事をする、というふうに答えているんだけれども、実は要綱は、

教育委員会が決めたり変えたりすることができるものでしょう。だれかほかの人が決め

たものじゃないんですよ。教育委員会の会議の記録を議事録で読ませていただきました

が、議決事項ですらない。だから、教育長をトップとする教育委員会の事務方の判断で、

学校教育の現場で、学校図書館はどういう役割を果たしているのかということを、その

年度その年度、しっかりと把握をして、どうもこの規定は現状に合わないというふうに

判断をすれば、変えればいいわけでしょう。変える努力を しないで、要綱にそういう規

定があるから、そこに年月日を入れましたというのは、全然答弁になっていない。なぜ

変えなかったのですかと聞いているんです。変えなかったんだから、今現在でも、学校

に司書教諭が配置されたときには、 l属託職員の仕事は必要なくなるというふうに考えて

いるから、変えなかったわけでしょう。そのこと にちゃんと答えてくださし、。要綱に規

定があるから、それに従って仕事をしたと いうのは、この問題に関する限り答弁になら

ないですよ。要綱を変える権限を持っているんですから。答えてく ださし、。

0副議長 (竹ノ上武俊君) 学校教育部長。

ηぺ
U

η
L
 



0学校教育部長(米倉幹雄君) 今お話しいただいておりますように、その改正の選択

肢の中に、今お話しのように、こういう選択をしない場面というのは当然あり得るわけ

でございます。しかしながら、当初の目的というものがございます。当初の目的の中か

ら丸9年目を迎えているわけでございますので、その目的を達成するための一定の期限

を目安として事業に取り組んできているわけでございますから、その目安が明確になれ

ば、その明確な日にちを入れていくということは必然的にやらざるを得ない、そういう

事務だろうというふうに思っております。

0副議長(竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君。

012番(佐瀬昭二郎君) 選択肢があり得るのに、片方を選択することが必然的だとい

うのは、全くこれはまた日本語になっていないというふうに言わざるを得ません。今、

目的ということをおっしゃいまいました。学校図書館の嘱託員設置要綱には、目的とい

うことが書いてあります。第 1条「この要綱は、日野市公立小学校及び中学校の学校図

書館に学校図書館事務嘱託員(以下「嘱託員」という。)を置くことにより、日野市公

立小学校及び中学校の学校図書館の充実を図り、もって学校図書館活動の発展に資する

ことを目的とする」と。この目的を達成するために、嘱託職員が各学校に配置された。

この要綱がつくられたときには、しかしながら、いずれ近い将来、司書教諭が配置され

たら、この目的は司書教諭によって担われることになるのだから、嘱託職員は必要なく

なると考えているんですね。そのことはもう附則の規定で明らかです。私は何度も同じ

ことを聞きたくはないんですが、私が聞いているのは、今でもそう認識しているのかと

いうことを聞いているんです。司書教諭と学校に配置されている嘱託職員との関係につ

いて、司書教諭が配置されれば、嘱託職員の仕事は必要なくなると今でも考えているの

かと聞いているんです。答えてください。学校教育部長がお答えになりずらければ、教

育長答えていただけますか。

0副議長(竹ノ上武俊君) 教育長。

0教育長(有元佐興君) この要綱の改正につきましては、教育委員会では、報告事項

として出てきております。これは先ほどから学校教育部長の発言にもありますように、

雇用問題を中心とした内容の変化によって変わってきたということで¥この問題につい

ては報告事項ということになっておりまして、附帯事項については、そのままそれを踏

襲してきたというところであります。その議論と、また今議員がおっしゃっておられま

す学校図書嘱託事務のことについての有効性、またはその効果がいかにあるかというこ

とは、恐らくは今後の問題につながってくる問題だろうと、かように理解をしておりま



す。

O副議長(竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君。

012番(佐瀬昭二郎君) 幾らやってもらちが明かないという感じです。しかし、事柄

は非常にはっきりしていて、つまり、当初この要綱がつくられた、制度がつくられた時

期には、司書教諭が配置されれば、嘱託職員の仕事はそれに引き継がれてなくなると認

識していたと。だから附則にそういう規定がある。それをそのまま引き継いだという事

実は、もう間違いなく認められると思うんですね。つまり、結果責任ですが、そのこと

から、教育委員会としては、司書教諭と学校嘱託職員、いわゆる学校司書の役割につい

て、片方が配置されれば、片方が要らなくなるという認識に今でも立っているというふ

うに受けとめざるを得ないということを、まず言っておきたいと思います。

次に、学校図書館法が改正されたことについて、関連して質問したいと思います。冒

頭にも言いましたが、昨年の 6月11日に学校図書館法が改正され、即日公布、施行され

ました。それによると、 2003年の 4月1日以降、 12学級以下の学校に、兼任の司書教

諭が配置されるということになると。衆参両院がこの法案を可決するに当たって、どち

らも附帯決議をしておって、両者ともその附帯決議の中で、「政府及び地方公共団体は、

司書教諭の設置及びその職務の検討に当たっては、現に勤務するいわゆる学校司書がそ

の職を失う結果にならないように配慮する」ということを特に附帯決議の中に 1項目と

して盛り込んでいるわけでありますが、一つ前のやりとり、明確な答弁はついにいただ

けませんでした。そのこととも深くかかわっているんですが、教育委員会としては、附

帯決議のこの条項をどのように受けとめられているのか、そのことをお答えいただきた

いと思います。

O副議長(竹ノ上武俊君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) ただいま図書館法の改正に当たりまして、国会内で審

議された中での附帯意見の取り扱いを、教育委員会としてはどうとらえているかという

お話でございます。私どもの方でも、今お話しいただきました内容につきましては、調

べさせていただきまして、私どもの現在とっている考えといたしましては、国が出され

た考え方を尊重して配慮していきたいというふうに考えてございます。

以上です。

O副議長(竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎b 。

012番(佐瀬昭二郎君) ありがとうございます。

今後どうなっていくのか、また質問の最後のところでやりとりをしたいと思っていま



すので、今はそのお答えをお聞きしておくだけにとどめますが、さらに質問いたします。

ここで問題なのは、つまり、新たに配置されることになった司書教諭が果たすべき役

割と、日野市の学校図書館で今現在仕事をされている皆さんのような学校司書の仕事と

いうのは、どう違って、両方とも実は必要なんだと、これからの学校図書館には不可欠

の存在なんだという認識が、この法案の改正の論議を通じて、政府の認識にもなるし、

国会の認識にもなるということを、ぜひ教育委員会としてもさらに御確認をいただきた

いと思うんですね。要綱改正、これまでのやりとりで、非常に何というんですか、実務

的なレベルでぱっと対応してしまったと。恐らく要綱改正一一今年度の要綱改正ですね。

要綱改正に当たっては、この学校図書館法が改正されるに当たって、国会でどういう論

議がなされたかだとか、あるいはひょっとしたら附帯決議をそのときにはお読みになっ

ていなかったんじゃないかと。あるいはその附帯決議を受けて、文部省がどういう方針

を出しているのかと、さまざまな文書を入手しようと思えば、すぐ入手できるわけであ

りますが、どうもそういうことを踏まえた論議をした上での改定ではないから、もとも

とあった附則に年月日を入れて、非常に機械的な、実情に合わない、今直前の部長の答

弁では、附帯決議に沿う方向で対応するとおっしゃっているんですね。つまり、今年度

行われたこの事業は、 2003年の 3月31日で終わるという今度の改正内容と、これはちょっ

と違ってくるわけですね。全然違うということになろうかと思いますが、少し確認をし

ておきたいんですが、私、質問通告してから、さまざまな資料もいただいたり、あるい

はこんなことをぜひ調べておいてくださいというようなお願いをしたりもしましたので、

確認をしていきたいと思いますが、 1995年8月31日に、『児童・生徒の読書に関する調

査研究協力者会議報告』というのが、文部省の初等中等教育局長あてに報告されている

んですが、これは中身を把握されていらっしゃるんでしょうか。

0副議長(竹ノ上武俊君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) 私はまだ、今の時点で中身は把握してございません。

O副議長(竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君。

012番(佐瀬昭二郎君) ぜひ、取り寄せてお読みいただきたいと思いますが、ちょっ

と該当する部分だけ読み上げますと、こんなことが書いてあります。「各教科などの授

業の中で、学校図書館を積極的に活用する必要性が高まっており、すべての教師が、子

どもと子どもの本を読み、学校図書館について理解を深めていく必要がある。その中心

となるのが司書教諭である。また、学校図書館の運営については、学校図書館担当事務

職員なども、これはつまり、日野で言う と事務嘱託員に当たるわけですね。果たしてい
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る。このため、校長のリーダーシップのもと、学校図書館の重要性について共通理解を

深めつつ、司書教諭を中心に、すべての教師と学校図書館担当事務職員などが協力して、

学校図書館を充実させることが重要である」。はっきりとこう いう認識が示されている

んですね。これは恐らく学校図書館の改正の機運が高まってきたということを踏まえて、

受けて、文部省が、文部省の考え方をまとめるために、こういう報告書を求めたと。そ

の報告書の中身を今御紹介しました。

一つ確認しておきたいんですが、ここで言っている、学校図書館担当事務職員という

言い方をされているんですが、日野市の学校図書館事務嘱託員というのは、この文書で

言っている、学校図書館担当事務職員に含まれるんだと思いますが、そういうふうに御

認識になられますか。

0副議長(竹ノ上武俊君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) そういう論議の内容での言葉と申すんでしょうか、い

ろいろ議事録の中にも出てまいりますけれども、私どもの方で配置して業務をお願いし

ている方々は、今お話の中に極めて近い形のものではないかというふうに部長としては

理解しております。

0副議長(竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君。

012番(佐瀬昭二郎君) 大分議論がかみ合ってきたというふうに思います。極めて近

い。もう一々この問題に関するさまざまな基礎資料についての内容の確認をすることは

しませんが、この法案の改正を審議した衆議院の文教委員会の議事録によりますと、文

部省から答弁に立っているのは、辻村さんという初等中等教育局長なんですね。答弁に

立って、こういうふうに。この言い方はさまざまな議員の質問に対して、何度も何度も

繰り返しされているんですが、「学校図書館担当事務職員、いわゆる学校司書の数でご

ざし、ますが」というような形で出てくるんですね。繰り返し繰り返しそう いう言い方を

する。つまり、学校司書と学校担当事務職員というのは、担当事務職員というと、何か

務的なことだけやるというようなイメージを受ける。これは全国の自治体で、独自に

嘱託職員だとか非常勤職員だとか、読書指導員だとか、さまざまな名称で、あるいは明

確に学校司書と言っているまちもあるわけですけれども、さまざまな名称で、また身分

についても、正規職員の場合もあるし、 l嘱託職員、非常勤職員の場合もある。本当にま

ちまちなんですね。その実態がまちまちであるんだけれども、大変大きな成果をこの間

上げてきたということを、国会も認め、政府も認めるという事態になってきている。そ

こで議論を整備するために、わざわざ文部省の担当者が答弁、局長がですね、学校図書
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館担当事務職員、いわゆる学校司書、つまり、日野の嘱託職員の皆さんを含めてやって

いる仕事は、学校司書、司書の仕事をしているんだよということを認めるというところ

から議論を始めているわけです。ぜひ、最初に御紹介して、確認いただきたいと言っ た

文書とあわせて、今回の法改正をめぐる一連の議論、ぜひ読み返して、しっかりした認

識を持っていただきたいと思います。

さらに、私も手元に資料を一部忘れてきちゃったものですから、この一部改正された

法律が公布、施行された昨年6月11日、同じ日に文部省は、その法律が変わったことに

ついて通知文書を出しているんですが、それは受け取られているんでしょうか、まずお

答えいただきたいと思います。

O副議長(竹ノ上武俊君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) 指導室の方にきちんと通知書が来ているというふうに

理解しております。

O副議長(竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君。

012番(佐瀬昭二郎君) 昨年の 6月11日です。だから 6月中には届いているんだろう

というふうに思いますね。この通知書、今手元に実物がないんですが、今問題にしてい

るこのテーマについてどういうことを言っているかというと、司書教諭が配置されたか

らといって、今現在学校司書、いわゆる学校司書の仕事をしている人たちの仕事が必要

がなくなるわけではないと。そのことをしっかりと受けとめなければだめだよというこ

とが書かれています。ですから、その文書を、昨年届いている文書を読んでいれば、こ

としの要綱改正ですね、機会的に、もともとそうなっていたんだから、年月日を入れよ

うなどという対応ではまずし、かなというようになったはずなんですよ。そのことはぜひ

お読みになって、改めて教育委員会の方にも認識を新たにしていただきたいというふう

に思います。

さらに、国会における論議を若干紹介しますと、自由民主党の馳議員という方が、こ

の方はこの法案の一部改正案の提案者の一人でもあるんですが、こういう質問をしてい

ます。「加えて例えば、ある自治体が司書教諭の配置に伴い、学校司書の解雇や雇用の

更新を拒否した場合、この事実が明らかなときは、文部省としては遺憾であるというこ

とになると思いますが、いかがでしょうか」と質問しています。これに対して、政府委

員の辻村初等中等教育局長は、こう答えています。「学校図書館に勤務をいたしており

ます学校司書の役割の重要性は御指摘のとおりだと思います。司書教諭の仕事に教師が

当たるということはもう推察されますように、学校図書館を利用して教育指導全体のレ
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ベルアップを図る。つまり、教育活動という面での中核的な役割を担うものということ

に対しまして、学校司書の方々は、図書館の円滑な管理運営という点で、大変重たい役

割を果たしているというふうに理解をしているわけであります。はっきりと違う。両方

必要だと。したがいまして、先ほど先生から、もし司書教諭が配置されたと。そのこと

で直ちに学校司書の解雇と申しましょうか、というようなことがあった場合には、これ

は遺憾というのか、というようなお尋ねがございましたが、どういう評価をするか別と

しまして、私どもといたしましては、司書教諭の設置をもって学校司書の配置がなくな

るということについては、まさに役割に対する十分な認識を持っていない措置であり、

そういうことであるとすれば、言葉を率直に申し上げさせていただければ、遺憾なこと

であるというように言って差し支えないのではないかというふうに思っております」。

非常に異例の率直さで答弁しているわけです。

こういう一連の論議、先ほどお顔の様子から、どうも要綱の改正の時点では、これら

の一連の資料というのは踏まえた議論をしなかったということは、もうほぼ明らかだと

思いますが、踏まえた議論をすれば、あの今年度行われた要綱附則に関する改定は、全

然違ったものになったはずですよね。先ほど部長も、選択肢はあり得るとお答えになっ

たけれども、あの要綱附則を削除するという選択こそが、教育委員会が取るべき選択だっ

たのではないかというふうに私は思うわけでありますが、この点についてお考えがあれ

ば、お答えをいただきたいと思います。これは学校教育の教育政策にかかわる問題です

から、ぜひ教育長の方からもお答えいただきたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 教育長。

0教育長(有元佐輿君) 佐瀬議員の今の議論の中でお話があった、国会レベ、ルの議論

の中で、司書教諭と司書という両面資格がある中での課題で、司書教諭が配置されたと

きに、司書の雇用について不当にそれをなくすることは云々というお話がありました。

御存じのように、教諭というのは、学校教育分野におきましては、児童の教育をつかさ

どるということで、子どもの教育の中心的人物になっているのは教諭でありまして、現

在、民間人の民間登用も含めまして、学校の中にはさまざまな人たちが入っていること

も事実であります。その中で、特に司書が現在学校教育の中で入っているのは、恐らく

は高等学校以上の学校ではなかろうかと思っておりますが、この資格を持って入った司

~<I:J;という資格と、現在議論をしております私どもの図書館事務l属託の問題につきまして

は、いささかレベルの違うと申しますか、視点の違う議論ではなかろうかと、かように

思っております。



それはともかくといたしまして、私どもの問題として議論いたしているところは、 1 

点は、雇用に関する問題として今後、この図書館事務嘱託の方々をどうしていくかとい

う大きな課題と同時に、二つ目としましては、この図書館事務嘱託の方々が行っていた

だきました仕事の内容の重要性というのを、どう引き継いでいくかという大きな課題が

あろうかと、かように思っているところであります。この 2点について、今後、教育委

員会としては、大きくこの問題を検討してし、かなきゃならない、かように思っていると

ころであります。

0副議長(竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君。

012番(佐瀬昭二郎君) 今の教育長の御答弁、学校司書と司書教諭の関係についての

御認識は、完全に間違えています。とりわけ学校司書についての考え方は。私がきょう

紹介した文書を読めば、一目瞭然明らかであります。学校図書館、先ほど挙げた国会の

附帯決議で、なぜ、いわゆる学校司書と言い方をしているのか。なぜ、いわゆるなのか。

これは学校司書という制度がないからです。学校司書という存在が制度化されていない

から、いわゆる学校司書と言っていて、これを衆議院、参議院の論議を読めば、 一目瞭

然明らかですけれども、先ほど私も言いました。つまり、さまざまな身分、さまざまな

職名で、全国の自治体が自主的に学校に人を配置している。それを総称して、いわゆる

学校司書と言っているんです。資格を持っているかいないかということを問うているん

じゃないんですね。

そのことについてもちょっと言いますと、初期の時期にこの事業を始めた自治体では、

非常に緩やかな規定なんですね、資格については。しかし、後から始めた自治体、例え

ばこの近辺では三鷹市のように、後から始めた自治体は、先行する自治体の実践例を十

分学ぶことができるから、身分・資格については、例えば三鷹市の場合は、司書の資格

を持つ者と明確に限定をするというふうに事柄が発展してきているんです。そのことも

含めてね。しかし、現実にはさまざまな身分、さまざまな資格を持った人たちが、実質

的に学校図書館で司書としての仕事をしているということを、国会も認め、文部省も認

めるから、いわゆる学校司書は、職を失うようなことがあっては困るよということを、

文部省も通知で出しているわけです。そこのところはぜひ、御認識を改めていただかな

ければ、まともな論議ができないと言わさ、るを得ません。ぜひ御自身で、一連の関係文

書を精査されていただきたいというふうに思います。

そろそろ時聞が迫ってまいりましたので、まとめざるを得ませんが、何度も繰り返し

たことですが、もともと日野市の要綱に、司書教諭の役割と学校司書の役割についての
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役割の認識の混同があって、片方が廃止されれば、片方は要らなくなるというふうに考

えていたことはこれは全く事実だと思います。しかし、日野市からまず東京ではこの制

度が始まり、東京に限っても、三鷹市や中野区や保谷市や狛江市や町田市やというふう

に、どんどん日野に学んで、この制度が広がっていっています。全国的に見ても、先進

的な取り組みをした岡山県など‘の例に倣って、この事業が全国の自治体に広がっていて、

国会で紹介されているんですが、 1995年のデータですが、小学校の13.4%、中学校の

15.7%に、学校図書館担当の事務職員、いわゆる学校司書が配置されているという状況

になってきている。これはいずれも、多分90年代になって、もうちょっと先行してやっ

ているまちも当然あるわけですけれども、 90年代になって全国に広がっていった、勢い

をもって広がっていったということだろうと思います。それぞれの自治体が独自にやっ

た事業が、国家レベルの制度がある、都の制度があるということとは関係なしに、自主

的に始まった事業が、これほどの勢いで広がった事例というのは、ほかに余りないので

はないかというふうに思います。

そして、まさにここが大事だと思うんですが、それぞれの自治体が、それぞれの形思

中身で事業を始めました。そして、それを担っている事務職員、嘱託職員、学校司首、

さまざまな職名を持った皆さんが、 一生懸命仕事をして、物すごい成果を上げてきてい

る。そのことが土台になって国会の論議があり、そして法案の改正の提案があり、そし

て法律の一部改正が行われた。いわばこの全国の自治体が、政府などに先駆けて行って

きたこの事業が、今日、学校司書というのはどういう役割を果たして、なぜ必要なのか

という共通理解、認識を生み出してきたと言ってもいいと思うんですね。そういう意味

では、今回の法改正、年月日を変えれば対応することになるというようなことでは到底

済まないんで・す。東京で最初にこの事業を始めた日野市としては、今回の法改正と、そ

の法改正をめぐるさまざまな論議を、喜びと誇りを持ってまず受けとめるというところ

から出発すべきだろうと私は思います。

再度繰り返しますけれども、ですから、附目IJ2を削除するというのが、今年度行われ

るべき要綱の改定だったのではないか、そのことを再度強調しておきたいと思います。

最後に、先ほど部長の方からも、国会の附帯決議に沿う方向でこれを今後考えていく

というお話がありました。そのことに関連して、 2点御要望かたがた質問したいと思い

ますが、 一つは、国会の論議や、あるいは日野市における実践、あるいは日野市に学ん

で始めたさまざまな自治体の学校図書館活動の実践例をしっかり踏まえて、今後日野市

が、いわゆる学校司書をしっかりと学校図書館活動の中に位置づける、そういう学校図
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書館の活動に関する計画をつくってしぺ、検討していくおつもりが多分おありだろうと

思いますが、そのことについて 1点お答えをいただきたいと思います。

もう l点は、どう考えても、このことし 4月1日付で改定された要綱改定というのは

おかしし、。この要綱改定について、おかしいということは十分御認識いただいたのでは

ないかと思いますが、もう一度そのことについて見直すということが必要だと思います

が、そのことについてもお答えいただきたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 教育長。

0教育長(有元佐興君) お答え申し上げます前に、先ほど‘の発言につきまして、いさ

さか軽率なところがありましたので、申し上げたいと思います。

学校司書、それから司書教諭ということで、大変失礼いたしました。いわゆる司書云々

の文書につきましては、私といたしましでも、十分理解しておるところでありましたが、

少々混乱をいたしまして、表現を間違えました。この内容につきましては、私のミスで

ありますので、申しわけありませんでした。ただ、申し上げました雇用の問題以降のこ

とにつきましては、私の意図でありますので、これについてはそのまま御理解いただけ

ればありがたいと思っております。

御質問がありました 2点でありますが、 1点の問題で、今後、この日野市において、

この嘱託をどう認識していくかという問題でありますが、この方々の努力につきまして

は大変敬意を表しているところでもありますし、成果を理解しているところでもありま

す。今後、この仕事としての内容の重要性をどう踏襲していくか、いろいろなやり方が

あろうかと思います。前の議会でも一度申し上げたかとも思いますが、岡山県あたりの

例をとって申し上げたとは思いますが、保護者の方々のボランティアによって、この問

題ができるかど、うかというような問題も含めまして、ボランティア活動なども導入しな

がらできないものかどうか。それとしても、雇用の問題が片方にある。それと同時に、

この法で行けば、 12学級以下、すなわち11学級、 10学級、 9学級という学校について

は、現状では司書教諭を置かなくてもいいという形になっている。この問題をどうして

いくかというような種々の問題があります。このような問題を今後大いに考えながら、

今まで日野市が行ってきました成果をどう踏襲していくか、そして子どもたちの教育の

レベルを保ち増進させていくかということは、私の託された仕事ではなかろうかと、か

ように思っております。

なお、 2点目の課題につきましては、先ほど申し上げました、調査をいたしますとい

う過程の中でとりあえずの検討はしてみたい、かように思っております。
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0副議長 (竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君。

012番 (佐瀬昭二郎君) 今の l点目への教育長のお答えは、きょう何のためにこんな

時間をかけてやりとりをしたのか、全く無意味になってしまう ようなお答えだと思いま

す。嘱託員の方々がやってきた職務の内容をどう引き継ぐのかというのは当然のことだ

と思いますが、国会の附帯決議は、それらの人々、つまり、いわゆる学校司書がその職

を失わないようにしろと言っているわけですから、今ある制度をどう発展させるのかど

うかという、そういう問題なんです。そのことをしっかり受けとめていただきたい。そ

れを再度申し上げて、この質問を終わりたいと思います。

O副議長 (竹ノ上武俊君) これをもって9の1、学校図書館のいっそうの充実 ・発展

をめざしての質問を終わります。

一般質問9の2、「障害者基本計画」の策定に取り組むべきだの通告質問者、佐瀬昭

二郎君の質問を許します。

012番 (佐瀬昭二郎君) それでは質問いたしますが、あと時間が8分しか残っていま

せん。せめて30分ぐらいは時聞をとってと思ったんですが、お聞きのように、少し錯綜

した議論になりましたので、時間がなくなってしまいました。簡単に通告した質問を飛

ばして質問させていただきます。

9月の定例会のときに私、決算特別委員会で、障害者基本計画をつくる課題があって、

それに日野市としても取り組むべきじゃないかという質問をしました。それに対して、

部長の方から、「当面は保健福祉計画の見直しで対応したいJというお答えがありまし

た。一方、日野市では、日野市障害者関係団体連絡協議会の皆さんを中心に、「障害者

プランをつくる日野市民の会」というのがつくられて、年明け早々にも本格的に市民の

手による障害者プランづくりが始まろうとしています。そのことに関連して 2点。

一つは、保健福祉計画には当然、障害者福祉の分野が含まれているわけですから、見直

すのは当然として、しかし、プロバーの障害者計画というものを想定した場合に、とて

も障害者の問題だけを取り上げ.た計画に含まれる内容のすべてをフォローできないこと

は明らかだろうと思いますし、あるいはフォローしたとしても、非常に大まかな住立て

ということで、具体的な展開までにはなかなか至らないのではなし、かと思いますが、そ

のあたりのことをとうお考えになっているか。やはり、近い将来というか、独自の障害

者計画が必要だというふうに思うんですけれども、そのことについてどうお考えか教え

ていただきたいというのが l点です。

それから 2点目は、今言いましたように、「障害占プランをつくる日野市民の会」が、
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独自の障害者フ。ランづくりを始めているわけですが、ですから当面、保健福祉計画の見

直しと市民の手による障害者フ。ランづくりが平行して進む。いろいろ協力し合うと、意

味があるものがたくさんあると思うんですが、どういう協力関係が可能で、また必要だ

とお考えになっているか、そのあたりのことをまずお聞きしたいと思います。

最後に 1点、もう一つ質問があるので、申しわけありませんが、できるだけ簡潔にお

願いしたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君)

部長。

佐瀬昭二郎君の質問についての答弁を求めます。福祉保健

0福祉保健部長(高野英男君) 2点ほど御質問いただいたわけでございますけれども、

今お話にありましたように、現在の日野市保健福祉計画につきましては、平成6年に策

定したものですが、御案内のとおり、少子・高齢化や介護保険などの福祉を取り巻く環

境は著しく変化しておりますので、今回、保健福祉計画の見直しをするということにな

りました。市町村の障害者計画の策定に当たっては、障害者単独計画として策定する場

合と、日野市のように、保健福祉計画、いわゆる地域福祉計画の複合計画として策定す

る場合があると思います。いずれも、障害者基本法に基づいて行われる障害者計画とな

り得るものというふうに思います。 27市の状況なども、単独計画として策定または策定

中の市が 8市ほどございますが、私どもと同じような形で進めている市も多数あるとい

うことを御理解をちょうだいしたいというふうに思います。

それから、 2点目の「障害者プランをつくる日野市民の会」のことにつきましては、

十分承知をしております。その障害者の当事者を含めた市民が主体となって障害者プラ

ンを作成し、それを市がつくる障害者計画に反映させることを目指すと、こういうよう

なお話でございますので、今後は意見交流や実態調査、アンケー卜等の協力要請などを

通じて、情報交換を行っていきたい、このように考えております。

以上です。

O副議長(竹ノ上武俊君) 佐瀬昭二郎君。

012番(佐瀬昭二郎君) ありがとうございました。

詳細にやりとりできないのは残念ですけれども、いずれこの問題、直接お話をいろい

ろしたいというふうに思っています。

最後に 1点だけ、 NPOとどういう協力・連携の関係をつくるかということが今大き

なテーマになってきて、私もこの議会の一般質問で取り上げたことがありますけれども、

今、市民のサイドで、障害者プランをつくる会が動き始めたと。これは市の障害者福祉

a
u
I
 

n
L
 



を進めようとする立場からしても、大変ありがたい話なんじゃないかと思うんですね。

ぜひ、 NPOとどういう協力関係を持つのか、あるいはどう支援をしていくのかとし寸、

そういう観点から、この市民の会と日野市の行政がどう協力関係をつくるのか、急いで

ですね、どういう協力関係があり得るのか考えていただきたい。 一番踏み込んだ関係と

いうのは、多分、障害者計画づくりを委託するというような関係だと思いますね。よく

やる、いわゆるコンサルタントに委託をするよりも、はるかに安い金額で、はるかに地

域に即した計画がつくれるんではないかと思うんですね。そういうことまで踏み込めば

そういう話が出てくると思うんですが、そのことを含めて、どんな関係、協力支援関係

がつくれるか、ぜひ検討していただきたいと思います。質問するつもりでしたけれども、

要望するにとどめておきます。もう時聞がなくなってしまいました。どうもありがとう

ございました。質問を終わります。

O副議長(竹ノ上武俊君) これをもって 9の2、「障害者基本計画」の策定に取り組

むべきだの質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(竹ノ上武俊君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長(馬場繁夫君) 休憩、前1':51き続き会議を聞きます。

午前11時42分休憩

午後 l時15分再開

一般質問10の1、 “理想の給食"と評された日野の学校給食をまもり、さらに充実さ

せるために!の通告質問者、中野昭人君の質問を許します。

( 1番議員登壇〕

01番(中野昭人君) それでは、通告に従いまして、全国から注目をされ、また高く

評価されています日野市の学校給食について、さらに充実をさせる、発展させる立場か

ら質問させていただきます。

まず最初に、『学校給食だよりJに国載されています何人かの声を御紹介したいと思

います。

日野市の学校給食会の会長をされております校長先生の声です。数年前の0-157事

件、そしてカレーライスへの毒物混入事件に始まり、あちこちで毒物の混入事件が発生

しております。成長にとって不可欠の食物に無差別に毒物を混入するという痛ましい事



件の報道に、怒りを覚えながらも、緊張する毎日を送っております。この役についたこ

とによって、生産者の方々、食材業者さん、栄養士さん、調理師さんそれぞれが、衛生・

安全面はもちろんのこと、子どもたちに喜んでもらえるようにと創意工夫を凝らし、情

熱いっぱいに取り組んでいらっしゃることに敬意を表したいと思います。

調理員の声です。私は、調理員になる前は、 3年間、喫茶居で働いていましたが、そ

こではカレーやミートソースは、缶詰のものを温めるだけであったり、化学調味料や冷

凍食品は当たり前のように使用され、添加物が体に悪影響を与えるという考えよりも、

見た目優先の仕事をしていました。給食調理員になってまず驚いたのが、よい食材・調

味料を使い、豚骨や牛骨、削りぶし、煮干し等で本格的にだしをとり、すべて手づくり

で調理していたことでした。手間を惜しまず、 一つ一つに神経を使い、丁寧に仕上げて

いくこの作業は、大変だけれど、やりがいを感じました。あれから12年間がたち、給食

を取り巻く環境も随分変わりましたが、日野市の安全でおいしい手づくり給食は、変わ

ることなく続いています。私は他市に住み、 1歳8カ月の娘がし、ますが、この子が学校

に入るとき、日野市のような給食であってほ しいと思っています。

中学生の声です。僕が大坂上中学校に初めて来たとき、食べたのはカレーライスでし

た。そのカレーライスは、温かくてとてもおいしかったです。そのことを保母をしてい

る母に言ったら、母は、温かい給食なんて、多摩では食べられないんだよ、と言いまし

た。その言葉に僕は驚いた。どこの学校へ行っても、温かい給食が食べれらると思って

いたのに、そうではなかったのです。そのことを聞いて、日野市はいつでも温かい給食

が食べられて、とても幸せだと思った。これからも給食を残さず食べていきたいと思い

ます。

本当にすばらしい日野の学校給食への思いが、それぞれの立場から率直に語られてい

ると思います。

去る 6月議会において、菅原議員より、学校給食の民間委託化の問題提起、提案がな

されました。その動機、目的は一つには、表題にも示されていましたように、 学校給食

の充実を図る、もう一つには、行政のむだな経費を節減する、この 2点が挙け.られてい

たと思います。さらにその中でも、民間委託は、 1点目の学校給食の充実が前提でなけ

ればならない、こういう立場を鮮明にされておりました。

少しこの質問の最後を引用させていただきますと、こう述べているんですね。「まず

一番私たちが考えなければならないことは、子どもたちの給食をもっとよくするんだと

いう観点、それが民問委託をすることによって悪くなるんだったら、やめたらいいんで
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す」。この問題意識は、従来からある財政効率を根拠にした民間委託論とは違い、それ

自体は非常に積極的で・意義ある問題意識だと思います。

そこで、今回、私も閉じ問題意識から、つまり学校給食の一層の充実を図る、この立

場から、日野市の学校給食の到達、蓄積を明らかにしながら、民問委託是非論を、これ

また菅原議員も視察に行かれました、私たち日本共産党市議団6名も視察に行ってまい

りました台東区の例などとも比較しつつ、検討してみたいと思います。

具体的な検討に入る前に、そもそも学校給食とは、歴史的にどういう背景を持ち、今

日どういう位置づけのもとに行われているのか確認しておきたいと思います。

我が国の学校給食の起源は、 1889年、山形県鶴岡町私立忠愛小学校における昼食給与

にさかのぼると言われています。その学校は、各宗寺院住職が、超宗派的に協力し、衣

食に窮する貧困児童の普通教育のために設立されたものであったようです。その後、全

国の幾つかの地域で学校給食が行われるようになりますが、これらはいずれも、就学困

難児を対象とした救済事業、慈善事業としての性格を帯びています。その後大正期に入

ると、児童の栄養状態の悪化を回復させる方法として、学校給食に対する社会的関心が

高まり、学校給食は、従来の慈善事業から栄養補給事業へと変容していくことになりま

す。そ して、今日の学校給食の原点となる位置づけがなされたのは、戦後、 1954年に制

定された学校給食においてでした。この法律の制定によって、初めて学校給食は、明確

な法律上の根拠を与えられ、また同時に、教育の一環としての位置づけが明確にされた

わけであります。

学校給食法第 1条は、同法の目的について、「この法律は、学校給食が児童及び生徒

の心身の健全な発達に資し、かっ国民の食生-活の改善に寄与するものであることにかん

がみ、学校給食の実施に関し、必要な事項を定め、もって学校給食の普及 ・充実を図る

ことを目的とする」、こう定めています。さらに同 2条では、学校給食の目標について、

「学校給食については、義務教育諸学校における教育の目的、これを実現するために次

の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない」、こう明確にした上で、 4点その

目的を明らかにしています。第 1に、日常生活における食事について、正しい理解と望

ましい習慣を養うこと、第 2に、学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと、第 3

に、食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること、第4に、食糧の生産、配

分及ひ消費について正しい理解に導くこと、以ヒの 4点です。ここには、戦前の学校給

食とは全く異なった、戦後の学校給食の新しい位置づけを見てとることができると思い

ます。
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今日、よく俗論として言われています「豊かな日本社会」、これは実現しているんだ

から、貧困児童や栄養不良児童は基本的に解決しているはずだ。学校給食の役割は終わっ

たとか、愛情弁当論とか、全く成立し得ない法的根拠が明確に示されていると思います。

以上の点を、別の角度、国民の権利という観点からとらえるならば、学協合食は一方で、

憲法第26条の教育を受ける権利の保障を目的として行われる教育活動と言えます。また、

他方では、学校給食は、その教育目的を達成するためにも、伺よりも身体にと って、安

全・衛生的であることはもちろん、栄養的にも子どもの健康を確保・増進させるもので

なければならず、これは憲法第25条の生存権とそれに基礎を置くところの子どもの健康

権を保障するものと言えます。

学校給食が以上のように、子どもの権利を保障するための教育活動の一環であること

から、当然そこには、そのことを確保するために、行政責任という観点からの種々の公

的規制が加えられています。学校給食法第4条では、「義務教育諸学校の設置者は、当

該義務教育諸学校において、学校給食が実施されるように努めなければならなしリとし

て、同第 5条では、「国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るよう

に努めなければならない」、こう定め、学校給食における行政責任を明確にしています。

学校給食は教育活動であり、それを保障するのは行政の責務である、この点をし っかり

踏まえて、具体的に検討を加えていきたいと思います。

まず最初に、この日野市における学校給食の歴史的な経過、及び今日の取り組みの状

況について教育委員会より御説明をいただきたいと思います。

O議長(馬場繁夫君) 中野野F昭人君の質問についての答弁を求めます。学校教育部長。

O学校教育部長(米倉幹雄君)

さらに充実させるためにという観点から、二つの御質問をいただきました。

一つに、日野市の学校給食の歴史的経過でございます。私ども、数少ない文献の中か

ら調べ上げてまいりました。おおむねこういう経過ではなし、かというふうに思っており

ます。日野市の学校給食は、さかのぼりますと昭和16年5月に、平山小学校における学

校給食実施に向けて、当時村役場ですが、これは旧の七生村でございます。旧の七生村

と教育庁の南多摩出張所等が協議の機関を持ちまして、その結果、翌年の12月に、学校

に通われている児童の各家庭より、野菜とかお米、食材を持ち寄りまして、保護者の方々

の手によって給食が始まったというふうに記録がございます。したがし、まして、これが

一番最初の学校給食の始まりではないかというふうに思っております。さらに、昭和29

年の学校給食法施行及び、その後の第一小学校保護者等により、当時の日野町議会への働

-228-



きかけ、またはアンケート調査等が契機となりまして、昭和32年3月に第一小学校で完

全給食が実施されまして、この第一小学校の形が現在の原形になっているものと考えら

れます。それ以降につきましては、新しい学校が開校されると同時に、給食が実施され

てございます。中学校におきましては、昭和38年にミルク給食が開始しまして、完全給

食という形の形態が始まりましたのは、昭和56年の平山中学校を皮切りとして、現在、

全中学校で実施しているところでございます。

現在どのような取り組みをなされるかという 2点目の御質問でございます。もちろん、

学校給食を学校教育の一環として今お話がございましたように、位置づけて取り組むこ

とは当然のことといたしまして、児童・生徒にいかに安全でおいしい、楽しい給食を提

供できるかということが第一と考えてございます。この目標に沿うべく学校長とか教1'iJi_

栄養士、給食主任、調理員等を構成員といたしまして、昭和43年に発足した日野市の学

校給食会という会を組織してございます。学校給食会を初めとして、関係職員が協力し

て事業を現在推進しております。現在では、余裕教室を有効利用したランチルームの設

置、それと食堂の設置、 一部磁器食器の導入とその給食環境の整備に努めております。

いずれにいたしましても、こういう経過の中では、職員の研修とか、実習とか、そうい

うものを加味しながら、現在の給食事業を展開をしているところでございます。それと、

年に数回程度ではございますが、セレク卜給食とか、リクエス卜給食、バイキング給食

等の試行も行っているところでございます。こういう取り組みの中で、今後の課題とし

て現在問題提起されておりますのが、郷土・季節を考慮に入れた給食、児童・生徒の健

康状況に対応した給食等の課題もありますので、今後、こういう問題にも対応していき

たいというふうに考えております。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 中野昭人君。

01番(中野昭人君) ありがとうございます。

日野の学校給食が、何よりも子どもたちの安全とおいしい給食、これに基本を置かな

ければならない、大変積極的な、当然のことなんですけれども、答弁がありました。学

校給食の特徴については、学校給食の関係者のそういう地道な努力とともに、よくマス

コミなどでは、ハード面が強調されます。特徴として言えるのは、伺よりも市が直接責

任を負っている直営であるということ、自校調理、自校炊飯であるということ、学校ご

との献立、食材購入であるということ、地元農家の新鮮な野菜を使っているということ、

栄益士を全校に 1名ず‘つ配置しているということ、中学校では全校に食堂を設置し、小
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学校では空き教室を利用したランチルーム設置を進めている、こういうことなど、教育

の一環としての学校給食の充実に向けての大変積極的な取り組みも行われていると思い

ます。

この日野市の取り組みにいわば光が当てられ、全国からにわかに注目を浴びるきっか

けになったのが、あの 2年前の0-157食中毒事件になります。当時、多くの新聞や雑

誌、テレビなど、さまざまなマスコミが、それぞれの立場、角度から事件を論じ、学校

給食の問題点を論じました。学校給食のあり方を、経済効率ということだけで、予算が

浮くか浮かないかだけで見たら、大変なことになる。このことを論じ、そして日野市の

学校給食のあり方に注目を寄せたわけです。ここにその雑誌で、特に象徴的だと思われ

るIrA E R A.]としづ雑誌のコピーがあります。日野市の学校給食を評して、 “理想的

な学校給食"、こう評価しています。

少し教育委員会としての見解、現時点での見解をお伺いしたいと思いますが、 1点目、

日野市の学校給食、IrAE RA.]などでも高く評価された取り組みを、どのように認識

しているでしょうか。もう 1点、日野市がいわば全国からも注目されるような到達を築

き上げてきた力、原動力はどこにあると考えるでしょうか。この 2点についてのお考え

をお聞かせ願いたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) 2点の御質問にお答え申し上げます。

1点目の、マスコ ミでの評価の関係でございます。これは一昨年、今御紹介いただき

ました雑誌等が中心になりまして、評価をいただいたところでございます。私ども関係

者としては、大変ありがたいというような思いでおります。ことしに入りましでも、具

体的には奈良市とか小千谷市などの自治体からの視察も受け入れてきたというような経

過がございます。いずれにいたしましでも、私どもの取り組みといたしましては、特出

すべきことをやったというふうには考えておりませんで、常に前段で申し上げましたよ

うに、児童・生徒に安全でおいしい、楽しい給食をいかに提供するかということで努力

を積み重ねてきた、その結果ではないかというふうな思いを持っているところでござい

ます。

それともう 1点の、それの評価の原動力になるものは何かというお尋ねでございます。

考え方といたしましては、栄養士さんだとか、調理師等の個々の資質ということはもち

ろんではございますが、現状に甘んじることなく、おのおのが自己研さんし、向上心及

び、学校教育法に定める学校給食の意義または理解等、そういうものがそういう原動力に
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なっているんではなし、かというふうに考えております。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 中野昭人君。

01番(中野昭人君) ありがとうございました。

1点目の WA E R AJIなと‘についての評価についてなんですけれど、私、評価に対す

る評価を聞いているんじゃなくて、評価された中身についての評価を聞いているんです

ね。学校給食がなぜ日野市がすぐれているかということが、他市の状況との関係で、民

間委託との関係で、日野市の直営方式の学校給食を評価しているんです。この点につい

ての評価をお聞かせ願いたかったんです。

2点目についてなんですけれども、調理員や栄養士の技術向上に向けたさまざまな努

力が大きな原動力の一つになっている、そういう答弁だったと思います。私、 WAER

AJIのこの『民間委託の危険度』と題した記事の中身についてなんですが、若干紹介さ

せていただきたいと思います。

なかなか本質をついた記事だと思います。論証という点では、かなり甘い点もあると

は思いますが、それでも的を射ているんじゃなし、かというふうに思いますので、少し紹

介しますと、まず官頭のところで、合理化や効率化の陰で、子どもたちの安全がないが

しろにされていないだろうか、この問題視から始まっています。大阪堺市では、給食の

食材は一括購入でしたが、調べてみると、 一括購入は危ない。それから共同調理、これ

をやっているところも危なし、。民問委託はどうか。ず、っと吟味していくわけですが、調

べていくと、そういうことがいわばはやり出したのが文部省にある。その原因をつくっ

ているのが文部省にあるということを明らかにします。 1985年、文部省が『学校給食業

務の合理化についての通知』というものを出して、共同調理方式、民間委託などの方法、

これにより人件費などを浮かせよ、と、全国の自治体に号令をかけた。子どものことを

第ーに考えるはずの文部省が、子どものことをどうこう言うより、人件費を浮かせと言っ

たわけです。そのことを踏まえ直して、この雑誌がずっと追い続けていきますと、 一括

購入もだめ、共同調理方式もだめ、民間委託はなおさらだ、こうなっています。そう い

う中から出てきたのが、その意味で理想的な給食の形をとっているのが、東京都日野市

だ、こう結論づけています。

さらにこう続けます。岡市の大半の小中学校では、「一昨年から一一当時の一昨年で

すが、前日にニワトリが産んだばかりの黄身の盛り上がった卵を使っている。ゆで卵に

するなら、産みたて卵だと殻がかたいので、わざわざ 1日置いてから調理する日に学校
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へ届けられる」と、農家と一体となった自校調理、食堂方式の給食の仕組みが詳細に紹

介されています。「日野市では、こうして理想が実現しているが、全国的な現実は、経

費節減が重視され、理想とほど遠い民間委託へ依存する方向に走っている」、こう危慎

しています。

これを読んでて、本当になるほどなと思いました。しかし、同時に、この記事で評価

されている中身、自校調理、食堂方式の問題でも、地元農家の野菜を購入する問題でも、

確かにこれだけをとって、民間委託では成り立たないとは言えないんです。現に民問委

託でいながら、自校調理、食材購入を行っている自治体も確かに存在しており、理屈の

上でも、現実の上でも成り立ち得るものだと思います。

では、一体、日野の学校給食のどこが理想的で、その原動力は何なのか。私、今回、

この質問を準備する過程で、本当にすばらしいと思ったこと、これが日野の“理想、の学

校給食"を築き上げてきた原動力だと感じたことは、ややもすると、先ほど紹介したよ

うなハード面に目を奪われがちなんですが、実はソフト面、先ほど部長の方も強調され

ましたが、このソフト面、子どもたちに安全でおいしい給食を食べさせてあげたい、調

理員、栄養士のこの思い、そして教育にかかわる職員としての自覚と、自覚に基づく共

同の努力による大変すぐれた蓄積があるということでした。その蓄積が、安全でおいし

い理想的な給食をっくり出している、そう思います。さらに言えば、常に不安定な雇用

を余儀なくされる民間委託では決して築き得なし¥直営だからこそ築かれてきたし、築

かれるものだと確信しています。逆に言えば民間委託は、理想の給食と言われるような、

安全でおいしい日野の給食を実現してきたその基盤というか、条件を奪うことになるわ

けです。なぜそう言えるのか、具体的な検証に入る前に、改めて民間委託とは何なのか、

どう考えるかについて、簡潔に触れておきたいと思います。

そもそも一般に行政の民間委託とは、国や地方自治体が、その団体の事務事業を、民

間企業や個人などに委託して行わせることを言いますが、この民間委託が強力に推進さ

れ始めたのは、 1981年以降、政府臨調行革の中での行政責任領域の見直し、つまり行政

の減量化と民間活力の活用という観点からのものでした。これが今日では、経済効率の

向上を口実にして、より一層強力に推進されてきています。

このように、民問委託論は、憲法や地方自治法、つまり住民の健康、安全及び福祉を

守ること、それ自体を目的とする自治体の仕事を、その第 1の目的が、利潤の追求にあ

る民間企業に委託をするということであり、行政の住民に対する責任放棄につながりか

ねない重大な問題を抱えている、慎重な検討が必要とされる、こう思います。その上で
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私は、民間委託をするかどうかを検討する場合、 いわば四つの物差し、 四つの観点で‘見

ておく必要があると思います。

第 1には、民間委託によって行政の責任、行政サービスの公共性をいささかもあいま

いにしてはならないこと、この点では、やはり福祉や教育は直営であるべきだと思いま

す。第2に、民間委託は、行政処理の方法として、短期的、補完的な限られた範囲での

み認められるべきであり、行政サービスの明らかな向上や住民自治の観点から、ぜひと

も委託が望ましいと言えるような場合に限られるべきです。菅原議員の提起は、この点

でなされたものだと私は理解します。第3に、委託に際しては、地方自治法や関連する

個別の法律、職安法のような労働関係法の制約をはっきりと踏まえる必要があります。

実は後で触れますが、この点での制約が、学校給食の民問委託を具体的に検討してみる

と、大変大きな問題を抱えていることがわかります。第4に、実際に委託が行われてい

る中では、委託契約の内容や実施状況をチェックし、それを公開させることができるこ

と、契約の内容が、行政責任や行政の権限をあいまいにさせるものであってはならない

こと、契約を業者がどう実施しているか、そこに働く労働者の賃金や労働条件がどのよ

うになっているかなど、民間委託に関する情報公開の原則が確立されていること、以上

の四つの留意点が挙げられると思います。

以上を踏まえて、学校給食の、特にこの間文部省が進めている調理業務のみの民問委

託論について考えてみたいと思います。

冒頭でも触れましたが、そもそも学校給食法は、学校給食が教育活動の一環であるこ

とを明確に定め、その保障義務を地方公共団体が負うことを定めています。この法の精

神を踏まえ、文部省も、戦後一貫して、民間委託は教育には決してなじまない、この立

場を明確にして、慎重な姿勢をとり続けてきました。ところが、 1985年、政府の臨調行

革の方針に屈して、「学校給食調理業務の運営の合理化について』と題する通達を発表

し、共同調理方式、パー卜化、そして民間委託化を推進し始めることになります。まさ

に180度の態度の変更です。この変更を合理化するために持ち出してきたのが、学校給

食は教育の一環だが、そのとらえ方を変更するというやり方でした。つまり学救荒合食を、

食事をつくるまでの部分と、それを食べる部分とに区別し、食べる部分のみが教育で大

事なことであるという解釈を図ったわけです。

しかしこれは、文部省みずからが1956年に出した通達『学校給食の実施について』で

述べている、献立を教材として子どもの指導に役立てることや、給食の食事のつくられ

方も教材として活用することなどの見解に照らして、全く恨拠も、説得力もない解釈で
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あることは明白です。学校給食の民間委託化で経費節減を図るために、みずからが堅持

してきた道理ある立場を堂々と変更してしまう、本当にひどいやり方だと思いますが、

しかし、この合理化攻勢に対して、全国の学校給食の充実を願う運動がこれを許さず、

基本的には、直営部分を維持してきたことは大変特筆すべきことだと思います。

紹介しますと、 1985年当時、調理の委託は4.4%でした。昨年1997年でも6.3%と強力

な合理化攻勢にもかかわらず、直営が基本的に守られていることがわかります。

ここで改めて教育委員会にお伺いしたいと思います。今指摘してきたように、さまざ

まな問題点を抱えている学校給食の民間委託について、どのような調査検討がなされて

いるでしょうか。この問、教育委員会は、調査検討を開始し始めている、という話をお

伺いしました。どのような調査検討がされているか。また、その調査検討の中で、今現

在、どういう認識を民間委託化についてお持ちか、お尋ねしたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) 民間委託の検討の状況というお尋ねでございます。私

ども、 6月の議会で、学校給食の民間委託への提言をいただいた以降、教育委員会の全

く内部の検討でございますが、関係職員、私を中心としたものでございますが、そうい

う形の中で、情報等の収集を中心として、 3回程度研究の場を持ったところでございま

す。さらには、 8月には保谷市が民間委託への切りかえを実施されたというふうな状況

がありましたので、保谷市に状況の調査に行ったと。さらには、近隣の町田市にもそう

いう担当ができたというようなことで、担当者がそちらの方の経過を聞きに上がったと。

したがし、まして、教育委員会の今検討が始まったというお話でございますが、私どもの

内部の検討は、まだ勉強を中心としたそのレベルのものでございます。

それと、民間委託への認識ということでございます。今、議員さんからいろいろな角

度からのお話を承りました。私どもといたしましでも、いろいろな文部省からの通知だ

とか、そういうものは承知しているところでございますが、まずその委託をするかどう

かの勉強会が始まったというレベルのものでございまして、そういう具体的な考え方を

持っているわけではございませんが、民間委託への認識というお問い合わせにつきまし

ては、去る 6月の議会でも同じように民間委託への意識が問われまして、私がこういう

ような答弁をさせていただきました。その当時の議事録によりますと、「当市での学校

給食は、安全でおいしく、楽しいを目標にして、関係者の努力で現在一定の評価をいた

だいている現状にございますが、現在の社会経済状況の変化等を考慮いたしますと、学

校給食事業が聖域であり続けるのは、非常に困難な時期に来ているんではなし、かという
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認識を持っております」という御答弁をさせていただいたわけでございます。

さらに、つけ加えるといたしますなら、現状の市の財政状況を見ておりますと、これ

から高齢者福祉を中心とした大変新しい市民の方々のニーズが出てまいります。こうい

うニーズにも行政責任としてきちっと対応していくということを考えますと、その財源

の確保というものは、大変重要な課題ではないか。そういうような中で、私ども学校給

食を担当する部署と いたしましては、現在、正職員110名を超えるよ うな規模でこの事

業を運営しておるわけでございますけれども、こういう財政状況の中で、今後とも引き

続き、この体制を維持していくには、大変難しい場面が出てくるのではないかというふ

うに、私自身としては、そういう思いを感じているところでございます。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 中野昭人君。

01番(中野昭人君) 2点目の民間委託論については、大変重大な答弁がされたと思

うんですが、 1点目で、民間委託論については、検討し始めた段階であるということな

ので、改めてこの場で民間委託論の具体的な問題点について検討を加えておきたいと思

います。

そもそも地方自治体は、子どもたちに対して、安全で豊かな学校給食を提供する義務

を負っています。これに対し、民間委託で直接、調理業務を行う業者は、民間業者であ

る限り、その第 1の目的は、利益の確保にあり、この両者は、本質的に矛盾をする、根

本的な問題点を抱えていると思います。この矛盾がどう現実的にあらわれるか。私は、

日野市の学校給食、安全でおいしい理想的な学校給食を築き上げる上で、欠かせない役

割を果たし続けてきた、いわばソフトの面、調理員と栄養士の共同の取り組み、努力と

その蓄積が、果たして民間委託でも守られ、充実させることができるのかと‘うか、この

問題意識で民間委託の先進区と言われています台東区の現実とも比較しながら、 三つの

角度、 一つはおいしい給食、 二つには安全な給食、 三つには教育としての給食、この三

つの角度から具体的に検証してみたいと思います。

1点目、手づくりのおいしい学校給食の実現という問題です。日野市では、正規の職

員と しての調理員と栄養士が、力を合わせて手づくりのおいしい給食実現のための努力

が続けられています。先ほども御紹介いたしましたが、カレーのルーもだしもドレッシ

ングも、すべて lから手づくりでつくられているそうです。新しい献立が栄長士より提

案されると、なかなか大変だということで戸惑うこともあるそうですが、それでも子ど

もたちに新鮮で温かくておいしい給食を、この思いを共通の上台にして、徹底的に意見
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交換をし、意思の疎通を図りながら、給食づくりを行っているそうです。また同時に、

調理員の技術向上へ向けた努力も、手づくりのおいしい給食を実現する上で、大変大き

なものがあると聞いています。

数字を少しお聞きしたいんですが、今現在、調理員、小中学校合わせて何名いて、そ

のうち調理師の免許を持っていらっしゃる方が何名いらっしゃるかお尋ねしたいと思い

ます。

O議長(馬場繁夫君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) 調理員の数と、それと調理師免許取得者の数でござい

ます。現在、給食調理員の数でございますが、小学校57一一失礼し、たしました。両方で

119名でございます。ちょっと分別の表を後で出せばわかるんですけれど、合計数で失

礼させていただきます。 119名。それで、私どもの方で、市で給食調理員を採用いたし

ますときに、給食調理師の免許が採用条件になってございません。したがいまして、そ

の履歴の確保の段階では、そういうものが、要件が外されておりまして、私どもの中で

じかに調査するということは若干微妙な面もございまして、今これからお話しします数

字は、東京都が給食現場の実態調査を毎年かけてございます。その中に免許取得者とい

うような項がございまして、学務課経由で学校、そしてまた学校から学務、それから都

というような経由の中から取りまとめられる数字でございますが、その数字によります

と、小学校で57名、中学校で24名、合計81名の方が何らかの取得免許を持っているとい

うふうな実態になってございます。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 中野昭人君。

01番(中野昭人君) ありがとうございます。

大変高い取得率だと思うんですね。単純にはこの取得率を持って評価することは慎重

にしなければならないと思いますが、なおかっ、基本的には申請ということで調理師免

許を取得しているか、いないかで差別がされたり、生まれたりということがあったりし

てはいけないということで¥この数字が正確かどうか、また、もっといるんじゃなし、か

ということも言えると思うんですが、いずれにしても、免許取得が採用条件にない中で

も、これだけの119名中81名としづ、大変高い取得率があるということは特筆すべきこ

とだと思います。

ある栄養士の方が、こう言っておられました。「私は調理員に免許試験を受けるよう

に進めているんです。免許取得を目指す努力の中で、さらに調理の仕事に対する認識が
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深まり、自覚と誇りが生まれる。多くの方々が、この仕事にやりがいを持って励んでい

ます」、こう言っておられます。

日野市の学校給食の手づくり度、おいしさ度は、いわば全国の中でも大変高いレベル

にあり、注目をされていますが、これは調理員の技術向上へ向けた努力と、調理員と栄

養士の共同作業の蓄積にあることは確かだと思います。この日野市の手づくりのおいし

さ、おいしい給食を実現してきた蓄積が、果たして民間委託で守られるのか、台東区を

見てみたいと思います。台東区の現実はどうか。

ちょっと小さいのであれなんですが、これが台東区の民間委託先の調理員の年閣の異

動状況というか、定着状況なんです。見てみますと、調理員、小中学校全体で約200名

いるそうです。そのうち民間の正規のいわば社員、これが約 3分の l、残りの 3分の 2

がパートだそうです。 9年度では定着率というか、異動数35名、 10年度10月時点では24

名。この出入り、異動があったことが明らかになっています。パート労働者との関係で

言えば、何と 3分の l弱が年間で出入りしていることになっています。もっと具体的に

見ると、学校によっては、 6名とか 5名とか、パート労働者が全員、計算上では 2回以

上入れかわっているところもあります。台東区の栄養士の方が、次のように言っておら

れました。「とにかくノfート調理が定着しない。大量の料理をつくる大変さもあり、 三、

四カ月でやめるケースがざらにあるo 技術の面でも衛生面でも大変心配しています」。

これもちょっと見ていただきたいんですが、台東区の学校給食の調理員を募集した新

聞折り込みのチラシなんです。こうやって募集をかけなければならないくらい深刻な定

着状況にあります。これが実態なんです。この民問委託の現実に照らして、調理員の技

術向上の取り組み、努力がっくり出しているこの日野市の手づくり、おいしい給食が本

当に保障されると言えるか。さらに言えば、調理員と栄養士の関係も、民間委託では職

業安定法上、一定の制約が加えられます。行政職員である栄養士が民間の調理員を直接

指揮することはできないとされ、すべてチーフと言われる、その業者の代表調理員を介

しての、また紙面上での指揮伝達を余儀なくされるわけです。実際にはそうもいかない

状況のもとで、調理員と栄養士とのさまざまな関係が生まれているそうですが、いずれ

にしても、この制約、職安法上の制約が、栄養士と調P~員との共同作業を実現していく

上で、少なくない障害となっていると言えると思います。この点では、栄養士と調理民

の文字どおりの共同作業で築きヒげてきた理想!の日野の学校給食が保障されるか、本当

に心配だと思います。

2点目、安全で衛生的な給食の実現という点で、どうかという問題です。御存じのよ
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うに、日野市の学校給食に光が当てられ始めたのは、先ほども言いましたが、 0-157

食中毒事件、これ以降のことで、マスコミなどでは、日野の安全な学校給食を保障して

いる要因として、ハード面、自校調理、食材購入方式、地元でとれた新鮮な野菜の活用

などに焦点を当てられた報道が中心でした。確かに一つの大きな要因だと思います。同

時に、いま一つ見逃してはならない点を感じています。それは、先ほど来強調していま

すが、調理員と栄養士の安全衛生管理に関する大変先進的な研究と蓄積があるというこ

とです。

ここで改めて再度お尋ねしたいんですが、日野市には、安全衛生委員会があると聞い

ていますが、その構成メンバーと目的、また、そこでつくられている作業標準、マニュ

アルのことについて教えていただきたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) 安全衛生委員会のお尋ねでございます。

この安全衛生委員会につきましては、労働安全衛生法がベースになってございます。

その労働安全衛生法の目的の中に、こう記されている部分がございます。「職場におけ

る労働者の安全と健康を確保するとともに、軽快な職場環境の形成を促進することを目

的とする」ということが書かれてございます。この趣旨を受けまして、日野市でも規則

が定められておりまして、それに基づく、各職場での安全衛生委員会がすべて構成され

ていますo

ちなみにお話し申し上けますと、本庁の安全衛生委員会、清掃事業所、それから児童

福祉の事業所、それから水道職場の事業所、それから病院職場の事業所、そして、私た

ち教育委員会の職場における事業所に、教育委員会事業所安全衛生委員会という委員会

が設置してございます。総括安全衛生管理者といたしまして、私が任を務めております。

それから安全管理者として、学務課長、図書館長が2名でございます。それから、安全

管理主任といたしまして、学務課の課長補佐、庶務課の施設係長、それから衛生管理者

といたしまして、幼稚園長、それと庶務担当課長といたしまして、教育委員会の庶務課

長、それに作業員が加わりまして、私を除きますと 7名、それに職員組合から推薦する

者 7名、合計14名の構成でございます。職員組合からの推薦するものの構成は、調理員

が3名、栄養士 l名、用務員 2名、図書館から l名と、そういう構成で、労使同数の形

の中で委員会が構成され、いろんな面で論議を進めているという、そういう状況でござ

います。

0議長(馬場繁夫君) 中野昭人君。
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01番 (中野昭人君) ありがとうございます。

ここにマニュアルがあるんですが、実はこのマニュアルをつくったのは、その安全衛

生委員会の部会で、いろんな部会があると御紹介いただいたんですが、調理員と栄養士

さんなどが中心になってつくったマニュアルだそうです。 1989年に l回、 92年に 2回、

そして今、 3回目の改定作業がやられていると聞いていますが、このマニュアルの問題

ーっとっても、他市でも確かにつくられている状況はあります。しかし、他市がいわば

行政主導、行政職員、教育委員会主導で行われている中でも、日野市では、栄養士と調

理員が中心になって築き上げたものだそうです。大変すば‘らしい、この点でも蓄積があ

ると思います。この蓄積は、実は0-157事件以降に出された、文部省による82項目に

わたる衛生管理チェック リスト、これにもいわば部分的に一部を見直しただけで、基本

的に対応できるものであったということです。このことは、他の自治体などが、文部省

のチェックリストに基づいた対応を余儀なくされ、大変な労働を余儀なくされた状況に

照らしても、いかに現場の蓄積が生かされているかを、築き上げられているかを示して

いると思います。

私、実はつい 1週間ほど前に、日野の第五小学校に給食の視察に行ってきました。そ

のとき、ちょうど埼玉県は入間市の栄養士の方が視察に来られていたものですから、 一

緒に日野市の五小の栄養士さんと調理員さんと懇談会を持たせていただいたんですが、

入間市の栄養士さんが、「本当に日野市の調理員さんは、安全衛生面で自信を持ってお

られる。すごい」と言っておられました。なぜかと いろいろ聞くと、こういうマニュア

ルがあるということがわかったんで、ぜひ後で欲しいという話をされていました。入間

市でも、 一定のマニュアルというのはあるけれども、どうしても教育委員会主導で現場

に合わないものになっている。 0-157事件の82項目の文部省のチェックリストにかな

り翻弄されたという話をされていました。

日野はこういう状況なんですけれども、ほかの民間委託の実態はどうかということを

ちょっと検討してみたいと思うんですが、これがことしの 9月18日付の中野区、あとも

う一つあるんですけれども、こっちが10月29日付、 30日付の墨田区のいずれも民間委託

の問題点を浮き彫りにした記事となっています。内容は、中野区の方は、委託先の調理

員の検便検査をしたところ、 0-157が検出されたという記事で、問題なのは、この委

託された会社が、 いつもどおり、検便を調埋員から採取したんですが、これを検査機関

に3日後になって郵送で送った、こういうことだったんです。また、盛田区では、 2学

J~~に入る際、正規の職員が不足したため、 応援調理員を入れることを区へ報告、その際、
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検便検査結果が必要なんですが、間に合わないということで、他人の検便検査結果を報

告書として提出していた。つまり偽造を行っていた、こういう記事なんですね。この二

つの例を受けて、台東区でも、区として委託会社の調理員の検便検査を保健所で行うと

いうことを、ついせんだって、台東区の特別委員会で表明したそうです。検便検査それ

自体は、民間委託であれ、直営であれ、月 2回行うことが義務づけられています。

しかし、この中野区や墨田区の二つの民間委託会社で起こったことは、単にその会社

や個人の問題に解消され得ない、いわば民間委託そのものが抱えている構造的な危険性

をあらわしているのではないかと思います。委託された会社は、そもそも低賃金と苛酷

な労働を調理員に強いることで利益の確保を図る。必然的に調理員の定着率は下がりま

す。当然、新しい調理員の確保がしばしば頻繁に求められるようになりますが、健康診

断や検便検査など、幾つかのハードルをクリアすることが必要になってくる。この過程

の中でさまざまな安全性を省みない危険な状況が生まれ得るんだということだと思いま

す。また、パートの方が、三、四カ月、この単位で頻繁にかわっていくような調理現場

で、本当に安全面、衛生面での自主的管理、自覚が蓄積されるでしょうか。この点でも

明確だと思います。

3点目、教育の一環としての給食の実現という問題です。この日野市では、教育にか

かわる職員として、調理員の方々は、さまざまな学校行事、運動会や学芸会の準備、卒

業式などでの受付その他の仕事にかかわることはもちろん、日常的にも子どもたちにか

かわり、献立や食材の話をしながら、食を通しての給食の実践を進めています。給食ア

ンケート箱を設置して、子どもたちの感想やリクエス卜を募って、そのすべてに返事を

する調理員の方々がいらっしゃったり、ある小学校では、調理員さんが必ず教室で子ど

もたちと一緒に食事をとるそうです。子どもたちの反応を丁寧に耳を傾けて聞き取る。

また子どもたちは、食事をつくってくれる、給食をつくってくれる調理員さんのことを

思いながら食事をする。手づくりの顔が見える給食、まさに教育の一環としての給食が

ここに実現していると思います。この教育職員としての調理員、栄養士の自覚が、子ど

もたちに安全でおいしい給食を提供する上での原動力にもなっていると思います。民間

委託ではどうか。この点では、論を待たないと思います。当然ながら、民間のパート調

理員は、短時間で大量の給食をっくり上げることのみを要求されるし、実際、そのこと

だけでも精いっぱし、としづ苛酷な労働条件に追い込まれます。この点では、子どもたち

と触れ合いながらとか、調理員さんの顔の見えるなどのような教育の一環としての給食

づくりは、成り立つ余地を持ちません。明確だと思います。
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以上、手づくりのおいしさ、安全性、そして教育の一環の問題、 三つの角度から、理

想的な学校給食を実現してきた日野市の蓄積、到達を考えてみました。また、同時に、

民間委託の先進区である台東区を参考にしながら、具体的な問題点を考えてみました。

私、この検討を通じて感じたのは、日野市の学校給食を、民間委託でも契約さえ明確に

していれば、守ることはできるし、より充実させることができるという考えは、日野市

の理想的な学校給食を築き上げてきた共同の力、原動力を理解されていないという点で

も、また給食調理業務の民間委託が抱える構造的な矛盾点、問題点をリアルにつかみ切

れていないという点でも、科学性、現実性に欠ける議論ではないかと思います。そ して、

安全でおいしい日野市の学校給食の実現は、一方では自校調理方式、地元野菜を使った

学校ごとの食材購入、中学校は食堂方式、小学校では空き教室を改築してのランチルー

ム実現なと‘ハード面で保障され、もう一方では、教育にかかわる職員としての自覚に基

づく調理員と栄養士の共同の努力の積み重ね、努力の蓄積によって保障され、それを日

野市が直営という形で、責任を持って支えてきたという結果だと思います。さらに、民

間委託の問題で強調しておきたいのは、学校給食調理業務のみの受託では、受ける業者

としては、利益率が低くて、うまみが余りないということです。できれば、献立も食材

購入も受けたい、こう思っているわけですが、それが許されないとなると、調理業務に

従事する人件費を極力低く抑えるしかない状況があるんです。他の民問委託とは、この

点でも全く違う、深刻な状況が学校給食の民間委託には指摘されます。民間給食調理員

はどこでも低賃金、苛酷な労働をどうしても強いられる。当然定着率は低くなる。この

ような状況のもとで、本当に安全で手づくりのおしい給食を提供される保障など生まれ

得ないのは、よく考えてみれば当たり前のことだと思います。

かといって、日野市直営の学校給食に課題がないかと言えば、調理員、栄養士などへ

の研修機会などの充実を図り、給食調理員としての自覚をさらに高め、広めていき、学

校運営や子どもたちともさらに積極的にかかわっていくこと、正規の日野市の調理職員

として、調理業務のない時期に、いかに地域や市民にかかわっていけるか、など幾つも

挙げられると思います。しかし、これも直営の職員であるからこそ、求めることができ

る課題です。改めて教育委員会に再質問したいと思います。

私、この日野市の理想、的と言われるような、全国でも間違いなく高い水準にある学校

給食、何よりも子どもたちに、父母の方々に大変喜ばれている学校給食、ぜひ直営とい

う形で守ってほしい、そう思います。日野市には、今日の学校給食の姿、到達を築き上

げたすばらしい蓄積がある。教育委員会もパックアップして築き上げてきた、ほかには
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ない蓄積がある。これを堅持する立場を鮮明にしてほしいと思いますが、し、かがでしょ

うか。

0議長(馬場繁夫君) 教育長。

0教育長(有元佐興君) 中野議員から、 “理想の給食"と評された日野の学校給食を

まもり、さらに充実させるためにということで、特に民間委託の問題について、直営を

という強い御希望の御意見が出ました。0-157事件のときの事例も出されましたよう

に、本市における給食が、安全でおいしく、楽しい学校教育活動の一環としての学校給

食であるということを全国に評価されたということにつきましては、大変私としても誇

りに思っているところであります。

しかしながら、私どもの学校給食をなお発展させるためには、まだまだ大きな課題も

あろうかと、かようにも思っているところであります。例えば、教育活動の点から考え

ますれば、残飯の量の問題とか、それから食器の問題とか、それから給食時間の問題と

か等々、いろいろ課題もあろうかというふうに思いますし、今後目指す学校給食として

は、先ほど部長の話にもありましたように、いかにして子どもたちが選べる給食を渡す

ことができるかなどの課題もあろうかと思っております。と は言いながら、これだけ評

価をいただいてるこの学校給食の推進に当たりましては、それぞれの学校の先生方、そ

して給食に携わる方々、そして地元の食材生産者の皆様方、その他多くの方々の努力に

よって、本市における学校給食が成り立っているものというふうに理解をしております。

今後、この問題をどうしていくかということにつきましての民問委託との関連につき

ましては、現在、議会で調査をということもありまして、調査を命じているところであ

りますが、片方の課題といたしましては、財政再建の問題にも絡めまして、経費節減と

いう問題は大変大きな魅力ある課題であることも事実であります。しかしながら、先ほ

ど申し上けました、現在の日野市の学校給食のレベルを落とすことなく、これを発展さ

せるという前提の中で、この問題を考えていくことが大事なことではなかろうか、かよ

うに思っております。

ただ、 1点、民間活力の活用は、私ども教育委員会と いたしましては、 一つの大きな

方針の一つで:あります。これを即民間委託に結び、つけるかど、うかは別といたしまして、

不安定な雇用条件にある民間では、安全な給食はできないのではないかという一つの御

意見としては伺っておきますが、これもまた一つの御意見で、あるというふうな理解で私

はお聞きいたしました。とはいえ、議員のお話の、いろいろ参考になることはたくさん

ございました。
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以上でございます。

O議長(馬場繁夫君)

01番(中野昭人君)

中野昭人君。

具体的な安全性の面での危険性という点は、一見解ではなくて、

具体的にあらわれている問題であり、このあらわれてくる問題というのは、民間委託が

構造的に抱えている、その点を今話の中で指摘したと思っております。先ほど来、教育

委員会は、学校給食の目的は、安全でおいしい、楽しい給食にあるんだ、こう言ってお

られました。確かにそうだと思います。一番大事に考えなければならないのは子どもた

ちのことだと思うんです。その立場、考えに立ったら、見解は明確だと思います。学校

給食を、今の到達点を守り、さらに充実させるという保障は、民間委託では生まれない

んです。不可能なんです。もし教育委員会が経済効率、これを第ーに考える、もしこう

言うんだったら、それはそれで大問題なんですが、その立場からの民間委託の検討は一

定の道理があります。しかし、そうじゃないと思うんです。この問題は、子どもたちの

ことも、経済効率も両方踏まえた上で、民間委託を考えるなんていうことは、絶対不可

能なことです。両立はあり得ないと思います。ぜひ、子どもたちの立場に立って、直営

堅持の立場を鮮明にしていただきたい。市長部局にも教育委員会の独立性を遺憾なく発

揮して、守る立場を要望してほしい、こう思います。

時間を押していますので、最後に市長にお尋ねしたいと思います。市長は、 7月に行っ

た職員向けの講話の中で、私、この冊子で拝見したんですが、小見出し「地方公務員は

多過ぎる」の項目のところで、学校給食の民間委託論に触れ、次のように話されており

ます。 16月の議会に菅原議員が言ってくれたから非常によかったなと思うのですけれ

ど、私だけが言うのではなくて、学校給食の民間委託の問題、彼も言ってました。サー

ビスは絶対下げない。受けているサービスは絶対下げないで、より安くできる方法をや

るべきである。しかも、削ったコストはちゃんとその子どもたちにも、もう 1回目して

あげる。そうすれば、絶対お母さん方の不満が出ないはずだということを彼も言ってい

ましたけれども、できるはずです」、こう言っています。私、この御発言、ストレート

に率直に理解をさせていただいて、質問してみたいと思います。

サービスを絶対下げないで、民間委託でコストダウンを図ることは可能なはずだ。 こ

う御認識のようですが、私、これまで話しさせていただいたように、それは不可能だと

確信しています。学校給食の民間委託は絶対やるべきではないと思いますが、いかがで

しょうか。

0議長(馬場繁夫君) 市長。
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0市長 (馬場弘融君) 大変長い問題でございますので、少し時間をいただきたいとい

うふうに思っていますが、中野議員から、 “理想の給食"というふうに外部から評価を

いただいている、あるいは rA E R A.]という非常に高名な週刊誌からも、日野の給食

が最も理想的であるという評価をいただいている。その日野の学校給食を守るだけでな

くて、さらに充実をさせるためにという、非常にすばらしい表題のもとに質問をいただ

いているわけであります。お話の中にも出ていまして、ある面で、私、以前の市長さん、

あるいは当時の教育委員会さん、 一生懸命努力をされた成果でお褒めをいただいている

わけでございますので、こそばゆい感じもないわけではございませんが、いろいろお話

がございました。

これまでの経過の中で、私も自分も関係することがございますので、一言申し上げま

すと、日野市で学校給食が始まったのが、先ほど部長の答弁にもありました第一小学校、

昭和32年の3月というお話がございました。当時私は、第一小学校を間もなく卒業する

という 6年生でありました。 6年生には申しわけないけれども、 1回だけ食べさせてあ

げますよというんで、 6年生が 1部屋に集められまして、たしかパンと牛乳と何があっ

たかよく覚えておりませんが、 1食だけ食べた。次の学年からは恐らくずっと食事をと

ることができたんでしょうけれども、その思い出を持っております。もっと前のことを

言いますと、当時、脱脂粉乳というのがございまして、それだけを学校で出すというふ

うな経緯もございました。そんな中での日野市の給食の経緯も、今お話を伺いながら感

じた次第であります。

そういう中で、それ以外に私ども教育委員会はもとより、当時の行政当局は一生懸命

御努力をされて、各学校ごとの調理室を設ける自校方式、しかも直営方式、さらには、

それぞれの担当する方々、調理員はもとより、関係する職員の皆さんが協力をし合って、

非常によいものをつくってきた。これはこれとして、しっかりと評価をしていただいて

いるわけでありまして、今御指摘のとおりであります。さらには最近では、食堂をっく

りますとか、あるいはランチルームをつくって、いつもと違った雰囲気で食事がおいし

く食べられるような配慮も加える。そういう意味では、非常に幅広い分野にわたって、

よい方向に進んできている。さらには、地元の野菜を、それぞれの学校ごとに取り入れ

る。最近では、 二小ではつい最近から、堀之内でとれたお米も、 二小の子どもたちは食

べているわけであります。そんなことも含めて、 いろんな意味で、議員が御指摘をいた

だいたとおり、大変よい学校給食の仕組みを日野市はつくってきたという流れがあるわ

けであります。それはそれとして私は、しっかりと評価をしていただいているというこ
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とを認識をしているわけであります。

そういう中で、最後に私の方に質問が来た経緯は、先般の 7月ですので、幹部の職員

に向けて、私がスピーチをした際の、その一番の論点というのは、まさに議員御指摘の、

これからの地方自治体の財政が大変苦しくなってくる。そういう中で、あらゆるものを

もう一度見直しをして、チェックし直しをして、取りかかる必要があるだろうという認

識で幾つかの間題をお話をした。その中に学校給食のことも取り上げたというふうな経

緯がございます。今議員もその文章を読み上げていただきましたが、よくお読みいただ

ければわかるように、ともかく今のサービスがそれ以下に下がってはだめですよ。むし

ろそれ以上にするという前提がまず基本にありますよということです。もちろん、安全

性の問題も含めてでありますけれども、今の状態より以上になるという前提で、しかも

より安く、より効果的に、効率的にできるのであれば、何もすべて職員でやるという今

の体制にしっかりとそこにしがみついて、それだけでやっていくということは、もう見

直した方がいいだろうということで申し上げ‘たわけであります。

そういう意味で、きょうの御質問の中でもありました、かなり具体的なことがござい

まして、民間委託にもし行った場合に、どんなふうになるのか。四つの留意点、物差し

があるというお話がありました。一つが、行政サービスの公共性、これをあいまいにし

てはいけない。つまり、責任を放棄しちゃいけませんよということですよね。 2点目が、

行政処理のある限定部円であれば、限定局面であればできるけれども、丸投け'的な状態

であってはこれは不適切ではなし、かというようなことがございました。さらには、関連

法、ひょっとすると法律の名前が違うんじゃないかというふうなことで私はお聞きをし

たんですけれども、あえて関連法というふうに申し上げておきますが、この制約で法律

違反が出るような状態でやってはいけませんよということですね。四つ目は、もし委託

をされるには、きちっとしたその内容、状況がオープンにできる、公開できるようにし

なければいけませんよということでありました。そして、最終的に議員は、この民間委

託の方式というものは、教育には全くなじまない、つまり給食には全くなじまないんだ

という論を展開されたわけでございますけれども、私はそうは思っておりません。あら

ゆる分野にわたって、私は聖域はないという論者でございますので、この学校給食につ

いても、くどいようですけれども、今のサービスは絶対下げない、むしろよりよくする。

安全性がむしろ高まるというふうな前提をして、しかもより安く、効率的にできる方式

であれば、 例えば民間委託の)5式も含めて、他の方式も考えていいだろう、そういう時

代に今立ち至っているというふうに思っている次第であります。
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そういう認識だけを申し上げておきまして、さらに少し先を申し上げますと、私、ほ

かの分野でも申し上げましたが、これまでは公が面倒を見るか、自己負担的な私がやる

かというその二つであったわけですけれども、これからは、その中間にお互いに助ける、

ともに助け合うという仕組みを、あらゆる行政の分野について組み込む必要があるだろ

うという認識を、最近とみに強めておりまして、そういう論を唱える学者の方々もふえ

てまいりました。そういう意味で、介護保険等の問題もそうでありましょうし、 Ollえば

公園とか運動場、体育館の管理等の問題もそうでありましょう。あらゆる問題について、

その中間的な公と私をつなぐ共同、互助、こんなふうな仕組みが取り入れられるとすれ

ば、まさにこの学校給食の分野も、これからはひょっとしてそういう形もつけ加えて仕

組みを組んでし、く、そんな時代になるのではなし、かなというふうに思う次第であります。

地域のお父さま、お母さま方、あるいはそれ以外の方でも結構でございます。お料理が

とっても好きだ、子どもたちにお料理を食べさせてあげたいというふうな方々の意向を

組み込んで、仕組みの中に入れ込んでいく、そんなこともこれからは考えられるのでは

ないかな。あらゆる意味で、これからは今やっている行政の仕組み全体を大きく組みか

えをしてし、かなければどうしようもない、そんな時代に立ち至っているという認識を持っ

ておりまして、そういった大きな見方の中で、この学校給食の問題も取り上げてし、かな

ければいけない、そんな認識をお話を申し上げておきたいと思います。

ですから、自校方式という面では、はっきりと堅持をいたしましようということは言

えます。ですが、すべてが直営で、永久無限にやっていけるかということについては、

今ここではかたくお約束を申し上げるわけにはまいらない、こういう認識でございます。

ですが、もう 1回申し上げますけれども、決して今よりもレベルを下げない。むしろよ

りおいしく、よりサービスがレベルアップするような形で、安全性の高まるような形で

そういった形がとれるんであれば、その方式を何とか探っていきたい、そういう方向性

を私は見守っているということでございます。

0議長(馬場繁夫君) 中野昭人君。

01番(中野昭人君) 時間が迫ってきているのであれなんすが、 2点指摘しておきた

いと思います。日野の学校給食が大変理想的で、安全でおいしくて、楽しい給食という

ことで評価されていると。しかし、これは森田革新市政時代のいわば産物であり、こそ

ばゆいという発言がなされましたが、市長自身が、森田市政のときのすぐれた面を大い

に継承していくんだという立場を表明されています。もちろん、革新市政のもとで築き

上げられてきたものですが、市民の、また栄養士や調理員や父母や地元の農家の方のい
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わば共同の蓄積だ、その到達だと思うんです。ぜひこれは、その立場からも、市長が言

う、いい面は生かしていく、こう いう立場からも維持していっていただきたいと思いま

す。

もう 1点は、経済効率論がこの間、経営感覚を住に展開されておりますが、 1点ほど

この学校給食の民間委託に関する経済効率論で触れておきたいと思うんですが、民間委

託で学校給食の経費を節減することができるというその指摘というのは、簡単には給食

業務、この問題については当てはまらないというのが、この間の全国の教訓というか、

流れでも言えることなんです。委託の最初のころは、必至になって頑張る。しかし、そ

の後、年々委託料が上げられる。とうとう直営のときよりも高くなって、もとの直営に

戻す今準備を進めている千葉県のある自治体もあります。また、そこまで行かなくもサー

ビスを落とすことによる影響の割には、コストダウンが図れていない。そこで深刻に悩

んでいる自治体も生まれています。学校給食の民問委託で経費節減を図ることができる

ということも単純には言えないということを、私、経済効率論でも指摘しておきたいと

思います。

最後に、日野市の手づくりで温かくて安全でおいしい学校給食を実現する上で、その

ソフト面での原動力、調理員と栄養士の共同の努力の本当にすばらしい蓄積は、民間委

託では決して築くことはできない宝だと思います。ここは経営感覚や、経済効率で切り

下げちゃいけないと思います。 21世紀を担う子どもたちの健康をつくる学校給食は、直

営の立場を堅持して、責任を持って発展させていただきますよう要望して、この質問を

終わります。

0議長(馬場繁夫君) これをもって10のl、 “理想の給食"と評された日野の学校給

食をまもり、さらに充実させるために!の質問を終わります。

一般質問10の2、南平都営住宅の建て替え計画についての通告質問者、中野昭人君の

質問を許します。

01番 (中野昭人君) 質問させていただきます。

既に御存じのように、南平都営住宅の建て替え 1期工事もこの春に終了し、 4月より

戻り入居も含めて、入居が行われています。また、 2期工事については、東京都の財政

事情もあり、当初予定の年度からの着工も危ぶまれていましたが、 予定どおり建設が来

年度以降、進められていくことが明らかとなっています。

そこで、 3点ほど質問いたしたいと思います。 l点目、計画の進展状況、 概要につい

て御説明願います。
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2点目、当初計画の中では、在宅介護支援センタ一、集会所、シルバーピアなども併

設される予定となっていたと思いますが、今見直し協議中ということだそうですが、ど

ういう状況なのか教えていただきたいと思います。

3点目、昨年12月の米沢議員の一般質問の中で、あの地域の終末処理場跡地に建て替

え計画にあわせて地区センターの用地を確保し、建設する見通しについて明らかにされ

ておりますが、この点どうなっているのか、 3点お伺いいたします。

残り時間 7分ということで、すみませんがよろしくお願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) 中野昭人君の質問についての答弁を求めます。まちづくり推進

部長。

0まちづくり推進部長(堀之内和信君) 南平都営住宅の建て替え計画につきまして 3

点ほど御質問いただきました。あわせて回答を差し上げたいと思います。

都営日野平山四丁目団地南平都営住宅でございますけれども、これを建て替え計画に

伴いまして、計画数304戸のうち既に189戸が第 1期工事として終了してございます。こ

としの 3月に工事が終了いたしまして、 4月に入居されているということでございます。

そのうちシルバーピアといいますか、シルバー住宅につきましては、 25棟既に建設され

てございます。それから 2期の建て替え計画につきましては、平成10年度に設計を行い

まして、 11年度、 12年度の 2カ年計画で115戸が予定されてございます。このうちシル

ノイー住宅につきましては25戸でございます。 1期と同様でございます。それから集会所

につきましては、約150平米が予定されてございます。それから地区センターにつきま

しでも、 280平米ということで予定されてございます。これにつきましては、 2期の建

て替え計画の中で施行をするということになってございます。それから在宅支援センター

につきましては、当初、在宅支援センターということで東京都の方に要請をしていたと

ころでございますけれども、日野市の保健福祉計画等の見直しによりまして、これを老

人福祉施設ということで、面積につきましては、 960平米ということで変わりませんけ

れども、在宅支援センターから老人福祉施設への変更ということで、現在東京都の方に

要望しておりまして、現在協議を進めているところでございます。

質問の中に終末処理場の跡地ということがございましたけれども、この 2期の中には

終末処理場跡地はないというふうに理解しておりますけれども、いずれにいたしましで

も、地区センターにつきましては、 2期の中で実現するということでございます。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 中野昭人君。
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01番 (中野昭人君) ありがとうございました。

2点ほど要望という形で話をさせていただきます。シルバーピアが 1期で25戸、 2期

で25戸、合わせて50戸の建設ということですが、この高齢者の集合住宅、これは性格上、

東京都は在宅支援センターやサービスセンターの併設または近接を求めているんです。

少し紹介しますが、ひとり暮らしの高齢者や、高齢者だけの世帯が、地域の中で自立し

た生活が営めるように手すり、滑りどめ、緊急呼び出しベルなど、高齢者向けに配慮し

た設備を備え、緊急時の対応などを行う管理人、ワーデンを配置したシルバーピア事業

を実施している。なお、相談や食事、入浴などのサービスは、入居者の必要に応じて集

合住宅に併設または近接している高齢者在宅サービスセンターなどが行う、こうなって

います。これ、ある意味で当然なことだと思うんです。入居された初めは、その入居の

条件として、独立した日常生活ができる高齢者、こういうことなんですが、当然月日が

たつ中で高齢化も進み、介護や医療へのニーズも高まってきます。そのことを想定して

の対策を東京都はシルバーピア事業の中で求めていると思うんです。また、_gljの角度か

ら見れば、 2000年の介護保険法の実施に伴~\...当然、身近な地域地域に介護と医療、福祉

のネットワークを充実させていくことが求められていますが、その中心的な役割を担う

センターとして、介護の相談センタ一、サービスセンターが求められている、こう思い

ます。介護支援センターの要綱の中でも、在宅福祉サービスは、原則として申請書をとっ

ていますが、高齢者やその介護で困っている家族が、みずから必要なときに、必要なサー

ビスを判断し、しかも役所の窓口に出向いて、的確に申請することには、 多くの困難を

伴うことが通常である。このため、在宅介護で苦労している家族が、身近なところで気

軽に専門家に相談できるとともに、市区町村の窓口に行かなくても、必要な保健福祉サー

ビスが受けられるようにということで、在宅サービスセンターが規定されているわけで

す。この見直しの中で、在宅サービスセンターから福祉センターに変更をして、申請を

しているということなんですが、ぜひこの南平・平山地域には、この点でも空白という

こともありますので、改めて在宅介護の支援サービスセンターをつくっていただきます

よう再度検討していただきたいと思います。

もう 1点、集会所についてなんですが、地区センターのことは今検討されていない、

そういう話はないということですが、今ある集会所、来年度の工事着工に合わせて取り

壊されることになっているんですね。これについて住民の皆さんからの要望が大変強い

んですが、取り境されて建設の閉までの期間が何とかで・きなし、かという要望なんですが、

そこでちょっと調べてみましたら、今回新しく建て替えられる集会所は、新しい団地の
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中に組み込まれるのではなくて、独立して建てられるということなんです。そこで、団

地に先行して一刻も早く集会所をつくってほしい。これは、東京都へも私たち日本共産

党市議団としても要望したんですが、そういう先例はないそうですが、技術的にはでき

ないことではなし¥この旨の話がありました。そこで日野市としても、東京都へ集会所

の先行建設を要望していただきたいと思います。

以上 2点を要望して、この質問を終わります。

0議長(馬場繁夫君) これをもって10の2、南平都営住宅の建て替え計画についての

質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長(馬場繁夫君) 休憩前1;:51き続き会議を聞きます。

午後 2時44分休憩

午後3時18分間議

一般質問11の1、私立幼稚園の保護者負担の軽減をの通告質問者、執印真智子君の質

問を許します。

(14番議員 登壇〕

014番(執印真智子君) それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。

幼稚園は義務教育ではありませんが、ほとんどの子どもたちが通っています。日野市

には、公立幼稚園が 7園、私立幼稚園が10園あります。公立には488人の子どもが通園

し、私立には2，111人が通っています。私立には市外から通う子どももいますが、公立

幼稚園の約4倍の子どもたちを受け入れています。保護者が幼稚園を選ぶときには、幼

稚園が近し、からとか、近所のお友達が行くからという理由がほとんどだと思いますが、

保護者の経済的負担にはかなりの格差があります。公立は保育料が9，000円、私立は平

均で約 2万6，000円です。私立には市の補助金が4，000円、都の補助金が4，500円あります

が、都の補助金は所得制限がありますので、都の補助金が受けられない保護者は、公立

へ通わせている保護者との差額は、月々 1万3.000円になります。そのほかにも、私立

では 8万円以上の入国金があり、制服代などもあります。

昨年、私立幼稚園の保護者の方々から、 2万3.706筆というたくさんの署名数で、「私

立幼稚園保護者負担軽減補助金について」の請願が出されております。保護者の方々の
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切実な思いが伝わる署名数です。私どもも微力ながら、この請願活動に協力させていた

だきました。議会ではこの請願が採択されましたが、その後の対応はどのようにされて

きたのかをまずお伺いいたします。

2点目の質問ですが、請願の中にもある公私格差の是正です。約80%の子どもが私立

に通っているのに、公立幼稚園の予算は、 2億9.465万9.000円で、私立幼稚園にかけて

いる予算の約2倍です。園児l人当たりにかけている税金は、年間で公立約60万円、私

立では7万円弱となります。近年、出生率が下がっておりますが、子育てにお金がかか

り過ぎるということもその理由として聞かれるところです。高齢化への対応も迫られて

いますが、子育て世代を大事にしていかないと、将来がないと思います。公私の格差を

是正するために、私立幼稚園の補助金の値上げを早急にするべきだと思いますが、いか

がでしょうか。

3点目の質問です。公私の格差是正を、子どもの権利条約の視点から見直すことも必

要な時代なのではなし、かと考えます。私の周りには、公立幼稚園に行かせた保護者がた

またま多いのですけれども、その理由は、公立は習い事のようなことが余りなく、遊び

が中心であることや、給食ではなくお弁当を持たせるのがいいということでした。私立

幼稚園では、それぞれスイミングや音楽、礼儀作法、お習字、英語など、特徴のある幼

稚園教育を展開しています。それは、私立の教育の権利として、当然保障されるべきも

のです。しかし、子どもの視点で幼稚園教育を見直すことも必要かと感じております。

これから適正規模、適正配置の委員会で、公立幼稚園をどうするのかという議論がされ

ていくと思います。これからの男女平等社会、また高齢社会を迎えるに当たって、女性

が労働力として期待されてし、く時代に、幼稚園はどのようにあるべきかということは、

公立、私立の幼稚園が力を合わせて考えてし、く必要があるのではないでしょうか。市に

よっては、公立、私立の幼稚園の窓口が一本化されているところもあると伺っておりま

す。窓口を一本化し、公立、私立の話し合いの場をこれまで以上に持ち、日野市の幼児

教育について、お互いのいいところを取り入れることが必要ではないでしょうか。また、

保護者が幼稚園教育に何を求めているのか、ニーズ調査をすることで、その話し合いが

膨らんでいくと思いますので、ぜひそのことが必要なのではないでしょうか。

以上3点、御答弁をよろしくお願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) 執印真智子君の質問についての答弁を求めます。総務部長。

O総務部長(小津春童君) 3点御質問いただきました。

平成9年 3月に提出されました「私立幼稚園保ー護者負担軽減補助金についての請願」
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のその後ということでございます。請願の趣旨は、いわゆる補助金に関しまして、今後

も所得制限を導入しないでほしいということ、そして、公私格差の是正を、公立と同等

の負担で通園できるようにというような 2項目だったと思います。御承知のように、現

在、市の財政を取り巻く環境は大変厳しく、危機的な財政状況となっております。現在、

日野市だけではなくて、東京都を初め、各自治体が積極的に行政改革に取り組んでいる

とし寸状況の中でございます。こうした中で、請願の趣旨を尊重して対応していくため

に、所得制限の導入を日野市としましては、見送ってまいりました。日野市にとりまし

ては、現段階でなし得る精いっぱいの努力と考えて、これまで補助金事業に取り組んで

まいりました。

それから、 2点目の補助金の増額についてでございます。今指摘ありましたように、

平成8年度から東京都が、いわゆる財源不足を理由に、保護者負担の、保護者補助金の

削減を目指して、所得制限の導入を入れまして、ことしで 3年目になります。その結果、

所得状況によりましては、保護者の負担はふえてきておるというのが現実でございます。

また、自治体が直接運営します、いわゆる公立幼稚園、それから私立幼稚園が共存する

市町村に居住する保護者にとりましては、格差に対する実感は、大変顕著なものがある

というふうに考えております。しかし、苦しい市の財政をかんがみますと、格差の是正

に見合う補助金の増額には限界がございます。しかしながら、保護者を取り巻く経済環

境、また不況の真っただ中ということで、大変苦境にさらされているということも現実

であろうかと思います。こうしたことを踏まえまして、市としましては、現況の中でな

し得る可能な支援策を早急に検討して、来年度以降に何らかの形で反映していきたいと

いうふうに考えております。

それから、 3点目の公私の幼稚園の窓口の一本化、あるいは話し合いの場づくり、保

護者のニーズ調査の問題でございます。公立幼稚園と私立幼稚園が共存する自治体は、

多摩地域には 7市ございます。そのうち窓口が一本化しておりますのは 2市ございます。

東京都では、公立幼稚園は教育庁、また私立幼稚園は総務局ということで、現在日野市

も都と同じ形態をとっております。窓口を一本化することにつきましては、いわゆる組

織の効率化、あるいは簡素化、公私聞の円滑な教育情報の交換、市民にわかりやすい組

織といったメリット等が考えられます。また、 一方、経営基盤、あるいは教育方針、存

在意義等の異なるものを同時に扱わなければならないというようなことなど、 一長一短

それぞれございます。こうしたことから、今後、多くの方々と論議を十分に尽くしまし

て、また行政として研究を重ねるなど、この問題につきましては慎重に取り扱わなけれ
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ばならない事柄だというふうに考えております。

それから、公私聞の話し合いの場づくりにつきましては、日野市の幼児教育の推進、

充実という視点から、市民の幼児教育に求める要望や期待を把握する。そして行政に生

かしていく大切な要素であるというふうに考えております。調査の実施等につきまして

は、総務部単独では限界がございますので、今後、関連部局と協議をしていきたいとい

うふうに考えております。また、公私間での話し合いの場づくりにつきましては、幼児

教育における情報交換の場といたしまして、大変有意義であるというふうに考えており

ます。この件につきましでも、関連部局、また私立幼稚園協会等の方々ともよく協議を

いたしまして、その対応を検討していきたいというふうに考えております。

以上でございます。

O議長(馬場繁夫君) 執印真智子君。

014番(執印真智子君) どうもありがとうございます。

今、 l点目の請願のことについては、所得制限をかけないできたということ、それか

ら2点目の、私立の保護者負担の軽減、補助金の値上げについては、来年度以降反映し

たいということがありました。

3点目については、多少これからいろいろな方々とお話し合いをしながら進めなくて

はいけないところはあると思いますけれども、幼児教育のために協議をする、対応する

ということだったと思いますが、 1点、ニーズ、調査については、関連部局と話し合いた

いというふうなお話がありましたけれども、関連のところでは、どのようにお考えか、

その点だけちょっとお願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) 生涯学習部長。

0生涯学習部長(松橋瑛子君) それでは、生涯学習部の方の関連ということになりま

すと、ただいま私の方で生涯学習推進計画に向けて、今、 2000年の 9月をめどにつくり

つつございます。そういう中で、胞策の体系ということになりますと、少子化に対する

教育を充実するとか、家庭教育支援を充実する、あるいは乳幼児教育を充実するという

ようなことも絡んでこょうかと思っております。そんな中で、調査というものが必要で

あればまた、関連する私立、あるいは公立の幼稚園を担当しているところとも考えてい

かなければならないと思っています。いずれにしましでも、 一つの課でなかなかできる

問題でもございませんので、庁内の関係する部署との協議が必要になろうかというふう

に、現在のところではそういうふうに考えております。

以上でございます。
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0議長 (馬場繁夫君) 執印真智子君。

014番 (執印真智子君) どうもありがとうございました。

それでは、いろいろこれまでそれぞれ担当してきたところが違うとか、それぞれの特

徴を持ってやってきたということを、これからどうしていくかということになりますの

で、どこかが強制をしてやるということはできない話ですので、ぜひ十分な調査と話 し

合いをしながら進めていただきたいというふうに思います。

最後に市長にお尋ねいたしますけれども、先ほど、補助金については、来年度以降反映

したいと いうことで、検討されているというようなお答えがあったわけですけれども、

ぜひ市長としても積極的にこのことを進めていただきたいというふうに思うわけなんで

す。 9月の決算の意見でも申し上げましたけれども、これはこれだけにこだわっている

と思われるとちょっと困るんですけれども、庁舎の温度管理に象徴されるように、真夏

に長そでの服に身をかためて冷房をきかせているというような、今までの習慣や慣例に

縛られていて、節税できないところがまだまだあるのではないかというふうに考えてい

るんです。そう いうところは、ぜひこの時代、高齢化に向けて、ここで介護保険も準備

をしなければいけないので、そちらに目がとらわれているところがあるんですけれども、

子育て世代への負担感をこれ以上ふやさない、子育て中の人たちに負担を感じさせない

ということが本当に必要な時代になっているというふうに思います。ぜひ、市長のお考

えをお尋ね したいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 市長。

0市長 (馬場弘融君) 執印議員から私立幼稚園の保護者負担の軽減という立場で、か

なり具体的な来年度以降の質問をいただいているわけであります。おっ しゃるとおり、

なかなか厳しい財政状況の中にあります。そういう中で一生懸命今努力をして、いろい

ろなところから可能性のあるものを探って、削れるものは削り、プラスするものはプラ

スしたいというふうに思っています。そういう中で、前々からの課題でございます、公

立、私立それぞれにお通いのお子さん方、あるいは父母の負担の格差がこれほど広がっ

てはもう大変だと いう認識は全く持っておりますので、何とか少しでもできる範囲でやっ

ていきたい、対応したいと現状では考えているところでございます。

0議長 (馬場繁夫君) 執印真智子君。

014番 (執印真智子君) どうもありがとうございました。

ぜひ、これ以上子育てへの負担感を感じさせないというところは、公立にも私立にも

そう いう配慮をしていただきたいというふうに思っております。私自身も、子育てのと
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きのことを振り返りますと、さらに今の若い世代の方たちは厳しくなっているんだろう

なということを感じますので、ぜひ今のお答えを後退させることなく、来年度以降に反

映させていただきたいというこ とをお願いいたしまして、この質問を終わります。

0議長(馬場繁夫君) これをもって11のl、私立幼稚園の保護者負担の軽減をの質問

を終わります。

一般質問11の2、 リノイース ・モーゲージ制度導入を検討せよの通告質問者、執印真智

子君の質問を許します。

014番(執印真智子君) それでは、質問させていただきます。

高齢者の増加によって、福祉メニューをふやすことが求められています。リパース ・

モーゲー ジ制度は、ローンを完済している自宅に住みながら、その自宅を担保に融資を

受け、契約期間終了時、例えば利用者死亡時などに担保不動産を処分することによって、

融資金を元利一括返済すると いうものです。厚生省と年金福祉事業団、また自民党の小

委員会も、公的年金を補完する手段として、この制度を検討しているようです。年金に

つきましては、生活者ネッ トワークでは、来年度の改正へ向けて、次のような考え方を

打ち出しておりますので、ちょっと御紹介をさせていただきます。

一つ、世帯単位から個人単位への年金制度へ。 1のl、老齢基礎年金を 1人でも暮ら

せるように充実させ、生活保護基準まで引き上げる。 lの2、老齢基礎年金の国庫負担

をふやし、将来的には、保険方式から税方式に移行させる。 1の3、現行の保険方式を

継続する期間においては、第3号被保険者も、老齢基礎年金の保険料を負担する。保険

料額については、別途検討する。 1の4、厚生年金の加入要件を拡大して、パートタイ

マーなど、非正規雇用者の年金権を確立する。 2. 位帯単位から個人単位への移行に当

たっては、十分な経過措置を設ける。 2の1、厚生年金、共済年金など、被用者年金制

度における追族年金の廃止は段階的に行う。 2の2、被用者年金制度における離婚の場

合に対応する年金の分割制度を設ける。 2の3、育児、介護などで就業できない人の老

齢基礎年金の自己負担分を保障する。 3.年金財政の情報を公開する。 4.女性の年金

問題を検討する研究会を設置し、女性の参加、とりわけ第3号被保険者の参加を実現さ

せ、意見を反映させる。これを厚生大臣に要望書として提出しているわけです。

ただいま申し上げましたように、老齢基礎年金は生活保護基準まで引き上げるべきだ

というふうに考えておりますので、基本的に政府の考え方に丸々賛成をしているわけで

はありませんということを、まず申し上げておきたいんですが、しかし、現実問題とし

て、この制度が導入されれば、住みなれたこれまでの家で年老いていける高齢者の方が



いらっしゃるとすれば、市としても積極的に検討すべきではなし、かと考えます。

リパース・モーゲー ジ制度には二つの方式があり、 一つは直接融資方式で、自治体か

ら直接融資を受けられる形、これは武蔵野市や中野区で実施されているということです。

二つ目は、間接融資方式で、公社が融資を受けられる金融機関を紹介する形、世田谷ふ

れあい公社や、練馬区福祉公社などがあるようです。現在、都内を中心に、全国で17の

自治体が導入をしているということです。神戸も震災の復興の対応としてこの制度を導

入しているということを聞いております。

それでは、 3点質問をいたします。

1点目、リパース・モーゲージ制度に関して、市民の方からの問い合わせなどはある

でしょうか。

2点目、高齢者実態調査やその他の調査で、この制度の必要性は見えているでしょう

か。

3点目、先ほど私から少し触れさせていただきましたが、国や他市の状況把握をどの

ようにされているでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) 執印真智子君の質問についての答弁を求めます。福祉倒建部長。

O福祉保健部長(高野英男君) それでは、リパース・モーゲージ制度についての御質

問にお答えをさせていただきたいと思います。

御案内のとおり、この制度は、高齢者が不動産を担保にして生活費の融資を受け、亡

くなった後に住宅を売却して返済するというもので、その聞は自宅に住み続けることが

できるとし寸制度でございます。 1981年に武蔵野市の福祉公社がこの制度を発足させ、

一時話題になりましたが、資産のある方への福祉という形態が、当時まだ理解されず、

さまざまな論議を呼んだように記憶をいたしております。

御質問の 1番目、市民からの問い合わせについてでございますけれども、大変熱心に

相談に来られた市民が、お一人いらっしゃいました。その方とは、資料の提供や情報の

交換をしながら、話し合いをしているところでございます。そのほかの問い合わせ等に

つきましては、この制度がまだポピュラーではないというせいだと思いますけれども、

福祉の窓口では把握をいたしておりません。

2番目の、高齢者実態調査などでの必要性は見えているかという御質問でございます

が、最近の高齢者実態調査は、平成8年度と今年の 2度実施しておりますが、その主な

目的は、介護を必要としている方の状況を把握し、対応を考えることにあります。平成
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8年度の調査では、収入の形態について質問項目も設けておりますが、資産の状況まで

はお聞きしておりません。リパース・モーゲージ制度は、持ち家の活用による生活費の

融資制度でございますので、例えばでございますけれども、持ち家やその他の不動産が

あるのかとか、年金等の収入がどの程度かとか、将来の生活設計はどのように考えてい

るかなどについてを把握する必要があるのだと思います。しかしながら、 2回の調査で

は、保健福祉計画の見直しゃ、介護保険事業計画を作成するための基礎資料として実施

したもので、調査項目も回答者に負担がかからないようにした。必要最小限のものにと

どめておりますので、そこまでは入れなかったということでございます。したがいまし

て、今回の高齢者実態調査からリパース・モーゲージ制度に関する読み取りは、困難な

状況でございます。資産活用については、市民の意向が反映される調査方法などを今後

研究していかなければいけない、こんなふうに思っております。

それから、 3番目の国の検討状況と他市の状況の把握という問題でございますが、 リ

ノイース ・モーゲー ジ制度についての国の検討状況でございますけれども、平成8年から

外郭団体の年金福祉事業団が研究会を設置し、今年6月に厚生省とともに年金リパース・

モーゲージ制度としての報告書をまとめております。この報告書によりますと、利用者

が85歳になるまでは、不動産を担保にして、その評価額に応じて年金を毎月融資し、利

用者は融資を受けた資金から一定額を終身年金と担保切れ保険の支払し、をするというも

のでございます。この終身年金は、 85歳を超えた後の年金として積み立てるもので、ま

た担保切れ保険は、融資額が不動産評価額を上回った場合、それをカバーするためのも

のとされているものでございます。予定期間の終了以前に利用者が亡くなった場合は、

その時点で不動産を売却し、資産が残れば、遺族に引き渡されるということになってお

ります。

また、各市の状況でございますけれども、区及び市が直接融資する制度をとっている

ところは、武蔵野市と中野区です。それから府中市、調布市、世田谷区、練馬区、大田

区、新宿区、豊島区などは、金融機関をあっせんする方法がとられております。これは

資産価値の査定や法的な対応など、専門的な判断が必要なことから、金融機関がその判

断をゆだね られているというものでございます。

それから、各市の利用状況でございますけれども、中野区が6年間で13件の利用があ

りました。現在は6件が継続しているということです。それから武蔵野市では、 18年間

で83件の利用があり、現在継続しているのは24件となっているように伺っております。

また、その他の金融機関のあ っせん方式では、担保物件の内容審査が厳しいこと、また
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連帯保証人が必要等のことからネックとなって、利用者は少ないようでございます。制

度はあっても、利用者がいないというような市もあるように伺っております。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 執印真智子君。

014番(執印真智子君) どうもありがとうございました。

まだなじみのない制度で、市民の方からの問い合わせも少ないようですし、これまで

の調査の中でも、このリパース・モーゲージ制度の必要性が見えるような調査がなかっ

たということだと思うんですけれども、先ほどお話がありました、高齢者の収入の調査

については、回答されたものをいただいているんですけれども、公的年金の収入が多く、

80%前後の出現率となっている。また次に多いのが、預貯金の引き出しというふうな回

答がされているということで、これからそれ以上のことが見えないということですが、

高齢者の方は年金、そして預貯金の引き出し、それが次に多いとしづ。それは事実とし

てあるのだというふうに思います。いろいろお話を伺いました中で、それぞれ市のある

場所によって、不動産の価値というのが違うというので、そのまま日野市に当てはめら

れるかどうかということもまた検討しなければいけないと思いますけれども、実績のあ

る武蔵野市では、 18年間で83件利用があって、継続しているのは24件ということですの

で、この制度が知られてくれば、利用される可能性というのはあるのではないかなとい

うふうに思います。

ちょっと話が飛ぶように見えるかもしれませんけれども、福祉のオンブズパーソン制

度ですけれども、現在その制度がない東京の21区26市の自治体では、今後の介護保険の

導入に向けて検討しているのは、千代田区、調布市、田無市、そして我が日野市の 4自

治体となっております。最初にこれを言い出したときには、何のことかという反応が多

かったように思いますけれども、少しずつその必要性が理解されてきたのではないかと

いうふうに思います。制度というものは、なければ市民は知らないので、市への要望も

少ないということがあるのだと思います。新しい制度が広がるまでには時間がかかると

いうことはあると思いますけれども、この制度をつくることによって、必ず先に行って、

高齢者が住み続けられるという人権を守ることができるはずだと いうふうに考えており

ます。

生活者ネットワークの調査によりますと、介護が必要になったとき、どこで暮らした

いかという質-問に対して、「自宅」と答えた方は50.4%でした。その理由の中で一番多

かったのは、「住みなれたところで暮らし続けたしリというもので、 52.3%でした。「施
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設で暮らしたしリと答えた方も49%近くいらしたわけですけれども、この方も、施設が

いいから施設に行きたいというふうに積極的に選択しているのではなくて、家族に迷惑

をかけたくないというのが理由でした。ですから、だれでも自宅で住みなれたところで

暮らし続けたいというふう に本当は思っているのではないかというふうに思います。 こ

のリパース ・モーゲージ制度を利用される方というのは、高齢世帯、もしくは高齢単身

世帯かというふうに思いますが、そういった方たちにとって、これまで住んできたとこ

ろで暮らし続けられるというのは、御近所との人間関係が切れず、に済む、またそれまで

の思い出の品を処分しなくて済むという点などでも、ぼけたり孤独になったり しないた

めの大事な条件だというふうに思います。今後、少子高齢化が進んでいること、それか

ら高齢単身世帯が増加をしていること、これの背景には、結婚しない女性、 男性がふえ

てきているということもあるようですけれども、今後も、その方たちは高齢単身世帯に

なる可能性があるわけですので、そういう傾向が強いということで・すね。

それから、今後、子どもに相続させる必要のない不動産の絶対数がふえるだろうとい

うこと、それから土地神話の崩壊で、土地本位意識が後退しているので、需要が拡大す

るだろうというふうに、ある分析機関では、そのようなことを言われでもおります。日

野市としても、今後、すぐ導入しなさいということではありませんけれども、少し調査

なり検討を進めていただきたいというふうに考えますが、いかがでしょうか。

0議長(馬場繁夫君) 福祉保健部長。

0福祉保健部長(高野英男君) 御説明いただきましたように、この制度は、高齢者が

自宅に住み続けることができるという点では、大変すぐれた制度であります。しかし、

一方では、経済環境による地価の変動や、担保物件の評価の問題、また地域的な不動産

価格の違い、日野市内での売買の状況、あるいは卜ラフ'ルの対応など、考慮しなければ

ならない課題がさまざまありまして、それらに対する一定の専門性を必要とする事業で

もあると思っております。また、金融機関との連携や業務の組み立てにも十分な検討が

必要であると思います。今後、国の動向や長期的な見通し、事業の効率性なども総合的

に研究していきたい、このように考えております。

以上です。

O議長 (馬場繁夫君) 執印真智子君。

014番 (執印真智子君) ありがとうございます。

総合的に研究していきたいというお答えをいただいたわけですけれども、今、大手の

不動産会社やゼネコンなど44社でつくる調査研究組織でも、フランスで占くから行われ
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ているリパース・モーゲージに似た制度、ビアジェを日本で事業化する方向について研

究しているということで、いろいろ公的な機関だけではなくて、こういったところも研

究が始まっているようなんですけれども、武蔵野市の福祉公社で、高齢者の相談援助の

仕事をしているソーシャルワーカーの服部哲治さんという方は、「現場の実感から言え

ば、年金の目減りでお小遣いが足りなくなるから出してあげようという発想では、高齢

者には受け入れられないだろう。単なる金融商品としてではなく、 トータルな福祉サー

ビスの一環として資金を提供するような形でないと、普及しないと思う」と話している

という、そういう記事が載っておりました。

市長にお伺いしたいんですが、担当からは、研究をしていきたいということでお答え

があったんですけれども、今申し上げましたように、民間も検討を始めているものなん

ですけれども、先ほど武蔵野市の方がおっしゃっていたというように、 トータルな福祉

サービスの一環として市もかかわっていく、市もこの研究を進めていくということが大

事なのではないかなというふうに思っております。市長も大変広く情報をお持ちですの

で、ぜひ市長のお考えをお尋ねしたいというふうに思います。よろしくお願いします。

O議長(馬場繁夫君) 市長。

0市長(馬場弘融君) リノイース ・モーゲー ジという耳なれない言葉、新しい制度でご

ざいますが、導入を検討せよという質問であります。実は、答弁の中でも部長が申し上

げました、市民からの問い合わせということについて、非常に熱心な市民の方と私、何

度かお会いをしております。ぜひ会って、このシステムを日野でもやってほしいという

ふうな、資料をお持ちいただきまして、お会いをしました。実は、武蔵野市がかつてやっ

たころに、私も非常に個人的に興味を持ちまして、少し調べた経緯もございます。そん

なことで¥もし今不動産のバブルの崩壊とか、そういうことがなければ、あるいはもっ

ともっとこういったシステムが普及したのかなということは、半面思うわけですが、こ

の不動産の価格が非常に暴落をしたり、まだ不安定な状況にあるという中で、ちょっと

いっときの熱といいますか、勢いがなくなったのかなというような感じは持っておりま

す。ですが、部長からもお答え申し上げましたように、あるいはまた議員も御指摘のと

おり、こういった新しい制度というものは、いろいろ検討する中で、やってみて、もし

まずいものがあれば、取りかえていくといいますか、直していくという姿勢がこれから

の大きく変わっていく行政の中では必要ではないかなという認識は持っております。そ

ういう意味で、いろいろな臨路はあると思います。いろいろ勉強する必要はあると思い

ますけれども、ぜひ前向きに内部で‘勉強させ、できるだけ若い職員なんかを対象にして、
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こう いった勉強をじっくりさせてみたいというふう な認識を持っているところであ りま

す。

0議長(馬場繁夫君) 執印真智子君。

014番(執印真智子君) それでは、若い職員ということは、発想が柔軟なという意味

だと思いますので、発想が柔軟な方は50代でも若いと思いますので、ぜひその辺は、今

前向きに進めていきたいというお答えをいただきましたので、本当にこういう制度とい

うのは、できれば、情報がないから使えない、情報が出ていけば、それによって助かっ

た。本当に自分が住んでいたところで人間関係を切らずに最後まで住むことができると

いう方は必ず出てくるというふうに思いますので、今力強いお答えをいただきましたの

で、ぜひ前に進めていっていただきたいということをお願いいたしまして、この質問を

終わります。

0議長 (馬場繁夫君) これをもって11の2、リパース ・モーゲージ制度導入を検討せ

よの質問を終わります。

一般質問11の3、痴呆性グループホームの実現をの通告質問者、執印真智子君の質問

を許します。

014番 (執印真智子君) 2000年 4月の介護保険の実施まで、残すところ 1年3カ月と

なりました。市内では多摩川苑特養老人ホームを建設中であり、老健施設や長期療養型

病床群の整備も始まっていると伺っております。また介護保険事業計画策定委員会も始

まり、 99年10月からの認定作業に向けて、家族介護から社会介護へという転換がうまく

進んでいくのか、行政としても緊張感が高まっていることと思います。

年をとることはだれにもとめられないことです。また、痴呆は自分の意思とは無関係

に、だれにも訪れるかもしれない高齢の一つの状況だ‘と思います。

痴呆は症状で、その症状を起こす病気があり、治療・予防のできる痴呆は全体の 1害IJ

しかなく、主にパーキンソン病や慢性硬膜下血腫によるものだということです。これは

予防 ・治療ができるということです。残り 9害IJの約 6割がアルツハイマー型痴呆で、こ

れは病的な老化によって、アミロイドと呼ばれるたんぱくが脳内に蓄積され、神経細胞

が死滅することによって起こるもので、決して治ることはないということだそうです。

あとの 3割が脳卒中 ・脳梗塞に代表される脳血管障害による痴呆ということです。痴呆

症というのは、知的なレベ‘ルは徐々に低下をしていきますが、感情レベルは決して低下

をしないそうですから、ケアをする家族は大変だというふうに思います。さらに痴呆の

介護は家庭の問題として、なるべく外に知らせたくないというふうに閉ざされてきたた
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めか、育児などとは違って、体験や知識が広がりにくく、施策の中でも対応がおくれて

きた部分なのかなというふうに思います。

近年、家庭的な雰囲気で、痴呆の進行を緩やかにし、穏やかに生・活するグループホー

ムケアの効果が注目をされています。日野市にも一日も早くグループホームが整備され

ることを願って質問をいたします。

まず、市内の痴呆性高齢者の現状と今後についてお伺いいたします。高齢者実態調査

における痴呆性高齢者の実態について 3点伺います。

質問a まず在宅者の人数、そしてだれからどのような介護を受けているのかという

状況をどのように把握しているでしょうか。また、施設入居者の人数と介護の状況はど

のようになっているでしょうか。

質問b 在宅、施設ともに痴呆性の高齢者に現在十分なケアがなされているとお考え

でしょうか。

質問c 今後の痴呆性高齢者の増加の見込みをどのように予測していますか。

次に痴呆性グループホームについて 4点お尋ねをいたします。

質問a 痴呆性グループホームの必要性をどのようにお考えでしょうか。

質問b 介護保険制度の中でのグループホーム、つまり痴呆対応型老人共同生活介護

の位置づけ、給付内容はどのようになっているでしょうか。

質問c 市内に痴呆性グループホームの整備計画はあるでしょうか。

質問d 整備が進まない理由をどのように考えているでしょうか。

以上7点、よろしくお願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) 執印真智子君の質問についての答弁を求めます。福祉保健部長。

O福祉保健部長(高野英男君) 市内の痴呆性高齢者の現状と今後についてということ

で3点ほど御質問いただいております。

1点目でございますが、高齢者実態調査における痴呆性高齢者の実態、また在宅者の

人数、介護者の状況等についてでございますが、今年10月に行いました一般高齢者に対

する第 1次調査では、痴呆症状についての10項目の質問をいたしました。それぞれの項

目の中で、痴呆症状が「常にあるJI時々ある」と回答した方に、現在、第 2次の調査

として要援護高齢者に対して調査を行っているところでございます。その中で、さらに

具体的な痴呆の度合いや、だれが介護しているのか、その健康状況等を聞いていますの

で、第2次調査の結果が出ますと、かなりはっきりした在宅の痴呆性高齢者の人数と介

護者の状況が出てくると思います。しかし、第2次調査の中に施設入居者の介護の状況
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等については設問がありませんので、施設評価事業等を実施しないと、なかなか把握が

難しいというふうに思っております。

第1次調査の結果を見る限りでは、「自分の住所や電話番号をきちんと言えなLリ「同

じ言葉や動作を何回も繰り返す」ことが常にある・時々あると回答された方は、それぞ

れ8.1%、8.8%もいました。また、「食べ物でないものを口の中に入れてしまう」こと

が常にある ・時々あると回答した方は0.8%いました。したがって、痴呆の症状によっ

て、出現率にかなりの違いが出ております。今後、第2次調査の結果を見て、介護者の

状況なと‘についても御報告をしたいと思っております。

それから、平成8年度にも高齢者の実態調査を行っておりますので、その結果を申し

上げますと、回答者1万5.210人のうち、痴呆症状のある人が1.067人、 7.0%で、うち

援助の必要な人は652人、 4.3%でございました。介護者の状況の中で、介護者について

は、 65.6%が本人の子どもあるいは子どもの配偶者が当たっているということでござい

ます。それから介護者の年齢については、約3分の lの35.3%が50歳代の人で、 80歳以

上の方も6.6%いる。要するに老老介護が数字で見てとれるところでございます。それ

から、介護の期間につきましては、既に 3年から 5年ぐらい介護している人が最も多く

て、 10年以上介護しているという人も11.5%います。それから介護者は女性が圧倒的に

多く、 76.4%を占めております。また、持病を持っている人が多くて、特に関節とか腰

痛とか高血圧なと‘の疾患を持つ人が多く見られる状況でございます。それからまた、平

成4年度に厚生省が出している通知の中で、 65歳以上の高齢者の中で、痴呆性高齢者の

出現率は、男性が4.4%、女性が5.1%、合計4.8%というような数字が出ております。

2番目の、十分なケアがされていると考えているかと、うかということでございますけ

れども、痴呆性高齢者になる原因、治療方法や対処の仕方など、まだ十分にわかってい

ないことが多い現状の中で、痴呆性高齢者は在宅ケアが中心になっております。

日野市の場合、従来、浅川苑サービスセンターと栄町サービスセンターの水曜日に、

10人ず、つ痴呆性高齢者のデイサービスを実施してきました。平成9年度から痴呆性高齢

者が毎日10人ず.つ、週 5日間、地域デイホーム ・やわ らぎを委託事業として開始いたし

ました。それから10年度には、地域デイホーム ・やわらぎを、認可施設痴呆性高齢者デ

イサービス・にんじん神明に発展させました。また、日野保健所の跡にも痴呆性高齢者

のデイホーム・にんじん高幡を開設いたしまして、通所希望者に対して、週 1回から 2

回の対応が可能になりました。それからさらに、平成11年度には(仮称)多摩川苑に痴

呆性高齢者のデイホームが開設いたしますので、週2回から 3回の対応が可能になると、
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このように考えております。それから日常生活の援助につきましては、個別援助計画に

基づいて、ホームヘルパーの派遣を行っております。それから、その他には、至誠特別

養護老人ホームのグループホームに 1床を確保し、そこで現在、日野市民を 3人見てい

ただいております。

いろいろとありますけれども、この点については以上で省略させていただきまして、

それから痴呆性高齢者の今後の増加の見込みということでございますが、高齢者人口

(65歳以上)でございますけれども、急激な伸びが見込まれておりますので、痴呆性高

齢者の出現率が現在と同じであると仮定いたしましでも、かなり増加することが予想さ

れます。平成7年度の国政調査に基づく日野市の人口予測で計算いたしますと、現在10

年11月でございますけれども、高齢者が約2万1，120人ですが、痴呆性高齢者が1，014人

ということでございますが、これが17年には高齢者人口が約 3万1，000人、痴呆性高齢

者が1，486人、それから27年には、高齢者人口が4万4，943人、それから痴呆性高齢者が

2，157人、このように人口はほぼ伸びませんが、痴呆性高齢者は倍以上に増加が予測さ

れます。それから、資料に基づくものではございませんけれども、特別養護老人ホーム

の申請時の状況を見る限りで申し上げますと、痴呆性高齢者がどんどん増加していると

いうような実感は持ってございます。さらに一方、今まで家庭の中で対応できていたも

のが、核家族の進行で高齢者のみの世帯が増加して、顕在化していくこともあるという

ふうに思います。

それから、 2点目の痴呆性高齢者のグループホームの必要性の問題でございますけれ

ども、今までの御質問にもお答えしましたように、現在の痴呆性高齢者に対する施策や

社会資源が不十分で、在宅生活が限界になったときには、特別老人ホームへの入所とい

うことになります。それから痴呆性高齢者と接する場合、ゆったりとした対応が必要で

すが、大規模施設の中では、どうしてもゆったりとした対応ができずに、痴呆性高齢者

は、パニックを起こしたり、痴呆症状を進行させるというようなことがございます。

もともと北欧で発達した痴呆性高齢者のグループホームでございますが、痴呆性高齢

者の症状に改善が見られるというか、評判が大変よいわけでございまして、 1990年代に

入ってから、圏内でも切実な問題意識を背景に、設立の動きが始まりました。 1995年ご

ろになると、全国各地で設立が相次ぎ、日野市が 1府在保している至誠特別養護老人ホー

ムのグループホームも、このときの動きだろうというふうに思います。それから、厚生

省も制度化に向けて、 92年からモデル研究、それからモデル事業に取り組み、 97年から

運営補助事業を開始いたしました。グループホームは御存じのように、地域の中で地域
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に聞かれた、家庭的な雰囲気の小規模な自由空間、 8人前後の小人数の痴呆性高齢者が、

専門スタッフによる24時間ケアを受けながら、ともに暮らす場所でありまして、痴呆の

進行を緩やかにして、問題行動を減少させ、痴呆性高齢者が心理的に安定と充足感をも

たらすように支援する場所になっております。

いろいろとこのグループホームを成功させるためには、いろんなものがあろうかと思

いますけれども、ホームの長といいますか、現場の主任が、グループホームケアに関し

て専門的な研修を受けて、痴呆症状のケアに意欲を持って、管理的な運営ではなくて、

これまでの生活の延長線上であるようなケアをすることが大切であると、こんなふうに

思っております。日野市でも、ぜひ必要な施設であるとの認識の上で、施設の形態や運

営の仕方や経費などについても、さらに研究を進めていきたい、こんなふうに考えてお

ります。

それから介護保険の中での位置づけ、給付内容につきましての御質問でございます。

介護保険の制度の中では、痴呆対応型共同生活介護(痴呆性老人向けグループホーム)

という名称で、介護給付のーっとして位置づけられております。利用定員は 5人以上 9

人以下、痴呆の状況にある要介護者について、共同生活を営む住居において、入浴、排

池、食事等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービス内容というこ

とになっております。介護報酬としては、介護保険のサービス提供事業者としての指定

を受け、保険給付及び利用者の一部負担金で運営するものと、現時点では考えられてお

ります。

それから、痴呆性高齢者グループホームの整備計画でございますけれども、グループ

ホームの整備は、ここ一、二年、全国各地で設立の動きが出ております。日野市内でも

最近、市民の方から幾っか相談を受けておりますけれども、現実に至っておりません。

市としても、必要な施設として認識しておりますので、厳しい財政状況の中で、多摩川

苑の整備とか、介護保険の導入など、財政負担が重くなっている中ではありますが、保

健福祉計画や介護保険事業計画の中で整備を検討していきたい、こんなふうに思います。

それから、もう l点、整備が進まない理由についてのお尋ねがございました。痴呆性

高齢者グループホームは、今まで申し上げましたように、まだ歴史の浅い施設で、ここ

一、二年で整備が急に進み出した施設でございます。 したがって、痴呆性高齢者グルー

プホームについての検証がまだ十分にされていないという状況だろうと思います。それ

から東京都の施設整備に対する補助金等の取り組みが平成10年度からで、今まで必ずし

も積極的に推進していたとは思えませんので、これらが原因になっているんではなし、か
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な、こんなふうに思っているところでございます。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 執印真智子君。

014番(執印真智子君) ありがとうございました。

今お答えの中で、痴呆性の高齢者の増加は、 2年後で約150人、 17年後には倍になる

と予測されているということがわかりました。また、担当者の実感としてもふえている

感じがするというお話もありました。それから、高齢者世帯がふえて、介護者の6.6%

が80歳以上という調査結果も出ているとしづ、そういう御報告もありました。痴呆性の

デイがやっとできまして、ず、っとそこの方にも、日野は痴呆性への対策がおくれている

よというふうにずっと言われていたわけなんですけれども、痴呆性のデイに通っていて

も、どうしても家族が見切れなくなるというときは必ず来ると思いますし、特にこういっ

た高齢世帯、御自身ももしかしたら介護が必要かもしれないような方が介護していると

いうような状況も現実にはあるというふうに思います。

痴呆というのは、第 1期が健忘期、だれも自分が痴呆になるというふうには思ってい

ないんですけれども、 実はそういうわけにもし、かないわけでして、 第2期が見当識障害

と言って、日時、場所、目的がわからなくなる。この段階で時間の感覚がなくなって、

夜中に起きて歩き回る。だれかがお財布を盗んだと言って騒ぐ。家族の顔がわからなく

なる。家族に向かつて、おたくはどちらさまでしたかねえというような、そういうふう

な状況になる。それから靴下や洋服の着方も忘れるという状態だそうです。 3期、 4期

とありまして、 3期になると日常生活動作ができない。第4期でほとんど寝たきりの状

態になって、 全面的に介護が必要となるという、そういう段階があるそうですけれども、

先ほども申し上げましたように、知能は低下をしてし、くけれども、感情はそのままとい

うことで、物を盗まれた、悔しいとか、そういう感情は強くな って、家族とのトラブル

が起こっていく。介護をしている側は、相手は年をとってそういう状況になってきたん

だというふうにわかっていても、 24時間のケアになっていきますから、心身ともに疲れ

果ててしまうという、そうい うことなんだというふうに思います。

先ほどもお話しありましたように、痴呆性のグループホームは、スウェーデンで1980

年に始まったということです。北欧で始まったという御説明がありましたけれども、七、

八人の小人数で、家庭的なケアで暮ら していくことが痴呆の進行をおくらせていくとい

う、そういうことです。このグループホームのケアが各国に広まりまして、これはちょっ

と御紹介をさせていただきますが、これはオランダの例として、毎日新聞に11月22日に
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載っていました。オランダの首都アムステルダムから車で20分行った古都ハーレム市の

振興住宅地の中にある「アントン ・ピックホフェ」というところだそうです。ちょっと

紹介させていただきます。

アントン ・ピックホフェができたのは1989年。居住者は重度痴呆症で、 80歳以上の高

齢者が多く、 3分の 1は車いすを必要とし、 8害IJはおむつをしているという。そんな彼

らがスタッフの援助を受けて、亡くなるまでここで生活する。その期間は平均2年か ら

2年半とし、う。

グループホームがスター卜するまでにはこんな経緯があった。 80年に痴呆症専門のク

リニックができ、医師や看護婦、理学療法士など専門家は、痴呆症を治そうと懸命に努

力した。しかし、お年寄りの症状は変わらず、自立度も高まらない。以前より幸せになっ

たようにも見えなし、。「私たちはその現実に直面して悩み、彼らが何を期待しているの

か真剣に考えた。そして、クリニックに来たのは、病気を治すためではなく、自宅に住

み続けられなくなったためであることに気づいた。彼らに必要なことは、自宅のような

家を提供することだった」と、施設長のニック ・デボーさんは語った。

ここでの最大の特徴は、規則を最小限にし、居住者の意思や自由を最大限に受け入れ

ていることだ。

家具やペッ トの持ち込みはもちろん、起床から就寝までの日常の生活時間も リズムも、

それぞれのこれまでの生き方が尊重される。また買い物や料理、掃除なども、スタッフ

の助けを借りて、できる限り自分たちでやるようになっている。「大切なことは、施設

やスタッフの都合ではなく、居住者にとって心地よいことだ。普通に暮らしているうち

に、表情は和み、行動も落ちついていく」とデボーさん。徹底した居住者本位の運営が、

いい結果を生んでいるとし、う。

ということで、入りたいなというふうに感じる方も多くなってきたかというふうに思

いますが、昨日、出沼議員から、若い人たちと一緒に一般質問をつくったという話があ

りましたが、私のこの質問がそれに当たります。骨格は政策ゼミの学生さんたちがつくっ

ております。その中の 1人が、横浜のグループホームを見学に行っておりますので、そ

の声も紹介をいたします。

『最後まで人間らしく生きられる場所』。政策ゼミ受講生 ・東洋大学社会学部社会福

祉学科、田島原隆さん。

irぼけたら人生おしまいだ』、多くの人々はそう考えているのではないか。 しかしそ

んな人は一度グループホームを見てみるといいだろう。『ぼけても普通に生きられる』
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とし、う希望がそこにはある。グループホームとは、小人数のお年寄りと介助員が家庭的

な雰囲気の中で共同生活をする場のことである。

今回見学に行った『オクセン』には 8人のお年寄りが住んでいる。 一人一人が食事の

準備の手伝いや掃除などの自分の仕事を持つことによって人から必要とされていること

を感じ、痴呆になってしま った不安から失っていた自信を取り戻し、痴呆自体は治らな

いが問題行動はおさまり、痴呆症状は和らいでいく 。これまでの大規模な施設とは違い

小規模であるために、職員もお年寄りのペースに合わせながらその生活をフォローする

ことができ、管理的にならずに済む。従来の施設にあった薬づけやベッドに縛りつけた

り部屋にかぎをかけ閉じ込める『抑制』なと、からも開放され、人権の守られた暮らしが

できる。また小規模で・あるために土地の確保がしやすくなり、まちの中につくることが

できる。実際、オクセンは駅から徒歩10分弱の大通り沿いにあり、家族や友人も訪問し

やすい。」

ちょっと後半は省略をさせていただきますけれども、なかなか補助金の問題があって、

っくりにくいということが書かれております。

最後に、「人生を最後まで人間らしく生きてし、く、そんな当たり前の願いが大切にさ

れる社会をつく っていくのは、 40年後に老後を控えた私たちの仕事なのである」とし寸、

大変若い方の意気込みが感じられる見学記というふうになっております。

いろいろ今オランダの例ですとか、横浜の例を紹介させていただきましたけれども、

グループホームのメリットは、ケアの面と経済的な面と両方あるというふうに思います。

ケアの面でのメリットは、今いろいろ紹介させていただきましたように、小規模で、

ゆっくり、ゆったりと自分のありのままの状態を受け入れてもらって暮らすために、問

題行動が起きにくく、落ちついた精神状態を維持することができて、痴呆そのものは治

らないけれども、進行をおく らせることができるという こと。また、職員も、時間で交

代するために、 家族と比べて客観的に、感情的にな らずに対応することができるという

こと。それから、先ほどオクセンのところでも紹介がありましたけれども、痴呆性のお

年寄りの三つのロッ夕、第 1が鎮静剤などを与えて薬づけにする「薬でのロック」、体

の拘束をする「身体のロック」、 言葉でうるさく注意をして萎縮させる「言語のロックJ、

この三つのロックが、痴呆の進行をますます強めると言われておりますけれども、この

三つのロックをしなくてよい環境、これがグループホームだというふうに言われており

ます。

もう一つは経済的なメリッ卜です。クソレープホームは経済的に高くつくというふうに
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一般的に言われております。しかし、今回調査をしました範囲では、特別養護老人ホー

ムは建設費がlベッド当たり2，000万円程度かかるということ、老人保健施設も 1ベッ

ド当たり1，400万円と考えると、グループホームは普通の家を建てたり、アパートを建

てたりする費用と変わらないので、新築をするといっても、 1人 1室当たり700万円程

度で済みます。アパートの借り上げ方式といった方法も考えれば、当初の建設費はもっ

と少なくなります。運営費も、市内の特別養護老人ホームは運営委託費が月に40万円以

上かかっています。老人保健施設も月32万円程度かかります。これに比べてグループホー

ムが特に高いわけではありません。むしろ、箱物の費用が少ない分、人件費に回すこと

ができると思います。

これら、メリットの多いグループホームですけれども、いま一つ普及の伸び‘が足踏み

をしているという理由は、介護保険の給付内容がまだ示されていないというところにあ

るというふうに思います。しかし、給付内容が決まってからというふうに、厚生省の方

針待ちではなくて、自治体として、有効な施策は前向きに進めていただきたいというふ

うに思います。

なぜ年をとるのが怖し、かというと、痴呆などを見ていて、惨めな感じがする。それか

ら、あんなにし っかりしていた人が変わってしまう。それは人間にとって怖いことなの

ではないかなというふうに思います。寝たきりなどはここに来て大分、介護保険の導入

もありますので、少し対応が進むのかなという感じをみんな持っていると思いますけれ

ども、痴呆だけは自分で選ぶことができませんので、これの対応は特に進めていただき

たいというふうに考えております。

これらの点を踏まえて、 2点再質問させていただきます。

財政が厳しいことは重々承知をしておりますが、ただいま申し上けましたように、痴

呆の高齢者がふえていくという現実、そして家族だけではもう介護はできなくなるだろ

うという現実の中で、グループホームをぜひ進めていっていただきたいわけですが、理

美容券などについては、所得制限をするだけで1，600万円節税ができるということです

から、私はそういうところを検討していただいたらいいというふうに思っているんです

けれども、必要なところにも税金を、そういう検討をしていただきながら、必要なとこ

ろに税金を投入していっていただきたいというふうに思います。先ほど、市民の方から

相談が幾っかあるということが答弁されましたけれども、市としてどのような支援策が

考えられるでしょうか。

それから 2点目の再質問です。厚生省はつい先11、10Jl29日に「景気対策臨時緊急特
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別枠主要要望事項の概要」として、新ゴールドプランの推進に702億円を打ち出し、そ

の中で痴呆性のグループホームの建設200カ所に4，100万円の建設費補助と施設設備費

2，000万円を計上しています。東京都も、以前から整備費に3，100万円の補助制度をつくっ

ています。こういうチャンスを活用して、積極的にグループホームの整備をするときだ

というふうに思いますが、いかがでしょうか。

先ほどの「景気対策臨時緊急特別枠主要要望事項」は、補助対象が特別養護老人ホー

ムに併設または隣接、設置者は市町村・社会福祉法人というふうになっているようです

けれども、検討をすることは必要なのではなし、かというふうに思っております。

横浜市では、国の運営補助費1.680万円に加えて、市独自に運営費780万円を上乗せ加

算してグループホームの整備に力を注いで、既に 8カ所整備をしております。 18カ所ま

で‘は早急につくろうという方針を打ち出しているそうですし、市の担当の職員の方も、

将来、自分でも入りたいと思う施設ですと言っているということで、なかなか担当の方

が入りたい福祉の施設というのは、なかなかないように思いますけれども、それだけ充

実を しているということなのだというふうに思います。ぜひ、日野市でも前向きに計画

的に検討を始めるべきだと思いますが、いかがで、しょうか。

0議長(馬場繁夫君) 福祉保健部長。

0福祉保健部長(高野英男君) 再質問を 2点いただきましたので、お答えをしたいと

思います。

まず 1点は、市民から相談が来ているということでのお尋ねでございますが、市民か

らの相談を重ねていく中で、実現可能な相談であれば、現状の制度で考えた場合、市が

事業実施主体となりまして、国や都からの施設整備補助や運営費補助を受け、市の委託

事業と して整備していくということが一つ考えられるかと思います。

それから、 2点目の、日野市も早急に検討すべきと思うがどうかというお尋ねでござ

いますが、痴呆性高齢者のグループホームにつきましては、まだ歴史が浅いということ

もありまして、まだ市の内部で十分な検討をしておりません。介護保険の給付女す象になっ

ておりますので、今後、先進的な取り組みをしている施設を見学するなどして、痴呆性

高齢者グループホームが有用な施設であるかと、うかを検証した上で、具体的な検討をし

ていきたいと思います。なお、特別養護老人ホーム等の併設という問題もあるわけでご

ざいますけれども、そういういわゆる施設的なものではなくて、古い民家などを改修し

たものの方が、痴呆性高齢者に有効であるというようなことも言われておりますので、

その方向も探ってみたい、このように思っております。
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以上です。

O議長 (馬場繁夫君) 執印真智子君。

014番 (執印真智子君) どうもありがとうございました。

全体として、やりたいというところがあれば、市が実施主体となって、委託して整備

をしていきたい。それから、検証は必要だけれども、検討していきたい。それから、施

設に併設ということではなくて、古い民家なども探ってみたいということで、今のお答

えで、本当にグループホームがどういうところにつくられたらいいのかということをよ

く理解していただいているんだなということは感じました。やはり隔離した形でつくる

のではなくて、まちの中にたくさんつくっていって、そして近所の人も、これから年老

いていく世代も若い人たちも、痴呆になってもああやって楽しそうにみんなで暮らして

いけるんだなということが実感できるということがとても大事だというふうに私どもも

考えております。まちの単なる箱物ではなくて、人が人権を大事にされて生きていく場

所という、そういうとらえ方が本当に大事だというふうに思いますので、ぜひ十分に検

討していただきたいというふうに思います。

最後に市長に、日野では取り組んだことがない事業なんですけれども、今の担当も、

必要性は十分に感じていただいているようですけれども、積極的に進めていただきたい

と思っておりますが、市長のお考えをお尋ねしたいと思います。

0議長 (馬場繁夫君) 市長。

0市長(馬場弘融君) 痴呆性クーループホームを新たに実施してほしいという御提言で

あります。お話を伺いながら、非常に個人的なことになりますが、私も 4年ほど前に、

母親を約3年間ぐらい、今議員の御指摘ですと多分、第 2期というやつだと思いますが、

夜中に俳回をするというようなことで、家内ともども夜中に起こされて、いろいろシモ

の世話をしたり、苦労したことを思い返しておりました。

実はつい先日、市民相談、市長相談の中で、閉じような今経験をされている娘さんの

お話を伺いまして、涙ながらに私も伺ったんですが、痴呆の親を見ていくというのは、

これは家族にとって、とても大変なことだなあということを改めて今痛感をしているわ

けです。議員からもお話がありましたけれども、あんな立派なあの母親が、あの父親が、

何でこんなになっちゃうんだというふうな思いが、それぞれ面倒を見ているお子さんた

ちにはあるわけでして、それをクリアできなくな っている状況が非常に数多く見られる

わけですね。そう いう意味で、痴呆の介護というのは、何とか家族の手を離してといい

ますか、離れて、グループで見ることができないだろうか。小人数でというふうなこと



は、全く私も自分の経験から、同じような認識を持っています。何とかしたいという思

いがあります。

また、最近の例で申し上げれば、この 5月の「憲法記念行事」の講演のときに、サン

ケイ新聞の、やはりこれは介護の問題をずっとず‘っとフォローしておられる新聞記者に

お話をいただいて、年をとってからも元気に生きょうというふうな趣旨のお話をされた

中で、最後に、やはりこれからは、大きな施設をどんどんつくるのではなくて、グルー

プホームのようなものが、自分のその北欧とかイギリス等の経験を踏まえて見れば、必

要ではなし、かなというふうなお話がありまして、会場の皆さんともとも、私も全く同感

だなというふうに思った、そんなこともありました。そういう意味で、なかなか難しい

仕組みでありまして、市が全部やるというわけにはもちろんいきませんし、 一生懸命や

りますよというあるチームといいますかね、恐らく専門的な方が 2人とか 3人とか、あ

とお手伝いで来ていただく方が四、五人とか、七、八人のグループというか、そういう

チームがないとやっていけないだろうというふうに思いますし、何分にも自分たちのい

る地域の中に、この家をどうぞというふうな方がいるのかと、うか、その辺のこともなか

なか難しい陰路があるというふうには思いますが、何とかですね、横浜の例、先ほどお

話のありましたオクセンですか、そういうようなことの記事を読みますと、専門的な医

師とか関係者は、できればこうし寸施設は、小学校区に 1校ぐらいは欲しいんだという

ようなこともお話をされているようであります。あちこちで最近、愛知県の高浜市なん

かでもこういったことを、 6人ぐらいのグループが見ているというふうな仕組みもある

そうでございます。あちこち勉強させていただきながら、何とか日野市でも取り入れる

方向で検討していきたい。さらには、国のこの不況対策に関係する補正予算の中でも、

私、常々職員にも言っているところでございますけれども、不景気や財源がないからと

いって萎縮してしまって、何にも見ないというんじゃなくて、新しいもので、新しい補

助金がつくものはぜひ取り入れてもらうというふうなことは常々言っているわけで、そ

ういう意味で可能性があれば、そういうところにもぜひとも働きかけをしていきたいと

いうふうに思った次第であります。すぐにということにはなかなかなりませんとは思い

ますが、何とか検討してみたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 執印真智子君。

014番(執印真智子君) どうもありがとうございました。

本当にみんなが必要だというふうに思って、情報をそれぞれが持ち合って、人と人と

を結び、つけるとか、人と場所を結び‘つけるということをしていけば、厳しいですけれど
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も、必ずできてし、く施設だというふうに思っております。今市長からも大変前向きな回

答がありましたので、あと要望したいのは、介護保険事業計画策定の中にもしっかりと

位置づけていただきたいということで、私自身も提案をしますけれども、行政としても

しっかり認識をして、提起をしていただきたいというふうに思います。

それから、財政がないときですから、本当にどこか厳しく判断をしなければならない

というところは絶対にあるわけだと思いますけれども、本当に困っている人のところに

お金がかけられるということを、やっぱりこの時代考えなければいけないのではないか

なというふうに思っております。きょう提案しましたグループホームのケアというのは、

もちろん万能ではありませんで、ある時点でのある痴呆の高齢者の方にとって有効だと

いうふうに思いますので、特養老人ホームとか、それから病院のベッド確保といった、

全体を見通した体制の整備ももちろん必要になってまいりますけれども、それらが全部

そろうまで待っているというわけにもいきません。本当に痴呆が進んでいくと、その痴

呆になった方には申しわけない表現かもしれませんけれども、家族が地獄のようだとい

うふうに聞きますので、そういうふうに、そういう状態になれば当然、本人も苦しくせつ

なく、何というんでしょうね、平常なときにはそういう気持ちになるというふうに思い

ますので、ぜひこれから先、それぞれ担当からも市長からも積極的な御答弁をいただき

ましたので、 一日も早くこれが実現することを願って、そして検討を早急に進めていた

だきたいことをお願いをいたしまして、グループホームについての 1回目の質問を終わ

ります。

0議長(馬場繁夫君) これをも って11の3、痴呆性グループホームの実現をの質問を

終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

明日の本会議は午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願います。

本日はこれにて散会いたします。

午後 4時36分散会
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午前10時10分間議

0副議長(竹ノ上武俊君) 本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員26名であり ます。

本日午前中、議長所用のため、私副議長がその任を務めます。特段の御協力をお願い

いたします。

これより日程第 1、一般質問を行います。

一般質問12の1、有事に備えて道路及び公園の整備促進をの通告質問者、奥住日出男

君の質問を許します。

(20番議員登壇〕

020番 (奥住日出男君) おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、

一般質問をさせていただきます。今回は、有事に備えて道路及び公園の整備促進をと、

ごく平凡なテーマでもって質問させていただきます。

今回、有事に備えてということで道路と公園に絞って質問するわけですが、まず道路

の整備についてから質問をさせていただきます。御承知のように、道路は歩行者や自動

車のための交通区間というだけでなくて災害時の避難路、また緑化等による美しい都市

景観を形づくる空間としても、都市機能上重要な役割を担っていることは、御承知のと

おりでございます。したがし、まして、その整備は日常生活に直結する切実な問題であり、

最重点に取り組むことが必要かと思います。これまでにも、道路整備につきましては努

力されていることは重々承知しておりますし、渋滞緩和策としてのいろんな施策、交差

点、の改良事業とかそういったことも承知をしているところでございます。しかし、当市

の道路の状況を見ますと、幹線道路、いわゆる都市計画道路の整備率が非常に低い。加

えて生活道路も狭障でありまして、多くの市民から、他市との比較論でもってなぜ日野

市はこんなに道路の整備がおくれているんだ、あるいは狭いんだということを、多くの

方も聞いていると思います。

こういうとこで、今日の問題点としましては、通過車両が生活道路に進入してくる、

そういうことで市民生活が非常に心配な点が挙げられます。厳しい財政事情は理解でき

るんですが、環境問題が叫ばれている折、渋滞を減らす努力はもちろん歩道をゆったり

つくったり、街路樹を効果的に植えたり、防災的にも効果がある道路整備事業を積極果

敢に取り組まなければ、日常生活にも重大な支障を来すことは必至である、このような

観点から今回の質問となったわけでございます。

御承知のように、日野市は21世紀初頭に向けて目標とすべき将来像を「緑と文化の市
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民都市」と基本構想の中で設定がされております。それで、現在その実現に向けて諸施

策が展開をされているわけでございますけども、施策の一つに、住みよいまちへの基盤

づくり、こういう項目がございます。その内容を見てみますと、道路は歩行者や自動車

のための交通区間としてだけではなく、上下水道を初めとする供給、処理施設等の設置

場所、災害時の避難空間、緑化による都市景観形成の場としても、都市基盤づくりの上

で重要な役割を持っている。広域的役割を持つ幹線道路については、国や都に対し環境

保全に配慮しつつ早期に整備を進めるよう要請していきます。市内を結ぶ生活道路につ

いても、利便性、安全性、防災機能などに配慮しつつ整備改良を進めます。こういうこ

とで、第 2次の基本構想から引き続き第3次も踏襲をされているのは御案内のとおりで

ございます。

若干、市内の都市計画道路を整理してみますと、日野市の都市計画道路は、現在29路

線、総延長で約61.5キロメートルが計画決定をされております。その内容を見ますと、

国道が3路線、都道が9路線、市道が17路線、こういうことでございますけども、用地

取得の問題あるいはし、ろいろな諸事情によりまして、整備率は現在34.3%、こういう低

い状況になっております。ちなみに多摩の整備率が53%ですから、日野市の整備率がい

かに低いかがおわかりいただけると思います。まだまだ幹線道路としての機能を十分に

発揮し得ない状況にある。特に日野市の都市計画道路というのは、土地区画整理事業を

中心に整備が行われている関係上、区画整理事業から取り残され地域、こういったとこ

ろが整備がおくれがちであります。結果的にそういったおくれが、先ほど申し上げまし

たように生活道路への通過交通車両の進入、こういう形になってくるわけでございます。

ちょうど10年前に、日野市が都市計画道路の基本計画調査というのをつくりまして、

我々に報告があったわけですけども、そのときの経過を見ますと、前期、後期と分けま

して、前期が昭和64年から70年ということですから、平成元年から 3年前、今73年です

から、 3年前まで、に前期の工事をすると。そのときの状況は計画では19路線でもって整

備率を53.2%というふうに計画を出されました。 10年前、昭和63年の 3月末現在の都市

計画道路の整備率を見ますと、今と全く同じ34.3%なんです。これは、延長との関係も

ありますけども、偶然とはいえ整備率としては10年来、何ら進んでいないという数値で

ございます。 10年前の計画道路の延長が57.6%、m.在が61.5%、ですから約 4キロメー

トルしか総延長でもってできていない。整備率も10年前が19.8キロメートノレ、現在が

21.0キロメートルということですから、これも 2キロメートル程度しか進んでいない。

違うのは、区画整理事業が市施行あるいは組合施行等々でもって、言い方は悪いんです
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けども、虫食い状態の状況で今なされている。こんな状況も起因しているのかな、こん

なふうに思うわけでございます。

当時は25路線でしたけども、その後追加がありまして 4路線ばかり区画整理でもって

ふえております。 4路線は西平山の方の路線でございますけども、日野市の計画道路の

基本計画の作成というのがありまして、そのとき四つの基本目標があったわけです。一

つが都市機能を確保するということ、それから 2点目が地域環境の保全、 3番目が都市

防災の強化、 4点目が都市空間の確保ということできちっとした目標がなされ、今日ま

で至っているわけでございますけども、特にこの四つの基本目標の中の都市防災の強イ七、

地域環境の保全、これにつきましては歩行者に対して適切な空間を提供するとともに、

生活圏への自動車の進入を防ぎ安全で快適な生活空間を確保するということが、その前

提にあるわけでございます。こういった過去の都市計画道路の基本計画が今日までずっ

と踏襲をされております。

そこで、道路につきまして 6点ばかり質問をさせていただきます。

今、幹線道路の整備率が34.3%と申し上げました。これが生活道路、いわゆる市道に

なりますとどうかというと、わずか16.8%の整備率ということで、非常に低い整備率に

なっております。それと、基本目標の中で生活圏への自動車の進入を防ぐということで、

安全で快適な生活空間、こういうものを確保するということで、道路率ということでちょっ

と数字を調べてみますと、現在の道路率、これが日野市は8.1%、多摩地域の道路率が5.

3%ですから、これは若干、多摩地域の中では平均値より上なのかなと。将来の道路率

を担当部署に聞きますと12%ぐらいまで高めていきたいという、これは有事のときに、

いわゆる一時避難場所等に使う面では、この道路率を高めるということは大変いいこと

でございまして、ぜひそれまでに高めていただきたいというふうに思っております。

具体的にお聞きしたいのは、まず 1点目は、平成8年一一2年前ですけども、第2次

前期事業化予定路線が協議決定を見ておりますが、日野市内で該当する路線は何路線あ

るのか。そして、 8年から17年度までがこの第2次の事業化計画でございますけども、

この各路線の完成年度はいつごろになるのか。川崎街道とか北野街道がそれに該当する

んですけども、それがいつごろになるのか。そのときの整備率はどのくらいになるのか、

これがまず 1点目。

それから、2点目は東京都の補助金でございます。これが今年度から市単独の都市計

画道路事業に対して新たな助成措置として、都から補助金が出ることになりました。 こ

れをどのように活用しているのか。一部には、国が補助金を出さなし、から都が肩がわり
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するんだということもあるんですけども、それをどのように活用しているかお聞きをし

fこいB

それから、 3点目はゆとりある空間の創造ということで歩道の問題でございます。こ

の歩道の整備が本議会でもいろいろと多くの議員から指摘をされていますけども、現状

は非常に危険な場所が多い。特に生活道路の歩道というのはほとんどないに等しい。し

たがいまして、整備が急がれるわけですけども、市としてその辺は十分把握されている

と思います。具体的に優先順位等があるのか、あるいは整備計画があるのかお聞きした

し、。

それから、 4点目は渋滞緩和策。冒頭申し上げましたように、交差点の改良事業とい

うのが今やられております。これは右折あるいは左折レーンの整備でございますけども、

平成6年 5月に「交差点すいすいプラン100Jというのが策定されました。これは平成

13年度までに100カ所でもって改善をしたいというのが都の計画でございます。これが、

日野市内でどことどこが該当するのか。完成された場所があるのか、あるいはこれから

整備するのか、その辺もあわせてお聞きをしたいと思います。

それから、 5点目が公共駐車場の整備でございます。道路の整備と同じように、取り

組むべき施策に公共駐車場の設置事業がございます。過去に豊田駅の地下あるいは高幡

不動駅の地下に公設の駐車場を設置したいという計画がございました。かなり前です。

その後どうなったのか、経過等について教えていただきたし、。あわせて、現在何か計画

があるのかお聞きした~'0 

それから、最後の 6点目は、当市の交通網は御承知のように東西に向かう車両が多い

ものですから、当然そのように計画をされております。で、慢性的な交通渋滞の緩和策

として多摩川の架橋の整備促進が必要不可欠でございます。今までも立日橋を含めて橋

梁の整備が行われてきたわけでございます。今月の17日にも府中四谷橋が開通をいたし

します。あれが開通しますと、 高速道路へすぐ入り ますから大分渋滞が緩和されるのか

なというふうに思いますけども、今後の計画はどのように推進されているのか。都のお

話だと、どうも府中四谷橋で一段落かなというような報告もあるんですけども、計画が

あるのかどうか、今後の点についてお聞きしたい。

それと、もう 1点は冒頭にも申し上げましたように、渋滞の一つの要因として通過車

両、これが多く含まれておりますけども、現在、その解決策のーっとして首都圏中央連

絡道路、いわゆる圏央道の事業が進められております。現在、都では圏央道のアクセス

道路としてちょうどこの近所では高尾のジヤンクションになるんですけども、 6路線約

280 



25キロメートルの整備が進められております。報告によりますと、高尾のジヤンクショ

ンは 3年後か4年後にはアクセス道路としても開通いたします。そうなりますと圏央道

へすぐ入るわけですけども、この事業に対して、日野市として関係機関に何か要請活動

等々を今まで行ってきたかどうか、それと見解はどうなのか、これもお聞きしたいとい

うふうに思います。

具体的には以上6点が質問内容でございますけども、参考までに、これは東京都が試

算した数字でございますけども、交通渋滞による経済損益というのが出されております。

御承知だと思いますけども、現在、この都内を走る自動車の平均速度が約18キロ。これ

を渋滞がない状態の場合は約30キロだというふうにデータが出されております。この18

キロの状態から30キロの12キロの差ですけども、この経済損失が年間で 4兆9，000億円

になるということ。これは、当然18キロから30キロになれば早くなるわけですから、そ

の時間短縮の効果が約2兆8.000億円。それから燃費、いわゆる燃料の節減効果、これ

が2兆1，000億円。合計しますと 4兆9，000億円ということです。

今、いろいろと環境ホルモンとかいろんなダイオキシンとか叫ばれております有害物

質、自動車でいえば二酸化炭素と窒素酸化物、こういうふうになるわけですけども、こ

れが大気汚染物質の量ということになるんですが、これも18キロから30キロになると 4

分の 1削減されるという、こういう試算も出ております。

都の整備計画を見ますと、 10年後には25キロ、 20年後には30キロというふうに徐々に

スピードアップをしていきたい。そのための道路整備をするんだというふうに出されて

おりまして、この20年の経済効果が約60兆円になるというような試算もされております。

いわゆるそういった経済効果等々も含めて、道路の整備はもう大変重要な施策の一つで

ございます。こういったことも、ひとつ参考にしながら、質問に対しての御答弁をお願

いしたいというふうに思います。

私どもの会派でもって、ことしあの阪神・淡路大震災の大きな被害を受けた西宮市に

行政調査に行ってまいりました。そこで、市の職員からいろいろと現地を見せていただ

いたり、その後の復興状況等々を聞きましたけども、やはり道路の拡幅が非常に効果が

ある。当然ですけども、形状として幅員の広いところでは延焼を免れたし非常に災害が

少なくて済んだという、こんな具体的なデータも示されて説明を受けて帰ってまいりま

した。

ただいま 6項目につきまして質問いたしましたので、御答弁をお願いしたいと思いま

す。
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0副議長(竹ノ上武俊君)

O建設部長(清水啓治君)

奥住日出男君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

6点の御質問をいただきました。私の方から、そのうちの

4点お答えをさせていただきたいと思います。

まずーっ目の第 2次前期事業化予定路線の各路線の完成年度、あるいは整備率でござ

います。この件につきましては、東京都が多摩地域の都市計画道路の効果的整備のため

に、平成8年の 3月に多摩地域都市計画道路の第 2次事業化計画を策定いたしました。

その中で優先的に整備する路線ということで、平成17年度までに着手または完成すべき

路線ということで225路線、 214.5キロが選定されております。市内では、そのうちの 6

路線が選定されておりますけれども、東京都の施行路線が3路線、それから日野市の施

行が3路線というふうになっております。東京都の施行でございますけれども、川崎街

道の都市計画道路の 3・4・3号線、これは百草、三沢あるいは高幡、あの近辺でござ

いますが、その路線。それから、同じ番号ですけれども 3・4・3号線で、高幡橋から

南平の方へ向かつてし、く道路でございます。北野街道でございます。この路線。それか

ら、もう 1本が栄町四丁目の路線でございます。それから、市の施行といたしましでも

やはり 3路線でございまして、 3・4・24号線、これは旭が丘の帝人の南側の部分でご

ざいます。それから 3・4・17号線、これは四ッ谷前の区画整理の部分です。日野駅の

北側でございます。それから、もう一つが3・4・22号線、日野台二丁目の緑が丘の北

側の中央道の橋の部分でございます。この 6路線になっております。

この整備の計画でございますけれども、都施行一一一東京都が施行いたしますのは川崎

街道、北野街道あるいは栄町の道路でございますが、一の宮から百草園、駅へ向かって

いく 980メートルにつきましては、平成15年の完了予定をしております。それから、栄

町につきま して660メートルでございますが、平成14年の完了の予定というふうになっ

ております。それから、その他の路線につきましては、具体的な年度計画は示されてお

りませんけれども、市の施行の 3路線につきましては、それぞれ西平山の区画整理、あ

るいは四ツ谷前の区画整理、東光寺上第 1の区画整理区域内あるいは接しておりますの

で¥これらの事業と進捗を整合しながら実施をしていきたいというふうに考えておりま

す。

それで、平成17年度までの整備率でございますけれども、全路線、 6路線で4，470メー

トルございます。完成年度が示されております延長につきま しては、 1，635メートルと

いう ふうになりますので、整備率につきま しては36.6%という形になります。

それから、二つ目の東京都の補助金の関係で、市単独の都市計画事業に対しての助成
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措置というのが出ることになったが、その活用状況はということでございます。市が行

います都市計画道路の東京都の補助制度につきましては、市町村都市計画事業に対する

都費補助要綱というのがございまして、これに基づきまして、国費に連動いたしまして

都費が補助されてきております。このうち国費につきましては、平成8年度から建設省

が定めました重点化施策というのがございまして、いわゆる市の事業につきましても、

あるいは町の事業につきましでも同じでございますけれども、大幅な減額となっており

ます。国費が減額あるいは不採択になりますと、都費もこれに連動するわけですけれど

も、起債と市の単独費で整備をするということになるわけですが、これになりますと、

都市計画道路を市の単独費で整備するということにつきましては、財政的にも非常に困

難な状況になります。

そこで、御質問の新たな助成措置としての都から補助金という制度というお話がござ

いました。これは非連動型というふうに言っておりますけれども、この制度につきまし

ては、国庫補助金がつかない路線だけを都費の補助の対象としますということでござい

ます。この国の重点化施策以外に該当するように当てはめるわけでございますけれども、

この制度は、お話のございましたようにこの10年度から始まりましたので、発足して聞

がないわけでございます。

ところで、日野市の事業の様子でございますけれども、ことしから一番橋通りの 3・

4・14号線につきましては、幸い国が定めましたこの重点化施策に該当しております。

ということで、国の補助金を受けてございます。この東京都の新しい助成制度には該当

しないという形になっております。都市計画事業といたしましては、少ない市費で負担

が最も少ない形でやるのが一番好ましいわけでございます。この重点化施策に該当する

補助率の高い国費がつくことが一番最良でございますので、今後もこれらを求めたいわ

けですけれども、この重点化施策以外のものについては、この新しい制度を最大限に利

用いたしまして、今後整備を図っていきたいというふうに考えているところでございま

す。

それから、 三つ目の生活道路関係の優先順位等のお話でございます。日野市の道路整

備計画につきましては、平成5年度に作成してございます。この中で優先順位等の整備

計画を示しております。優先順位につきましては、地区の状況あるいは道路の状況等を

考慮いたしまして、機能別にその路線の整備水準を決めております。対象の区間、ある

いは現況の幅員、あるいは沿道の状況等の路線を抽出いたしまして、緊急度あるいは重

要度等を総合的に検討しているところでございます。 しかし、品近の財政状況から実施
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計画に変更が生じておりますけれども、今後それらを調整いたしまして、 1年でも早い

整備をしていきたいというふうに思っております。

それから、 4番、 5番をちょっと飛ばさせていただきまして、 6番の方を私の方から

お話しさせていただきたいと思います。

都市計画道路や関連事業の速やかな整備の充実あるいは促進につきましては、国庫補

助金あるいは起債等の財源につきまして、東京都街路事業促進協議会あるいは東京都道

路整備事業推進大会によりまして、関係機関への要望だとかあるいは陳情を積極的に行っ

ているところでございます。特に市内の国道につきましては、お話にもございましたよ

うに慢性的な交通渋滞だとかあるいは河川によります交通の遮断、あるいは沿道の環境

問題など、緊急かっ重大な課題として山積みしております。また、災害時には緊急活動

を支える幹線道路といたしまして、安全で安心して生活ができる強いまちづくりとして

も優先すべき施策でございます。

市独自の要請行動につきましては、機会あるごとに相武国道あるいは建設省の本庁あ

るいは大蔵省等に出かけまして、独自の要請行動を行っているところでございます。あ

るいは東京都にも要請を市長みずからが行っているところでございます。今後につきま

しでも、日野バイパスあるいはニュータウンの関連道路、それから、お話のございまし

た圏央道等のアクセス道路の早期の実現のために一層の活動をしていきたいというふう

に思っております。

私の方からは以上でございます。

O副議長(竹ノ上武俊君) まちづくり推進部長。

0まちづくり推進部長(堀之内和信君) 4点目の渋滞緩和策についてでございます。

東京都の方におきましては、交差点すいすいプラン100ということで、都内の慢性的

な交通渋滞の解消のために、比較的短期間に少額の投資で効果の上がる交差点の改良事

業に重点を置く事業を行っております。これは右折レーンの設置等計画的に実施するた

めに、東京都が平成6年に策定いたしました計画で、都が管理しております道路のうち

都内100カ所が選定されてございます。そのうち、日野市におきましては、当初 3カ所

が計画されていたところでございますが、市からの要望によりまして 2カ所が追加され

まして、計5カ所がこの交差点すいすいプラン100の中に入ってございます。この 5カ

所の内訳でございますけども、北野街道が3カ所でございます。平山五丁目の交差点、

それから平山交差点、それから南平二丁目、四丁目の交差点、この 3カ所でございます。

それから、 川崎街道につきましては百草園駅前交差点、それから三沢交差点、の 2カ所で
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ございます。

これらの事業の実施状況でございますけども、北野街道の 3カ所につきましては、平

成9年から 3地区とも用地測量等に入ってございます。10年、 12年で用地買収を行いま

して、 12年から工事に着手するというこ とにな っております。 3カ所が終わるのが13年

ということで、現在進めているところでございます。それから、川崎街道の 2カ所につ

きましては、先ほど建設部長の方でもお話がありましたように、第2次の事業化予定路

線に含まれておりますので、その事業の中で対応するということになります。現在の段

階では、まだ完了 していないと ころでございますけども、完了する ことによりまして、

慢性的な渋滞の解消に大きく寄与するのではないかというふうに考えてございます。

5点目の公共駐車場の整備についてでございます。日野市の公共駐車場の整備につき

ましては、日野市における駐車場施設整備に関する基本計画というのを策定してござい

ます。これは日野駅周辺、それから豊田駅周辺、高幡不動駅周辺ということで、この 3

地区が駐車施設の整備を重点的に推進すべき地区ということで位置づけをさせていただ

いております。その中で、豊田駅南口の公共地下駐車場につきましては、平成5年の 7

月、それから、高幡不動駅前の公共地下駐車場につきましては平成4年の 7月に、それ

ぞれ都市計画決定を し、 区画整理事業によって整備するということになってございます。

高幡不動駅前の公共地下駐車場につきましては、現在、基盤整備が進捗していく 中で、

駅周辺の土地利用が進んできているところでございます。土地利用の状況やパフソレ崩壊

後の社会経済の状況は、計画時より大きく変化しているところでもございます。

こういう状況の中で、公共駐車場の建設につきましては、現在、再検証をいたしてい

るところでございますけども、将来の駐車場利用の予測が計画時の大規模開発型推計モ

デルということで計画を行ったわけでございますけども、これが今の状況の中でなかな

か該当しないというような中で、既成市街地の推計型のモテソレで・現在推計をさせていた

だいているところでございます。その結果、公共駐車場需要の予測が、当初の190台か

ら240台ということで需要を予測していたわけでございますけども、既成市街地型の推

計モデルで推計しますと90台から120台ということで大きく減少をしてきてございます。

また、現在の商業床面積も、当初、地区計画の中で商業系の土地利用をしていただける

ということで駐車場の需要予測を行っているところでございますけども、現実に土地利

用されているのが、商業系では53%ということになってございます。これらを現在検証

しているところでございますけども、これらを踏まえまして、高幡不動駅前の地下駐車

場につきましては、公共地下駐車場としての必要性についてもう一回再検討していきた
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いというふうに考えてございます。

それから、豊田駅南の公共駐車場につきましては、今後の基盤整備を駅前に向けて優

先的に整備するということで、現在区画整理事業を進めておりますので、これらの中で

駅前広場の整備に合わせた駐車場の需要予測等を再調査し、公共駐車場の整備を検討し

ていきたいというように考えてございます。

また、今後の日野市の公共駐車場の整備につきましては、日野市におきます駐車場の

施設整備に関する基本計画、これは平成5年に策定したものでございますけども、これ

らの見直し等も行ってまいりたいというふうに考えてございます。

以上でございます。

O副議長 (竹ノ上武俊君) 奥住日出男君。

020番(奥住日出男君) ありがとうございました。

圏央道のことについて、過去に何か要請行動を行ったかどうか。今、どんな見解を持っ

ているのか。これは直接の行政という面で、は八王子市になるんですけども、日野市とし

ても当然通過車両等、そちらに回れば大分緩和されるんで、その辺を関連市として何か

アクションを起こしているかどうか、それを今答弁なかったものですから聞きたい。

それから、 3点ばかり再質問したいんですが、今の建設部長の方から御答弁いただき

ました都や国に対していろいろと要請活動を行っているという中で、特に通過車両の大

きな要因の一つに、いわゆる 3・3・4号線と 3・3・2号線、これがあるわけです。

これは国道20号バイパスですけども、この辺の見通しですね。いつごろこれは整備、区

画整理との関係もありますけども、買収も含めて、一部には国が大分張り切って用地買

収に動いているというふうに聞きますけども、この辺の見通しですね、いつごろになっ

たら開通できるのか、もしおわかりになったら教えていただきたい。

それと、交差点の改良事業の中で日野市で今5カ所改良するところがあるということ

で、平山と南平と百草のことが話されたんですが、北野街道沿いはわかりました。そう

いうことでやるということで、 13年までには整備はされると。ただ、 川崎街道の百草の

方は、これはまだわからないということなんですが、都の計画では平成13年度までに、

これは改良完ということで計画を出しているわけです。ですから、いつになるのかわか

らないというと、今10年ですからもうあと 3年しかないわけですね。そんな状況なのか

どうか、本当にわからないのかどうか。今のまちづくり推進部長の御答弁だと、特に川

崎街道の百草の交差点が改良されると、大分緩和されるということですから、都の計画

とちょっとずれているんで、もう一度それをお聞かせいただきたし、。
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それから、駐車場につきましてはわかりました。そういう計画があるということで結

構でございます。あと橋梁ですけども、先ほど言いましたように府中四谷橋がこの17日

に開通しますけど、これ以外で何か計画があるのかどうか。区画整理の中で、いわゆる

日野バイパス、 20号バイパスの 3・3• 2号線が開通しますと、(仮称)多摩川橋がそ

れに連結することになっていますけども、その辺の見通しですね、その辺をあわせてお

答えいただきたいというふうに思います。

以上、よろしくお願いします。

0副議長 (竹ノ上武俊君) 建設部長。

0建設部長 (清水啓治君) 1点目の圏央道の関係でございますが、先ほどお答えの中

でもちょっと申し上げた東京都の道路整備事業推進大会というのを、圏央道だけではご

ざいませんけれども、道路整備に対する国の要望あるいは大蔵省の要望を含めましてやっ

ております。この中で決議等も含めましてそれらを大会の決定事項といたしまして、関

係省庁に要請をしているわけですけれども、この中にも圏央道関係が載っております。

いわゆるアクセス道路も含めまして周辺の道路整備をということで、広くそういう運動

を起こしているというのが、組織としての動きでございます。

O副議長(竹ノ上武俊君) まちづくり推進部長。

0まちづくり推進部長(堀之内和信君) 3・3・2号線と 3・3・4号線の整備の状

況ということでございます。

3 • 3・4号線というのは日野バイパスということで、既に建設省の方でルート承認

がされまして、事業化のめどが立っている路線でございます。その中で、現在、万願寺

の土地区画整理事業の境のところから川崎街道まででございますけども、先般行政報告

でもありましたように、今年度中に用地買収、それから一部遺跡調査を行うということ

になってございます。残りの多摩平までの路線につきましては、順次用地買収等を進め

ていくということになってございます。

それから、 3・3・2号線につきましては、これは八王子南ノイイパスというルートで

ございます。この 3・3・2号線につきましては、現在、建設省の方にルート承認の要

請をしているところでございますけども、現在、相武国道事務所の方で、ルー ト承認に伴

いまして、 具体的な作業を進めているというふうにお聞きしております。

いずれにいたしましでも、この 3・3・4号線、3・3・2号線の日野バイパス、そ

れから八王子南ノイイパスにつきましては、日野市の中央部を走ります大きい幹線道路で

ございますので、日野市といたしましでも、今後引き続きこれらの実現に向けまして、
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建設省の方に要請行動を行っていきたいというふうに考えてございます。

それから、 3点目の交差点改良の川崎街道の部分でございますけども、北野街道の 3

路線につきましては、 13年までというふうにお答えさせていただきましたけども、これ

はあくまでも交差点だけの改良でございます。川崎街道につきましては、道路幅員も計

画道路に変更しながら事業を展開してまいりますので、その中で川崎街道の 2カ所の交

差点につきましては改良をするということでございます。多少北野街道の交差点改良の

部分と、それから北野街道の部分とでは道路築造と同時にやるということで、多少変わっ

てくるんではないかというふうに考えております。

それから、多摩川架橋のお話でございますけども、現在、この周辺の市で橋、もしく

はそれに伴う道路等の要請行動は、多摩川架橋及び関連道路整備促進協議会という会が

ございます。今回、府中四谷橋という橋が開通するわけでございますけども、日野市の

中で残されている架橋は、先ほどの 3・3・2号線の延長線上にあります新日野橋、そ

れからもう 1橋が日野駅の 3・4• 17号線の都市計画道路につながります多摩川を渡る

橋、これは名称がついてございませんけども、この 2橋が残ってございます。新日野橋

につきましては、建設省の方で建設をやられるわけでございますので、先ほどの道路計

画とあわせて整備されるというふうに考えております。それから、もう 1橋の方につき

ましては、多摩川架橋及び、関連道路整備促進協議会の中での要請の橋になってございま

せんので、現在、こちらの方にその橋も加えて、今後要請行動を行っていくということ

で、現在、事務局の方と協議しているところでございます。

以上でございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 奥住日出男君。

020番(奥住日出男君) ありがとうございました。

有事ということで¥これは関東大震災を万が一、そういったときに今の状態では非常

に市民が混乱するしということを前提にして質問しているわけですけども、冒頭申し上

げましたように、通過車両が非常に生活道路に進入し過ぎているということで、市民の

生活が脅かされているという一番大きな、今課題があるわけです。歩道についてはお答

えがなかったんですけども、日野市の場合に面的整備、いわゆる区画整理が主でやって

きていますから、その地区はそういった形で整備されるんですけども、取り残された部

分、いわゆる虫食い状態になったところの方たちが非常に迷惑をしているわけです。で

すから、まちづくりの中で区画整理でもって、ここの道路はこのように整備します、そ

うでないところはこのようにしますというものを、できれば、また何らかの機会にきちっ
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と出していただければ大変ありがたいと。

今回の道路の質問につきましては、それぞれ促進中でございますから、それを急いで

いただきたいということ と、 きちっと した、もう いよいよはっきり しているわけですか

ら、渋滞の問題も都や国に対して大会ということですけども、それ以外にも馬場市長は

前の市長と違って非常にこちらにいる時間が少なくて、ほとんど毎日のように国や都に

要請活動に出かけている、そういった御苦労も承知しております。必ずやいい結果が出

るというふうに信じておりますけども、ぜひ今の市民生活の実態を感ずれば、ゆとりと

潤いということが大変な今、生きがいにしていますから、その辺を十分御理解とは存じ

ますけども、さらに一層の行動をお願いしたいというふうに思います。

道路の方はこれで終わりまして、 2点目の公園の整備について質問をさせていただき

ます。公園の整備につきましては、 10年の10月現在でございますけども、市の管理する

公園が131カ所、約44万平米、それから市民 1人当たりの面積では2.7平方メー トルと、

こんな形になっているわけですけども、都市における公園面積の整備基準が都市公園法

でもって、人口 1人当たり10平方メートル以上というふうに定められておりますので、

日野市の場合に 1人当たり2.7というのは約4分の l、非常に低い数値でございます0

・的にも充足されていないという状況にあるわけです。それと、メッシュで見ますと、

近隣の公固までの距離が500メートルということになっていますから、この辺も いろい

ろ精査をさせていただいて、きょう具体的に 2カ所についてお伺いをしたいと思います。

これは、災害に強いまちづくりを進める上では大変重要な施策でございまして、今、心

の豊かさが叫は‘れている時代でございますので、公園があればいい、公園がなきゃだめ

だということじゃないんですが、住民の同士のコミュニケーションを図るという上では

大変重要な事業でございます。しかも、災害等が発生したときには、そういった一時避

難的な場所にもなるわけでございまして、ぜひ御検討いただきたいということでござい

ます。

2カ所について質問しますと、まず 1点目は日野台一丁目の遊び場、これの公園の整

備でございます。現在、あの公園は土地開発公社が管理をしている土地でございますけ

ども、これを平成4年に開発公社が都市計画公園の中の児童公園を整備するため買収を

したということでございます。当時の価格にして約6億円、 1，406平米ばかりあるんで

すけども、現在は、地区広場ということで市民に開放されております。将来的には、こ

れを買ったときには、時期を見て児童公園として都市計画決定をして公園として位置づ

けるという、こういう計画のもとに買収した経過がございます。これを公園として整備
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するには、当然、開発公社から市が当時のお金で 6億円ですから、今、どのくらいなの

かわかりませんけども、買収をしなきゃなりません。財政が非常に逼迫していますから、

これを買うということは大変無理難題かなと思いますけども、例えば借用して公園とし

て使えなし、かど‘うか、この辺が可なのか不可なのかお答えいただきたし、。

といいますのは、あそこのふれあい橋の手前に浅川広場がございます。これは市が国

に毎年1，300万円を払って用地を借りているんですね。借りて市が整備をした。 トイレ

もありますし、きちっと整備されている。ですから、逆に市内のことですから、日野市

が土地開発公社に幾らか年間払って借りてですね、そういった整備は、私はできるんじゃ

なし、かなと、こんなふうに思います。

特に日野台一丁目というのは非常に混乱している地域でございまして、もし大地震で

もあった場合には、大変な地域でございます。防火水槽もありませんし、道路は袋小路、

前にあそこを何とか区画整理して道路を広げて、有事の場合に消防車が入れるようにし

てほしいということを、当時の森田市長に私、質問した経過があるんです。そのとき森

田市長は何と答えたかといったら、「道路が狭いから、それにあわせた消防車を買えば

いいんだ」という、こんな余りにも情けない答弁が返ってきたことを、きのうのように

思い浮かべているんですけども、そんな状態だったんですね、当時の市長は。これでは、

災害に強いまちづくりなんかできません。私もあきれて質問をやめたんですけども、今

の市長はそんなことは当然考えていませんから、それなりにきちっとした道路をつくっ

て、有事の場合に備えるという、こういうことだと思いますけども、そういった経過も

ございます。

そういった地域でございますから、伺としても第 1次避難場所的なことを含めて、あ

そこを何とか公園に整備をしていただきたい。現在の地区広場は、入り口が 1カ所しか

ないんです。ですから、何かあった場合に入れないんですね、周りを囲ってありますか

ら。地域のお祭りとか盆踊りとかというときには開放されておるんですけども、やはり

公園になりますと、何カ所か入り口ができますから、いざというときに一時避難して、

2次避難場所には第三小学校が近くですからそちらに避難するという、こんなこともあ

りますので、その辺の整備ができなし、かどうかお答えいただきたし、。

それから、 2点目は同じ日野台ですけども、これは日野台五丁目でございます。この

地区は近隣の公固までかなり距離もあるんですね。特にあそこには四丁目と五丁目の聞

に都道が走っています。ああいう大きな道がありますと、どうもその地域の方はそちら

へ渡って向こうの公園ということにもいきません。集会施設もございませんので、こう
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いう言い方をすると余り好ましくありませんけども、住民同士が交流する場所がとれな

いといった孤立した地域なんです。南には20号、東には都道がある。で、西北というん

ですかね、そちらには道路は八王子市と日野市の墳になっていますから、半分が日野市、

半分が八王子市ということですから、非常に僻地というと語弊がありますけども、大変

問題のある地域なんです。

そこの住民の方から、伺とかそういったコミュニケーションを図りたい、交流を図り

たいということで、どんな規模の公園でもいいですから、何とか整備ができないかなと

いうような要望がございます。あの地域は御承知のように駐車場がほとんどでございま

して、ではどこかいい用地がありますかと言われたときにはないんですね。ですから、

その辺非常に難しいんですが、何とか検討をしていただきたいという質問でございます。

以上2点、よろしくお願いします。

0副議長(竹ノ上武俊君) 環境共生部長。

0環境共生部長(笹木延吉君) 公園の整備につきまして、二つ御質問をいただきまし

Tこ。

最初の日野台一丁目の遊び場を正式な公園として整備できなし、かという御質問でござ

います。日野台一丁目 l番地の 7にある現在の広場は、御質問のとおり平成4年 5月に

日野土地開発公社が名鉄不動産株式会社から買収し取得した土地でございます。当時は、

当面の土地利用として、この地域の防災避難及び地区広場として市民に開放させていた

だき、その後、時期を見て都市公園として都市計画決定をした後に、事業認可を受け用

地取得し整備費の補助対象事業として事業を進める予定でございましたが、現在はこの

広場の面積で代表となる街区公園は、公園の名前というか、児童公園が現在は街区公園

という位置づけになっております。街区公園は補助の枠から外され、補助金の導入の見

込みもなくなりました。公社からの買い戻しは、また今日の厳しい財政状況としては、

非常に難しい状況にございます。

したがいまして、現在、地区広場として利用されている状況を引き続きお願いするわ

けであります。なお、財政状況並びに補助対象制度が復活された時点で、法手続等を進

め整備できればと考えております。また、地区広場には、広場という名前からいって原

則的に遊具は置かないことになっております。

それから、さらに土地開発公社から借りてというお話でございます。日野市の土地開

発公社で買収した土地を、永久的な都市公園として都市計画決定して築造するというこ

とになりますと、法手続、その他難しい面もあると思います。また、前例もありません



ので、少し検討させていただきたいと思っております。

2番目の日野台五丁目に公園の新設という御質問でございますが、この地域は、御質

問のように日野自動車工業の西側で、南側にはコニカと八王子市高倉町の工業団地に固

まれた場所であり、この地域にある空地はほとんど付近の会社の駐車場で使用されてお

ります。そして、未利用地が全くといっていいほどございません。今日の財政状況とし

ては非常に難しい状況であり、問題でありますが、今後この可能性についてさらに探っ

ていきたいと考えております。

以上でございます。

O副議長(竹ノ上武俊君) 奥住日出男君。

020番(奥住日出男君) ありがとうございました。

今の部長の答弁でもって、例えば日野台一丁目の公園は地区広場だから遊具は置けな

い、こういう情勢だからお金がなし、から公園としても用地の買収もできない、現在の法

律ではなかなかできないんですと。ではどうすればいいんですかということなんですね。

検討するということはやりませんということですから、(笑い声)我々そのように理解

していますので、ちょっとそれじゃ困るんで、これは助役か市長にお聞きするしかない

んですが、冒頭言いましたように、日野市が21世紀初頭に向けてどんなまちにっくり上

げていきたいか、仕上げていきたいかということで、緑と文化の市民都市にっくり上げ

ていきたい。それはなぜかといったら、今の生活スタイルが大きく変わってきていると

いうこと。いわゆる大量消費や使い捨ての生活、こういう時代が終わった。で、省資源、

リサイクル、あるいは疎外から共生とか、こういう形でどんどんどんどん市民生活が変

わってきているわけですね。そのために、日野市としても将来このようにしたいんだ、

こんなまちにし上げていきたいんだということ。それには、生活者優先のまちづくりが

賢明であるわけです。

今の部長の答弁、その答弁しかできないんでしょ うけども、我々は市民の立場からい

えば、ではどうしたらできるんですかということになるんです。次の質問者の方とお約

束している時間がもう刻々と迫っていますので、あと 3分ぐらいしかないんですけども、

市長の方でもって、伺かこの件について御見解があれはお聞きしたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 助役。

0助役(河内久男君) 私の方から一丁目の件につきまして、検討をということで担当

部長がお答えをさせていただきました。

当初の目的とその後の情勢の中で、手続上の問題がいろいろあると思います。しかし、
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最終的には貴重なお金で日野市ないし公社がそれなりにかかわりが持てる土地があるわ

けでございますので、地域の皆様方とよく話し合いをし、また何か原則的にはというこ

とでございますので、この辺をうまく解釈をし、予算のこともございますけども、前向

きに検討させていただきたいと思います。(笑い声)

O副議長(竹ノ上武俊君) 奥住日出男君。

020番(奥住日出男君) ありがとうございました。

今の河内助役の一言を一刻も早く地域の方々に御報告に上がりたいと思います。やは

りお金がないからできませんじゃなくて、こういうときこそ人間というのは知恵を出す

という大変な能力を持っていますので、お金が使えなければ知恵を出してどうしたらい

いかなと、こんなことを市民参加の中で実現できるように、私も微力を尽くしていきた

いと思います。

ありがとうございました。終わります。

O副議長(竹ノ上武俊君) これをもって12の1、有事に備えて道路及び公園の整備促

進をの質問を終わります。

一般質問13の1、生ごみのリサイクルの通告質問者、名取美佐子君の質問を許します。

[6番議員登壇〕

06番(名取美佐子君) それでは、通告に従いまして一般質問を始めさせていただき

ます。

9月議会におきまして、私は「電動式生ごみ処理機に対する補助金を」ということで

一般質問をさせていただきました。そのときに、環境共生部長から「前向きに検討させ

ていただきます」という御回答をいただきました。今議会においても小山議員より同じ

ような御提案がありまして、来年度の予算に今からでも入れてほしいと熱い思いが語ら

れましたので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

今回、私はまた違った視点で質問をさせていただきます。 11月10日付の産経新聞に

「都庁舎の生ごみ堆肥に」という記事がありました。循環型社会づくりを目指している

東京都は、青梅市内にある畜産試験場内に3.500万円をかけて堆肥センターをつくり、

大型処理機を使って48時間で生ごみを約8分の lに減量、その上で畜産堆肥とまぜ合わ

せて 2カ月間熟成させるシステムをつくったという記事が出ました。これは環境保全型

農業の推進ということで、パイロット事業として実施することになったそうです。都内

の農家に供給するということですが、この都庁舎内には、職員食堂あるいは専門食堂な

ど12カ所に食堂があります。そして、 1日に出される生ごみは700キログラム、それに
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庁舎から出るお茶殻が170キログラムで、合わせて870キログラム、 1年間にしますと、

約260トンにのぼる生ごみが出るということです。実際に都庁の労働経済局に行ってお

話を伺ってまいりました。

可燃ごみのうち生ごみは30%から40%。そこで、何とかごみの減量を図るため、この

生ごみを有効活用できないかということで、まず都庁舎の生ごみから堆肥化することに

したそうです。環境保全型農業と して有機農業を進める農家にと って肥料が必要という

こともあり、でき上がった肥料は農業クループに無料で配布するということだそうです。

そこでつくられた農産物が、また都民の食卓へあるいは都庁の食堂へ食材として戻って

くるということで¥まさに生ごみのリサイクルということです。また、東京都は生ごみ

の堆肥化のための新事業者に対して、調査あるいは研究などの支援、また技術とか情報

の提供、それから消費拡大のためのPRなど、積極的に支援していくということを方針

として打ち出しております。これから先、都の一般施設や学校なと‘から出る生ごみも、

民間の流通ルートを確立してから対応していくという計画だそうです。特に学校におい

ては、子どもたちへのよい環境教育にもなるという教育の効果も考えているということ

です。

次に、幾つかの自治体で生ごみのリサイクルに取り組んでいるということで、まず北

区に視察に行ってまいりました。北区では学校給食の生ごみ減量化とコンポストの有効

活用、そして環境問題に対する意識の高揚を図る目的で、小・中学校合わせて64校全部

に生ご、み処理機を、平成5年から 8年にかけて導入したということです。処理機は 1台

当たり大体200万円、それに取りつけ工事費が100万円、ランニングコストが年間約20万

円ほどかかるということです。初めのころは、やはりにおいが出たということですが、

24時間ずっと連続運転で順調に運転されると、さほどにおいも気にならなくなるという

ことです。機種は培養菌を入れる分離型と自家培養型の 2種類あるんだそうです。この

ことで、生ごみの重量、容量ともに 7分の l程度に減量される効果が出たということで

す。そこでできましたコンポストは、校内の花壇ですとか公園などにも利用するんです

が、学校行事のときに希望者などにも配布しているということだそうです。また、月に

一、二回程度改修したものを群馬県の有機農業研究会に引き取ってもらって、ここの畑

でできた収穫物を毎月 1回、北区のフリーマーケットで販売されているということです。

これも、やはり生ごみのリサイクルが行われているということですね。

調理員さんたちにお話を伺いました。水切りをしっかりすること。それから、量を入

れ過ぎないように気をつけていれば、さほど大変なことはないということです。また、
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心配されている塩分については、学校給食の場合、大変塩分を低く抑えておりますので、

そういう点では問題がないということです。こういうことを通して、調理員さんたち自

身もリサイクルに対する意識が大変高まった、あるいは衛生についての配慮がさらに強

くなったということをおっしゃっていました。子どもたちにとっても生ごみに対する意

識が高まり、残飯が減少するということになり、またごみの分別がきちっとできるよう

になったというお話も伺ってきました。

そこでお尋ねしたいと思います。まず初めに、今、日野市ではごみ減量化に向けてリ

サイクルの推進に取り組んでおりますが、生ごみのリサイクルについての市のお考えを

お聞かせください。小山議員の一般質問でもありましたので、簡単にお願いいたします。

それから次に、日野市においても小学校で既に 7校が生ごみ処理機を導入し、現在も

活用されているということですが、その導入のきっかけ、活用状況、メリッ ト、デメリ ッ

トなどありました らお聞かせください。

0副議長(竹ノ上武俊君) 名取美佐子君の質問についての答弁を求めます。環境共生

部長。

0環境共生部長(笹木延吉君)

題でございます。

生ごみの排出量は紙類に次いで、可燃ごみの中で第2位を占めており、大体二、 三十

生ごみのリサイクルについて市の考え方という大きな

%は占めているんではなし、かと言われております。ごみの減量には、紙とともに対策を

強化しなければならないものであると思っております。御質問の生ごみの処理機でござ

いますが、多摩地域の家庭用生ごみ処理機への支援状況を見ますと、平成8年度の資料

ですが、コンポスター型には29市町村、電動バイオ型には15市町村、 EM菌堆肥型には

18市が補助をしております。御指摘のように、日野市では現在、コンポスター型のみの

支援だけでございます。早急に可燃ごみの減量のために、電動型補助事業等に取り組ま

なきゃならないと考えております。

以上でございます。

O副議長(竹ノ上武俊君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) 小学校の給食現場における処理機のお話でございます。

導入のきっかけというようなことでございますが、ただいま議員さんがお話をされた

中にもありましたように、やはり 1点には給食から出ます残飯のごみ総量の減量がまず

一つあります。それとさらには環境教育一一 リサイクルを中心とした環境教育の面での

両面から導入が図られたというふう に理解をしているところでございます。
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それと活用状況でございますが、私ども、現在、お話のように 7校の学校で入れてお

りますが、これは分解消滅方式というようなものと、これはバクテリアと木くずで発酵

分解消滅させるというようなやり方のもの、これが4校入ってございます。もう一つが、

発酵処理方式と言われておりまして、バクテリアと水分調整剤、これはおからでござい

ます。これを投入して電気ヒーターを利用して高速発酵分解するというような方式のも

の、この三つの方式のものがそれぞ‘れ学校に入っているという状況でございます。

これの利用状況につきましては、やはり堆肥になったものを倉庫に保管いたしまして、

各学校の花壇等にお使いになっている。さらには、希望されている学校にお分けして利

用されている。さらに残ったような状況になりますと、メンテナンスに参ります業者が、

それを引き取っていくというような状況でございます。

それと、メリット、デメリットのお話でございますが、やはり導入時のものにつきま

しては、若干の臭気がございました。これは、置く場所にもよるかと思います。風とか

そういう問題もあると思いますが、その後の導入につきましては、特段のデメリットは

ないというふうに聞いております。

それと、最後になりますけれども、現在、給食関係の職員、いわゆる栄養士、調理員

の関心がこの問題に対しては大変高くなってございます。したがいまして、夏休みの研

修等においては、リサイクル課の方から職員に来ていただいてそういう場面でのお話を

伺ったり、また、毎月 1回これは定期的に開催しておるんですが、調理業務検討委員会

においても、検討すべき案件として11月よりこの問題が取り上げられて、今後、調査検

討して一定の指針を出していきたいというような取り組みに入っているところでござい

ます。

したがいまして、こういう動きを受けまして、私たち教育委員会事務局としても、こ

ういう財政状況でありますが、残りの学校にもこういうような状態の機械の導入につい

て、努力をしてまいりたいというふうに考えております。

以上です。

O副議長(竹ノ上武俊君) 名取美佐子君。

06番(名取美佐子君) ありがとうございました。

私も実際に処理機が設置されている平山小学校と平山台小学校に行ってお話を伺って

まいりました。本当にごみ減量につながって、とても助かっているというお話でした。

両校ともやっぱり小規模校化して、児童数が大変少なくはなっているんですが、平山台

小学校などは、子どもたちが給食を余り残さないということで残飯も少ないということ
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なんですが、それにしても、できましたその堆肥はほとんど学校の花壇に使ったり、あ

るいは何かちょっとみんなで栽培しているものに使う、あるいは教職員で必要な方が持っ

て帰る程度でほどんどなくなってしまうということだそうです。残ったものについては、

業者が回収に回っているというお話がございました。

ただ、子どもたちに生ごみがリサイクルされているということを、教育の中に環境教

育として取り入れていくということで導入されたとはいえ、どんなふうに教育の中で生

かされているのかなというふうに考えますと、実際にはまだそこの点が大変弱いんでは

ないかと思います。子どもたちにきちっとそのことを知らされていなかったり、あるい

は自分たちの食べたものが、今使っている肥料なんだということもちょっとわかってい

なかったりということも、実際にはあるようなので、ぜひ環境教育に対して十分役立て

ていただきたいというふうに思うんですが、もしこのことで環境教育のことに関して、

教育委員会の方でお考えがあれば、その点申しわけないんですが、もう一度よろしくお

願いいたします。

0副議長(竹ノ上武俊君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) ただいまリサイクルを中心とした環境教育のお話でご

ざいますが、現在、学校教育の中で環境教育をどうとらえているかというようなお話を

少しさせていただきますと、日野市教育委員会の大きな教育目標の中に、自然や文化を

大切にする態度を養うというような項目を取り上げてございます。さらには、その下に

具体的に学校教育で推進する施策というものを五つ掲げまして、その中に環境教育の推

進というものを位置づけてございます。具体的には、教育委員会では「美しいまち日野」

という副読本を作成いたしまして、小学校3年生、中学校 1年生等に配布して、環境教

育の一助とさせていただいているわけでございます。そのほかに、小・中学校において

はそれぞれの教科の中で総合的に環境教育には触れている状況でございます。

今お話のように、学校に置かれた生ごみ処理機等の教育効果の徹底というようなお話

もございましたので、今後とも環境とごみの問題、リサイクルというような重要な教育

活動については、 今後も鋭意取り組んでいきたいというふうに考えております。

以上です。

O副議長(竹ノ上武俊君) 名取美佐子君。

06番(名取美佐子君) ありがとうございました。

ぜひ学校の現場で、そういう生ごみのリサイクルといういい教材があるわけですから、

それをぜひ環境教育ということで、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。
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さて、同じ生ごみ リサイクルでも、また違ったやり方をしています豊島区と府中市に

も行ってまいりましたので、紹介したいと思います。 10月29日の読売新聞に「豊島区で

生ごみ肥料地元に還元」という記事が出ました。豊島区では、ことしの 4月より学校給

食を初め226カ所のほぼすべての公共施設から出る生ごみを、リサイクル業者が回収し、

それを資源化施設に運び2次処理までした後、肥料会社に持ち込み、それをさらに成分

調整した後、肥料として市販するという仕組みだそうです。「豊有機」と命名されまし

て、 1キログラム当たり300円程度で区民向けに販売しているということです。

全施設に処理機を設置するのは、財政的に大変厳しい上、販売ルートがなければ集め

た生ごみを再利用し切れないということで、販売ルートの確立まで力を入れたというこ

とです。最近は大変有機肥料ブームですし、また園芸ブームなども手伝いまして、大変

人気は上々だということです。これから先は、公共施設のみならず民間事業者などにも

広げる計画だそうです。

豊島区の 1年間に出るごみの発生量が1，250トンから1，400トン、そのうち生ごみが約

500トン、そのほかの可燃ごみが400トン、不燃ごみが160トン、資源物が220トン、こ

のように見ましでも、生ごみの比率というのが約30%近いんですね。ここを リサイクル

していくということは本当に大切なことだと思いますし、またそのリサイクルされたも

のが地元に戻ってきて肥料として役に立つということで、大変すばらしいと思います。

次に府中市の場合で‘すが、来年2月から試行的に実施していくということで、学校給

食や保健所など20カ所の公共施設の生ごみを、山梨県内の肥料会社が廃棄物としてでは

なくて、肥料の原料として回収して、そのできた肥料でつくった野菜は府中市の地元の

食材として給食用に提供されるというものだそうです。このシステムですと、直接堆肥

製造業者が回収するということで、コスト的にも業者に支払う収集運搬費が 1キロ当た

り25円、ごみとして収集すると 1キロ当たり31円ということで、約6円の削減になると

いうことだそうです。 9年度実施では、 922万5，000円、約220万円ほど削減できるメリッ

トがあるということだそうです。年間30トン余り製造できるその堆肥を、農家だけでな

く各種イベントを通じて市民農園などにも使ってもらうよう、市民にも提供していくと

いうことだそうです。この事業が順調に進めば、老人ホームなどにも広げ、 一般家庭か

ら出される生ごみなども視野に入れていきたいということだそうです。

いろいろな事例を紹介させていただいたんですが、やはり、日野市が生ごみのリサイ

クルをこれから進めていくという上で、どの部分が取り入れられるのかいろいろな方法

があるわけですから、ぜひ十分検討していっていただきたいと思うんですが、北区のよ
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うに学校全部に処理機を設置していくのか、それとも公共施設全体を、府中市のように

肥料会社に回収してもらうのか、あるいは東京都のように大型処理機をクリーンセンター

などに設置して一気に処理していくのか、またそれらをミックスしたような形で取り入

れていくのか、日野市がごみ減量化に向けて、公共施設から出る生ごみをどういうふう

にしていくのか、具体的にぜひ検討していただきたいと思っておりますが、いかがで・しょ

うか。

0副議長(竹ノ上武俊君) 環境共生部長。

0環境共生部長(笹木延吉君) 豊島区の生ごみを リサイ クル業者が回収し、さらに堆

肥化し地元に戻ってくるシステムや、府中市が同じようなシステムを計画しているとの

こと、また、東京都が青梅市で大型処理機で堆肥化するなどの先進市事例、大変すばら

しいお話を伺いました。このような先進市事例はいずれも日野市と比較しますと、全体

的に日野市より一歩進んだごみ行政の中で、次の段階として生ごみ対策に入っている場

合が多いようです。御存じのとおり、日野市では平成12年10月を目指してダス トボック

ス廃止などを含め、重大な決意でごみ減量、リサイクルの大改革の検討をしているとこ

ろでございますが、生ごみは先ほども申したように、可燃ごみの中で二、三十%の割合

を占めております。ごみ減量リサイクル推進の中で、占めるウエートも大きく、今お聞き

しました他市の例などを参考に、日野市ではどの方式が適しているのかなども含め、あ

わせて検討していきたいと考えております。

以上でございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 名取美佐子君。

06番 (名取美佐子君) ありがとうございました。

家庭から出る生ごみは、ぜひ電動式の処理機などに対する補助金の枠を広げていただ

くということで、しっかりと頑張っていただきたいと思いますし、ごみゼロを目指す日

野市として、やはり生ごみを積極的にリサイクルしていくという視点を位置づけて、検

討していっていただきたいと思います。

焼却炉の燃焼温度などが、生ごみによって下がってしまってダイオキシンの発生にも

つながるという結果になるわけですから、ダイオキ シン対策のーっとなるということで、

そう いう面からも積極的にぜひ取り組んでいただきたいと思います。

最後に、市長に御見解を伺いたいと思いますが、よろしくお願いいたします。

O副議長(竹ノ上武俊君) 市長。

0市長 (馬場弘融君) 名取議員から生ごみのリサイクルをもっと進めてほしいとい う
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意味での御提言を含めた質問をいただいております。

日野市のごみの処理の状況が、御承知のとおり、非常に多摩地区の各市町村の中でも

おくれてしまったといいますか、という点で反省をしなければいけないわけでございま

すが、何とかごみゼロ社会を目指そうというのが、私の強い意欲でございます。そうい

う中で、今もお話にございました東京都を初めとする各区市の先進的な取り組みを、今

御紹介いただきました。私も、担当者を通じていろいろ先進的な事例を幅広く調べさせ

ているところでございます。ですが、生ごみというのは、どうしても塩分という大きな

問題がございまして、例えば堆肥化に持っていくには、この塩分をどうクリアしていく

かという大きな問題が一つ残されております。また、処理機のことにつきましては、先

般の小山議員の質問にも関連をしてお答え申し上げましたが、なかなか新しい機械とい

いますか、次々と開発をされているようでありまして、そのときにも申し上げましたが、

蒸発型の機械であるとか、バイオ型で'7.Kとか空気に戻してしまうというか、いろんな形

が出ているようであります。いろいろ研究をしていかなければいけないというふうに思

うわけです。

それから、部長も答弁申し上げましたように、再来年の10月には日野市からボックス

を全部外して、分別回収なり新しい回収方式なりを考えてし、かなければいけない、そう

いう意味でごみ全体の回収システムをどのようにつくっていくか、今激論を日夜重ねな

がら準備をしている最中でございまして、そういう中で、このごみの対応、生ごみの対

応がどのような方向に行くのかまだ明確なところは申し上げられないわけでございます

が、一つ申し上げておきたいのは、堆肥化ということについて、例えば私どもの日野市

内には多摩動物公園というものがございまして、よその先進市、例えば山形県の長井市

などの例を見ますと、やはり生ごみだけではなかなか堆肥にはなりにくい、けもののふ

んですね、こういうものを少し加えたり、もみ殻を加えたりということよって、五、六

十日でよい堆肥になっていくというふうな仕組みをつくっているところもあります。そ

ういった点では、私どもの市で多摩動物公園があり、あそこからはたくさんのけものの

ふんが、今まさに処理する業者にお任せをして出しているようでありますけれども、 そ

れをこういった日野の農業を再生するといいますか、有機農業を進める上で、何か役に

立たせることができないだろうかというようなことは、農あるまちづくりとの関連の中

で、今検討を進めている素材でありまして、つい先日も動物園の方に担当者を行かせま

して、もし日野市でこういった共同堆肥置き場をつくったり処理というようなことを考

えるとすれば、ふんの提供といいますか、御協力をいただけるのかというような話を今
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進めておりまして、比較的前向きなお答えをもらっているところです。

ただ、これも農業者の方が定期的にきちっとでき上がった堆肥を買い上げていただく

といいますか、そういった仕組みがなければいけないというようなこと。あと堆肥置き

場をどうするかということについて、においの問題をどうクリアするかというようなこ

とで、非常にまちづくりの中で問題が出てくるわけであります。ですが、これも新しい

方式として、また日野市が持っている利点を生かすというような意味で、これからの新

しい生ごみの処理の方式として十分考えられるというふうに思っているところでありま

す。

でありますので、これからは一般家庭から出る生ごみ、あるいは事業所、これは学校

だとか病院等も含みまして、あるいは民間の事業所一一食堂等も含んだ事業所、そういっ

たものと農家とのかかわり、こんなこともきちっとした話し合いの場といいますか、そ

れぞれが思いを伝え合える場をつくっておく、準備をしておけば、いずれかなり見事な、

お勝手から自分たちの土をつくっていくというふうな仕組みができるのかな、こんなこ

とも思っているところであります。

いずれにいたしましでも、まだまだ先進的な取り組みをしている地域はございますけ

れども、それぞれが手探りの中でやられている状況でございます。できるだけ幅広く検

討をし、日野市の特徴を生かしながら、この生ごみのリサイクルについて前向きに進め

ていきたいというふうに思っている次第であります。

0副議長(竹ノ上武俊君) 名取美佐子君。

06番(名取美佐子君) ありがとうございました。

前向きにこれから考えていってくださるということで、ごみ全体をやはりどうしてい

くかという視点の中のーっとして位置づけて考えていただきたいと思います。有機農業

ということで、農あるまちづくりという点で、そこにも生かされるということでしたら、

ぜひ考えていっていただきたいというふうに思います。

また、先ほども言いましたように塩分という問題もあるんですが、ただ、先ほども言

いました学校の給食などは本当に塩分を抑えていますから、そういう面で問題なく、今

実際に利用されているという状況もありますし、また、 今、東京都が都庁から出る食堂

の生ごみの堆肥化ということも実験的にやっているわけですから、その辺でどういう結

果が出ていくかということを、今後見守っていく必要もあるだろうと思います。

各市、かなり苦労しながらルートを探ってし、く、要するに販売のルートですとか回収

のルート、どこにそれを乗せていくのかということを手探り状態でやっているところな
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んですが、本当に有効な活用ができるように。日野市としては、やっぱり今ごみのボッ

クスの廃止ということに向けてのいろいろな議論もされているわけですから、そういう

意味でごみを減らす、あるいはそれを循環させてリサイクルさせていくという視点で、

生ごみのリサイクルをしっかりと位置づけていただきたいと思います。

これで質問を終わります。

0副議長(竹ノ上武俊君) これをもって13の1、生ごみのリサイクルの質問を終わり

ます。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

cr異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(竹ノ上武俊君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長(馬場繁夫君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

午前11時45分休憩

午後 l時04分再開

一般質問13の2、学校給食を地域のお年寄りにの通告質問者、名取美佐子君の質問を

許します。

06番(名取美佐子君) それでは、学校給食を地域のお年寄りにということで一般質

聞をさせていただきます。

お年寄りが生きがいを持ち生き生きと暮らせるまちをつくるということは、今、高齢

化社会を迎え、さらに重要になってきております。少子化に伴い学校の余裕教室も出て

きており、その有効活用ということで地域に開放したり福祉施設への転用など、自治体

によってさまざまな工夫がされております。

そこで、調布市に視察に行ってまいりました。小学校の余裕教室を活用して、学校給

食を地域のお年寄りにということで、パイロット事業として 2年前の11月よりスタート

いたしました。目的は、学校給食を通して高齢者が児童や地域の人たちと交流を深め、

健康を維持しながら生きがいのある生活を送ることができるように支援することで、運

営は社会福祉協議会に委託して、コーディネーターが1名派遣さ才k そのほかボランティ

アの方々一一この方々は養成講座などを終了され、協力員として登録されている方です。

時によっては講師の方もお願いして運営されているということです。

対象者は70歳以上のひとり暮らしあるいは高齢者のみで生活している方、また家族と

同居していても昼間一人になる高齢者ということで、地域についてもある程度限定して
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いるということです。始まった当初は、週1回15人の利用でしたが、今は週2回30人に

ふやしているということです。また、さらに今後は週3回45人の方が利用できるように

ふやしていきたいということでした。 1回の利用料が300円。それで、内容は給食を会

食することとあわせて、趣味活動ですとかレクリエーションを取り入れたものとなって

おります。 10時から午後3時までさまざまに工夫されたプログラムで楽しんでいらっしゃ

るということです。

プログラムを見せていただきましたが、小物づくりですとか、それから絵手紙、ミュー

ジック トレーニング、これは歌ですとか合奏ですとかそういうものを取り入れている。

また、朗読連の方々による読み聞かせなどというのもあるそうです。編み物ですとか折

り紙、健康体操、それから多摩川散策というようなことで、また、学校行事にも参加し

たり、子どもたちと放課後、 一緒にゲームやダンスをしたりすることもあるというふう

に伺っています。ちょっと写真などもいただいてきましたが、これはせせらぎの小道散

歩というんですか、というような写真ですね。これは 6年生と会食をしていたり趣味活

動をしているところです。あとは学校の行事の子ども祭りにも参加したり、それから、

その月にお誕生日の方がいらっしゃると、そのお誕生会などもやられているということ

です。それから、曜日によって利用されている方が違いますので、その合同の交流会み

たいなのもやっているということです。あるいは時期になりますと、例えばお正月でし

たらお正月遊びのような何か福笑いですとか、そういうようなゲーム的なものもやって

いらっしゃるということです。自然な形で子どもたちとお年寄りが交流を持つことがで

き、子どもたちの声が聞こえるだけでも、お年寄りは元気が出るというふうに大変喜ん

でいらっしゃるそうです。

ちょうど視察させていただいた日が「青い山脈」という歌を歌ったり、それから演奏

したりしていたんですが、講師の方がちゃんといらして、その曲を弾いて、それに合わ

せてみなさんがウッドプロックですとか鈴ですとかトライアングルなと‘を使って合奏を

していらっしゃいました。最後に歌を歌っていらしたんですけれども、とっても生き生

きと楽しそうに歌っていらっしゃいました。

給食については栄養士さんにお話を伺ったんですが、やはり初めメニューを別に考え

なくてはいけなし、かなというふうに思いまして、とても配慮されたそうなんですけれど

も、例えばふれあい給食の日の献立は御飯ですとかお魚ですとか野菜ですとか、そうい

うものをやはり多く取り入れないと食べなし、かというふうに思われたそうなんですね。

でもやってみましたら、実際にお年寄りの方は、意外にもそういうものばかりじゃなく
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てパンも食べたいわ、それからお肉も食べたいわとおっしゃる方もたくさんいたり、あ

るいは例えば家でふだんなかなかお年寄りがつくらないようなグラタンですとかシチュー

みたいなそういうものもメニューの中に入れてほしいという、何かアンケート調査みた

いなものをしたらしいんですね。そしたら、そういうものも入っていたということで、

これは特別にこの日メニューを変えてやる必要はないなというふうに思われて、もう自

然な形で子どもと同じ形で献立も組んでいいんだなというふうなことに気がついたとい

うことだそうで、す。

私がちょうど行った日には、メニューがガーリックトーストとシチューと果物だった

んですね。大変おいそうに百し上がっていたんですけれども、パンがちょっと厚切りだっ

たんですね。厚切りでトーストをしていますから、ちょっと耳を落としたという配慮は

しましたというふうにおっしゃっていました。かたいものは、ちょっとやっぱり少し配

慮しなきゃいけないのかなというところですね。あとはもう本当に皆さんほとんど残さ

ないできれいに食べていらっしゃいました。

学校給食はやはりきちっとした栄養管理もされていますし、油や塩分も大変控え目に

なっておりますし、温かくて安全なものが安く食べられるという点では、本当にすばら

しいものだと思います。しかも、地域のお年寄りに集まって食べていただくということ

ですから、たくさんの仲間の方たちと交流もできますし、そういう意味では一人で孤独

に家で食事をされるよりも、外に出ていっていろいろな方と接する中で楽しく食べてい

くということが、本当にいいのかなというふうに思いました。

なるべくでしたら、そういう交流のできる場所を提供していくということが、これか

らは本当に必要ではないかと思っています。でも、なかなか今は財政難で箱物行政は進

んで・いかないというところがありますから、何か特別にそういうものをつくるというん

じゃなくて、今あるものを有効に使っていくという意味では、学校の施設を使って、し

かも給食はそこの場でつくっているわけですから、配達するんじゃなくて、その場に皆

さんが来て交流しながら食べていただくという点では、本当に必要なことではないかと

思っています。

日野市で地域のお年寄りを学校にお呼び、して給食を食べていただいているということ

を、実際にやっている学校があるというふうにお伺いしておりますので、どういう形で

やっているのか、また、学校や地域の方々の反応はどうなのかということを、まず第 1

点お伺いしたいと思います。

次に余裕教室の活用という点において、今どのような検討がされているかということ
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をお伺いしたいと思います。

それから、現在、日野市は配食サービスはやっておりますが、元気なお年寄りの生き

がいづくりとして学校給食を地域のお年寄りに提供していくということを、どういうふ

うにお考えになりますでしょうか。

それから、今ある学校施設、例えばランチルームのようなところですが、そういうも

のや余裕教室などを利用して、給食サービスをしていくとしたら、具体的にどのような

形で対応できるのかということを伺いたいと思います。今の質問には、教育委員会と福

祉の関係と両方の立場から御回答いただきたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 名取美佐子君の質問についての答弁を求めます。学校教育部長。

O学校教育部長(米倉幹雄君) 教育委員会にかかわる方からお答えをさせていただき

たいと思います。ただいま地域と学校との結ひ。っきというよう な形の中で調布市の例を

お出しになりまして、大変貴重なお話を拝聴させていただきました。私の方で今、御質

問をいただきました点について、まとめた御答弁になるかと思いますけど御容赦いただ

きたいというふうに思います。

学校給食の地域開放とのつながりという観点からお話し申し上げますと、現状、平山

台小学校におきまして、地域の二つの老人会の皆様を毎年交互にお呼び、申し上げまして、

児童との会食をやっております。また、三沢台小学校においては、在校生の御父母の方

とかまたは小さいころから学校の近くで親切にしていただいている方々をお呼びして、

食事会を催しているという例も一つございます。それから、また一つは南平小苧校では、

地元の農家の方々、これは地元の生産物とのかかわりでございますが、お招きいたしま

して同様な催しをやっているというケースもございます。いずれにいたしましでも、教

育委員会といたしましでも、 今のお話にあったような形で、学校給食の地域開放という

ような面から、給食に従事している現場の職員の中からも、地元の方々とのつながりを

大事にしていきたいというような意見も出てきておるような状況でございますので、こ

ういう事業を、これから広く展開をしていくよう努めてまいりたいというふうに考えて

おります。

それと、学校開放の関係でございます。既に平成 5年4月に、文部省の方から余裕教

室の活用方針と いうような方針が示されておりまして、この中でも地域住民の学習の場

とか社会教育施設等に転用することには大いに意義があるというような指針が出てござ

います。そうし、う場面を受けまして、現在、私どもの方の部の中では、部内に学校開放

に関する勉強会といいますか検討会を持って、この問題に対して現在、検討してござい
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ます。さらには、来年度には仮称でございますが、余裕教室活用策定委員会なるものを

立ち上げて、各界からの方々の御意見をそこで出していただき、方向づけをしていきた

いというふうに思っております。いずれにしても、地域とのかかわりを大切にしながら、

私どもといたしましては、学校開放の取り組みをしていきたいというふうに思っており

ます。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 福祉保健部長。

0福祉保健部長(高野英男君) 福祉保健部の考え方、また福祉保健部でできることは

というような観点についての御質問でございますが、高齢者の地域会食会につきまして

は、現在、福祉事業団や社会福祉協議会で実施しておりまして、ひとり暮らし高齢者を

中心に少しずつ地域に定着し始めております。御質問の学校給食の活用につきましては、

福祉保健部でも、学校が地域の拠点として確保できれば大変心強いものだと、このよう

に考えております。地域の会食会を実施する場合、保健所で許可された調理施設がない

と調理が困難でありまして、また、高齢者にとっては送迎の問題がございます。調理施

設と会場ができますと、あとは送迎の問題が残るわけで、ございますので、これは福祉事

業団の在宅老人ケア事業の会員や、社会福祉協議会のボランティア、あるいは地域の方々

の御協力を得ることができるのではないか、こんなふうに思います。

いずれにいたしましでも、福祉保健部といたしましては、できるだけこのことを努力

していく所存でおります。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 名取美佐子君。

06番(名取美佐子君) ありがとうございました。

平山台小学校、 三沢台小学校などでそういうお年寄りの方と子どもたちが一緒に会食

をするというのは年に 1回ぐらし、一ーもう少しやっているのかもしれませんが、取り組

みがあるというお話ですので、それをまたさらに広く広げていくということで、最初は

週に 1回とかそういうのはすぐには無理かもしれませんけれども、月 l回ぐらいから始

めて、だんだんに回数を様子を見てふやしていくという形で、何とか考えていっていた

だければと思います。

調布市の場合は、学校の施設の一部をふれあい給食室として改修したり、トイレや出

入り口を車いす対応型にしたという改修費が2.000万円かかっているんですね。そのう

ちパイロット事業ですから、東京都から半分の1.000万円補助を受けたということで、
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またコーディネーターの派遣が年間500万円の人件費がかかっているという ふう に、お

話を伺ってきました。

もし日野市ができるとしたら、その施設の改修ですとかコーディネーターの派遣と い

うのは、もう少し先で考えるとして、やはり今ある施設そのままでも利用できる方をま

ずお招きするというか、そういうところから始めて、改修するというところまではしな

くても何とか利用できる方から始めるという、そういうこともできるんじゃないかと思

います。また、地域の老人会などにも中心的に運営などをお任せして、例えば地域のボ

ランティアの方を募集して手の足りないところを助けていただくとかいう形をとれば、

人件費もかからないのかな、わざわざコーディネーターを派遣しなくても大丈夫なのか

なというふうにも思います。給食費は実費でいただくわけですから、あとはランチルー

ムや余裕教室を学校が提供さえしてくだされば、あるいはまた栄養士さんですとか調理

員さんたちの御理解と御協力が得られれば、何とか進められるんではないかと思います

ので、ぜひ実現させていただきたいと思います。

やはり、先ほども言いましたように閉じこもりがちなお年寄りが地域の仲間たちと気

軽に交流ができて、しかも毎週その日が来るのを楽しみにして過ごすというようなこと

も、 一つの生きがいづくりとして大事ではなし、かなというふうに思っています。地域に

聞かれた学校としての役割をそういう意味で十分に果たせるし、施設の有効利用にもな

るということで、またすべてお膳立てをしてしま って、お年寄りがただお客さんで来る

というだけの形よりも、やっぱり自分たちの自主的な活動の場にできるという方向の方

がいいんじゃないかなというふうに思っているんですね。皆さんでどういうふうに楽し

もうかと考えられる部分をお年寄りのために残すということも、大事なんじゃないかな

というふうに思っています。

どうしても学校まで通えない方のための、先ほど送迎のことでこういうことも考えら

れるということで御提起がありましたが、そういう形でいろいろ探っていただいたり、

またプログラムの計画づくりですとか、そういうお手伝いや話し相手というようなこと

であれば、またいろいろ活動費が必要であれば、給食費にちょっと上乗せするぐらいの

費用を集めてやれば、またそういうものも何とかなるのかなというふうに思います。 い

ろいろ宣伝も地域に必要になると思いますので、ぜひそう いう地域の方に積極的に宣伝

していただいたり、 一人でも多く の元気なお年寄りをふやして生きがいをつくっていく

という意味で、ぜひ積極的に進めていただきたいと思います。先ほども言ったように、

初めは無理をしないで本当に徐々にふやしていくという形で取り組めばいいんじゃない
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かというふうに思います。

教育長にぜひお考えを伺いたいのと、最後に市長にもお願いしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。

0議長 (馬場繁夫君) 教育長。

0教育長 (有元佐興君) 学校給食を地域のお年寄りにということでの御質問でありま

すが、今、私どもの部長がお答えいたしましたように、教育といたしましては、もし高

齢者の方々が学校の施設を必要とするならば、そして学校の人材を必要とするならば、

その協力について大いに努力することはやぶさかで、はありません。

現在、これも説明申し上げましたように、学校におきましては、高齢者、特に自分の

おじいさん、おばあさんを中心として学校に招いて、ふれあい給食とか交流給食とかと

いうような形で、この問題を教育活動として行っているところもあるのは、先ほど申し

上げたとおりであります。

私の考えといたしましては、特に高齢者との交流がボランティアかどうかということ

は、大きく考えまして、やはり高齢者の方々に尽くすとかいたわりを持っとかという意

味で考えれば、一個のボランティア活動ではなかろうかというような認識のもとに考え

ますと、現在、学校においての教育課程の中にボランティア活動を位置づけるというこ

とは大変大きな課題であるし、大事なことであろうかというふうに思っております。こ

のような観点から考えますれば、高齢者の方々を招いてふれあい、そして交流の給食会

などを催し、それをもとに教育活動を展開するということは、大いに意味のあることで

あるというふうな認識であります。さようなことを考えまして、今後、福祉分野との連

携を深めながら、どのようにしてこの問題が広く展開できるかということについては検

討してみたい、かように思っております。

繰り返しますが、教育分野におきましては、現在、自身のおじいさん、おばあさんを

中心といたしました方々をお招きして給食会をいろいろ工夫をしているという動きであ

りますが、これを大きく学校の施設設備を活用していただくという分野に広げるとする

ならば、大きく福祉分野の主体的な動きが必要になってくるということも御理解いただ

ければと思っております。いずれにせよ、教育の分野といたしましては、 大いにこの問

題は前向きに検討させていただきたい、かように思っております。

0議長(馬場繁夫君) 市長。

0市長(馬場弘融君) 学校給食を地域のお年寄りのために開放といいますか、活用 し

てほしいという質問であ りますが、既に答弁の中にもあ りましたように、私どもの方の
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学校でも少しずつ対応しているところがございます。また、福祉部門でも学校側の協力

の中で一緒にできればやっていきたいというふうにも思っているところであります。で

すが、やはり給食が、いろいろ議論ございますが学校教育の一部であるというようなこ

とがございますので、その辺が教育のためにあるものを他の分野に使うということにつ

いては、かなり慎重な物言いをいたしませんと、いろいろな問題が発生してまいります。

その辺だけはしっかりと整理をしておかなければいけないという認識は持っているとこ

ろであります。

ですが、地域に聞かれた学校にしていくという大きな教育の流れであります。地域の

皆さんがいろいろ物を言う だけでなくて、いろいろ協力をしていくというような学校づ

くり、学校運営がこれからますます進むであろうというふうに思いますので、そういう

意味では、今御提言の趣旨も、これからの教育のありょうの中で生かされていくのでは

ないかなというふうに思います。

さらには、お年寄りの方々にただ場を用意して差し上げますよというのではなくて、

今も議員の一部お話にありましたように、むしろ子どもたちのために何かやってもらえ

ますかねというふうな、そういうお願いといいますか、学校をお年寄りもともに何か役

割を担っていただける、そんなふうなこともこれからの大きな課題ではないかなという

ふうなことも感じた次第であります。

いずれにいたしましでも、学校給食だけじゃなくて、できるだけ今ある施設も各部門

ごとに分離独立するばかりではなくて、協力をし合って新しい自治の仕組みといいます

か、そういうものに結ひ‘つけていきたい、こんなふうに感じる次第であります。

0議長(馬場繁夫君) 名取美佐子君。

06番(名取美佐子君) どうもありがとうございました。

以上で質問を終わります。

0議長(馬場繁夫君) これをもって13の2、学校給食を地域のお年寄りにの質問を終

わります。

一般質問13の3、介護サービス充実の通告質問者、名取美佐子君の質問を許します。

06番(名取美佐子君) まず介護サービス充実の中で、へルパーの質の向上のために

ということで質問をさせていただきます。

少し援助すれば元気に暮らせる老人から、痴呆あるいは俳佃、寝たきりと介護の必要

な老人まで幅広く l人 1人に合わせてケアしなければならないへルパーの仕事は、精神

的にも肉体的にも本当に大変なものです。ヘルパー自身が体調を崩してしまい、いつや
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めようかと思うこともしばしば。ストレスを多く抱えながら頑張っているということが

現状です。これからますます需要のふえるへルパーの仕事は、当然より質の高いものが

求められるわけですから、人材をどう養成していくのか、また安心して働き続けられる

条件をどうつくっていくのかが、 一つのポイントになるのではないかと思います。

現在のへルパーは地方自治体派遣の公的へルパ一、非営利民間団体による住民型と民

間企業へルパーなど身分はさまざまで、特別な資格がなくても働けるが、しかし、 2000

年の介護保険導入後は無資格では働けなくなる。そのため、資格を取得できる養成講座

に受講者が、今、殺到しているということです。 12月3日付の読売新聞に「福祉現場に

市場原理」という記事が載りましたが、それによると、現在、平均的なへルパー業務は

3割が介護で7割は家事援助、今はお手伝いさん的に思われるかもしれないが、実は大

変重要な仕事、責任と信頼、倫理を持った介護のプロとしての意識が不可欠とにんじん

の会の石川春恵さんのコメントが載っていました。

福祉サービスが措置から契約に変わるということから、利用者は認定度に応じて、個

人でサービスの種類や提供者を選べる。すなわち個々のサービスはすべて商品となり、

福祉の現場は市場原理が持ち込まれ、提供者は内容の充実と質の向上が求められます。

現在、 8割の世帯は無料でホームヘルプサービスを受けていると見られますが、介護

保険制度に移行すると、保険料を毎月支払った上、すべてのサービスに料金の 1割負担

が義務づけられるわけですから、利用負担感が増して福祉の後退というような不満も出

てくると考えられるというふうに結んでいました。

今までは、確かにある程度必要な人数のへルパーさんがいればいいという事業所もあっ

たかもしれませんが、これからはより質の高いものを提供してし、かなければ生き残れな

いということで、やはりそういうことを事業者も認識してし、かなければいけないところ

に来ているのではないでしょうか。

そこで、まず質問いたします。介護のできる 2級のへルパーは何人くらいいるのでしょ

うか。常勤で何人、パートで大体どのぐらいと。それからまた、賃金はどのぐらいなの

か把握していらっしゃる範囲でお願いいたします。それから、へルパーの身分がないこ

とや待遇の悪さでいつやめようかと思っている方もたくさんいらっしゃいます。質を高

めていかなければならないという点で、賃金の保障は大切だと思いますが、必ずしもそ

うなっていないという現状があり、働く意欲が失われたり、またへルパーの入れかわり

が激しくて、高齢者は不安になるのではないでしょうか。この点について、市はどうお

考えになりますでしょうか。それから、事業団のようにへルパ一同士横のつながりを持
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ち、互いに情報を交換をしたり意識を高め合う交流の場を持ち、また学習する場を持っ

ているというのは、今まさに一番大切なことだと思いますが、すべての事業所がそのよ

うな状況になっているわけではないと聞いています。ヘルパーの質を高めていくために、

積極的に学習の場を保証しへルパ一同士の情報交換の場をつくっていくことが、どうし

ても必要です。この点について、ただ事業所に任せているのではなく、市が積極的に働

きかけたりいろいろな学習会の情報を流し、声をかけ、また時には市が主催する学習会

なども計画的に行い、日野市のへjレバーの質の向上のため頑張っていただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。寝たきりにさせない方法、あるいはおむつは外せるなど経

験豊かな方からそういうお話を伺うのもいいですし、また、痴呆のケアができる人が少

ないと聞いておりますが、その点は、ぜひ積極的に学習会などの計画を立てていただき

たいと思います。また、へルパー自身が抱えている悩みを相談できるような窓口があり

ますでしょうか。もしないとしたら、早急に考えていただきたいと思います。

以上の点について、よろしくお願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) 名取美佐子君の質問についての答弁を求めます。福祉保健部長。

O福祉保健部長(高野英男君) それでは、へルパーの質の向上についてということで

4点ほど御質問いただきましたので、順次お答えをさせていただきたいと思います。ま

ず最初に、ホームヘルパーの状況についてお答えをしたいと思います。

初めに、 2級へルパーの人数でございますが、これは 2級へルパー講習会が日野市だ

けでなく都内の各所で実施されておりまして、日野市民が他市での講習を受けているこ

ともあります。したがいまして、正確な人数は把握できませんが、現在、日野市と契約

しているへルパ一派遣事業者と、それから福祉事業団や社会福祉協議会で把握している

人数を申し上げますと、日野市で活動しているのは約143人になります。また、常勤職

員の人数ですが、事業者からの報告では、およそ65人ということでございます。正職員

はほとんどいないようでございます。

それから、 2番目の事業費補助方式になってからのへルパーの待遇等の問題でござい

ますけれども、事業費補助方式は 4月から日野市で取り入れておりますが、この方式に

よって、事業者に幾つかの業態の変更と申しましょうか、指導を行っております。その

内容は、 ーっとして個人経営の家政婦紹介所から法人になること。 二つ目といたしまし

ては、保健婦または看護婦の資格のある者、ソーシャル ・ワーカ一、ホームへルパ一、

それから事務員等を配置すること。さらには 3点目として、指導監督をする管理責任者

を配置することなどでございます。
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一方で、介護報酬も変更されまして、これまでの人件費方式では 3時間4，236円、 6

時間7，872円だったものが、身体介護は 1時間2，890円、家事援助が 1時間1，790円と高額

になりました。しかし、この報酬金額は事業者が看護婦やコーディネーターなどを配置

して経営していく必要がありまして、経営全体を考えて配分するために、個々のホーム

へノレバーへの報酬が幾らになっているかは、事業所によって異なってまいります。以前

より報酬が低くなったというようなへルパーさんの声も聞いておりますが、制度の変更

をしたばかりでございます。事業者にも戸惑いがあるようです。また、市としてもホー

ムへルパーの報酬額を決めることも難しいので、苦慮しているという状況にございます。

それから、ホームヘルパーの質の向上というようなことでの御質問でございますが、

事業費補助方式による業務変更の一部に、事業者による研修が位置づけられておりまし

て、基本的には事業者が積極的に取り組むことになっております。しかし、そこまでで

きる事業者も少ないようで、市でも 2級へルパーの講習会を開催したり、介護者教室を

行って、資質の向上の機会をつくるようにしております。 2級へルパーの資格を得るに

は130時間の講習を受ける必要がありまして、へルパーさんの中には、仕事と重なって

受講できないという方もあります。開催方法なども考える必要があるかと思っておりま

す。

いずれにいたしましでも、今後、介護保険が導入されますと、利用者が事業所を選択

するようになります。したがって、質のよいへルパーがたくさんいる事業所が利用され

ることになります。報酬など待遇のよい事業所にへルパーさんが集まるというようなこ

とにもなると思われます。市といたしましては、利用者にとって質のよいサービスが提

供できるように、事業者全体の調整を図っていきたい、このように考えているところで

ございます。

それからあわせて痴呆性高齢者に対するホームヘルパーの養成といいますか、いうよ

うなお話もあったかと思いますが、痴呆性高齢者の症状は十人十色で、その介護はなか

なか難しいと聞いております。現在も、かなりたくさんの痴呆性高齢者を介護しており

ますが、介護に当たるホームへルパーさんは、おおむねベテランの方を派遣していると

いう状況にございます。痴呆性高齢者と向き合うには幾つかの基本的な対応があると思

いますが、ゆったりとした対応をすることとか間違いを容認することとか、料理や手作

業など一緒に行動することなども生活のリズムをつくっていくということになると思い

ます。しかし、中には排池とか不潔行為とか暴走などいろいろな対応の難しい方があり

ますので、現在は、医師や看護婦、あるいは訪問看護ステーションなどと連絡をとりな



がら介護しております。ホームヘルパー自身にも一定の専門的な知識が必要ではなし、か

と思いますので、今後検討していきたい、こんなふうに思います。

それから、最後にホームヘルパーの悩みの相談ということでございますが、これも基

本的には各事業所のコーディネーターや管理責任者が相談を受けることになります。 し

かし、実際には市に相談するケースもありまして、その内容によっては事業者と話し合

うこともございます。また、市には利用者からの相談やホームヘルフ。についての苦情も

ありますので、これらについては実態を把握して、事業者にも必要な指導をしていって

いるところでございます。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 名取美佐子君。

06番(名取美佐子君) ありがとうございました。

市が事業所に委託料を出しているわけですから、事業所がどんな内容で、しかもへル

ノfーさんへの賃金が、先ほどのお話ですと下がったところもあるなどという、そんなひ

どい状況が起きているわけですから、伺をやっても構わないという立場ではやっぱり困

るわけで、何とかその介護サービスの担い手であるへルパーさんたちが誇りを持って仕

事ができて、そして、それに見合った条件を整えていくということが大切です。日野市

のへルパーさんはどこにも負けないぐらいしっかりと仕事ができて、しかも質を高める

ために研修をしているというふうに言われるようになるように、やっぱり市がうt頭に立っ

て、ぜひ事業所の運営の仕方について、全くお金は出して口は出さないというのではな

くて、そういう意味できちっと市にも対応を頑張っていただきたいというふうに思いま

す。

愛知県の高浜市の森市長さんなんかは、自分たちのまちから人材発進をしていくんだ

ということで、県に働きかけて県立高校の中に福祉科をつくってもらったというふうに

お話をしていらっしゃいました。ま た、秋田県の鷹巣町の岩川町長は、ヘルパーをフル

タイムで雇用し、条件をよくすれば男性もたくさん応募してくると。ケアタウン建設に

合わせて優秀なスタッフを80名から90名くらい全国に向けて募集していきたい、そんな

こともおっしゃっていました。やはりへルバーさんたちが、生きがいを持って続けてい

らっしゃるというやりがいのある仕事ですから、それに見合った形で賃金が支払われて

いくということが、本当にこれから必要だと思いますので、その点はしっかり市として

も押さえていっていただきたい。また、質を高めるために学習会を計画していくという

ことは、事業所がもちろんきちっとやっていただければそれでいいわけですけれども、
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必ずしもそうなっていないところもありますから、そういうこともしっかりと学習会を

計画するようにとか、あるいはそういうことを率先して市の方もやるということで、ぜ

ひ対応していただきたいと思います。

続きまして、介護保険準備状況についてお伺いしたいと思います。策定委員会が11月

に聞かれたと思いますが、その内容と、今後どのような展開になるかということ。それ

から、一般公開は今後されていくのかと‘うかということをお願いいたします。また、ケ

アマネジャーの確保はどのぐらいできたでしょうか。そして、人数としては必要な数を

満たしているんでしょうか。それから、高齢者の実態調査の集計が終わったようですが、

特に問い 6の金銭的給付事業の見直しというところに限ってで結構ですので、結果をど

うごらんになるのかお答えくださし、。また、モデル事業が終了したということですが、

どういう対象者で 1件当たり処理時間、どのぐらし、かかったのか。また、変更率などが

どのぐらいあったのかお聞かせください。お願いします。

0議長(馬場繁夫君) 福祉保健部参事。

0福祉保健部参事(鈴木俊夫君) 介護保険の準備状況でございますが、今、四つの御

質問をいただきました。順次追って御説明をさせていただきます。

まず初めに、保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会の状況でございます。これ

につきましては、先月の18日に第 1回の委員会を開催いたしております。御承知のよう

に、委員の構成につきましては公募による代表市民5名を含む20名からの委員構成となっ

てございます。第 1回の委員会の内容につきましては、各委員さんへの委嘱状の交付に

始まりまして、委員長、副委員長の選出、それと今後の委員会を進めていく中での資料

等の説明をしてございます。特に日野市の保健福祉施策委員会の状況、あるいは庁内で

の介護保険制度の準備状況等を御説明申し上げております。

これからの進め方といたましては、 一応平成10年度、 4回程度開催を予定しておりま

す。また、平成11年度には 9月の中間報告の前までに 5回程度の開催をして、平成11年

の9月議会には中間報告、そして、平成12年3月議会には最終報告ができるよう進めて

まいりたいと考えております。

傍聴につきましては、 1回目の委員会の中でお諮りしまして、次回の委員会から公開

制度を導入するということで、 一定の傍聴者を受け入れて進めたいというふうに考えて

おります。

それと、 2番目のケアマネジャーの確保の関係でございます。このケアマネジャーに

つきましては、ことし 9月20日と27日に、東京都が実務研修受講試験を実施いたしまし
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た。東京都の集計でございますが、東京都の受験者は 1万5.263人と聞いております。

そのうち合格者は6，328人、合格率は41.5%ということでございます。それから、日野

市内の方の合格につきましては、これは勤務地別に合格者を出してございますが、日野

市内では53名の方が合格しているということになっております。また、市の職員につき

ましては 8人が合格をいたしております。

来年の10月に認定申請の受け付けが始まるわけですが、当面は、そのときには市のケ

アマネジャーは最低でも 6名程度は必要な事務量が出てくるだろうということで考えて

おりますので、 8人が合格していますので、行政としての業務必要数は一応確保された

のではなし、かと思っております。合格はしましたけど、このへルパーの資格付与につき

ましては、来年の 1月から 9月にかけて32時間の実務研修と約 1カ月の実習を終了して、

初めてケアマネジャーの資格が付与されることになっております。市内全体でそのケア

マネジャーの必要な数というものを、 一応時間数から割り出しておりますと、支援事業

の業務に携わるケアマネジャーは40名は日野市内で必要と考えております。それは、出

現率からきます認定申請の方が3，000名というように計算をしてございますので、 40名

は必要だろうと思っております。

ただ、ここの日野市内の53人の合格者の方がすべて支援事業の用務に当たるという内

容にはなっていないのではないかと思われます。これから、極力53名の方々の職種的な

内容も調査をしていかなければならないのかなと思いますが、いずれにしてもまた来年

7月には 2回目の試験がございますので、その中でもある一定の数を確保できるのでは

なし、かというように考えているところでございます。

それと、 3点目の一般高齢者の実態調査の結果でございます。これにつきましては、

ことしの 9月1日を基準日といたしまして、 4日から18日までの15日間で 1次調査を行

いました。この調査の方法としましては、アンケート表の郵送配布、それから郵送回収

によります65歳以上の一般高齢者4，000名と、 40歳以上65歳未満の若年者層2，000名を対

象に、中学校区別、それから男女別のグルーピンクー母集団をっくりまして、等間隔抽出

で行ったものでございます。回収率は非常に高く 81%、若年者層でも65%という高い回

収率にな っております。

それから、問い 6の金銭的給付事業の見直しでございますが、 一番多く回答があった

ものは在宅福祉サービスの充実というものが31.7%を占めております。次に、金銭的給

付事業を残した方がよいという万が30.5%おりました。その次に、福祉施策を充実した

方がょいという方が23.0%となっております。この結果、在宅福祉サービスの充実を望
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む方が50%以上の54.7%という形が出ております。特に男性女性とも85歳以上の高齢者

の方は、在宅サービスを望むという方が最も多くなっております。

その次のモテール認定事業の内容でございますが、 100ケースを10月30日から11月20日

にかけて実施いたしました。最終的には98ケースが審査対象となりました。この中で、

時間的には短い時間の方もおりましたが、平均では約5.2分の l人当たりの時間がかかっ

ております。判定結果といたしましては、 1次判定が2次判定で変更となった方は14名

となっております。変更率は14.3%でご、ざいますが、これらの結果を厚生省の方では全

国集計を行いまして判定ソフトの最終の調整を行うことになっております。

いずれにいたしましでも、モデル事業のこの経験を生かしまして、来年の10月からの

本番の認定申請に対しての体制を整えていかなければならない、そのように考えている

ところでございます。

0議長(馬場繁夫君) 名取美佐子君。

06番(名取美佐子君) ありがとうございました。

一つですね、策定委員会のメンバーの中に現場で働いているへルパーさんが入ってい

ないということで、やはりその声を、へルパーさんの声を反映させるための努力をぜひ

ともしていただきたいということが一つ。

あと、モデル事業の中でその変更率が14.3%ということだったんで、すが、このずれに

どういうふうに対処していくのか。つまり、かかりつけ医の認定を重視していくのか、

それともコンピューターの判定を重視するのかという点が残されると思うんですね。そ

の点どういうふうにお考えなのか、もう一度お伺いしたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 福祉保健部参事。

0福祉保健部参事(鈴木俊夫君) 策定委員会にへルパーさんの意見をどう反映させる

のかということでございますが、一応策定委員会のメンバーは20名から構成されており

ますが、その中の選出区分といたしまして保健医療、福祉事業に経験のある有識者が 9

名参加しております。そういう各専門分野での意見が、そこから反映されるものと考え

ておりますが、この策定委員会の検討内容につきましては、広報等で市民の方にお知ら

せし、また、市民の方の意見もお聞きしたいと考えておりますので、その中で・へルパー

さんの意見も反映できるものになるのではないかなというふうに思っております。

また、介護認定のずれをどう考えるかということでございますが、確かに14.3%とい

うl次判定、 2次判定との差は出ておりますが、この変更率につきましては、平成8年

度、平成9年度のモデルで実施しました変更率を大幅に縮小されてきているという状況

n
h
u
 

qo 



でございます。それぞれの年度でモテールを実施した後、いろいろソフトの回収あるいは

調査項目、今年度は前年に比べて12項目ふやした85項目で調査しているというようなこ

とが、今回の変更率の縮小につながってきたのかなというふうに考えております。

いずれにいたしましでも、調査項目に参入できない特殊事情がそれぞれのケースにご

ざいます。そういうところにつきましては、調査員の特記事項やかかりつけ医の意見書

を加味して、公正な 2次判定が行われるべきであり、特殊事情を考慮すれば1次判定と

2次判定の差は100%に一致するということはあり得ないと思われます。 しかし、 1次

判定の変更率が少ない方が好ましいとは思いますが、その85項目による調査で見切れな

い部分、そういうものについては、やはり適正な意見あるいはかかりつけ医の考え方、

それらを含めて 2次調査として適正な結果が出ればよいので・はないかなというふうに思っ

ております。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 名取美佐子君。

06番(名取美佐子君) ありがとうございました。

調査の結果についてですが、在宅にしても施設についてももちろん充実してほしいと

いうのは皆さんの願いだと思うんですけれども、やっぱり介護保険制度が施行されても

サービスが受けられないという事態が生まれてしまっては困るわけですから、その充実

に向けてさらに努力していく必要はもちろんあると思いますが、ただ、問いの中で金銭

的給付を見直すのが前提となっている点で、大変回答する方は答えにくかったんじゃな

いかと思うんですね。だから、むしろサービスの充実とは別に質問するべきだったんじゃ

ないかなというふうに思われます。そうしないと、回答でどう判断するのかというのが

すっきりとできないということがあるんじゃなし、かと思います。いずれにしても、この

回答の出し方では、とても判断が難しいなというふうに感じています。

本当に困っている人のところに手が届くような福祉になっていっていただきたいとい

うふうに思っています。

最後に雪かきの対策についてなんですが、これは昨年大変たくさん大雪が降りまして、

高齢者世帯にとってはとっても大変な思いをされたんではなL、かと思います。私が住ん

でおります平山地域は丘陵地帯ということもありまして、 雪かきは必ずやらなければ後々

大変なことになってしまうということで、皆さん進んで雪かきをされています。私もま

た家族も、自分の家の前や後ろの方や、そして隣がちょうど空き地なもんですから、隣

の牢き地の前とか、それから手の足りないところにお手伝いに行ったりとか何度か雪か
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きをしました。若い者にとっても、量を重ねますとやはり大変になってしまいますが、

ましてや高齢者世帯ではやりたくてもできないのが現状ではないでしょうか。中には無

理をされて、その後寝込んでしまったというお話も伺いました。

そこで、昨年の大雪に対して市も大変対応に追われたのではなし、かと思いますが、そ

の状況と予算措置について、どのようにされたのかお聞かせください。

0議長 (馬場繁夫君) 建設部長。

0建設部長 (清水啓治君) ことしの 1月8日と15日でしょうか、 2回大雪が降りまし

た。 1月8日はたしか15センチぐらい、 15日には35センチぐらいというふうに大雪でし

fこ。

市の予算の中では凍結を防止するための作業ということで予算化しております。約50

万円ほどでございます。今回のこの 1月の大雪のときには、まず、市内を八つの区域に区

分いたしまして、雪が降ってから区分するのではなくて、年度の当初に区分をしており

まして、おのおのの業者にあなたのところはこの区域ということで、前もって割り当て

をしてございます。雪が降りますと、電話 1本で作業をするようにということの手配を

してあるんですが、いわゆる道路上だということもありますので、まず機械での幹線道

路あるいは通学路等を含めましてやるわけでございます。あとは通学路の特に歩道等に

つきましては、なかなか機械化ができないものですから、特に今回のことしの大雪につ

きましては、建設部の職員をできる限り動員いたしまして、 15日の大雪のときには 3日

ほど除雪をしたわけでございます。

予算の措置の問題もございまして、最終的には最初に申し上げましたような50万円ほ

どでは全く足らなかったというのが実態でございます。 1月8日のときには、たしか

500万円、それから15日の35センチ降ったときには1，000万円ということで、合計で1，500

万円ほどの委託費を使用した。先ほどの50万円と比べるととても足らないわけでござい

ます。そこで、年度末でもございましたので、工事関係から契約の差金が出てまいりま

す。それらをかき集めたというのが実態でございます。それから、 一部工事の中止をい

たしまして、それ らに充てたということでございます。

雪は毎年間違いな く降ると いうことであれば、予算化も最初から今のような数字を確

保できるんですけども、毎年降らない、降っても雪かきが必要のない程度の雪だという

こともございまして、凍結防止程度、いわゆる塩化カルシウムをまく作業程度の予算化

をしているのが実態でございます。ことしのこの10年度につきましでも、やはり対応の

仕方は同じになると思いますが、なるべく 雪が降らないように祈るだけでございます。
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以上でございます。

0議長 (馬場繁夫君) 名取美佐子君。

06番(名取美佐子君) ありがとうございました。

雪は何回降るかわからないという点で、契約差金の流用でということだったんですが、

やっぱりこれからはきちっとどこかに位置づけて考えていく必要があるんじゃないかと

いうふうに思っています。

また、その 8フ。ロックに分けているということですが、大きな道路は何とか早目に来

てもらえても、やりたくてもできないようなそういうお年寄りの方とか、またはもうい

ろんな事情がある方が、市の土木課に問い合わせてもなかなか来てもらえないというこ

とを聞いているんですね。もう少し細かいブロックに例えば分けて業者の数をふやして

いただければいいんじゃなし、かなと思いますし、またへルパーさんの仕事の内容は決まっ

ていて、それをこなすだけで雪かきはやってもらえないというふうにも聞いていますの

で、 一つの提案として、困ったときの助っ人というんで、すか、そういうことでボランティ

アなどを募集して人材登録なんかをしていただくなどというのはどうでしょうか。大学

などたくさんあるわけですから積極的に働きかけて登録をしてもらったり、また消防固

なども各地域にあるわけですから、そういうところの協力体制を整えていくということ

が、これからは必要ではなし、かと思いますので、これらの点、ぜひ課題として受けとめ

ていただいて検討していただきたいと思います。

以上で終わります。

O議長(馬場繁夫君) これをもって13の3、介護サービス充実の質問を終わります。

一般質問14の1、 JR西豊田駅誘致の経過と今後の取り組みを問うの通告質問者、佐

藤洋二君の質問を許します。

C 8番議員登壇〕

08番 (佐藤洋二君) それでは、議長のお許しをいただきましたので、ただいまから

一般質問をさせていただきます。

JR東日本という閉じエリアの中で新駅を誘致させた二つの先進地、これは平成 9年

の3月定例会の一般質問で、 JRの負担なしで地元全額負担により、新駅を誘致した実

例として紹介させていただいた奥羽本線の井川さくら駅、秋田県の井川町、 そして、陸

羽東線有備館駅、宮城県の岩出山町、いずれも小さな地方の駅でしたが視察してまいり

ました。視察内容は、本定例会初日に配付されました行政調査実施状況報告書に記載が

されておりますけれども、報告ができなかった部分について、一昨日の田原議員と同じ
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ように少し触れなから一般質問に入っていきたいと思います。

この二つの新駅にとりまして、誘致させるためのファクターは決して高いものではあ

りませんでした。それだけに JRに応分の負担を求めることを前提とした協議であれば、

新駅誘致はできなかったものと思います。 2町での視察で感じたことは、時を得てやら

ねばならないさまざまな事柄、党派を超えた政治力の活用や JRへの要請、陳情行動、

また自治省との協議、商工会への協力要請等々を行政が、とりわけその首長が一一この

場合は町長でございますけれども、本腰を入れ真剣に取り組んできたことであります。

この取り組み姿勢が促進期成同盟や町民の心をとらえ、町を挙げての運動が展開され、

新駅が誘致されたものと思われます。

駅舎建設事業費が八王子南の駅が約30億円とか、五日市駅が約33億円だとか言われて

おりますが、井川さくら、有備館の両駅は、地方の小さな駅ですから想像がつくと思い

ますが、井川さくら駅の事業費は9，207万1，000円、有備館駅に至っては6，300万円の事業

費です。建設事業費からしまして、いずれも質素な駅でした。それでも井川さくら駅の

場合は、奥羽本線ということもありまして相対式ホーム 2面2層の乗降場で、東京の国

電の駅としても十分に利用できるものでありました。西豊田駅も30億、 40億かける立派

なものでなく、乗客の安全と運転保安が確立されているならば、質素なものでもよいの

ではないかと痛感いたしました。

次に駅員の配置でありますけれども、有備館駅は駅員無配置駅でした。井}IIさくら駅

は町の職員とOBの方で仕事をされて、そこには端末機も配備をし業務内容もほとんど

直営の駅で取り扱っているものと同じでした。

以上3点を紹介させていただきましたが、今後の取り組みの参考にしていただきたい

と思います。

そこで一般質問に入りますが、その前に今回の質問の目的を 2点述べたいと思います。

一つは、先進地を視察してまいりましたので、今後の取り組みの検討材料にしていただ

きたいこと。 二つ目は JRから提示されました三つの条件が、現実に解決することが難

しいと判断する中で、 三鷹・立川関連続立体化複々線を延伸させ、立川 ・高尾聞の複々

線事業の具体化にあわせて新駅の誘致を進める、方針がこのように変わってきています。

しかし、 JRからの 3点の条件がどうしてもクリアできないという根拠や判断が明確に

されておりません。私はそのように理解をしております。したがって、私の具体的な質

問と行政が今進めている考え方に大きな聞きがあることも十分承知をいたしております。

クリアできない理由、判断をこの一般質問を通じまして明確にしていただきたい、こう
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思います。

最初の質問であります。誘致事業に対する市の決意についてお伺いをいたしたいと思

います。西豊田駅誘致事業は、前市長から引き継がれた重要行政課題32項目の中で、市

立病院建て替え問題に次ぐ順位、つまり重要行政課題の第2位で、現市長1:51き継がれ

たと伺っております。その西豊田駅誘致事業が、これまでの期待からあきらめに変わり

つつある地元の反応に、危慎を感じております。

今定例会、市長の行政報告に、平成11年度、 12年度の財源不足を予測されております。

日本の経済状況は緩やかな回復どころか、さらに悪化の道をたどっており、景気回復の

兆しが一向に見えてきません。そんな経済状況や JRから投げかけられた三つの難問題

の解決、さらには地方財政再建促進特別措置法のクリア等々、誘致事業を実現させるた

めの条件は悪い環境ばかりが山積しており、近い将来に西豊田駅を誘致させることが、

非常に厳しい状況にあることは承知をいたしております。地元の方々が西豊田駅の誘致

に強い関心を持ち始め、既に20年以上が経過をいたしました。行政も地元の方々ととも

に運動を進め10年以上が経過しました。 しかし、これまでの10年間というものは、この

誘致問題を本気になって取り組んできたでしょうか。地元の強い要望や地域の活性化の

ためにも、たとえ時聞をかけようとも本気になって、伺がなんでも新駅誘致を実現させ

る、こういう強い決意、姿勢が必要かと思いますが、新駅誘致の熱い思いを再度お示し

をしていただきたいというふうに思っています。

とりあえず、この答弁をお願いします。

0議長(馬場繁夫君) 佐藤洋二君の質問についての答弁を求めます。まちづくり推進

部参事。

0まちづくり推進部参事(野中勝美君) 誘致への市の決意を改めてということでござ

いますが、今、御質問の中でもいろいろお示しいただきましたが、西豊田駅の誘致につ

きましては、今日までの長い歴史と地元住民の皆さんの大きな期待がありました。しか

しながら、 JRから示されております諸条件を、現時点で総合的にクリアさせることは

非常に難しい。そのようなことから、現在、 事業中の三鷹 ・立川間連続立体化複々線を

延伸させ、立川 ・高尾間の複々線化事業の具体化に合わせて、新駅の設置が、社会的、

また都市的な条件整備とともに、より現実的で実現性の高い方策というふうに考えてい

るところでございます。このこ とにつきましては、西豊田駅誘致事業推進本部の会議に

おきましでも御説明をさせていただき、大方の御理解を得るとともに、市の広報を通じ

まして市民の皆様にもお知らせをしているところでございます。
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したがいまして、初めに新駅誘致の厳しさを共通認識として持ちながら、長期的な視

野に立ちましでも、最終的には必ず西豊田駅を誘致する、このようなことから、これか

らも地元、また八王子市を初めとします関係の自治体との連携により、この事業を進め

てまいりたいというふうに考えているところでございます。

0議長 (馬場繁夫君)

08番 (佐藤洋二君)

佐藤洋二君。

御答弁いただきました。できれば、市長からの決意のほどをお

願いしたいと思います。

0議長 (馬場繁夫君)

O市長 (馬場弘融君)

市長。

佐藤議員から、 JR西豊田駅誘致の経過と今後の取り組みを問

うということで、その第 1点目として、市の決意を問われているわけであります。

実は、私が就任以来のこの西豊田駅誘致の関連の議事録を全部コピーをいたしまして、

読み返してみたわけであります。私は就任のとき以来、この問題は前市長からの大きな

課題であるけれども、先ほど来議論になっております三つの条件を、現時点でク リアす

ることは非常に難しい、こういう判断をしたということを明確に申し上げております。

1点目は非常に技術的な問題でありますが、あそこの逆S字カーブのところに駅をつ

くることが可能かどうかという点であります。それともう一つは、 技術的な問題にさら

に加えますと、中央線というのが、 JRの中でも恐らく一番通過量といいますかね間隔

の狭し¥ 一つの列車が通った後、次の列車が来るまでの間隔が非常に狭い込み入ったダ

イヤ構成といいますか、さらには、その中には普通車もあり特急が走り、通勤快速が走

り、あるいは特別快速が走るという、非常に複雑な体系になっている。しかも、あそこ

のS字カーブのところが一番スピードを出してS字カーブを通過するところである。も

しあそこに駅をつくった場合には、今、目いっぱい走っている電車の本数を、たしか上

り下りで三十数本減らさざるを得ない。しかも、それがほとんど朝と夕方の通勤時間に

ぶつかってしまう。こういった幾つかの技術点な問題で、第 l点は、まず JRとしてク

リアできないという判断を私はいたしました。

2点目は、あそこに駅をつくって、ほかの駅からお客様が流れるということは想定を

しなし、。あの駅だけで新たなお客様を何名とることができるだろうか。それで、その駅

の収益といいますか、運営をする人件費、機材費、いろんなものをひっくるめま して、

それを出すことが可能であろうかということで考えますと、区画整理が全部終わった段

階で考えましでも、 JR側の数字ではとても収益が上げられないということが出ており

ます。
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3点目が、これは可能性としては残っています。つまり、全額地元負担で‘駅をつくる

ことができるかということであります。これについては、私は当初から可能性は残って

いるというふうに思っております。

ですが、前段2点について、ほとんど現状では可能性がないというのが私の認識であ

りまして、これを既に何度も何度も申し上げているところであります。ですが、とすれ

ば今のままではあそこには駅はできないけれども、今参事が申し上げましたように中央

線高架複々線化が三鷹から立川まで伸びてまいります。これは既に国のステップの中に

入っております。その次の段階として、立川・高尾聞を高架複々線化する手順が必ずく

るはずである。なぜならば、中央線というのは高尾以西といいますか、大月近辺あるい

はもう少し先からも大勢の東京都心に向かつての通勤客が通っておりますし、さらにお

客様がふえるというふうな形が見えているわけでありますので、この高潮~々線化立川・

高尾間の可能性はかなり高いと見なければならない。しかし、これは5年とか10年のサ

イクルでできるものではなかろう。もっともっと長いスパンで物を考えていかなければ

いけなし、。そして、高架複々線化が始まるというステップが出るまで・に、何とか八王子

市とも協力をし合って、あの地域に一つの駅をつくるということは可能であろうという

判断を、私はしているわけであります。

さらに申し上げますと、中央線東京 ・高尾間で豊田 ・八王子聞が一番駅区間が長いわ

けであります。ほかの区間から比べますと約 2倍ちょっとあります。そういうことで、

距離的な面を考えましでも、あそこにはつくれる可能性があるというふうに、私は思っ

ています。

ですから、日野市単独ではまず不可能であるとしても、八王子市との協力、あるいは

また八王子市以西の神奈川県、山梨県の関係各市町村との協力をもって一つの協議会を

つくれば、大分先の話にはなると思いますけれども、必ず駅をつくることは可能である。

このような認識のもとにその第一歩を今踏み出している、あるいは踏み出しかけている

ところであります。いかにいたしましでも、日野市だけが頑張って声を上げても、こう

いうものはうまくまいりません。やはり先輩市であり大きな市である八王子市さんが先

頭に立っていただいて、それを私どもが後押しをするという形を仕組みませんと、こう

いうことはうまくいかないと思います。今、そういう点で事務段階では一生懸命折衝を

進めつつ、何とか年に数回でもそういった準備段階の会議が持てないだろうかというこ

とで進めているわけであります。

くどいようでございますが、伺とかっくりたいということは、前市長からの意向を継
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いで私もやりたいと思っております。ですが、今のS字カーブのままであそこに駅をつ

くるということは、まず不可能であろう、そのように今改めて申し上け.ておきたいと思

います。

0議長(馬場繁夫君) 佐藤洋二君。

08番(佐藤洋二君) 何とか駅をっくりたい、こういう決意が市長からございました。

今の市長の答弁は、推進本部会議の第 1回の会議で馬場市長が発言された中身とほぼ同

じであります。さまざまな状況が悪化する中で必ず‘つくる、こういう一貫した決意、姿

勢が示されており評価したいと思います。誘致への期待からあきらめへの気持ちに傾い

ていた関係住民に何よりの贈り物だと思います。しかし、これまでの議会の中で約束、

確認されたものが実行されなかったりほごにされたものが多々ありました。 JRとの協

議であれば、相手のあることですから進まないこと、実行できないことがあることは理

解できますが、庁内努力やその気になればできるものも多くあったはずであります。今

後は、約束したこと、そして確認されたことは、必ず守っていただきたいというふうに

考えております。

それでは、 2番目の質問に入ります。市長が JR東日本の地域本社に表敬訪問をした

折に、「霞が関筋からも西豊田駅は何とかならないか、こういう話があったことを JR

の担当者が私に伝えてくれた」、このよう市長は本会議場で発言をされました。駅をつ

くってほしい、こういう立場での表敬訪問、請願行動は卑屈になることはありませんけ

れども、ネしを尽くすあるいは誠意、熱意、を相手に伝えるということでは重要なことであ

ります。 JRへの要請行動はその後どのような形で進められているのか、そのことにつ

いての質問をいたします。

0議長(馬場繁夫君) まちづくり推進部参事。

0まちづくり推進部参事(野中勝美君) J Rへの要請行動につきましては、昨年、市

長の就任後の 6月と 8月に JR東京都地域本社を訪問いたしまして、市長就任のあいさ

つとともに、西豊田駅誘致についての経過と地元住民の大きな期待等を説明し、強く新

駅設置についての要請をいたしてきております。

また、本年の4月には、 三鷹以西を管轄します JR八王子支社が設立されましたので、

早速、市長が五島八王子支社長に会いまして、文書により西豊田駅の誘致、またその実

現のための複々線化の促進等について要請をいたしました。 JR側といたしましては、

八王子支社設立の目的にこの地域に密着した事業の展開を図るということもあり、複々

線事業を視野に入れての西豊田駅誘致については、理解を示した回答をしておりますの
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で、今後におきましでも定期的な要請行動、また事務レベルで‘の協議を継続的に根気強

く続けてまいりたいというふうに考えているところでございます。

O議長(馬場繁夫君) 佐藤洋二君。

08番(佐藤洋ニ君) 冒頭、私は時を得てやらねばならないことを二つの町の行政が、

そして町長が一生懸命やってきた。その具体的な例に JRへの要請行動、陳情行動があっ

たと申しました。視察を通じまして担当の方から伺った話では IJ Rに本当に小まめに

足を運びました」、こう言いました。直接、 JRにそのことのお願いに上がったにもか

かわらず、たまたまそばに来たから近くに来たから寄ったんです、こういうふうな表現

でJRに陳情行動を行ったと聞いています。 JRの担当者も、このくらい足を運んでい

ただければ、もとの国鉄であればもうとっくに駅はできていたでしょう、こういう話が

されたというふうに聞いております。ぜひ、これからも定期的に JRの地域本社なりあ

るいは八王子の支社の方に要請行動に行っていただきたいと思います。

そこで¥ここでは 1点だけ再質問をさせていただきますけれども、今の参事の御答弁

の中で「定期的な要請行動を行っていきたし、」、このような御答弁がございましたが、

具体的にはどんなふうなことを考えてい らっ しゃるのかお聞かせ願いたいと思います。

O議長(馬場繁夫君) まちづくり推進部参事。

0まちづくり推進部参事(野中勝美君) 確かに定期的な要請行動というふうに申し上

げましたが、必ずしも適切な表現ではなかったかもしれませんけれども、先ほどの御答

弁でも申し上げましたとおり、これまでも市長は何度となく JRを訪問し要請をしてき

ておりますので、こうした形のことを聞を置かず.に続けてまいりたい、事務的にもそれ

ぞれ今後の協議会あるいは本部の活動等の時期に合わせ、適宜有効な時期に要請行動を

続けてまいりたい、こういうことでございます。

0議長(馬場繁夫君)

08番 (佐藤洋二君)

佐藤洋二君。

市長も行動する市長ということで、非常に高く行動力が買われ

ております。この問題だけで=東京に行っているわけにいきません。できるだけ足を運ん

でいただきたいというお願いと、それから、 事務レベルではそのことを常に心がけて J

Rの方に足を運んでいただきたい、このように思います。

次に 3番目の質問に入ります。これは、先ほど市長の方が答弁された問題とかなりダ

ブってしまうんですけれども、再度質問させていただきます。

それは、 JRから提示されている 3点の条件であります。96年の 3月、それまで沈黙

を続けていた JRが、駅設置のための条件として、技術的に施工が可能であること、将

-325-



来の経営に見通しがあること、建設事業費は地元全額負担であることの 3点を提示をし

てまいりました。この提示を受け、市はこれまでの予備調査報告をもとに検討されてい

ると思いますが、指導者がかわった今、市は3点の条件、いずれも可能という見解をお

持ちなのか、あるいは可能なものとそうでないものとがあると判断されているのか、ま

た、すべてが不可能という見解をお持ちなのか、先ほど答弁の中でもありましたけれど

も、最近、中央線高架構想の段階で誘致実現を図るという公式論が取りざたされていま

すが、 JRから示された 3点の市見解を求めたいと思います。

また、あわせまして、 JR側がこの 3点に対する自己見解をどのように持っていらっ

しゃるのか、あわせて御答弁をお願いしたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) まちづくり推進部参事。

0まちづくり推進部参事(野中勝美君) いわゆる 3条件の JRなり市なりのそれぞれ

の見解をということでございますけれども、先ほど、市長の方からかなり詳細にわたっ

てお答えをさせていただいておりまして、それぞれの 3点についてもどういう市側の解

釈か、あるいは JRがどうとらえているかということについてお話をさせていただいて

おります。

したがいまして、市長の答弁の方が詳細になってしまうという感じになってしまいま

すけれども、この条件が示された技術的なこととか採算性、新駅設置費用の全額負担の

問題、こうしたことにつきましては、それぞれ JRの見解としては、先ほども市長の方

から答弁させていただいた S字カーブと、それに伴うレールの傾斜上に電車をとめるこ

との安全性や保安上の問題、それから新駅での停車の時間のためのロス、過密ダイヤに

与える影響、そうしたことから輸送力のダウンにつながるということ。それから、現在

の想定される駅勢圏では豊田駅からの転移客を除く新たな利用客とした場合の採算性が

見込めないというふうな見解であったということでございます。

市といたしましでも、従来の調査の中でそれぞれ可能性が見出せるというふうな時期

はあったわけでございますけれども、現在の時点では、先ほど市長の御答弁させていた

だいた内容のとおりの判断をし、今後の方策を進めてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。

0議長(馬場繁夫君)

08番(佐藤洋二君)

佐藤洋二君。

一般質問の冒頭で、この一般質問の目的について述べました。

ここにその大きな根拠があるわけであります。再質問をさせていただきたいと思います。

いわゆる S字カーブとそれに伴うレールの傾斜上に電車をとめることの問題点が指摘
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されました。しかし、電車というものはカーブ、曲線を通過する際に、遠心力で電車が

外に飛び出さないように外側のレールを高くしています。カントと言います。それから、

半径440メートル以下では線路の軌間一一幅を広げています。こ のことで安全性を保っ

ているわけであります。また、問題があるとおっしゃっておりますけれども、現実にそ

こを電車が通過を し、非常時にはそこに電車をとめなければな らない、 そのための安全

性は確立されているわけであります。そういう部分で見るならば、 JRが指摘している

ことはあるいは市が判断していることは、少しおかしいような気がします。

しかし、それでもどうしても難しいということであるならば、これまでの議会の経過

の中で、 S字カーブのA点、 B点、 C点の三つの予定駅地がだめな場合は、橋上駅一一

橋の上に駅をつくる、いわゆる浅川の上に駅をつくる、このことを視野に入れて検討し

ていきたい、これがこれまでの議会の経過であります。

最終的なことがどう してもJRも市もだめという判断であるならば、橋上駅あるいは

線形一一線路を変える線形について検討し、そして、そのためならば中央線の高架とい

う話になっていくのが普通じゃないでしょうか。見解を求めたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) まちづくり推進部参事。

0まちづくり推進部参事(野中勝美君) 技術的な点との関係でのS字カーブの件等に

ついて再度のお尋ねでございますけれども、駅の設置を予定しております箇所は豊田駅

から八王子駅に向かった約1.700メートルの地点でございます。この付近の線型は直線

部分が30メー トルほどありまして、この直線部分をはさみまして前後に曲率半径が600

メートルと500メートルの反向曲線一一反対に向かう曲線ということですが、反向曲線、

いわゆる逆S字カーブの急カーブになっております。このため、今お話にもありました

ように、遠心力で電車が外に飛び出さないようにということで、いわゆるカントといい

まして、今御説明のありましたレールの片側の方が高く傾斜をつけておるわけでござい

ます。この逆S字カーブのそれぞれに逆のここの部分ではカントがついてしまうという

ことになりますので、言ってみれば、ちょうどレールが30メートルの直線部分をはさん

でねじれている状態ということになります。

そうしたことから、この地点に電車を停車させるということにつきましては、安全上

あるいは保安上からも問題があるというふうに JRからも指摘があり、私どももやむを

得ないことというふうに考え、これまで申し述べておりますような見解であるというこ

とでございます。

それから、橋上駅についてでございます。これにつきま しでも、どこの場所に駅をつ
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くるかということの問題ではあるわけですけれども、基本的には場所の問題、カーブの

問題はともかくとしても、その他の問題につきましては、 JRの条件等については当然、

当てはまるということになろうかとは思います。浅川の橋上に駅を設置するということ

につきましては、その他の路線、具体的には埼京線の北、赤羽駅とかに橋上の駅がある

わけですけれども、これは河川法上も法律上も技術的にも当然存在もしておりますし、

可能かというふうに考えます。

しかしながら、改札口がホームの両端、具体的に言えば八王子側と日野側と 2カ所に

なるということとか、八王子側につきましては、現在、北野土地区画整理事業が56年度

に完了しているとか、それに伴う公園が整備済みというふうな現状もあるわけでござい

ます。一方、私どもの方の日野市としましては、西平山土地区画整理事業の中でこの西

豊田駅の設置、予定している場所への設置を前提とした市としてのまちづくり計画とい

うものがあるわけでございまして、可能な限りこの場所に駅を設置することを目指して

いくということから、現在の方針をとり、この設置をさらに事業の手法としてはこれま

で申し上げているような内容になるわけですけれども、実現を目指していきたいという

ふうに考えているわけでございます。

0議長(馬場繁夫君) 佐藤洋二君。

08番(佐藤洋二君) 前段の部分につきましては、 JRから危険性についての指摘を

受けた、こういうふうに理解していいと思うんですね。それで、どうも橋上駅に対する

市の考え方が少し弱いような気がするんです。これは、検討を加えた結果の今の参事の

御答弁というふうに受けとめてよろしいんでしょうか、お願いします。

O議長(馬場繁夫君) まちづくり推進部参事。

0まちづくり推進部参事(野中勝美君) 先ほどお答えをさせていただきましたような

大筋の話になりますけれども、検討の結果、現在のような結論に至っているというふう

に考えていただいてよろしし、かと思います。

0議長(馬場繁夫君) 佐藤洋二君。

08番(佐藤洋二君) 再々々になってしまって大変申しわけないんですが、先ほど申

しましたABCの予定地がだめになった。では、橋上駅について検討してほしい。その

橋上駅もだめになったわけですね。そうしますと、線形を変更するということ、電車の

線路の形を変更するということ、今の電車区の裏側の方の用地あるいは小高い山を使っ

て、そこを新しい線路にする、こういったことはお考えでしょうか。

0議長(馬場繁夫君) まちづくり推進部参事。
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0まちづくり推進部参事(野中勝美君) 今、具体的に御指摘のあったような形での検

討が、具体的になされたかどうかというのは、私ちょっと承知をしておりませんけれど

も、いずれの場所につくるにいたしましでも、現状の中ではJRから提起されている 3

点について、それほど大きな見解の相違が出てくるということにはならないのかなとい

うふうにも思います。もちろんそれはそれぞれ条件の違う場所ですので、内容的には異

なった部分があるかもしれませんけれども、そうした中から、結論的には冒頭、市長の

方からもお話をさせていただきました方向といいますかね、 それが最も実現性の高い現

実的な方法であるということで結論づけ、方針として進めていこうというふうに考えて

いるところでございます。

0議長(馬場繁夫君)

08番(佐藤洋二君)

佐藤洋二君。

まだ質問があるんですが、時間との関係もありますので、この

質問については閉じていきますけれども、しかし、中央線の高架問題につきましでも、

長いスパン云々という市長のお話もございましたけれども、現実の問題として、果たし

て立川以西の高架が実現できるのかどうか、まさに50年とか長い先の話だと思うんです

ね。今、現実に地元の方々はすぐに駅がほしいというふうに考えていらっしゃるんです

ね。いずれにしましでも、よりよい方向で駅がつくられるように努力をしていただきた

いというふうに思います。

次に 4番目の質問に入りますけれども、これも少し今の市の進めている内容からいき

ますと、的を外れたような質問になるかもしれませんけれども、これまでの経過があり

ますから、あえて質問させていただきます。

西豊田の駅誘致事業推進本部会議の任務と開催状況について質問いたします。地元の

方々の期待を一身に集め、鳴り物入りで西豊田駅誘致事業推進本部が発足しました。推

進本部の会議は、予定では総会を含め年6回ほど聞かれるはずでした。しかし、実際に

機能したのは総会が開催されたときと、馬場市長が誕生された後に 1度聞かれただけで、

その後は開庖休業の状況になります。私は、かつてこの定例会で推進本部会議をなぜ聞

かないのか。推進本部会議の中でやるべきことがいっぱL、あるじゃないか、こういう指

摘をしました。答弁に立ちました当時の担当参事が、開けなかった理由を述べ今後開催

しますと答弁をしたものの、答弁とは裏腹に、予定どおりに聞かず、に今日に至っている

わけであります。そこで、 3点の細かな質問をさせていただきたいと思います。

1点目は、この推進本部会議は何の目的を持って結成されたものなのか。 二つ目には、

推進本部会議の方針、また議会からの指摘もありまして、会議を開催しなければならな
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いはずでしたけれども、どのような事情、理由で開催をしなかったのかお伺いいたしま

す。そ して、 3番目には、この先のこの推進本部会議の任務と本部会議開催の予定につ

いてお尋ねをいたします。

0議長(馬場繁夫君) まちづくり推進部参事。

0まちづくり推進部参事(野中勝美君) 推進本部会議に係る御質問で、ございますけれ

ども、何のために結成をされたのかということでございますが、 JRから示されている、

何度もこれまでお話をさせていただいておりますこの諸条件について、地元、行政が一

体となり全市的な結集によってこれを克服するとともに、 JRに対する新駅設置の促進

を積極的に働きかけるためということでございます。これにつきましては、今後、複々

線化を視野に入れた中での西豊田駅の設置についても、この考えに変わりはないという

ふうに考えております。

それから次に、その会議の開催がされていないことについてのお尋ねでございます。

昨年、市長就任後の 7月29日に第 2回目の本部会議を開催をいたしまして、現状での駅

新設の難しさ、そしてより実現性のある方策としての複々線化促進等の説明をいたして

おるわけでございます。そして、その後の本部会議の開催につきまして、御質問のよう

に相当の時間が経過をしてしま っているということで、大変申 しわけなく思っていると

ころでございます。これにつきましては、八王子市との連携による関係市町に対する複々

線化促進のための協力のお願い、また、促進協議会設置へ向けての準備会の発足、さら

にその前段で言えば、 事務的なレベルでの折衝、こうした行政レベルにおいても具体的

な体制がある程度整った段階での、次回の本部会議を開催したいというふうに考えてお

りまして、この問、聞をとらせていただいている状態になっているわけでございます。

このことにつきましては、本部委員の方々には、この間の事情を御説明しながら御理解

を得て進めているところでございます。

今後の開催予定ということでございますけれとも、ただいま御説明を申し上げました

とおり、次回の本部会議につきま しては、関係自治体等によるこの事業の促進に向けた

体制がある程度整った、そうした状況を御説明をしながら会議を持ちたいというふうに

考えておるところでございますけれども、できるだけこの調整に努力をし、でき得れば

年度内にも開催できるような状況になればいし、かなということで、調整なり努力なりを

進めてまいりたいというふうに思っております。

0議長(馬場繁夫君) 佐藤洋二君。

08番(佐藤洋二君) 意見と再質問を行いたいと思います。
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結成されました目的は、今、参事が御答弁されたとおりだと思います。しかし、この

目的を達成させるための努力を怠っていたと思います。そのことは、参事が今、率直に

おわびをしていただきましたので、それでいいと思いますけれども、いずれにしましで

も、今後の予定として年度内開催を予定しているということでありますので、ぜひ約束

をほごにしないで必ずこの推進本部会議を開いていただきたいというふうに考えます。

そこで、今の御答弁の中でちょっと気になったこともありますので、 2点だけ再質問

をしますけれども、 一つは、開催ができなかった理由を本部委員の方々に御説明をし納

得を得た、理解を得た、こういう御答弁ですが、どういった形で本部委員の方々にその

意思を伝えたのか、その方法について御答弁を願いたい。

もう一つは、隣接します八王子市の自治会に対しまして推進本部会議に加入をしてい

ただけないか、こういうふうな経過の中で、そのような手続を行いますということで、

既に手続が終わっていると思いますが、隣接する自治会の加入というのは済んでいるの

かいないのか、 2点よろしくお願いします。

0議長(馬場繁夫君) まちづくり推進部参事。

0まちづくり推進部参事(野中勝美君) 本部員の方々へのこの間の事情の説明等につ

きましては、本年の 5月末、文書上の日付は 5月28日の文書で、市長名で推進本部員の

それぞれの皆様に、西豊田駅誘致事業推進本部会議についてという表題で、この間の事

情を説明し、昨年の11月発行の西豊田駅誘致だよりや今年の 5月1日の昨日を通じても、

市民の皆様にもその内容を知らせているというふうなことも、あわせ記載をし、次回本

部会議は関係市町聞の調整が整い、立川 ・高尾間連続立体複々線化促進協議会設置に向

けた準備会等の発足後に開催をいたしたいのでよろしくということを書いてございます。

当時と、状況がまだ準備会云々という部分については、そういう進展になっておりませ

んけれとも、こういう内容で文書をもってお知らせをさせていただいております。

それから、八王子市内の関連町会、自治会等につきましては、昨年の12月それから本

年の 6月、再訪問をし、五つの町会、自治会等があるわけでございますけれども、代表

としてお願いをするお二方に、具体的には大和田一丁目町会、それから高倉町会の代表

の方にお会いをし、本部への参加の承諾は得ているところでございます。正式には、本

部会議を聞き、そこで正式な手続ということになると思います。

0議長(馬場繁夫君) 佐藤洋二君。

08番 (佐藤洋二君) わかりました。

今回の一般質問のテーマは、 JR西豊田駅誘致の経過と今後の取り組みを問うという
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ことでございまして、経過に対する最後の質問をさせていただきたいと思います。これ

も今、市が進めている構想と私の考えていることの差がありますけれども、ぜひ私のこ

の一般質問の趣旨の目的を理解していただきまして、御答弁をいただきたいと思います。

日野市が旧国鉄、 JRへ提出しました予備調査の報告書について、再度質問をいたし

ます。私は西豊田駅誘致事業の質問をするに当たり、事あるごとに誘致のための基礎資

料、予備調査報告書の不備を指摘をし、その見直しを求めてまいりました。市も予備調

査報告書の不備を認め見直しを行うと答弁をされました。またその後、推進本部が結成

されたので、これを契機に本部会議で調査、研究をし見直しを図る、その具体的な部署

を明示しながらも、今日に至るまでの問、推進本部会議を招集し見直しを図る気配など

全くありませんでした。

そこで、質問を 2点いたします。答弁が、けさの奥住議員のお話じゃありませんけれ

ども、検討あるいは研究の材料に値する、この程度のものならば仕方ないと思いますけ

れども、議場で行うという答弁、約束しながら見直し作業をしないということは、これ

は議会軽視につながっていくんじゃないのか、こういうふうな気がしますけども、御見

解を求めたいと思います。また、改めて質問しますけれども、このいわゆる見直しは行

う意思があるのかないのか、この 2点をお願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) まちづくり推進部参事。

0まちづくり推進部参事(野中勝美君) 調査報告書の見直しについてのお尋ねでござ

います。

予備調査報告書及びその追加資料につきましては、 JRに提出をして以来相当の年月

もたち、当時と比較して社会経済環境も大きく変わっているところから、その見直しを

する必要性があるということで考えておるということを、前担当者との議会でのやりと

りがあったということでございまして、そういう観点からの答弁だったかというふうに

思います。現在、西豊田駅の設置につきましては、るる申し上げておりますとおり複々

線化を促進し、その事業にあわせて新駅設置を推進してまいりたいというふうに考えて

おるところでございまして、この複々線化促進協議会等の発足、その具体的な活動の進

展が図られた中で、見直しというよりも、むしろ新たな視点による調査、そうしたもの

を行ってし、かなければならないというふうに考えているところでございます。

0議長 (馬場繁夫君) 佐藤洋二君。

08番(佐藤洋二君) この間の経過につきま して5項目の質問をさせていただきまし

た。中には今、市が進めている構想とかけ離れた質問もありま して、特に野中参事には
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大変御迷惑をかけたかもしれませんけれども、この間の調査あるいは答弁に対するまじ

めな考え方をいただきまして、大変感謝いたしております。どうもありがとうございま

した。

それでは、続きまして今後の取り組みについて提案、提起をさせていただきたいと思

います。これにつきましては、もちろん野中参事からの御答弁もいただきますけれども、

市長の方からもあわせまして見解を求めたいと思いますので、よろしくお願い申し上げ‘

ます。

冒頭申し上げましたが、私は新駅を実現させた二つの先進的な町を視察をしてまいり

ました。そこでの先進的な取り組み、事業を参考にしながら、今後の課題について質問

をいたします。

ここで井川さくら駅誕生までを簡単に紹介をしたいと思います。まず商工会との連携

であります。国鉄の民営化後の各JRの旅客鉄道会社及び日本貨物鉄道会社に対する地

方公共団体の寄附金等の支出については、地方財政再建促進特別措置法の第24条の第 2

項により制限されていることは周知のとおりでございます。当時一一当時というのは井

川さくら駅の設置を検討しているとき、当時は新駅設置にかかる経費の 1割以上を JR

が負担する前提となっていました。また、仙台市の北山駅、青森県青森市の矢田前駅な

ど他県の例によれば、 3割以上を地域住民等の寄附金を充て、それ以外は公共団体が負

担をして建設をしていました。井川さくら駅はいわゆる請願駅なので、全額地元負担が

原則であることから、 JRに負担を求めることができない。また、期成同盟会等の任意

団体による支出はできない等の状況にありました。以上のような状況から、自治省への

承認を得ることはできないと判断をしまして、知恵出しの部分で浮上したのが、井川町

商工会の事業として新駅の設置を行うことであります。その決めどころは、井川町の商

工会定款の第 1条、ここには本商工会は地区内における商工業の総合的な改善発達を図

り、あわせて社会一般の福祉の増進に資し、もって国民経済の健全な発展に寄与するこ

とを目的とする。この条文と第8条の本商工会は第 1条の目的を達成するため、次に掲

げる事業を行う。その 9項目目の社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。また、

14項目目の前号に掲げるもののほか、本商工会の目的を達成するために必要な事業を行

うこと。これらの商工会定款を活用し新駅誘致を成功させたものであります。

この井川町方式を西豊田駅誘致にも当てはめていただきたいと思いますけれども、日

野商工会との連携、いかがなものでしょうか、お伺いをいたします。

0議長(馬場繁夫君) まちづくり推進部参事。
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0まちづくり推進部参事(野中勝美君) 新駅実現の事例というのは、佐藤議員さんか

らも数多くの紹介を、これまでもしていただいておりますし、あるわけでございますけ

れども、地域的な事情はそれぞれに違いまして、その実現に至った手段、方策等につき

ましては、私どものこの西豊田駅の場合に、少しでも可能性の与えるものであるという

ことであれば、積極的に取り入れていきたいというふうに考えているところでございま

す。

具体的には商工会のというお話があったわけでございますけれども、推進本部の委員

にも商工会の代表の方に加わっていただいてもおります。今後とも商工会に限らず多く

の団体、市民の方と連携を図って事業を推進していくという考えでおります。

0議長(馬場繁夫君) 佐藤洋二君。

08番(佐藤洋二君) 冒頭、この井川さくら駅の建設事業費について9，207万1，000円

というお話をさせていただきました。実は、これは裏話になりますけれども、商工会の

理事の方々が、あるところから約7，500万円の借金をいたしまして、その7，500万円と町

の方々の寄附、合わせまして約 1億円近いお金で駅の建設を始めたわけであります。町

の方としましては、商工会の理事の方々が7，500万円の借金をしておりますので、町の

補助金として商工会に出す、このことで借金の返済を図ってきた、このような話も伺っ

ております。

今、参事の方からそれなりの決意と申しましょうか、考え方が発言されましたけれど

も、市長の方からもこの問題に対する考え方をお聞かせ願いたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 市長。

0市長(馬場弘融君) 前段の 3点の JR側の課題、その 1、 2点についてクリアでき

ないという前提のもとで、 3点目のことについてのみ考え方を申し上げたいと思います。

地元負担で、駅をつくるという点につきましては、私は可能性があるというふうに申し

上げました。その中にまさに商工会あるいは地元の篤志家、地元の企業あるいは事業所、

そう いった皆さんが、 今のお話ですとお金を借りるあるいは御自分で御負担をいただく

ということを、また市が助成をする、こういう形では可能性が大いにあるというふうに

は思っています。ですが、いかんせん第 1点、第2点がどのようにクリアできるかとい

うことは、私どもの問題ではございません。あくまでも JR側の対応でございますので、

これについて私どもが影響を与えるということは、まず可能性がないというふうに思っ

ております。

そういう中でございますけれども、商工会はもとより新都市建設公社、これもかつて
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の協議会といいますか、には入っていなかったわけでございまして、そちらからも御不

満が実は出ておりました。あるいは八王子の市長さんからも、うちの方の自治会を呼ぶ

らしいけど、私には全く話がないんだよというようなことも、このことを初めにお会い

してお願いをしたときにお話がありました。そんなことがございましたので、全くゼロ

から組み上げていかなければいけない大変長い作業だということは、私は認識をしてお

ります。ですが、資金を集めるということについては、 JR側の 2点がクリアできる状

況になるとすれば可能性はある、そういう認識は持っております。

O議長(馬場繁夫君) 佐藤洋二君。

08番(佐藤洋二君) わかりました。よろしくお願い申し上げます。

最後の質問になりますけれども、次にお願いしたいのは、政治力の活用であります。

前市長はこういう形、政治力の利用とか活用ということにつきましては、どうやら嫌い

なようでほとんど活用がされておりませんでした。長いこと氷ついたように進んでいな

かった中央線の三鷹・立川聞の高架の促進は、 三多摩選出の国会議員あるいは代議士の

力で促進されたと言われております。井川町はもちろんですが、宮城県の岩出山町も積

極的に地元出身の代議士や国会議員を活用されたようであります。

幸い馬場市長は中央政界にも人脈がおありのようで、また太いパイプも持っていらっ

しゃるようです。運輸省も認識し始めたという話も伺っております。ぜひ政治力を活用

してほしいと思いますが、これはし、かがでしょうか。 (1佐藤議員が与党の一員にならな

きゃだめだよ」と呼ぶ者あり)

0議長(馬場繁夫君) まちづくり推進部参事。

0まちづくり推進部参事(野中勝美君) 駅の誘致への政治力の活用をということでご

ざいますけれども、西豊田駅の誘致、そして、その実現のための複々線化事業の促進に

つきましては、当日野市議会の決議の意見書も出していただいております。こうしたこ

とを初め、南多摩市議会議長会における要望書として運輸省を初め関係機関に提出をさ

れているところですが、それにあわせまして、今後は関係自治体とも連携をしまして、

地元選出の国会議員、都議会議員のお力もお借りし、運輸省、 JR等への働きかけをお

願いしていくということになろうかと思います。

これは御質問の中にもございました三鷹・立川聞の連続立体化複々線促進協議会等で

も同じような活動をされてきたということでございますので、そうした形になっていく

といいますか、そういうことをEH旨すというふうなことになろうかと思います。

0議長(馬場繁夫君) 佐藤洋二b。
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08番(佐藤洋二君) この種の問題につきましては、特に市長の手腕にもかかってく

ると思いますので、市長からもこの問題についてのコメントをお願いして、この質問を

閉じたいと思います。お願いします。

市長。0議長(馬場繁夫君)

O市長(馬場弘融君) 私は非常にそれほど、の政治力を持っているわけではありません。

ささやかなささやかな力しか持っておりません。ですから、 一生懸命コマネズミのよう

に動き回るだけだというふうに思っております。その結果が、 20年、 30年、あるいは50

年、 100年たってあらわれれば本望であるというふうに思っております。

0議長(馬場繁夫君) 佐藤洋二君。

08番(佐藤洋二君) それぞれの御答弁をいただきまして、ありがとうございました。

これをもって、この一般質問は終わりたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) これをもって14の1、 JR西豊田駅誘致の経過と今後の取り組

みを問うの質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長(馬場繁夫君) 休憩前に号|き続き会議を聞きます。

午後3時08分休憩

午後3時47分再開

一般質問14の2、東 ・西平山土地区画整理の仮換地案について問うの通告質問者、佐

藤洋二君の質問を許します。

08番(佐藤洋二君) それでは、引き続きまして一般質問をさせていただきます。簡

単な質問でありますので、よろしくお願いいたします。

6月26日から 7月9日までの換地設計案の戸別説明会が聞かれました。この仮換地案

は住民にとって大方の満足が得られたものと判断しているかど‘うか、これが第 1点目の

質問です。 2点目は、地権者から出されました要望書は地権者の意向に沿って速やかに

回答を出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。質問の 3番目は、同地区

の資金計画をお示ししていただきたいと思います。それから質問の 4番目は、清算金の

指数をお示しをいただきたいと思います。

以上4点、よろしくお願いします。
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0議長 (馬場繁夫君)

部長。

佐藤洋二君の質問についての答弁を求めます。まちづくり推進

Oまちづくり推進部長(堀之内和信君) 1点目の仮換地案に伴いまして、 大方の権利

者の方の満足を得られたのかという御質問でございます。西平山の土地区画整理事業に

つきましては、仮換地案の発表に先立ちまして、事業計画等の見直しを行ってございま

す。そのような中で、 6月26日から 7月9日までの約14日間で、仮換地案の戸別説明会

を開催いたしたところでございます。来た方につきましては、対象の地権者約1，300名

のうち約900名の方々が会場に来ていただきまして説明をさせていただいたところでご

ざいます。説明の内容につきましては、事業計画の変更の概要及び個々の土地に対する

換地の位置、形状、面積、減歩率等につきまして説明をし意見、要望等をお伺いしたと

ころでございます。また、都合によりまして、期間中に戸別説明会に来られなかった方

につきましては、西平山の区画整理だよりで周知を図るとともに、戸別説明会の終了後

におきまして 2週間の要望書の提出期間がございましたけども、この 2週間も来られな

かった方への説明会に当ててございます。また、市役所に来ていただきまして内容の説

明等をし、了解を得るように努めております。

これらの対応によりまして、市が従来から地権者の方々に説明をしてきております小

宅地に対する減歩緩和の措置や土地の評価等については、おおむね理解されたものと考

えているところでございます。

それから、 2点目の地権者からの出された要望は速やかに、かっ意向に沿った形で解

決してほしいという御質問でございます。今回、仮換地案の戸別説明会を開催いたしま

した結果、地権者の方々から約335通の要望書が提出されているところでございます。

これらの要望書を要旨別に分類させていただきますと、換地の位置、形状に関するもの

が255件でございます。それから減歩率に関するもの71件、それから清算金に関するも

のが90件、移転補償に関するものが61件、事業計画に関するものが114件、工事等に関

するものが61件、計722件の内容になってございます。これらのー要望書につきましては、

包課におきましてさらに精査をさせていただきまして、土地区画整理法や西平山土地

区画整理事業の規定、基準等に照らしまして対応を検討していきたいと いうふうに考え

てございます。今後は、検討いたしました結果等につきまして、土地区画整理審議会に

御報告をさせていただいたり、できる限り早い時期に要望占を提出された方々に回答容

をお送りしたいというように考えております。

また、要望書等によりまして、換地の変更が生じることとなった地権者の方々には、
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再度仮換地案の戸別説明会を行t'まして周知をしていきたいというふうに考えてござい

ます。

なお、要望書の取り扱いの状況等につきましては、今後とも西平山の区画整理だより

等を通じまして、地権者の皆様にお知らせをしていきたいというふうに考えてございま

す。

それから、 3点目の資金計画でございます。仮換地案の戸別説明会では、事業計画の

見直しを行いました設計案に基づいて概要を説明しております。今回の見直しの設計案

に基づく資金計画につきましては、 当初の事業計画の総事業費、 約389億円を415億円と

いうことで変更することとしております。今後は、仮換地案の要望書等を検討する中で、

事業計画の変更とあわせて資金計画につきまして、再度調整した上で地権者の皆様にお

知らせをしていきたいというふうに考えてございます。

それから、 4点目の清算金の指数をお示しくださいでございます。清算があることに

関しましては、従来から基本的な事項として西平山の区画整理だよりでも周知をしてい

るところでございますけども、今回の戸別説明会におきましでも、清算が発生する方に

ついては説明をしているところでございます。なお、清算の趣旨につきましては、仮換

地案の個々の換地に対してそれぞれ発生するものございます。地権者本人からの御要望

等があれば、お示しして説明をさせていただきたいというふうに考えております。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君)

08番(佐藤洋二君)

佐藤洋二君。

御丁寧な答弁ありがとうございました。総体を通じまして、何

点か再質問をさせていただきたいと思います。

御答弁の中で、説明会に出席できなかった地権者の会の方には、区画整理だよりある

いは来庁していただければ説明いたします、こういう答弁でしたね。そこで、今、西平

山にまちづくり事務所が月 2回聞かれているわけでありますけれども、そういった席で

は説明ができないのか、これがまず第 1点です。

それから、曳家される家屋数の当初の予定数と見直しによる今回の数ですね、これに

ついて御答弁を願いたいと思います。それから、曳家がかなり遠くまで曳かれるという

ふうな話も伺っておりますけれども、平均的にはどのぐらいの距離で曳家がされるのか、

この質問をさせていただきます。

それから、区画整理は最終的には照応の原則が守られているかどうか、これが大きな

ポイントだと思うんですけれども、今回の仮換地案ではそういった照応の原則が守られ

no 
q
d
 

nべ
U



ているのかどうか、このことについての質問をさせていただきます。

それから、要望書を出された方々に回答書をお送りいたしますと、こういう御回答で

ございます。私の方は、できるだけ早く速やかにしていただきたい、こういう質問なん

ですけども、目安について、当初2ないし 3年というふうな話もありましたけれども、

もう少し早くできないものか、こういうこと。それから、要望に沿った形でぜひ解決を

していただきたい、こう思います。

それから、資金計画で、当初の389億円から約26億円ふえた415億円が、今回お示し

をしていただきました。この内訳をお示ししていただきたい、こう思います。

最後に清算金の関係なんですが、御答弁では地権者の本人から要望があれば、本人に

お示ししますと、こういったことと、あと戸別の説明会でも説明していきますと、こう

いうお話です。実際に地権者の方に聞いたところ、私は説明を受けていなかった、こう

いうふうな話もあるんですね。したがって、清算金の話がないということは、その地権

者には清算金がないというふうに判断していいのか。あるいは担当の方が失言をして、

地権者の方に説明しなかったのか、その辺の事実関係についての質問、以上何件かし、た

しましたのでよろしくお願いします。

0議長(馬場繁夫君) まちづくり推進部長。

0まちづくり推進部長(堀之内和信君) 1点目の西平山のまちづくり事務所を月 2回

開設しているわけでございますけども、その中で仮換地案についての説明ができるかど

うかということでございますけども、事務所の開設日につきましては、常に地権者の方

から換地のことにつきましでも事業のことにつきましでも、御質問があれば御回答を差

し上げるということにさせていただいているところでございます。 したがいまして、 も

し換地案等について再度お聞きしたいという方がいらっしゃれば、事務所においでいた

だければ、担当の者がちゃんと説明をさせていただきたいというふうに考えています。

それから、 2点目の建物移転の関係でございますけども、当初建物移転につきまして

は1，189棟ということで認可をいただいております。これを変更後は766棟ということで

見直しを行っているところでございます。 1，189棟の内訳につきましては、曳家が718i棟、

それから再築が471棟でございます。それから、見直しの方では曳家が499棟、再築につ

きましては277棟ということでございます。それから、曳家の平均的な距離ということ

でございますけども、この今御説明しました曳家と再築の内訳につきましでも、最終的

には個々の建物の調査に入ることによりまして確定するものでございます。そういう前

提でございますけども、曳家につきましては、建物の構造を確認することによって曳家
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になるのか再築になるのかという部分が、最終的に判断されるということになりますの

で、おおむね平均の距離といいますのは、大体60メートルか70メートル前後で、はないか

というふうに思いますけども、ただ、それも建物の構造等によりまして、もしくは事業

の進め方によりましでも変わってくるということで、御理解いただきたいというふうに

思います。

それから、 3点目の照応の原則が守られているかということでございます。換地設計

につきましては、仮換地供覧を一応させていただいたものにつきましては、この照応の

原則は必ず守るということが前提でございます。そういう中で仮換地の供覧をさせてい

ただいたというふうに考えてございます。ただ、換地設計の中で、多少私どもの方で見

落としがあったりそういうものがあるものにつきましては、要望書等もいただいている

中で今後、十分検討させていただきたいというふうに考えております。基本的には、照

応の原則を守るということで、換地設計を行っているということでございます。

それから、 4点目は要望書の回答の時期ということでございます。先ほど、できるだ

け早い時期ということで回答をさせていただきましたけども、これにつきましては、来

年の夏までには回答するということで考えてございます。それから、要望に沿った形で

ということにつきましては、先ほどお話しさせていただきましたように、区画整理事業

の中での換地基準、それから土地評価基準、そういうものに沿って換地設計を行ってお

ります。そういうものの中で要望を整理していきたいというふうに考えております。

それから、 5点目の資金計画でございますけども、 415億円の内訳ということでござ

います。この資金計画につきましては、最終的には換地設計がまとまった段階というこ

とになりますので、 2年後ぐらいになると思いますけども、数字的には多少変わってく

るということを前提に内訳を説明させていただきます。国の補助金、それから都の補助

金、合わせまして約96億円でございます。それから、日野市の負担金が57億円。それか

ら、保留地処分金が約71億円。それから、国の公管金が191億円ということで予定して

ございます。これにつきましては、 2年後ぐらいに事業認可の変更をするということに

なりますので、その段階で、多少変更になるんではなし、かというふうに思います。

それから、清算金の指数の件ですけども、 清算が発生する方につきま しては、必ず減

歩率と換地の位置等と合わせて清算が発生しますよということは、お話をさせていただ

いております。ただ、清算金につきましては、事業が終了する段階で清算金の額が決ま っ

てまいりますので、清算金が幾らというお話はできないわけですけども、例えば小宅地

の方で減歩緩和を受けられている方につきましては、当然、事業完了時に清算が発生し
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ますのでということで、だから、清算が発生するということについては御理解いただい

ていると思うんですけども、細かい数字まで具体的にお示ししたかどうかということは

確認できませんけども、そういうことで、清算が発生する方についてはお話をさせてい

ただいているということでございます。

0議長(馬場繁夫君) 佐藤洋二君。

08番(佐藤洋二君) ありがとうございました。

再質問の答弁を一通りいただきました。それなりに理解をするところでございますけ

ども、最初の大方の理解が得られているのか、こういう質問に対しまして、部長の答弁

はおおむねの理解は得られている、こういうふうな御答弁でございます。

あと 9分ほどありますので、ちょっと時聞を貸していただきたいと思いますけども、

実は地権者の会の方々がアンケートをおとりになったんですね。それで、仮換地案の満

足度につきましては、 167のアンケー卜を回収する中で満足だと答えた方が26地権者、

それから、不満足だ、失望したというふうなアンケー 卜に答えた地権者が141、これは

満足と答えた方は全体の 1害IJ5分6厘、それから、不満足だ、そして失望したと答えた

方の合計は 8害iJ4分4厘。仮換地案は、 167人の方の御意思ですけども、余り理解を得

られていなかった、こういう数字があらわれています。

それから、換地後の状況ですよね、いわゆる先ほど照応の原則ということでお話しさ

せていただきましたけども、これもよくなった、悪くなったということで判断しますと、

地形が換地後の状況として悪くなったと答えた方が78の地権者なんですね。これは全体

の6害IJ2分7厘です。それから、よくなったとお答えになった地権者の方は3割 2分 7

厘。方角、これも悪くなったと答えた方が54地権者、全体の 7害IJ1分。それから、 22

人がよくなったと答えているんですが、 2害IJ8分9厘。それから、日照の関係について

は悪くなったという方が非常に多くて60地権者いるんですね。 8害IJです。また、よくなっ

たと答えた方が15で、わずか2害IJ。それから、環境につきましでも 7割6分8厘、悪く

なったと答えた方は63人もいるんですね。それから、よくなっと答えた方が19人、これ

らの数字を見る限りでは、おおむねの了解、理解、納得が得られたという根拠にはつな

がっていかないような気がするんですけども、これは1.300の地権者の中の約 l割ちょっ

との方々の御意見ですから、必ずしも民意が反映されているとは思っておりませんけれ

ども、そういう数字が出ていることについては御承知おきを願いたいと思っております。

さらに減歩率についての意見は、やっぱり多過ぎると答えた方が70人いるんですね、

7害IJ1分4厘。妥当だと答えた方が28人で 2害IJ8分5厘。ほとんどないという方が45人
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なんですけども、このような数字も踏まえて、これからの換地発表までの聞に、できる

限り問題点を整理しまして、やっぱり区画整理をしてよかった、そういう区画整理に東・

西平山土地区画整理をし上げていただきたい、このことをお願いいたしまして、この質

問については終わりたいと思います。

どうもありがとうございました。

0議長(馬場繁夫君) これをもって10の2、東・西平山土地区画整理の仮換地案につ

いて問うの質問を終わります。

一般質問15のl、地域振興券(商品券構想)交付事業についての通告質問者、宮沢清

子君の質問を許します。

(18番議員登壇〕

018番(宮沢清子君) 私たち公明党が、国民のために商品券構想を提唱いたしました。

国の地域振興券交付事業ですが、各関係機関の協力と理解をいただきながら、現在実施

に向けて国と地方で具体的な準備を進めていただいておるところであります。当初、地

域振興券に対する賛否両論の声がマスコミ等を通して・流されたこともありまして、誤解

や批判がありましたが、理解が進むにつれて地域経済の活性化、景気浮揚効果に期待が

膨らんでまいりました。この地域振興券交付事業は3.200余りの区市町村が実施主体と

なって、定住外国人も含めまして約3.500万人以上の人が対象となります。全国的な事

業であり、今回の緊急経済対策の重要な柱の一つに位置づけられておるところでありま

す。初めてのことであり準備期間も限られたものとなっているために、日野市にとって

も大変な事業になると思われますが、この事業が個人消費のカンフル剤として効果を発

揮し、日野市内の商庖などに明るい兆しがあらわれるように、円滑な実施が図られるこ

とを期待をいたしまして、質問に入らせていただきます。

地域振興券交付事業の実施概要については、御存じのとおり、1.支給対象者のいる

世帯に対象者 1人につき 2万円を交付、 2.基準日は平成11年 1月1日付、 3.使用期

限は 6カ月とする、 4.換金は不可、 5. 使用期間は原則居住市町村の区域内、 6. 利

用できる商庖は市町村が決定する、 7.市町村が発行し、費用は国が全額負担する、 8.

実施は 1月以降となっておりますが、日野市の現況についてお伺いをしてまいりたいと

思います。

質問の第 1点目といたしまして、 15歳以下の子どものいる世帯主、外国人の方も含め

まして、対象人数はどのくらいになりますでしょうか。 2、老齢福祉年金、障害基礎年

金、遺族基礎年金、母子年金、準母子年金、または遺児年金、児童扶養手当、障害児福
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祉手当、または特別障害手当等、社会福祉施設措置入所者、原爆被爆者諸手当の受給者、

生活保護被保護者など、さらには市町村民税非課税の65歳以上の在宅寝たきり老人と、

また市町村民税均等割非課税のうち65歳以上の方で、平成10年度補正予算の臨時福祉特

別給付金受給者等が対象です。日野市の種類別交付対象者数と交付される発行額の規模

をお伺いいたします。

第2点目の質問としまして、地域振興券事業の実施時期と、経済効果についてお伺い

をいたします。

第3点目といたしまして、地域振興券の印刷方法及び、偽造防止策についての見解を伺

います。

第4点目といたしまして、民間事業者の指定方法は、市が実情に応じて独自に決定で

きます。日常的な小売業、飲食庖のほか、クリーニング、理・美容業、旅館、病院等医

療業等の各種サービス業、運輸、通信業、通信販売業等、幅広く対象とし得ることになっ

ていますが、指定方法をお伺いいたします。

第 5点目といたしまして、振興券の通用区域と住民対象者への PRの方法について伺

います。

第6点目といたしまして、換金方法と会計処理の方法をお尋ねいたします。

第7点目として、申請方法についてお伺いいたします。 15歳以下のお子さんのいる世

帯主は、地域振興券が郵送されることになっておりますが、高齢者等、先ほど申し上げ

ました対象者については、自己申告することになっておりますが、高齢者等の対象者に

ついても何らかの形で日野市から通知が郵送されるように配慮していただきたくお考え

をお伺いいたします。

最後に、地域振興券とは別に、商工会等が発行する商品券について、発行当初の準備

費や特に商品券の印刷費、宣伝費等の費用等いろいろと見込まれると思いますが、日野

市として、商工会の商品券発行に対しての支援協力体制をお考えになっていらっしゃる

かどうか、御所見をお伺いいたします。

まず、以上の点についての御答弁ほどよろしくお願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) 宮沢清子君の質問についての答弁を求めます。市民生活部長。

O市民生活部長(宮本寿君) 地域娠興券交付事業につきまして、お答えさせていた

だきます。

平成10年11月、経済閣僚会議にて閣議決定された地域振興券交付事業については、個

人消費の喚起と地域経済の活性化を図ることを目的にしており、地元の商工業者におい
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て地域振興券が使用されることは、地域経済に大きな影響をもたらすものと期待してお

ります。

具体的な数字につきまして、お答え申し上げます。交付対象の数字でございますけれ

ども、 15歳以下の児童につきましては、外国人登録者を含めまして 2万3，222人でござ

います。それから、福祉関係の方の合計が8.158人でございます。合計しまして 3万

1，380人を数えておりますが、これは先ほど言われました基準日、来年の 1月 1日の数

字とは若干異なりますので、私どもでは3万3.000人ぐらいが該当になるんではないか

という数字を予測しております。したがいまして、 6億6，000万円ほどの数字が見込ま

れるというふうに考えております。

それから、偽造防止対策についてでございますけれども、地域振興券の印刷に当たり

ましては偽造防止策が重要な要素となります。現在、市ではこの印刷につきましては、

このような見地から大蔵省印刷局に印刷の依頼をするか経済効果の一環も図られること

から、市内にそういうことに対応できる業者がいるかどうか、これから検討してまいり

たいというふうに考えております。

周知の方法でございますけれども、地域振興券交付事業施行に当たりましては、交付

対象者に対し漏れのないよう個々にお知らせ等を通知したいと考えております。また、

特定事業者、いわゆる取り扱い業者でございますけれども、募集することになっており

ます。この募集につきましては、市内業者を広く募るために公示はもとより広報でお知

らせするとともに、ポスター等の掲示も考えてまいりたいというふうに思っております。

交付申請の手続等でございますけれども、 15歳以下の児童の世帯主には配達記録郵便

で地域振興券引きかえ申請券を郵送したいと思います。また、その他の方々は申請主義

が前提となっていますが、個々にお知らせを郵送する予定をいたしております。

それから、取り扱いの市内業者の関係でございます。募集要綱を作成いたしまして公

示をし広報等により募集をいたしたいというふうに考えております。

あわせまして、この事業と現在商工会の方で進めております商品券構想とのかかわり

が生まれてくるわけでございますけれども、商工会の方では、現在、かわせみ商品券と

いう名称をもって、平成11年3月から独自の構想のもとに発行をすべく作業を進めてお

られます。これらについては、できるだけ整合できるように協議をしてまいりたいとい

うふうに思っております。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 宮沢清子君。
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018番(宮沢清子君) ありがとうございました。

ちょっと答弁漏れがありますので、御確認をしたいと思いますが、発行体制と実施体

制の方法をどのようにお考えになっていらっしゃるか。それから、市における会計処理

の仕方もあわせてお答えお願いしたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 市民生活部長。

0市民生活部長(宮本寿君) 発行体制、実施体制につきましては、市民生活部の産

業振興課を中心といたしまして福祉の関係、それから教育の関係、税の関係、多くの関

係する課が出てまいりますので、これらと密接な連携を持ちながら交付事務を進めてま

いりたいというふうに考えております。

それから、会計処理の関係でございますけれども、原則的な自治省の指導によります

と、基金または特別会計を設けることが理想というふうに指導を受けておるわけでござ

いますけれども、自治省でも一般会計の処理も可能というふうに指導をしてきておりま

す。年度途中での特別会計の設置については、財務会計システム改修等に経費や時間が

かかりますので、 一般会計で歳入歳出処理をいたしたいというふうに考えております。

以上でございます。

宮沢清子君。0議長(馬場繁夫君)

018番(宮沢清子君) ありがとうございました。今の御説明でよくわかったわけでご

ざいますが、何点かぜひ御配慮の中に入れていただきたいということで、お話をさせて

いただきたいと思います。

今、いろいろと質問をさせていただきました中で、永住外国人と特別永住者の15歳以

下の人数というのは別途でわかりますかしら。

0議長(馬場繁夫君) 市民生活部長。

0市民生活部長(宮本寿君) 永住者、特別永住者の数につきましては、先ほど申し

上げた数字の中に50名が含まれております。

O議長 (馬場繁夫君) 宮沢清子君。

018番 (宮沢清子君) どうもありがとうございました。

今、産業振興課を主管課といた しましてプロ ジェク トチームをつくっていただきまし

て、 15課が綿密な連携を保ちながら、交付事務に実施に向けて御努力をしていただいて

いるところであると思います。

一つ、この振興券の作成というか印刷方法なんですけれども、確かに大蔵省等でもお

願いをすればできることになっておりますが、あくまでも地域振興ということが目的で
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ございますので、できましたら市内の印刷業者等を設定していただいて、お願いをして

いただいた方がいいと思います。

先ほど、印刷の仕方等が、大変市内の業者の中にいるかどうかということでありまし

たけれども、その中で一番心配されるのは偽造されるということが一番懸念されること

ではないかと思いますが、それも自治省の通達の中でしっかりと主管課の方には通達が

来ていると思いますので、ここでは細かいことを申し上げませんが、私たちがいただい

た資料の中にも、印刷の仕方の中でサンプルをいただいているんですが、偽造防止もき

ちっとできる印刷の仕方の事例もありますので、もしよろしければ、またこういったも

のも御一緒に資料としてお渡ししてもいいかなと思っておりますし、関東財務局で御指

導受けたときも、商工会の皆さんがお話を承ったようでございますけれども、今まで商

品券を発行した中で、偽造されたようなところはそういった出回ったことはないという

ことのお話も、日野市の中の商工会の方でも確認をされているようでございますので¥

できましたら市内の印刷業者を中心にして、御検討していただければと思います。万や

むを得ない場合には、そこからきちっと御指導いただきながらやっていくという方法を

とっていただきたいと思いますので、これは要望をしておきたいと思います。

それから、申請及び交付手続の仕方は、今お話ししてくださったように15歳の以下の

児童の世帯主のところには、郵送で配達記録郵便で申請券が送られていきますけれども、

65歳以上の方たちに対しましては、申請主義となっているというお話ですが、今の御答

弁ですと個々にお知らせする、郵送していただけるということで、この作業が一番大変

ではないかと思います。漏れなく、落ち度なく、そしてお 1人お 1人の手元に届くよう

にということの、これが一番大変な作業かなと思います。配布の仕方と今度申請されて

交付を受ける場所等は今後検討されると思いますが、どんなお考えを持って進められる

か。これからちょっとプロジェクトチームの中で煮詰めていくと思いますが、わかって

いる範囲の中で、もし御説明いただけれは.お願いをしたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 市民生活部長。

0市民生活部長(宮本寿君) 今度の地域振興券につきましては、自治省の方からも

地域振興券ニュースレターという形で 1号が11月25日に発行され、 2号が11月27日に発

行され、それぞれかなりの情報をいただいております。これらをもとに12月4日に東京

都の説明会が聞かれました。さらに、私どもの方では12月11日、議会中ではございます

けれども、課長職を中心といたしまして庁内連絡会を設けたいと思っております。非常

に先ほど申し上げましたように、多くの課が関係してくること、それから商品券も 1枚
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1，000円額面でございますから 6億6，000万円ということになりますと、非常に数量的に

も多くなりまして、事務スペースとしても相当のものを必要とするんではないか。また、

防犯上等を考えますと、それらの対応も考えなければならないということで、いろんな

多くの問題が予想されますので、これから12月11日の協議を経た上で、それらの問題点

を整理し対応してまいりたいというふうに考えております。

0議長(馬場繁夫君) 宮沢清子君。

018番(宮沢清子君) ありがとうございました。

では、幾っか識者の声を御参考までに御紹介しておきたいと思います。今、御承知の

とおり戦後最悪と称される深刻な不況の中で、景気をどう回復していくかということ、

これを軌道に乗せていくということが、エコノミストの中で指摘をされているところで

ございます。 GDP一一国内総生産の個人消費の低迷で今、戦後最悪の不況だと言われ

ております。こういった中で商品券に対します多くの識者が声を寄せていただいている

んですが、 二つ ぐらい時間の関係で御紹介させていただきます。

日本証券経済研究所主任研究員の紺谷典子さんという方は、「今の日本は景気回復に

効くと思うことは何でもやるべきだ。何かをやっているという主張と施策を実行するス

ピードが大事だ。その意味で、今回の商品券導入は評価できる。大恐慌の入り口に差し

かかっている今、細かい対策でも一つ一つ積み上げていくしかない」というふうにおっ

しゃられております。

また、先日、来日されましたクリントン大統領もTBSの番組の中で、約130人くら

いの方と対話をされましたけれども、この中から、洞田優香さんという大学4年生の方

がクリントン大統領に、「日本は景気対策において商品券を15歳以下の子どもと、あと

は65歳以上の高齢者に配ることを決めましたが、このようなことも含めて、日本の景気

対策についてどうお考えになるかお教えくださしリというふうに質問されているところ

をテレビで見たわけでございますが、そのときのお答えといたしまして、途中のことは

割愛するといたしまして、おっしゃっていることは、「何しろ消費を刺激するために打

てる策があれば、それは何でもいいと思うんです。日本の方々、大いに貯蓄していらっ

しゃることを知っています。それもいいことだと思います。高齢化の心配をしていらっ

しゃるから、定年後の貯蓄をしたいと思ってい らっしゃる。 しかし、その退職後の貯蓄

と、今、経済を成長させることとのバランスをとることが必要だと思います。人口が高

齢化する中で、 高齢化した人口を支えるものは顕著な経済だと思います。ですから、消

費者の信頼感を強め、そして消費を強める策があれば、それは何でもいいと思います」
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ということで¥この日本の商品券に対して期待の言葉を寄せてくださっております。

こういった中で一つ一つこの商品券一一ー地域振興券が無事に推進されまして、ちょう

ど時期的にも入園入学の時期ですし、御年配の方たちというのは、お孫さんにお祝いを

買ってあげるとか、また、御家庭の方たちはそういった一つの中に入れることもできる

んではなし、かと。また、家族で楽しむとかですね、先ほどもうちは 3名いただけるとい

うお声も聞きました。本当に l人 l人の方が期待をしてい らっしゃるんではないかなと

いうふうに感じているところでございます。

さらには、今、商工会の商品券のことを伺ったんですが、かわせみ商品券ということ

で伺いました。きょうの読売新聞ですけれども、地域商品券、商工会等を中心にし、ま

た各自治体が発行されたり、または経費の補助をしたりして、かなりいい成果をおさめ

ているということで数値的に出ておりましたので、ぜひ御参考にしていただきたいと思

います。

政府の緊急経済対策の一環として、来年2月以降交付される地域振興券を先取りする

形で地域限定の商品券を独自に出している自治体は142区市町村にのぼることが、 8日

自治省の初めての全国実態調査でわかりました。自治体みずから発行するのは京都府の

園部町を初め20区市町村、商品券を発行する地元商工会などに経費補助をしているのは

千葉県の野田市など103区市町村、自治体が商工会などから商品券を買い上げて住民に

交付しているケースが10市町村、都道府県別では東京都でも12区市が最多で、 一番東京

都が支援体制を、補助金の体制をしかれているようでございますので、ぜひ日野市も商

工会の支援をしていただきまして、このかわせみ商品券がスムーズ、に流通機関の中、ま

た消費者の中、市民の中に手が行き届きまして、大いに日野市の商庖の喚起ができるよ

うにお力添えいただきたいと思います。この辺のことの見解につきましでも、後ほど市

長さんに伺いたいと思います。

私、 11月23日の朝日新聞で rr商品券』使い闘病の子に夢」ということで、東京都の

大川原朋子さん、中学生、 14歳の「声」の欄を読みまして本当に感動して、また、こ

んな素直なすばらしいお気持ちをお持ちの方がいらっしゃるということは、本当に日本

というか一地域地域が希望が持てるんだなということで、御紹介させていただきます。

はじめまして、私は世田谷区の学校に通う中学2年生です。事情はよく分かりません

が、来年の春、子供たちに国が 2万円をくれるそうです。皆さんは、そのお金をどうし

ますか。私は長期入院の子供にビデオやゲームソフトなどをプレゼントするつもりです。

私の弟の慧はムコ多糖症という難病で、お医者さんに「骨髄移植を受けるしかない」
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といわれました。(中略)けれど弟の命がかかっているので、家族みんなで募金活動を

始めました。(中略〉

ところが幸いなことに、圏内で慧に合う臓帯血が見っかり、移植を受けることが出来

ました。

使わなかった募金をもとに、みんなで話し合って、 Kid'sFriendly Fundという基

金をっくりました。(中略)

今、国内の病院では、学校にも行けず、友達とも会えず、寂しい思いをしている子供

たちがたくさんいます。私は、そんな子供たちも、みんな楽しく遊べたらと思います。

だから、病気と闘っている子供たちを応援する K・F• Fをっくりました。みなさんも、

2万円のほんの一部でいいから病院の中にいる子供へプレゼントを購入して、彼らの友

達になりませんか。

とし、う投稿をされておりました。お1人お 1人が、この地域振興券に対して期待と希望

と、そして使い方に対して本当に価値判断というか、価値創造されているということを

知りまして、ますます私たちの立場で行政も一緒になって推進できるようしていきたい

と思います。

これからは100の評論よりも一つの実行ができるかと、うか、 (1そうだ」と呼ぶ者あり)

それから、情報化の時代と言われていますけれども、これからは創造社会の時代、創造

した社会をいかに先取りしていけるかどうか、その時代の予測ができるかと、うか、どれ

だけ市民というか、人々に新鮮な喜びを提供して、社会を揺り動かしていけるかどうか、

本当に今こういったことが求められている状況だそうでございます。

この地域振興券をいただいた、 交付された方々は必ずどこかの商庖に行って使われる

と思います。また、商庖もそれぞれ利用されるというか、利用していただけるところ、

各関係機関も魅力のあるそういう何というんですかね、活性化のあるそういった消費需

要拡大のためになるようないろんな発想を持たれてやっていくと思いますので、ぜひ準

備をされる担当者の方々等は、何かと大変でしょう し、また多くの時間等も要すると思

いますが、国が全額負担で10分の10、事務費も賄ってくれるようでございますし、 一切

が政府の協力によりましてスムーズに、これがまた運営できるように、そして、各自治

体も協力をしていきたいと思っております。また、私たちも協力を惜しまないで努力し

たいと思っていますので、理事者の皆さんにもぜひ認識をしていただき、また無事故で

推進できるように、 15諜のそのプロジェクトを組まれるチームの方々に惜しみない力添

えをお願いしたいと思います。
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そのことをお願いいたしまして、最後に市長の見解を伺いたいと思います。

O議長(馬場繁夫君) 市長。

0市長(馬場弘融君) 地域振興券、いわゆる商品券の構想について、かなり具体化し

てきたわけでありまして、その件についての質問であります。今、議員も御指摘のとお

り、何分にも急なお国の方からの御指示でございまして、実は早速、私、市長会の役員

に二、三電話をいたしましたところ、どうもそれぞれの市長さんのところ、まだお話が

届いていないようでございまして、余り御心配でなくてそれぞれでやったらというよう

なことで、非常に簡単にあしらわれてしまったわけでありまして、実は、事務段階では

かなりこれ大変な作業でございます。住民の方にまず交付をしなきゃいけない。どうい

う人が該当になるかということで、福祉部門も含めて一生懸命調べなきゃいけないとい

うことがあります。さらには申請をする、あるいは本人と確認をするというようなこと

がありますね。その辺のこともありまして、それぞれの自治体と各住民とのいろいろ折

衝をまずしなきゃいけない。さらには印刷をするとして、その業者をどうするかあるい

は国にお願いをするか。さらにその券を使っていいですよという業者を、また登録を受

け付けをしてどういう業者を選ぶかというようなことを、これやっていく。それからさ

らにお金を使った後、銀行にまたお金を最終的にプールをしていただくといいますか、

その辺の言十算をしていただかなければいけない。さらに1，000円券だけでございますの

で... 6億6，000万円を1，000円でやったらどのぐらいの量になるか想像がつくと思うんで

す。小さいお部屋が一つ要りますね。単に構わず置いといたんじゃしょうがないんで、

ジュラルミンのケースを買い上げてやろうかとか、いろんなことを今、実は内部で考え

ておりまして、きちっと二重の鍵がかかる部屋がどこにあるかとか、実はいろいろ正直

申し上げまして、今どたばたどたばたしながら内部で‘はフ。ロジェクトチームを組みなが

らやっている最中であります。

ですが、国はできるだけ早くやるようにというような御指示でございますので、今年

度の予算ですから、 3月の末には形ができて、遅くも新年度早々にはお配り申し上げる。

お配り申し上げると半年以内で使ってしまわなければと、こういうことでございまして、

なかなか苦慮はしております。ですが、今議員御指摘のとおり、今のこの不景気という

のは何をやっても、ともかく何かやって皆様方の消費意欲を起こさないことにはどうし

ようもないという認識では私も共通しておりますので、何とかうまく庁内が混乱を来さ

ないでやれるように、 一生懸命今、職員を督励し指示をしているところであります。本

来の業務以外にこういうものが加わるということで、ぜひ職員それぞれの苦渋も御理解
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をいただきたいというふうに思います。

それから関連をいたしまして、日野市の商工会がかわせみ商品券ですか、そういうふ

うなお考えを今持っているようでございまして、それを何とか協力をしてし1かなければ

いけない。場合によっては、今回の国の施策を商工会の方である程度協力をし合ってで

きないかどうか、今その話し合いを進めつつあるところでございまして、その辺が先行

的にできれば、さ らに事務段階は楽ではないか、業者を選定する際にもいろんな面で協

力をいただけるのかなというようなことを考えているところであります。

いずれにいたしましでも、かなり大変な作業になりますけれども、これがうまくいき

まして、何とか市内の商工業、経済全体の活性化に向けて結び、つくような対応を一生懸

命、これから私も先頭に立ってやっていきたいというふうに考えております。

0議長(馬場繁夫君)

018番(宮沢清子君)

以上で終わります。

宮沢清子君。

よろしくお願いいたします。

O議長(馬場繁夫君) これをもって15のl、地域振興券(商品券構想)交付事業につ

いての質問を終わります。

一般質問15の2、日野市の財政難時における再生への提言の通告質問者、宮沢清子君

の質問を許します。

018番(宮沢清子君) 件名に従いまして質問をさせていただきます。

まず日野市の区画整理事業について、先般も伺っておりますが、再度質問をしていき

たいと思います。市の施行6カ所、組合施行9カ所と合計15カ所で実施をしております

ことは周知のとおりでございます。市施行の 6区画整理事業、それぞれの事業ベースに

おける進捗率については理解をいたしておりますが、完成年度はいつごろになるのでしょ

うか。区画整理における財政計画書についてもお伺いいたします。 6施行それぞれお答

えをお願いいたします。

第 2点目といたしまして、者f)市計画道路3・3・4号線及び3・3・2号線の開通見

込みはいつごろになるでしょうか。

第3点目、土地開発公社用地面積は平成9年度決算で11万977平米で、そのうち区画

整理事業は 5万8，866平米です。 53%を占めておるところです。また、用地費は246億

7，260万有余です。59%であります。そのうち145億8，224万4，000円何がしかが区画整理

用地となっておるところです。借入金の利子は平成9年度で見ますと 4億5，452万円何

がしかです。 1日当たり124万5.000円で、低金利時代といいましても相当の利子を支払っ
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ております。時代の推移の中で、時として事業の見直しを行い、先行取得用地の中でも

事業計画が頓挫して塩漬け状態になった土地を整理し、リスクを最小限に抑えるよう努

力していただきたいと考えておりますが、そのことについて伺いたいと思います。区画

整理用地とそれ以外の用地について検討されているかどうか、お考えをお伺いいたしま

す。

第 4点目といたしまして、市の財政状況についてお伺いいたします。日野市の財政に

ついて、私たち公明党は前市長の時代から、法人市民税の割合が高いので日野市におい

ては景気の影響に左右されやすいので、財政計画の策定により計画的な財政運営と基金

の取り崩しは慎重にということを、再三にわたり指摘をさせていただいてきたところで

ございます。しかし、真撃に受けとめられようとしませんでした。

今日、この低迷した社会情勢と市財政を見てみましでも、他の要素とも重なり指摘し

予測していたような大変厳しい財政状況になってまいりました。聞くところによります

と、平成10年度の歳入不足が4億5.000万円とも言われ、大事な基金も残りが極めて少

なく、その対応に苦慮されていらっしゃることと思います。また、平成11年度の予算は

もっと大変ではないかと推測するところです。日野市の財政状況はどうであるのか。ま

た、区画整理事業や下水道事業などの特別会計に一般会~-rからの繰出金が、平成10年度

当初予算で59億円計上されておりましたが、その根拠と一般会計に与える影響はどうな

んでしょうか。市財政が厳しくなる状況下では、平成11年度以降は完成年度に向けて確

保できるのでしょうか。今後の市の財政計画についてお伺いをいたします。

第5点目といたしまして、出生率の低下は20年前から起きており、出生率の減少は教

育環境を初め労働力不足や技術進歩、産業の流通性等多大な影響をもたらし、消費市場

の縮小や消費意欲の減退等の影響が生じて、行財政のあり方が根幹から変わらざるを得

ない大変な事態になりかねないのではと危慎するところです。少子高齢社会は市政にど

のような影響を及ぼすのでしょうか、御所見をお伺いいたします。

第6点目の質問といたしまして、時のアセスメント制度、公共事業再評価システムの

導入です。国は公共事業の効率化、透明化を徹底するために公共事業を原則 5年で見直

し、事業自体の意味が失われているものは中止する、時のアセスメン卜を10年度から導

入しておるところですが、日野市としても要綱の設置を提案させていただきたいと思い

ますが、お考えをお伺いいたします。

以上、御答弁をよろしくお願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) お諮りいたします。議事の都合により、あらかじめ会議時間の
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延長をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長することに

決しました。

宮沢清子君の質問についての答弁を求めます。まちづくり推進部長。

0まちづくり推進部長(堀之内和信君) 区画整理事業について再び問うという御質問

の中でございます。

区画整理事業につきましては、現在、 3次計画で事業を進めているところでございま

すけども、現在、財政状況が非常に厳しい中で 4次の事業計画の見直しを行っていると

ころでございます。そういう中で、現在、市で施行しております 6地区、組合施行9地

区、計15地区の土地区画整理事業を実施しているところでございます。これらの平成10

年度末の進捗率でございますけども、市施行につきましては約32%、これは事業認可ベー

スでございます。それから、組合施行につきましては37%ということになってございま

す。これらの事業を進めるに当たりましては、先ほど申し上げましたように事業計画の

見直し等を行いながら、各地区のテーマに沿った効果的な事業の施行を努めていきたい

というふうに考えております。今後も地権者の方々の御理解をいただきながら、まちづ

くりを推進していきたいというふうに考えているところでございます。

それから、事業の完了年度の見通し、財政計画等ということでございます。市施行 6

地区のうち万願寺地区、それから高幡地区につきましては、既に事業も終局の段階になっ

ております。おおむね平成14年度までには完了するというふうに予定しております。そ

のほかの豊田南、万願寺第二、東町、西平山地区につきましては、おおむね最終地区で

ございますけども、現在、平成30年程度までには完了をするということで計画を今、策

定をしているところでございます。また、組合施行につきましては、おおむね平成14年

度に約5地区が終了するということになってございます。残りの 4地区につきましては、

おおむね平成18年度までには完了できるだろうというふうに考えてございます。

これらの事業を実施するための財政計画でございますけれども、事業の資金の計画に

つきましては、かねてからお話しさせていただいておりますように国庫補助金、それか

ら都の補助金等の受け入れを積極的に行っていきたいとい うことと、それから、 事業の

自主財源であります保留地をできるだけ阜く計画的に処分できるというようなことで事

業を進めていきたいというふうに考えてございます。こう いう中で財源の確保に努めて

いきたいというふうに考えております。ま た、東京都の新都市建設公社の立替金制度に
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つきましでも、積極的な利用を図っていきたいというふうに考えてございます。これら

を踏まえまして、非常に厳しい中でございますけども、おおむね 4次の見直し等の中で

は、これらの事業費のピーク時として平成21年を予定してございます。おおねね約86億

円を目安にしてございますけども、これらを踏まえまして2010年プランの策定の中に位

置づけまして、事業を執行していきたいというふうに考えてございます。

それから、 3・3・2号線のめと、についてということでございます。八王子南ノてイパ

スの事業化につきましては、現在、建設省に対しましてルート承認の手続を進めていた

だくよう、市長を初めといたしまして積極的に要請行動を行ってきているところでござ

います。これらの要請行動によりまして、現在、建設省の相武匡随工事事務所の方でルー

ト承認に向けた検討を行っていただいているところでもございます。市といたしましで

も、八王子南ノイイパスのルートにつきましては、東豊田、それから豊田南、西平山地区

の土地区画整理事業内に計画されております。これらのこのルート承認によりまして、

国の公共施設管理者負担金の早期導入が期待されているところでございます。こういう

中で、まちづくりがより促進するものと考えているところでございます。したがいまし

て、今後ともルート承認につきましては、建設省への要請を行ってまいりたいというふ

うに考えてございます。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 総務部長。

O総務部長(小遣春童君) 3点目の開発公社の所有地の関係で、お答えを申し上げま

す。

ただいま御指摘をいただきましたように、平成9年度の公社の所有地、決算では160

件、約11万平米ということでございます。そのうち区画整理事業用地として、ただいま

約53%と御指摘を受けました。実際には、その中にさ らに内訳がございますので、 53%

の内訳としましては、公共施設用地としまして約3万平米、それから減歩充当用地とし

まして 2万8，000平米ほどございます。それを一括して区画整理用地53%と公社の決算

では書いてございますけども、 実際の内訳はそのようになっております。 金額等につき

ましては、そのとおりでございます。

御指摘のように、公社の所有地、確かに大変多く の件数と大きな平米数を抱えており

ます。これらの問題につきましては、早急に対策を講じなければいけないということで

検討をいたしております。一つには、いわゆる未利用地一一今、活用していないという

意味の未利用地の確認調査、ここのところを平成10年度一一今年度でございますけども、
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再度確認調査を各主管課で行って、市長、助役を含めまして、その調査の結果に基づい

て再確認の調査をしているところでございます。その中身につきましては、いわゆる二

つございます。当初の計画どおり使用していくべき土地であるかど‘うかということと、

状況の変化で取得時の利用目的がなくなりまして、処分を含めた対策あるいは検討を要

する土地というような分け方をある程度いたしております。まだ完全に終わっているわ

けではございませんけど也、その結果によりましては、計画的に市に買い戻してもらう

と、なるべく早い時期に買い戻してもらう、あるいは目的がかなりなくなっているもの

につきましては、売却処分等も含めまして具体的な処理計画を早期に策定するというよ

うなことも、現在検討に入っております。

それから、さらに 2番目としては遊休地の有効利用ということで、現在も約99件、平

米数にいたしますと 3万4，000平米ほど活用しておりますけども、当初の目的どおりで

はございません。ただ、遊休地の利用ということで活用しているというようなことでご

ざいます。

それから、さらに 3番目の対策としましては、いわゆる金利の問題でございます。公

社は大分昔に取得した用地等もございます。その当時はかなり高い金利の融資で借りた

ものもございます。平成10年度におきましては、それらも極力借りかえというんでしょ

うか、国との交渉の中で借りかえを成功させた例もございます。そういったところで、

相当の差額が出てまいります。例えば国から借りている今年度処理した中には、借りか

えによりまして 3年間で約6.000万円強の差額が出るというようなこともございます。

そういったところで、借りかえの努力もいたしております。それから、さらにはことし

の9月には、短期プライムレートも若干下がったということも聞いております。それか

ら、 三菱銀行等との交渉でなるべく金利の安いという、 0.1%でもかなりの金額になり

ますので、そういった意味で交渉を進めているというようなことで、現在、大きくは三

つの対策をそれぞれ進めているところでございます。

今後の先行取得につきましては、いわゆる過去の問題とは別に、これから先の事業の

必要性あるいは緊急性を十分に見極めた上で、土地の取得が不可欠な事業を除きまして

は、極力新規の取得は抑制していきたいというようなことも、あわせて考えを持ってい

るところでございます。

保有する土地物件等がかなりの数でございます。ちなみに本年度約6件の処分一一処

分といいますか、市への買い取りも平成10年度で進めておりますけれども、極力今後と

も努力をしていきたいというふうに考えております。
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以上でございます。

O議長(馬場繁夫君) 企画部長。

0企画部長(槙島英紀君) 財政状況について、 3点ほどの御質問でございます。

まず、 11年度の状況はどうかということでございます。歳入の根幹をなす、まず市税

でございますけども、 10年度は2度にわたりまして特別減税が行われました。そして、

さらにはここで11年度分として 6兆円を超える恒久的減税ということでございまして、

まだ内容については多少定率減税の部分が不透明なところがございますので、試算をい

たしているわけですが、これにつきましでも10億円を超える影響額が出てこようと、こ

のように試算をしているところでございます。また、減税といわゆる不況による減収、

これがございまして、どうしても歳入の確保が非常に苦しいと。その他、税以外におき

ましでも前年度の歳入の確保につきましては、非常に困難な状況になっております。

一方、歳出でございますが、義務的経費の中で特に人件費、それと扶助費がやはり増

加をしておりまして、新しい施策あるいは新規事業の要求も各部局から大分出てきてお

るところでございます。歳出をし、かに圧縮というよりむしろ削減するかというところで、

今、 11年度の予算の作業に入っているところでございます。

また、基金のお話もございました。確かに年度問調整できる、財源不足を調整する財

調あるいは公共施設の建設基金、これについても底をついているといいますか、今年度

の決算状況も含めた中で、この基金に依存することについては、非常に困難な状況になっ

ているところでございます。

したがいまして、税制改正に伴う地方財源の措置、新たな措置も出てきております。

地方特別交付金あるいは減収補てん債、こういう資金を活用しながら市民サービスを低

下しないように、可能な限りその方策を講じてまいりたい、このように考えているとこ

ろでございます。

それから、特別会計への繰出金の内容でございます。確かに今年度においても52億円

でございます。それから、病院の関係が補助金、負担金がございますので、合わせて59

億円、各会計に繰り出しあるいは負担をしているところでございます。この根拠につき

ましては、病院については公営企業法あるいは地方財政法というところに根拠がござい

まして、また、特別会計への繰り出しにつきましては、地方自治法第209条 2項の規定

によりまして、この内容について包括的に述べられているわけでございますが、 一般会

計から繰り出ししていて、その影響という部分については、金額が金額でございます。

したがいまして、非常に影響がむしろ大きいわけでございます。しかしながら、各事業
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を計画的に、あるいは大事な事業を進めておるわけでございますので、 一般会計として

は影響があるわけですけども、その事業を推進しなければならない、また立場もあるわ

けでございます。

それから、 3点目の財政運営、財政計画のことでございます。財政運営、財政計画で

ございますけども、経済の情勢あるいは国や都の財政状況と施策の動向を見ながら、適

切に対応を図っていかなければなりません。今後の財政計画につきましては、長期的な

その展望が非常に難しいということと、この経済そのものがどういう状況で推移してい

くのか、非常に 1年の先も見えないという状況の中では、大変厳しいものと認識をして

おります。今後は、やはり行財政改革を進めて、そして行政のスリム化を図りながら中

長期的な視点に立った財政運営の指針をやはり策定しながら、 2010年プラン、その基本

計画、さらにはそのもとにあります実施計画、こういうものについてきちっとした計画

を立てながら進めてまいりたい、このように考えております。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 福祉保健部長。

0福祉保健部長(高野英男君) 少子高齢化への対応(対策)についての考えをという

ことでの御質問でございます。お答えをさせていただきたいたと思います。

厚生省の97年人口動態統計によりますと、 1人の女性が生涯に産む平均の子と、もの数

でございますが、昨年1.39人となりました。調査開始以来最低になっております。また、

20歳代の女性の出産数も前年に比べ減少し、少子化現象はさらに進んでいるところでご

ざいます。年少人口が減少することによりまして高齢者人口の割合が増加し、さまざま

な影響が出ています。例えば若年労働者の減少、人口構成の変化による社会の活力の低

下、また社会保障への国民負担の増加、子どもの仲間同士とのふれあいの減少などいろ

いろございます。また、厚生白書でも女性が結婚に夢を持てなくなっていると指摘さ才k

子育て支援の充実など総合的な対策を急ぐ必要性が強調されております。

日野市といたしましでも、保育園、学童クラブやファミリーサポート制度などの充実

を図りつつ、子育て支援のまちづくりの中で日野版エンゼルプランを推進し、市民の参

画もいただきながら新しい保育の仕組みを考え出したいと思っております。

また、高齢者の側から見ましでも、 21世紀前半には国民の 4人に l人が65歳以上の高

齢者という、世界で経験したことのない超高齢社会を迎えようとしております。中でも、

今後75歳以上の後期高齢者の割合が高くなることから、寝たきり高齢者や痴呆性高齢者

が急増し、現在100万人と言われております要介護高齢者は、 2010年には200万人に達
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すると推定されておりまして、介護の長期化が予想されております。

また、家庭環境の視点から見てみますと、核家族化の進行により子どもとの同居世帯

が減少し、高齢者のひとり暮らしゃ夫婦のみの世帯が増加するという家族構成の変化、

女性の社会進出、子どもの親に対する扶養意識の変化などによりまして、家庭における

介護機能が低下しています。それから、高齢者の年金、恩給も既に稼働所得を上回る割

合となっておりまして、着実に増加してきております。このような生活様式、意識の変

化等も踏まえて、 今後増大する高齢者の介護ニーズに適切に対応できるよう、他の諸施

策との密接な連絡のもとに、総合的な対策を確立することが重要と考えておりまして、

現在、保健福祉計画、また介護保険事業計画の作成に取り組んでいるところでございま

す。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 企画部長。

0企画部長(横島英紀君) 6点目の時のアセス制度についてということでございます。

事業再評価の導入についてでございます。

本格的な少子高齢化社会の到来が間近いということと、我が国の社会経済システムの

大きな転換の時代に至っているわけでございます。また、財政も先ほど申し上げました

ように、非常に厳しい状況でございますので、施策の見直しに取り組む必要性が高いと

認識をいたしているところでございます。特に公共事業の見直しにつきましては、北海

道の時のアセスメン卜などの再評価システムを参考にしまして、事業の優先性を評価す

る仕組みづくりを検討する必要があろうと考えております。

再評価の作業でございますけども、住民のニーズの変化や事業の緊急J性、必要性、そ

して、 意義の変化などを検討することによ って行うわけでございますが、再評価の作業

が客観的な方法となるようシステムゃあるいは評価項目の開発、そういう意味では、議

員がおっしゃられましたように、要綱等の整備を含めて、今後検討する必要があろうと

考えているところでございます。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君)

018番(宮沢清子君)

いきたいと思います。

宮沢清子君。

ありがとうございました。それでは、ちょっと一つ一つ伺って

まず区画整理事業なんですが、万願寺と高幡の土地区画整理事業は14年度に終わると

いう御説明でした。それから、豊田南初めあとの 4カ所は30年度程度ではないんじゃな
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いかというお話ですが、これを、できましたら事業別に教えていただきたいと思います。

それから、市の繰入金に対しても伺いたいと思います。まず、それをお願いいたしま

す。

0議長(馬場繁夫君) まちづくり推進部長。

0まちづくり推進部長 (堀之内和信君) 1点目の万願寺、高幡については事業も終局

ということで14年度ということでございます。その他の地区につきましては、最終地区

が30年ということでございます。それ以外の地区につきましては、早い段階で終わるも

のもございます。先ほどお話しさせていただきましたように、現在、 4次の見直しを行

いまして2010年プランの位置づけをしていきたいというふうに考えてございます。その

中で、具体的に決定をしお話をさせていただければというふうに考えてございます。

それから、市の繰入金の状況でございますけども、現在、市施行6地区でお話しさせ

ていただければ、残事業が約1，170億円程度ございます。そのうち、日野市が一般会計

から約177億円を御負担いただくということになってございます。率でいきますと大体

15%程度だというふうに思いますが、大半の財源につきましては、国の補助金、それか

ら都の補助金、それから先ほど 3・3・2号線の中でお話しさせていただきましたよう

に、国の公共施設管理者負担金、それから保留地処分金ということになってございます。

したがいまして、市の今後の負担については177億円を大体20年でお願いするというこ

とであれば、大体、現在の計画の中では、ピーク時で大体12億円程度、平成12年から15

年程度までは 7億円から 8億円。それから、平成22年以降につきましては、大体4億円

から 5億円という負担の中で177億円が御負担いただけるものというふうに考えており

ます。

したがいまして、これから区画整理事業を進めていくには、国の補助金、都の補助金、

それから公管金、それから先ほどお話しさせていただきましたように保留地を処分する、

もう少し前倒しで保留地を処分できる事業を進めていくというようなことで、今後、

業を展開 していきたいというふうに考えてございます。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 宮沢清子君。

018番(宮沢清子君) ありがとうございました。

万願寺にいたしましでも高幡にいたしましでも、万願寺は55年、それから高幡は61年

から開始しているわけなんですが、相当の年数がたっております。万願寺にしても高幡

にしても、区画整理をするときというのは、水田とか農地が多かったわけですよね。だ
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から、宅地が少ない割には随分おくれてきたんだなというのがあると思うんですね。こ

のことから考えてみまして、あとの 4区画整理事業は、私は早く進めなさいということ、

またぜひやっていただきたいという視点で申し上げているんですが、どうしてもこの市

長の行政報告を伺ってみましでも、この実施計画の見直しに関する中間報告をいただき

ましたが、ここから見ても財源をどこから持ってくるのかなと。まちづくり推進部長が、

今、財政計画に基づき市の負担金等もおっしゃっていただきましたけれど、いつも質問

がそこで終わってしまっているんですが、繰入金をどこから出してくるのかなというの

を一番心配をするというか、どこから持ってくるのかなということを知りたいというか、

教えていただきたいというか、まずこのことを伺いたいと思うんですね。

そうしなければ、事業を進捗させることはできないんじゃないかなと思いますし、今

の進捗率を見ましても、最終的には平成30年だから、あと20年、そういうふうな感じで、

では世帯がどういうふうになっていくのかなとか、いろいろ細かいことはちょっと時間

の関係で踏み込めませんけれど、この財源の確保ができるのかどうかということを、一

番この質問で知りたいところでございます。そのことをひとつ再質問で教えていただき

たいと思います。

それから、この財源と同時に日野市の経常収支比率が、ことしの平成9年度の決算で

いきますと94.9%という経常収支比率でございますので、残りの約 5%で事業をしてい

かなければいけない。この中には人件費とか扶助費とか公債費とかそういうもろもろの

ものも含まれていて、あとの 5%で事業が執行できるのかどうかなということを、 二つ

目に再質問と して伺っていきたいと思います。

それから、 3・3・2号線のめどでございますが、私、先般、建設省関東地方建設局、

八王子の相武国道事務所に行ってまいりました。そこで、いろいろと 3・3・2号線の

計画を伺ったんですが、八王子ノイイパスのめどがたってきたので、ことしから、要する

に平成10年度から調査というか勉強会を始めました。市で早く素案を出してくれなけれ

ばルートの承認もできないとか、それから、それに基づくいろんな設計、買収、工事手

順ですか、進めていくことができないというお話だったんです。ですから、見込みどこ

ろより何より、まずまだまだそこの段階というかそんな状況でございまして、私がいろ

いろと伺う中で、本当にお話を聞いてくださった、お名前を言ってはちょっとあれです

ので差し控えますけども、担当者の方たちも本当に帰り際に何とおっ しゃったかと言え

ば、「決してうそをついているわけではないんですよ」ということで、御自分たちの苦

渋の思いというか、そう いうことを最後、 別れるときに玄関先でおっ しゃられて、でも
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何とか協力をするというか何とか勉強会を始めてやっていきますので、素案を早く出し

てくださいという現状でございます。このことについて、もう一度伺いたいと思います。

それから、時のアセス。これはぜひ要綱をつくっていただいて、遊休地とかそれか ら

塩漬けになった土地の見直しとか、土地開発公社が持っている土地の問題等いろいろと

あると思いますが、また保留地の問題にしても、使い切れない部分、売却できない部分

等もありますので、ぜひ時のアセスメントや再評価システムをつくることによって、全

体的な見直しができるんではないかと思いますので、この要綱はぜひ設置を していただ

きたいということで、御答弁いただいているんですが、再度お約束できるかどうか確認

をしていきたいと思います。

以上、お願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) まちづくり推進部長。

0まちづく り推進部長(堀之内和信君) 繰入金の件でございます。区画整理事業の事

業を進める側で、の繰入金につきましては、計画の中で位置づけた繰入金をぜひ市の一般

財源の中でお願いしたいということでございます。ただ、非常に財政状況厳しい中でご

ざいますので、先ほどもお話しさせていただきましたように、これらの繰入金、それか

ら国の補助金、都の補助金ともそうでございますけども、どうしてもこれらの手当ての

部分で、非常に難しい部分につきましては、新都市建設公社の立替金等を投入しながら、

区画整理事業といたしましては、各年度の事業をできるだけ執行していきたいというふ

うに考えております。

ただ、公社の立替金につきましでも、いたずらに導入するというわけではなくて、現

在、区画整理事業でこれから事業として保留地を処分してまいりますので、それらの範

囲の中で、市の財政当局と協議をしながら導入を検討していきたいというように考えて

ございます。

それから、八王子南ノTイパスのルート承認の件でございますけども、これにつきまし

ては、現在、国それから相武国道事務所の方にいろんな形で要請をお願いしております

し、それから、先般の議会の中でも要請行動をお願いしているところでございます。そ

ういう中で、事務担当者といいますか、ある程度ルート承認につきましては、そういう

作業等もございますけども、比較的早期の段階でルート車認ができるということで、現

在、国 ・都の方と協議をしているところでございます。多少、建設省の担当者の歯切れ

が悪かったというお話でございますけども、再度私の方でも確認をさせていただきたい

と考えておりますし、私どもの方でのニュアンスでいきますと、ルート承認については
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比較的早い時期にできるだろうということで、現在調整を行っているところでございま

す。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 企画部長。

0企画部長(槙島英紀君) 経常収支比率が94.9%ということで、残りの 5%で事業執

行ができるかというお尋ねでございます。経常収支比率につきましては、財政構造の弾

力性をはかる、いわゆる指標でございまして、年々率そのものが上がっているというこ

とでございます。特に平成6年度から 5年度代は80.7%だったわけですけども、それ以

降93%を超えて、現在94.9%ということでございます。いろいろと原因はあるわけでご

ざいますが、やはり特別減税が実際に 6年度から行われて、いわゆるその分母の部分が

非常に伸びていないという、加えていわゆる経常経費、特に義務的経費でございます人

件費、それから公債費、扶助費、これがふえているわけでございまして、まさに財政の

弾力性そのものが非常になくなってきているという状況でございます。

したがって、経常収支比率については、もちろんこれを適切な数値まで落とすとしづ、

指標まで落とすということについては、相当の努力をしなければなりません。分母が上

がるということと、さらには歳出一一分子のものについては徹底的な行革を行って、特

に義務的経費の部分の人件費の割合が高いという、ここに大きな経常収支比率の高い原

因があろうと思っております。確かに27市平均でも91%というような状況まで、地方自

治体が経常収支比率が上がってきているということについては、やはり大事なまちづく

り、そういう事業に要する投資的経費に対して、その財源を充てることができないとい

う、かなりきつい状況になってきているところでございます。

現状そういうことで、それに対する手当てについては、やはり思い切った人件費の削

減、あるいは扶助費の見直し、こういうことを徹底してやってし、かなければならないの

ではないかなというようなことを感じているところでございます。

それから、 4番目の時のアセスの問題でございます。要綱という部分については御答

弁させていただいているわけでございますが、まさにこれからいろんな事業展開の中で

大事な部分でございます。特に思い切って考え方を変える、発想、の転換といいますか、

それらややはり職員の意識改革、こういうものも必要でございまして、できれば関係部

局とも十分協議して、要綱設置という内部的にある程度の取り決めをしてし、かないとい

けないのかなと思っていますので、努力をさせていただきたいと思っております。

0議長(馬場繁夫君) 宮沢清子君。
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018番(宮沢清子君) ありがとうございました。

土地開発公社の問題について、もう一度ちょっと伺いたいんですが、不良債権はどの

程度予測されるか、そういった見通しというか、そういうふうなお考えみたいなのは把

握されているんでしょうか。どの程度、急なあれですけどちょっとその辺を伺っておき

たいなと思います。

0議長 (馬場繁夫君) 総務部長。

0総務部長 (小津春童君) 不良債権と いう言葉が出たんですが、土地でございますの

で、いわゆる当初の目的どおりに長年抱えてしまっているという意味だろうと思います。

御指摘のように、公社が当初に取得しましたのは昭和49年でございます。また、公社

の先行取得の原則は約5年間というのが、これが原則でございます。そういう意味では、

御指摘のように日野市の公社の場合には160件、昭和49年からの土地を抱えております。

そういう意味で、先ほど 3点の早急に講じなければならない対策の中の 1点目の、いわ

ゆる見直し、再評価という部分でございます。

手をつけておりますけども、確かにもう当時の目的のために取得したんですけども、

その目的が失われてしまっているとし寸物件、要するに土地が何件かございます。まだ

それらを完全に整理ができておりませんけれども、かなりの部分があります。これらに

つきましては、いわゆる先ほど申し上げましたけども、売却の処分を、原則として具体

的な処分計画を立てなければいけないなというふうに考えておりますけど、今の時点で

何件、どのくらいの平米数、金額というものが、まだ現在出ておりませんけども、いず

れにしろ早急にそのあたりを細かく分析を、さらに進めなければいけないというふうに

考えております。ただ、その中で明らかにこの時点で不要だよとわかったものにつきま

しては、年度を問わず.手をつけていきたいというふうには考えております。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 宮沢清子君。

018番 (宮沢清子君) ありがとうございました。ちょっと時間があれですので、済み

ません。

27市中、土地開発公社を持っていらっしゃるのは23市なんですね。そのうち 9市が区

画整理を先行取得しております。19市で市の施行の区画整理事業を行っているんですが、

一番区画整理の用地を先行取得しているのは日野市なんです、 6カ所持っていますので。

5万8，800平米なんですね。その次が調布市で3，200平米、 3番目が東村山市で2，780平米、

小金)1二市で2，300平米、羽村市で1，700平米、あきる野市で1，600平米、立川市で1，400、ν
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米というふうに、本当にけたが違うんですね。

こういったことももう一度いろいろと御質問していきたいんですが、あと時間がちょっ

としかないので、こういったことをきちっと市民に知らしめていかなきゃいけないと思

うんですね。

このことも一度伺いたいと思ったんですか、時のアセスと関連してくるんですが、 10

月の読売新聞で借入金で公社が用地を先行取得したということで、市の利子助成は違法

であるということで、国立市の住民が監査請求しております。この辺のこともちょっと

伺いたいと思ったんですが、時間がございませんのでまたの機会にいたしますが、本当

に完成年度、財政計画、市の繰入金、一つ一つ一覧表にしてみますと、本当にび、っくり

しちゃうんです。そういったことを広報で日野市民に正直に知らしめていく、そして、

区画整理事業を一つず‘っきちっとやっていくというか、計画性を持ってやっていく。一

度にと、かっとやるんではなくって、その事実を広報に掲載して市民にわかってもらって、

そして、市長のおっしゃった行政報告が生きてくると思うんですね。そういったことを、

ぜひ今後御検討していただきたいと思います。

時のアセスメントをつくることによって、こういった国立市の問題等、住民監査請求

が出ない先に一つ一つ用地を先行取得するだけではなくって、行政のかじ取りを先行さ

せていただきたいと思いますが、最後、市長のお考えを伺います。

あと 5分です。よろしくお願いします。

0議長(馬場繁夫君) 市長。

0市長(馬場弘融君) 日野市の財政難時における再生への提言ということで、幾っか

大変重要なポイントについて、本当に胸の痛いお話を伺ったわけであります。私自身も

2年前、 2年弱でございますか、市長をお受けしたときの財政状況のすごさというもの

を思いまして、 一体区画整理等が全部遂行できるのかどうか、病院は大丈夫か、特別養

護老人ホームは大丈夫か、ごみの処理施設は大丈夫か、一番橋は大丈夫かいろんなこと

を考えたわけであります。ですが、それぞれの抱えた業務について、ぜひぜひやってほ

しいという住民の皆様の強い強い要望もあるわけです。 一方では、今議員御指摘のとお

り、本当に財源が底をついたというか、もう完全に空っぽになっているという状況がはっ

きり見えているわけです。本当に体が二つに害IJかれるような思いであります。一方では、

お受けした仕事は、何とかして全部やらなければいけないという思いと、しかし、それ

にず、っとこだわっていると、いつか日野市がつぶれていってしまう、まさにその岐路に

立たされているという、本当に厳しい認識を私は持っております。
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今も議員御指摘のとおり、広報でもっともっと正直にということは、私も常々職員に

申し上げております。何度かやりましたけれども、まだまだ不十分でございまして、こ

れからもっともっとこの厳しい状況というものを正直にわかりやすくお知らせをし、ど

うしょうかということを市民の皆様と一緒に考えていかなければいけない、そういう時

代になったなというふうに思っています。

全く、私の能力をはるかにはるかに超える対応を、今迫られているわけであります。

自分としても一体どのような答え方を今ここで申し上げればよいのか、正直申し上げて

どう答えれば大丈夫かという自信がございません。大変苦しい中で市政運営をやらざる

を得ない、そういう状況にある。ぜひ議員各位の、これまでにも増して御協力をいただ

きたいというふうに思う次第であります。

0議長(馬場繁夫君) 宮沢清子君。

018番(宮沢清子君)

O議長(馬場繁夫君)

の質問を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

ありがとうございました。以上で終わります。

これをもって15の2、日野市の財政難時における再生への提言

明日の本会議は午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願います。

本日はこれにて散会いたします。

午後5時37分散会

r
D
 

ρ
0
 

内
、

u



p
b
 

po 
q
J
 



12月10日木曜日 (第 6日)
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午前10時25分間議

O副議長 (竹ノ上武俊君) 本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員25名であります。

本日、議長所用のため、私副議長がその任を務めます。特段の御協力をお願いいたし

ます。

これより日程第 l、一般質問を行います。

一般質問16の1、馬場市政は健康管理手当、敬老金、理美容券、入院見舞金の「見直

し」 ・とりあげをやめよの通告質問者、板垣正男君の質問を許します。

(22番議員登壇〕

022番(板垣正男君) 質問を行ってまいります。

今回私が取り上けました一般質問のテーマは、今、馬場市政が市民へのアンケー卜の

中で、健康管理手当等の見直しを行う考えであることを前提にして、市民の意向調査を

行ったということに関連するものであります。

このアンケート調査が行われた直後、日本共産党市議団にも、市民の方々から声が寄

せられまして、見直しとはおかしいのではないかといったことなどが、その声の内容で

あります。市議団も 9月の決算委員会、あるいは 9月の一般質問でも取り上けてまいり

ましたが、福祉をどのように考えるかとし、う立場から、改めて私も今回、この問題を取

り上げた次第であります。

議会でもさまざまな角度から今日の市民生活を脅かしております経済の低迷の問題に

ついても議論が及んできているところであります。

最近、経済企画庁の発表いたしました四半期ごとの国内総生産は、 4期連続で、マイナ

ス、個人消費は12カ月連続でマイナスという最悪の記録を塗りかえたことは御承知のと

おりであります。今日の不況の最大の原因となっておりますのが、政府 ・自民党などに

よる、消費税を 3%から 5%に税率を引き上げ‘たこと、医療費の値上げなどによって、

新たに国民に 9兆円の負担増があることは明らかであります。

こうしたもとで、消費税率のとりあえず3%の引き下げによって、景気の底上げを図

れという国民の声は圧倒的であります。 しかし、今聞かれております臨時国会では、小

淵内閣は、 6兆3，000億円の減税を行うと言っておりますけれど、その内訳は、 4兆円

の所得税、住民税の減税、最高税率の引き下げを中心とする金持ちの減税の内容であり

ます。残りの 2兆3，000億円の法人税減税は、主に大企業を対象としたものであります。

特別減税の打ち切りによって、そのかわりに金持ち減税を行うために、納税者の 8害IJか
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ら9割が増税になってしまうことも明らかであります。日本共産党志位書記局長が衆議

院の代表質問でこの点を首相にただしました。首相は、ことしより減税額が減少する所

得階層が生じると認めたのであります。

3日付の毎日新聞の紙上で、政府税制調査会の加藤会長は、「所得税、法人税の減税

が決まったが、本来は、同時に消費税率引き上げもしなければならないところだ。来年

度税制改正の答申では、言わなければならなしリとあからさまに語っております。

こうしたことで、市民生活や中小企業、個人商庖など、一層苦しい生活や営業を強い

られている現状でありますし、 一向に景気の回復の兆しが見えないというのが現状では

ないでしょうか。

こうしたもとで、これまで日野市政が行ってまいりました独自の福祉の施策が、見直

し、削減、あるいは取り上げといったことが行われるということになれば、当然、市民

の批判も高まらざるを得ないということになると思うわけであります。

私は、今でもはっきり記憶しておりますが、昨年の日野市の敬老大会、馬場市長が初

めてこの敬老大会であいさつをされたときに、福祉は絶対に後退させません。安心して

くださし、。何でも言ってきてください。こういう趣旨の発言をされております。これを

聞いた日野市民、特に出席をされていた高齢者の皆さん、福祉は後退させないだろう、

と聞いたと思います。ちなみに、昨年の敬老大会は、 2，000人を超える方々が出席され

ました。ことしは参加者が減ったようであります。

こうした市長の発言、今後の福祉に対する考えが示されているにもかかわらず、こと

しの 9月、日野市が高齢者の生活実態調査を行う ためのアンケー卜が実施されました。

回答も寄せられ、その集計の概要も、議会にも配布されているところであります。私は、

そこで質問を行ってまいりたいと思います。

アンケートで言う金銭給付的事業の見直しの理由をお聞かせいただきたいと思います。

アンケートにはそのような理由は記されていないようでありますが、市の財政が厳しい

ということは書かれてあっても、なぜ見直しなのか、十分その意図がわかるような説明

はありません。この際、金銭給付的事業というのは、どういう範囲を指しているのか、

あわせてお聞かせいただきたいと思います。そして、これは日野市が考えているとはさ

れておりますけれど、どこの部署で決定されたものなのかも、あわせて説明いただきた

いと思います。そ して、見直しとはどういう内容を指すのか、見直しの内容を説明いた

だきたいと思います。

二つ目は、この見直しによって、どのような市民生活に影響を及ぼすのか、予測を明
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らかにしていただきたいと思います。あわせて、対象人員や費用、予算等の関係なども

お聞かせいただければよろしいかと思います。

以上、答弁をいただきたいと思います。

0副議長 (竹ノ上武俊君) 板垣正男君の質問についての答弁を求めます。福祉保健部

長。

0福祉保健部長 (高野英男君) それでは、大きく 2点かと思いますけれども、なぜ見

直しかの理由という御質問でございます。

9月に実施しました、高齢者生活実態に関する調査の中で、いわゆる金銭給付的事業

の見直しが必要と考えていると申し上げ、 4項目の選択肢を示して、回答者の意向をお

聞きいたしました。このアンケー ト調査は、平成12年から実施予定の介護保険について

の基礎資料を求めるために行ったもので、その一部として、これからの高齢化社会に日

野市がどのように対応すべきか、限りある財源をどのように使うことが、市民の要望に

沿うものかを率直にお聞きしたものでございます。

2000年から実施予定の介護保険を見ましでも、対象事業は現在のところ、在宅サービ

ス12種類、施設サービス 3種類とされておりまして、その他のサービスは、保険料に上

乗せするか、あるいは市の独自財源で実施するかになります。介護保険の実施に当たっ

ては、これまでの議会質問でも、現行福祉サービスの後退がないようにということで、

市の努力が求められており、また、市といたしましでも、高齢社会への福祉対応を根本

的に考える時期だと思っております。

日野市における将来の人口予測を見ますと、平成12年の65歳以上の高齢者数は、約 2

万4，000人ですが、平成17年では約3万1，000人、平成27年には、約 4万5，000人と急激

な増加が予想されております。長寿社会の到来は大変喜ばしいことでありますけれども、

長寿社会を補完する社会保障や、福祉サービスが充実していなければ、真に喜べる社会

とは言えませんし、またこれからの高齢者福祉は、生活の質が問わ才k より質の高いサー

ビスが要求されております。現状では、介護保険で想定されるサービスだけで高齢者の

生活の質を確保できるとは考えられませんし、相当の日野市独自の事業が必要になると

思われます。そのような状況の中では、長い高齢期を安心して過ごせる地域社会の構築

という観点から、現在の福祉の全般について見直しが必要であると考えております。現

在進めております保健福祉計画の見直しもその一部と考えておりまして、それらの検討

は今後御報告できるものと思います。

初めに申し上げましたように、今回のアンケートは、市民の与えを率直にお聞きした
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もので、この結果によって、事業を即廃止するというものではありません。福祉事業の

具体的な見直しは、行政改革等市政全体の中で、連携をとりながら進めていきたいと考

えております。ぜひ御理解をいただきたいと存じます。

それから、 2点目の影響についての予測という御質問でございますが、敬老金、それ

から健蔑管理手当などの廃止による高齢者の影響についてということの御質問ですけれ

ども、先ほど申し上げましたように、アンケートの結果が即事業廃止につながるとは考

えておりません。仮に検討するといたしましでも、個々の事業の意義、さらには廃止す

るのか、一部修正するのか、それからそれに伴う高齢者の影響も当然、考えなければいけ

ないでしょうし、代替え事業の必要性ということも考える必要があると思います。さら

には、効率性等々が挙げられると思います。いずれにいたしましでも、さまざまな角度

からそれぞ‘れの事業について検討する必要があります。それらの検討結果によりまして

は、さらに充実が必要なものも出てくる場合もあると思います。したがいまして、現時

点で、高齢者への影響について予測してはおりません。

以上でございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 板垣正男君。

022番(板垣正男君) せっかくアンケートをとったのですから、アンケートの結果に

ついて説明がなかったようでありますから、私から資料に基づいてちょっと触れておき

たいと思うんです。

日野市が行いましたアンケートの問い 6、金銭給付的事業の見直し、四つの設問があ

ります。回答の多いものから見ますと、「在宅福祉サービスの充実」というのが31.7%、

「金銭給付的事業を残す」が30.5%、ほぼ大体同じぐらいの回答が来ていると見ていい

と思います。しかも、内訳を見てみますと、 70歳代から84歳代までの層が、圧倒的に

「金銭給付的事業を残す」回答をしているんですね。一方で女性では、年齢層にかかわ

らず、「金銭給付的事業を残す」が、「在宅福祉サービスの充実」とともに多し吐、こう

いうふうにわざわざ注釈しているわけですよ。これは現在の金銭給付的事業を残してほ

しいという声が多いということを、市が行ったアンケートでも明らかになったのではな

いかと思し、ます。

私が質問いたしましたことに今、福祉保健部長が答弁されましたけれど、肝心な点は

説明がされていないと思います。金銭給付的事業の見直しと言っているんですから、こ

の見直しというのはどういうことを指しているのか、あるいはその範囲はどういうこと

を言っているのか。廃止もあり得る、代替措置もあり得る、ということを言われました。
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そうしますと、四つの福祉の事業が廃止されるということも含んだ見直しだということ

が今明らかになったと思います。金銭給付的事業というのは、一体どの範囲かと私も質

問したんですが、この四つの事業だけではないんじゃなし、かと思うんですね。どういう

範囲を一体考えておられるんですか。再答弁で説明いただきたい。このことが一つ。

もう一つは、どこの部署で決定されたかと伺っているんです。今後は、行政改革全体

の中で検討していきたいというふうにおっしゃっておりますけれど、行政改革全体の中

で、まだ福祉のこの四つの事業の見直しは具体化されていないということでしょう。に

もかかわらず、いち早く市民に向けては見直しをすると決定したところはどこなんです

かと伺っているわけであります。この二つについて再答弁をいただきたいと思います。

O副議長(竹ノ上武俊君) 福祉保健部長。

0福祉保健部長(高野英男君) 金銭給付的の範囲という御質問でございますけれども、

アンケートにも掲げてございますように、健康管理手当、敬老金、理美容券、入院見舞

金ということで、ここでははっきり明示をして意向をお伺いしたということになります。

広く言えば、国または都等の制度に基づいて各種運営している福祉施策があるわけでご

ざいますけれども、そのほかに、補助金等がなくて、市単独でしている施策すべてを指

すというふうに御理解をいただいてもいいと思います。その中で大きなものが、はっき

り掲げてありますように、この 4点だろうというふうに思っているところでございます。

それから、この調査を決定したところはどこかという御質問でございますけれども、

御案内のとおり、この介護保険を導入するに当たりまして、日野市の保健福祉計画の総

合的な見直しもしておりますし、また、介護保険の事業の策定の方も並行して進めてい

るわけでございます。そういう中で、庁内で-プロジェクトをっくりまして、各専門部会

等を設けて行っております。たまたまこの高齢者の生活実態調査が先行したわけではご

ざいますけれども、これに追いかけるような形になりまして、障害者の実態調査、さら

には児童・母子に関する実態調査、また健康保険の方に関する実態調査、この三つのそ

れぞれの専門部会も近々調査を実施する予定にしてございます。したがいまして、そう

いうプロジェクトの中で、こういう意向は、市民からの意向を調査しなけれは.、今後の

業計画等が策定できない、こういう位置づけの中でこれらの調査項目等の決定をさせ

ていただいた、こういう経過でございますので、御理解をいただきたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 板垣正男君。

022番(板垣正男君) 9月議会で、我が市議団の中谷議員が介護保険問題を質問した

際に、企画部長は、行政改革の具体的な項目に、今挙げ‘られた事業名は入っていないと
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明確に答弁いたしております。現在の市の行政改革の方針の中には、 具体的なものがな

いにもかかわらず、日野市の考えとして、金銭給付的事業と した四つの事業名を挙げて、

今後の見直しを行うという市民へのアンケー卜の取り方は余りにも行き過ぎではありま

せんか。今伺ったところでは、介護保険問題にかかわるプロジェクトチーム内で検討し

て、そこで実施したと答弁しておりますから、全庁的な、あるいは市の方針として打ち

出されたとは思えないものであります。プロジェクトチームが先行した金銭給付的事業

の見直しと打ち出したのではないでしょうか。これは、いかにも議会や、あるいは市民

に対する今日の馬場市政の一つの特徴をあらわした先行的な勇み足だと言わざるを得な

いのであります。勇み足どころか、本音があらわれたと言えると思うのでありますが、

今年度の行政改革の指針や、あるいは市の方針にはない具体的な事業名を挙げての見直

しは、私は、議会をも軽視した態度であり、あらかじめ市民に示すという手法や、ある

いは手順を踏んでいないやり方ではなし、かと思わざるを得ないわけであります。しかも

その見直しの内容が、廃止も含むということでありますから、事は重大であります。国

や都の制度以外、いわゆる市の単独事業すべてに見直しが及ぶと説明がありました。こ

れも聞き捨てにならない重大な問題だと言わざるを得ません。

今、市が挙げております金銭給付的事業が、どのような受けとめ方を市民にされてい

るかということを、健生会協力会の日野支部が行いました介護保険アンケート結果の集

約の中に端的に見られますので、その一、二を紹介したいと思います。

市が行いました金銭給付的事業の見直しのアンケート項目に加えまして、この協力会

日野支部は、両方とも充実させるという設問を 1項目入れてアンケートをとったんです。

そうしましたら、回答のうち、 49.7%が「希望する」回答を寄せております。 50%の人

が、「在宅福祉や、あるいは福祉施設の充実を望むと同時に、今行っている金銭的事業

もぜひ充実させてほしい」と、こういうふうに回答しているわけであります。「市が行

いました見直しの福祉在宅サービスの充実を」というのには37.7%、「見直して福祉施

設の充実を」と答えたのが30.8%、「新規サービスを抑えて、金銭的事業の存続」は16.5

%、「両方とも充実させる」が49.7%になっているんです。設問自体が、財政が厳しい

ということを前提にしておりますから、アンケートに書く 市民は、そういう方向にやっ

ぱり意識せざるを得ない回答にな って しまうんですよ。これが一種の誘導化につながる

ようなアンケートに結果的にはなっているんではなし1かと言わざるを得ないのでありま

す。

このアンケー卜の結果について、コメン卜もされておりますから、紹介しておきたい
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と思うんです。

今申し上げました、金銭給付にかかわるアンケートの結果、「福祉予算の削減を前提

にした設問だが、市民は福祉施策の充実を求めているということをあらわしているので

はないか。そして、この両方の充実を望むというのは、現行の制度を見直し、廃止を望

んでいないということをあらわしているものだ」ということを強調しているわけであり

ます。

見直しによる影響について、私は質問いたしましたが、 具体的な説明はなかったと思

います。これも協力会日野支部が行いました、金銭給付的事業の見直しを行えば、どの

ように結果としてなるかというのをまとめたものがあるんです。現行の敬老祝金、健康

管理手当、寝たきり老人看護手当、理美容券、そしてひとり暮らし老人入浴料助成等々 、

単独事業というのは幾つもあるんですね。高齢者だけに限って言えば、幾つもあります。

さら母子家庭とか障害者とか、たくさんありますが、ここで、四つの事業だけを抜き出し

てみますと、合わせてその費用が3億8.200万円の97年度の決算になっているんですね。

例えば、介護保険制度の導入によって、 65歳以上第 1号被保険者の年間保険料の負担額

は、 6億8，600万円になります。内訳は月2，600円といたしまして、年間 3万1，200円。

2万2，000人を対象とした場合の計算で行えば、これだけの金額になるわけですね。 し

たがって、 65歳以上の高齢者は、介護保険の導入を機会に、 7億円近い保険料を支払う

ということになるんですよ。 一方、これまで給付されていた福祉手当など約 6億8，000

万円余り、合わせて15億円のお金が支出されたり、減らされたりということになってし

まうわけでしょう。これは市民にとっては、物すごい負担になるということにならざる

を得ないわけですよ。

私が最初に申し上げましたように、今日、暮らしを取り巻く情勢の中で、消費税率の

5%のアップなどによって、大きな負担がかかってきている。地方自治体のこれまでの

施策を後退させるということは、保険料の支払いと合わせて、さらに多くの負担を負わ

されてしまうということになってくるではありませんか。 65歳以上の高齢者 1人平均 5

万円の負担ということになってくるわけです。

このアンケートに書かれている内容なども、本当に切実なことが書かれておりまして、

これを読むだけでも、今日の福祉、日野市が行っております独自の福祉の施策を後退さ

せてはならないとだれでもが思わざるを得ない内容であります。例えば‘円、つの聞にか

ゴールドプランという言葉が影を潜めてしまった。従来、高齢者の福祉サービスのため

に、ゴールドプランを目標に立て努力してきたはずで、間もなく達成される時期を迎え
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るのに、とても不思議と思う。国は高齢者がふえるからと、消費税を引き上げてし、く。

徴収された金が現在どのように収支されているのか不明である。国民健康保険税も払え

ず苦しんでいる老人たちはどんな思いをしているか。もっと現状を把握した上で、実施

すべきだ。年金生活者には、現在の金銭給付的事業は助かる」、こういうことが述べら

れているのであります。

私は、こうした市民の切実な声に耳をもっとよく傾けて、高齢者に対する福祉の施策

を見直すとか廃止するというのではなくて、充実させる方向にこそ今、地方自治体がもっ

ともっと真剣に努力をしなければならないと言わなければならないのであります。福祉

保健部長、今のような民間の行っているアンケートなどの調査の結果に基づいて、あな

た方が市の行政改革の方針もないことをいきなりここでやったということについて、何

の反省点や、あるいは行き過ぎた点があったと思わないんですか。そこの点を再度伺い

たいと思うんです。

O副議長 (竹ノ上武俊君) 福祉保健部長。

0福祉保健部長(高野英男君) 大変申しわけございませんけれども、その健生会が調

査された内容はまだ承知しておりませんけれども、いずれにいたしましでも、行政改革

全般を進める中で、すべての事務事業の見直しは必要だろうというふうに思います。限

られた財源をし、かに有効に市民に還元していくか、大きな課題でございますし、すべて

の事務事業の見直しというのは、行政改革の大目標であろうというふうに思います。そ

ういうような中で、福祉事業についても、福祉保健部すべての事業について、いろんな

角度から見直していくと、こういう方向で今後も進んでいきたいというふうに思います

ので、今回の調査が間違っていたとか、そういうような認識ではございません。今回、

市民からいろいろと御意見を伺う各種のアンケートについても、そのようにして広く御

意見を伺い、参考にして今後の福祉保健行政を進めていきたい、このように思います。

いずれにいたしましでも、これらの資料は、これからも保健福祉計画並びに介護保険の

事業策定等の検討の資料として、市民を交えた委員会もつくってございますので、そう

いうところでいろいろと御議論をいただく、こう いうことになろうかと思います。

0副議長 (竹ノ上武俊君) 板垣正男君。

022番(板垣正男君) 福祉保健部長は抗弁をしておりますけれど、あなたに市政全体

のことを私は伺っているんじゃないんですよ。あなたは福祉保健部長ですから、福祉保

健分野のことについて伺っているんです。平成10年度の市長の所信表明に、福祉のとこ

ろで、福祉の事業を見直すなどと一言も言っていないんですよ。 9月議会で企画部長は、



具体的な行政改革の中には、これらの事業名は入っていないとはっきり言っているんで

す。だというのに、なぜそういう具体的な事業名を挙げてアンケートをとるんですか。

そこのところを伺っているんですよ。行政改革で行政全般を見直さなきゃならないなど

ということを、あなたが言っているんじゃないんです。そういうことを聞いているんじゃ

ない。それは後で市長にまた聞きますけれどね。あなたは福祉保健部長、具体的に市民

のアンケートをとったことについて、行き過ぎがあったんではないですかと、こういう

ふうに伺っているんです。あなたの言われる、アンケートをとることの具体的な裏づけ

は今年度、 10年度に何もないじゃないですか。内部的にはどのような検討がされるかわ

かりませんけれど、市民に向かつて、議会にも報告しないことを、いきなりアンケート

に忍ばせる。この手法は、私は議会を無視していることでもあり、また市民に対する余

りにも突然の誘導的なアンケートのとり方だということになっているんではなし、かと思

うんです。具体的な項目についての検討や方針がないままに、こうしたことが行われた

ということは、私は余りにも行き過ぎたやり方だと指摘せざるを得ないんですよ。助役、

答弁ありますか。

0副議長(竹ノ上武俊君) 助役。

0助役(小俣雅義君) 今、板垣議員から、相当厳しい口調で、このアンケー ト結果、

アンケートの内容が誤りではなし、かと、そういうような論点での詰聞があるわけでござ

います。しかし、私どもとすれば、この65歳以上の4.000件、若年層としての、 40歳以

上64歳未満以下の2，000人に対するアンケートの内容は、非常に精度が高くて、回収率

も非常に高く、市民の非常な期待と関心が高いということを感じております。この調査

結果は、これからの保健福祉計画、あるいは介護保険の導入をにらみながら、これから

の施策を構築していくためのいい資料になると考えております。 一部質問項目で、誘導

質問じゃなし、かということがありますけれども、これはアンケート調査全体を眺めて見

ていただければ、これが全く整合性のない質問であるということには当たらないと思い

ます。

また、プロジェクトチームが先行して、少し権限を超えているんじゃないかという、

そういうような御指摘でありますが、介護保険導入に当たって、市長としてプロジェク

トにこの新しい制度を構築する大変なこれは制度改正であります。社会的な責任を持っ

て、家庭介護から社会的介護にというスタンスを変える、これは並み大抵の仕組みの変

更ではございません。これを前提にすれは¥従来の金銭的給付型がそのまま持続できる

かどうか、これは白紙の状態であり、再検討していかなければならない。その結果、や
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はり金銭給付も残すべきだという、そういう結論になればまた別でございます。そうい

う仕組みの中で、大きな仕組みの変わる中で、これを調査し研究し、検討するというこ

とは、行政の執行権の範囲でありますし、当然、の責務だと思っております。したがいま

して、このアンケート調査の内容について、プロジェクトが先行して権限を超えたとは

決して思っておりません。プロジェクトに対しては、一定の結論を、方向を出すように

指示した内容であります。それに必要な調査でありますから、これはその調査結果を踏

まえて市として一定の方針を立て、最終的には団体意思決定を議会にお諮りする、これ

は当然、の手順であります。

平成7年と平成8年第 1固定例会で、理美容券についての見直し、所得制限の導入と

いう提案をいたしましたときも、大きな論議は、やはり福祉全体がイメージできるよう

なものにしなければ、この一つ理美容の所得制限だけを取り上げるのは、やはり団体意

思決定としてはできないという結論を、この平成7年の提案、平成8年の提案、その際

の議会の意思決定はそのように踏まえております。それを踏まえて、私どもとすれば、

全体の福祉像、これからのサービスのあり方というものを構築していく、そういう方向

を今たどっているところでございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 板垣正男君。

022番(板垣正男君) 助役の答弁がありましたけれど、私の質問には、具体的には答

えていないと言わざるを得ません。平成10年度の市の方針、あるいは行革等々に示され

ている中に、金銭給付的事業云々ということについては、 一切ないではありませんか。

なぜここでアンケートを出したんですかということを、私は聞いているんですよ。そん

なことを長々と聞いているんじゃないんです。そこのところについて何も答えがないで

しょう。プロジェクトチームが先行したとは思っていないんだ。これは市の方針だ。市

の方針だったら、なぜそういうことが10年度に示されていないんですか。企画部長もちゃ

んと、そういうものはないと、 9月議会でも答弁されている。市長の方針にもそういう

のは一言も入っていない。しかも昨年の敬老大会で、「福祉は絶対後退させません」と、

高齢者の前ではっきりとおっしゃったではありませんか。こういう中でのアンケー卜の

とり方に問題があったんだと言わざるを得ないのであります。

念、のために福祉保健部長、現行のこの四つの事業というのは、もともとどういう目的

で始まった事業として今日まで継続されてきたものなんですか、勉強のために確認して

おきたいと思うんです。簡単でいいですから、どういう目的を持ったものなんだという

ことをおっしゃっていただきたいと思うんです。
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0副議長(竹ノ上武俊君) 福祉保健部長。

0福祉保健部長(高野英男君) 健康管理手当から御説明いたしますと、この制度は47

年からスター卜したものでございますけれども、健康管理手当を支給することによって、

おいしいものでも食べていただいて、長生きをしていただきたい、健康でお過ごしいた

だきたい、こ ういうことだろうというふうに思います。それから敬老金については、前々

から行われていることでございますけれども、これは昭和40年からだと思いますが、長

寿をお祝いし、高齢の方に市からのお祝いをすると、こういうことかと思います。それ

から理美容券については、 49年からの事業だと思いますけれども、経済的なものもある

でしょうけれども、こぎれいになっていただいて、健康で、やはり長生きをしていただ

く、こういうことだろうというふうに思います。それから平成元年からスタートしまし

た入院見舞金等につきましては、御苦労かけている看護の方に何らかの気持ちを市から

あらわす、このような意味も含まれているだろう、こんなふうに認識をしているところ

でございます。

以上です。

0副議長(竹ノ上武俊君) 板垣正男君。

022番(板垣正男君) 今部長の説明のあった、日野市の独自の施策というのは、 老人

福祉法の目的に沿って、地方公共団体が老人の福祉を増進する責務を有するというとこ

ろから始まった事業ですね。そこははっきりしていると思うんです。国の法律に基づい

て、市の独自の施策として今固まで継続、充実させる事業として進められてきたものな

んです。対象となる市民の方々が、この施策をいずれも好意的に受けとめていることは、

もう改めて言うまでもないことであります。この法の精神、そして条例の精神に基づい

て、この事業の継続、発展、充実を今後も図っていくことが、今の市政に求められてい

る責務だと考えるわけでございます。

こうしたそれぞれの地方自治体の独自の施策が生まれてきたのは、ほかでもない、社

会保障の貧困があるわけであります。詳しく申し上げるまでもなく 、日本の社会保障の

国民所得に占める割合というのは、 一体どのようになっているか。日本の場合は14.6%、

アメリカは19.4%、イギリスは26.9%、 ドイツは31.5%、フランスは35.6%という、日

本から比べるとはるかに高い割合の社会保障費を支出しているんですね。(1税が追うん

だの3ら、対象にならないよ」と呼ぶ者あり)そういうもとで、日本の中におけるそれぞ

れの自治体における…… (1税を述べてから言うんだ、そういうことは」と呼ぶ者あり)

福祉の施策を充実させるためにいろいろと心を砕いてきているんです。総額に対する害IJ
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合を示しているものですから、よくこの数字を考えた上で、今日の福祉の施策が生まれ

てきたものだということを強調しておきたいと思います。

そして、東京都が求めました、高齢者福祉施策の区市町村単独事業一覧というのだけ

でも、これだけの厚いものにまとめられるくらい、たくさんのいろんな分野で事業は行

われているんです。これは住民の切実な要求にこたえて、理事者初め、職員や議会など

の議論や検討を経て実施された、いわば地方自治体の知恵の結晶というものと言えるも

のであります。これを簡単にですね、見直しだ、廃止だというようなことなどを行うこ

とは、できるものではないと言わなければならないと思います。

日本共産党市議団が最近、日野市で行っておりますアンケートに対比させる意味で、

私たちも独自に市民の意向調査を行う、アンケートを行いました。そこにはさまざまな

市民の声が凝縮されておりますが、その中に一つ紹介しておきたいと思うんです。「弱

者をさらに追い込むような福祉の切り捨て、教育を軽んじる馬場市政は、行政とは言え

ない。数少ない福祉の進んだ市と思い、越してきたのに、非常に悔ししリ、こういうふ

うに書かれているんですね。これが今、アンケートを受け取った市民の率直な気持ちが

あらわれているのではないですか。私は、こうした声などに基づいて、馬場市政の現在

の福祉に対する考え方、さらにはこれからの福祉に対する考えを伺っていきたいと思い

ます。

馬場市長の新市長の就任あいさつというのが、去年の 4月28日に行われました。この

中に「森田市政のよかった点はしっかりと評価し、受け継いでいきたいと思っています。

例えば、社会的に弱い立場の人の視点に立って施策を進めようと したこと、市民の一人

一人の小さな声を吸い上げようとしたこと、あるいは24年間の長さにわたった市政の中

でも、おおむねクリーンな政治姿勢を貴かれたこと」、こういうふうにおっしゃってい

るんですね。これを引き継ぐというのは、森田市長の福祉に対する考え方、あるいは行

政を運営する考え方、その精神を引き継ぐということではないでしょうか。

『日野の福祉』の刊行に当たって、第6号、 94年11月に出したものでありますが、

この中で森田市長は次のようにおっしゃっている。「私はかねがね自治体行政は、どん

な分野であっても、結局は主権者である住民の幸せ=福祉へつながるものでなければな

らないと考え、努めてまいりました」というわけであります。ですから、前市長から引

き継いで、森田前市長が行政運営を行ったその24年間の行政の発展、方向というのは、

従来の福干止を切り捨てるなどというのではなくて、それを充実、発展させる方向に進め

てきたのが、今日行っている日野の独自の福祉の施策ではありませんか。
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馬場市長は、市長選挙の選挙公約でも、福祉の見直しなどということは一言も言って

いないんですね。去年の 4月ですよ。 l年とちょっとしかたたないのに、もう見直しを

するなどと言い始めているんです。『やすらぎのあるまちへ、うるおいのあるまちへ』、

こういう見出しで公約をされているわけですから、この公約、言葉どおり、市民のやす

らぎをもっともっと充実させる方向にこそ、施策を前進させなければならないんです。

私は、こうした市長の施政方針、あるいは選挙公約、さらにはことしの所信表明の中に

も、いずれも市の単独福祉の事業を見直すなどと言っていないことを踏まえて、市長は

今、どのように今のやりとりを聞かれたか、答弁いただきたいと思います。

O副議長(竹ノ上武俊君) 市長。

0市長(馬場弘融君) 板垣議員から、私の市政は、健康管理手当、敬老金、理美容拡

入院見舞金の見直しを取りやめよということで、いろいろ板垣議員らしい御意見をじっ

くり拝聴させていただいたところであります。助役からもいろいろお話がございました。

私もこれまで¥こういった現金給付型といいますか、金銭給付型の福祉について、今お

話にもありました、前の市長がどういう対応をされてきたかということについて、いさ

さか議事録をひもといてみました。平成7年第 l回の定例会に、前の市長もいろいろお

考えの中で、これからの福祉の施策を見直すーっのポイントとして、高齢者福祉条例の

一部を改正をしたいという提案をしております。さらにそのときには、やっぱりいろん

な御意見があって、否決をされた。でも何とかもう一度ということで、平成8年第 1回

に再提案をし、 2回ほどの議会が継続審議になった後、これまた否決をされております。

特に、理美容券の問題につきましては、そういう意味では、議員は余りに突然とか、い

ろんな言い方をされておりますけれども、既に議員各位も含めて、前の市長の提案の中

で御議論が行われているわけであります。

ですが、私は、今回のことについて、いかにもですね、新しい市政の中で、こういう

ものは見直しをして取りゃめちゃうんだということを言ったかの発言が多々出てくるわ

けでありますが、そういうことは全く私は申し上げておりません。ですが、大きな行政

全般の見直しの中で、先般の学校給食のところでも申し上げましたけれども、今、市政

がかかわっているいろいろな幅広い行政分野の中で、やはりすべてを見直しをする、も

う一度ゼロから見直して考え直す、この必要はあるだろという認識は持っておりまして、

そういう意味で、行政分野の中に、例えば福祉であるから、あるいは教育であるから、

建設部門であるからということを前提の中で聖域を設けるという考え方はございません。

そういう意味で、これからの時代の福祉を考えるために、アンケー卜という形で、市民
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の皆様の声を幅広く伺ったところでございます。

ですから、このアンケートの問題につきましでも、基本的には全く誤りはないという

認識を私は持っておりますし、これらのアンケートの結果を踏まえて、あるいはまた、

アンケート以後の市民の皆様の声を踏まえて、これからの新しい政策展開を考えていき

たい、こんなふうに思っているところであります。でございますので、議員はいろいろ

なことをお話になりましたけれども、現状では、私はまず、見直しをするとも言ってい

ませんし、どういう形をつくっていくとも言っておりません。ですが、私が当初から申

し上げております、選挙期間中からもそうでございますが、社会的弱者に対してどうやっ

ていくか、それが政治の一番の基本のところにあるということは、今でも継続をしてと

思っておりますし、前の市長のよかった点については、しっかりと受け継いでいきたい。

特に福祉部門については、よりよい、より充実した福祉を探る方向で一生懸命考えてい

きたい、このようにお話を申し上げたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 板垣正男君。

022番(板垣正男君) 馬場市長の今の答弁は、自分は福祉の見直しなどこれまで言っ

たことがない、というふうにおっしゃいましたね。 10年度は見直しをするなどと何も言つ

てない、と私は言ってるんです、だから。それから、あなたは新市長の就任あいさつの

中でも、森田市政のよい点はしっかりと受け継いでいきますと。それから昨年の敬老大

会の発言でも、福祉は絶対後退させませんと、こういうふうにおっしゃっていると私は

紹介しているんですよ。ところが、 一方のアンケートで見直しをすると言っているから、

これはおかしいんじゃないですかと、こういうふうに申し上げているわけであります。

答弁がちょっと的外れになっておりますので、あえて私が、この点ではっきりさせてお

きたいと思、います。

さらに、私は、市長に申し上げておきたいのでありますが、昨年の敬老大会は、最初

に申し上げましたように、たくさんの高齢者の方がおいでになったと思うんです。こと

しは多少減ったでしょう。 2.000人を超えた昨年と、ことしは1.700人少しだそうですけ

れど、私はこの参加したということは、 一体市長は何をおっしゃるんだろうと、そうみ

んな注目した方が多かったと思うんですよ。ところが、その後の市政の運営などを見て、

ことしの敬老大会には、やっぱり少なくなったというのは、市長に対する期待がかなり

裏切られた方向に行っているなと感じておられる高齢者が多いと言わざるを得ないので

あります。

あえて私は、このアンケー 卜問い 6は、 集計結果は既に議会にも配られておりますけ
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れど、とりあえず棚上げをしておくのが私は、これまでの市長の方針から見ても、適当

なやり方ではないかとあえて申し上げておきたいと思います。

そして、市民にはいきなり四つの単独事業の見直しを行う考えであることを、殊さら

財政が厳しいということを前提にしながら、考えをいきなり求めるということは、余り

にも唐突なやり方であると言わざるを得ないのであります。

そして、財政が厳しいということを盛んにおっしゃいますけれど、ちょうど森田前市

長が市長に就任いたしました1973年から以降、当時、戦後最大の財政危機だと言われる

地方財政の危機がありました。昭和50年(1975年〉の当時の森田市長の施政方針は、

次のように述べております。

「戦後最大の財政危機というのは、スタグフレーションのもとで倒産、人員整理、操

業短縮のニュースが新聞に載らない日はない状況であります」と述べた後、真の健全財

政とは伺かということで、次のように考えを述べております。

「地方財政危機の真の原因に目をっぷり、福祉行政の発展と人件費の高騰にその原因

を求める論議が盛んであります。もちろん、私たちは冗費を削り、節約を図り、市財政

の健全化に全力を挙げるものであります。しかし、市民の福祉を切り捨て、市民サービ

スを縮小しての健全財政は、真の健全財政ではありません。何よりもまず、インフレに

ストッフ。をかけることであり、次に税配分を適正化し、自主財源を拡大することであり

ます」。

ちょうど市長に就任して馬場市長もほぼ2年になろうという同じような時期に、当時

の地方財政も、戦後最大だと言われる財政危機に陥ったんです。その財政危機を乗り切

る姿勢がこの中にはっきりとあらわれているんですよ。森田前市長のいいところを引き

継ぐというのであれば、この姿勢こそ、この精神こそ引き継がなければならないことで

はないですか。財政が厳しいというのであるならば、国の借金、押しつけをはね返す、

国への対決姿勢を打ち出すことが大事なんです。きのうも企画部長、来年度もさらに減

収補てん債が押しつけられるという説明がありました。今日、国の補助金の削減や、あ

るいは減収補てんの起債の押しつけなどが、どんなに対抗財政の大きな危機の要因になっ

ているか、もうこれまでさんざん論議をしてきているところであります。

ですから今こそ、まだまだその自治体で独自の権限で行えることのできる財源の確保、

例えば高速道路の課税、道路占用料の実勢に見合った改定、法人市民税均等割の大企業

などへの不均一課税、起債の低利への借りかえなどが、まだまだ可能性としてはあるわ

けであります。

η
d
 

ntu 



先ほど紹介いたしました、市議団のとったアンケー卜の中にも、「馬場市長の行政手

腕には疑問点が多いJi中央自動車道には課税すべきだ」、こういうのがあります。さら

に「市の財政難を語る前に、まず高速道路の税金徴収を決めたとおりに実行してほししリ

等々の財源確保を求める意見もたくさん寄せられているんです。こういう声はやっぱり

率直に聞いて、そして今後の行政に生かしていかなければならないのではありませんか。

1975年といいますと、今から24年前になります。就任して間もない、 2年を経た馬場

市政と同じ時期に、森田市政の行政姿勢を先ほど紹介いたしました。そして、その財政

危機を乗り切るために、独自財源として、大企業などへの超過課税を実施する条例、道

路占用料を新たに徴収する条例が提案されました。その後20年間で超過課税は70信7，000

万円余り、道路占用料は 6億5.000万円余り、その後まちづくり指導要綱の制定によっ

て、開発企業からの行政協力金を納めてもらうことによって、 18年間で39億1，000万円

余りの独自の財源、合わせて122億円余りの財源を得ることができたんです。その財源

をもとに、今日の日野の基盤をつくる大事な財源としたものであります。馬場市長も一

時、議員としてこうしたものの論議に加わったわけでありますから、あなたはよく御承

知のとおりであります。こういう24年間の革新市政のもとで行われた独自財源を基盤と

した日野の今日の財政運営にあなたは立っているんですよ。それをさらに充実、発展さ

せる方向こそ、あなたを初め、市の幹部の職員は、心を砕いていくというのが責務では

ありませんか。このことを申し上げて、この質問を終わりたいと思います。

O副議長(竹ノ上武俊君) これをもって16の1、馬場市政は健康管理手当、敬老金、

理美容券、入院見舞金の「見直し」・とりあげをやめよの質問を終わります。

一般質問16の2、新町姥久保都営住宅建て替えにともなう「文化施設」建設年度を早

めるよう都に働きかけられたいの通告質問者、板垣正男君の質問を許します。

022番(板垣正男君) 既にこの問題は、これまで数回、議会でも取り上げてまいりま

した。前段は省略いたしまして、質問点だけを伺ってまいりたいと思います。

現在、都営住宅の建て替えの第 1期が始まっております。周知徹底の看板によります

と、完成は平成16年度となっておりますが、これも遺跡調査等のおくれなどで、かなり

年度がさらにおくれるという可能性もあると思います。そこで、私は次の三つについて

質問を行います。

現在の建設年度の予定は、計画は当初の予定とどの程度ずれが生じているのかという

ことが 1点であります。最終の完成年度が何年度になるかというものであります。

二つ目は、住民要望が非常に強いこの建設にあわせて、公共施設を東京都が建設する
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ということが日野市との間で合意されておりますが、従来の計画によりますと、建設の

最終年度といいましょうか、四つに区切りました建設の最後の期間に入っております。

これを繰り上けて建設を、年度を早めることができないかと、うか。ぜひ繰り上げて建設

してほしいという住民の強い要望がありますので、ぜひそれを東京都に要望してほしい

というものであります。加えて、現在の取りつけ道路、甲州街道から入ってくる取りつ

け道路が、信号のあるところにつけかえられて新しい道路が計画されるようであります

が、これは一体、何年度の工事に現在なっているのか、明らかにしていただきたいと思

います。

3点目は、大坂上都営住宅の建て替えも完了いたしました。あと残るのは浄化槽など

があります用地、これまでの計画では、都営住宅をもう 1棟建てるということになって

おりますが、その際、日野市との間で福祉施設を併設するという合意ができているはず

であります。この福祉施設の建設の具体化がどの程度進んでいるか、説明いただきたい

と思います。

以上です。

O副議長(竹ノ上武俊君)

推進部長。

板垣正男君の質問についての答弁を求めます。まちづくり

0まちづくり推進部長(堀之内和信君) 新町の姥久保都営住宅の建て替え計画でござ

います。平成8年から地元の説明会等を行ってきているところでございます。その結果、

現在の225戸から462戸に建て替えられるという計画になっているところでございます。

第 l期工事につきましては、平成10年の 6月から始めまして、第4期工事の終了する平

成15年ということで完成を予定しているところでございます。

2点目の複合文化施設の繰り上げとそれから取りつけ道路の件でございます。まず、

新しい取りつけ道路につきましては、第4期の工事、平成12年から第4期が着手されま

すが、この中で新しい道路の工事に着手するということでございます。それから、優合

文化施設につきましでも、平成12年度から着手するということでございますけれども、

この中で繰り上げができなし、かという御質問でございますけれども、これにつきまして

は、現在、この都営住宅の進入路になっていますところに、この複合文化施設をつくる

ということになってございますので、現在の道路につきましては、工事用の進入道路と

して使用することになっておりますので、繰り上げて着手するのは非常に難しいんでは

なし、かというふうに考えてございます。

それから、 3点目の大坂上の三丁目団地の都営住宅につきましては、 500平米の公共
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公益施設を建設するということで予定をされてございます。これにつきましては、平成

12年度に下水道の供用開始が行われますので、これらを踏まえまして本格的に協議をす

る予定ということになってございます。

以上でございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 板垣正男君。

022番(板垣正男君) 2点目の公共施設の建設年度を繰り上げてほしいという質問に

対して、現在の取りつけ道路は工事用道路と して使用するから、繰り上げは難しい、こ

ういうふうに答弁されたと思うんですね。今、甲州街道の信号からずれて取りつけ道路

がありますけれど、これを新しく信号のところに取りつけ道路をつけると、こういうふ

うに私ども伺っているわけですね。ですから、その取りつけ道路がいつになるのかとい

うこともあわせて今伺ったんですが、はっきり答弁がなかったと思います。この取りつ

け道路が進めば、あるいはできれば、 それは工事用の搬入道路もあわせて利用できるわ

けでしょう。現に取りつけ道路は、工事用の車が出入りしているわけですから、新しい

道路をつける予定を、何年度になっているのか、それを早めることもできないのかどう

かということとあわせて、公共施設の建設年度を早めることもできるということになる

わけでしょう。

従来、東京都は、都営住宅の建設や建て替えなど付随する公共施設の建設は最終年度

につくるという、そういう工法をとっていたと思うんですね。ですからこれは、地元か

らの特に強い要望などがあったケース、あるいはなかったケース、いろいろあると思う

んですけれど、工事をしやすいということで考えれば、従来のそうした公共施設は最終

年度にするということになるかもしれませんけれど、そこを、既に予定より大幅におく

れているこの建設年度を、地元の住民、あるいは新しく都営住宅に入居する住民に対す

る公共施設を、やはり 1年でも早くつくって、その要望にこたえるという、工法の日程

をそのように立て直す、手直しをするということが、私はできないわけじゃないと思う

んです。そこをよく酌んで、市は東京都ともっともっと話し合っていただく余地がある

ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

O副議長(竹ノ上武俊君) まちづくり推進部長。

0まちづくり推進部長(堀之内和信君) 都営住宅の建て替えに伴いまして、複合文化

施設を早めていただきたいという要望については、東京都の方に市としては要望するこ

とについては、できるわけでございますけれども、先ほどお話しさせていただきました

のは、この都営住宅の建て替えにつきましては、 4期に分けて工事を着手するというこ
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とになっております。遺跡調査と並行して行っているわけですけれども、まず 1点は、

その 4期工事の部分で、遺跡調査が平成12年度にもまだ調査があるということが 1点で

ございます。それから、先ほどお話しさせていただきましたのは、現在ある道路につき

ましては、工事用の道路で当面使うということが 1点です。したがいまして、新しくで

きる複合文化施設につきましては、この進入道路に、現在の既存道路に重なって建物を

建てるということになっておりますので、先ほどの新しい取りつけ道路とあわせて、第

4期の平成12年度に着手をしていくということでなければ、工事を進めるのは非常に難

しいということで、平成12年度の第 4期の工事でこの取りつけ道路を、新しい進入道路

と複合文化施設を同時に着手するということで現在計画されているということでござい

ます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 板垣正男君。

022番(板垣正男君) そうしますと、平成12年度に新しい道路の取りつけとあわせて、

文化施設、公共施設の建設も着手する、そういう予定になっていると。再確認したいと

思います。それでよろしいですか。

O副議長(竹ノ上武俊君) まちづくり推進部長。

0まちづくり推進部長(堀之内和信君) そういうことで‘す。 12年度から着手するとい

うことでございます。ただ、 12年度前半、後半ということで、多少年度の中ではずれる

かもしれませんけれども、平成12年度に着手するということで聞いております。

0副議長(竹ノ上武俊君) 板垣正男君。

022番(板垣正男君) わかりました。従来、私どもが伺っていた建設年度よりも多少

早まったような今の説明があったと思います。平成16年度の 3月に都営住宅の完成とい

うふうに伺っていたわけでありますが、今部長から説明があったように、最終年度の建

設は平成15年度ということでございます。例えば、平成15年度に公共施設の建設を行う

というのと、今の答弁にありますように、平成12年度に公共施設の建設もあわせて、取

りつけ道路とともども着手するということでありますから、従来伺っていたよりも年度

は早まったということが言えると思います。

なお、市側も、この公共施設の建設などにも十分東京都とも連絡を密にしていただき

まして、地元の要望にこたえる内容のある施設にしていただきたいと思うわけでありま

す。従来、老人クラブなどが要望しておりました施設の内容としては、集会施設、ホー

ルのある胞設、和室、畳のある部屋、さらには、公共施設のーっとしての図書館の分館

の設置、会議室の設置等を含んだものを要望されてきた経過もあります。その内容につ
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いては、市側も十分承知をされていることであると思いますので、これらの市民の方々、

老人クラブなどで活動されている方々の期待にこたえられるようなものにしていただき

たいと思うわけであります。工事の日程なども、周辺住民の皆さんとの合意を取りつけ

つつ、順調に進められることを期待しているわけでありますが、市側にも一層その努力

を要望いたしまして、この質問を終わりたいと思います。

O副議長(竹ノ上武俊君) これをもって16の2、新町姥久保都営住宅建て替えにとも

なう「文化施設」建設年度を早めるよう都に働きかけられたいの質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

cr異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(竹ノ上武俊君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

O副議長(竹ノ上武俊君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

午前11時48分休憩

午後 1時05分再開

一般質問17の1、多摩平支所の廃止に伴う「豊田駅北口前連絡所」の業務時間は、朝・

夜共延長サービスを!また本庁舎および他の連絡所サービ‘ス促進の構想について伺いた

いの通告質問者、沢田研二君の質問を許します。

06番議員登壇〕

016番(沢田研二君) それでは、通告に従いまして質問いたします。

目前に迫りました豊田駅連絡所の業務開始についてでございます。長年親しまれ、利

便性を図ってきた多摩平支所が、いよいよ12月28日で業務を終了し、平成11年 1月1日

で廃止、その業務が本庁に統合されることとなります。そして、その多摩平支所廃止に

伴う代替え措置として、豊田駅北口前に連絡所が設置され、これまでの業務の一部が取

り扱われます。業務開始は、年明け早々の 1月4日からということであり、既に10月の

時期から、連絡所改造の準備に入り、着々と完成の方向に向かっているように見受けら

れます。

これらのことは、機会をとらえ、行政側から説明をされ、また 9月議会で、佐藤議員、

菅原議員からも一般質問の形で取り上げ、市民の立場、利用者の立場に立って、詳細に

わたっての問題提起がされ、担当部長から、さらには市長から、その時点までの考え方

及び計画が細かく説明されたところでございます。また、その後、 10月15日号の『広報

ひの』を使つてのPRや、関係住民に対しての、自治会等を使つてのPRなど、きめ細
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かい準備をされて、関係市民への徹底に努められているように見受けられます。大変御

苦労さまでございます。

ただ、情報の広がりとともに、連絡所を利用しようとしている市民の方々から、一種

の失望的な声、もしくは改善を望む声が多く寄せられております。言うまでもないわけ

ですが、業務内容と業務時間に関しての指摘でございます。とりわけ業務時間に関して

は、一言で言えば、少し厳しい言葉かもしれませんけれども、日野の市政に時代のギャッ

プを感じる、といったようなことが言われております。すなわち、今や、全国いろんな

ところで工夫を凝らして、いろいろさまざまな手法で市民サービスが行われている中で、

せっかくあのような便利な場所に連絡所を設けるのに、何の利便性もない、改善もない、

単に規模を縮小しただけの連絡所という、ショックであり、そんなことへのギャップと

いうことでございます。 (1そうだ」と呼ぶ者あり)

これらのことは、 9月議会でのお二人の質問の中にも含まれており、その多くの部分

で、理事者側の答弁は、「認識していますJ1検討いたしますJ1もう少し時聞をいただ

きたいJ1今検討を加えているさなか」等々の言葉がございました。私は、これらの一

つ一つの言葉は、決してその場しのぎの言いわけ、言い逃れの言葉とは思いたくありま

せん。そこで、 9月の一般質問の時期からしますと、既に約 3カ月を経過いたしました

ので、認識したことに時間をかけ、検討したことで、何らかの前進を期待しているもの

でございます。このことは、サービスの行き届いた連絡所を期待している市民の皆様か

らは、いろいろ要望いただく中で、私は、業務開始までに、どこまで改善されるかわか

らないけれども、認識し、時間もあり、検討しているので、ある部分では、業務開始を

してみないとわからない面もあるので、その点は別として、何らかの改善が行われるも

のと思う、というような答え方をしてきたところでございます。その後の検討結果、及

び‘今後の計画についてお伺いをしたいというふうに思います。

それでは、具体的な質問に入りたいと思います。

最初に 2点ほどございますが、まず l点目は、豊田駅連絡所の現時点で予定している

業務内容について、また多摩平支所当時との業務内容の違いについて伺いたいというこ

とでございます。確認でございます。これは、既に四つの業ー務内容が広報されておりま

す。すなわち、住民票の写し、戸籍謄抄本、それから印鑑証明の交付、年金の現況証明

の四つでございます。しかし、その後時間も経過をし、検討もある程度行ってきたと思

われますので、四つの業務以外に加わった業務があれば、その点を伺いたいということ

でございます。それと、多摩平支所のとき行っていた業務内容の種類と連絡所で行う業
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務の内容の比較を再確認という意味でお伺いをしたいということでございます。

それから、大きな 2点目としまして、豊田駅連絡所の現在検討中の新たな業務内容、

それから検討事項、課題といいましょうか、そういったことについてお伺いをしたいと

いうことでございます。これは、それなりの時間もあったわけですけれども、また検討

はしたけれども、結論までには至っていなかった、 または、開業してみないとわからな

い、様子を見てみないとわからないとし寸、そういった部分も多々あろうかと思います

が、そういう中で検討事項に入っている、そして状況次第によっては、近いうちに 5種

目目、 6種目目として加えられるのではないかというようなものがあれば伺いたいとい

う、以上 2点についてまず答弁をいただきたいと思います。

O副議長(竹ノ上武俊君) 沢田研二君の質問についての答弁を求めます。企画部長。

O企画部長(損島英紀君) それでは、御質問の 2点について御答弁をさせていただき

ます。

まず 1点目の、業務内容と、また支所当時との業務の内容の違いということでござい

ます。業務内容につきましては、ただし、ま御説明がございました 4項目でございますけ

れども、既に広報にも10月15日号、さらには11月15日号で、市民の皆様にはお知らせをし

ているところでございます。現在多摩平支所で行っている業務でございます。連絡所で

できないものにつきましては、転入届け、転居届け、転出届け、印鑑の登録、国民健康

保険あるいは国民年金に関すること、それから母子健康手帳の交付、市税等の納付、交

通災害共済の受付などでございます。

また、 2点目の、連絡所での検討してきた新たな業務、あるいは検討事項ということ

でございますが、 9月に補正予算をいただきまして、いわゆる建物の方の準備をして、

すぐに10月15日号に広報でお知らせをしたという経過もございまして、いろいろ検討は

いたしたわけでございますが、四つの業務を既にお知らせしてございますので、なかな

か9月議会でも 2人の議員さんからいろいろ御提言をいただいております。その内容に

ついても、十分検討はさせていただきました。検討した内容といたしましては、図書館

の図書の返却ポストの設置ができないかと、うか、あるいは自動交付機の設置ができない

かどうか、それと駐車場の確保ができなし、かどうか、あるいは市民への周知の方法につ

いて、さらには、組織及び、人員の配置について検討をいたしたわけでございます。物理

的な問題もあるわけですけれども、連絡所が限られた事務スペースでございまして、建

築面積は約80平米でございます。市民のニーズにいかに対応できるか、検討いたしたわ

けでございますけれども、これらの内容につきましては、 1月4日の業務開始には困難
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な状況でございます。広報にその業務内容もお載せし、それで関係自治会にも御通知を

差し上げ、その業務の内容を通知してございます。したがって、 4項目以外の業務につ

いては、連絡所の業務開始後の利用状況、それから市民要望を踏まえて、十分協議して、

さらに検討してまいりたい、このように考えているところでございます。

以上でございます。

0副議長 (竹ノ上武俊君) 沢田研二君。

016番 (沢田研二君) ありがとうございました。

幾つかの検討はされているということなんですが、この 3カ月では特段、言うなれば

5種目目、 6種目目の業務の拡大までは至らなかったということでございます。ただ、

この 3カ月間という期間というのは、こういう業務のいろんな角度からの検討で十分、

オープンしてみないとわからないという部分はあるにせよ、今まで多摩平で行ってきた

わけですから、市民のニーズに合わせて十分検討できるんではないかなと。私どもも、

民間の中でいろんなものを開発したりしますけれども、大変な、もう本当に半年あるい

は数カ月で次から次へ新しいものを生み出していく、そういうエネルギーと比較をした

ときに、この3カ月で結果的に検討しました、伺も生まれませんでしたというのは、ちょっ

と残念だなという気がいたします。

それで、もう目前 1カ月に迫っておりますので、今から次をということは難しいかも

しれませんが、その中で今後、業務範囲の拡大というのは、必要というふうに考えてお

られるのかどうかということを 1点まず伺いたいと思います。

それから、その中でも特に、早急に業務に加えたいと思っているようなものは何なの

か、そのことの再確認をしたいと思います。

それから、利用者の範囲ですね。これは、従来も、多摩平だから、多摩平のエリアの

人だけということで・はなかったようでございますけれども、今度、この豊田連絡所とい

う大変利便性の高い場所への設置ということになりますので、その利用者の範囲はどの

ようにお考えになっているのか、そのことについて確認をしたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君)

O企画部長(棋島英紀君)

企画部長。

1点目の業務範囲の拡大ということでございますが、申し

上げましたように、あくまでも盟国連絡所については、多摩平支所が移るということで

はなくて、その廃止に伴う代替措置として業務を行うものでございます。また、いわゆ

る事務スペースは、先ほど申し上げましたように、どうしても新しい業務を行うために

は、限られた面積、スペースでございます。そんな関係で、確かに 3カ月もたってさら
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なる努力という部分は、という御指摘でございますけれども、十分検討して、これから

対応できる業務範囲、これは市民の皆様の利便、サービスをさらにするという基本的な

考え方、スタンスは当然のことでございますけれども、人員の問題や、あるいはスペー

スの問題等で、なかなか業務範囲の拡大について難しいといいますか、即対応ができな

いところがございました。今後はしたがいまして、さらに何ができるのか、十分また関

係部署とも協議しながら進めさせていただきたいと思っております。

それから、早急に業務を加えるものというのも、また今申し上げましたような状況で

ございますので、今後の検討課題にさせていただきたいと思います。

利用者の範囲でございます。もちろん、支所の業務は、本庁に統合して区域を移した

わけでございますので、この利用の範囲につきましては、市内どこからでも御利用にな

れるということでございますので、駅というその立地条件、利便性を生かした中で、今

までの区域以外の方、特に近いところでは、 平山、西平山、 豊田の方々、この方々も利

用できるということでございます。

以上でございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 沢田研二君。

016番(沢田研二君) 拡大の必要性は、必要とは思っているけれども、なかなかいろ

んな制約事項があって踏み切れないというか、実現できないということです。先ほどこ

んなことを検討してきたという中に、例えば図書返還のポストだとか、自動交付機とか、

駐車場とかございました。もちろん、こういったことも全部できればいいんですけれど

も、例えばスペースに限度があるよといいながら、図書の返却本のポストなどを設けれ

ば、これだけでも大変なスペースをとるわけですから、ちょっと視点を変える必要があ

るんではないのかなというふうに思います。もちろん、駐車場もあればいいんでしょう

けれども、しかし車に乗れる方は、本庁まで来ても何分でもない話ですから、必要ない

という意味ではなくて、優先順位からすると、むしろ 4種目だけではなくて、印鑑証明

の交付だとか、そういったことのやる方法をやっぱりもっともっと考え出すべきではな

いのかなというふうに思います。今までの答弁を伺っていますと、従来の多摩平の支所

のあくまでも延長線でしか考えておられないような、そんな気がいたします。この次の

問題の 3番目に予定しております、業務時間との兼ね合いのことで、それらを含めても

う1回触れますので、ここでは一応、そういう現状の考え方を伺ったということにさせ

ていただきますが、そういう意味では、非常に発想を変えていただきたいなというふう

に思います。
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それでは、次の 3番目の質問に入りたいと思います。市民の強い要望であります、豊

田駅連絡所の朝・夜の業務時間延長についての考え方、それから検討されていることの

内容についてお伺いをしたいということでございます。この時間延長という意味合いの

中には、土曜日、日曜日、あるいは祝祭日も含めてということでございます。それから、

ただし年末年始だけは、これはちょっと除いて、これも全部一緒くたにしてできる、で

きないという話になっても困るんですが、業務時間の延長という範囲では、それらも含

めたイメージでございますので、それも含めての御答弁をいただければと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 企画部長。

0企画部長(横島英紀君) 業務時間の延長ということでございます。当面は、広報に

も、あるいは地元自治会にも御通知を差し上げました、 8時半から 5時という予定で、

既に御連絡を申し上げているところでございます。 しかしながら、連絡所が駅前という

立地条件のょいところでございますので、これを生かして、業務時間の延長を行って、

市民要望にこたえていくと。さらなる一層の市民サービスの向上を目指してし、かなきゃ

ならない、このことについては認識をしているところでございます。しかし、現在確か

に、できるところからという問題もあるわけでございますけれども、連絡所はあくまで

も市民課の連絡所ということで、市の窓口業務全体の問題として現在のところは受けと

めているところでございます。今後のあり方については、十分検討して、その辺の延長

について、あるいは土・日・祝祭日の業務については、市民のサービス、こういう観点

から考えれば、当然のことだと思っております。

しかしながら、なかなか連絡所だけの問題として対応できませんで、今後はやはり、

申し上げましたように、市の窓口業務全体の問題としてとらえていくのか、あるいは連

絡所だけはそういう意味では一番駅にあるわけでございますので、切り離して考えてい

くのか、その辺もこれから検討せざるを得ない状況でございます。現在の段階では、お

しかりを受けるかもしれませんが、検討事項としては考えておりますが、具体的には、

その方向は今後の問題として御理解をいただきたいと存じます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 沢田研二君。

016番(沢田研二君) 先ほども、ちょっと視点を変えていただきたいなということを

申し上げたんですが、この件は、手順を追って検討を必要とする、検討していく必要が

あるんではなし、かなと思います。すなわち、これを進めていく上には、何点かのキーポ

イン卜みたいなものがあると思うんですね。 9月の一般質問の市長の答弁を伺っていま

して、市長は十分、住民のニーズをとらえているというふうに感じましたし、可能な限
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りやらねばということの意向も持っているというふうに私は受けとめました。

それを前提にして何点か伺いたいんですが、それと盛んに今の御答弁の中では、多摩

平支所の代替えとしての考え方ということを、前回の質問者に対しても強調しておりま

したし、今もある意味では同じようなトーンで答弁いただいたと思うんですが、ただ、

市民の利用する立場からしますと、代替えだから支所のときの規模の縮小でも構わない

んだというような感覚は全くないと思います。だけれども、物理的に不可能なことは不

可能な面たくさんありますから、それまで言うつもりはないんですが、利用する側から

すれば、そういう受けとめはないし、ましてやあの場所ですから、あれもこれもとは言

わないまでも、最低限のものはやってほしいというような強い要望がございます。

それから現にですね、改造費として1.500万円近くの予算を組んで、今その業務開始

をやろうとしているわけですから、そんなこと、あんなことをいろいろ含めますと、余

り多摩平支所の代替えだから、しょうがないんだ、やむを得ないんだというのはいかが

なものかなというふうに思います。ここはひとつ、十分再検討していただきたいなと思

います。

それで、まずこの時間の延長、朝・夜ですけれども、ゃるか、やらないかの方針決定

が必要ではなし、かなと。先ほどの答弁の中でも、拡大に向けて努力をしたいんだ、その

つもりはあるんだというような言い方をされておりますが、どうもその後に続く言葉が

迫力がないなと。正直言いまして、そんな感じがしますので、まずやるのか、やらない

のかということをですね。

それと、あわせまして、その時間延長をやるべき背景が、私はかなりあると、大きな

要因があるというふうに思っております。それは、市民が、もう極めて今不況の中で、

大変な思いをしているわけで、す。こういう不況のときこそ、忙しくて、時間を大切にし

たい。こういうときこそ、役所が市民に対して利便を図って、後押しをしてあげるべき

じゃないかと、こういう意味でございます。何といいましでも、市民は役E行にとっては、

税金を納めていただける最大のお客様ですから、本当に困ったときに、行政側として何

をしてあげられるのかという視点に立つ必要があろうかと思うんです。不況だから、人

によっては、仕事がなくて、時間に余裕がある、もてあますという場合もあります。し

かし、 一方では、責任のある立場の人というと、ちょっと言い方があれかもしれません。

あるいは管理的立場にある人、あるいはみずからが事業を起こしている人、こういう人

たちからしますと、今のような状況は、もう大変な忙しさなんですね。働けど働けど、

なかなかいい方向に向いていかないという、本当に時間を惜しんで頑張っておられるわ
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けです。ですから、そういう状況から考えますと、こういうときこそ、しかも、たまた

まと言ったら語弊があるかもしれませんが、新しい病院建設という、そういう状況の中

で、豊田連絡所が難産の末生み出す、多摩平支所廃止とかという過去の流れからします

と、ようやくここで、あの場所にそういう業務が行われようとしているわけですから、

これはもう、一つでも二つで、も市民のニーズにこたえるということが必要ではないかと

思うんですが、これらの背景を含めて、そのやるべきか、やらないかということについ

ては、やろうという先ほどの話はありましたけれども、その点についての見解があれば、

ぜひ伺いたいと思います。

O副議長(竹ノ上武俊君) 企画部長。

0企画部長(横島英紀君) 今までの経過が、そういう形で多摩平支所の廃止に伴う代

替措置ということできておりましたので、改めて-沢田議員さんからの御意見、御提言に

よって、私どもの方も、やはり発想の転換をしていかなけりゃならないのかなと感じて

いるところでございます。言いわけのように聞こえますけれども、どうしてもスペース

の問題があるわけでございまして、その中で何ができるか、これをさらに時間延長等は

スペースの問題は関係ございませんので、物理的なものはともかく、住民のサービスを

さらに充実させる、あるいは向上させるという意味から、また利便性を考え、立地条件

のよさを考えれば、当然のことながら、この四つの業務だけをやればいいとは思ってお

りません。したがいまして、今までの検討項目も含み、さらには市民からのいろんな問

い合わせ、要望、今の沢田議員さんからの御提言も含めまして、やはり行政窓口として

さらなるサービスが提供できるように、いずれにしましでも今の段階では、十分検討し

まして、それにこたえられるような連絡所にしたい、このように考えております。

以上でございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 沢田研二君。

016番(沢田研二君) 9月議会の答弁で、本庁舎との兼ね合い、及び職員の勤務体制

見直しの関係もあって、非常に難しいとしづ、こういう答弁もあったかと思います。こ

れはもう事実、いろいろその背景が推測できるわけですけれども、近い将来、当然本庁

舎もそう いった時間の延長と いったことが大きな課題になろうかと思います。 しかし、

豊田の連絡所というのは、そういう意味では、近い将来の本庁舎もその方向にあるとい

う意識があれば、試行といいましょうか、試験的にですね、この豊田連絡所でいろんな

勤務体系をと ってみると いう、そ うし寸意味では、もう絶好の機会ではなし、かなという

ふうに思うんです。私ども例えば民間の事例で、勤務体系を変えるとかということも常
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にあるわけですから、あのフレックスタイムの導入のときから、いろんなことをやって

きていますけれども、そのときも、 一気にそれをやろうなんていうことは、 一度もなかっ

たです。私どもの経験からいきますとね。ある程度のモデル職場的なものをつくって、

それである分野でやってみて、そこでまたいろんな問題点を抽出して、次の職場を拡大

してし、く。今は全職場でやられていますけれども、そういうふうに、ステップを踏んで、

手順を踏んでやっているわけです。

それから、これまでの答弁もず、っといろいろあれしますと、全庁的なこともあるし、

とか、これは企画部長も言われておりましたし、前回市長もそんなニュアンスの話もさ

れておりましたし、それはそれで、当然全体を考えなければならないという意味では、

理解できるんですけれども、そういうふうにステップを踏んでやっていくことが、結果

として全体を早めることが可能になるんではなし、かなと。それから、当然フレックスタ

イムということも間近に検討しなければならない課題だろうというふうに思うんですが、

その問題だとか、それから、ああいう連絡所などは、何も全部が職員でなければならな

いということはないと思うんです。職員OBのある意味での有効活用ということだって

可能だというふうに思います。そんな意味で、まだまだ検討の余地は十分あるんではな

いかなというふうに思っているんですが、その点について伺いたいと思います。

それから、あわせて、その時間延長サービスを実施するに当たっては、何が一番ネッ

クなのか、問題なのかということも当然、あろうかと思います。例えば、体制をつくるこ

との問題が、これは言うならば人の配置の問題が当然絡んできます。人の配置の問題と

いうことになると、組合問題ということになってくるかと思います。それから、運営の

件ということもまたあろうかと思います。運営の件では、これは財源の問題が絡んでき

ます。それから、財源の問題ということは、結果としては、効果との対比ということも、

これは絡んできますね。幾ら人で財源をかけても、何の効果も、利用もされないという

んじゃ、これは意味がない。形だけ機械化しても、中身は全然変わらないといっても困

るわけですから、そういうような問題がいろいろあろうかと思うんですが、今一、二提

起したことについては、どのようにお考えなのか、伺いたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君)

O企画部長(槙島英紀君)

企画部長。

1点目の業務時間の延長、その内容については、フレック

スタイムの導入というお話でございます。今の厳しい状況の中では、当然のことながら、

人をふやすということができません。したがって、多摩平支所の 8名を、 3名をほかに

配置転換をする。さらに多摩平の業務そのものが本庁に移行するわけでございますので、
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新たに豊田連絡所については、職員体制についても最小限度の人員で業務を行ってまい

りたいと考えています。

それから、時間延長については、当然のことながら、フレックスタイムの導入とか、

あるいは勤務時聞をずらしたりですね、そういうようなことになってまいります。これ

については、やはり勤務労働条件の変更という問題が出てまいりますので、当然のこと

ながら、職員組合とも協議をせざるを得ません。それから組織についても、現在は市民

課の所属というか、市民課の連絡所でございますので、そういう組織の問題もあるわけ

でございます。それから、延長に対するその人員の配置等についても、なかなか非常に

最初からその利用状況を含めて、きちっと決めるということについても、やはりこれも

また、職員組合との協議があるわけでございまして、これらを含めて、運営体制、ある

いはそこにかかる費用等も考慮しながら進めているわけでございます。

いずれにしましでも、時間延長ができるような体制を早くつくって、市民サービスの

向上を目指したい、このように私どもの方としては考えているわけでございます。いろ

いろと具体的なお話も、あるし、はまた御提言もございますように、非常にそういう意味

では、ある程度オープンしてからというのは、ちょっと後手に回るといいますか、もっ

ともっと積極的にその体制をつくれということであろうと理解をいたしているわけでご

ざいますが、もう 1月の 4日でオープンでございますので、その結果を見て、積極的に

取り組みをさせていただきたい、このように思っております。

以上でございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 沢田研二君。

016番(沢田研二君) もうオープニングまで何日もないわけですから、その日までに

何としてもというつもりはございませんし、また約3カ月近く経過をしながら、四つの

業務以外はまだ実現しそうもないということも事前には承知していたところなんですが、

先ほど若干視点を変えてもらいたいということを申し上けました。その運営方法につい

ても、いろんな方法があると思います。これまでのやっていたことの延長線ではなくて、

やる方法が幾らでもあると思います。

これはちょっと二、三問題提起しておきますので、ぜひ検討していただきたいなと思

うんですが、例えば、朝とか夜の延長時間については、何も通常時間で・行っている業務

と同じことができなくてもいいと思うんです。まずこれが l点あると思います。

それから、延長時間は、役所の人たちもやっぱり、OBの活用ということもあ ってい

いわけですから、そういう人たちを使って、市民から要望されるいろんな書類を受け取っ
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たり、渡したりということを、延長時間を使ってやれば、スペースの問題だとか、費用

は若干かかるといっても大した、これはもう、 1人というわけにいきませんが、最低 2

人いればいいわけですから、そんなことも検討していいんではないか。

それから、例えばさらには、受け取りそのものは、メールボックスといいましょうか、

郵便箱みたいな感じで受けて、渡すときには人の手で渡すと。これは例えば、朝早い時

間に書類を提出するためには、事前に近隣の郵便局なり、あるいは前の自の晩に、必要

な書類を自分で持って行ってですね、 書いてそれをポストに入れておけば、もう夕方に

はそれを渡すことができるとか、そんな方法だって、私はできるんではなし、かなという

ふうに思います。これを行うのには、規定の封筒とか、そういったものも必要かもしれ

ません。企画部長はゴルフをやられるかど、うかわかりませんが、ゴルフ場へ行きますと、

貴重品を貴重品袋に入れて、それで渡して、絶対に間違いないようなことで取引してい

るわけですから、その拡大とは言いませんけれども、方法論としては、そんなことでも

可能だし、ほかにももっともっといい知恵があるかもしれません。

それから、当然限られたスペースの中ですから、例えば印鑑証明などには、カードを

{吏ってやらなければなりませんので、その場でやるというにはまた大変な設備と費用が

かかるわけですけれども、そういう連絡所でできない業務については、車便といいましょ

うか、連絡便といいましょうか、そういうようなものを活用して、朝出せば夕方には、

帰りがけに寄れば、受け取れるというようなことだって可能だと思うんです。

ですから、今まで本庁でやっていること、あるいは多摩平支所でやってきたことが、

こういうことでこの範囲だから、したがって、あれもこれも難しい、無理だということ

にはならないと思うんです。ただ、こういうことも、職員が直接その中に入るか、ある

いはOBをうまく活用するかは、それも含めてある意味では組合問題かもしれませんが、

これだけこういう厳しい、いろんな意味で厳しい世の中になっているわけですから、そ

こは本音で話し合っていただいて、組合の権利よりも、むしろ市民のニーズにこたえる

ためには、 一緒に何をどうすればいいのかという視点でぜひ協議をしていただきたいと

いうふうに思います。

これは今最後に申し上げた何点かについては、今後そんなことを含めて検討していた

だきたいということで、ここでそれについてはこうだ、ああだということはまた別な場

でお伺いをしてみたいと思います。問題提起をさせていただきます。

それから、最後の 4点目でございます。本庁舎の関係でございますが、本庁舎の時間

延長、それから連絡所的サービスの考え方、検討内容について伺いたいというふうに思
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います。今回初めて連絡所というものができるわけなんですが、以前から要望されてい

る本庁舎に関係する時間延長サービス、それから機械化によるサービス拡大等、どのよ

うな検討がされているのか、この点についてまず 1点伺いたい。

それから、もう 1点としては、最近、全国各地で、コンビニ等を使ったり、さまざま

な場を活用しての市民サービスが行われておりますけれども、日野市としての具体的検

討は、この豊田駅もそのーっかもしれませんが、それ以外を含めて、どのようなことを

考えておられるのか、現時点での発表できる内容があれば伺いたい。

以上2点について伺います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 市民生活部長。

0市民生活部長(宮本寿君) 今までの御質問での企画部のお答えと若干ダブるとこ

ろも出てこょうかと思いますが、現場を預かる立場でお答えさせていただきたいと思い

ます。

時間延長に関します、ネックとなるところという部分でございますけれども、現在、

機械による証明行為になっております関係で、現在、介護保険の準備のために、新住民

基本台帳システムを開発中でございます。現在のシステムは、自動交付機を接続するこ

とが不可能なわけでご、ざいますけれども、現在開発中のこのシステムは、自動交付機接

続を前提といたして開発をいたしております。現在の機械では、ホストコンビューター

を立ち上げませんと、証明事務ができないわけですけれども、自動交付機、さらにサー

バ一方式によるに自動交付機を採用する ことによりまして、今後は支所、連絡所等でそ

れらの証明ができるというふうに考えております。ホストを立ち上げなくてもできると

いうことになりますと、時間延長等の可能性も高まってくるんではないかというふうに

考えております。

それから、コンビニ利用等に関しましては、まだいろいろな問題も多く、指導の立場

である国 ・都におきましては、いろいろな問題点を指摘してきているところでもござい

ますので、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。

以上でございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 沢田研二君。

016番(沢田研二君) ありがとうございました。

自動交付機の導入等々も、私どもも行政視察を通じて、 いろんなまちの使用実態、利

用実態等も見てきてはおりますけれども、 一種のはやり的な感じもしなくもないわけで

すけれども、途中でも申し上げたように、投資効果とその効本という意味では、どうい
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う方法が一番いいのか、これが、このシステムが完成しなし、から、いろんな市民サービ

スができないというのであれば、本当にどち らの手法をとるのが一番有効なのかという

ことは、ぜひ御検討いただきたいなというふうに思います。

それで、ちょっと90分の時間には十分あるんですが、大体45分ぐらいでまとめようと

思っていたものですから、先を急ぎますが、今現在、連絡所とは違うんですが、郵便局

を使ったり、あるいは郵送による住民要望、あるいは電話を使つての予約だとか、幾つ

かの手法がとられております。事前にいただいた資料、あるいは発行されている資料等

を見ますと、例えば、郵送受け付けでは、年間4万二、三千件ほどに、年々これはふえ

てきているような傾向にあるんではなし、かなと思います。それから、郵便局での郵送に

よる受け付けというのも行われておりますが、これは平成3年にスター卜して、その当

時は、 1年間377件であったのが、平成9年はわずか91件に減っている。それから電話

予約についても、平成4年当時スタートして、年間44件であったものが、平成9年、昨

年は28件というように減っております。これは郵便局を使用する依頼の仕方、あるいは

電話予約の方法も、ほとんど市民には徹底されていないんじゃなし、かなと。やっていま

すかと言えば、やっていますよと言うかもしれませんが、実質的には本当に市民権を得

ていないような、そんな状況ではないかなと思います。この点について、何らかの PR

を含めた改善について、何か考えがあれば伺いたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 市民生活部長。

0市民生活部長(宮本寿君) 御指摘のとおり、電話予約、それから市内郵便局の利

用、これらの数字につきましては、御指摘のとおり、伸びてない状況にございます。こ

れらにつきましては、確かにPR不足が原因しているというふうに思われます。今議員

も御指摘のとおり、郵送受け付けでの扱いが、市民課、支所を合わせまして 4万2，848

件もある1犬況でございますので、こういった郵送依頼におきましては、それぞれの用紙

を自分で、つくらなければならないわけですけれども、申請用紙が郵便局の方には備えて

ございますので、これらを利用していただけば、今まで以上に便利な申請行為ができる

んではないかというふうに考えております。積極的な PRをして、もっと市民に利用を

していただきたいというふうに考えております。

0副議長(竹ノ上武俊君) 沢田研二君。

016番(沢田研二君) 今部長から答弁いただいたように、郵便局にはちゃんとした指

定の用紙があって、それから封筒も、返信用と依頼用とちゃんとしたこういう立派な封

筒も用意されていて、ところが、年間91件しか利用されていなし、。 一方、市民の方から
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直接、手紙でそれを要望する場合には、いろいろ電話で確認をしながら、たまには間違

いもあったり、何をどう書いていいのかわからないとか、こういうような御苦労されな

がら、せっかくいいものがあっても、 PR不足のために利用されていないという、そう

いう現実があります。特に、電話で予約をすることについては、月曜日から金曜日まで

受けたものを、土曜日の午前中 9時から12時までに渡すとし寸、こういう形になってい

ますね。これだって、なぜその日の午前中受けたものは、その日の夜渡せないのか、今、

その当直室ですか、夜間の受付窓口は毎日いるわけですから、そこでなぜ、その日の夜

渡せないのかとか、いろんなことがたくさんございます。新たな連絡所云々、あるいは

コンビニを使つての云々ということもありますけれども、それはそれで検討していただ

きたいわけですけれども、今行われている制度の中で、少し改善をすれば、工夫をすれ

ば、もっともっと市民としては、市役所が身近なものになるということがあろうかと思

います。全体を通じて市長、何かコメントがあればいただきたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 市長。

0市長(馬場弘融君) 沢田議員から多摩平支所の廃止に伴う豊田駅北口連絡所、この

業務時間、サービス内容等々についての提言をいただいているわけであります。確かに

議員も御指摘のとおり、せっかくあの駅の前という、非常に利便性の高いところに連絡

所が設けられることになったのに、なぜサービス内容がより充実しないのかという市民

の声、あるいは失望の声、非常に私もよくわかるところでございまして、今、部長答弁

を聞いていながら、非常につらい思いをしているわけであります。確かに、多摩平支所

よりもサービスが低下をしてしまうわけであります。ですが、くどいようでございます

けれども、当初は病院の関係で、支所は廃止をするということであったかと思います。

何とかどこかにいい場所がないかということで、駅の非常に狭いスペースではあるけれ

ども、あの場所に連絡所という形でつくったと。これも一生懸命努力をしてつくろうと

しているわけであります。まずその辺のところは、できれば御理解をいただきたいとい

うふうに思うわけであります。

時間延長の問題もあるわけでありますが、現状でもともと代替措置として物事が始まっ

ているということでありますので、どうしてもプラスアルファをつけなければ始まらな

いぞという認識で当初なかったという点が非常に大きな|塩路になっているわけでござい

ます。ですが、これから先の問題になりますが、常々私は申し上げておりますが、市の

職員の職務体制等も含めて、新しい時代に即応して、もっともっと柔軟に対応できるよ

うな形にしていかなければいけないということは、常々内部でも申しているところでご
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ざいますが、何分にももう少し時間をいただかないと、こういうところが、すべての職

員の体制をその形に持っていくと いうのは、時間がかかるかなというふうに思います。

私も、視点としてはかなり先を見て、こういうふうにしなければいけないなという思い

はあるわけでございますが、それがすぐにということになりますと、なかなかで、きない

というもどかしさというものを感じているところであります。できるだけネ見去を変えて、

新しい視点で物を見る、考えるということを、より一層職員に対しでも、強く強く話を

していきたいし、例えは.組合との話し合い等についても、より積極的な対応ができるよ

うに、民間の対応に準じた対応ができるような職務体制、勤務体制が組めるように、強

く求めていきたいというふうに思う次第であります。大変つらいところでありますし、

サービスの低下で御勘弁いただかなければいけないということで、大変申しわけなくは

思っておりますけれども、 一生懸命努力はしているんだということは御理解をいただき

たいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 沢田研二君。

016番(沢田研二君) ありがとうございました。

途中、幾つかの視点を変えてみてはいかがですかというようなことでの問題提起、提

案をさせていただきましたけれども、従来の延長とは大分外れるような発想もあろうか

と思いますが、しかし、やっぱりやる以上は、それは何がネックで、それをどうやった

ら取り除けるのか、またどうすればできるのかということを常に目標に置いて市民サー

ビスに努めていただきたいということを最後に申し上げまして、この質問を終わらせて

いただきます。ありがとうございました。

0副議長(竹ノ上武俊君) これをもって17のし多摩平支所の廃止に伴う 「豊田駅北

口前連絡所」の業務時間は、朝 ・夜共延長サービスを!また本庁舎および他の連絡所サー

ビス促進の構想について伺いたいの質問を終わります。

一般質問18の1、農あるまちづくりについての通告質問者、手嶋精一郎君の質問を許

します。

(9番議員登壇〕

09番(手嶋精一郎君) それでは、通告に従い、農あるまちづくりということで質問

をさせていただきます。

現在の日本には、 670余の市が存在しております。それらの市が、各市それなりの歴

史を持ち、性格を持ち、その中で、それらを合わせて顔として存在をしているわけです。

日野市を振り返った場合に、小さな村落を一つの単位として、農業社会としての性格
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を確立し、それを顔として現在に至っていると。現在に至っていたと言うのが正しいの

かもしれません。昭和の初期より、御存じのように、台上を中心とした企業の進出を見

たわけですが、 それらはあくまで点と しての進出であり、日野市本来の顔をつぶすとか、

壊すとか、そういうことではなく、昭和30年代の前半までは、今までの顔をそのまま継

続しでもってきたわけでございます。その後、すごい勢いでやってきた高度成長という

波にもまれ、首都圏に位置していたという立地も作用し、直接の食生活なり、当面の収

入に関係のない丘陵地や山林部があっという聞に開発の波にさらされ、これが外堀であ

り、この外堀を埋め尽くした後は、内堀である低地部に開発の手が伸び、現在に至って

います。私は、開発自体を否定するものではありません。要は調和の問題だろうと思い

ます。この高度成長の波に乗り、私も含めたところの、この中にも大勢いらっしゃると

思いますけれども、多くの方が生活の安定を求め、首都圏に、そして田園風景の残る日

野市にやってきました。人口の増加とともに、まちに活気が出てきました。そして、当

時より日野市にはまだまだ田・畑・緑地等の空地があり、このあることの利点を生かし

て、まちづくりが営まれてきたと思います。不幸にしてそのような空地のないまちは、

道路とか、そのような改修のみのまちづくりしかできないのが現状であります。日野市

の場合、この空地を生かしたまちづくりのチャンスが今までもあり、今後もあるという

ことで、非常に恵まれていると思います。

このような中、 3月議会において「農業基本条例」が議決され、施行されました。将

来の日野市の姿を想定する上で、非常に画期的な条例だと評価するところでありますが、

この農業基本条例に基づ‘く農あるまちづくりについては、今までに取り組んできた政策

の見直しゃ、また限られた予算の中での政策の展開等、いろいろな問題があります。こ

れらの問題につきまして、今後、継続的に質問してまいりたいと思っております。今回

は、基本的なことについてのみ質問をしていきたいと思いますので、よろしく御答弁の

ほどお願いいたします。

まず最初に、清流フィルターの配布経過であります。御存じのように、昭和51年、

「日野市公共水域の流水の浄化に関する条例」が施行されました。通称「清流条例」と

言われるものであります。当時私は、日野市役所の職員であり、清掃課に勤務していま

した。ところが、ある日より、水色をしたプラスチック製のものがぽつんぽつんと出て

くるようになった。ところがそれが、周期的じゃないんです。毎日多くなってくるんで

す。最終的には何百個という数で毎日出てきました。これをですね、最初はだから、私

はわからないわけです。これは何だと。この何百も出てくる、毎日毎日山てくるように
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なって、これ自体は何なんだという確認をしたところ、日野市で無料で配布した清流フィ

ルターであるということがわかりました。

清流条例は、水路の年間通水と清流フィルターの設置を二本の住とした条例であり、

この条例自体の持つ意味は大きいし、市民要望にこたえるものだと判断しますが、結果

として、ごみとして出てきて、私は税金のむだ遣いになったという判断をしております

けれども、そういうことになったということは、この条例作成の経緯に無理があり、庁

内合意はもとより、市民に対する周知も徹底していなかった、こういうことではなかろ

うかという考えを持っていました。

そこで、お伺いいたします。清流フィルターについて、 51年、 52年に無料で配布した

と思います。その配布個数と予算執行額です。

それから、 2番目として、農業基本条例における水路の位置づ、けについてであります。

私は、水路というのは、日野市の原風景を形どっているものであり、非常に大事なもの

だというような考えを持っております。しかし、本条例においては、第3条、農業施策

の基本事項の中、第 5号として、「農業用水路の継続保全」というのが挙げられていま

す。しかし、いま一つ、位置づけがはっきりしておりません。これは庁内協議の不足が

もたらした結果ではないかと思います。環境基本条例、また日野市基本計画、それらの

中では、それなりに位置づけがなされているわけでございます。この件につきましては、

環境共生部長のお考えをお聞かせ願いたいと思います。

それから、今の問題とちょっとダブりますけれども、 3点目は、農業基本条例に対す

る庁内協議についてであります。この条例はさきに作成された「農業振興計画Jにゆだ

ねられている部分が多くあり、それに基づく条例化との認識はするところでありますが、

この条例の実施に当たっては、いろいろな部課が関係します。それら関係部課の協議な

り、討議の中での合意、また市民に対する周知等が徹底して、初めて円滑なる実施へと

移っていけるわけですが、この周知なり協議等について、どのような考えを持っている

のかお聞かせ願いたいと思います。

O副議長(竹ノ上武俊君)

部長。

0環境共生部長(笹木延吉君)

手嶋精一郎君の質問についての答弁を求めます。環境共生

私の方では2点ほど御質問いただきました。

最初の清流フィルターについてということでございます。御質問の清流フィルタ ーに

ついては、「日野市公共水域の流水の浄化に関する条例」 一一通称「清流条例」と申し

ます一一ーは、昭和50年12月27日に制定し、次の年、 4月1日に施行されたものでござい
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ます。この条例に伴い、公共下水道の供用開始区域並び.にコミュニティプラントのある

造成地を除き、日野市内全域の対象となる 1万8.628世帯に昭和51年度、 52年度の 2カ

年で 1万3，626個無料配布を行い、取りつけをしました経緯があります。経費につきま

しては、 2年間で1，503万5，959円、執行額が資料として残っております。その後は有料

で販売しているわけですが、現在残っている資料では、昭和59年以降、ことし11月末ま

での15年間で5，305個を販売しております。また、清流条例につきましては、現在改正

の方向で検討しているところでございますが、ただいま御指摘のありました清流フィル

ターは、当初設置してから既に20年余り経過し、住宅事情も当時と比べまして変わり、

設備そのものが変わり、また公共下水道の普及に伴い、水路への放・流も少なくなり、当

初の清流フィルターの役目は果たしてきたと思っております。そして、清流条例も、御

指摘のような二つの大きな目的があり、 一つは、年間通水という大きな役割を担ってき

ており、今後もさらに発展して続けていきたいと考えておりますので、発展的に一部見

直しを現在検討しているところでございます。

2点目の水路の位置づけ等で・ございます。農業基本条例における水路の位置づ、け、ま

たこの条例に基づく振興計画の中での位置づけについての御質問でありますが、まず環

境基本条例では、第4条の第 2号で河川等の自然、構成要素の保全、第3項で

環境の体系的な保全を市の貰務としております。また、農業基本条例では、第3条の第

5号で農業施策の基本事項として、農業用水路の継続保全をうたっております。そして、

農業振興計画では、表題でこれらを包括して、「市民と自然が共生する農あるまちづく

りをめざして」としております。このように日野として、さまざまな条例、計画などで、

用水路を代表とする日野市の自然を残すことを位置づけているところでございます。

以上でございます。

O副議長(竹ノ上武俊君) 市民生活部長。

0市民生活部長(宮本 寿君) 農業基本条例の制定の件についてお答えさせていただ

きます。

農業は、さまざまな課題を抱える中で、農業の必要性は理解されながらも、長年行政

の隅の方に置かれていたのが現状でございます。また、市の農業委員会においても、毎

年市に対する建議等で、農業に|捕するいろいろな要望をしてまいっておりましたが、な

かなか解消することができませんでした。特に、農業の担い手の問題、農地の保全、環

境問題、希望の持てる農業経営、ふれあい農業の推進など、東京都の農業振興プランで

の謀題とともに、都市農業として同様の諜題を抱えてまいりました。こうした背員ーの中
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で、これら多くの課題を解決していくためには、条例化により、施策と責務を明らかに

した上で、市民と農業者と行政が一体となって農業を守ることが必要と考え、条例を制

定したものでございます。

なお、この条例につきましては、市の責務のほか、市民、農業者の責務も規定してい

るところでもございますので、今後もさらに広報等を通じまして、 PRに努め、理解と

協力をお願いしてまいりたいというふうに考えております。

0副議長(竹ノ上武俊君) 手嶋精一郎君。

09番(手嶋精一郎君) ありカiとうございました。

清流フィルターにつきましては、わかりました。これは今、こういう現状に合わない

ということで、条例改正の中で処理をしていきたいということですので、ぜひそのよう

に努力していただきたいと思います。

それから、水路の位置づ、けについては、今話を、これは農業振興計画に基づいた質問

の骨子にはなっておりますけれども、水路の位置づけにつきましては、環境共生部の方

が今までずっとタッチをしてきている。こういうことで、環境共生部長の方のお考えを

聞いたわけですけれども、今の答弁によりますと、環境共生部ではそれなりには位置づ

けているなということはわかります。しかし、市としての位置づけは、はっきりしてい

ないのではないですか。現実に今まちの中の姿を見ますと、水路がまちの便利屋さんに

なっているというような光景によく出っくわします。一つはダストボックスの置き場に

なっていたり、 一つは下水道のかわりになっていたり、もちろん、歩道敷のかわりになっ

ていたり、こういうふうになっております。これは、環境共生部で持っている水路に対

する認識が、日野市としての認識までまだ行っていない結果だろうと思います。今後は、

こういう認識を日野市全体で、持つような、そういう場が必要ですし、そういう認識が持

てるような勉強も必要だろうと思います。そういうことをぜひ強く要望しておきたいと

思いますけれども、再度お答えがあったらお願いしたいと思います。

それから、農業基本条例に対する庁内討議等については、ありがとうございました。

要は、十分ではなかった、欠けた面があったと、今の答弁からは読み取れるわけでござ

います。これはあくまで読み取れるわけですが、さきの清流条例について、この場合に

は、少しの庁内討議もなされず、また市民に対する周知もないまま実施に移っていった

わけですが、このときは、市長に問われたある管理職の方が、グッドアイデアですね、

と、こういう返答をしているんです、現実に。それに対し、市長が満足の意を表明し、

もちろん、そのときの市長さんは、反対とか、意見が言えるような市長さんではなかっ
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たわけですけれども、そのような中で成案になったと聞いております。その当時の市長

が、市民の声に十分耳を傾け、庁内討議も十分に行い、その結果の判断であれば、今答

弁があったような、 1，500万円からの税金のむだ遣いにはなっていなかった、私はこの

ように思います。今後は、農業基本条例の中で位置づけられている農業懇談会の委員構

成も含め、十分な討議ができ、その提言が市政に反映できるような配慮をお願いしてお

きたいと思いますが、これについては要望としておきます。よくそういう意を酌んでい

ただいて、提言ができるような場をつくっていただきたい、このように要望しておきま

す。

水路の点だけについては、再度ちょっとお答えをいただきたいと思います。

O副議長(竹ノ上武俊君) 環境共生部長。

0環境共生部長(笹木延吉君) 環境共生部だけではなくて、全体として取り組むとい

うことが必要という御質問でございますが、市内を網の白状に張りめぐらされました170

キロにも及ぶ用水路は、日野市の歴史的、環境的財産と言えます。しかし、急激な都市

化で、ほとんどの多くの水路が、流れが汚れ、また多少の水路が減少し、また御指摘の

ようなまちの便利屋さんというような状況にあったことも事実と して認識しております。

このような状況の反省に立ち、平成5年 3月に策定した水辺環境整備計画では、日野市

基本計画を踏まえ、まちづくりと一体となった水路の再生と復権を位置づ、け、さらに先

ほど御質問がありましたそれぞれの条例、また区画整理事業の農あるまちづくり、水辺

のあるまちづくりなど、さまざまな施策で用水路の保全を全庁的に位置づ、けております。

今後も、この市の財産である用水路に代表されるふるさとの原風景をどのようにして次

の世代に引き継ぐか、真剣に取り組んでいきたいと考えております。

以上でございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 手嶋精一郎君。

09番(手嶋精一郎君) ありがとうございました。

日野市の中で水路の持つ意味合いというのは、よそから来た人にとっては特に、おお、

すごい風景が残っているなあ、水のあるまちが残っているなあ、こういう感じを受ける

まちの姿なんです。非常にいいものとして映る原点なんです。ぜひ、御答弁ありました

ように、精いっぱ~\残すように、浄化するようにしていただきたいと思います。要望し

ておきます。

次に、生産緑地についてであります。平成3年の生産緑地法の改正により、農地は生

産緑地と宅地化農地に区分され、生産農地については、営農が義務づけられていると思
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うが、現実には相続その他の理由により、生産緑地の解除申請が相当あると聞いており

ます。一方、新たな指定については、市指定の都認可という手続が法的には必要という

ことになっています。ここで、次の点を確認しておきたいと思います。

l番目、生産緑地にいう営農とは、どの範囲を指すのですか。親が生産緑地の指定を

受けた場合、子どもはもちろん、孫にまでその適用範囲は及ぶのですか。相続等により、

宅地化農地にしたときの税の扱いについてもお答えいただきたいと思います。また、相

続者が、営農はいいんです。営農はいいという意思表示はしたんですけれども、自分で

農地をやるのは嫌だといったときに、その農地はどういう扱いになるんですか、そのこ

とについてもお伺いしたいと思います。今、 3点目の意味、ちょっとおわかりでしょう

か。相続が起きたときに、子どもさんは、営農でいいんですという意思表示はするんで

す。しかし、現実に自分は農家はやりたくないよと、こういう意思表示をしたときに、

農地の扱いはどうなるかと、こういうことでございます。この 3点についてお伺いして

おきます。

それから、 2番目として、新たな生産緑地の指定は容易に可能かどうか。法律上では

今言いましたように、市指定の都認可ということになっております。現実にはどうかと

いうことをお聞かせ願いたいと思います。

それから、平成4年からの営農継続申し出面積と解除申し出面積についてもお答えい

ただきたいと思います。

以上です。

O副議長(竹ノ上武俊君) 市民生活部長。

0市民生活部長(宮本寿君) 生産緑地における営農等ということでございます。平

成4年 1月 1日より施行されております「改正生産緑地法」によりまして、 3大都市圏

の特定市の農地は、税制上の取り扱いが大きく変わりました。それまで行われておりま

した市街化区域農地に対する相続税の納税猶予制度は、原則廃止となりまして、生産緑

地の指定を受けた農地のみが猶予制度を受けることができることとなりました。改正後

の猶予制度は、改正前の猶予制度が20年間の耕作により猶予されていた税が免除された

のに対しまして、死ぬまでの問、ずっと猶予のままであるという点が最大の違いであり

ます。猶予期間が20年から30年に延びただけという誤解をされている方もいらっしゃい

ますけれども、 30年間の経過とか、疾病を理由にとかということは、買い取り申し出が

できる条件というだけで、免除には結びつきません。猶予されていた宅地並みの税は、

6.6%の遡及利子とともに納めなければならないことになります。相続税でいう生産緑
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地の営農とは、死ぬまでの農業継続ということになると思います。

それから、御質問にございました、農業をしないで生産緑地を継続するということは、

基本的にはできないわけでございます。今度の生産緑地は、生産緑地により農業収益を

上げる土地ということが条件となっておりますので、主たる農業従事者という証明を農

業委員会で受けなければならないわけでございます。そうした条件に基づきまして、相

続税の納税猶予が可能となるというふうな形になっております。

以上です。

O副議長 (竹ノ上武俊君) 手嶋精一郎君。

09番 (手嶋精一郎君) 今の 3番目の問題ですけれど、私も法を守る立場にあります

ので、これは法を破れなんかと言うのはちょっとまずいんですけれども、今の答弁でい

きますと、営農で守ってもいいですよと。ただ、それが本人でなきゃ今の御答弁により

ますとだめですよということで、本人かどうかの確認というのは、どこでやるんでしょ

う。どういう方策でやるんでしょう。これをもう 1回確認させてください。

0副議長 (竹ノ上武俊君) 市民生活部長。

0市民生活部長 (宮本 寿君) 相続税そのものにつきましては、国税でございまして、

私どもも、非常に大きな関連があるということで、できるだけ情報をいただきに税務署

の方へ参っておりますけれども、詳しい部分につきましては、税の額が大きいこともご

ざし、まして、お答えを省かせていただきたいと思いますが、主たる従事者というのは、

必ずしも 1人でなくともいいのだよ、というふうに伺っております。ですから、従事者

としての証明を受けた人間である限りは、必ずしもそこの御主人とか、そこの奥さんと

かという限定はないようでございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 手嶋精一郎君。

09番 (手嶋精一郎君) ありがとうございます。

この問題は、これで一応、後の継続の方に移っていきたいと思います。ただ、農ある

まちづくりという観点からいいますと、今の御答弁はすごく不満足なんです。その相続

者が農業をやる意思があるんですから、そういう点では、何らか方策を考えていただき

たいなと、何らか研究をしていただきたいなと、このように思います。

それから、今の答弁がちょっと抜けていましたので、指定の方法についてよろしくお

願いします。

0副議長 (竹ノ上武俊君) まちづくり推進部長。

0まちづくり推進部長 (堀之内和信君) 生産緑地の追加指定がどういう手続でという
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ことでございます。生産緑地の追加指定につきましては、東京南農協等でも調査をして

いる中で、農家の方で追加指定をしたいという方が、多数いらっしゃいます。そういう

中で、現在、生産緑地の指定につきましては、非常に難しい状況があるわけですけれど

も、生産緑地の指定につきましては、都市計画上の上では、日野市が決定いたしまして、

知事の承三忍を得るという手続を踏むことになってございます。こういう中で、数多くの

追加指定の要望があるわけですけれども、真にやむを得ない理由によるもの以外の追加

指定は、なかなか認められていない状況でございます。現在、建設省等の方から、生産

緑地地区に関する都市計画の運用ごとに、東京都と追加指定について協議しているとこ

ろでございますけれども、特に農地所有者からの意向に基づく追加指定は、なかなか難

しい状況でございます。しかし、農地で生産緑地の指定を受けていない農地が数多くご

ざいます。日野市といたしましでも、都市計画上必要で、かっ、環境保全の機能、緑地

保全の機能を有するもの以外の農地につきましでも、農業経営の安定を図るために役立

つ優良農地であるものや、区画整理事業による農のあるまちづくりの推進に役立つもの、

区画整理事業の減歩の補充等について、できるだけ追加指定ができますよう、日野市と

しての基本方針を定めまして、今後十分東京都の方と協議をし、追加指定ができるよう

に協議をしてまいりたいというふうに考えてございます。

以上です。

O副議長(竹ノ上武俊君) 手嶋精一郎君。

09番(手嶋精一郎君) これは、前からの話と今の話を総合しでも、現実には生産緑

地というのは、手を加えて受け身であれば、どんどんなくなっていきますよという御答

弁なんです。それを今の区画整理の場合には、集合換地なり、それと一体利用すること

によって、少しでも保存していきましょうと、こういう姿勢だろうと思います。非常に

大事だろうと思います。ただ、 受け身でいくとそういうことですから、前に言いました、

相続が起きたときに、なるべく継続ですね、生産緑地の継続、これがいくように、継続

がなるように誘導していくというのも、これから大きなやっぱり市の仕事だろうと、こ

のように，曹、います。

次の質問に移らせていただきます。農あるまちづくりということで移らせていただき

ます。

農あるまちづくりというのは、いかに農地を残し、また~¥かに農業を守り育てるかと

いう 2本の柱より成り立っています。都市としての二本柱ということだろうと思います。

この二本柱をしっかり確立するには、農家経済の安定を図る施策とともに、日野市の将

410 



来の生活環境を見据えたところの施策がなければ、農地の保全もできないし、農業も続

けられません。まず第ーには、農家経済の安定ということになりますが、今の世の中を

世間並みに渡るために必要な経費を純粋に農業収入により、これはもちろん、理想なん

です。理想なんですが、現実的には不動産収入とある程度のものはほかからの収入によ

り、農家経済は成り立っていると思います。農業を安心して続けられる環境や方法につ

いての指針は、日野市農業振興計画や、区画整理でまとめた農あるまちづくり計画があ

ると思いますが、これらの計画と今回の農業基本条例は、どのようにリンクしているの

かお尋ねいたします。御答弁をお願いします。

O副議長(竹ノ上武俊君) 市民生活部長。

0市民生活部長(宮本寿君) 今回の農業基本条例の制定につきましては、先ほども

申し上げましたように、農地を守っていきたいということが基本になっておりますが、

それにはあくまでも農業をやられている方の農家経済が、農業で成り立たなければなら

ないという部分が基本になろうかと思います。農業振興計画の中に、それぞれ施策がご

ざいますけれども、これらの施策について具体的に考え、またさらに施策をローリ ング

するという意味で、農業懇談会の方々の意見等を取り入れながら、この条例の精神を生

かしていきたいというふうに考えております。

0副議長(竹ノ上武俊君) 手嶋精一郎君。

09番(手嶋精一郎君) ありがとうございました。

ちょっと今のに関連して、今度はまちづくり推進部長の方にお伺いします。平成8年

度に作成した日野市農業振興計画、これによりますと、生産緑地として約133ヘクター

ル、これが指定されております。それから地域として区画整理の 5地域、万願寺とか、

豊田とか、西平山、そういう地域が 5地域、それから川辺堀之内、百草、倉沢地区と 7

カ所挙げてございます。形は今7カ所挙げていますけれども、これはあくまでまとまっ

た地域がそうですよという表現の中で、記述を見ますと、日野市全体を対象とした記述

になっております。そして、そのような記述の上で、農地の保全については、指定解除

による市買い取りの難しさや、区画整理の減歩による面積減を予想し、この対応策とし

て都市計画上の位置づけ、それから 2番目として、保全活用のための施策、この二つが

必要ですよという記述になっているんです。じゃあ、それは具体的に都市計画上の位置

づけというのはどういうことをやるんですかと、こういうことになるわけなんです。 こ

れから保全活用のための施策というのは、 具体的にどういうことをやるんですかと。大

ざっぱでいいんです。大ざっぱの考えがないと、現実にはこういう言葉は書けないと思
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うんです。その大ざっぱでいいですから、お答えをいただきたいと思います。

それから、今進めている区画整理事業や地区計画、これとの整合性というのが不可欠

であろうと思います。これも含め、この 2点をまちづくり推進部長の方からお答えいた

だきたいと思います。

O副議長(竹ノ上武俊君) まちづくり推進部長。

0まちづくり推進部長(堀之内和信君) まず l点目の、都市計a画上の位置づけという

ことでございます。日野市におきます生産緑地につきましては、先ほど御質問にもあり

ましたように、平成3年の法改正後に、平成4年、 5年で、市内の市街化区域内農地の

おおむね半分となります約133ヘクタールが指定されているところでございます。これ

まで相続等によりまして、削除もございましたが、現在、 485地区、約130.55ヘクター

ルが指定を受けているところでございます。当初の指定より約2.45ヘクタールほど減と

なっているところでございます。日野市が今後良好な市街地を形成していく上で、都市

農業の継続や、都市環境を保全する緑地といたしまして、また市民のやすらぎのための

緑あふれるオープンスペースとして、生産緑地の果たす役割は大きなものがあるという

ふうに考えてございます。これらを生産緑地の追加指定と、先ほど日野市として生産緑

地の追加指定ができる基本方針を策定して、今後、東京都と協議していきたいというお

話をさせていただきましたけれども、これらを踏まえまして、平成9年度、 10年度で策

定しております緑の基本計画の中に、これらの保全の方針、それから保全活用の方法、

それから必要に応じた生産緑地ごとの将来の土地利用形態を、都市計画的に位置づけを

してまいりたいというふうに考えてございます。このような都市計画的な位置づけをす

る中で、生産緑地の追加指定が可能になるような方策を位置づけしていきたいというこ

とでございます。

それから、 2点目の区画整理事業の中での農のあるまちづくり計画でございますけれ

ども、日野市の区画整理事業の地区内には、非常に数多くの農地があるわけですけれど

も、農地が130ヘクタールほどございます。そのうち、区画整理事業の中の生産緑地が

約70ヘクタール前後ということで、非常に生産緑地が多くあるわけでございます。特に

組合施行の東光寺一、二地区、それから西平山という地区につきましては、生産緑地が

50%を超える地区もございますし、それに近い地区ということでございます。したがい

まして、そういう中でまちづくりを進めていく中で、生産緑地もしくはその他の農地と

の整合を図るということで、農のあるまちづくり計画を策定させていただいたものでご

ざいます。この中で、この策定に伴いまして、日野市の農業振興にかかわる日野の都市
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農業推進計画、これらとの調整を行いまして、農のあるまちづくり計画を策定をさせて

いただいております。

この中で、具体的な施策といたしましては、農地を残すような換地設計等を行う。特

に生産緑地の多い地区での農業専用街区の設定や、散在型の農地の保存、それから水田

の保全を図っていくという方針が l点でございます。

それから、 2点目につきましては、宅地部分を含めた、農のあるまちづくりにふさわ

しい土地利用を目指すということで、緑地や樹林地の保全、地形や自然環境を重視した

道路や水路の計画、宅地部分で、農のあるまちへの配慮等を行っていくということにし

てございます。

それから、 3点目といたしまして、市民との交流・受け手を確保するということで、

共同販売所の設置、もしくは市民農園、体験農場等の市民との交流を深め、活性化を図っ

ていきたいということが 3点目でございます。

4点目につきましては、有機農業を推進する場を確保するということで、共同堆肥場

等を設置し、有機農業の推進に配慮していきたいというようなことで、具体的な施策と

して位置づけをさせていただいております。現在、こういう施策の中で、東光寺一、二

地区の組合施行の中では、生産緑地の専用街区等については実現しておりますし、ファー

マーズセンタ一等の用地についても、確保する方向で現在動いているところでございま

す。西平山の市施行の区画整理事業についても、同様に専用街区との設定をしながら、

農のあるまちづくりの実現に向けて努力してまいりたいというふうに考えてございます。

また、今後も、区画整理事業では、良好な宅地供給という視点と、そういう視点との調

和を図りながら、農のあるまちづくり計画を実践いたしまして、農と住の調和した、ゆ

とりとうるおいのあるまちづくりを進めていきたいとい うふうに考えてございます。

以上でございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 手嶋精一郎君。

09番(手嶋精一郎君) ありがとうございました。

さきに市民生活部長さんから、リンクについてということで御答弁いただいて、今ま

ちづくり推進部長さんから、都市計画上の位置づけと保全活用のための施策ということ

で、まんじに絡まっている中を、私もちょっとまんじになっていますけれども、要は土

地を 1カ所に集めてし、かなければだめですよということは、今の答弁の中で、認識とし

て私もわかるわけなんです。ただ、それが、生産緑地の全部か、 一部生産緑地でない宅

地化農地が集まってくるかの注いであって、ただ、それを 1カ所に集めながら、なるべ
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く農のあるまちづくりとして誘導していきましょう、こういう御回答だったと、このよ

うに思います。

次の質問とちょっと関連いたしますけれども、今言いましたように、 7地区 2カ所と

いう地域名が、振興計画の中で挙げられております。しかし、農あるまちづくりとして、

それを風景として残してしぺ場合に、そういうことだけでいいまちは生まれてはこない

と思います。日野用水東光寺地区の原風景と言われる田んぼの風景ですよね。それから

向島用水の流域等もございます。寓蔵院台りんごの里もございます。福島議員さんがい

らっしゃいますけれども、東光寺だいこんの里もあります。こういうことを残してし、か

ないと、農あるまちづくりにはなってし、かないと思うんです、現実には。そのためには、

拠点を設定して、拠点主義で残していく方策を考えてし、かなし吐、結果的には伺にも残っ

ていかない、こういうことになろうかと思んうです。お考えはどうでしょうか。

0副議長(竹ノ上武俊君) 市民生活部長。

0市民生活部長(宮本 寿君) これから市街化が進む中で、拠点方式により農地を保

全していかざるを得ないという認識を私どもも持っております。こうした拠点の保全に

向けまして、これからは全庁的な施策の検討が必要であるというふうに考えております。

O副議長(竹ノ上武俊君) 手嶋精一郎君。

09番(手嶋精一郎君) ありがとうございました。

非常に納得のいく回答でありました。昭和30年代前半までのまちの姿を再現しようと

だれもが思っておりません。以前の農の中に部落なりまちがある姿じゃなくて、まちの

中に農があるという情景を残すために今どうしょうかと、こういうことをやっているわ

けです。そういう観点からいいますと、今の答弁は、私はすごくすごく満足です。よろ

しくお願いいたしたいと思います。

次に、町名地番整理についてでございます。先日、産業祭が中央公園でありました。

このときに、市民の会話の中で「滝坂」という言葉が出てきました。滝坂というのは、

その役所の南側、崖線になっているところから堀之内の方におりて、郵便局の方に抜け

る道ですけれども、そこの坂道のことを滝坂と言うらしいです。書いています。その言

葉が出てきて、それが会話として通じておりました。私は、この滝坂という名前をだれ

がつけ、だれが考え、その経緯も歴史も知りません。 しかし、ただ漠然と、偉い人がい

るなあという感じは持っておりました。このように、ある人の努力をもとに、新しい地

名が認知される一方で、市民に親しまれ、歴史を重ねてきた大事な地名が、町名地番整

理という名のもとに、安易に消されてきたのではなし、かと思っています。東光寺、四ツ
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谷、下宿、上宿、そのようなものが消え、栄町とか日野本町とかいう町名になり、その

後に何丁目何番と、こういうふうについてきたわけですけれども、これに例えば地域名

を入れる。日野市栄町ではなくて、日野市北栄町何番何号とか、日野本町のところでは、

日野下宿15の2とか、地域名を入れてやれば、その歴史はずっと残っていくわけなんで

す。下宿育ちの人は、まち名まで下宿育ちなんです。そういうふうに残っていくわけな

んです。私は、前の坂のネーミングといい、また、この町名地番整理についても、農の

あるまちづくりと根っこの部分で、は私はつながっている感じを持っております。それは

ずっと持っております。そういう私の感じを持っているわけですけれども、市のお考え

はいかがで、しょうか、御答弁をお願いします。

O副議長(竹ノ上武俊君) まちづくり推進部長。

Oまちづくり推進部長 (堀之内和信君) 日野市の町名地番整理事業につきましては、

昭和40年の 4月から始めているところでございます。きょうまで町名18、それから町丁

目といたしまして86に整理されてございます。市域の約66%、約1，811ヘクタールに達

しているところでございます。 一つの町名で約100ヘクタールが一つの町名というよう

な状況でございます。これらの事業につきましては、町の大きさを決める基準といたし

まして、日野市の町名整理施行基準ということで、町の大きさ、それから各町丁目の大

きさが決められているというところでございます。この中では、町は最大六丁目を原則

として決めるということになってございます。おおむね一丁目の各面積につきましては、

10ヘクタールから最大25ヘクタールを基準として行ってきているところでございます。

こういう中で、町名地番整理事業を行ってきておりますので、御指摘のとおり、昔から

ある地名が統合され、消えているところでございます。現在、この整理施行基準等の見

し等も東京都におきましでも、もともとそこにある地名を残すということ等も含めま

して、改正がされてきております。できるだけ従来の町の名称を残しながら定めていく

ということを基本にしていきたいということで、東京都の方でも改正されているようで

ございます。日野市におきましでも、今御質問にございましたように、できるだけ昔か

らある地名等を残す方向で町名地番整理事業を進めていきたいというふうに考えてござ

います。具体的には、今後、日野市の町名整理施行基準等の見直し等も検討していかな

ければいけないところでございますけれども、与え方といたしましては、できるだけ現

在使われている地名を残すような方向で検討してまいりたいというふうに思います。

以上です。

O副議長(竹ノ上武俊君) 手I~n精一郎君。
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09番(手嶋精一郎君) ありがとうございました。

私ごとになりますけれども、昭和38年、日野市役所に初めて入ったときの仕事が、住

居表示という仕事だったんです。登記事務を伴わないもので、町名整理ということで、

3，000分の lの青図に、そのときのその当時の地名をどんどん入れていく。地域を入れ

ながら、字名なり町名を入れてし、く。これが、私が昭和38年に入ったときの最初の仕事

だったんです。たくさんいい地名がありました。ああ、こんないい地名があるのかとび、っ

くりするくらいいい地名がありました。挙げればもう、時間が足りないくらい、いっぱ

いあります、いい地名が。そのような地名は、このような壁に残すものじゃないんです。

地名というのは、現地に残すものなんです。壁に残して、歴史を飾るものじゃないんで

す。 (1そうだJと呼ぶ者あり)土地で歴史を積み重ねるものなんです。そういう姿勢か

ら、ぜひ今の答弁のように、頑張っていただきたい、このように思います。

私は、農のあるまちづくりというのは、日野市を将来的に見て、まちのところどころ

に風景として農が残っているような状態を指すまちづくりだろうと思います。それはと

ころによっては、日野市の原風景と言われる水路と一体となった水田の風景だろうし、

また土のぬくもりを感じさせる畑の風景だろうし、季節を色であらわす果樹の里の風景

だろうと思います。これら拠点、を柱とした農あるまちづくりを図っていく上で問題とな

るのは、予算の裏づけでございます。新しい施策を打ち出したのはいいです。打ち出し

たけれども、それに対する予算は全然つけることができません。ただ、それは、精神的

にこういうものをやっておいた方がいし、からつくっただけのものです。これでは意味が

ないんです。精神条例だけでは意味がないんです。これは現地にあらわしていって、初

めて条例の生命が吹き込まれる、こういうものだろうと思います。そのような中で、今

財政的には相当厳しいという話を聞いております。それは私も知っております。しかし、

新しい施策を打ち出したわけですから、それに対する財政的裏づけは、今後つけること

ができるかど、うか、企画部長の回答を求めたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 企画部長。

0企画部長(槙島英紀君) 農あるまちづくりにつきましては、まちづくり、それから

農業、環境行政にかかわる有用な施策であろうと認識をいたしております。しかしなが

ら、 11年度の予算につきましては、何度か申し上げましたが、かつてない厳しい状況で

ございます。現在、予算作業を進めているわけでございますが、経常経費はもとより、

政策的経費まで事業の見直しをして、かなり抑えなければならないという状況でござい

ます。また、予算の作業中でございますので、そのところを十分御理解をいただきたい
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と存じます。

以上でございます。

O副議長(竹ノ上武俊君) 手嶋精一郎君。

09番(手嶋精一郎君) ありがとうございます。わかりました。

先日、ある新聞のコラム欄に、「古代ギリシャの民主主義では、全員一致による決定

は無効である。だれもが反対できないようなことには気をつけろという意味で、今の世

の中、福祉、教育、平和とかの問題について、だれもが反対しないというか、反対でき

ない。その中身が空疎なものであっても」ということが書いてありました。この農業基

本条例についても、環境なり、大きな意味での住民福祉という立場からいくと、全員一

致ということになりますが、この条例の中身は決して空疎なものではなく、日野市の将

来を形づくる都市計画に位置づけられるものだろうと思います。

今、財政的に厳しく、来年度においては、新規事業予算の計上は無理である、ちょっ

と難しい、という答弁をいただいたわけですが、農あるまちづくりというのは、将来を

見据えた、市民全体を対象とした生活環境サービス事業であります。予算をつけ、 1年

でも早く具体的展開を図らなければならない事業だと思います。このようなときこそ、

小さな予算で、大きな効果が図れるよう知恵を絞るということはもちろんですが、市民

サービスは原則的には公平でなければならないという考えに立ち、今ある全事業を白紙

として、再度検討してみるということも必要だろうと思います。 もちろん、福祉とか教

育は大事です。これに力点を置くのはやむを得ませんが、将来に向かつて、よりよいま

ちを残す。農あるまちを残す、このことも非常に大事なことだろうと思います。予算編

成に当たっては、このような観点か らぜひ、聖域を設けることなく、全事業の再点検を

強く要望しておきます。この件につきましては答弁は要りません。要望としておきます

ので、よろしくお願いしたいと思います。終わります。

0副議長(竹ノ上武俊君) これをもって18の1、農あるまちづくりについての質問を

終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(竹ノ上武俊君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 3時01分休想

午後 3時29分再開



0副議長(竹ノ上武俊君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問19のl、全市的介護支援の体制整備をどのようにすすめるのかの通告質問者、

中谷好幸君の質問を許します。

(11番議員登壇〕

011番(中谷好幸君) それでは、 9月議会に引き続いて、介護保険について質問させ

ていただきます。 3件通告しております。大体30分で 1件やりたいと思いますので、ぜ

ひ御協力をお願いいたします。

介護サービスの必要量を見込むなど、介護保険事業計画の作成の上で、非常に重要な

第一次高齢者実態調査、 モテソレ認定事業が行われま した。 高齢者実態調査の一次報告書

はいただいております。モテ‘ル事業の認定結果についてはまだ報告はありませんが、二

つに絞って質問したいと思います。

一つは、高齢者実態調査の結果についてであります。特にこの中で、生活自立者が90

%、何らかの支援介護が必要となる人の出現率が8.4%という結果が出ましたが、これ

は前回、平成8年の調査の結果出てきた要援護者15.2%、あるいは厚生省が見込んでい

る出現率12.7%から見て、かなり低い数字になっているように思いますけれども、これ

をどのように評価しているかについてお聞きしたいと思います。

二つ目に、モデル認定事業において、どのような結果が出ているのかについてであり

ます。昨日の質問で、 98ケースのうち、コンビューターの一次判定を変更したケースが

14件という説明がございました。判定結果について、 2点についてのみ、もう少し突っ

込んでお聞きしたいと思います。 一つは、 98ケースのうち、最も重い介護度に当たる要

介護度5と判定されたケースは何件あったのでしょうか。もう 1点は、 98ケースのうち、

特別養護老人ホーム入所者のケースというのは、何件判定され、このうち自立ないし要

支援と認定されたケースはあったのでしょうか。あれば、何件だったのでしょうか。同

様に、在宅サービス受給者は、何件のケースを判定し、このうち、自立・要支援と認定

されたケースは何件であったのか、以上についてお答えいただきたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 中谷好幸君の質問についての答弁を求めます。福祉保健部

参事。

0福祉保健部参事(鈴木俊夫君)

げます。

今回の高齢者の実態調査につきましては、 抽出で一般高齢者と若年層の調査をしたと

1点目の高齢者実態調査につきま して御説明申し上

ころでございます。 65歳以上の一般高齢者、今回の調査では64項目からの調査をさせて

。。



いただきました。この健康的な状況の調査におきましては、今回は日常生活自立度とい

う判定基準に基づいて実施をいたしております。これにつきましては、 6項目に分かれ

ております。そんな中で、生活自立者という形で集計されましたのが、 90%ということ

でございます。また、平成8年度に実施いたしました高齢者実態調査の健康状況につき

ましては、 4項目の区分で行われております。その結果が84.7%ということで、今回の

調査とずれが出ております。これにつきましては、調査項目が違うため、どうしても比

較的には無理なものがあるというような結果でございます。ただし、全国的な平均とし

て、高齢化率が国の方で発表しているのが16.2%、そこから発生いたします要介護者の

出現率が12.7%という数字が出ております。日野の場合、 11月1日現在ですが、 12.9%

の高齢化率ということで、全国平均より低くなってございます。そんなような出現率か

らいきますと、この要介護者の出現率も、全国平均よりは低くなるんじゃないかと考え

られます。いずれにいたしましでも、健康な方と要支援の方との区分が、非常に流動的

というんですか、動きやすい要素が大変ありますので、それらに関する施策につきまし

ては、これから十分配慮した中で決めてし、かなきゃならないのかなというふうに考えて

おります。いずれにしても、 二次調査を踏まえまして、これからつくる計画策定の中で、

十分検討していきたいと思っております。

それと、 2番目のモテ'ル事業でございます。モテソレ事業につきましては、在宅50と施

設50の100ケースを実施いたしたところでございますが、最終的には、審査対象になっ

たのが98ケースでございます。 2ケースは、 1件については同意をいただけなかった方

がございます。また、施設でたまたまその調査に行った日に退所していたというような

ケース、最終的には98ケースになります。

それで、御質問の介護度5のケースということでございますが、 一番重い介護度 5に

つきましては、 98ケースのうち 1件、 1人が認定の結果として出てございます。

また、自立 ・要支援の関係でございますが、在宅は50のケースのうち、 一つ減りまし

て49が最終対象になったわけですが、そのうち、 一次調査では、 3人の方が自立という

結果が出ております。また要支援につきましでも、自立が 3人ということで、 6名の方

が自立 ・要支援の合計になろうかと思います。それと特別長護老人ホームでございます

が、自立の方が 1人、それから要支援の方が 2人ということで、 3名の方が自立 ・要支

援に含まれておりました。あと老健療養型病床群がございますが、 老健療養型におきま

しては、合わせまして 3人ということで、すべての98ケースのうち、自立が6人、要支

援が6人、 12名がそういう結果にな っております。
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以上でございます。

O副議長(竹ノ上武俊君) 中谷好幸君。

011番(中谷好幸君) 平成8年の調査と今回の調査では、調査項目が異なると。この

ことが自立の割合、あるいは要支援、要援護の割合の違いが大きくなった原因だという

説明だったと思うんです。調査時における質問の内容が異なって、若干違っていたので

ということですから、どちらが実態に近いのかということではなく、どちらもそれなり

に実態を反映しているととらえるべきだと思います。今回の調査では、寝たきり度J、

すなわち何らかの病気や障害があるが、「日常生活はほぼ自分で行えるし、外出もでき

る」と答えた人が、全体の40.2%出ているわけですが、これらの人々は、生活自立者に

カウ ントされています。この中で、「日常生活はほぼ自分で行える」という回答の、 「ほ

ぼ自分で」という意味は、少しの援助があればという意味も含まれてくるというふうに

思います。先ほど健康と要支援の区分は流動的要素が多い、という答えがなされました

けれど、大変重要な点だと思います。 ぜひ事業計画や保健福祉計画の中に反映させてい

ただきたいと思います。

二つ目に、モデ、ル認定事業の結果は、大変厳しい結果となっているように思います。

今在宅サービスを受けている人、特別養護老人ホームで当然措置されている人の中から、

自立度か、あるいは要支援という認定結果が出ているわけですから、今度の介護保険で

は、今いろいろな措置を受けている相当な人が、排除される可能性がある、こういうこ

とが出たわけであります。また、要介護度5の判定は、 98件中たった 1件のケースのみ。

これはなかなか要介護度5というのは出てこないということであります。認定結果は、

要介護度がかなり低く判定され、必要なサービスが受けられなくなる可能性があるとい

うことを示しているのでないかと思います。認定基準、あるいは調査項目がADL中心

で、実態に合わないとか、調査表がイエス・ノーのマークシート方式で画一的などとい

う批判がありますけれども、これを裏づける結果となっていると思います。政府に強く

改善を求めなければならないと思います。 2点、意見、要望を述べて、次の質問に移り

たいと思います。

サービス基盤の整備の見通しについてお聞きしたいと思います。 2000年までの施設サー

ビス、在宅サービスの供給基盤整備の見通しについて教えていただきたいと思います。

また、これまで、 1中学校区に一つのサービス拠点が、全市的なサービス基盤整備の目

標とされてきたと思いますが、この目標は現在も堅持されているのかと‘うか、この点に

ついてもお聞きしたいと思います。
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三つ目に、介護保険では、民間企業を含めてさまざまな機関が、介護支援事業者の認

定を受けて、ケアマネージメントに参入いたします。これを市場の原理にゆだねれば、

高齢者の密集する地域、利益の上がる地域に顕在したり、要介護者の囲い込みが行われ

るという事態も予想されます。市民のだれもが、どこでも、必要かっ良質なサービスを

受けられる体制をつくるためには、市が基幹的な役割を果たし、これらのケアマネージ

メント機関の調整に当たるとともに、市みずからも介護支援事業者の指定を受けて、ケ

アマネージメントを受け付けることができるようにしておく必要があると思いますけれ

ども、どうでしょうか。

4点目に、全市的な介護支援体制を確立するためには、行政と民間の相談機関、ある

いはサービス提供機関との間で、連携や調整が大変重要になります。行政のイニシアチ

ブでそれぞれの役割や地域分担を決めておく必要があります。これら全市的介護支援体

制を構想するために、行政、法人や医療機関、非営利団体などが一堂に会する協議機関

をつくる必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。

0副議長(竹ノ上武俊君) 福祉保健部長。

0福祉保健部長(高野英男君) 最初に、高齢者の主なサービス基盤の現状と2000年 4

月の整備の見通しについてでございますけれども、特別養護老人ホーム112床が282床に、

ショートステイ20床が58床に、老人保健施設ゼロでございますけれども、 2施設、 150

床措置しております。それからデイホームの一般でございますけれども、年に 1万四か

ら、これが年に 3万2，000回、現在週2回の利用から、仮に制度が現在のままとして、

週3回の利用が可能になると思われます。それからデイホームの痴呆でございますけれ

ども、年6，000回が年 1万2，000回に。 これも閉じく、現在週2回の利用から、制度が現

在のままとして、週3回の利用が可能になると思われます。それから、在宅介護支援セ

ンターでございますけれども、 2施設から 4施設。訪問看護ステーションは、 4施設か

ら5施設。次にホームヘルプサービスでございますが、平成10年度決算見込みで、年間

9万256時間の派遣を 5事業所、約250人のへルパーさんでございますが、委託しており

ます。平成12年4月には8事業所になる予定ですので、日野市のへルパ一派遣の需要に

は十分こたえられるものと考えております。

以上のように、サービスの基盤が、この平成10年と11年度でかなり整備が進むことに

なります。それから、介護支援センターは、平成12年の介護保険発足時点では、標準型

が4施設になります。基幹型をっくり、単独型を各所に配置するのがよいと思うわけで

ございますけれども、基幹型につきましては、福祉事務所機能を有する施設内でないと



できないというようなことでございますので、現在のところ、設置できる場所がござい

ません。ただ、平成12年度に介護保険制度が導入されるときには、指定居宅介護支援事

業者、ケアプランの作成機関ということになろうと思いますが、これになることを希望

している事業所が、在宅介護支援センタ -4施設に加えまして、訪問看護ステーション

の5事業所、その他 2事業所がありますので、現在市内に11事業所のサービス拠点がで

きる見通しとなっております。それから、市の窓口にケアプランの作成を求めてきた市

民のために、市も指定居宅介護支援事業者になることを現在予定しております。前にも

申し上げましたように、平成12年度には、 11事業所でおおむね全市がカバーされると思

いますが、なお今後、手薄な地域ができないように調整を図っていきたい、このように

考えております。

それから、 3点目になるんでしょうか、市民が良質なサービスを受け続けることがで

きるように、各種のサービス提供事業者の連絡調整が必要というふうに考えております。

御質問のとおりでございます。介護保険の運用の中で良質なサービスが受けられなかっ

た場合、制度上はサービスに関する苦情処理機関として、国保連合会が処理に当たるこ

とになっております。しかし、市民にとっても最も身近な窓口であります市が、苦情の

受付窓口を設置して、処理可能な問題については処理し、対応が無理なものについては、

国保連合会に連絡し、悪質なものについては、東京都に通報して、指定の見直し等を求

めて、検討してもらうことが現実的な対応ではないか、このように考えているところで

ございます。

最後の質問でございますが、相談機関やサービス供給機関という問題でございますけ

れども、市は支援センターの円滑な運営と活動内容の均一等を図るために、運営協議会

の設置を考えております。しかし、メンバーが高齢者サービス調整チームとほぼ同じと

なっておりますので、現在行っておりますその高齢者サービス調整チームの中で運営協

議会の役割が担えるように、運営方法を検討しているところでございます。また、平成

12年度には、この高齢者サービス調整チームの中に、指定居宅介護支援事業者、 11事業

者全部を含めていきたいというふうに考えております。なお、高齢者サービス調整チー

ムの設置目的は、高齢者が増大し、 多様化するニーズに対応し、ニーズに見合う適切な

サービスを提供するために、保健・福祉・医療等の各種サービスを総合的に、 一元的に

調整・推進するためのチームでありまして、御質問の目的に合ったものではなし、かと、

このように考えられます。

以上でございます。
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O副議長(竹ノ上武俊君) 中谷好幸君。

011番(中谷好幸君) 民間の協力も得て、サービスの供給基盤の整備は、ある程度見

通しができると。あるいは市が介護支援事業者の指定を受けて、ケアマネージメントの

業務を行うこと、あるいは最後に在宅支援センターの円滑な運営と活動の均一化を図る

ために、運営協議会の設置、サービス調整チームを基本にした協議会の設置を予定して

いるということについてお答えがあったと思います。

1点気がかりなのは、基幹型の在宅サービスセンターについては、福祉事務所機能を

持った施設内でないとできないので、現在では見通しがないとされた点です。これは標

準型、あるいは単独型のさまざまな介護支援事業者のケアマネージメント全体として統

括し調整する役割、まさに基幹の役割を果たす介護支援センターで、いわば現在の高齢

福祉課が果たしている役割だと思います。先ほど市自身が介護支援事業者になることを

予定していると言われているわけですから、基幹型の在宅サービスセンターを直営で、つ

くることが重要だし、可能ではないかというふうに思うんですけれども、この点につい

のみお聞きしておきたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 福祉保健部長。

0福祉保健部長(高野英男君) 御質問の趣旨はよく理解できますので、今後十分検討

して、できるものかどうか、考えていきたい、このように思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 中谷好幸君。

011番 (中谷好幸君) 介護保険では、これまでの行政で措置されていた介護サービス

が、行政の責任から離れ、被保険者と事業者の契約関係になります。このことをもって

行政の主体性を後退させ、サービスの供給や基盤整備の計画をすべて民間依存、民間任

せにすれば、自治体として最後に残る仕事は、保険制度の維持、単なる保険料の徴収と

いう権力的事務のみとなってしまいます。地方自治法第2条第3項は、地方自治体の事

務の第 1に、「住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持する」ことを挙げています。

だれもが、必要かっ良質なサービスが受けられる全市的介護支援体制を確立することは、

市の責任であります。ぜひ、市直営の基幹型在宅支援センターを位置づけていただきた

いと思います。

介護保険の問題について、最後に市立病院と役割について質問したいと思います。市

立病院の実施設計ができ上がり、 いよいよ着工の迎びとなりま した。新病院は、市民の

健康づくりのパートナーとしての病院という理念を掲げ¥地域に密着した医療サービス

の提供や、保健所、市、他医療機関、福祉機関との述。与を基本方針に掲げています。300
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床の病床が果たして経営的に成り立つのか、こういう心配が各方面になされているわけ

ですけれども、その成否はここに掲げられた理念や基本方針を具体的に展開できるかど

うかにかかっていると思います。その点で、市立病院の基本計画の中で位置づけられた

「地域医療連絡室」の役割が重要だと思います。私は、地域医療連絡室は、新しい病院

が開業してからではなくて、介護保険に備えて、全市的介護支援体制が構築されつつあ

る今こそ、その役割、位置づけを明確にして、立ち上げる必要があるのではなし、かと思

います。お考えをお聞きしたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 病院事務長。

0病院事務長(田中政幸君) お答えをさせていただきます。

地域医療連絡室、新病院に計画をしている組織でございますけれども、これにつきま

して、現段階からこの業務を準備的に実施をしていくべきではなし、かと、こういう御質

問でございますけれども、地域医療連絡室の機能、業務につきましては、御承知かと存

じますけれども、地域医療機関、あるいは地域の関係福祉機関との連携によりまして、

適切な医療提供及び相談、情報提供をつかさどるために設置をするものでございまして、

組織的には新病院からということでございますけれども、お話ございましたように、体

制の準備といいますか、人的な準備と申しますか、こういったことにつきましては、現

在の病院運営におきましでも必要であるという認識は持ってございます。というところ

でございますけれども、ただいま新病院に向けまして、経営の改善等の取り組みも実施

をしているところでございまして、そのような状況の中でございますので、経営改善の

進捗度ともあわせもって考慮いたしまして開院時からということでなく、開院までのあ

る準備期間も含めまして、開院前にこういった人的対応をしてまいりたい、こういうふ

うに考えています。

以上でございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 中谷好幸君。

011番(中谷好幸君) 御承知のように、介護保険の実施と医療改革というのは、表裏

の関係で進められています。病院から見ると、機能分担が明確になり、いわば病院の性

格は一層鮮明になってきます。病院の役割は、急性疾患に対応が中心になって、入院期

間はますます短くなる。その分退院者を地域に送り返す、リハビリは老健施設で、ある

いは長期療養型病床群に、あるいはかかりつけ医、訪問看護、ヘルパーに支えられた形

で在宅で療養する、こういう形が求められていると思うんです。そうでないと、これの

流れに対応できないと、病院の経営そのものも大変になってくるわけですし、今病院と
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地域の保健福祉機関、あるいは開業医の方々との連携が非常に大事になっていると思う

わけです。

今、経営健全化計画との関係で、なかなか必要はわかるけれど、人を配置できないと

いうような意見もあったわけですけれども、これは必要なところには先行投資をすると。

経営健全化計画だけをやっていても、先は見えないというふうに思います。ぜひ、有能

なケースワーカーやケアマネージャーを思い切って投入して、地域医療連絡室を今から

立ち上げて、今の病院の中でも機能させていくと。この投資は、開院後必ず役に立つと

いうことをぜひ踏まえた対応をしていただきたい、このことを要望して質問を終わりま

す。

O副議長(竹ノ上武俊君) これをもって19の1、全市的介護支援の体制整備をどのよ

うにすすめるのかの質問を終わります。

一般質問19の2、緊急不況対策は市政にとっても最優先の課題ではないかの通告質問

者、中谷好幸君の質問を許します。

011番(中谷好幸君) 今週号の『東洋経済』に、こういう特集記事が出ています。

「史上最大の景気対策。凍える個人消費。断末魔の消費恐慌。総事業費24兆円でも、日

本経済は3年連続マイナス成長へ。需要追加だけでは、巨大な需給ギャッフ。は解消しな

い。ばらまき財政は国を滅ぼす」。こう いう特集です。政府の24兆円の緊急経済対策に

対する経済専門誌の受けとめは、このように厳しいものがあります。多くの国民もまた

失望しています。何に失望しているでしょうか。

『東洋経済Jも指摘するように、第 lに需要追加、いわゆる従来型の公共事業の積み

増しであります。パフ'ルの崩壊以来、宮沢内閣から橋本内閣の 7年間で7回、減税を除

いて総額70兆円の景気対策が行われてきました。その8害IJは公共事業です。ことしになっ

て4月にも16兆円の景気対策が行われ、地方では柏み増しされた公共事業を消化できな

いという悲鳴が上がるほどであります。ふえたのは借金ばかり。景気向上にはつながら

なかったわけであります。このことが証明されているにもかかわらず、今度もまた公共

事業の積み増しが中心であります。

二つ目に国民が失望していること、 6兆3.000億円の減税であります。このことは、

先ほど板垣議員の指摘がありましたけれど、金持ち減税、大企業減税で、 8害IJ、 9害IJの

納税者にとっては、増税になる。これでは景気はますます悪くなるということは明白で

あります。

三つ目は、地域振興券であります。この『週刊東洋経済Jは、「世紀の愚策と酷評さ
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れた地域振興券、ぽかぽか しいので、まじめに論評するのを避けたt'Jo I多くの人が同

じ感想を持っている」と書いています。市長も昨日の答弁で、「券の発行 ・配布・精算

の事務を押しつけられた立場を、苦渋を理解してほしい」、こういうふうに表現されま

しfこ。

日本共産党は、先日、六つの柱からなる国民生活防衛の緊急要求を発表しました。主

な内容は、消費税・減税を含む 7兆円減税、医療と年金4兆円の負担軽減、貸し渋りをな

くす行政指導と中小企業への官公需拡大、解雇規制と労働時間の短縮、米価の補てん、

地方財政危機打開のための緊急措置であります。この中でも、消費税減税は、国内総生

産の 6割を占める家計消費、個人消費を暖める衝撃的な効果がある最も効果的な景気対

策であります。

そこで、市長にお伺いいたします。政府の24兆円の景気対策について、どのようにお

考えになられるのか。また、日本共産党が提案し、どんな世論調査でも、国民が一番切

望している消費税の減税について、どのように考えられるのか。私は、政治的立場、将

来の税制についての考え方の違いがあったとしても、市民の暮らしと営業を守るべき市

長の立場から、消費税減税を緊急景気対策として政府に要求していただきたいと思いま

すが、 いかがでしょうか。市長にお願いします。

O副議長 (竹ノ上武俊君)

O企画部長 (槙島英紀君)

税についてであります。

中谷好幸君の質問についての答弁を求めます。企画部長。

24兆円の緊急経済対策をどう考えるかということと、消費

今回の緊急経済対策につきましては、内容を分析して、減税を含むということでござ

います。特に、金融対策、貸し渋り対策、地域振興券、さらには住宅金融公庫、雇用対

策、これら政府の緊急対策については、私どもにとっては、国が思い切った財政政策を

打って、景気浮揚するという内容でございまして、特に減税の 6兆3，000億円余りの問

題でございます。これについては、毎年の減税で、地方公共団体についてはむしろ好ま

しくないというか、いわゆるこの減税による市税の減税が10億円を超える影響額、こう

いうことを考えますと、まさに財政運営そのものが困難な状況になるわけでございます。

できれば国税のみの減税をお願い したいところでございます。しか しながら、国も地方

も、赤字公債、あるいは地方債等で大きな負担を強いられているわけでございまして、

これらについて、 いわゆる景気対策に対して、私どものとれる最大限いいところをどう

生か していくのか、あるし、はまた、減税に対しても、毎年の減税の中では、もう既に100

億円近い減税が継続されているわけでございまして、どこの自治体も火の車というよう
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な状況でございます。

特に消費税についてのことでございますが、消費税につきましては、平成9年 4月に

税制改正がございまして、 3%から 5%へ税率のアップがございました。この内容でご

ざいますけれども、やはり 1%は、国の方も税制議論を重ねて、地方消費税という位置

づけの中で 1%をいただき、ようやく今年度、平年度化されたばかりでございます。今、

国と地方の関係で、今の財源配分も含めまして、現行制度の中では、この 1%消費税分

については、私どもは今年度、 18億6，500万円の予算計上をさせていただいているわけ

でございます。このような状況の中で、いわゆる消費税を減税するということを国に働

きかけろということでございますけれども、確かに地方消費税を除いて国の 4%分の 2

%を下げろということであれば…… (1日本共産党はそういう要求をしているんです」

と呼ぶ者あり)特に共産党さんの御議論は、 5%から 3%へということだと思います。

(1地方消費税を除いて」と呼ぶ者あり)したがって、私どもの方も、これについては、

消費税、地方に負担をかけない形でですね、今後、財政運営をお願いしたいとは思って

おります。したがいまして、これらについては、国の税体系、あるいは地方と国の税配

分、こういう大きな観点から今後地方分権等の中で税配分が行われて、地方に財源が十

分あるいは、必要な財源が確保できるような形でのお願いはできるんではなかろうかと

思っております。

以上でございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 中谷好幸君。

011番(中谷好幸君) 市長、絞って聞きたいんですが、政府の減税、地方消費税を除

く国の消費税分 2%号|き下げろという要求、これについてお考えをお聞きしたいと思い

ます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 市長。

0市長(馬場弘融君) 中谷議員から、緊急不況対策は、市政にとって最優先の課題で

はなし、かという御質問をいただいているわけであります。そう いう中で、お尋ねは、政

府が一生懸命考えております緊急不況対策についてどういう判断をしているかというこ

とだというふうに思いますが、昨日の議論でもございました。今、政府は、ありとあら

ゆる手を尽くして経済の活性化のために努力をしている。そういう中で、きのうも議論

がございました地域振興券も、かなり有効な素材として浮かび上がってきているわけで

あります。昨日も経済評論家の紺屋さんのお話もございました。今は何が何でも経済を

持ち上けるために、ありとあらゆる可能性のあるものは手を打っていくんだというのが
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政府の姿勢でありまして、いずれは必ずこの対策の効果があらわれてくるであろう、こ

ういう認識を持っているところであります。

そういう中で、消費税を下げよということでございますが、これは、私は全く要求す

るつもりはございません。消費税はいずれむしろ福祉目的税化していくというのが私の

考え方であります。今実は、市長会の中では、先ほどの質問にもございました、公的介

護保険が今のままで果たして進み得るだろうか。その中でどうしても財源不足が起こっ

てくるであろう。そういう際に、やはり消費税の財源というものは、しっかりと取って

おかなければいけない、こういう認識を持っているところでありまして、税率を下げる

というふうな認識は持っておりません。むしろ消費税を一部分でも福祉目的税化してい

く、そういった方向性こそ考えなければいけないのではなし、かな、こういう認識を持っ

ているところであります。

O副議長(竹ノ上武俊君) 中谷好幸君。

011番(中谷好幸君) 何でもやれと、今まで100兆円も公共事業の積み増しをやって、

全然景気回復に結ひ、つかなかった。そこから教訓は酌み取れというふうな観点ではなく

て、何でもやれということ。ところが消費税だけは下げちゃだめだと。非常にある面で

は明快な御回答だったと思うんです。

一つ聞きますけれど、これは事実としてどう思いますか。消費税は逆進性の大きい税

だと、低所得者ほど負担の大きい税だということは、税の性質としてお認めになられま

すか。このことだけお聞きしたし、。市長にお聞きしたい。事実を聞いている。事実とし

てどういう認識か。

0副議長(竹ノ上武俊君) 市長。

0市長(馬場弘融君) 消費税を考えますときに、やはり国の税体系すべてをまず考え

なければいけないというふうに思います。直接税、間接税という体系の二つがございま

す。 (1消費税の税の性格を聞いているんです。事実を」と呼ぶ者あり)そういう中で、

消費税がどういう性格を持っているかということをしっかりと見きわめなければいけな

いというふうに思うわけであります。直接税の体系は、収入に応じた税体系となってい

るわけであります。累進性がとられているわけであります。世界のどの国を見ましでも、

累進性のあるこの直接税の体系とほとんど一律である間接税の体系、この二つの税体系

をもとにして税を仕組んでいるわけでありまして、そういう意味では、私は消費税とい

うものは、きちっと正当に評価すべき税である、このように考えております。

0副議長 (竹ノ上武俊君) 中谷好幸君。
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011番(中谷好幸君) 質問にお答えにならない。これは消費税は逆進性の多い税金、

低所得者層ほど負担の大きい税というのはこれはだれが見ても、間接税というのはそう

いうものでしょう。と りわけ最終消費者にかかる消費税というのはそういう性格を持っ

ている。その事実の、税の事実さえ認められなし、。本当に残念であります。まさに認識

が逆立ちしているというふうに思うんです。今求められているのは、圧倒的な個人消費

を担う庶民の減税こそ必要です。累進課税の高額所得税の最高税率を下げても、今本当

に消費が冷え込んでいる。この消費を担っている庶民の懐は温かくならない。わかり切っ

たことができない。ここに自民党政治の逆立ちぶりがはっきりしているんではないかと

いうふうに思います。

次の質問に移りたいと思います。私たち東京三多摩で生活する者の多くは、失業問題

を長い間、身近な問題としては考えてこなかった、そういう傾向があると思います。東

京三多摩は戦後ずっと右上がりの成長の中にいました。だから、市のレベルでは、障害

者の雇用や高齢者の就労問題は別ですけれども、市民の雇用問題の取り組みは、ほとん

どなかったと言ってよいのではないかと思います。 しかし、ここに来て、雇用問題は非

常に身近な問題で、いわば全市民的な問題となっています。市は、日野市民の雇用の実

態をどのように把握されているのか。また、市民の雇用不安にどのように対応しようと

されているのかお聞きしたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 市民生活部長。

0市民生活部長 (宮本寿君) お答え申し上げます。

労働省は、 10月27日、 9月の有効求人倍率が0.49倍で、過去最低を記録したことを明

らかにいたしました。また、総務庁が同日発表した労働調査結果の速報でも、 9月の完

全失業率も、 8月と同率の4.3%にとどまり、 2カ月連続で、過去最悪状態となり、最

気回復の兆しが一向に見られない中、効果的な雇用対策が求められているところでござ

います。こうした失業率が過去最高を記録する中、多摩地区の大企業においても、スリ

ム化を図りつつあるところでございます。帝国データパンクの分析では、株式を公開し

ている企業60社全体で、 4年間で2，800人の従業員を減らしており、中小だけでなく、

大手のリストラも進んでいるところであります。雇用の状態についても、有効求人倍ユ-%

が示すとおり、 一度失業すると、若者でさえ仕事がなく、業種によっては、ハローワー

クでも日給の仕事しかない状態だと言われているところであります。日野市における大

企業においても、影響は大きく、 一時帰休制度を導入した企業もあると聞いております。

このような状況の中で、大企業等の雇用の確保について、市がかかわって積極的に推
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進することは大変難しい状態であるというふうに考えております。企業が雇用を促進し、

下請保護ができるような景気対策事業や産業構造の転換、新しい産業育成のビジョンが

示されるよう、国や都へ働きかけをしてまいりたいというふうに考えております。

0副議長 (竹ノ上武俊君) 中谷好幸君。

011番 (中谷好幸君) 三多摩の状況というのは、全国と比べても際立って深刻だと思

います。このことをぜひ認識していただきたいと思います。例えば、全国で0.49倍と記

録された 9月の有効求人倍率が、ハローワーク八王子の管内では0.31、立川管内では

0.28、全国平均の半分近くにもなっています。東京都の『工業統計調査報告書』 によれ

ば、従業員 4人以上の工場数は、 三多摩27市では、 1988年から1996年の8年間で、 5，952

工場から4，854工場に、実に1，000を超える工場が消えているわけです。日野市について

見ると、この 8年間で208工場から158工場へ、 4分の lの工場がなくなりました。これ

は2年前までの統計数字ですけれども、ここ一、二年でさらに深刻になっていると思い

ます。なぜ、 三多摩が全国から見ても落ち込みが深刻なのか。戦後右上がりの成長を先

導してきた大企業が三多摩に集中していることであります。先ほど部長もおっしゃられ

ましたけれどち、リストラ、海外移転をすすめ、さらにその上に今、事業計画の縮小を

図っています。

日野市内に大きな拠点を持つ大企業の職場で‘も、今言われたように、大変いろいろな

ことが起こっています。聞いた話ですけれども、日野自動車の日野工場ですけれども、

一時期は1，000人もいたかと思われる期間社員が、ほとんどいなくなったと言われてい

ます。 10月、 11月、 12月、あわせて 1週間の一時帰休、日野本体の周りの協力工場か

ら全く求人が来なし、。ハローワークの八王子、これは『赤旗』の報道ですけれども、そ

ういうふうに言われています。富士電機でも、日経新聞が、 12000年の 3月末までに、

富士電機本体で1，000人、グノレ一フ。全体で3，000人を削減する」、こういう報道もしてい

るところであります。

このような大企業のリストラや事業計画の縮小は、下請の中小企業を直撃し、さらに

下請のパートや派遣労働者の解雇と連鎖的に広がり、地域経済を冷え込ませています。

このことが回り回って、今市財政にも大きな影響を与えているんだと思うんです。日野

市では、日本でも有数のこれらの企業とこれまで共存共栄の立場で‘おつき合いをしてき

ました。今後もそうならなければならないと思いますけれども、これらの大企業が地域

経済に果たしてきた役割、社会的責任を考えるなら、市はこうした大企業に勤める労働

者の雇用を守り、下請業者を保護するように働きかけることが当然必要になっているの

nu 
q
u
 

a
q
 



ではないかと思います。市長はこのような申し入れを行う考えはないのかどうなのか。

部長はできないと言われましたけれど、市長のお考えをお聞きしたいと思います。

O副議長(竹ノ上武俊君) 市長。

0市長(馬場弘融君) 大企業に雇用の確保といいますか、 そう いうような意味での協

力をということでございますが、実は私も、それぞれしかるべき企業のトップの皆さん

とお会いをし、いろいろな話し合いをしているところであります。そう いう中には、例

えば市の行政とそういった企業が協力をし合って新しい仕事の分野が見つけられないだ

ろうか、こんな話し合いもしているところでありまして、ごく一部には、既にテスト的

にやってみょうかという部分もあります。そういう意味では、ぜひとも市内にいる各企

業がもっともっと元気に活躍ができるような対応を行政としても一生懸命考えている、

こういう最中であります。

0副議長(竹ノ上武俊君) 中谷好幸君。

011番(中谷好幸君) 新しい事業をつくるために、協力し合おうということも結構な

んですけれど、 今市民が解雇を受けて、また下請業者は本当に次々とつぶれている中で¥

体力のある大企業が、やっぱりそれなりの責任を果たしてほしい、こういうことは言う

べきだと思うんです。地方では、自治体の市町村長さんが、町民の先頭、市民の先頭に

なって、大企業の事業計画を縮小させるなと、こういう運動を行っている人もいます。

市町村の権限は限られていても、自治体の仕事の第ーは、市民の暮らしを守ることです

から、ぜひそういうふうな行動をしていただきたいと思います。

次に、市はどのような不況対策を考えているのかについてお聞きしたいと思います。

その前に、商業の実態についても少し触れておきたいと思います。『東京都商業統計

調査報告書』によれば、三多摩27市の小売庖の数は、 1991年から97年の 6年間で 3万

1，186庖舗から 2万8，950居舗に、 2，236庖舗が減少しました。 7%です。日野市ではど

うでしょうか。同じ期間6年間で1.061庖舗から884庖舗へ、 177庖舗、 17%が減少しま

した。パフソレの崩壊以後の小売!苫の減少率は、 三多摩27市の中で日野市が第 l位です。

このこともよく認識していただきたいと思います。小売庖の売り場面積に占める大規模

庖の売り場面積の書IJ合、これは97年 6月現在ですけれども、 三多摩全体では、91年から

97年の 6年間で55%から59%、 4%の伸びに対して、日野市では36%から48%、12%

もの急速な伸びを見せています。n野市の小規模小売屈が、深刻な不況の呆気の落ち込

みと大規模庖の進出によって、 三多摩でもとりわけで深刻な事態にあるということを示

しています。これらの点も踏まえて、市の不況対策について具体的に提言と質問を行い
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たいと思います。

一つは、来年度予定している公共料金の値上げであります。今全体として何種類の値

上げが計画されているのか。私は、前から予定されているものでも、市民の暮らしに直

結するものについては、当面凍結する、そういう決断を下す時期だと思います。いかが

でしょうか。

二つ目に、銀行の貸し渋り、資金回収などから、苦し紛れに高利貸しに手を出して倒

産、自殺というような記事が相次ぎました。 10月1日から実施された貸し渋り対策特別

融資制度は、もっと早くこの制度が実施されていたなら、と言われている制度でありま

す。市が貸し渋り認定書の発行事務を行うことになりましたけれども、これまでに何件

の受け付けを行い、そのうち何件の認定書が発行されたのか。総額ではどの程度の融資

を受けることになったのか。この特別融資を銀行が悪用して、資金の回収、融資を保証

っきに切りかえる例が各地で報道されています。そのような例はなし、かどうか。それか

ら、今回の特別融資の信用保証からさえ除外されるような、本当に資金繰りが困難な小

規模零細業者、そのためにいわゆる直貸し、直接市が貸す、こういうことを行う考えは

ないかどうか。

三つ目に、今、大手スーパーやテ、パートなどが、消費税の還元セールとか割り引きセー

ルなどに取り組む中で、小規模小売屈の苦境というのは一層深刻になっています。商工

会や商庖会などでもさまざまな努力が行われていますけれども、長い準備を経て、かわ

せみ券の発行をされることになりました。これは政府発行の地域振興券とは全く違いま

す。税金ではなく、地域の商屈が組合をっくり、自助努力、共同の努力で行うものであ

ります。このような取り組みにこそ、支援を行うべきではないでしょうか。共通商品券

の割り引きに対する一部の補助、発行事務経費に対する補助、市の行事記念品や見舞品

などとして一括購入する、などの支援が求められていると思いますけれども、し、かがで・

しょうか。

四つ自に、住宅建設の落ち込みも深刻であります。高齢者や障害者の住宅改造に補助

を出していますけれども、例えば.防災と産業振興の両面から、震災対策のためのリフォー

ムに助成制度をつくる、こういうことはできないかどうか。

以上4点についてお聞きしたいと思います。

0副議長 (竹ノ上武俊君) 企画部長。

0企画部長 (槙島英紀君) 1点目の、来年度予定されている公共料金の値上げという

ことでございます。現時点で 4件ほどございます。内容につきま しては、学童クラブ費、
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公園の占用料、それから道路の占用料、夜間照明使用料の 4種類でございます。公園の

占用料、道路の占用料につきましては、定期的な料金の値上げでございます。東京都に

準じて改正を行うものであります。また、学童クラフe費につきましては、国の制度改正

により料金を改正するものであり、夜間照明使用料につきましては、新規の使用料でご

ざし、まして、多摩平団地テニスコートの夜間照明設置に伴い、その使用料を御負担いた

だくものでございます。

以上でございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 市民生活部長。

0市民生活部長(宮本寿君) 中小企業信用保険法に基づ‘きます市の認定の件数でご

ざいますが、ことしの10月1日から12月4日までの認定件数で531件でございます。保

証の状況でございますけれども、こちらの方は、保証協会の方から数字を受けておりま

すのが、 10月1日から10月31日までの整備でございますので、その数字を申し上げます。

122件の申し込みがございまして、 33億6.900万円。これに対しまして、保証承諾カ>72件、

19億6，500万円というふうになっております。この差につきましては、時間的な差の分

も入っているというふうに考えております。

それから特別融資制度の悪用の件でございますけれども、 12月7日、衆議院の予算委

員会で、横浜銀行が信用保証協会による保証制度を使って、貸し出し企業から債権回収

を促す内部通達を出し、その後撤回したというような報道がございました。日野市にお

きまして、融資を取り扱う金融機関に対して、未曾有の不況に対し、貸し渋り対策の一

環として、貸し-渋りをしないように、市長名にて通知をし、関係機関に協力を求めた経

過がございます。今回の特別融資枠にも、現在把握している中で、事例のようなものは

ございませんけれども、 今回の状況にかんがみまして、逸脱する行為のないよう要請を

してまいりたいというふうに考えております。

それから、直貸しの制度の件でございますが、本件につきましては、現在の市の財政

状況、融資制度の実態から見て、現行制度をそのまま存続することが大変な状況という

中で、新しい制度を導入することに対しましては、必要性は大変感じているところでご

ざいますけれども、今後の検討課題とさせていただきたいというふうに考えております。

それから、市内の共通商品券の件でございます。商工会の共通商品券構想につきまし

ては、現在名称も「かわせみ商品券」と決まり、平成11年 3月の発行を予定しながら、

準備作業を進めているところでございます。また、発行に対する一部補助、市の記念品、

見舞品なと‘の購入については、今後商品券を市の事業等に利用するかにつきましては、
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商品券事業が市の目的とする住民サービスに十分かなうことができるかど‘うか見きわめ

た上で、協力をしてまいりたいというふうに考えております。

それから、震災対策の建物のリフォームの関係でございますが、震災対策につきまし

ては、阪神・淡路大震災がその必要性を知らしめたところでこwざいます。市においても、

市民生活の安全を守る立場から、その必要性を感じております。また、地元業者からも、

災害に強いまちづくりの推進ということで、要請を受けているところであります。今後

も、市の主要課題のーっとして、市の総合的な施策として、引き続き検討してまいりた

いというふうに考えております。

以上でございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 中谷好幸君。

011番(中谷好幸君) 一つ一つ再質問もしたいんですけれど、時間がありませんので、

絞って質問したいと思うんです。

その前に、公共料金ですけれど、来年、下水道料金などに 5%転嫁されますよね。そ

れから保育料の値上げも検討されているでしょう。全部言ってほしかったと思います。

やっぱりそれはやめてほしいと思うんですね。私、言いたいのは、 さっき商品券につい

て、それがうま く市民サービスに結び、つくかど、うか見きわめた上で、よく瀬踏み して、

それから援助の手を差し伸べょうかと、うか決める、というふうなことを言われたんです

よね。今市民の置かれている実態というのは、先ほども言いましたが、全国平均から見

ても、また三多摩の中から見ても、日野市民が大変厳しい状態に置かれているとい う実

態をぜひっかんでいただきたいということが一つです。

それから、今業者の人たちが、本当に力の弱い人たちが、苦労してこういうふうに力

を合わせて、まさに自助努力としてこういうことを準備されてきたんです。今各市でやっ

ているいろんな施策、まず行政から先に手を伸べる。本当にその人たちのサービスが、

見きわめるんじゃなくて、本当に市民の役に立つような制度に発展させるために、行政

が手を伸べるということが求められているんじゃないかと思うんです。見きわめた上で

なんていうのは、とんでもない話だと思うんです。

それから、私、この問、大工さんの話を聞いていて、本当に感心したんですが、今建

設業界、大変深刻です。だけれど、全部深刻じゃないんですね。パ7"ルの時代、大きく

仕事を広げなかった。地域の地縁を大事にして、丁寧な仕事を していた大工さんのとこ

ろには、今も仕事が来るっていうんです。私、この人たちも今ほうっておいたら、本当

に守らなくちゃいけない宝のようなこういう仕事、今失ってしまうと思うんです。そし
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て、こういう大工さんを守るというのが、やっぱり行政の仕事じゃないかというふうに

思うんです。まじめに頑張っている人たちには、ぜひ手を差し伸べていただきたいと思

います。

馬場市長には何回も景気対策について質問しているわけですけれど、いつもおおむね

同じ、同感だというようなことを言われながら、なかなか前進しない。ぜひ実態をつか

む調査をやってほしいと思うんです。予算がかかることを私要求しているのではありま

せん。そのことも含めて市長の御見解を最後に伺っておきたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 助役。

0助役(小俣雅義君) 今、景気対策について、市内の深刻な状況について御議論があっ

たわけです。直貸しのお話もございましたけれども、やはり日野市には日野市としての

役割、権限があるわけで・す。直貸しという形で、その新しい業務に手を出していいのか

どうか。やはり、これは相当慎重にならざるを得ない。気持ちはわかるとしても、実際

の施策として成り立っかと、うかは、これは別の次元でございます。いろんな形で総合力

を、国の役割、都の役割、市の役割を総合しながら、やはり全体の底上げというのを図っ

ていかなきゃならないんじゃなし、かなと思っております。いろんな助成制度の問題につ

きましでも、まだまだ十分検討しながらやっていかなければならない状況にあります。

O副議長(竹ノ上武俊君) 中谷好幸君。

011番 (中谷好幸君) 実態調査を求めているでしょう。質問しているでしょう。

Ci市長、そのとおりと言えば終わりだよ」と呼ぶ者あり)そのとおりと言ってくださ

し、。

O副議長(竹ノ上武俊君) 市長。

0市長(馬場弘融君) 市の最気対策ということであります。私もかつて、小さな小さ

な商庖を運営をしていた経緯があり、今でも関係をいたしておりまして、非常に厳しい

状況であるということは、如実に実感をいたしております。何とかいい手がないものか

どうか、日夜考えているところであります。常々申し上げておりますが、あるいは中谷

議員より以上に、私は今の日野市内の商庖の皆さんの厳しさというものは、重々承知し

ているつもりであります。それに対して、何らかの対応をできないだろうか、 一生懸命

幅広い行政分野の中で考えているところであります。できるところから順次取りかかっ

ていきたい。特に今議員も御指摘の、商工会が新たにかわせみ商品券というような形の

ものをまとめてお出しになるというような方向でありますので、先ほど部長の答弁より

一歩進めた、 一生懸命支援をする方策を探っていきたい、このように思っているところ



であります。

O副議長(竹ノ上武俊君) 中谷好幸君。

011番(中谷好幸君) 実感として知っているかど‘うかということじゃなくて、組織と

して実態を把握する調査を行ってくださし、。このことを申し上げて、質問を終わります。

O副議長(竹ノ上武俊君) これをもって19の2、緊急不況対策は市政にとっても最優

先の課題ではないかの質問を終わります。

一般質問19の3、なぜ「エンゼルフ。ラン」の前に市立幼稚園の統廃合なのかの通告質

問者、中谷好幸君の質問を許します。

011番(中谷好幸君) 先日、日本共産党市議団にこういう訴えがありました。はがき

です。「市立幼稚園の募集の期日が、ことしは 2週間おくれたのはなぜですか。私が思

うには、期日がおくれたことによって、意図的に私立幼稚園に行かざるを得ない状況に

追い込まれ、その結果、市立幼稚園の募集の人員が減り、統廃合に結び、つく行為が行わ

れているのではないでしょうか。親の選択肢の自由が奪われたような気がします。」こ

ういう訴えです。このことについて教育委員会、説明してください。

0副議長(竹ノ上武俊君)

参事。

中谷好幸君の質問についての答弁を求めます。学校教育部

0学校教育部参事(田中正徳君) それではお答えします。

私立幼稚園では、毎年10月15日に募集要項を配布し、 11月1日から入園の申し込みを

行っているわけです。市立幼稚園におきましては、昭和60年以降、私立幼稚園の募集が

締め切られた後に募集要項の配布とそれから受け付けを行ってきました。平成10年度に

ついては、募集要項の配布と同時に、受け付けをしましたので、そのために公立、私立

の幼稚園が、入国受け付けが同時となり、多少の混乱が見受けられましたので、 11年度、

つまり来年度以降は、私立幼稚園の募集時期を考慮し、例年より遅い11月15日の広報に

掲載し、市民の皆様にお知らせしたところでございます。その結果かどうかは別にしま

して、応募者のほとんどの方が希望する園に入国することができるというふうに思って

おります。

以上でございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 中谷好幸君。

011番(中谷好幸君) 例年だと、 10月半ばに私立は要項を配布して、 1日から始める

と。市は 1日に広報で発表しますから、父母にとっては、その広報を見て、私立幼稚園

の募集要項を見ながら、公立にするか、私立にするか、どこにするかと決めることがで
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きた。ところが、ことしからは15日まで半月延ばしちゃったわけでしょう。このことを

問題がないと言われま したけれど、問題ありませんか。

O副議長 (竹ノ上武俊君) 学校教育部参事。

0学校教育部参事 (田中正徳君) 先ほど申しましたように、希望者の方が一応、今の

ところ、待機者3名いますけれど、ほとんどの方が市立の幼稚園へ入れるということか

ら考えますと、これでよかったなあというふうに教育委員会は考えております。

O副議長 (竹ノ上武俊君) 中谷好幸君。

011番(中谷好幸君) 選択権を奪われでも、みんなおさまったからよかったというこ

となんですが、本当にそうですか。今年度は第一幼稚園と第三幼稚園の募集定員に変更

がありました。昨年は第三幼稚園の応募定員が30人の枠を大きく超えて56人に達した。

それで、今回は父母の要求も強くて、第三幼稚園は 2クラス60人にふやしたわけです。

第三幼稚園が二つのクラスにふえたことを市民が初めて知ったのは、 11月15日でしょう。

程占の申し込みの後です。もし本当にことしは枠が多くなるんだというふうに父母にわ

かっていれば、もっとたくさん第三幼稚園に応募があったんじゃないですか。ことし、

第三幼稚園の応募は何人だったんですか。

0副議長 (竹ノ上武俊君) 学校教育部参事。

0学校教育部参事 (田中正徳君) 応募人数は39名でございます。

O副議長 (竹ノ上武俊君) 中谷好幸君。

011番(中谷好幸君) 60名の定員で39名だったわけで、す。去年は56名だっ たわけで

す。先日から、私立幼稚園の措置費は、非常に税金を高くつぎ込んでいるというふうな

指摘があったわけですけれど、もし60人定員だったら、も っとずっと 1人当たりの措置

費は低くできたわけじゃないですか。 こうい うふう なやり方は、父母や市民に説明でき

ないやり方だというふうに思います。市立幼稚園と私立幼稚園が競合しているというよ

うな指摘もやられています。本当にそうなのか考えてみたいと思います。

日野市内には10園の私立幼稚園と 7園の公立幼稚園が、合計17園の幼稚園があるわけ

です。三多摩で人口規模が閉じ程度の立川市、 小平市、武蔵野市、 三鷹市では、どの程

度の幼稚園、公立、私立合わせて、あるのか教えていただきたいと思います。

0副議長(竹ノ上武俊君) 学校教育部参事。

0学校教育部参事(田中正徳君) お答えします。

これは、こと しの5月1日現在の数字でございます。立川市は、私立幼稚園のみ12園

で、園児数が2，263名。小平市は、私立幼稚園のみ16園で、園児数が3，526名。武蔵野市
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は、公立が 1園、私立が15園の16園で、園児数が2.034名。 三鷹市は、公立が 4圏、私

立が17園の21園で、園児数が2，878名でございます。ちなみに日野市の場合は、公立が

7圏、私立が10園の17園で、園児数が2.568名となっております。

O副議長(竹ノ上武俊君) 中谷好幸君。

011番(中谷好幸君) 日野市の幼稚園の数が、公立、私立合わせると、そう多いわけ

ではないわけですね。三鷹市が一番多いんですよ。この間、統廃合になったというふう

に紹介されましたけれど、 21園。 三鷹市は、ゼロ歳から 4歳の幼児人口は、日野市が

7，315人に対して、 三鷹市は6，590人、これ1995年の数字ですけれど、幼児人口は日野市

の方が多いけれども、幼稚園の数は三鷹市の方が4園多いということです。立川市が12

園と少ないんですけれども、立川市は保育園の数が多いんです。公立、私立合わせて28

園あるんですね。日野市19園に比べて、 1，000人ぐ らい保育園に行っている子どもたち

も多いんです。だから、日野市には公立幼稚園が 7園あるからといって、日野市の公立

幼稚園は多過ぎる、そういうふうな議論は成り立たないわけです。

私立の経営困難は、公立との競合が主要な問題なのか。という問題というのは、例え

ば、私立幼稚園で今問題になっているんですけれど、市立幼稚園は、 1園つぶしたとし

て何人ぐらいの子どもを減らせるのか。 30人とか60人でしょう。今、私立と公立で2，500

人ぐらいの園児がし、るわけで、そこから60人の数を削ってみたところで、ほとんど影響

はないわけです。私は、市立の幼稚園の問題、公私間格差の是正の問題は当然のことだ

というふうに思います。こういう方向で、公私間格差の是正、東京都は所得制限をやっ

てどんどん削っているけれど、こういうことをやめさせる。私学助成をもっとやらせる。

また、今保育のニーズに公立も民間もこたえているのかと‘うなのか。本当に今のニーズ

にこたえられる幼稚園教育をやれるかど‘うか、そういうところに援助をしていくという

ことが重要になっていると思うんです。

角度を変えて質問したいと思います。学校規模の適正規模 ・適正配置検討委員会のこ

とし 3月の答申で、昭和40年以来の日野市の市立幼稚園設置の経緯が書かれています。

この答申、本当に驚いたんですけれど、 30年以上の歴史の中で培われてきた市立幼稚園

の役割、現在果たしている役割については一言も触れられていないんですよね。私はさ

きの議会で、これは行革、 リストラの検討委員会の答申じゃなし、かと。とても教育委員

会の諮問機関の答申じゃない、思えない、というふうに毒づ‘いたわけですけれど、教育

委員会は、幼児教育を公的に保障することの意義をどのように考えているのか、市立幼

稚園はどんな役割を果たしていると考えているのか、この点についてお聞きしたいと思
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います。

O副議長 (竹ノ上武俊君) 学校教育部参事。

0学校教育部参事 (田中正徳君) お答えします。

公立、私立の幼稚園は、明らかに私立の経営と、それから公で経営しているのと、こ

れは当然違うわけですけれど、教育そのものは、公の教育としては同じ共通点があると

思います。市立幼稚園も幼児期から心の教育の充実のために、公的な教育機関としての

位置づけをきちっとしておりますので、その役割を当然持っているというふうに考えて

おります。昭和30年代後半からの人口急増期に、私立幼稚園に入れない保護者から、公

立幼稚園の設置の強い要望があって、昭和40年から私立幼稚園の補完的な役割として市

立幼稚園が設置され、現在まで共存共栄により、よりよい幼児教育が展開されてきたと

いうことも事実でございます。

O副議長 (竹ノ上武俊君) 中谷好幸君。

011番 (中谷好幸君) 幼児教育、保育要求にこたえるためにつくったというのは、そ

れは当たり前のことなんです。やっぱり30年間の歴史の重みというのを、ぜひ教育委員

会ですから、自分たちのやっていることですから、誇りを持ってほしいと思うんですよ。

公立保育園というのは、これまでに言われているように、保育料が安いわけですよね。

このことによって、だれでも幼児教育の機会を保障できる、このことが一番大きな、そ

して大事なことだと思うんです。確かに短期的に見れば、財政負担は大変であります。

しかし、幼児教育の機会を保障することは、日野のまちの発展、日野市がいつまでも活

力あるまちとして栄える上で、極めて大きな意味を持っと思います。

国連は、日本では子どもが広範囲にわたって人権侵害を受けている、と異例の警告を

しています。また、幼児期の発達の障害が20代、 30代になってさまざまな障害になって

あらわれるというようなことも問題となっているわけです。

だれでも比較的安い保育料で幼児教育が受けられる、この価値は l人園児当たり幾ら

の経費ではかれないものがあると思うんです。

それから、日野市では市内の 7カ所に公立幼稚図が配置されています。基本的に父母

が歩いて送り迎えができる範囲でつくられているわけです。地域のコミュニティと結び

ついた幼稚園になっています。例えば、パスで送り迎えをする私立の場合、バス停が父

母の結び‘っきの場になるわけですね。これも大事だけれど、公立の場合は、幼稚園まで

お母さんが毎日送ってくる。そこで父母同士の顔が毎朝合わさって、帰りもまた迎えに

来て、 一緒に幼稚図で遊んで帰る。そういう中で、とりわけで公立幼稚園で地域の結び

-439-



っき、コミュニティが強くなっているのではなし、かと思います。

私、もうーっつけ加えたいと思うんですけれど、幼児教育の公共性というのを考える

と、幼稚園が一定の割合で公立幼稚園と共存することが非常に大事だ。父母が選択でき

るということが、幼児教育の発展にとって非常に大事だというふうに思います。私立幼

稚園は、それぞれが幼児教育の理念を持って幼児教育に携わっています。これは学の独

立の精神からして、公の立場で介入できないところです。これは私立幼稚園のプラスの

特徴でもあります。しかし、一方、私立幼稚園というのは、激しい競争にさらされてい

るわけです。実際に日野の私立幼稚園でも、全体が定員割れをしているわけじゃないわ

けです。定員よりオーバ一、応募があるところもあるし、他市からも通ってくるような

幼稚園もあるし、定員割れしている幼稚園もある。公立幼稚園はこのような厳しい競争

から基本的に免れているわけです。私は、ここが大事なことだと思います。また、教育

委員会のもとに置かれていて、制度的にも父母や市民のチェックを受ける仕組みがつく

られているわけです。このような性格が異なる幼児教育機関が共存してこそ、幼児教育

が健全に発展するのではないかというふうに思います。

最後の質問に移りたいと思います。今、学校適正規模・適正配置検討委員会の中で、

幼稚園の統廃合について議論されているんですけれど、私は市立幼稚園の適正配置ゃあ

り方の問題を、この委員会の中で結論づけるのは好ましくないというふうに思っていま

す。今、少子高齢化と核家族化、長時間労働や両親の就労によるライフスタイルの変イ七、

自然の遊びの場の減少、さまざまな社会の変化の中で、幼児教育の問題、複雑で広範囲

に及んでおります。幼稚園の問題だけでなく、保育園のあり方、家庭での育児、さまざ

まな問題が生まれています。これらの問題から切り離して幼稚園の統廃合を論ずること

はできないのではなし1かと思うんです。

馬場市長は今年度の 3月の議会で、「重点施策のーっとして、日野版のエンゼルプラ

ンを推進する」と所信を述べられました。先日の議会答弁で、福祉保健部長が、「日野

版エンゼルプランを保健福祉計画の中で作成する」と答弁されました。計画作成に幼児

教育のセクションは加わっているのかどうか、その動きが全く見えない中で、市立幼稚

園の統廃合が突出しているように私は思います。今必要なのは、日野市の子どもたちが

どのような実態に置かれているのか、どのような保育要求、子育て支援の要求があるの

か、まちの中に子育て支援の資源がどれだけ蓄積されてきているのか、などの実態を把

握して、民間と連携しながら、行政がどんな子育て支援を行わなければならないか、総

合的な見通しを持って検討を図るときではなし、かというふうに思うんです。そういう中
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で幼稚園の統廃合問題も検討すべきだと思います。 なぜエンゼルプランの前に幼稚園の

統廃合の問題について結論を出しちゃうのか、その点について質問したいと思います。

O副議長(竹ノ上武俊君) 学校教育部参事。

0学校教育部参事(田中正徳君) お答えします。

日野版エンゼルプランは、これからの施策の課題であると同時に、市立幼稚園のあり

方については、既に行っている施策の課題であるため、この二つの整合性は今のところ

考えられていないというのが実情でございます。これは検討委員会の中でです。

0副議長 (竹ノ上武俊君) 中谷好幸君。

011番 (中谷好幸君) エンゼルプランというのは、これまでの保育だとか学童クラブ

だとか幼稚園だとか、いろいろな資源をどういうふうに使って子育て支援を計画してい

こうというものでしょう。これまでの問題であり、今後の問題でもあるわけですし、そ

ういうことは全く理由にならないと思うんです。 (1そうだ」と呼ぶ者あり)一体、 何の

ために幼稚園の統廃合をやるんですか。子どものために、子どもが何を必要と している

のかということから検討されているんですか、その点をはっきりさせていただき たい と

思います。もしそうだとしたら、あの答申のどこにそんな観点が出ているか、つけ力日え

てお答えいただきたいと思います。

0副議長 (竹ノ上武俊君) 学校教育部参事。

0学校教育部参事 (田中正徳君) 市立幼稚園がどうして統廃合の検討委員会の中に組

み入れられているかという御質問じゃなし、かと思うんですが、これは先ほど申 し上げま

したように、市立幼稚園が、義務教育ではありませんが、公的な教育機関として日野市

は位置づけしているわけですから、小中学校と閉じように適正規模 ・適正配置の中に諮

問しでもおかしくはないというふうに考えて諮問しているわけでございます。ただ、エ

ンゼルフ。ランにしましでも、市立幼稚園の適正配置についても、子どもの少子化に伴う

現象から生じているということだけは認識しております。

以上でございます。

0副議長(竹ノ上武俊君) 中谷好幸君。

011番(中谷好幸君) 全く教育的な観点なしに、学校とたまたま閉じもとにあるか ら

一緒にやるんだなんて、 全然理屈にならないと思うんです。国は1994年12月に、今後の

育て支援のための施策の基本万向について、いわゆるエンゼルプランを作成していま

す。これは、文部、厚生、労働、建設 4大臣の合意でつくられたものであります。それ

に基づいて、自治体がエンゼルプランを策定するための指針を出しているわけです。 こ
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の指針によると、基本的視点の第一に、子どもの権利条約の締結国として、この子ども

の権利を擁護すること、子どもの利益を最大限尊重することを掲げています。計画策定

上の留意点として、総合性、すなわち出産前後の母子保健の施策から、保育、教育、住

宅や就労環境、まちづくりまで検討すると。住民のニーズ、住民の意向の反映、そのた

めにアンケー卜調査やヒアリング、懇談会などを開け、こういうふうに具体的に指示を

しています。それから、計画策定のための庁内の体制としても、児童福祉とともに、教

育もここに入って、あるいは企画も入って、というふうに作成すべきだと言っているわ

けです。これも市の段階では全国で半分ぐらい策定されているんではなし、かと思います

けれど、これと一緒にやっていいではありませんか。今子どもたちが何を要求している

のかということから出発して、保育園も学童クラブも幼稚園も、子どもたちの立場に立っ

て検討するというのが本当じゃありませんか。学校と一緒だから、たまたま教育委員会

の中にあった機関だからということでは、まるきり問題にならない。そのことを強く指

摘して、また、学校の統廃合から切り離して、エンゼルプランの中で市民参加で堂々と

議論していただきたいという要望を述べて、私の質問を終わります。

0副議長(竹ノ上武俊君) これをもって19の3、なぜ「エンゼルフ。ラン」の前に市立

幼稚園の統廃合なのかの質問を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

明日の本会議は午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願います。

本日はこれにて散会いたします。

午後4時58分散会
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午後 1時06分開議

0議長(馬場繁夫君) 本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員27名であります。

これより日程第 1、一般質問を行います。

一般質問20のl、庁舎内市民食堂問題を問うの通告質問者、菅原直志君の質問を許し

ます。

( 4番議員登壇〕

04番 (菅原直志君) それでは、通告に従いまして質問させていただきます。

事前の調査の中でさまざまな資料はいただきましたので、事実関係の確認は基本的な

部分にとどめ、本論に入らせていただきます。ぜひよろしくお願いいたします。

さて、先日の市職員ニュース一一市職ニュースには次のような記事が載っておりまし

た。日付は98年11月27日、市職ニュース。「ゼロ回答続く 職員食堂分会Jr冬・夏の

一時金支給なしJr今年のベースアップもゼロJr今後も一時金闘争続行」というお話が

載っておりました。今回の質問をする に当たり、この調査をする上、この質問をする上

でその前提を明確にしておく必要があると思います。それは、今回の問題提起が「民間

企業内の労使関係の問題だから」と いう1点で、答弁を避けることがあってはならない

と思うからです。それらの考えは、次に示す事例より明確だと思っております。

まずはこちらの表を見ていただきたいと思います。表を用意してきましたけれども、

担当の方にはお渡しをしております。つまり、日野市と市民食堂はどのような形になっ

ているかということでございます。庁舎内施設を無償で貸与しているのが日野市と企業

公社の関係。そ して、企業公社が給食センターという会社がございますけれども、そち

らの方に運営を委託している関係がございます。その上で、企業公社は売り上げの 2%

を管理費ということで取っているということです。そしてまた、その給食センターの中

に独立採算の一つの機関として市民食堂と いうものがある。その上での管理費の部分が

発生しているというふうにお考えいただければと思います。

以上のことを踏まえて、今後の質問を進めさせていただきます。まずは確認をさせて

いただきます。何点かございますので、まとめてお答えいただければと思っております。

一つ目、昨年の冬とことしの夏の一時金の支給がなされていないというニュースのお

話でありますが、そのことは事実かどうか。 二つ目、それらについての労使交渉の中で

妥結はされているのかどうかも確認させていただきます。 一時金支給ができない理由、

これも明示されていると思いますので、調査の上の確認をお願いします。もし、社長よ
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り一時金支給ゼロの理由が明示されていない場合、不当労働行為一一これは労働組合法

第7条の 2の可能性もありますが、その点についてはどのように解釈しているのかお答

えいただければと思います。五つ目、食堂経営が赤字というのがゼロ回答の理由でござ

いますが、団体交渉の中で十分に説明されたのでしょうか、その点についても御確認を

お願いいたします。六つ目、日野給食センターの全社員に対しても、 一時金支給が支払

われているのかと、うか、その点について確認をさせていただきたいと思います。お願い

いたします。

O議長(馬場繁夫君) 官原直志君の質問についての答弁を求めます。企画部長。

0企画部長(槙島英紀君) それでは、庁舎市民食堂に関する事実の確認6点の御質問

であります。順次、簡潔に御答弁をさせていただきます。

まず 1点目でございます。昨年の冬と本年夏の一時金の支給がされていない事実とい

うことでございます。これにつきましては、支給をされていないと聞いております。

2点目の労使交渉の中で妥結されているのかということでございますが、これは妥結

されていないと聞いております。

3点目の一時金支給ができない理由ということでございますが、市民食堂の経営が赤

字状態でございまして、会社側の独立採算制の建前からも支給はできないと聞いており

ます。

それから、 4点目の一時金ゼロの理由が明示されていない場合、不当労働行為の可能

性もあるが、どう解釈しているかということでございますが、赤字経営のため支給でき

ないと明示していると聞いております。

5点目の食堂経営が赤字と いうのがゼロ回答の理由は、団体交渉の中で説明されたの

かということでございますが、経営者とそれと事務担当者が出席して、口頭で説明をし

たということでございます。

6点目の日野給食センターの全社員に対して、 一時金が支払われているかということ

でございますが、これにつきましては回答できないとの返事を得ております。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 菅原直芝居。

04番(菅原直志君) わかりま した。ありがとうございます。

私は、 今回の質問、ぜひ日野市にもしっかりと対応を図っていただきたいという願い

を込めての質問でございます。

さて、私の手元に次のようなお手紙がございます。それは、日野給食センタ ーが、日
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野市と企業公社に対して食堂のメニューの単価アップを要請したお手紙でございます。

日付は98年3月12日、この春ですね。総務部長あてになっております。この内容は、簡

単に言えば、食堂経営は赤字だからメニューの単価を上げてもよろしいでしょうかとお

伺いを立てたものだと理解しております。実際、単価アップの動きがあったようですが、

最終的には現状維持を続けております。

その際、市と企業公社から日野給食センターに対して収支状況が報告されていると思

います。また、逆に日野給食センターに対しては、 管理費とはどのような経費かという

質問、または社内努力はしたのかという質問、そしてメニューの精査はしたのか、その

他もろもろと経営権に介入する意味合いの質問状が渡されていると聞いております。

私は、これらの事実により、日野市が日野給食センターの経営内容、もっと言えば、

全体ではなくて市民食堂に限つての経営内容については調査できると考えておりますが、

その点について見解をお伺いいたします。

0議長(馬場繁夫君) 企画部長。

0企画部長(横島英紀君) 経営内容の調査ということでございます。料金の改定等具

体的な事例が出てくれば、当然、議員御指摘の事項について調査できると考えておりま

す。食堂経営に当たり、今後いろいろ具体的な事例が出てくれば、必要な事項について

資料提供等要請して調査をいたしたいと考えております。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君)

04番(菅原直志君)

菅原直志君。

わかりました。調査できるというお話もいただきましたので、

では、赤字という部分、この件について検証してまいりたいと思います。

ちょっと遠い方は見にくいかもしれませんけど、御了承いただければと思います。事

前に企画部からいただいた資料により、市民食堂の経営状況について確認をしていきた

いと思います。私が調べてそして取りまとめたのが、こちらに出している表なんですけ

れども、資料の出どころは97年4月から98年10月の問、つまり19カ月の収支の状況でご

ざし、ます。市民食堂に限つての数字でございます。今回はわかりやすくするために、簡

単に毎月の平均の数字を出して見ました。すると、月の平均売り上げが366万7，000円で

ございます。そして、平均支出が380万円。差し引きで毎月13万3，000円の赤字が出ると

いう構造がわかってまいります。なるほど市民食堂は赤字経営である。

しかし、その支出の中身を見ていくと、ちょっと待てよということになってまいりま

す。平均支出の中身、それは仕入れが149万1，000円、人件費が157万8，000円、管理費が
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67万4，000円、消耗品が5万7，000円、この数字が出てまいります。つまり、平均の支出

の中で管理経費が18%、67万4.000円もかかっているのは、一体どういうことだろうか

という部分なんです。例えばこの市民食堂に対しては、日野市が光熱水道費で年間500

万円も負担している。または庁舎内施設を無償で貸与しているというところを考えてい

くと、何がこの管理経費なのだろうか、どういう事例が当てはまるのであろうかという

のが、私の疑問であります。市民食堂に対する管理は企業公社が日野給食センターに運

営を委託しているのですが、それだけで18%も管理経費がかかるのでしょうか。これら

管理経費3点について、どういった内容なのかをお答えいただければと思っております。

お願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) 企画部長。

0企画部長(横島英紀君) 経理の内容でございます。管理経費についてでございます

が、この管理経費につきましては、共済費に相当する共済保険、それから雇用保険料、

さらには券売機の買い取り等の費用と聞いております。

それから、管理経費の算定の基準でございますけども、企業公社分につきましては、

契約の中で売り上げの 2%を管理経費とするということになっておりますし、本社経費

につきましては、会社側の方からは回答できなし、。諸経費についても同様、回答できな

いとのことでございます。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君)

04番(菅原直志君)

菅原直志君。

私が先ほど示しましたように、単価アップ、これを事例として

出されたときには、しっかり調査していかなければいけないという御回答がございまし

た。実際に単価アップにはなっておりませんけれども、そういった事例から考えて、こ

の本社経費、そして諸経費、この部分は、もう少ししっかりと精査していくべきである

と思います。

先ほどの〉ら言っておりますように、私は市民食堂の赤字の原因の一つに、この管理経

費というものがあると考えているんです。団体交渉の場でどのような話がなされたかは

明確にはわかっておりませんが、経営状況を考える上でいつも問題とされたのが、この

管理経費だったというふうに聞いております。市民食堂全体の赤字は毎月13万円程度な

のです。対して管理経費は全体で67万円。この比較は非常に重要な意味を持っているの

ではないでしょうか。ぜひこの点について調査するかどうか、明確にお答えいただけれ

ばと思います。それーっとらえてくださし、
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そしてまた、今の御答弁にもありま したように本社管理費と諸経費については答えて

くれなかったということですが、それはどうしてでしょうか。理由について確認をされ

ているでしょうか。その点についても、理由が明示されているのであれば理由も言って

ください。そのあたりお答えいただければと思います。

また、企業公社は売り上げの 2%を管理経費としております。これは月に7万円程度。

年間には80万円を超える管理経費をいただいているんですが、直接の管理元なんですよ

ね、企業公社というのは。しかし、一体この 1年間、ボーナスが払われていない、そう

いった状況の中で何をしてきたのか。それについても、今調査しているのであれは‘お答

えいただければと思います。また、企業公社に求められるその責任、それについてもお

答えいただければと思います。お願いします。

O議長(馬場繁夫君) 企画部長。

0企画部長 (横島英紀君) 経理の内容について、本社経費等を今後調べていくのかと

いうことでございます。再度の御指摘の件につきましては、資料要求をして確認できる

ように調査を進めてまいりたいと思います。

しかしながら、質問の前提でお示しをいただいた内容も十分承知いたしましでも、や

はり一民間企業内の問題の部分もありますので、内容によっては困難なものもございま

す。このことについては御理解をいただきたいと思っています。

それから、企業公社でございますけども、 2%の管理経費でどんな管理をしたのかと

いうことでございますが、管理業務委託料は委託契約あるいはその仕様によりまして、

衛生管理やサービスの内容である食堂内の害虫処理、あるいは設備機器でございますけ

ども機械類のチェ ッ夕、あるいは献立等の内容につきましての点検、あるいは確認をい

たしております。

それから、ボーナスの関係でございますけども、これについては、やはり食堂そのも

のが独立採算になっておりますので、そういう意味ではそれに基づく会社側の経理内容

について、企業公社といたしましてはいろいろ協議はできますけども、ボーナス支給の

内容等につきましては、特に会社は会社全体の問題としてとらえておりますので、その

辺については内容をチェックというか、具体的なお話そのものについてはされてきてお

りませんでした。

それから、今回の問題で何をしたかというところでございますが、企業公社といたし

ましでも、市役所食堂の経営について、赤字の分析あるいは赤字を解消する方策につい

て協議をいたしております。具体的には、食材の購入あるいは多岐にわたるメニューの



整理、あるいは新しい業務の拡大や開拓、経営の合理化による経営改善、企業努力、こ

ういうことについても協議をいたしてきたわけでございます。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君)

04番(菅原直志君)

菅原直志君。

先ほども答弁いただきましたけれども、価格改定云々のときに

はしっかり調査する。しかし、今はそれ以上の問題なわけです。あの市民食堂がしっか

りと運営されるのかと‘うか、それについての非常に大きな問題であるととらえている。

それは多分共通認識としてあると思うんです。ただ、それが表面に出てきているのか出

てこなかったのかという部分であって、確かに公、つまり市役所が一民間企業の中まで

どこまで入れるかという問題点は、それはあると思いますが、それ以上に市民食堂は日

野市が無償であの場所を貸与している。そして、光熱水道費で¥これは庶務課の方に試

算してもらって500万円も、これはある意味での補助ですよね、しているわけですよね。

そして、冷暖房費は、これは算定できないけれども、かなり費用がかかっているはずな

んです。そのぐらいのさまざまなサービスを提供するための施策をしているわけですよ

ね、市の方が。その先方が非常に経営的に厳しいとなったときには、それなりの対応は

できるだろうと思うんですね。その対応をするときに、先方の数字をそのままうのみに

して判断はできないと思うんです。日野市としてもしっかりと調査をすべきだと思うん

です。いかがでしょうか、その点、明言してください。

0議長(馬場繁夫君) 企画部長。

0企画部長(槙島英紀君) 先ほども御答弁させていただきましたように、今回の問題

については調査をしてまいりたいと考えております。

0議長(馬場繁夫君) 菅原直志君。

04番(菅原直志君) ありがとうございます。しっかりと調査をしてください。

ここに一つグラフをつくってまいりました。この市民食堂は、今の状況では構造的に、

システム的に赤字になるだろうなというのがわかります。市民食堂の損益分岐点につい

て計算をしてまいりました。あくまでも私がいただいたわずかな資料の中の数字ですの

で、これはあくまでも菅原一一私の個人的な試算として考えていただければと思うんで

すけれども、このグラフでもわかりますように、市民食堂の損益分岐点は、月間の食事

件数が9，500食を超えないと利益が出ない仕組みに計算上はなります。しかし、いただ

いた実際の資料から計算しますと、市民食堂の平均の食事件数は8，500食なんですね。

つまり、 1，000数字が足りないわけですよ。しかし、今のこの市民食堂の性格から考え
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ると、では1，000食ふゃそうということにはなかなかなり得ないんだろうなという部分

もわかります。そうなってくると、どのような方策があるか。そこから入っていくわけ

ですね。しかし、損益分岐点を計算するときには、それなりに固定費の部分、人件費と、

そして特に今回の問題となった管理費のところ、それについてはしっかりと精査をしな

ければ、これ数字は出ませんので、損益分岐点の計算から始まったところの経営の正常

化を図っていただきたいと思っております。

市長は、日ごろ経営感覚云々のお話をされていて、非常に感銘を受けているところで

すけれども、この市民食堂の件、これも市長は民間人であったわけですから余計納得し

ていただけると思っておりますが、御所見がございましたらお話しいただければと思い

ます。

0議長(馬場繁夫君) 市長。

0市長(馬場弘融君) 庁舎内の市民食堂の問題を問うということで、菅原議員からの

御質問でありますが、この食堂については随分前から難しい問題があったということを

記憶しております。しばらく前になりますが、いろんな問題があって食堂がクローズさ

れていた時期が大分ございました。いろいろな問題を引きず‘って、今、企業公社に一回

貸して、それをまた給食センターにお願いをするという非常に複雑な形になっています。

さらに、職員は日野職員組合並みの扱いというんですかね、そんなふうな形のものもあ

るかに聞いておりまして、いろいろ前からの難しい問題を引きずりつつ、うまい具合に

繕いをしてやっているというような状況があるというふうな認識を、私は持っておりま

す。ですから、今、議員の御指摘の趣旨は非常によくわかるんですが、 一万両断に一民

間企業だからずぱっとこういきなさいというふうに言えるようなものなのかなというこ

とは、やはりともかくいろいろな交渉の中で難しい問題があるのかなということは、他

方であるわけです。

ですが、部長の答弁にもありましたように、この問題はいつまでも放置しておくわけ

にはまいりませんので、何らかの明確化することを考えていかなければいけなし、。そう

いう意味で、いずれこの形では料金の改定とかいろんなものが具体化するようなことも、

近々にあろうかというふうに思いますので、さ らに詳 しく、今の管理費等の問題も含め

て調査をさせるような方向で指示をしてみたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 菅原直志君。

04番 (菅原直志君) ありがとうございます。

ぜひ、しっかりとした調査と、そして対応を要望してこの質問を終わります。
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0議長(馬場繁夫君)

ります。

これをもって20の1、庁舎内市民食堂問題を問うの質問を終わ

一般質問20の2、学校給食の充実のために(その 2)の通告質問者、官原直志君の質

問を許します。

04番(菅原直志君) 通告に従いま して、 質問をさせていただきます。

まずは、 6月に私がこの学校給食の民間委託について質問をさせていただきました。

それ以後の取り組みについて、簡単で結構です。この間も中野議員の質問にもお答えい

ただきましたので、簡単な経過の説明をお願いしたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) お答え申し上げます。

6月議会以降の対応についてのお尋ねでございますが、議会終了後、教育委員会内部

での関係職員間で3回ほどの話し合い、いわゆる勉強会の機会を持ちま した。それと、

8月には台東区と同様の方式で実施をいたしました保谷市の状況等を視察をさせていた

だきました。その後、町田市が組織に担当を配置したとの情報がありましたので、町田

市に出向きまして資料の収集方を図ったというようなことでございます。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 菅原直志君。

04番(菅原直志君) ありがとうございます。

さて、今回、取り上げたのは、先日、中野議員が質問をされた経緯を踏まえまして、

私なりに考えるところがございまして、質問をさせていただこうと思っております。

先日、私のもとに次のようなチラシが届きました。これは、 98年11月19日に発行され

ました日野市の共産党の議員が出している市政レポー トでございます。内容を紹介した

いと思います。「学校給食の民間委託をねらう危険な動き」、大見出 しだけ言いますと、

「自治体が法律違反を犯すことになるJI不安定な労働条件は必ず質と安全性の低下につ

ながる」。これは「必ず」と入っております。「効率化の名による自治体の責任放棄jと、

大きな見出し三つ書かれている中で、いろいろと話があるわけでございますけれども、

これらのチラシを読んで、私は幾つかの疑問点が浮かび‘ました。それらについて、お話

をさせていただきます。

もし担当部局の方で調査して確認できる事項があれば、一つでも二つでも事実確認の

部分だけで結構ですので、お話しいただければと思っておりますが、まず「学校給食の

民間委託が職業安定法に違反する疑いがある」と書かれているんですけれども、職業安
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定法のどの条項に違反しているのか。また、その具体的に違反している事例が、これに

は示されておりませんでした。そのことに対して疑問があります。また、「職業安定法」

とはそもそもどのような事態を想定してつくられた法律なのだろうかという疑問がござ

いました。そして、「全国各地の運動」とは具体的にどこで運動が展開されているのか

の記載もありませんでした。「多くの弁護団」が訴えているというお話がございました

けれども、どのぐらい多くの弁護団なのか、これも疑問でございました。そしてまた、

そもそも「職業安定法違反」によって、学校給食民間委託が法律違反だ、とする裁判所

の判例があるのか、または係争中の事例があるのか、それについて記載がございません

でした。それも疑問でございました。また、それらについて何か弁護団が意見書を出し

ている、またはそういったものがあるのかなということも書かれておりませんでしたの

で、それについても疑問でございました。何か担当部局の方でちょっと調べてください

とお願いしていたことがありますので、わかっていることがありましたら、事実確認の

ため、お答えいただければと思います。

0議長(馬場繁夫君) 学校教育部長。

0学校教育部長(米倉幹雄君) 職安法違法というような観点から、私ども調査をさせ

ていただきました。調査の問い合わせは電話で行ったわけでございますが、問い合わせ

先は職業安定所、それから東京都、並びに文部省でございます。この 3カ所に確認の電

話をさせていただいたものでございますが、それぞれ判例、あるいは係争中の事例につ

いては承知をしていないという旨の返事をいただいたところでございます。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 菅原直志君。

04番(菅原直志君) 私もこういう判例があるのかなと思って、私は労働省にも電話

をしたり、または弁護士の方にも 2軒ほど伺って調査を依頼してまいりましたが、そう

いう事例が全く出てこなかったことを、まずここでつまびらかにさせていただきたいと

思っております。さて、では、この職業安定法とは何なのかという部分なんですけれど

も、先日、中野議員の質問を私は非常に興味深く拝聴させていただきました。スタンス

として共通認識できる部分は確かにございました。また、その逆に共通認識はできない

なという部分もございましたので、その点についてお話をさせていただきたいと思いま

す。

学校給食「民問委託の問題点」というお話がございました。その「おいしい給食の提

供」という項目の中で、「学校給食の民間委託は職業安定法の中、問題がある」という



お話をされたと理解しております。また、「民間委託は、むしろコストが高くなる」と

いうお話もございました。今回は、この 2点を中心に私の考えをお話しさせていただき

ます。

この点についての論文がご、ざいます。こちらにコピーを持ってまいりましたけれども、

こちらは自治体問題研究所というところが出された「住民と自治」という本の中です。

雨宮正子さんが書かれました「安全で豊かな給食を子どもたちに~学校給食をゆがめる

民間委託と輸入食品」という論文でございます。この論文で語られているのは、①民間

委託は職業安定法第44条に違反する ②民間委託は安くない。むしろ直営方式よりも高

くなるという 2点でございました。そのほかにも書いてありますが、民間委託について

は、以上の二つの主張がメインと読みました。

多分、先日の中野議員も同じ問題点を指摘しているのではないかと思い、この論文の

内容を検証しながら、共産党の主張する「民間委託は職業安定法に違反する」という提

言を考えていきたいと思います。また、先ほど取り上げました共産党のチラシですね、

こちらも同じ趣旨だと思いますので、それらを含めて検証してまいります。

さて、民間委託を考える場合に職業安定法の議論が持ち出されます。まずは、この職

業安定法について。職業安定法とは、 1947年、昭和22年に公布された法律です。この

法律が公布された背景には、当時の労働者を取り巻く就労環境が大きく影響しておりま

す。つまり、明治、大正時代の、いわゆる民主主義という考えのない時代の中で封建的

な労使関係が、当然のごとく通用していた時代につくられた法律であることを、まずと

らえなければいけません。 1951年、昭和26年 9月28日に東京高等裁判所において下され

ました判決の中に、職業安定法の基本理念を明記したくだりがございます。①同法は、

非民主的な就労開始方法の絶滅を目的とする。②同法は各人に就職の機会を与えること

を当面の目的とする。つまり、この法律の基本理念は、労働関係の民主化及び労働者の

地位向上です。

私は職業安定法違反の判例も幾っか調べました。これらの判例で問われたのは、常に

労働関係の民社化及び労働者の地位というのが論点でございました。学校給食の民問委

託に対し職業安定法を持ち出すのは、その形態が民主的でない場合に限られるんです。

しかし、それは民間委託の方法論であって、民間委託自体を職業安定法違反とするのは、

反対をするためのこじつけと理解するしかありません。また、民間委託をすることが、

労働者の地位を低下させるものなのか、それも非常に疑問でございます。その点を明確

にしないで¥自治体が法律違反を犯すという宣伝をすることに対し、私は非常に疑問を
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感じます。

さて、もう少し詳しく検証していきたいと思います。今度は職業安定法第44条の解釈

の問題でございます。江東区に対して、ある弁護団が意見書を出しております。また、

先ほど紹介いたしました文献にも、大阪の八尾市に対して同じ内容の意見書が送られて

おります。これが共産党のチラシの中で紹介されている弁護団が主張する文書かと、確

認はできておりませんが、とりあえずこの意見書についてお話をさせていただきたいと

思います。

「学校給食調理業務の民問委託方針の撤回を求める意見書」、都教組弁護団 自治労

都職労弁護団、それぞれが連名で江東区と江東区教育委員会に提出したものです。 1997

年8月12日の日付となっております。この文書の中で、民間委託は職業安定法第44条に

違反とされております。しかし、職業安定法第44条を真っすぐに理解すると、その論理

のおかしさが浮かび上がります。

職業安定法第44条に係る判例を紹介します。東京地方裁判所は、 1981年(昭和56年)

2月27日の判決で次のように述べております。「職業安定法第44条は、労働者が労働者

の供給を受ける者から、その労働の対価として支払われるべき報酬の一部、もしくは、

その全部を、その中間に立つ、労働者供給事業者から中間搾取されることを防止し、あ

わせて、かかる場合には、労働者が、その自発的意思によるのではなく、労働者供給事

業者の命令ないしその指示に従って、受動的に就労先が決められることになる結果、当

該労働者の意に反してでも労働供給事業者の定めた労務に就かざるを得なくなるという

事態を事前に防止することにある」

また、東京高等裁判所は、 1951年(昭和26年) 9月28日の判決で、次のように述べ

ております。「職業安定法第44条は、『労働者の供給』を禁じているのであって、『業務

の委託Jを禁じているのではなしリ「同法第44条で禁止している労働者供給事業とは、

この種の事業の本質が、封建的な身分関係に基づいて、ややもすれば労働の中間搾取、

強制労働を伴いやすい事例を禁止している」

ここに紹介した判例からもわかるとおり、 一つ目、職業安定法第44条は業務の委託を

禁じたものでないことが明確でございます。そして、 二つ目、今回、提案している民間

委託が、もし非民主的な封建体制の中での労働者の供給であり、中間搾取や強制労働の

事実がある委託形態であれば、それは抵触すると思います。しかし、それは、あくまで

も委託の形の問題であり、委託自体の是非を問題にすることではないと思います。こ れ

らの検証により、先ほど紹介しました「多くの弁護団」の主張、または江東区に出され



た弁護団の主張は、職業安定法の基本理念と判例を無視した、たちの悪い元談だと考え

ざるを得ません。 (1そうだ」と呼ぶ者あり)多くの弁護団の主張は、その後も続くので

すが、その主張が職業安定法の基本理念を無視したものであれば、これ以上検証する必

要を感じません。

さて、そもそも職業安定法がその判例の中で適用されるのは、次の四つで、す。1. そ

の労働状況が非民主的か否か。 2.その労働状況が各人の就職の機会を奪うものなのか

否か。 3. その労働状況に封建的な身分関係が認められるのか否か。 4.その労働状況

が中間搾取、強制労働を伴うものなのか否か。これらの事実が認められない限り、裁判

所の判例には載らなし、。または、裁判所に受け付けてもらえないのです。

これらのことにより、共産党や多くの弁護団が言うところの民間委託はその就労状況

が非民主的で各人の就労の機会を奪うもので、封建的な身分関係が認められ、中間搾取

や強制労働を伴うものであれは.問題だと思いますが、それはあくまでも民間委託の方法

論の問題でございます。 (1そうだ」と呼ぶ者あり)また、たとえそのような状況があっ

たとしても、それは労働者の供給のあり方に問題があるのであって、民間委託の是非を

問うものではないのです。実際、私の調べた判例は、その雇用形態や就労契約などを問

題にしているものであり、職業安定法の中での労働者の供給にかかわることでした。決

して民間委託の是非を争う判例はありませんでした。もし、職業安定法第44条を中心lこ

して民問委託に反論するのであれば、委託の方法の是非を議論すべきであり、民間委託

自体を問題にすべきではありません。その点をはしよってはいけないと思います。法律

の解釈は、その前提と法の理念、をしっかりと検証して行うべきものだと思いました。

判例について、もう一つ紹介します。職業安定法第44条を理解するには、その判例の

中で労働基準法第6条が抱き合わせで考えられる事例が見られます。例えば1976年(昭

和51年) 3月1日、東京高等裁判所の判決、または1956年(昭和31年) 5月25日、名

古屋高等裁判所の判決、これらで事例が見られます。労働基準法第 6条とは、他人の就

業に介入して利益を得ることを禁じているもので、いわゆるピンはねを禁止しているも

のです。つまり、職業安定法第44条と労働基準法第6条が並べて判例の中で論じられて

いるのは、不当な中間搾取を禁じた職業安定法の基本理念を裏づけるものであり、この

法律が、民間委託の是非を問題にしているのではない証拠でございます。

以上の検証により、共産党と多くの弁護団の主張する「民間委託は職業安定法違反」

とし寸主張は、その根拠を失ったものだということが明確になったと思います。既に給

食の民間委託化は全国で行われつつあり、そんな状況の中で共産党が問題としているの
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であれば、一つや二つの裁判例や係争中の事例があってもいいはずです。しかし、調べ

たところ、どこにもそんな判例はない。ぜひ紹介してほしいくらいの気持ちです。つま

り、裁判所も相手にしない、または民問委託を問題視する人々も自分たちの主張のおか

しさを認識しているだけに、職業安定法に関しての問題については、裁判にかけ られな

いのではないでしょうか。

先日の中野議員の質問の中で、民間委託はコストが高くなるという発言もございまし

た。そのことについても検証していきたいと思います。先ほどの「住民と自治」での議

論から検証してまいります。

埼玉県蓮田市で、「民間委託はコストが高くなる」という議論がなされたようです。

蓮田市では最近民間委託を始めましたが、計算をしてみるとコストが高くなっていると

いうのです。私はこの論文を読んで、正直、理解に苦しみました。その原因は人件費の

算定に重大な欠陥があるのではないかという仮説を立てることで納得できました。その

点について、検証してまいります。

まずは、こちらの表をごらんください。蓮田市と日野市の人件費の比較の表でござい

ます。資料は、先ほどの論文と教育委員会からの報告でございます。給食調理員の人件

費ですが、蓮田市は 1人当たりの年間の人件費が491万4，000円となっております。日野

市は、年間930万4，000円。自治体によってこんなに人件費が違うのかなと思い、細かく

検証してまいりますと、どうも蓮田市のこの人件費の事例、これは給与のみの計算だと

いうのではなし、かと仮定をいたしました。人件費というのは、給与と手当と共済費を合

わせたものだと思っておりますが、この論文では手当と共済費を考えていなのではない

かというふうに思いました。そのことに、まず疑問を持ちました。

次に、「直営は民間委託よりも安し、」というお話がございますが、こちらの表を見て

くださし、。この前提は、定年退職者の給与が436万4.000円である。そして、 2番目は翌

年に民問委託された方々の人件費が410万円だという表でございます。そして、 もし新

規採用者を直営で雇った場合の人件費は300万5.000円だから、直営の方が安いのだとい

う論理の展開をしていると読みました。しかし、この展開では無理があるんです。 一つ

目、直営の場合の算定越準に不備があるということ。 二つ目、直営の場合の退職金の計

算もろもろが抜けているという点。 三つ目は、この計算には、 一つの学校で;5名が同H寺

に定年退職し、新規採用の職員 5名が同時に同じ職場・に就いたという事態を想定してい

る点でございます。

以上のようなことを考えていくと、直営は民問委託よりも安いという議論をする場合
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には、その算定の一番の基本となる人件費の計算方法に大きな疑問を抱かざるを得ませ

ん。もしこの議論をする場合は、しっかりとした人件費の計算前提を示さなければなり

ません。今後のためにも、その点をよろしくお願いいたします。

以上、 2点について話してまいりました。先日の中野議員の発言の中には、そのほか

にも幾っか疑問点がございます。私のあくまでも聞き取りの上での疑問ですので、その

点は了承していただきたいのですが、主張の主な点は押さえているつもりでございます。

一つ目、文部省通達について。 185年に示された文部省通達によって民間委託が認め

られ、添加物オーケ一、共同調理オーケーの給食になった」という発言がございました。

この論理だけを聞くと大変な通達を出したなと感じるところでございますが、実はそう

ではありません。この文部省通達は民間委託をする場合の注意点を指導したものであっ

て、決して食品添加物をよしとしたものではございません。民間委託したたくさんの例

の中で、添加物を入れて問題になった事例もあるかとは思いますが、それはあくまでも

多くの例の中での一部でございます。しかも、この問題はその自治体の委託のあり方の

問題であって、いわゆる当事者の問題です。そのような一部の事例だけを取り上げて、

民間委託をすると食品添加物が入る。その指導をしたのは文部省だという話は論理の飛

躍と言わざるを得ません。

二つ目として、検便の件です。民間委託をしている学校給食調理員が検便の際、他人

の便を提出して問題になったという話もございました。いかにも民間委託の問題に聞こ

えましたが、この話にも疑問がございます。検便の提出に直営も民間委託もないと思い

ます。民間委託だから他人の便を使う、直営職員だったら自分の便を提出するというシ

ステム的な検証ができているのか疑問でございました。

三つ目は、研修による資質向上について。研修による調理員の資質向上は民間ではあ

り得ないというお話もございました。これも理解しにくいお話です。就労者の研修シス

テムに直営の場合と民間の場合で差があるのでしょうか。できれば、別の機会に教えて

いただきたいと思いました。

以上、幾つかの間題点や疑問点を挙げてまいりました。民間委託問題に対して反対す

るのは結構ですし、反論するのも大歓迎でございます。しかし、私は民間委託問題を考

えるときに、同じ条件で同じ前提で議論したいと思っております。今回の話は、そのた

めに時間を割いたと御理解いただきたいと思っております。

さて、この問題、最後に教育委員会と市長にそれぞれお話をいただきたいと思います。

先日も中野議員の質問の際、民間委託に対する御見解をいただきましたが、簡単で結構
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ですので、御答弁の方よろしくお願いいたします。

O議長(馬場繁夫君) 教育長。

0教育長(有元佐興君) 今議会におきまして、馬場市長の学校給食に関連しての思い

も聞かせていただきました。なお、学校給食につきまして 2人の議員からの御発言もい

ただきました。大変関心を深くして意見を聞いたところであります。

私どもといたしましては、皆様の御理解をいただけるものと思い、今後、学校給食の

基本的な姿勢は自校方式を崩さないという姿勢のもとにいろいろと考えていきたい、か

ように思っております。

0議長(馬場繁夫君) 市長。

0市長(馬場弘融君) 学校給食の充実のためにということで、民間委託についてのい

ろいろな問題をしっかりと検証されて、非常に感銘深くお伺いをした次第であります。

いろいろ課題として一一大きな課題として、これからの日野市政に横たわっているわけ

でありますが、教育委員会サイドとも協力をし、よりよい方法で、しかも今のサービス

が下がらない、そういう形の中で考えていきたい。よりよい方向を探っていきたいと思っ

ております。

0議長(馬場繁夫君) 菅原直志君。

04番(菅原直志君) ありがとうございます。この問題はまだまだ続くと思いますの

で、ぜひこれからも議論していきたいと思います。

これで終わります。

O議長(馬場繁夫君) これをもって20の2、学校給食の充実のために(その 2)の質

聞を終わります。

一般質問20の3、災害情報システムの構築についての通告質問者、官原直志君の質問

を許します。

04番(菅原直志君) それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。こと

し4月に消防委員会より市長へ提出されました「災害時における情報収集体制について」

という報告書がございます。この報告を作成するに当たって、関係された皆様の御努力

に敬意を表し、この報告を早急に施策に展開していただきたいと思って、質問をいたし

ます。

ことしの夏は非常に火事の多い夏でございました。特に豊田地域を中心とした不審火、

これは記憶に新しいところでございます。そんなときに活躍するのが消防署と消防団で

ございます。彼らの活躍が市民に安全と安心を提供しているのは、私たちの共通認識で
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あります。しかし、頼りになる消防団ではございますが、火事場での連絡手段が余りに

もお粗末で大きな問題として指摘されております。報告書によりますと、現在の消防団

無線が地域防災システムの中に組み込まれているために、小まめに通信できず、また操

作にも手聞がかかる。消防団本部では、それぞれの分団の個別の通信の把握ができてい

ないという問題が指摘されております。

また、個別の無線機の配置は分団の部長以上にしか配置されておらず、いざ災害のと

きの連絡手段がないこと。実際の災害現場では、「放水開始JI水圧の調整」そして「放

水やめ」の一連の連絡が、すべて団員が駆け足で、まるで伝書ハトのようにして行って

いる問題。実際、団員の方々からも非常に効率的ではないと、非効率的であるという問

題が指摘されております。

加えて、詰所に無線機が配置されていないため、 電話が不通となった場合の問題も提

起されております。また、無線ファックスの導入も、今後検討されるべきだと思います。

消防団詰所は、大規模災害のときには地域の拠点となります。市民は詰所に最新の情報

を求めてくると思いますが、その詰所に連絡手段がないという事態も想定されます。

以上、消防団の無線についての問題を 3点挙げました。これらの状況を解決するため、

市側の早急な対応が必要と思いますが、市側の見解を求めます。

そして次、避難所などへの移動系無線の設置についても取り上げられております。大

規模災害のときには、小・中学校、幼稚園、保育園などが避難所となってまいります。

また、これらの施設は子どもたちが通常集まっている関係上、特に緊密な情報の共有化

が必要になります。しかし、これら施設へ設置されている移動系無線は18年前に設置さ

れたもので、多くの問題を抱えております。

まずは、故障が多く修理に出しても部品の手配などで時間がかかり、災害時の対応な

どでは危機感を感じている。 1台が8.5キロ近くもあり、重くて機動力がないこと。 三

つ目、充電に 6時聞かかりその聞は使えないこと。つまり朝スイッチを入れて、夜には

スイッチを切らなけれはならなし、。避難所の通信手段がこれでは、非常に不安です。例

えば昨年9月22日に起きた水道工事による電話線ケーフール切断の事故。 一部の電話が不

通になった事件がございました。そのとき、各学校の無線機に電源が入っていなかった

ため、情報の伝達ができなかったという事例がございます。これは、学校の管理体制を

責めるのではなくてシステムの問題だと思います。理論と実践では違うことを意識して、

情報網の整備に努めるべきだと思います。また、地域防災無線で・つながれた教育委員会

と、移動系無線でつながれた各学校などがお互いに連絡がとれないという問題もござい
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ます。これは、それぞれの通信システムが違うために起こる問題です。同じように、児

童福祉課と保育園の聞にも言えます。お互いの連絡がとれない問題が指摘されておりま

す。

以上、幾つかの間題点を挙げましたが、これらの問題に対して、日野市ではどのよう

な対応を考えているのかお聞かせいただければと思います。お願いいたします。

O議長(馬場繁夫君) 菅原直志君の質問についての答弁を求めます。総務部長。

0総務部長(小還春童君) ただいま議員の御指摘のように、本年4月には消防委員会

から市長へ報告をいただいております。その中で、 2点の質問をいただいております。

一つは、消防団の無線についてでございます。現在、日野市の情報収集連絡体制とし

ましては 3系統ございます。議員の御指摘のように、一つは地域系防災無線、一つは小・

中学校等を結ぶ移動系の防災無線、それから、全市的に結んでおります同報無線、 3系

統でございます。そのうちの消防団の無線につきましては、現在、 8分団24部の部長以

上の幹部の自宅すべてと消防車両に防災無線が設置されております。御指摘のように、

消防団に設置しております無線は、消防署等の関係防災機関に設置されております、い

わゆる地域系防災無線のシステムの中に組み込まれております。御指摘のとおり、消防

団内での迅速な情報連絡に支障がある等の問題があるのも事実でございます。

したがいまして、消防団の無線につきましては、団本部等からの情報連絡を各分団各

部に情報を共有できる、あるいは消防団内で迅速な情報連絡ができるようにする必要が

あるというふうに考えております。このために、消防団の無線につきましては、現在の

地域系防災無線システムから切り離して、消防団独自の専用無線に切りかえていくこと

が適当であるというふうに考えております。

それから、 2点目の小 ・中学校、幼稚園、保育園の無線につきましてでございます。

小・中学校、幼稚園、保育園の無線設備は、ただいま御指摘ありましたように機器が大

変古くなっております。重さも非常に重い、持ち連びに不便である、あるいは一般電源

との併用型ではございませんので、普段はバッテリーの電源を切っていることが多い、

そういうふうなことがございます。緊急時の迅速な情報連絡に支障が生じるということ

も考えられます。これらにつきましては、小 ・中学校に設置されている無線につきまし

ては、早期に入れかえを実施していきたいというふうに考えております。具体的な方法

といたしましては、現在、消防団が使用しております無線を小 ・中学校等に移設し、市

のそれぞれの主管部局との情報連絡や消防署等の関係防災機関とも、緊急時の情報連絡

等を可能にするというようなことを考えております。
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ただ、現在の財政状況の中で、 一度にできませんので、これらにつきましては年次的

な計画の中で改善の努力をしていきたい、そのように考えております。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 官原直志君。

04番(菅原直志君) ありがとうございます。

経費についても、実は質問したいと思っておりますけれども、 12月議会というのは予

算を組む直前のことであるということもありますので、 一議員が一つの事例について予

算を分捕るような形ではよくないと思っておりますので、その点ぜひお含みいただきま

して対応の方、お願いしたいと思っております。

先日の産経新聞には次のような記事がございました。紹介させていただきます。小金

井市の事例なんですけれども、経費削減を目的に、関係機関への連絡は防災無線を使う

ようにしましようという通達があったそうです。これは経費節減と、日ごろからの防災

情報機器のチェックという意味で、効果があろうかと思います。こんな視点の経費節減

もあったのかなという思いで記事を読ませていただきました。財政事情が苦しいのはわ

かります。しかし、苦しい中からも知恵が生まれてくると思います。その知恵の一つだ

なというふうに思いました。

どんな時代一一一しかも、この財政が非常に厳しい時代でも優先しなければならない施

策はやらなければいけないと思っております。特に災害情報網を整えるというのは、日

野市の緊急課題となっております。総務部長の方からも詳しくお話をいただきました。

防災体制に対する認識は、ほとんどの方々の共通認識だと思っております。過去の経緯

の中でも何度も議論されて、それでいて予算化されなかった経緯も聞いております。 し

かし、それではいつになったら事業化されるのか。特に小・ 中学校などの避難所の情報

整備、これも緊急な課題として急がれていると聞いております。市長は、日ごろから防

災体制の整備に対する関心が深いと聞いておりますが、この件について、最後に市長の

御見解をお伺いいたします。

0議長 (馬場繁夫君) 市長。

0市長 (馬場弘融君) 災害情報システムの構築ということで、現状の無線体制をより

よい ものに変えていきたいという、全く私も同じ思いを持っております。できるだけ早

い機会にそうなれるように年次計画でやっていきたいと思っております。

0議長 (馬場繁夫君) 菅原直志君。

04番 (菅原直志君) できるだけ早い時期に年次計画というお話をいただきま した。
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ぜひよろしくお願いいたします。

私は今までも幾つかの場面で・災害'情報体制の整備を訴えてまいりましたが、それらは

阪神大震災でのボランティア体験に基づくものです。私の入った避難所は非常に小さな

避難所だっただけに、情報はテレビとラジオと新聞、そして口コミだけでございました。

マスコミの報道は被災地の大勢を全国に発信するのが目的のために、避難所で生活する

私たちが知りたい情報はほとんど提供されませんでした。また、口コミの情報は不確実

なものが多く、当てにならないのが本音です。やはり現場が流すローカル情報が一番信

頼できるもので、その情報網の整備こそが自治体の責任だと確信しております。ぜひ、

市長の英断を期待して質問を終わらせていただきます。

0議長(馬場繁夫君) これをもって20の3、災害情報システムの構築についての質問

を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって留時休憩いたします。

0議長(馬場繁夫君) 休憩前に号|き続き会議を聞きます。

午後 2時07分休憩

午後 2時33分再開

一般質問21の1、『介護保険制度』は、市民の切実な介護要求と福祉の向上にきちん

と向き合えるのか一一制度の問題点、課題の検証と対策を急げ!の通告質問者、森田美

津雄君の質問を許します。

(13番議員登壇〕

013番(森田美津雄君) それでは、通告に従って一般質問をさせていただきます。

昨年の12月9日、介護保険法が成立し、 2000年の 4月から介護保険制度のスタートが

決まっております。制度の施行に向けた国や自治体の作業過程が示され、それに沿って

スケジュールが消化されて、次第に介護保険制度がその盗をあらわしてきました。日野

市においてもスケジュールに沿って、介護保険準備室を中心に全庁的な取り組みを展開

し、担当者は時間と競争しながら、まさに限界を趨えた努力をされていることはよく承

知をしているところです。庁内チームの作業、モテ'ル事業、さらには保健福祉計画の見

直し、介護保険事業計画の策定委員会も市民参加の形でスタートいたしました。

しかし、自治体のこうした努力にもかかわらず、制度の全貌が見えてくるに従って、
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その意義を危ぶむ声が日増しに大きくなっております。この介護保険制度で恩恵を受け

るのは一体だれなのか全く疑問だという指摘に象徴されるように、対象となる高齢者に

しても、被保険者にしても、またサービスとしての在宅介護、施設介護にしても、負担

は決して軽くなるとは言い切れない点、さらに保険料の支払いを義務づけられる被保険

者のうち、介護保険の適用を実際に受ける人はかなり限られるわけで、 40歳から死亡す

るまで保険料を支払っても介護保険が実際に適用されるという方は、多く見積もっても

全体の約 1害IJ程度だろうというふうに言われております。

こうした点を考えれば、端的に言えば、介護保険制度は負担はあるけれども適用はな

い、そういう掛け捨ての強制保険ではないか、こういう専門家の声もあるわけです。大

多数の人にとっては、保険料の徴収は実質的には増税、 2000年で 2兆円強の負担増と見

込まれております。その保険料の負担、さらに利用料の負担、この過酷さは低所得者の

人ほどこの負担が重くなる、よく 言われるところの逆進性の強さ、こうしたものも指摘

をされております。また一方で、この制度のスタートによって、現在よりサービスの水

準が低下するのではないか。いろいろな試算があるわけですけれども、現在わかってい

る事柄を考えても、自治体によっては、市民が受けるサービスが実際には低下するんで

はないか、こうした課題もまた浮かび上がっているところです。

さまざまな問題点が指摘され、凍結しかないという声も国会や政府内でも出てきたと

聞いていますが、このままスタートがあるとすれば、市としては日野市民の命と暮らし

を守る立場で、最大限のことはしなくてはなりません。介護サービスの基盤整備、認定

体制、保険料の算定、さらには介護保険事業計画の策定や保健福祉計画の見直し、膨大

な事務体制、そして、苦情処理の体制整備など具体的に進めなくてはならないわけであ

ります。この制度や、制度の谷間で泣かなくてはいけない人が 1人も出ないように、全

力を尽くさなければならないわけであります。

そしてもう 1点、市民にはこうした中身がなかなか情報として伝わっていないように

思うのです。ぜひいろいろな方法て‘市民に'情報を提供していただきますよう、冒頭にお

願いしておきたいと思います。現段階では、 多少流動的不安なところは、ぜひ意欲や決

意で埋めていただいて、きょうは明快に答えていただきたいと思います。

それでは、通告の順序に従って質問させていただきます。まず介護保険準備室長にお

伺いをいたします。

昨日までも、この一般質問の中でも議論のありました一般高齢者の実態調査、これを

行われたわけで、その集計概要が介護保険準備室から私どもにも示されております。重

-466一



複を避けたいと思いますけれども、 1点目として、要介護者と要援護者との出現率につ

いて。2000年のスタート時、そして2005年を想定して計数的に把握されたとすれば、

ぜひお答えをいただきたいと思います。

それから、 2点目として、こうしたこのまとめの中で全体の総費用額、これも次第に

細かいことは別としても大枠はわかってきたんではなし、かと思うわけですけれども、示

せるものがあれば、冒頭にお示しいただきたいと思います。

それからもう一つ、私、気になる点なんですけども、武蔵野市なんかお聞きしますと、

相当この準備段階、体制を整えて一方ではやっていると。市長は、御承知のように、国

会や全国に向けていろんなことを発信しておられますけども、一方では、準備室は準備

室で、相当体制をつくってやっているという話もお聞きするわけですけども、室長以下、

我が市においても相当頑張っておられるんですけども、この体制といいますか、この整

備がこのままでいいのかと‘うか、これも御苦労を含めて率直にお聞かせいただければと

いうふうに思っております。

以上の点をお願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) 森田美津雄君の質問についての答弁を求めます。福祉保健部参

事。

0福祉保健部参事(鈴木俊夫君) お答えをさせていただきます。

3点御質問いただきましたが、まず最初の出現率の関係でございます。 9月1日現在

で一般高齢者の実態調査をさせていただきましたが、この 1次調査におきましては、要

介護者の出現率を想定する内容とはなっておりません。 11月1日現在でやっております

2次調査の分析が出ることによって、日野市の要介護者の数が介護度別に表示できると

いうような調査の内容になっております。12月いっぱいには分析等ができるものと思っ

ております。現在では、国で言います全国平均に沿っての出現率が数字をはじき出すも

ととなっております。それを利用いたしますと、 2000年には、日野市の65歳以上の高齢

者、 2万4，000人を想定されております。高齢化率で14.6%という率になります。その

ときの要支援者の数は1，459人をはじき出しております。また、要介護者につきまして

は812人ということで、合わせまして在宅の要支援、要介護者は約2，200人の数字になり

ます。

また、施設の関係でございますが、特別益護老人ホーム、あるいは老健施設、療長型

病床群、それらも出現唱を使いますと、特長については318人、老健、療益型、特設合

わせますと780人の方が対象になるであろうと思われます。そうしますと、 2000年の 4



月には、何らかの形での要支援介護者は約3.000人という数字になってございます。ま

た、 2005年、 5年後の見直しの時期でございますが、その時期につきましては高齢者、

65歳以上が3万1，000人になります。高齢化率で18.13%という数字になります。要支援

につきましては1，885人、要介護につきましては1，049人、合わせますと2，900人の在宅の

介護、支援が出ます。それから、施設につきましては、 3施設合わせまして1，012名と

いうことでございます。約4，000名近い要介護、要支援者が出るものと思われます。し

かし、 2次調査による日野市の独自の要介護者、要支援者を正確に把握する必要がある

と考えております。

それと、 2番目の予算規模、全体の総費用でございます。現時点で想定するには、こ

の2000年の3，000名の出現率から想定する以外にございません。この3，000人を、現在の

認定区分の限度額が決まっています。その限度額をすべて100%利用できた、サービス

が供給できたという前提での試算になりますと、 66億9.000万円の特別会計の規模にな

ろうかと思われます。その中には市負担、今の法で言う12.5%の市負担が出てまいりま

すが、その額は8億3，000万円程度になろうかと思います。ただ、この規模につきまし

ては、現在、制度の中で国庫補助金25%のうちの 5%につきましては、調整交付金とい

う形で不明確になってございます。配分につきましてはゼロ%から10%というような形

で、都市型についてはゼロに近い数字だと言われておりますが、最近では、それではい

けないということで4段階方式を検討しているというような情報も入ってございます。

また、この66億9，000万円につきましては、上乗せ、横出し、市町村特別給付等は現

時点、では計算できておりませんので除いてございます。

それと、昨今この限度額の中で、在宅で言います月額29万円ですか、それで計算した

のが66億9，000万円ですが、最近では、 29万円では生活できないということで35万円と

いう数字が出てきております。それをもとに計算をし直しますと、約 7億円の予算規模

が膨れるということで、 73億円から74億円程度の予算になるかと思います。それが、現

時点での全体の総費用の試算でございます。

それと、体制でございますが、日野市におきましては、現在フ。ロジェク トチームで動

いております。国の方の見解といたしましては、この介護保険の事務量は人口 1万人に

ついて 1人の職員分があると言われております。日野市の場合、十六万四千何がしです

から、最低でも国基準で17名程度ということになりますが、国としては、その人口 1万

人に対し 1人の事務量の費用につきましては、地方財政計画に掲示をして適切に対応し

ていくという方針が出ておりますが、これは多分交付税の基準財政需要額の中に算入さ
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れていくだろと。不交付団体にとっては、現実的にはもらえないのではないかというよ

うな予定になっております。

いずれにしましでも、日野市独自の介護保険に対する事務量分析を行し、まして、適切

な体制を整える必要があると思っておりますが、各市の状況も、現在は準備室で対応い

たしております。来年の 4月には、新たな制度の中で行うわけですが、準備室もいろい

ろ体制の考え方で、多いところは10名程度の準備室の要員を用意しているところがござ

います。また、近隣では、大体六、七名が多いわけですが、それはやり方によってその

体制が変わってくる。日野市の場合は、専門部会をつくりまして36名の職員を使いなが

ら、その中でそれぞれの準備をしているということで、いずれにしましでも、日野市も

来年の 4月には新しい組織を考えなきゃいけない、そのように考えているところです。

O議長(馬場繁夫君) 森田美津雄君。

013番(森田美津雄君) ありカtとうございました。

2次調査の分析を待ってみないと、この実際の要介護度別の推計というのはなかなか

難しいというお話がございました。確かにそうだというふうに思うんですけども、しか

し、この間の、後でまた触れますけども、モテ'ル事業なんかからしてみますと、このま

た推計というものと、事業で実際に実感として皆さんが収集されたものとでは、またこ

れが変わってくるんではなし、かなということも、私思いますので、またちょっと後で触

れてみたいと思います。

それから、この特別会計の規模、これもまだ十分ではないわけですけども、またこう

いうものを算定基礎にして、そしてまた保険料をどうするかという話が続いてくるわけ

ですけども、ほかの自治体での一般質問を通して、またこの点についても額がどうだこ

うだという話がありましたけども、それはなかなか確定しないということがございます。

これ以上、この点についてはお話を伺うことはありませんけども、体制整備については、

やはりぜひ今、拝見してみますと、やっぱり準備室が大変だなと思うのは、保健福祉計

画の見直しゃ、あるいは介護保険事業計画の策定というものを、また一方ではやってい

かなくちゃいけない。その中心にも座らなくちゃいけない。そ して、その委員会の審議

を市民参加できちんとやってし、かなくちゃいけなし、。やっぱりそれは、本当にきちんと

した理念がないと、なかなか事務をこなしているだけじゃ、私は本当にいいものができ

ないというふうに思うんですね。ですから、やっぱり常にそういうものを制度の意味合

いだとか、あるいは福祉を絶対後退させないために何が必要かということを、ず.っと追っ

ていくことも、 一方でできないと追いまくられてスター卜してしまうということになり
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かねないなという意味で、ぜひ私は体制も整えるよう、市長にもお聞きおきいただきた

いというふうに思っております。

それでは、この点は、また後の質問に譲りたいと思いますけれども、 2番目に介護保

険の整備状況。この見通しについて、ぜひお聞かせいただきたいと思うんですけども、

一つは、十分な量のサービスあるいは質のサービスが整備されているということが、介

護保険導入の前提条件だと。介護保険制度が実施される2000年 4月を目標にして、どの

自治体もサービスの整備計画を、これは国の方からも指示を受けて、いわゆる新ゴール

ドプラン、高齢者保健福祉計画の達成を自治体で取り組んできているわけですね。とこ

ろが、これは自治体の財政事情だとか、あるいは国の、言ってみれば必要な財政の支援

というものが十分にあったかどうかということを含めまして、今、 7割の自治体で達成

困難だというふうに言われているわけですね。今、各自治体、本当に頑張っていると思

うんですけども、それでも 7割の自治体では、なかなか困難だと。

で、日野市での在宅介護サービス、施設サービスの見通しについてお伺いしたいと思

うんですけども、介護基盤の整備がこのまま不十分だということになれば、日野市は頑

張っている方だと思うんですけども、保険があって介護がないという事態というのは免

れないわけです。そこで、全体の見通しと主要事業の中で、私、前回の質問でもお伺い

したんで、すけども、例えばケアハウス、それから、昨日ですか一昨日ですか出ましたシ

ルバーピアのこと。それからさらに、執印議員が取り上げられました痴呆性高齢者のグ

ループホームの件、これも各自治体の試みでは、相当効果を上げている。そしてまた、

市長からも決意がございました。

それからホームヘルプサービス、この事業について、ぜひお答えをいただきたいと思

います。

それから、私はこの介護基盤整備について問題なのは、厚生省がサービス供給量をふ

やすために、この間、民問委託を進めるということを意識的に奨励してきました。介護

保険給付額だけで試算されているところでは4兆2.000億円。こういう巨大なマーケッ

トを巡って、競争が一方では非常に激化している。で、連日の報道にもございますけど

も、大幅値引き合戦、これが繰り広げられる。そして、ダンピングによってサービス、

それは頑張ってもどうしても質の低下という問題と突き当たってしまう。あるいは、中

には既に業者が倒産するという、これは不況の影響もあると思いますけども、そういう

ことも懸念されています。

民間事業の事業者の参入は、この介護保険制度では制度的に予定されているんですよ
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ね。そうすると私は、サービス情報の開示あるいは利用者の権利の保護ですね。それか

ら、苦情の処理、これをどうしていくのか。あるいは、もう一方心配なのは、巨大な市

場ですから、言ってみれば、天下りなどの新たな利権の温床とならないかという点、私、

工夫が必要だと思うんで、す。このような点についても、ぜひ伺っておきたいと思います。

それから、へルパーの担う場面というのはたくさん出てくるわけですけども、へルパー

養成、つまり質について今後、自治体は相当いろんなことをやっていかなくちゃいけな

いと思うんです。川崎市なんですけども、ヘルパーのことじゃなくて、この民間参入と

いうことに対して、入札だと価格競争になってサービス低下につながるという心配があ

るために、 )11崎市では、よく競争入札、随意契約という話がこの場でもありますけども、

わざわざ随意契約にして、契約金額も明らかにしないと。ここに意図があってのことだ

と思うんですね。こういう報道もなされています。そこで、「この自治体事業、赤字覚

悟で参入、アタック」という記事なんですけども、「介護サービスに大幅値引き合戦」

と。競争が最も激しいのは、 24時間の介護サービスの分野ということなんですね。日学生広

東京都杉並区の入札で、福祉サービス会社のコムスンが国の補助単位である20世帯の半

年間のサービスを800万円で落札した。この金額は採算ラインの半額以下だというね。

でも、とにかく 今段階で赤字覚悟で参入しとけと。要するに実績をつくっておけと。そ

れからだということを、もう公言 してはばからないわけですね。これは、やっぱり大変

な問題含みだろうなという気がするんです。

以上の点、ぜひお答えをいただきたいというふうに思います。

O議長(馬場繁夫君) 福祉保健部長。

0福祉保健部長(高野英男君) 保健福祉計画の介護基盤整備の達成状況についての御

質問でございますので、私の方からお答えをさせていただきたいと思います。

現在、保健福祉計画の見直し作業中でございまして、目標値の達成状況と評価を行っ

ているところでございます。現在の保健福祉計画の中で目標値を設定している事業につ

きましては、大半の事業でおおむね 7害IJから8割以上達成するものと思われます。これ

は、昨日の他の議員さんの御質問にも数字を挙げ‘て御説明したところでございます。

一方、主な事業の中で目標値を達成する見通しが立っていない事業もございます。御

質問にありましたまず第一にケアハウスでございますが、平成12年度の目標値が114戸

となっておりますが、現状では整備の見通しが立っておりません。ケアハウスは都内で

も数が大変少なく、各市とも検討段階でございますが、日野市の場合、他の自治体に比

べてシルバーピアの整備が進んでおりまして、事実上、虚弱高齢者の受け皿にな ってい
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ることから、ケアハウスの代替的施設になっているところでございます。介護保険実施

後に特別養護老人ホームを出ざるを得ない高齢者も出てくると思いますので、その受け

皿として検討していく必要がある、このように思っております。

次、シルバーピアにつきましては、平成12年度の目標値が550戸に対して236戸整備さ

れる見通しです。これは現状の目標値が少し過大であったと思われますので、見直しの

中で必要かっ実現可能な目標値に変更を検討してし、く予定でおります。また、痴呆性高

齢者グループホームにつきましでも、保健福祉計画の新たな課題として検討していきた

いと思います。

次に、ホームヘルフ。サービスにつきましては、平成12年度の目標値が、年13万5，431

回に対して、平成11年度の決算見込み一一平成11年度の決算見込みというのは難しいん

ですけれども、 10年度の決算見込みで11年度を予想する、こういうところで考えてみま

すと、年間約9万5，000時間になる見通しでございます。数字的には、平成10年度から

事業費補助方式に変更いたしましたので、同じ単位での比較はできませんが、現在へル

パ一派遣の必要な人には、待機することなく派遣できていますので、平成12年4月の時

点では 5事業者から 8事業者にふえる予定ですので、需要には十分応じられる、このよ

うに考えているところでございます。

また、質の確保につきましては、平成9年度から日野市も身体介護ができる 2級へル

ノfー養成講座を募集定員30人ずつで‘毎年開催しております。その他、各種養成機関にも

日野市民が通い 2級へルパーの資格を取得している状況でございます。それから、各事

業者にもヘルパー研修を実施するよう要請いたしますので、質についても着実に向上し

ていくものと期待をいたしております。

それから、サービスの質が悪かった場合なと、の苦'情処理機関につきましては、原則的

には国保連合会が当たることになっております。しかし、市民にとって最も身近な窓口

であります市が苦情受付窓口を設置して、処理可能なものについては対応していく必要

がある、このように考えているところでございます。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 森田美津雄君。

013番(森田美津雄君) ありがとうございます。丁寧にお答えいただきま した。

それで、要望を含めてなんですけども、ケアハウスですけど、これは私は制度がスター

卜して 5年間の据え置きの期間がある としても、かなりの方が特養を出なくちゃいけな

いということになろうかと思うんですね。そうした場合に、家族との関係がし っかりあ
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れば、それは多少お互いに大変でも、また切り結んでいくということが可能かもしれま

せん。しかし、どうも措置の中でのケースを伺っていますと、家族との関係が十分でな

い。で、特養ホームを出られたら、その先がない。極端な言い方をすれば、生きる場が

ない、こういう方もぎりぎりのところで出てこられると予想されるんですね。ですから、

何とか私はケアハウスの足がかりというのは必要だろうと思うし、シルバーピアが代替

になるかどうか、これについても、やっぱり十分検討が必要じゃないかなというふうに

思います。 5年間の期間があるというふうに踏んでおられるかもしれませんけども、な

かなか準備もありましょうし、ぜひこれは鋭意検討しておいていただきたいということ

でお願いしておきたいと思うんです。

それから、痴呆性高齢者グループホームについては、私、これ少し熱くお話ししよう

と思ったんですけども、先日既に御回答もありました。ぜひ鋭意検討していただきたい

というふうに思います。

それから、ホームヘルプサービスですけども、これもなかなか数字的には待機するこ

となく派遣できるだろうというわけですけども、事業費補助方式も含めて生活のもろも

ろの細かな援助をできるような体制が、本当にとれるかと・うかね、巡回しておむつを交

換したり何なりということだけじゃなくてね、やっぱり心のケアも含めて、ここは少し

工夫が必要なところではないか、これはどなたもお思いでしょうけども、そういうふう

に思います。ぜひ、そういう点からも、私は市が本当にその後もきちんとここを支援し

ていくということが必要だろうというふうに思うんです。それはへルパーの質の確保と

もつながるんですけども、ぜひ講習会等を通じて、それから人材の育成並びにその待遇

ですね、これについてもやはり追い続けるということが必要だというふうに思うんです。

それから、サービスの質が悪かったと苦情があ ったという場合にですけども、先ほど

お話があったように国保連合会がこれに当たるといったって、これは現実的には無理だ

と私は思うんです。それは、本当にきちんと迎合会に訴え山るという方もいますよ。だ

けど、 一体どこに行けは.いいのかというふうに思うわけですね。それから、国保迎合会

の体制自体も、お聞きしますと非常勤の方が何人かで対応するということですから、な

かなか一つ一つの事柄の改善というんですかね、そういうことに機能するというふうに

は受けとめられなL、。だから、先ほどお話になった湾問受付窓口、これをきちんとして、

そして丁寧にわかりやすく対応すると。だから、そこには後ほどお話ししようと思いま

すけども、ケアマネジャーなんかをきちんと、市で合格された方あるでしょう。そうい

う方を研修されて、そしてきちんと対応できる、介護保険全体もわかるというような方
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を、この方たちを配置するという体制を、ぜひっくっていただきたいというふうに思い

ます。

それでは、時間がございますので、次に要介護認定の性格と手続、ここが今一番全国

の自治体で悩ましく思っておられるところでしょうし、保険制度の中で一番私は問題に

なるところだろうという気がするんで、少しボリュームを持ってお聞きしたいと思うん

ですけども、この介護保険制度のもとでは、被保険者が介護保険の給付を受けるために

は、保険証を持っていけばすぐ受けられるという、これ医療保険と違うんですね。その

保険証のある市に申請をして、そして介護や支援が必要な状態あるいは程度にあるかど

うか、この認定を受けなくてはならないということになるわけですね。これが要介護認

定手続というふうに言われるものですけども、この要介護認定というのは、調査員が申

請者の状態を聞き取って、全国一律な基準で軽い方から要支援、要介護 1から 5、こう

いう 6段階に分ける、要介護度の認定をするわけですね。で¥自立というのがあります。

この等級によって利用できるサービスの上限が金額で決まる仕組みなんですね。で、調

査員の調査に基づくマークシート調査がコンビューターにかけられて一次判定が行われ

る。この判定結果と調査員の所見といいますか、特記事項、さらにはかかりつけ医の意

見に基づいて、市に設けられた認定審査会で 2次判定が行われると、こうし寸手順なわ

けですけども、実はこの認定で給付がされるかされないか、それから、給付の程度、こ

れが決まってくる。場合によっては給付されない自立だという決定的な大切な手続だと

いうふうに言えるわけです。

したがって、この要介護認定が公平確実に行われるかどうか、これが大切なわけです

けれども、既に各自治体で去年、ことしとモデル事業が施行されて、日野市でも行われ

ました。昨日のお話でも98ケース、今回行われたということですけども、この間に特に

問題にされたことは、 l次判定一一コンビューター判定と、それから専門家による判定一

一 2次判定との聞に判定差が大きいということが言われました。その原因の一つ、大き

な点は厚生省のコンビューターのブラックボックスの中身にあるんではないか、こうい

う意識を持って調査項目をふやすというようなことも行われてきました。しかし、モデ

ル事業の中でわかってきたことは、各市の調査員の感想にあらわれたように、家族構成

とかあるいは住宅事情、あるいは要介護の人が置かれている個別の生活環境、こういう

ものを無視して、要介護の心身状態のみで、その人の要介護度が判定できるという非現

実的な前提に立って組み立てられているからではなし、かという点が、また指摘をされて

きております。
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そもそもだれが考え方ても、介護の必要度というのは、その人の置かれている生活環

境をあわせて判定をしなければ不可能だと、これは常識だと思うんですね。日野市で行っ

たモデル事業の結果について検討分析をされたわけですけども、また改善点も明らかに

なってきたと思うんですね。そこで、何点かお伺いしようと思うんですけども、モデル

事業での調査員の調査時間、これは一体何分あるいは何時間くらいなのか。あるいは 2

次判定の認定審査会の 1件当たりの審査時間というのは、 一体どれぐらいだったのか。

それからもう一つは、せんだって大変な資料を手にしたんですけども、厚生省から出さ

れました要介護状態区分変更不適当事例、事例集が出ているんで・すね。これは、第 1次

判定で出た結果を第2次判定する、こういうときに第2次判定を縛るんですね、ある意

味ではね、縛りをかけるような中身だと思うんですけども、 一体これは何物なのかとい

うことを教えていただきたいと思うんで・す。私見て大体想像はつくんですけど、これで

どんな縛りをかけられているのかよくわからない。

それから、前段でも申し上げましたけども、認定の基礎となる調査員の調査結果を記

入したマークシート方式のアセスメントと、そのかかりつけ医の意見書ということです

けども、このマークシート方式のアセスメント自体が、調査項目が身体機能に偏ってい

る。で、生活実態を総合的に判断するものになっていないということからすると、被保

険者の立場に立った審査判定が、このモデルケースなんかで・もできているのかと‘うか、

これは甚だ不安なんですね。そこで¥もし可能であれば調査員の方々の感想意見、あ る

いは室長の御所見をあわせてお伺いしたいというふう に思います。

以上、お願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) 福祉保健部参事。

0福祉保健部参事(鈴木俊夫君)

われます。

認定の手続に関連いたしまして 4件の御質問だと思

まず第 l件目のモデル調査に関することでございますが、今年度100ケースをモデル

事業として実施いたしました。その中で、調査員のかかった時間と いうことでございま

すが、平均で 2時間27分、約 2時間半、調査にかかっております。また、審査につきま

しては、ケースによりまして、特に問題のないケース、あるいはかかりつけ医等の意見

占の中で論議されるケースとございますが、最短で 2分、最長で14分という形になって

おります。 1件当たり平均いたしますと5.2分がかかっている状況でございます。

それと、不適当「事例あるいは適当事例ということのその審査会での位置づけ、これは

どういう形で出てきたのかということでございますが、手成8年、 9年のモデルではこ



ういう事例はございませんでした。平成10年度全国一斉でやったモテ‘ルの中で、不適当

事例と適当事例というものを、厚生省の方で全国的に判定基準を定めるということで、

新たにつくったものでございます。内容的には、こういう名称、こういう状況の者につ

いては、 2次判定で変更してはならない。あるいはこういう状況の中では、現実に近い

見方ができる、裏づけができる。それは、調査員の特記事項あるいはかかりつけ医の意

見書、そういうものによって変更もしていいということで、 一定の基準を示したもので

ございます。それによりまして、前年度24.4%の変更率があったものが、日野市では14.

3%ということで落ちております。それらも、この不適当事例の基準というんですかね、

そういうものの中で落ちてきたのかなと思われます。

ただ、ケースを検討していく中で、その不適当事例で解決をしていいものかどうか、

そういうものも日野市のケースの中で、は幾っかございました。そんな中で、 2次判定の

中で論議をされて変更されたものが14件ということでございます。

それと、このモデルを実施しましての調査員の感想というんですか、反省会をやった

中でいろいろ問題が出てきております。調査員自身も職種が違います。日野市の場合は

保健婦が 2名、あるいは介護福祉士が3名、あるいはケースワーカーということで 8名

体制で組んだわけですが、それぞれの職種によって調査の見方も若干違います。それに

しましでも、共通して言えることは、今回のモデルでは、要するに痴呆として重度であっ

ても、いわゆる問題行動がないと、判定結果が軽く出てくるということが一つ問題になっ

ております。

それと、現実的に特養なんかに入所しているケースについては、 在宅では介護度が非

常に高かったものが、入所することによって生活環境の安定によって軽くなるケースも

出てきているということと、あと調査員自身がいろいろのケースの比較の中で、どう見

ても在宅生活するには介護度4、介護度5とし、う必要性があるというふうに感じていた

ケースが思ったより軽く介護度2とかという判定が出ているケースもございます。現実

的にそれで在宅生活ができるのかというと、非常に疑問に思われるというようなことで

ございます。

なぜかといいますと、そういう分析をした中で介護時間を重点的に今度のソフトの内

容を改修しているというような傾向が見られます。また、前年は73項目でございました

が、今年度85項目と12項目を足してございます。その12項目の内容につきましては、医

療の分野の追加でございます。点滴の管理だとかカテーテル等のものが加算されており

ます。その加算によりまして、その対象が入ってきますと介護度は重くなる。逆にそう
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いう項目がないと、昨年の判定より軽くなっているというようなケースが幾っか見られ

ております。

いずれにしましでも、全国的なこのモデルの調査の結果を踏まえまして、本番に向け

て、またソフトあるいは先ほどの不適当事例、そういうものの見直しを行って修正をか

けたいというふうに、国の方では考えているようでございます。

以上でございます。

0議長 (馬場繁夫君) 森田美津雄君。

013番 (森田美津雄君) ありがとうございました。

今、不適当事例、変更することについて、少し事例をも ってこういうケースは変更し

てはいけないというような、そういう事例集を平成10年はこれを出したということでお

話になったんですけども、これは私は、その自治体の認定審査会の主体的な判断という

意味では、本当に失礼な一一ただ失礼だというだけならいいんですけど、本当にゆゆし

きことだと思うんですね。つまり、 1次半IJ定と 2次判定の変更率が高いから 2次判定の

ところに縛りをかけて、 1次判定に合わせていくと、 言ってみればですよ。そして、後

で触れますけど、 l次判定自体のコンビューターの中もほとんど納得できないだろうと

いうふうに言われる結果が出ている。それに合わせよと、こう言うわけですね。

で、割に穏当な例を出されましたけど、例えば常時俳個、被害的介助に抵抗、屋外の

俳個、幻覚幻聴等の問題行動があるので重度に変更する。これはだめだというんですね。

不適当事例なんです。で、例えばこういうことというのは本当にそうだろうかと。見て

いきますと、本当にもう唖然としてしまうような例が多いんですよね。だから、なぜこ

の認定審査会を設けて 2次判定をするかという、存在そのものを失わせるような、こう

いう事例だと思うんです、私。大問題です、これね。

これが出る前も認定審査会の 1件当たりの審査時間が5.2分と。四、五分と言われて

いましたけど、 5.2分ですね、今正確に教えていただきました。約平均では5.2分だった

と。こういうことで、大量の申請者に対して迅速、正確、なおかっ公平に対応できるか

どうかというと、これはなかなか難しいだろうと。 しかし、そういうことが厚生省から

ずっと自治体にまでおりてきているんですね。この時間配分で調査員や調査専門家を用

意すると予定していたとすれば、これはなかなか難しいということがわかってきました。

で、それに加えてこう いう、だから 2次判定を 1次判定に合わせてお墨つきを与えな

さいと言わんばかりのものを出してきている。そうすると、この間言われた 1次判定、

2次判定の不一致だとか変更率とか、そんなことを私たちが問題にしても、それ自体が
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本当に大きな意味を持つのかというと、私は余りそのことを真剣に追い続けても、この

一致率自体、ある意味ではつくられていくものだとすれば意味がないんですね。つまり、

要介護者の状態を本当に実態に即していろいろ調査して分析して、そして実態に合わせ

ようという工夫が 1次2次で出されて一致していくんならいいですよ。しかし、そうじゃ

なくてこういう形で上から言ってきていることで合っていくということ自体は、意味が

ないんですね。だから、 2次判定の時間的な余裕とか物理的な制約、それはあります。

しかし、こういうことをかけて一致させるということであれば、私は本当にこれ自体何

だと、逆に問い返さなきゃいけないと思うんで・すよ。

そうしますと、結果的には、 1次判定自体、これが非常に大きな意味を、また比重的

には持ってくるわけですよね。だから、今回のモデル事業の中では、各自治体も本当に

疑問を噴出させて厚生省に言っているわけでしょう。私、当然だと思うんですね。 1次

判定について、何を基準にどのように判断されるのか、これは情報公開すべきだという

のが、現場から強く出されております。多分日野市でも、そういうふうに現場で恩われ

たと思うんですけどね。しかし、厚生省は、この要介護度区分の根拠のコンビューター

ソフトはブラックボックスのままにしたまま、それだけではなくて、先ほど痴呆の話が

出ましたけど、 2項目を加えているんです、調査項目に。 2項目加えて、例えば実際に

それで調査した結果を入れたので、要介護度が 3段階も違うという結果が出た例も、首

をひねる例として紹介されている記事を読みましたけど、例えば不潔行為があった。こ

れは要介護度5だと。しかし、そういう行為はなかった、要介護度2だと。このほとん

ど調査員が見ておられて変わらない生活状態なんだけども、この 3段階の差というのは

何なのかということを、指摘する調査員の方もいらっしゃいました。

各地の審査会でもかかりつけ医の意見書をもとに再調査をしてみた。 二つの項目で麻

揮があると加えて 1次判定をやり直してみたら、要介護度が 3から今度は麻揮があると

したんですよ、あるとしてやり直したら 3から 2に下がった。どうしてこんな判定にな

るんだろうかと専門家の間でも理解に苦しむという感想が述べられています。

で、認定申請手続の開始までに、 10月からですかね、ですからもう 10カ月余りという

ことになるわけですけども、これらのことについてどう対応して住民の認定への理解を

得ていくか、これは本当に大きな仕事だと思います。私は再質問しませんけども、この

改善点についてはどしどし各自治体と一緒になって厚生省に意見を、 具体的事例として

出すべきだと思うんです。

それから、調査員の方の調査感想、を私はほかの市のをいただきましたけど、コンビュー
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ター判定の結果に、調査した方ですよ、疑問、不信感が残ったと。そして、ある方は人

の命にかかわるこういう仕事をするのに責任が持てなし、。私の実感と出てきた判定結果

とが違い過ぎて責任が持てない。仕事をやめたい。こんなこともおっしゃっているんで

すね。私は、そんな思いに真剣にやればやるほどなるんではないかなというふうに思い

ました。

ぜひ市長も市長会等々頑張っておられると思うんですけども、積極的に議論を巻き起

こしていただいて、このブラックボックスについては大変問題だと。今年度はほとんど

が軽度に出ているんですね。だから、 98の今回のモデル事業でも、要介護度5と判定さ

れた方が 1人だったということを、きのう質問に答えて言っておられましたけども、そ

ういうことが本当に現実としてスタート時に起こるということになれば、もう大混乱だ

なというふうに思いますので、ぜひ鋭意取り組んでいただきたい。それから、国に対し

ても、自治を守る立場からも、ぜひこの認定過程について自治体がきちんと責任を持て

るようなことを、私どもはする、する前提をつくれということを要求していただきたい

というふうに思います。

それでは、次の質問に移ります。

介護保険制度は給付の90%の半分について被保険者の保険料で賄うということになる

わけですけども、先ほど申し上げましたように40歳から死亡するまで、実際に保険を使

えるという立場になるかどうかにかかわらず、終身、保険料を払わなくてはいけないと

いうことになるわけですね。その保険料について。それからもう 1点は、 1害IJの利用者

負担をしなくちゃいけないわけですけども、これについてお伺いしておきたいと思うん

です。

まず、その保険料についてなんですけども、これはまたたくさんの疑問が出されてい

て悲鳴も聞こえるんですけども、高齢者の過半数を占める低所得者にとって、果たして

納付可能な金額になるのかどうか。生活保護すれすれで生活しておられる所得者にとっ

て、この負担は試算の中でも明らかに過重だと。法の応能負担段階別を、これは保険に

ついてはいろんな意見があるんですけども、もっともっと段階を分けて応能負担、つま

り負担できる額を決めていけということで工夫もなされているわけですけれども、私は

条例でさらに独自に応能負担唱を強化する必要というのは、これは小まめにあると思う

んです。日野市で、どのぐらいの方たちが生活の状態としてこういうレベルにあるかと

いう数値は、また保険の方で聞いてみればわかるのかもしれませんけども、ぜひ調べら

れて、またこれは自治体によって違うんですね。だから丁寧に調べて、そして、政策的
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には条例で独自に応能負担率を強化するというふうな必要があろうかと思います。ぜひ

検討していただきたし、。

それからもう一つは、厚生省の医療保険福祉審議会、老人保健福祉部会、これはよ く

登場するとこですけども、各市町村が65歳以上の被保険者の保険料を設定する際に、未

納者の保険料を転嫁する。これを提案したんですね。これを巡ってまた大変なことが起

こってきているわけです。多分厚生省の考え方には、どんなことがあっても予定した保

険料、これは納付させるんだという決意は、もちろん見えるわけですけれど、その結果

どうしようとしているかといいますと、第 1号被保険者、つまり65歳以上の保険料、こ

れを見込まれる保険料収納率で割って算定して、未収の分をカバーしようと、こういう

案なんですね。これはやっぱりこれとしてまた大変な問題だと思うんです。

これに対しては真面目に払う人が減るとしづ、つまり保険料の徴収困難な、国保の二

の舞になるんじゃなし、かというようなことだとか、いろんな意見があります。そんなこ

とまで言うんだったら、もう介護保険は自治体に押しつけるなと。国で責任持ってやりゃ

いいじゃないかという、これも国保の場合と、私は似ていると思うんですけども、そう

いう意見もあります。ぜひ、どういうふうにこれをとらえていったらいいのか。

それから、市の判断では難しいわけですけれども、介護保険では被保険者のうち介護

保険の適用のある人というのは、先ほど申し上げましたように、大体全体の10%だと言

われていますけども、 90%の人はどうかというと、結局掛け捨てだという、相互扶助と

いうことがありますから、そんなふうに言い切っていいかどうか問題ですけども。そし

て、それがどういうことでさらに矛盾が加えられているかといいますと、 40歳から64歳

までは、では保険を払うけども、加齢に伴う疾患がなければ、これを使うことはできな

いという制限条項があるんですね。では、 65歳からはどうかというと、例えば高齢に伴

うものでなくたって、これは適用されるのかと、 いろいろここに議論が残ります。

私は介護ということに、本当に保険で何とかカバーしようというんだったら、こうい

う制限条項を設けること自体が、これは大きな矛盾をはらんでいるんではなし、かという

ように思うんですけども、これは見解があればお聞きしたいと思います。

それからもう一つ、大問題なんですけども、利用者の負担なんですね。実際にサービ

スを利用した場合に、保険料とは別に、例えば4万円のサービスを使ったら4，000円を

払わなくてはいけない。この利用料から言いますと、例えば特養に入っておられる方は、

実際にどれぐらいのお金を払わなくちゃいけないか。試算されたところでは、例えば 4

万7，000円月々払う、保険料とは別にですね。そうすると、老齢基礎年金なんかで頑張っ
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ておられる方というのは、では出てし、かなきゃいけないのかという話になりますよね。

だから、この利用料負担の重さというものは、私は相当聞くわけです。やっぱりこれは、

伺らかの応能負担といいますかね、こういうことを考えていけるかいけないか、考えて

いくべきだと思うんです。

保険料について応能負担、ぜひもうちょっと進めてほしいという私、話ししましたけ

ども、この利用料についても、これは使うからには必要なもんですからね、負担はでき

るかで、きないかということについては、やっぱり大きな問題だと思うんです。

私は以前の質問の中で、この応能負担ということについて、ぜひ市が大きな減免措置

ということを考えるということは、もう大切なんだけども、それとあわせて、例えば緊

急貸付制度なんかもぜひ検討していただきたいという話をしました。もう実際に使えば、

これは払わなくちゃいけなし、。払うにはお金がなきゃいけないわけですからね。ですか

ら、緊急避難としてやっぱり必要なもんですから、ぜひ検討していただきたいというふ

うに言いました。

以上の点、お答えをいただきたいと思います。

O議長(馬場繁夫君) 福祉保健部参事。

0福祉保健部参事(鈴木俊夫君) 保険料の負担の問題と利用者負担 1害IJの問題でござ

います。保険料につきましては、これからの 2次調査の集計によりまして、サービスの

供給量と需要者の数によって日野市が条例で定めていくことになりますが、低所得者へ

対する対策というんですかね、配慮ですか、それにつきましては、現在、所得段階別の

5段階方式が国から示されておりますが、つい最近になりまして、その 5段階につきま

しでも、保険者の弾力的な考え方を挿入してい くような話が浮上してきております。 5

段階方式、 0.5からl.5とい うような配分になりますと、所得の低い方は1，000円が最低で

あれば一番上が3，000円というその幅が出るわけですが、そのかっ上lこ0.5を0.3に、ある

いは0.2に、それを保険者である公共団体が弾力性を持って対応しでもいいのではない

かという話が出ておる。ただおろしますと、逆にいえば1.5の方に、その0.3なり0.2を上

乗せさせなければならない。すると、さらなる格差が出てくるということで、非常に問

題があるということで、それはやめてもらいたいという各保険者の意見が強くなってお

ります。

いずれにしまても、この保険料が払えるような形の中で保険料が決まってこなければ

ならないわけですが、この保険料が払えなかった方のいろいろのペナルティーというん

ですかね、制裁措置、それらも現時点では保険給付時に払っていない方については償還
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払いということで立替払いを決められておりますし、またその時点じゃなく過去に未納

があった場合については、 7害Ij給付とかいうようなことがございますので、極力そうい

う滞納等の該当者が少なくなるような形を考えていかなければならないと思っておりま

す。

もう一つ、 1害IJ負担の利用者負担の関係でございますが、利用者負担は保険料と利用

者の負担とのバランスをとることによりまして、サービスの利用者と利用しない人との

聞の公平的な観念から、現在 1害IJ負担という形になっておりますが、その 1害IJ負担が著

しく高くなった場合、高額となった場合は、その負担が一定額を超えますと、その超え

た超過部分に対する額を高額介護サービス費として支給をするという法的な位置づけが

なされております。では、幾らから高額になるのかといいますと、それは政省令で定め

ることになっておりますが、低所得者の人が35万円の認定を受けても 3万5，000円払え

ないという状況が出ます。それにつきましては、その低所得者が35万円のサービスは受

けるけど、高額は20万円で本人は 2万円の 1割負担というような形になってくるんでは

ないかというふうに考えているところでございます。

それも高額サービス費を支給されても、さらなる支払えない方、そういう方、あるい

は一時的に負担を払えないために利用できないという方に対しましては、どうしてもそ

の時点での資金の融通をさせなきゃならなし、。これは言う ならば、 一般会計で設置する

貸付金制度、それはぜひ必要だと思っておりますので、どういう内容にするかというの

はこれから検討するわけですが、いずれにしましでも、この貸付金制度はつくってし、か

ないと、そういう対象者を救えないというような感じを受けています。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 森田美津雄君。

013番(森田美津雄君) ありがとうございます。

貸付金制度については具体化したいというお話で、積極的にお答えいただきました。

それで、いろいろな工夫を私していただきたいと思うんですけど、未納者への制裁措置

ということで、これは国保の方では保険証を取り上げるとかなんとかということ、原則

的にはできないでしょう、命がかかっているんだから。これは、私はこの介護保険の場

合だって同じだと思うんですね。

時間がなし、から全部御紹介できないんですけども、日経産業消費研究所が全国の高齢

者福祉担当課を対象にアンケート調査をしたんですけども、その回答した45%の自治体

が、保険料未納者への制裁規定を現実には適用できなし、。規定どおりに適用すると回答
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したのは、わずか8.5%にとどまっている。制度上はともかくとして、実際の運用の場

面では、介護サービスを求めて市町村の窓口に来た人に、保険料の未納を理由に保険給

付を差し止めるなどの措置というのは、人道的見地から見てもほとんど不可能だ、こう

いうふうに調査結果を出しているんですね。

私は、これはそうだろうと思います。血が通っていれば絶対それはできないと。だか

ら、そのために、運用上できないということを伺か裏づけることを、ぜひまた研究もし

てもらいたいし、それから、段階別の基準もできるだけ進めて、負担ができない方の、

言ってみれば救済措置をお考えいただければというふうに思います。

それでは、次の質問をさせていただきます。この介護保険制度では営利企業の参入が

制度的に予定されているわけですけども、この制度と利用者保護の問題。営利企業参入

と利用者保護の問題、これについては相当やっぱり気を使っておかなくちゃいけないと

思うんです。この介護保険制度で居宅サービス事業者として営利企業も指定を受けると

いうふうになっていますけども、その指定の基準のハードルが、これがかなり低いんで

すね。これは冒頭に申し上げました民間の参入ということとも連動するんですけども、

営利企業の参入を促進しようとする厚生省の政策的意図も見えるわけですけども、この

在宅サービス業者の指定基準案というものによりますと、例えばホームヘルプサービス

の場合、常勤換算で2.5名の配置があれば、事業所として指定を受けることができる。

あとは全部パートヘルパーでいいという内容なんですね。そのハードルが低い分、先ほ

ど官原議員の中でも質という問題、あるいはコストという問題についてお話もありまし

たけども、しかし、その担当者もこの質の問題というのは懸念をされるというふうに言

われております。

そこで、介護保険事業計画の中に民間事業者の担う部分をどう位置づけていくのか。

それから、民間事業者としては、介護保険以外の上乗せサービスを、これはそうは言っ

ても営利を外すことはできませんので、そういう観点からどれだけ介護保険以外の上乗

せサービスを売っていけるかということによって、利益率が変わってくるわけですね。

事業者の派遣をする、決めるといいますか、その中身を決めるケアマネジャーがケアプ

ランをつくるときに、その介護保険制度の予定した支援を活用しないで、自分たちのサー

ビスを盛り込むということも十分あり得る。特に赤字覚悟で・実績をつくった事業者は、

始まったら 4兆2，000億円一一変な言い方ですけど一一このマーケットですから、ほうっ

ておくはずはない。ここで、この赤字分は埋めて、そしていこうという気持ちも、それ

は正当な評価だと思うんです。その際、ケアプランの作成をするマネジャー、これが事
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業者から出ている場合、言ってみれば作成者と提供者は同じになるという可能性も十分

あるわけです。

そうすると、そこには業者の囲い込みとかあるいは、きのう中谷議員もおっしゃいま

したけども、そういう囲い込みの危険もあれば、サービスの押しつけ、さらには利用者

に対する権利侵害というものも十分考えられる。だから、私はケアプランの作成段階、

これは言ってみれば、保険会計から出るわけでしょう。だから、この段階で市のケアマ

ネジャーなんかが中心になって、そういうケアプランで、いいかと、うかという、公的なチェッ

クを何とか挟み込んでいくということが、大事じゃなし、かなというふうに思うんです。

3点目に、サービスの提供を、言ってみれば市場原理に任せっきりでt¥いかどうか。

今のこととも関係しますけども、ぜひやっぱりチェックというのは、疑わしい目でチェッ

クするというだけじゃなくて、より豊かなものにするためにチェックをするということ

も含めて取り組んでいただくことが必要かなと。これ、時間が押していますので、内容

おわかりになったと思いますので、ぜひそれを取り組んでいただきたいというふうにお

願いをしておきます。

それから、第7点目に通告いたしましたのは、超過負担部分、あるいは自立高齢者へ

のサービスは一体どうしていくか。保険給付の対象で、給付の上限を超える、言ってみ

れば上乗せサービスゃあるいは横出しサービスというものを市町村はしてもいいですよ

と。しかし、この部分については65歳以上の 1号被保険者の保険料に乗せなさいという

のが、この保険法の中身なんですね。しかし、よくよく考えてみると、今まで市がサー

ビスをしていたものを、乗せていいと言ったって、それは馬場市長が幾らお考えになっ

ても鬼になって乗せようと思っても、そんなことはできないと思うんですよ。これはやっ

ぱり何とか市として保険料、そんなに保険料を65歳以上の方たらいただいてやるという

ことでなくて、何とか一般会計でも面倒を見れなし、かということは、今までと同じよう

にお考えになると思うんです。ただ、国の補助とか都の補助がどうなるかということは

まだわかりませんよね。全部切るかもしれませんよね、そんなことはできないと思いま

すけども。ただ、こういうことも覚悟しておかなくちゃいけないと、私は思うんです。

言ってみれば不足する部分、それから、圧倒的に割合として多い元気な高齢者を含め

た自立高齢者、確認というか外れた介護が本当は必要だという高齢者も含むんですけど

も、やっぱり公費で、今までどおりサービスを供給しないで済まされるというものでは

ないと思うんです。現行サービスを総体として後退させないためにも、ぜひここは意欲

を持って取り組まなきゃいけないという部分だと思うんですけども、この一般会計から
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も、それは出さなきゃいけないかもしれないけども、現行サービスを総体として後退さ

せないということは、これは自治体として本当に責任があること。憲法第25条の生存権

のそれを、私どもは一手に背負いながら l人 1人の市民の方の命や生活と向き合ってい

るわけですから、自治体がそれを避けて通るということはできないと思うんですけど、

この点について、 1点お答えいただきたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 福祉保健部長。

0福祉保健部長(高野英男君) 介護保険給付の上乗せ、横出し分についての御質問で

ございますけれども、平成12年度を初年度とする保健福祉計画の見直しの中で考えてい

きたいと，思っております。今回の保健福祉計画の見直しでは、介護保険事業計画と調和

を持って作成するとともに、現状のサービスを低下させない方針で見直しを行ってまい

りますので、要介護認定で自立との判定を受けた高齢者についても、個別援助計画の中

で必要になれば、現在のサービスを維持していきたい、このように考えております。

しかし、介護保険制度では利用者の 1害IJ負担がありますので、上乗せ、横出しの事業

でも、 一定の受益者負担が生ずるもの、このように考えております。

0議長(馬場繁夫君) 森田美津雄君。

013番(森田美津雄君) ありがとうございました。

個別援助計画の中で現状のサービスを維持していきたいという決意を込めてお話しい

ただきました。私は保健福祉計画を見直すという中に、結局下からぐっと支えていくと

いう、どれだけ豊かにしていくかということは、結果的には問われると思うんですけど

も、ぜひそういう点でも期待していますので、頑張っていただきたいというふうに思い

ます。

それからもう一つ、これは質問というよりは、ぜひお願いをしたいんですが、保健福

祉計画の見直し、それから介護保険事業計画の策定、これは既に11月8日に委員会が20

名の委員でスタートしました。私も委員の一人で議会選出で執印議員と 2人、委員会に

参加させていただいているんですけども、この委員会の位置づけが、私もうひとつあい

まいじゃなし、かなという気がしたんです。はっきりと住民参加のもとに保健福祉計画と

介護保険事業計画を整合させて、その事業計画をつくるんだというしっかりとしたフレー

ムをまず、やっぱり示す必要があるんだと。それは急いでおられるとは言っても、住民

参画で事業計画を策定しようというわけですから、そしてまた、あの分厚い保健福祉計

画、これはもう国が言ってきて自治体が一生懸命つくったわけですからね。その到達を

我々はもう一一我々というか市当局は本当に頑張ってこられたわけですから、これを簡
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単に扱うことなんかできないわけです。

で¥きちんと今までお話ししたことも大きく関連するわけですけれども、整合性を持

たせるとo これを決意を持って臨んでいただきたい。ですから、 9回の委員会で本当に

この策定作業が可能かというと、それは大変ですよね。委員の方たちの基礎知識もきち

んとそれぞれ持っていただく、我々も持つということにしないと、まず共通の土俵に立

てないということも、現実にはあると思いますし、いいものができてし、かないなという

気がします。ですから、ぜひこのフレームをはっきりさせていただきたし、

それからもう 1点は、委員会に公募で入られた方もありますけども、外れた方もあり

ます。それから、介護保険制度が全貌がだんだん明らかになってきましたから、いろん

な意見をお持ちですね、皆さん、市民の方たちも。そういう方たちの声が反映してくる

ような、そういう方法をぜひ考えていただきたいというふうに思います。

それから、今後とも介護サービス全般について、市民の視点からといいますか、こう

いうものをきちんと踏まえて運営がされていくように、介護保険運営協議会のようなも

のを国保のようにつくっていただいて、ぜひ市民の声がテーフ、ルに乗るという体制を整

えていただきたいというふうに思います。ぜひこの点はお願いをしておきたいと思うん

です。

それから、最後になりますけども、今たどっただけでも相当問題ばかりが目について、

一体介護保険って何だったのかと、何を目指しているのかということが気になります。

ドイツなんかの例でも20年間もかけて仕込んで、それでもあれだけの苦情がいっぱい出

てきて、特に西ドイツと東ドイツの統ーがありました。で、東ドイツの方、介護資源と

いう問題が、それは背景にあったとしても、やっぱり手続的にも相当混乱したというこ

と、それぐらい保険制度というのは、やっぱり難しいなということを先例として見るわ

けですけれども、今の我々が予測するとこだけでも、その苦情や不服の申し立てという

のは、スタート時には相当なものが予想されますね。

そこで、これに対して介護保険制度の認定については介護保険審査会、それから、そ

のほかサービス全体については国保連合会、これを予定していると言うわけですけども、

部長もお答えになりましたように、これがそのまま機能するとは思えない。ですから、

何としても市の窓口、ここの相談窓口をきちんとつくってしぺ、苦情処理をできるよう

につくっていくことが必要だと思うんですね。間違っても、その 1次判定の結果がおか

しいといって苦情があったときに、いやそれはコンビューターで結果が出たんで、私ど

もとしてはどうもと、こういうふうに言われますと、もうどうその後言っていいかわか
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らないという相談者もふえると思うんです。だから、その矛盾点の解消を含めて、相当

ちゃんとした窓口をつくって手続をきちんと理解してもらえると。そして、苦情の中身

をちゃんと分析できるという、そういう体制をつくらなくてはいけないというふうに思

うんです。

ですから、これは前から申し上げましたけども、私はやっぱり介護保険の独立の窓口、

これをきちんとつくるということをぜひ‘決意をしておいていただきたいなと思うし、ま

た準備をしていただきたいというふうに思うところです。

それからもう一つ、福祉オ ンフ'ズマンという話があるわけですけども、私はこの点に

ついても間口の広い福祉オンフeズマンでやっていけるというふうには思わないんですよ

ね。東京都の検討例なんかもお聞きしましたけども、やっぱり施設オンブズ、マンだとか

少し間口を狭くしながら調整をしていくということを、次第にシフトを移してきている

んじゃなし、かと思うんですけども、ぜひ介護保険オンフeズ、マンという形でもって用意を

していただきたいというふうに思うんです。

御答弁ありましたらぜひ、時間短いんですけど、お願いいたします。

O議長(馬場繁夫君) 福祉保健部参事。

0福祉保健部参事(鈴木俊夫君) 1点目の苦情処理の関係でございますが、議員さん

おっしゃるとおり、保険者である市の窓口に市民の方は、苦情相談に必ず来ると予測さ

れます。そんな中で来年からの新しい組織の中で、専門的なケアマネジャー等を窓口に

置いた受付窓口を設置していきたいというふうに考えております。

福祉オンブズ.マンの関係でございますが、これにつきましでも庁内のプロジェク 卜等

で検討しているところでございますが、東京都の方も施設オンプズマンというような形

で現在検討に入っております。できればモデル事業につなげたいということでございま

すが、いろいろオンブズ制度を実施していく中で、まず法的な根拠、 そういうものをど

こに求めていくのか。また、守秘義務やその人のオンブズマンの資格あるいは勤務条件、

報酬、いろいろのまだ課題が残っているということで、これらも引き続いて検討してい

く中で、日野市も東京都のそうしづ検討事項のものを参考にさせていただきまして、さ

らに検討を続けていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

O議長 (馬場繁夫君) 森田美津雄E。

013番 (森田美津雄君) この点でも積極的にお答えいただきました。

それで、最後に、この介護保険のスター卜によ って、現在まで、の福祉の水準、これを
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後退させてはいけないということは、もう各自治体の大きな決意なわけですけれども、

日野市においても、市民の命あるいは暮らしを守るという立場で、ほかの自治体にまさ

るとも劣らない思いがあるわけです。その制度の仕組みあるいはサービスの内容を検討

すれば、その中にはたくさんの課題や問題点、これもまたあることもおわかりいただい

たと思うんですけども、何としても、私たちが今得ている水準、福祉の水準を後退させ

ないためには、私は市長をトップとする行政側の強い姿勢、それから私ども議会の意欲、

こうしたものが両輪となって、これからやっていかなければならないというふうに思う

んです。

財政状況というのは、市長何度もおっしゃいますけれども、ほぼ共通の私どもの認識

で之はないか。このあらしはそう簡単にやむはずもないわけです。しかし、住民の切実な

介護要求、この思いも一方ではっきりしている。市長も相当研究され、また決意される

ところは腰を据えられたというふうにお見受けするわけですけれども、短い時間ですけ

れども、もし決意があればあるいは御所見があればお伺いをして、この質問を閉じたい

というふうに思います。 3分ございます。

0議長(馬場繁夫君)

O市長(馬場弘融君)

市長。

森田議員から介護保険制度について問題点あるいは課題を検証

して、よりよいシステムとしてスタートできるようにという意味での、いろいろと御指

摘をいただき御提言もいただいているわけであります。

なるほどな、そのとおりだなというような部分もございます。いろいろ私も苦慮して

いるところでありますが、お話にもありました市長会としても、公ではございませんが、

国の幹部の方々とやりとりがございますし、あるいは市長会の中のグループでもそれぞ

れの意見の交換があり、いろいろな現場を預かる市長としての話を代議士等に随時申し

上げているところであります。ですが、新しい介護保険という仕組みができるわけでご

ざいます。つL、1週間か10日ほど前の読売新聞の社説に出ておりましたが、「介護保険

に後ろ向きになるな」と。私もそのように思います。大変な時代の中で、この介護保険

がスタートする。恐らく過去30年ぐらいの日本の大きな流れの中で一番大きな変化が行

われようとしているわけでありまして、制度がつくられるという以上は、ぜひ前向きに

よりよいものをつくるという方向でやっていかなければいけないというふうな意識を持っ

ています。

読売新聞の社説によれば、「介護の『介』の字というのは人を 2本の腕が支えている

ような形に見える」。これからは家庭が、家族が支えるんじゃなくて、社会が支えると
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いう新しい仕組みをこの介護保険制度をつくる中でつくっていく、こんな覚悟が必要で

はなし、かなというふうな思っています。いろいろな課題はあります。難しい点はたくさ

んございますけれども、現場の長として今考えられる問題点はどんどん意見具申をし、

変えられるものは変えていただいて、よりによいシステムとして発足ができるように、

引き続き頑張っていきたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 森田美津雄君。

013番(森田美津雄君) どうもありがとうございました。

以上で終わります。

0議長(馬場繁夫君) これをもって21のl、『介護保険制度』は、市民の切実な介護

要求と福祉の向上にきちんと向き合えるのか一一制度の問題点、課題の検証と対策を急

げ!の質問を終わります。

一般質問22の1、多摩平処理場跡地に子供広場をの通告質問者、内田勲君より取り下

げの申し出がありましたので、これを取り下げます。

一般質問22の2、ごみ行政の今後についての通告質問者、内田勲君の質問を許します。

(24番議員登壇〕

024番(内田 勲君) 議長のお許しをいただきましので、質問させていただきます。

ただいま 1点目の質問につきましては、本日大分スケジュールがおくれておりますの

で、事務局の方と事前にも打ち合わせをさせていただき取り下げをさせていただきまし

た。 したがいまして、 2点目につきましては、あと 1時間半ありますのでゆっくりやり

たいと思いますけれども、できるだけ短時間に終わりますようにいきたいと思います。

こ。み行政の今後について。近年、廃棄物の焼却によるダイオキシンの汚染の深刻な実

態が明らかになり、住民の焼却処理に対する不信感が高まっております。そこで、懸念

されることは、ダイオキシンに関する正確な知識のない状態で感情的論議がなされては

いないだろうか。そのことにより、問題解決を拒むような誤解をしてはいないだろうか

考えてみました。後ほど私の日ごろ感じていることや考えていることについても触れさ

せていただきたいと思いますが、とりあえず日野市がごみ問題にどう対処しているのか、

現状はどうなっているのか、将来に向けてどのように考えているのか施策あるいは展開

をどう考えているのかお聞きしたいと思います。

まず、 5点についてお伺いいたします。一つ目は、ダイオキシン対策についてどのよ

うにお考えになっているかということでございます。 2点目につきましては、ごみの減

量についてでございます。できれば、ダストボックスの廃止についても触れていただき
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たいというふうに思います。 3点目は現状の焼却設備についてでございます。 4点目、

以前、私が提案しました高温溶融炉のその後の検討について、どうなっているのかお伺

いしたいと思います。最後に、 三多摩廃棄物処理組合が進めようとしているエコ・セメ

ント化については、どのようなお考えかお聞きしたいと思います。

以上、 5点お願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) 内田勲君の質問についての答弁を求めます。環境共生部長。

0環境共生部長(笹木延吉君) 焼却設備と焼却灰の処理方法などについて、 5点ほど

御質問いただきました。

まず最初に、現状のダイオキシン対策はという御質問でございます。平成9年に国の

廃棄物処理法が改正され、焼却施設の性能、指針、維持管理基準も改正されました。日

野市のごみ焼却施設のダイオキシン対策は、国の法改正に伴い焼却炉の改造計画を立て、

今年度より 4カ年計画により、炉の燃焼改善対策、廃ガス処理対策を実施し、平成14年

12月1日から、ダイオキシン類排出規制値 1ナノグラム以下になるよう対策工事を進め

ております。今年度は 1号炉の燃焼改善対策を実施しており、現在試運転中であります。

当初の設計値を満足するデータが確認されております。

続きまして、 2番目のご、み減量対策についてでございます。日野市のごみの減量対策

でございますが、まず日野市のごみの収集量でございますが、ごみの総量では、平成 9

年度が6万637トン、 10年度は上半期の数字ですが、 3万1，462トンにもなっております。

1人 1日当たりの排出量に換算しますと、 9年度が911グラム、 10年度上半期現在で940

グラムにもなっております。このごみの増加傾向は、最終処分場への搬入量にも比例し

ていきます。 9年度が9，094立法メートル、 10年度は上半期で既に5，007立法メートルと

なっております。このように年々ごみはふえ続けておるのが実情でございます。

ごみの減量対策としては、できるだけ分別することを目的に、御承知のように、資源

物回収ステーションを設定して分別をお願いしておりますのと、この 6月から開始した

オレンジボックスわきのびん回収、さらに子ども会、自治会などが行っている集団回収

に対する奨励などです。しかし、ステーションの数は在420弱であり、市民の方々が出

しやすい拠点ではございません。また、毎週の回収の要望が強い中、現在は隔週の回収

であり、かなりの御不便をおかけしている状況であることも認識しております。こうし

た事態を解決し、市民が分別して排出しやすい条件を整え、初めてごみの減量、リサイ

クル率の向上が望めるものと考えております。

一方、他市との比較で当市の資源化率がかなり悪い実態にあるわけですが、これらを
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改善する最善策として、今御質問の中にありましたダストボックスの撤去を検討してお

ります。ダストボックスを撤去した後の排出方法、収集方法、収集体制などがとても大

切になっておりますし、それらを受け入れる中間処理体制についても整備する必要があ

ります。また近年、事業系のごみ量の増加が目立つてきておりますので、この部分に対

する対策は特に重要になってきていると思われます。これらすべて 2年後のダストボッ

クス撤去のタイミングに合わせて実施できるように検討に入っておりますが、これらに

かかる費用も膨大なものになると予想されます。

したがいまして、生ごみの対策や樹木のチップ化などについては、時期の問題も含め

て検討していきたいと考えております。

今までごみ減量リサイクルについては、自治会などへは結構出向いて説明、お願いし

てまいりましたが、決して十分ではなかったというふうに、十分反省しております。今

後は、一定の時期が来ましたら、大きなクツレープ、小さなグループを問わず、私たちが

何回も出向き、日野市の置かれている状況やごみ減量リサイクルについて話し合いを持

ち、御協力をお願いする所存でございます。

続きまして、 3番目の現状の焼却炉の設備についてということの御質問でございます。

日野市のごみ焼却施設は、昭和59年から61年の 3カ年計画により建設された全連続燃焼

式(ストーカ一式)の焼却炉であります。排熱回収システムとして全量式ボイラを 2管

装備し、サーマルリサイクルとして800キロワットの発電を行い、クリーンセンター全

体の約半分の電力を賄っております。 一方、施設の運転管理等は制御用電算システムに

より炉の起動、定常燃焼、停止を初め、ごみノ、イクレーンの全自動運転、蒸気タービン

を含む受返電、発電設備等、可能な限り自動化を採用した設備であります。

焼却炉の耐久年数は一般に20年と言われておりますが、今年度よりダイオキシン対策

工事による財政負担もありますので、イ ンターパルを 5年程度延長し、平成24年度まで

使用する予定であります。また、その後の炉形式については大分先のことではござし、ま

すが、環境保全上の適用性、エネルギ一回収性、物質回収性、社会的要因等を考慮し、

次世代型ガス化溶融方式を含め検討してし、く予定でございます。

4番目の高温溶融炉についてでございます。溶融技術は製紙、金属、鋳造、製鉄、ガ

ラス、釜業の製造分野で研究開発、また実用化されたものと聞いております。その技術

により、廃棄物の溶融処理に応用され実用化されております。溶融炉の手IJ点として、溶

融することにより、灰であれば 2分の lから 3分の lの減容化が可能であり、ダイオキ

シンや重金属を多く含む灰を溶融することにより、鉛、亜鉛のような低沸点の金属や塩



類は排ガス処理で回収され、残りがスラグ中に封じ込められ、無害化したスラグとなる

ことです。焼却残撞の処理は三多摩廃棄物広域処分組合で緊迫している最終処分場の延

命を図る目的で、現在、エコ・セメン卜化を計画し 5年後を目途に稼働を予定しており

ます。廃棄物のリサイクルは、容器包装リサイクル法及び、家電リサイクル法により推進

されようとしています。当市の不燃ごみも、分別を徹底することにより資源化が進むと

予想されますし、またできる限り資源化するべきであると考えます。このような状況に

ありますので、高温溶融炉については、今後検討していきたいと思っております。

最後の 5番目の三多摩廃棄物処理組合が進めようとしているエコ ・セメ ント化につい

てでございます。多摩地域の焼却残誼を安全に、かっ安定的に処理するエコ ・セメント

化施設導入計画を三多摩地域廃棄物広域処分組合で策定をしております。本年11月に中

間報告をまとめ、三多摩地域廃棄物広域処分組合理事会で了承されました。平成11年 1

月下旬を目途に最終報告が行われる予定であります。報告は、多摩地域に導入すべき技

術として適切であると評価できるとしております。田無市、保谷市、東久留米市、清瀬

市で構成するごみの中間施設施設、柳泉園組合では、現在進めている新炉建設工事で予

定していた灰溶融炉の建設を、エコ ・セメント化施設導入計画の中間報告が理事会で了

承されたことから、中止をしております。当市も他の自治体と歩調を合わせてまいりた

いと考えております。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君)

024番(内田勲君)

す。

内田勲君。

どうもありがとうございました。若干再質問させていただきま

まず 1点目のダイオキシン対策でございますけれども、今、部長の方から、今後もそ

の対策をとった改善をしていくというお話がありましたけれども、ぜひそれを順調に進

めていただきたいと思うんですね。ただ、そのときにお願いしたいのは、現在も焼却灰

を埋立地に持っていっていますけども、その中にいろんなまだ燃え切れないものがあっ

て返されるということも聞いているんですけども、焼却灰がそんな状態では、完全燃焼

をしていないんですよね。ですから、相当ダイオキシンが出るはずなんですよ。

で、まずダイオキシンというのは、化学反応の副産物として出てくる場合と主に焼却

する場合とありますよね。特に焼却する場合にも、燃焼する過程と冷却する場合とあり

ますよね。その前者の方がそういう状態では、とても安心できないんですよね。ですか

ら、恐らく今は聞くところでは、灰をふるってごみを除くことは しているようですけど
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も、ですから戻されることはないと思うんですけども、それは結果そういう状況が悪い

ときにそうする必要があると思うんですけども、根本的にはそういうことのないように

完全燃焼させないといけないと思うんですね。ですから、ぜひガスの処理だけではなく

て、焼却部分でも十分検討していただきたいと思うんですね。現状の設備の中では、そ

れが私も精いっぱいじゃなし、かなというふうに思います。

自分のことを言うと変ですけど、コニカの焼却炉は、今最終的には冷やさないで高温

のまま保っていてダイオキシンを出さないようにしているんですね。ですから、そうい

う対策もとれるわけですから、現状の設備の中でも打てる手は徹底的に打っていただき

たいと思います。

それから、 2点目についてはごみ減量ですけれども、まずダストボックスの廃止とい

うことを言われましたけれども、私もごみ減量するためには、まず分別を徹底的に市民

にやっていただかないといけないと思うんですね。そのためには、このダストボックス

があるということは、それが逆に分別をおくらせているということ、これは私も理解で

きますから廃止することは、決して反対するものじゃないんですが、廃止する場合に、

それだけ決めてしまうと、もう市民が相当混乱するんですね。で、ダストボックスを廃

止する場合にはどういうことをしないといけなし、かといったら、当然、分けない人の場

合には持っていきませんよということをやるわけですから、戸別に出してもらうわけで

すね。ですから、そういうことをしないと効果が上がらないと思うんですね。

その場合のごみの収集方法がありますね。今の収集しているトラックも使いにくいで

しょうし、それから、家が込んでいるところは、ごみをトラックに乗せる人は、恐らく

1日歩いているようだと思うんですよね。そういうことになると、 トラックの台数もふ

やさないといけないし、人もふやさないといけない、 そういう問題にもなるかと思うん

ですね。ですから、ボックス廃止と言いますが、集合住宅の場合はどうするんだとか、

いろんなことがありますから、ぜひダストボックス廃止というのを市民に伝えるんであ

れば、そういう対策もきちっととって、いつからどういうふうにやるんということを早

く知らせてほしいんですね。

で¥きょうも部長はこのダストボックスは 2年後に廃止と言っているんですけれども、

2年後というのはいつかという問題があるんですね。私はもう 3月の予算のときから 2

年後と聞いているんですよ。半年以上たって、まだ 2年後と言っているんでしょう。 2

年たってから 2年後といったら、また今度は 4年先になるんですね。ですから、もう普

通だったら 2年後というのは本当に時間がないんですよ、これを市民に伝えるというこ
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とは。もうあと何カ月しかないとか、あと何日しかないと、そういう発想でやっていか

ないと、まだまだ先のような印象があるんですよ。もう 2年後のときだってもう伺十カ

月しかないですよと、そういうようなまず意識で取り組んでもらいたいんです。のんき

に構えているから、半年過ぎてもまだ 2年後なんて言っているんですよね。 2年後とい

うのはいつまでと、あと何カ月、そういうことであと何回しかありませんということで

取り組みを厳しくやってもらいたいと思うんですね。

それから、ステーションについても、私も廃棄物減量の委員になったことを機会に、

自分で家庭で分別しているんですよ。 9品目分けて、私がステーションに出しているん

ですけれども、 2週間に l遍というのは確かにいろんな面で大変なんですよ。委員会の

中でも出ていたんですけども、私も実際にやってみまして何が大変かといいますと、 2 

週間に 1遍分別したのを全部持ってし、かないと、また 2週間先になちゃうわけですよ。

これが 1週間に 1遍ず、つ来てくれれば、半分ず.つ持っていくわけですね。 2週間という

と、例えば新聞紙の束を 1つ持ちますよね。それから、ダンボールが 5枚、 6枚あった

とします。それから、ジュースのかんビールのかん、それが10本、 20本あったとします

よね。それから、 トレーもあるでしょう。ペットボトルもたまりますよね。そういうこ

とになると、とにかく l回や 2回じゃ持ち切れないですよ。私はたまたま車に積んで運

んでいますけれども、そうでない人というのは、それを一つ一つ持ってし、くわけですね。

しかも、そこの持ってし、く過程にオレンジボックスやグリーンボックスがあるんですよ。

それだったら面倒くさくなったら、途中でぽんと入れちゃえば簡単なんですよ。

だから、市民にお願いするのはいいんですけど、できるだけ市民が協力しやすい体制

をつくってあげないといけないですね。だから、それには回数をまずふやすということ

ですよ。それから、ステーションの数もふやして、今のダストボックスより遠くへ行く

などというのはないような形が理想だと思うんですね。今度、家で分けるのは大変だけ

ど、持っていくのに近くなったと、そういうような何かメリットがないと、今の状況を

さらによくするということは非常に難しいと思うんですね。そういうところまでぜひ考

えていただきたい。

それから、それを実施するには、相当自治会等へ入って説明しないといけなし、。これ

を本当にやるんであれば、さっき部長が言いましたけれども、徹底してやらないと無理

だと思うんですね。後からも触れますけれども、ぜひその辺のところの詰めを早急にやっ

ていただきたいというふうに思います。

それから、高温溶融炉につきましては、以前私が提案したロータ リーキルンなんです

-494 



ね。ですから、本来ここでは答弁としては、そのロータリーキルンを検討してきてどう

だったのか。実際にロータリーキルンを使って、日野市のごみを焼却していると思うん

ですね。そういう結果がどうだったとか、そういうのもその後の検討結果をお聞きした

かったんですけども、きょうは時間がありませんので、また次回にこれは固させていた

だきたいと思います。

それから、三多摩廃棄物処理組合によってエコ ・セメント化をもう理事会で承認した

というんですか、私はどうかと思うんですね。私、実は三多摩廃棄物広域処分組合の議

員をやっていたときに、たまたま今の第 2処分場の建設費の予算を決める議会があった

んですよ。そのときに、反対の市民の方々大勢来まして、議会を占拠したんですよ。で、

我々議員がこういう議場へなかなか入れなくて、各市の課長さん方が動員されて、議場

の入り口にピケを張ってその市民の人とかなりごたごたした。そのごたごたしている聞

を我々が入っていくんですよ。だから、かなりけ飛ばされたりなんかしている議員もい

るんですよ。それで入ってきたら、今度はそういう人がこの議場へなだれ込みまして大

きな旗を出して、横断幕を広け.たりして、それは大変だったんですよ。それで、議会が

全然、始まりませんから休憩にして、別な会場へ移ろうと思ったら、それも反対の市民に

見つかっちゃいまして、そこも占拠されるんでね、もう大変な思いをして、この予算を

決めたことがあるんですよ。

今度、これをまたやろうとすれば、恐らく私、閉じような日の出町の方へつくるんだ

と思うんですよ。恐らく山の中か、これはセメントが関係しますから太平洋セメントの

工場が向こうにありますから、そこの工場でやるのかもしれませんけども、いずれにし

てもまた閉じようなところでやると思うんで‘すね。そうすると、この灰を積んだトラッ

クが l日、何百台と行きますよね。だから、恐らくこれだってそう簡単には市民が納得

しないと思うんですね。相当反対運動が起こると思うんですよ。

ですから、私はできればこれは各市で対策をとった方がいいんじゃなし、かなと。 三多

摩処分組合がどうしてもやるというんであれば¥それは結構ですけれども、少なくとも

日野市は何とか溶融炉をつくって、自分の灰は自分とこで処分するという自区内処理に

徹底していただけないかということを、ここでは申し上げておきたいと思います。特に

きょうは時間がありませんから、答弁は結構でございます。

それから次に、本年10月に100人を超す多くの市民による市民ワーキングチームが作

成した日野市環境基本計画の素案が示されました。その内容は、計画作成の背景、基本

的な考え方、基本的方向、推進体制の 4本住から構成されております。それぞれ専門的
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見地に立った内容も多く、非常に関心を持って読ませていただきました。作成したチー

ムの皆さんが、環境問題に大変な関心を持って、そして真剣に取り組まれたなというこ

とが感じられました。作成したその関係者、あるいは今回、こういうふうに市民ととも

にこういうものをつくるという手法を取り入れることに判断しました行政の英断には、

私も敬意を表したいと思います。来年3月議会には正式に提案されるというようでござ

います。そのときに意見を述べる機会があると思いますけれども、今回、あえてこの素

案の中の施策の基本的方向、この中にリサイクルというのがありますので、ここについ

て、若干私の考えていることと違うんではなし、かなということもありますので、ちょっ

と触れさせていただきたいと思います。

資源化率90%を目指すごみゼロ社会の実現についてでありますけれども、この日野市

環境基本計画素案ですね、これはまずごみゼロのまちづくりということでは、生産流通

システムのところで、適正処理のできる製品、素材の開発、普及を通して生産、流通段

階での廃棄物の発生回避を進めると、要するにもうつくるときからごみにならないよう

につくってもらう、そういうことですよね。それから、消費分別システム、ごみを出す

ときの厳選分別が環境への負荷が非常に少ない、費用もかからない最善の方法であると

いうことで、とにかく分別しましようと。それから、 3点目がごみ処理システム。これ

は先ほど、からお話出ています大型の高温溶融炉等で焼くということなんですが、これに

ついては、補助金絡みで推進をされていますけれども、この方法は容器包装リサイクル

法と相入れない矛盾を露呈している、こういうふうに言っているんですね。ですから、

この 3番目はだめだと。それから、再資源システム。これは2000年から、今言いました

容器包装 リサイクル法がで、きるということで期待する部分もあるんですけれども、これ

に期待をかけても、その効果は10%ぐらいしかないというような内容になっているんで

すね。

ですから、この環境基本計画の中では、今、 4本のシステムを御紹介しましたけれど

も、四つありますけれども、時間はかかつてしまいますが、ごみの発生回避と資源物と

しての厳選分別、抜本的な解決の 2本住としていきたし、。要するに、先ほど言いました

生産、流通過程でなるべくごみが出ないような仕組みに、これは業者にですね、事業者

にお願いしようと。徹底してやっていただこうと。それでも出てきたものは、消費して

から分別しましょう。この 2本住でいきましょうということなんですね。それから、落

ち葉あるいは生ごみの堆肥化システムもやりましようと。それで、この落ち葉と生ごみ

の堆肥化システム、一方ではそういうものは堆肥化する。それから、どうしても出てく
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る雑紙ですね、燃すしかないような紙、そういうものとに分ければ、今、市内にあるご

みが半減しますと言っているんですね。まず徹底的に、さっき言った 2本柱で分別をし

て、出てきたもののうちの落ち葉と生ごみは堆肥化、それからあと雑紙だけは燃すわけ

ですね。そうすると半分。

では、あと残りは何かといったら、プラスチック類の回収システムが機能すれば、最

終的にごみは10%になりますという。ですから、この本の書いたとおりになれば、最終

的に日野市内のごみが10%。要するに埋めるか燃すかするごみが10%になりますという

ことです。本当にそうですかなという疑問が、私あるんですね。

そこで、部長にお伺いしますけども、この環境基本計画に書いてあるような内容で、

仮にリサイクルを進めたときに、この方法だけで本当にダイオキシン対策が十分にでき

ますかということなんですね。それから、落ち葉、生ごみをすべて堆肥化ということは、

本当にできるんですか。それから、 3点目はプラスチ ック類の完壁な回収システム、こ

れも本当にできるんですか。それは、これから10年、 20年先になったらできるかどうか

わかりませんけれども、もし仮に20年先にここに書いてあるような内容になったとした

ら、その20年間には今が20%かそこそこですよね。それが30、40、50、60と80にいく

までの聞には、燃すものがあるわけですね。そっちの方をおろそかにして、この方法だ

けでいったときに、このような問題がどうなるのかと心配があるんですね。ですから、

この 3点について、簡単にお答え願いたいと思うんです。

0議長(馬場繁夫君) 環境共生部長。

0環境共生部長(笹木延吉君) 1点目のダイオキシンの対策は十分かということでご

ざいますが、先ほどお話ししたように、ダイオキ シンは平成14年を目指してクリーンセ

ンターの焼却炉では 1ナノグラムにすると。もう一つは、小型焼却炉で相当ダイオキ シ

ンが出ているというような話がございます。東京都では、小型焼却炉にかかるばいじん

及びダイオキシン類、排出抑制指導要綱等を定めて規制に少し入ってまいりました。 た

だ、十分ではございません。特に家庭の小型焼却炉は、私ども実態も数もつかんでおら

ない状況でございます。そういった小型焼却炉のダイオキシン関係については、今後そ

の対策を十分検討してし、かなきゃならない問題だと思います。

環境基本計画では、小型焼却炉については御指摘のように余り触れていないところで

ございますが、基本計画は最初に議員さんがお話しになったように、 109名の応募をい

ただいた市民の方々の熱意で、つくられたものであり、 一つの将来の方向として位置づけ

ております。夢といっては本当に失礼なんですけど、今90%燃すような状態になってい
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るその逆として90%をリサイクルしよう、そういうごみゼロ社会に向けての、将来の方

向というふうに考えております。

それから、落ち葉、生ごみをすべて堆肥化できますかという御質問でございますが、

確かに基本計画の中では、落ち葉、生ごみの堆肥化システム、雑紙のごみが半減します

というふうに書いてございます。これも、遠い将来の方向ということに理解しておりま

す。遠いといっても10年とかそういうオーダーのことでございます。で、落ち葉、生ご

み、一般家庭や公園、街路樹なと、から発生した男定枝、雑草、落ち葉などは、これまで

それぞれの場所やクリーンセンターで焼却されてきました。基本的に焼却するというこ

とに対して、ここ 1年特に自制する傾向があり、それらがダイオキシンの関係なんです

けど、すべてクリーンセンターに持ち込まれて、したがって可燃ご、みの増量につながっ

ております。近年、この落ち葉や枝葉をチップ化して堆肥化するという技術が開発さ才工、

既に日本道路公団や鎌倉市、世田谷の砧公園、それから、この 4月から町田市でも実用

プラントの運用が始められております。理論的に堆肥にさま変わりするといいましでも、

現在の技術では、まだキョウチク卜ウ、アセビ、漆などの毒のある樹木は搬入できませ

んし、根はだめとか直径15センチ、 2メートル以下とかいろいろな規制があって、まだ

まだ解決しなければいけない問題が多いのが実態です。生ごみについても堆肥化できる

わけで、そうすれば少なくなるというのは理解できますが、最終的に使っていただける

システムとか農家の減少とか、でき上がった堆肥の質的なことも含めて、これから課題

がたくさんあるのではなL、かと思います。

やはりごみとしないでリサイクルする考え方は必要でありますし、しかし、現時点の

対応と将来的にどうあるべきかについては、それぞれに考えていきたいと思っておりま

す。

もう一つのプラスチック類の完壁な回収システムでございます。日野市ではプラスチッ

ク類のごみは不燃物扱いとして収集されておりますが、可燃や粗大ごみの中に相当含ま

れております。平成9年度のごみの中に約9.000トンものプラスチック類のごみが排出

されていると推定されます。プラスチック類の資源回収は発砲トレ一、ペットボトルの

みで資源回収されております。平成12年の容器包装リサイクル法が完全施行され、プラ

スチック製容器包装については、法的に実施されます。 しかし、肝心の分別基準、運用

方法については関係各省庁において準備中で、現状では案のみの連絡となっております。

日野市においても、国の通知を待ちながら回収方法等について検討しているところであ

ります。また、プラスチック類については、材質の問題、製品の場合には複合材の問題
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により、マテリアルリサイクルを進める難しさがあります。

したがいまして、現在では容器包装リサイクル法のプラスチック製品のリサイクル完

全実施するにも、回収、分別、保管、またプラスチ ック製の種類の多さ、性質、使用材

料の複雑さなどに頭を痛めているところであります。さまざまな情報を収集しながら、

資源循環型の社会を目指して進んでいきたいと思っております。

それから、先ほどの平成12年10月を目指してというふうに、ダス トボ ックスを思って

おります。 1年10カ月と理解しております。よろしくお願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) 内田勲君。

024番(内田 勲君) ありがとうございました。

部長の方から、ある意味では夢だというようなことを言われましたけれども、そこま

で言っ ちゃうと問題だと思うんですね。私も、これは最終的に持っていきたいという、

理想的なあるべき姿だと思うんですよね。ですから、ここに書いてあるような方向には

ぜひ持っていただきたいと思うんですね。ですから、そういう努力をするのはもちろん

結構なんですけども、そのときに、それにいかないときの問題を並行していけば、当然

いかない部分は燃すなり埋めるところへくるわけですから、それを怠らないようにして

いただきたいということを言いたいんですよね。

ですから、プラスチック類が完壁なシステムができて、落ち葉も生ごみも全部堆肥化

できれば、こんないいことはないんです。ですから、そういう努力をぜひしていただき

たいと思うんですね。

それから、この書かれているような内容に持ってし、く場合には、先ほども言いました

ように、部長以下リサイクルセンターの人たちが、もうそれこそ毎日 5時過ぎにどっか

の町内へ入っていく。土日も入っていく ぐらいのことを 1年なり l年半ぐらいやるぐ ら

いの気持ちがないと、私はまず自治会の徹底なんでできないと思いますよ。幾つかの大

きいところだけ行って、あと文書を流す程度じゃ、せいぜい今のリサイクルは、私が思

うに50%いけばもう十分だと思うんですよ。それを90%まで持っていくなどということ

は、それは並み大抵なことじゃないですよ。だから、部長なりリサイクルの方で¥この

基本計画、これでい くんだというふうに決めてもらっても結構ですけれども、それには、

それだけの覚悟をして取り組んでいただきたいということを強くお願いしたいと思うん

です。

それでは、次にダイオキ シンを抑制するシステムの恨幹は完全燃焼にあるという観点

から、日野市の焼却施設も含めて日本の焼却設備、これの現状を見たときに、完全燃焼
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を実現するシステムの整備、これが欧米の先進国に比べると非常に落ちるんですよね。

あるいは設備がおくれているといいますかね、これはどうしてなのか、その違いですね。

それは、廃棄物処理システムの中での焼却処理の位置づけの違いだと思うんですよ、私

は。そういうふうに考えたときに、日野市の場合にはこの焼却設備というのはどういう

位置づけにしたのか、こういうことも考えていかないといけないんじゃないかというふ

うに思うんですね。

それで、先ほどから部長の方らサーマルリサイクルあるいはマテリアルリサイクルと

いう言葉が出てきておりますので、私もそれを使った方がしゃべりやすいので使わせて

いただきますけけれども、質問の冒頭にダイオキシン対策、あるいはダイオキシンの問

題を解決するときに、いろんな誤解があって、それが解決を拒んでいるんじゃないか、

こういう話をしましたけれども、その誤解はどんなものかということを私考えてみたん

ですけれども、その第 1はマテリアルリサイクルがダイオキシン問題をすべて解決する

としづ、この誤解だと思うんですよ。要するに、再生品というものをつくるにはまずコ

ストがかかりますよね。それから、品質は新しいものに比べて低いですよね。それから、

そういうものをっくり上げる技術がまだ未成熟である、こういう三つの問題を抱えてい

ると思うんですね。

それから、マテリアルリサイクルに回す原料、要するにリサイクルして集めているも

のですね。これが特に一般廃棄物の場合には適さないんですよね、いろんなものがまざっ

ているから。これがどんな状況かといいますと、まず産業廃棄物だったら40%ぐらいう

まく回っているんですね。要するにマテリアル リサイクルで・すから、ぐるぐるぐるぐる

回るわけで しょう。これが40%ぐらい産業廃棄物であるんですね。どう してかというと、

排出する人と利用者が非常にそこに密接な関係があるわけです。例えばフィルムをつく

ると銀を使うんですね。で、写真を撮って現像するとき銀が流れるわけです。その処理

した水は、また回収してきて銀を回収して、またフィルムに塗るんです。で、また写真

を撮る。これはぐるぐる回って銀というのは、もうこの自然界には限られているので絶

対捨てないんですよね。 o.何グラムでも管理してやっていますから、そのぐらい大事に

銀と いうのはフィルム産業では使っているんですね。ですから、 一生同じ銀が回ってい

るんですよ。そのくら いぐるぐるぐるぐる完全な、これはマテ リアルリサイクルなんで

すね。

そのほか、例えば食品会社などというのは、 今まで魚を調理して缶詰っく りをした と

きに、生ごみがどんどん出たと思うんですけども、 その食品会社が関係会社、 ある いは
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下請会社といいますか、そういう会社で養殖事業をもしゃったとしますよね。ウナギを

育てているとか鯉を育てるとか、そうしたときにその食品会社は、そこへ出た廃棄物を

えさとしてそっちへ回しますから、ここでは非常に選別するわけですよ、むだがないよ

うに。そういうふうに、次に使うところが自分の関係が濃い関係会社だとか、そういう

ところだと、非常にこれはうまく回るんですね、これも。そういうことがあるんで、産

業廃棄物というのは一般廃棄物よりうんと高い、そのリサイクル率がですね。

それに比べて、 一般廃棄物というのはいろんなものがまざっているわけですから、古

紙といっても新聞の中には広告も入っていればいろんな資料の紙も入っているでしょう

し、そういうものが入っているから、そこからまた再生紙をつくるといっても品質が非

常にばらつくわけですね。ですから、 一般廃棄物からのリサイクルというのは非常に難

しいわけです。ましてや廃棄物から出た新聞や何かから、また再生紙をつくるあるいは

トイレットペーパーをつくる、そういう場合にはトイレットペーパーでしたら、もう l

回使ってそれっきりになるわけですから、こはもうマテリアルじゃないわけですね。サー

マルリサイクルになちゃうわけでしょう。

ですから、そういうこともあるんですけれども、そういった直系かそうじゃないかと

いうことによって非常に違うわけですよ。そのときに、その一般廃棄物をこの産業廃棄

物よりさらに高く持ってし、く、さっきの話だと、 一般廃棄物を40%まで持っていこうと

いうことでしょう。 50%が生ごみの関係ですからね。だから、とてもじゃないけど、そ

こへ持っていくというのも、今の現状から見ても非常に難しいということは言えると思

うんですね。

それから、 2点口は減量、分別を市民の方にお願いするわけですけども、それには、

先ほどもちょっと言いましたけども、個人がそれに協力しやすいような環境づくりをや

らなきゃいけないんですよね。{fIJえば個人に対して負担がすごくかかること、あるいは

プライパシーの侵害にかかるような、こういうことがあったんではなかなか協力しても

らえないんですよ。ですから、ごみの袋を透明にするなどというのは嫌がりますよね。

それから、分別したものを遠くへ持っていくとか、それから、なかなか取りにきてくれ

なし、からうんとたまっちゃって多くの量を持っていくなどというのは嫌がるわけです。

ですから、前に言ったように、なるべく家のすぐ近くに出せて、しかも出したらすぐ持っ

ていってくれるような、そういうのに近い形にした方が協力してくれると思うんですね。

ですから、そういうふうにやってし、かないといけないんだろうと。だけど、それがすべ

てダイオキシン問題を解決することにもならないんですよね。そういう誤解もあります。
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それから、誤解の第3は脱塩によってもダイオキシン問題が解決できる、要するに燃

さなくていいですよと言いますが、脱塩がどのくらい難しいかということなんですが、

この塩素を含む物質が多いために、完全な脱塩というのはまず不可能だと私は思うんで

すけども、かなり進んだとしますよね。それで、わずか残った塩でも、ダイオキシンと

いうのは少しの塩素から、あと有機物があればできちゃうわけですよね。ですから、こ

の塩というのが残っている以上、ダイオキシン対策というのは絶対やらなければならな

いんですよね。ですから、どうしても焼却設備というのは必要なんですね。

ですから、この三つでさっき言ったマテリアルリサイクルが完全にで、きる。あるいは

廃棄物の減量、それと分別が徹底してできたと。それから、塩分もそこそこにとれるよ

うになったといったからといっても、必ず燃す分は残るんです。ですから、ダイオキシ

ン対策はやらざるを得ないんだということを、私、 言いたいんですね。

そこで、私はごみ処理の基本的な考え方の周知徹底ということで、この環境基本計画

の中にも 4本柱で乗っております。廃棄物の発生回避、抑制。それから 2番目が再使用、

リユースですね。それから、 3番目がマテリアルリサイクノレ。それから、 4番目が熱回

収と書いてあるんですけれども、私はここは言葉の問題ですけど、熱回収を含むサーマ

ルリサイクルだと思うんですね。ですから、ほぼ私と同じなんですけども、ただ違うの

は2本柱でいくというところまで、決めつけるかどうかなんですね。私は、できれば上か

ら順番に力を入れて。これでだめだったら 2番、 2番でだめだったら 3番、 3番がだめ

だったら 4番にというふうにいくのがいいと思うんですね。でも、必ず3番をするにし

ても 4番するにしても、やっぱり真剣に取り組んでいただきたい、そのことを強く申し

上げたいんですね。

それで、廃棄物の焼却処理が必要な方策であるということを踏まえた上で、ダイオキ

シンを十分に抑制することができる廃棄物の処理システムを構築することが必要である

と、私は思うんですね。ダイオキシン生成に最も強い影響を与えているのが不完全燃焼

であると、こういうことを踏まえれば完全燃焼に的を絞った対策が重要である。ですか

ら、ぜひここをやっていただきたいというふうに思います。

それから、日本は欧米先進国に比べて完全燃焼の達成度が低いというのは、その理由

は、まず欧米では燃焼処理を早くからサーマルリサイクルに位置づけているんですね。

要するに、ごみを燃して熱を利用して発電する。タービンを回して電気をおこす。それ

をリサイクルの一環としてやっているんですね。そのときに、ですから既にもう完全燃

焼ということに取り組んでいるんですね。ところが、日本の場合には、どうも最初はこ
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ういう考えじゃなくて、衛生処理からきているようなんですね。ごみがそこにあったら

不衛生であると。それから、邪魔だということから、では燃しちゃえと。するときれい

になっちゃいますよね。そう いう衛生上からきて、それを燃して、そこから熱を利用し

てやるなどというのは、近年になってからだと思うんですよね。日野市も、恐らく63伝

平成に入る直前ですよね、今のこのサーマルリサイクルにしたのがね。恐らく日野市に

ついてもそうだったと思うんですね。

そのほか、さらに温暖化防止の観点からしてもサーマルリサイクルというのは、私必

要だと思うんですね。わざわざ電気をつくるんじゃなくて、そういうものどうしても燃

さないとならないものが出てくるはずですから、それを燃したときに、できるだけ熱を

利用して電気をおこすというような推進も、重要な課題ではないか、こういうふうに思

うんです。

以上、私、時間がなし、からいろいろ早口で言いましたけれども、この環境基本計画の

リサイクルのところを見たとき、今のようなことをいろいろ感じたんですけども、以上

の私が言ったようなことを長々と聞いていただきましたけれども、部長どんなふうにお

感じになったかお伺いしたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 環境共生部長。

O環境共生部長(笹木延吉君) 大変勉強させていただきました。

まず、先ほども申しましたように、私たちが何回、 100回、 200回ですね、そういっ

た小さな集会でも出向いて、今の現状、地球温暖化から日野市の現状、それからダスト

ボックス廃止、それから収集方法についても、できるだけ市民の方が出しやすい状況、

例えばダストボックスを廃止したところに、今420カ所ぐらいのリサイクルステーショ

ンでございますが、それを持っていくとか、あるいは青梅市のように戸別で回収に行く

とか、今より少し進んだ方法で、出しやすい方向でしなければ、さらに資源化率、リサ

イクル率、すべての面でかなりのプラスに持っていくには厳しい状況があると思うんで、

その辺のところは御指摘のとおりだと思って、十分そういった方向で実施していきたと

考えております。

たくさん御提言いただきまして、今ちょ っと頭が混乱しているところでございますが、

マテリアルリサイクル、それから分別を徹底、脱塩、私どもの検討していることの方向

を教えていただいたような気もいたします。マテリアルリサイクルは、材料として紙か

ら紙に利用する、またプラスチックからプラスチックにするとか、そ ういったものに再

利用する、リサイクルするということで、確かにお金がかかる リサイクルでございます。
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とにかく発生源でまずごみを出さない、少しでも質素な生活をする、そういったことを

心がけねばいけないんではないかと考えております。

とにかくいろいろ勉強になりました。以上でございます。

O議長(馬場繁夫君) 内田勲君。

024番(内田勲君) それでは、最後に市長の方から、この環境基本計画を見てどう

お考えになったのか。それとあわせて、私が今、それについて若干異論といいますかね、

こういうことも気をつけながらこの方向で進めてほしいというふうに申し上げましたけ

ど、その辺について何かお考えがありましらお伺いしたいと思うんです。

0議長(馬場繁夫君) 市長。

0市長(馬場弘融君) 内田議員から、ごみ行政の今後ということで幅広い見識の中で

いろんなアイデアをお伺いしたわけであります。私も非常にお聞きしながら勉強させて

いただきました。

環境基本計画の素案でございますが、本当に大勢の市民の皆さんが、何度も何度も 1

年間集まる中で自主的につくっていただいたということで、大変私、高く評価をしてお

りますし、すごいものができたなという感じを持っております。ただ、確かにすぐにこ

れをやれと言われでもなかなか難しい問題がたくさん並べられております。そういう意

味では、将来のごみゼロ社会に向かつて、第一歩を踏み出していくための大きな指針と

して大事に扱っていきたいというふうに思います。そういう中で一部解釈といいますか、

考え方について、内田議員の別な考え方もあるようでございます。そういったことも、

これから市民のいろんな声も集めるわけでございますので、そういう中であわせて検討

させていただきたいというふうに思います。

いずれにいたしましでも、ごみをよりなくす、ゼロに持っていくには、行政はもとよ

り市民の皆さん、業者も含めてでありますが、大勢の皆様の協力といいますか、同じ方

向を向いてやろうという意欲がなければできないと思います。そういう意味で、できる

だけ知恵をあわせて協力し合ってやっていきたい。で、引き続き御指導いただきたいと

思います。

0議長(馬場繁夫君) 内田勲君。

024番(内田 勲君) どうもありがとうございました。

最後に補足的にお願いしたいんですが、私のところにも行政のいろんな部署からいろ

んな資料が届くときに、新しい封筒に入っていろんな資料をいただくんですけども、も

らった時点でもうその袋は要らなくなるのですけども、その袋を回収するシステムがな
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いんですよね。私の職場一一コニカなんか行きますと、古いやつにいっぱ~，あて名書き

が張ってありまして、一つの袋でそれこそ何回もいろんな人のところへ回るんですよ。

来たやつの袋をあけたら、その袋へ今度また自分の資料を入れてほかの人へ回すと。で

すから、日野から東京、東京から関西、北海道とか九州、|とかいろいろ圏内一周してくる

袋もあるんですね。そのくらい、一つの袋が利用されている。しかもその袋は市販され

ているのを買ってきたんじゃなくて、外から郵送されてきた袋を、また利用するんです

ね。そういう形で、かなり古い袋が何回も使われているんです。

ところが、この日野市役所へ来ますと新しい袋ばっかりが目につくんですね。ですか

ら、ぜひこういう袋もごみにならないように、できるだけもう要らなくなったら、どこ

かへこの袋を置いておけば、またそれを使ってもらえるように、少なくとも我々とかあ

るいは職員間であれば、 1回使った袋でもいいと私は思うんで・すね。できれば、そうい

うことも検討していただきたいと思うんです。

それから、庁舎の中の職員の方の中には「赤旗」を読んでいる人が大勢いるんですけ

れども、この「赤旗」も、ぜひ日本共産党日野市議団の方にお願いしたいんですけども、

自分たちが売った新聞ですから、その読み終わった新聞をまた回収したらいかがですか

ね。今、それがごみになっていっちゃうんですよ、「赤旗」が。それで、最近聞いたこ

となんですけども、 I~、ゃだけど無理やりとってる赤旗を 読んだふりしてリサイク

ノレ」そういうふうに言っている人もいるぐらいで、とにかく「赤旗」がごみになったり

あるいはリサイクルに回っているとしても、それだけの手を煩うわけですよ。ですから、

よく共産党の人は、事業者負担、事業者負担と言うわけですから、自分たちの共産党が

つくった新聞を売ったら、ぜひまた回収することも考えてください。相当、この市役所

の中のリサイクルボックスの中に「赤旗」が入っているはずですから。それでもうとに

かく義理でとっている人が多いんですから。(笑い声)ほとんど読んでいないのを捨て

であるのがあるんですよ。そういうこともよくわかりますから、ぜひ回収をしていただ

きたいというふうに思います。

以上で終わります。

0議長(馬場繁夫君) これをもって22の2、こポみ行政の今後についての質問を終わり

ます。

お諮りいたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕
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0議長(馬場繁夫君)

に決 しました。

御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長すること

お諮り いたします。議事の都合により暫時休憩いた したいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

Cf異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長(馬場繁夫君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

午後4時57分休憩

午後5時58分再開

これより議案第99号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長 (馬場弘融君) 議案第99号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例の制定についての提案理由を申し上げます。

本議案は、日野市一般職の職員の給料及び扶養手当を改定するため、日野市一般職の

職員の給与に関する条例の一部を改正するものであります。

詳細につきま しては担当部長より説明いたしますので、よろしく 御審議のほどお願い

申し上げます。

0議長 (馬場繁夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(小遣春童君) それでは議案第99号、日野市一般職の職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例の制定について御説明をいたします。

初めに第7条扶養手当の関係でありますが、新旧対照表によりまして御説明をいたし

ますので、恐れ入りますが8ページ、 9ページをお聞きいただきたいと思います。第 7

条第4項は、扶養親族のうち欠配第 1子を除く満16歳の年度初めから、満22歳の年度末

までの子に対し加算する額を4.000円から5.000円に改めるものであります。

次に給与改定でありますが、恐れ入りますが、前に戻っていただきま して3ページを

お願いいたしたいと思います。 3ページは給料表の別表第 1でございます。 4ページ、

5ページは別表第2、別表第2の2をそれぞれ改めるものでございます。

本年度の給与改定につきましては、国及び都の給与勧告を参考に、給料表 1及び給料

表 2の適用者は0.76%、 5ページの給料表3の適用者は0.74%の改定を行うものでござ
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います。

次に 6ページの付則でございます。第 1項は施行期日及び適用日を定めたものであり

ますが、この改正条例につきましては、平成10年4月1日から遡及して適用するもので

あります。第2項の最高号給等の切りかえにつきましては、参考資料にありますとおり

でございます。第3項は給与の内払いという規定になっております。

以上、給与の条例の改正部分について御説明を申し上げましたが、本年度の給与改定

の内容等につきましては、お手元に給与改定の概要を配付させていただいておりますの

で、御参考にしていただきたいと思います。よろしく御審議のほどお願いいたします。

O議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省

略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって、本件については委員会付

託を省略することに決しました。

本件について御意見があれば承ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。

本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第99号、日野市一般

職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決され

ました。

これより議案第100号、日野市長等の給与に関する条例の特例に関する条例の制定の

件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登国〕

0市長 (馬場弘融君) 議案第100号、日野市長等の給与に|期する条例の特例に関する

条例の制定についての提案理由を申し上げます。
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本議案は、市長・助役及び‘収入役の期末手当を減額するため、日野市長等の給与に関

する条例の特例に関する条例を制定するものであります。

詳細につきましては担当部長より説明いたしますので、よろしく御審議のほどお願い

申し上げます。

0議長(馬場繁夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(小;畢春童君) それでは議案第100号、日野市長等の給与に関する条例の

特例に関する条例の制定につきまして御説明を申し上げます。

議案書の 2ページをお聞きいただきたいと思います。

市長等の期末手当の額に関する特例といたしまして、第 2条でございます。平成10年

12月に支給する市長等の期末手当の額は、市長等の給与条例第4条第3項の規定により

算出した額に、市長につきましては100分の70に、助役及び、収入役につきましては100分

の85に減額するものでございます。

付則でございます。この条例は公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する

というものでございます。付則の 2といたしまして、この条例は平成10年12月31日限り

で、その効力を失うという内容のものでございます。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。佐瀬昭二郎君。

012番(佐瀬昭二郎君) ただいまの御説明で提案の内容は理解をいたしましたけれど

も、提案の理由については一言も御説明がありませんでした。なぜこの提案をされたの

か理由を御説明いただきたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 総務部長。

0総務部長(小津春童君) 提案の理由でございます。

今日の財政状況等をかんがみまして、市長よりみずからの給与等を減額いたしたいと

いうことが理由でございます。

以上でございます。

0議長(馬場繁夫君) 佐瀬昭二郎君。

012番(佐瀬昭二郎君) 財政状況等を考慮して提案をするということですが、今回の

措置でどれぐらいの、いわば財政的効果があるのか額を教えていただきたいと思います。

(1代表者会議で・言ってるじゃないか。市長が言ってるじゃないか、代表者会議で」と呼

ぶ者あ り)

0議長(馬場繁夫君) 総務部長。
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0総務部長(小;畢春童君)

以上でございます。

0議長 (馬場繁夫君)

約220万円ほどでございます。

佐瀬昭二郎君。

012番 (佐瀬昭二郎君) 今日の財政状況等を考慮してということですが、どのように

考慮してわずか220万円の減額を提案してきたのか、もう少し踏み込んだ御説明がいた

だきたいと思います。

確かに市の財政状況は大変厳しいということは、私も理解しております。(，そのぐら

い子どもじゃあるまいしわかるだろう」と呼ぶ者あり)しかしながら、なぜこのような

提案をされたのか…… (，じゃ反対かよ」と呼ぶ者あり)市民の皆さんにも説明をしな

ければいけない立場であります。(，言わなくたってわかるだろう」と呼ぶ者あり)市長

としては、今日、市の財政状況が大変厳しくな っていることに責任を感じるから、この

ような提案をされたのか。あるいはこれから大いに力を発揮して、市民生活を支えると

いうことを含めて、今日の経済不況を乗り切っていくんだと、そのことに対して先行き

の展望が明確に持ち得なし、から、あらかじめ謝っておこうというのか、 いろんな理由が

あると思うんですけれども、もう少しわかるように説明をしていただきたい。

0議長 (馬場繁夫君) 助役。

0助役 (小俣雅義君) この提案を素直に受け取っていただければ、みずから明らかに

なると思います。やはり今の財政状況の中で、新年度へ向けていろんな厳しい予算編成

をしていかなければなりません。その段階で、市長を初めとする執行部の理事者という

ことで、とりあえずみずから減額をすることによ って気を引き締めて、これからの難関

に対処していくというのが、この減額の趣旨でございます。(，異議なしJ，了解」と呼

ぶ者あり)

0議長 (馬場繁夫君) 佐瀬昭二郎君。

012番 (佐瀬昭二郎君)

ろしいですね。

O議長 (馬場繁夫君)

O助役 (小俣雅義君)

O議長 (馬場繁夫君)

決意を示すために提案をする、 そういうふうに受け取ってよ

助役。

そのとおりです。

これをもって質疑を終結いたします。

お諮り いたします。 ただいま議題となっております木件については、委員会付託を省

略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(，異議なし」と呼ぶ者あり〕
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0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって、本件については委員会付

託を省略することに決しました。

本件について御意見があれば承ります。名取美佐子君。

06番(名取美佐子君) この財政難を乗り切るためには、市長を初め助役、収入役に

は、今まで以上に御苦労していただかなければならないというわけですから、本来なら

期末手当をカットするどころか、さらに上乗せしてこれだけのことをやりますと、堂々

と役割を果たしていっていただきたいと思うところです。 (1そのとおりです」と呼ぶ者

あり)カットすることで財政難が乗り越えられるというわけではないという点は強く指

摘させていただき、ただみずから血を流していただくというお気持ちは十分わかります

ので、その点については酌み取らせていただいて、賛成の立場を表明いたします。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) これをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。

本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第100号、日野市長

等の給与に関する条例の特例に関する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第101号、日野市教育委員会教育長の給与等に関する条例の特例に関す

る条例の制定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(馬場弘融君) 議案第101号、日野市教育委員会教育長の給与等に関する条例

の特例に関する条例の制定についての提案理由を申し上げます。

本議案は、教育長の期末手当を減額するため、日野市教育委員会教育長の給与等に関

する条例の特例に関する条例を制定するものであります。

詳細につきましては担当部長より説明いたしますので、よろしく御審議のほどお願い

申し上げます。

0議長(馬場繁夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(小津春童君) それでは議案第101号、日野市教育委員会教育長の給与等

に関する条例の特例に関する条例の制定につきまして御説明を申し上げます。

議案書の 2ページでございます。
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教育長の期末手当の額に関する特例といたしまして、平成10年12月に支給する教育長

の期末手当の額を100分の851こ減額するものでございます。

付則でございます。この条例は、公布の日から施行し、 平成10年12月1日から適用す

る。 2番目 といたしまして、この条例は平成10年12月31日限りで、その効力を失うとい

う内容のものでございます。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省

略いたしたいと思いますが、 これに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって、本件については委員会付

託を省略することに決しました。

本件について御意見があれば承ります。

(1なし」 と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。

本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第101号、日野市教

育委員会教育長の給与等に関する条例の特例に関する条例の制定の件は原案のとおり可

決されました。

これより議員提出議案第28号、日野市議会議員定数削減検討特別委員会設置の件を議

題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。小山良悟君。

(30番議員登壇〕

030番 (小山良悟君) 議員提出議案第28号の提案理由を申し上げます。

我が国は政治は三流、経済は一流とやゆされながらも、 1980年代はパフソレ経済が生ま

れ世界の品先端を行く経済大国でありました。 1人当たりの国民総生産は、人口1，000

万人以上の国では;最高の水準でした。先端技術を駆使した製造業の国際競争力は強く、
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急激な円高にもかかわらず輸出は減らず、企業利益は史上最高を記録し、倒産件数や失

業率は最低の好景気を満喫してきました。そのバブル景気のおかげで自治体の税収入も

右方上がりで、財政運営にもかなり余裕がありました。ところが一転して、パフ許ル経済

が破綻をして金融機関や不動産会社、さらには建設会社など企業の業種を問わず、規模

の大小を問わず、巨額の不良債権を抱え込み、その処理にのたうち回っている状況に追

い込まれました。

それに加えて、世界の流れがあらゆる分野で急激に変化して、国際化時代からボーダ

ーレス化、グローパル化と移行してきました。関税の撤廃、輸入の自由化など規制緩和

の流れが進行してきたり、日本が得意とする企画大量生産型の工業は、エレクトロニク

スの制御技術の進歩により、労働の秩序と経営のノウハウのある国はどこでも生産でき

るようになり、いつの聞にか日本も国際競争力が低下し、その対応を迫られている状況

になってきたのであります。

金融機関も大蔵省の手厚い保護のもと、いわゆる護送船団方式で経営が守られてきま

したが、不良債権を抱え、金融の自由化に伴って国際的な競争力を備える必要性に迫ら

れ、金融ビッグパンのあらしにもまれ青息吐息の状態であります。銀行の本来の役割で

ある企業への融資も渋り、今や国民の信頼を失いかけています。金融機関の再生に向け

て、必死のリストラを実施してもがいているのが現状の状況でございます。

一方、民間企業も国際競争に勝ち残るために、多くの犠牲者を出しながら懸命のリス

トラを実施して、血のにじむようなサパイパルの努力をしています。大企業のリストラ

のあらしの中、零細企業はその存続すら許される状況ではありません。路頭に迷う人も

多く失業率も4.3%は戦後最大であります。企業内失業者も数多く出ている状況にあり

ます。

そんな経済状況の中で、追い討ちをかけているのが少子高齢社会の到来です。高齢化

によって問題なのは、医療や介護の需要が増大し、生産力が低下することであります。

少子化によって問題なのは、若者の減少によって消費需要と生産力が低下することであ

ります。また、少子高齢社会での大きな問題は、年金に対する信頼であります。現在の

ところ、年金の支給額より掛金が多いのでありますが、近い将来、これが逆転し年金制

度の維持が困難になることが予想されます。このように経済不安の上に高齢化に伴う社

会不安が重なり、国民の消費マインドは冷える一方で、景気回復の大きな足かせになっ

ています。

当然、のことながら、自治体の税収入にも大き く響き、多くの自治体が財政運営に行き
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詰まっています。これまでのような要求すれば簡単に予算がつくとし寸時代ではありま

せん。財政が厳しくても、市民生活を守っていかねばならないのが行政であります。 し

たがって、市民の負託を受けている行政は歯を食いしばって負託にこたえる責任を果た

さなければなりません。そのためには、徹底的な行政改革の実施であります。政策の見

直しは当然のこととして、職員の削減も実施してし、かねばなりません。

今年度、巨額の歳入不足に見舞われ赤字決算となる東京都でも、青島知事はこの 3年

間で4，700人の職員を削減することを打ち出していますが、 一層の見直しが必要として、

新たな削減計画を今月末にさ らに発表すると表明しました。日野市も同様の対応を迫 ら

ざるを得ない状況でございます。

これまで多くの議員から何度となく行政改革を強く求めてきました。これまで述べて

きた社会情勢の状況では、今こそ真剣にこれを実行していただく時期であります。議会

側も行政側だけに改革を求めるだけでは、市民の信頼は得られません。みずからも身を

削って効率的な議会運営を図り経費の削減に努めなければなりません。 したがって、職

員の定数削減を初め行政改革を求める中で、議会側でも議員の定数削減について特別委

員会を設置して、そのあり方を検討するのは当然、の責務と考えます。この際、地方自治

法第110条に基づく特別委員会の設置を提案いたします。

議案の内容について、御説明申し上げます。

地方自治法第110条並びに日野市議会議員条例第6条及び第8条の規定により、特別

委員会を設置するものであります。特別委員会の設置に当たりま しては、1.名称、日

野市議会議員定数削減検討特別委員会。 2.付議事件、日野市議会議員の定数削減につ

いての調査 ・研究。 3. 委員定数、 10人。 4. 委員の選任、議会で選出する。 5.期

間、閉会中も審査できるものとし、本審査が終了するまでとする。

以上であります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。奥野倫子君。

03番(奥野倫子君) 質問させていただきます。 4点。

今、 地方分権が叫ばれ、 国の責任をどんどん地方自治体へおろして押しつけていく と

いう強引なやり方がなされているわけですが、そういう中で、多くの専門家からも地方

自治体と地方議会の役割はますます大きなものになっていくと指摘されています。そう

いう時代の流れを考えるならば、議員定数を削減するのではなく、議会をどう活性化さ

せるのかという点を議論すべきと考えますが、その論議抜きに定数削減の話が出てくる

のは、 )1国序が逆であると考えます。地}j分権にかかわる質問もほかの議員さんからされ
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ると思いますが、私はその点に絞って質問します。

2点目。地方自治法の議員定数の定めは人口を基礎にしているわけで、条例で特にこ

れを減少することができるとしていますが、特にというのは人口の急減など特定の事由

のことで、経費削減という事由はこれに当たらないとする法解釈が一般的なわけですが、

その点をどう考えていらっしゃるのか。

3点目。財政難とか経費削減という理由で、もし定数削減が提案されるとするならば、

今日の財政難が議員定数が多過ぎたために発生したという明確な根拠があるのか。つま

り、今の議員数が明らかにむだだったという事例があるのか。まず住民から選ばれた議

員がいて予算を審議するというのが筋であって、今回のケースのように、まず予算があっ

て、それが足りないからといって、今でさえ法定定数よりも10人少ない日野市の議員を

さらに減らすというのは本末転倒、議会軽視だと思いますが、それについていかがで、しょ

うか。

4点目。学校の問題でも適正規模と適正配置というふうにちゃんと並べてやっている

わけですが、 (1学校と議員と間違えちゃ困る」と呼ぶ者あり)今回の提案は、削減のみ

に絞っていきなり定数のみを減らすという大変乱暴なやり方だと思います。議員定数の

規模を考えるんであれば、配置も考えなければならないと考えますが、いかがでしょう

か。つまり、現状を見ますと、ある地域からは10人ぐらい立候補しているのに対して、

ある地域からは 1人か 2人しか出ていないという政治的なアンバランスがあるわけです

ね。 10人出ている地域については、それぞれが違う政党や個人のぶつかり合いですから、

とてもいいことですけれども、少ない地域の住民にとっては、議員が 2人いるといって

も、自分の思想や信条と違う議員であれば、やはりよその地域に住んでいる候補者に投

票することになります。そうすると、やはりその投票した議員は自分の地域のことで手

いっぱいで、やっぱりよそへは手薄になってしまうという状況の中で、不平等が現実に

生じているわけですね。日野の中でそういう不平等が今、地域の中で存在しているわけ

です。

したがって、どうしたらそのような地域からも議員が出すことができるかということ

を検討するならば、必然的に定数をふやすという方向に行かざるを得ないと、私は考え

るんですね。このアンバランスの問題に対しての検討を抜きに、憲法や地方自治法に保

障された権利の侵害を無視して検討がされるんでしょうか。

4点お伺いします。

O議長 (馬場繁夫君) 小山良悟君。



030番(小山良悟君) 4点にわたって御質問いただきました。

まず第 1点です。地方分権、国が押しつけてきてどうのこうのということであります

けれども、そういう時代、流れになってきているのは事実であります。地方分権は市町

村だけではなく、まず都道府県に権限委譲とか事務委任とかそういう形でくるわけで、

全部が全部市町村にくるわけではありません。また、市町村でもそういうふうな地方分

権で役割が行政にもふえてくるということでありますけれども、そういう中で、私ども

は今のこの社会情勢の中で、特に財政がとにかくなければ市民生活を守ることができな

い。これがもう行政として絶対外してはならない義務であります。そういった市民に対

して、最低の義務を果たすためには、その体制を整えて仕事をこなしていかなければな

らないわけであります。したがって、仕事はふえるということもあるでしょう。そうし

ましたら、これはまた、職員の皆さんも数を減らしても、仕事の量をふやしても、この

体制をとって市民の負託にこたえていくというふうに考えてし、かなきゃならないという

ふうに考えるわけであります。

したがって、議員ももしこれは委員会で論議されて、どのような方向、結論になるか

わかりませんが、削減になった場合にはそれなりに各議員が今まで以上に、もうそれこ

そ2倍 3倍の役割を果たすという意気込みで、この社会的な危機を乗り切っていくとい

うことが必要だというふうに考えますので、今後、この職員の定数削減あるいは議員の

定数削減というのは、日野市に限らず他市でもそういう動向にもありますし、今後そう

いう状況になっていくんではないか。それは、あくまで主権者である市民の生活を守る

ために、行政がそして議会が、その体制をつくって役割を果たしていかなければならな

いという世の情勢の中での対応だというふうに考えます。

2点目の特定の事由。もう一度ちょっと恐縮です。 (1しっかりやればいいんだ、委員

会でJ1堂々と委員会でゃなさいJ1大事な発言だ」 と呼ぶ者あり) 2点目、済みません。

O議長(馬場繁夫君) 奥野倫子君。

03番(奥野倫子君) 条例で特にこれを減少することができるという規定は、この

「特に」といのは人口の急減一一急激的な減少という場合であって、経費削減という事

由は含まれていないというふうに、 一般的に法解釈ではされています。

0議長(馬場繁夫君) 小山良悟君。

030番 (小山良悟君) 議員定数の件ですが、上限は定められています。特にというこ

とですけれども、人口の急減ということもありますでしょうし、今日の急激な社会情勢

の変化というのも、その判断の中に入るというふうに思います。
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それから、 3点目の議員が多いから財政難になったのかという質問ですか、これはも

うまともに答えていいかどうかわかりませんが、そういう一部分の現象で今日の財政難

になっているわけじゃなくて、あらゆる分野でそういう不景気なる要素が出てきて、そ

して、それが財政難になってきているということです。議員が多いから、職員が多いか

らというだけの話ではないです。ただ、現実にそういう財政難の状況に立ち入ってまい

りましたので、それに対応していかなければならないということで¥この提案をしたわ

けであります。

それから、いきなり定数削減は乱暴ではなし、かという指摘であります。伺年か前に、

議員定数削減の 4名ほど削減という議案が出されたことがあるんですけど、これはもう

いきなり論議なしというか、ああいう形で削減をするという形で本会議場に出てきたと

思うんですが、私はそういう乱暴なやり方は考えておりません。あくまで特別委員会を

開いて、議員の削減については検討していただきたいという形で、委員会の設置を提案

しているわけでありますから、きょうここで何人減らしますとかを決めるわけじゃあり

ませんので、決して乱暴な方法というふうには思っておません。ルールに基づ‘いて提案

しているというふうに妥当な提案だと、こう思っております。

以上です。

O議長(馬場繁夫君) 奥野倫子君。

03番(奥野倫子君) 今の回答を聞きますと、いずれも財政難ということを理由に挙

げているわけですから、どうしてもまず定数削減先にありきという姿勢が伺えるわけで

すね。経費削減というのであれば、例えば議員報酬の削減とかその前にチェックすべき

ことがあると思います。

それに 3の質問に関してですが、市民の中にも議会は年に 4回しかないのに一般質問

さえもしない議員がいて、本当に・・・・・・・・・という…… (1おいおいおいおい」

と呼ぶ者あり)批判も一部にあるわけです。 (1ちょっと議長、その発言おかしいぞ」と

呼ぶ者あり)実際にそういう声が一部にあるわけですね。しかし、 (1・・・.

とは何事だ」と呼ぶ者あり)定数を削減しでも、 (1一々質問しなきゃ仕事ができないよ

うなそんな情けない議員でどうするんだ」と呼ぶ者あり)その一般質問をしない・.. 

・・と言われている議員は、 (1一々質問しなきゃ何もできないんじゃしょうがないじゃ

ないか」と呼ぶ者あり)大きな組織に支えられて、また当選してしまうわけですね。そ

して、まじめにこつこっ地域に根差してやっている組織のない議員さんが、定数削減さ

れることによって落ちてしまうというような状況も、やっぱり生まれてくるわけです。
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だから、定数を削減するということは、その辺にもすごく問題があるわけですね。あと、

新人や女性の候補者がやはり組織が余りないということとかいろんな理由で、当然当選

しにくくなってくるという事実もあります。

議員定数が多過ぎてむだがあったので削るんだという…… (1委員会でやればいい」

と呼ぶ者あり)明確な事例がないわけですから、検討すべきは、やはり数の問題ではな

くて、 1番で言いましたけれども、質の問題だと思うんですね。議会をどういうふうに

活性化していくかという論議の方が先だと思うんです。まずそういう論議を先にやって

いただきたいと思います。

また、 1番の問題についてですが、先ほども申しましたように地方分権の流れの中で、

国のすべき仕事がどんどん地方に押しつけられて自治体の仕事が膨れ上がるという事態

に、少数の議員で対応できるのかということですね。議員の審議する分野が広がるわけ

ですから、これまで以上に各界各層から議員が選出されないと、 (1簡潔に終われよ、簡

潔に。長過ぎるよ」と呼ぶ者あり)それこそもう行政寄りの議会になってしまうわけで

す。 (1・・・・・・・・・なんて言葉どこから出てくるのかね」と呼ぶ者あり)

そういう議会制民主主義の形骸化ということでは、やはり幅広い住民の意見を反映さ

せるためには議員定数削減はもうあってはならないと、私は思っていますので、今回の

ことに関しては、議員定数を現状のままにしてどう活性化していくのかという議論か、

あるいは定数をふやすという前提での検討でなければ、私は賛成できません。

以上です。(1もう委員会入れば賛成だよJ1委員会に入ってからやればいいのにJ1共

産党反対したって、検討するのまで反対しちゃうんだから」と呼ぶ者あり)

0議長(馬場繁夫君) 中谷好幸君。

011番(中谷好幸君) 提案者にお尋ねしたいと思うんですけれど、提案者ね、議会と

いうのはそもそも何なのかと。地方自治体では、市長は選挙によって l人選ばれるわけ

ですね。で、議員というのは、地方自治法で-人口規模に応じて多数の、 30名、 36名、

40名と選ぶわけですけれど、なぜ議会の定数というのはこういうふうに決まっているの

か。議会のそもそもの役割をどういうふうに考えているのかというところが、本当に疑

問に思いますので、そういう点についてお聞かせいただきたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 小山良悟君。

030番(小山良悟君) 議会のイロハのイを何か聞かれているみたいで、 (1そうです」

と呼ぶ者あり)そんなことは中谷議員、承知の上で議会議員に立候補して議員活動をな

さっているんじゃないですか。 (1そうだJ1質問に答えて くださ しリ「自分で勉強しでも

-517-



らうんだ、そんなことはJと呼ぶ者あり)定数を定めてあるということは、議会は確か

に民意を反映するという点でいえば、議会じゃなくて、直接のルールで、市民からいろん

な要望を聞くという形で直接制民主主義というかね、そういうふうなことでいし、かもし

れません。しかし、それではとても行政は業務を執行することはできない。 (1議会の方」

と呼ぶ者あり)これは議会も同じです。したがって、市民の最大公約数というか、いう

形の中で議会を間接制民主主義、議会制民主主義という制度をつくって、それで民意を

反映していこうという仕組みにしているのが議会なんです。そんなことはイロハのイで、

答えるのも何かあれですけれども、そういうことなんですから、その中での議員なんで

す。

だから、その定数についてはその時代、時代の情勢、状況によって、定数を定めてい

くという柔軟な対応もしていかなければならなし、。特にこれからの21世紀というのは、

社会情勢の変化は本当に目まぐるしいんです。 (1そのとおりだ」と呼ぷ者あり)規制の

枠の中で物事を考えていったら、とてもじゃないけど‘世界の流れについていけなし、。こ

れは行政に限らず政治の世界でもそうです、経済でもそうです。先ほど私が申し上げま

したように…… (1質問だけで結構です。余分なことは結構です」と呼ぶ者あり)民問

機関も皆、血のにじむような努力をしているわけですからね、まあそういうことです。

(1共産党は行政改革できないんだから。わかっているんだよ」と呼ぶ者あり)

0議長(馬場繁夫君) 中谷好幸君。

011番(中谷好幸君) 最初の方にお答えがありましたけれど、市長というのは 1人な

んですよね。執行するわけですから、それに対して市民のたくさんの多様な意見ができ

るだけ正確に反映できるように、多数の議員の定数を決めて選挙しているわけでしょう。

今削ろうというのは、何か先ほど職員も削らなくちゃいけない、市長も減俸したと。

そう言われませんでしたけれど、みんな我慢しているんだから、議員も議会も改革しな

くちゃいけないんだと言われましたけれど、 (1そうだよ、わかっているんだ」と呼ぶ者

あり)議会の役割は多様な民意を反映するということは、削るの多様な民意の方を削ろ

うということじゃないですか。何も議員は痛みにならないんじゃないですか。何を削る

のが改革だと考えているんですか。どうして議員定数を削るということが改革になるん

ですか。それは、いろいろな民意を市政に反映しようということを削るということじゃ

ないですか。全然改革じゃないじゃないですか。

0議長(馬場繁夫君)

030番(小山良悟君)

小山良悟君。

民意を反映する。それは、もう議員がその役割であることは当
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然です。いわゆるこの不景気の世の中で、税収入も不足で財政難の厳しい中で、市民は

いろんな行政サービスを求めている。その求めに対してこたえられるように、行政側も

無理、むだなところを見直しして、それから時代に合わない政策があったら、それを見

直しする。 (1見解の相違で十分だよ」と呼ぶ者あり)それから、職員の数も少数精鋭に

切りかえていく。議会もある意味ではそう言えると思うんですけども、そういうことも

一つの民意にこたえる考え方なんです。

0議長(馬場繁夫君) 中谷好幸君。

011番(中谷好幸君) では聞きますけれど、これ経費を節減するというんだったら、

例えば議会の議員定数、削減したら解散がない限り経費を削れるのは 3年後じゃないで

すか。全然痛みないじゃないですか、今の人たちは別に報酬が減るわけじゃないし、 3 

年後まで議会は経費は削らないわけでしょう。議員定数削減できないわけでしょう、選

挙がない限りは。何で痛みそれで感じるんですか、こたえることになるんですか。

0議長(馬場繁夫君) 小山良'悟君。

030番(小山良悟君) 議員定数条例がありますね。条例の改正をして定数減を図ると

いうことはできませんか。 (1)1国番があるでしょう、順番が」と呼ぶ者あり)その前に、

議員の定数のあり方を我々が行政側に、職員定数のあり方を検討しなさいと、議会側で

も何度も行政改革で申し上けている。そういうふうに検討しろということを言っている。

我々もみずからも検討する、そのことの姿勢が必要だというふうに思うんで、すよ。

とにかく内容について議論するつもりはありません。これはもうとにかく委員会の中

で論議していただきたし、。 (1なぜ今提案なのか」と呼ぶ者あり)

0議長(馬場繁夫君) 中谷好幸君。

011番(中谷好幸君) 議案の提案の理由を聞いているんです。経費節減だというな ら

ば (1提案理由、さ っき言ったじゃないか」と呼ぶ者あり) 3年後に議員の定数削減し

ても、今の不況、今削ろうとしていることにこたえることにならないわけでしょう。意

味がないでしょう。(1そういう姿勢があると市民感情が違ってくる」と呼ぶ者あり)本

当に議会改革というのならば、今行財政対策、確かにいろいろな問題がある、税収が落

ち込んでいる。どういうふうに打開するのかということを、大いに活発に議論するとい

うことが、議会の役割ではないですか。何で3年後に議員定数削りましょうということ

を、今の提案の理由とされているわけですか。 (1日野のあすを考えているんだ」と呼ぶ

者あり)

0議長(馬場繁夫君) 小山良悟句。
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030番(小山良悟君) 中谷議員に申し上げますけどもね、では 3年後になったら、あ

なたは議員削減に賛成しますか。多分、そういうことじゃないと思うんです。

で、今求められているのは、改革にちゅうちょすることがあってはいけない。何も議

員の定数の削減だけが改革じゃなくて、行政も経済界もみんな今、必死になって改革に

取り組んでし、かなきゃいけない。 (1そのとおり」と呼ぶ者あり)で、この議員定数削減

についても、特別委員会を設置して作業はこれからなんです。いつ結論が出るかわかり

ませんけれども、とにかくその見直しの取り組みをすることは、我々の責務だと考える

から、今提案しています。 (1そうだ」と呼ぶ者あ〉

0議長(馬場繁夫君) 中谷好幸君。

011番(中谷好幸君) あのね、議会の改革を否定しているわけじゃない。議会の改革

は大いに進めなくちゃいけないというふうに言っているわけですね。で、議会の中の役

割でいろいろな少数意見も含めてできるだけ市政に反映させるという、この議会の一番

大事なところを削るということだけ、どうして提案されてきたのかと言っているんです。

議会の改革に関してはたくさんあるし、行財政問題を考えるともっともっと議会が役割

を果たす、そういうふうな検討はやらなくちゃいけないというふうに考えているんです。

なぜ一番大事なところを削ることが改革なのかということなんです。 (1委員会でやれよ、

それ委員会で」と呼ぶ者あり)

0議長(馬場繁夫君) 小山良悟君。

030番(小山良悟君) これはもう見解の相違という言葉がありますけども、基本的に

今の社会情勢を考えたときに、今我々も具体的にいろいろ改革できるもの、見直しする

ものを取り組まなければならないというのは、これはもう政治の世界に携わっている者

とすれば、当然の感覚だと思うんです。 (1そうだ」と呼ぶ者あり)もうこれだけ申し上

げておきます。

0議長(馬場繁夫君) 中谷好幸君。

011番(中谷好幸君) 提案理由が全く説明できなし、。本当に何というかね、本当に今

の行政課題、地方分権の問題や行財政問題、議会としてどう対応していくのかというよ

うなことが頭にないというふうなことしか言えません。

0議長(馬場繁夫君) 清水登志子君。

02番(清水登志子君) 地方自治体が国と対等平等の権利を持っている。だから統括

し代表する市長の権限も大きいものだというふうに思います。 しかし、先ほども奥野議

員からあっ たように、市長の定員は1名で…… (1同じことを言う な、同じことを」と
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呼ぶ者あり)どうしても少数の意見は切り捨てられてしまう。だからこそ、議会はなる

べく多くの多様な意見を持つ市民の代表が集ってくることが必要で、だからこそ地方自

治法で、その議員の定数というのは決められているというふうに思います。

その数を削減していくということは、その少数の意見を削っていくことになってしま

うというふうに思いますので、その議会本来の役割とやはりどうしても矛盾している方

向にいくというふうに思いますが、その辺はどのようにお考えでしょうか。たとえ財政

難という理由があっても、それはほかで解決しなければし、けない課題で、議会本来の役

割を弱めていくような方向に向かうべきではないというふうに思うんですが、いかがで

しょうか。

0議長(馬場繁夫君)

030番(小山良'悟君)

小山良悟君。

共産党の皆さんに申し上げますけど、共産党の皆さんは基本的

に理解しようとしないんですね。私は提案理由も申し上げている。提案理由も述べられ

ないとか説明できないとか、大変失礼な話をしておりますけども、基本的に理解しよう

とする気構えを持っていない。今、市民がどういう状態にあってどういうことを望んで

いるかということがわかっていない。

今、定数が議員は多い方がいいというような話、再三、共産党の方から出ますけども、

私どもの立場としては、確かに多ければそれはいし、かもしれませんが、今の社会情勢の

中では適正なやっぱり定数というものを見直して考える時期ではないかというふうに言っ

ているわけです。(1そのとおり」と呼ぶ者あり)どうしても納得できない、あるいは多

い方がいいというなら、共産党の方で議員定数増の特別委員会設置なりあるいは議案な

りを出してきたらいいじゃありませんか。(1そうだよJ1出してごらんなさいよ。市民

の前に堂々と出してみろ」と呼ぶ者あり)

0議長(馬場繁夫君) 清水登志子君。

02番(清水登志子君) 先ほど小山議員が、議員定数を削減しても 2倍3倍働けばい

いんだというような発言がありましたけれども、議会に求め られているのは、仕事の母

ではなくて意見の多様性というか、なるたけ多くの市民の意見を反映させる、その多様

性が求められていると思うんです。特定の議員が2倍3倍働いても、多様な意見という

のは出てこないというふうに思うんですね。

しかも、今は介護保険の問題、ごみの問題、環境の問題、本当にさまざまな綾雑な問

題が出てきています。問題がたくさん出てきて、しかもそれが複雑になっているときこ

そ、多様な角度から論議を交わして慎重な審議を行って、行政が間違えないようにして
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いくというのが議会の役目だというふうに思うんです。 2倍 3倍働けば多様な意見が出

てくる、そういふうに思えないんですが、いかがでしょうか。

0議長 (馬場繁夫君)

030番(小山良悟君)

小山良悟君。

私が言っているのは、そういう姿勢、気構えはもちろん必要だ

し、今まで以上に多くの市民に会うということは、多様な意見を把握できるということ

です。それと、行財も変わってきました。かなり市民のところへ出向いていっていろん

な説明会なり説明なりもするようになってきておりますし、情報の公開も条例で制定も

されて情報も開示できるようにな ってきておりますし、それから、市民の皆さんもかな

り民意が高まってきているというか、行政にも強い関心を示すようになって、結構直接

的にいろいろと行政側にも意見を述べるようにもなってきています。そういうことです

から、民意の把握ができないなどということはない。また、民意の把握の方法について

は、例えば議員の数が多少減ったにしても、自治会長を行政嘱託員とかという形で、民

意を把握するシステムをつくるとか、とにかく時代に合ったシステムをつくっていくと

いうことも大事なんですね。だから、そういう考え方ですから、決して民意が反映でき

なくなるというふうには考えません。

0議長 (馬場繁夫君) 清水登志子君。

02番 (清水登志子君) 行政が市民の中へ入っていけば、多様な意見をつかめるから

いいんだということになれば、議会は要らないというふうに、究極ではなってしまうと

いうふうに思います。そういうふうにはならないんじゃなし、かと。やっぱり市民の声を

代表して、議会で市長と対等、平等に牽制し合い切瑳琢磨してし、く、そういう機能が議

会にあるわけですから、市民に直接聞けばいいという論法にすりかえてしまうというの

はおかしいというふうに思います。

もうーっちょっと聞きたいんですけれども、日野市の議員定数というのは、地方自治

法で定められた決まりでいくと40名ですよね。ところが、今30名で10名削減されている

んです。既にもう10名が削減されている。地方自治法では、人口に見合った議員の数は

どれくらし、かという論議を踏まえて、 全国的な基準としてつくられているわけですけれ

ども、それがもう既に30名に減らされてしまっているんですが、この30名に減らされた

規模というのはどれぐらいのものかというと、人口 5万人未満の市というふうな基準に

なっているんです。議員定数が30名の市というのは、人口は 5万人未満の市なんです。

16万市民を抱えている日野市と人口 5万人未満の市と、その定数の聞きは余りにも大過

ぎるのではないか。現在でもこんなに聞いているものを、さらにどれぐらい削っていく



のかわかり ませんが、こう いうことは余り にもひど過ぎるのじゃなし、かと。これでは、

民意が反映されるような議会はつくれなし、。これは地方自治法に照らしてもおかしいと

いうふう に思うんですが、いかがで・ しょう か。(1危機感がなしリ と呼ぶ者あり)

0議長 (馬場繁夫君) 小山良悟君。

030番 (小山良悟君) とにかく極端なとらえ方をされますね。多分これが終われば、

共産党はビラを書くんでしょうが、正確に書いてくださいよ、オーバーに書かないで。

いいですか、私は議会をなくそう議員をゼロにしようと言っているんじゃないですよ。

今のこの社会情勢に合わせ、財政状況に合わせ、そういう中で議員の定数の削減が必要

じゃないか。それは何名削減したら適正かどうかということについては、委員会で論議

していただく、十分に議論していただく。

もし清水議員のおっしゃる委員会で自分の考えが正しいというならば、政治の世界は

周りの人も理解させる努力をしなくちゃいけない。それで、その結果、多くの議員があ

なたの意見に賛成だということになれば、議員の削減はならないで しょう。そういうこ

となら、あなたは委員会で頑張ればいいんです。 (1そのとおり」と呼ぶ者あり)

0議長 (馬場繁夫君) 清水登志子君。

02番 (清水登志子君) 最後に、先ほど言いましたけれども、地方自治法では日野市

の定数は40名で、今現在の30名というのは、人口 5万人未満の市と いうふうになってい

て、人口の聞きが 3倍もあるんですが、それをどうして民意が反映できると、今の時点

でも私、おかしいというふうに思っているんですが、どのように説明されますでしょう

か。

0議長(馬場繁夫君) 小山良悟君。

030番(小山良悟君) 条例で40名いうのはもう百も承知しているんです。例えば町田

市は人口約30万人ですよ。それも条例では40名なんですね。もともと日野市の条例の40

名というのが多いと、私は個人的にはそう考えます。そして、現行は30名。

何回も申し上げますように、そういうことは百も承知の上で、現在のこの経済情勢、

行政の財政状況、いろんなものをあわせて再検討する必要があるんではないかというふ

うに判断するから提案したんです。もうここは見解の相違ですね。

0議長(馬場繁夫君) 名取美佐子君。

06番(名取美佐子君) 議良定数削減の他市の動向でもあるということなんですけれ

ども、本当に日野l朽の議員定数を削減しなければならないほど、現在の定数が多いのか

どうかちょっと身えてみたいと思うんですが、立川市は有権省数が12万9，000人くらい
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なんですね。それで、定数は現在32名です。ちなみに日野市は有権者数が13万2，000人

で30名です。葛飾区は有権者数が約13万人で定数が30名。荒川区は有権者数が約14万人

で定数は34名、台東区が有権者数が約13万人で定数が38名、港区が有権者数が約13万人

で定数が40名だったところを35名にするという報道がありました。文京区は有権者数が

約14万人で定数が38名。 三鷹市とか小平市は大体同じ13万人規模で、 30名のところを28

名にしたりという傾向はあるんですけれども、全体的に見ても、日野市が本当に議員定

数が特別に多いとは思えないんですが、その点はし、かがでしょうか。

0議長(馬場繁夫君) 小山良悟君。

030番(小山良悟君) 各市の議員定数のあり方は、それぞれの議会の見識で対応して

いくものだと思います。(1そのとおり」と呼ぶ者あり)したがって、日野市は日野市な

りの立場で、いろんな立場から検討してより適正なあり方を検討し、方向を出せばいい

というふうに考えています。

0議長(馬場繁夫君) 名取美佐子君。

06番(名取美佐子君) 今お答えにはなりましたけれども、特別に日野市が多いとい

うわけじゃなくて、やはりほかの市と考えても、まだ頑張って少なく抑えている方では

ないかと、私は思います。

それから、今回の日野市の市議選の最低得票数が1.305票でした。 27市中、最低得票

数が日野市より多かったのは 6市のみでした。それは町田市、八王子市、府中市、調布

市、小平市、立川市です。ほとんどが日野市より有権者数が多いんですね。そのうち有

権者数が日野市より少なかったのは立川市のみです。その立川市というのは、日野市よ

りも3，000人ほど有権者数は少ないわけです。先ほども言いましたように、立川市は定

数32名で、日野市より多いわけなんですね。

そういうことを踏まえまして、私が一番問題だなと思っているのは、市民の中から組

織もなく選挙に出るというのは本当に大変なんですね。そういう者にとって最低当選ラ

インがさらに高くなるということは、本当に出にくい状況をつくってしまうということ

になるわけですけど、その点についてどういうふうにお考えでしょうか。

0議長(馬場繁夫君) 小山良悟君。

030番(小山良悟君) 私は選挙の都合でこれを考えているわけじゃありません。選挙

の都合を言うならば、私ども民主クラブの方が大変なんです。(笑い声)私自身も過去

に、わずか4票差で30番で当選した実績もあるんです。選挙は決して強くないんです、

私。(笑い声)だから、もし定数が削減になって、それでこの提案者の私自身が落選す
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るという憂き目に遭うかもしれません。しかし、それは私個人の話であって、市民の立

場で考えて責任を果たすということなら、そういう ……。前の市長が言っておりまし た

ね、「私心なければ恐れるものなし」と。森田市長でいいこと言っ たのはそれだけかな

と思うんですが。(笑い声)そういう精神ですから、私はそういう精神で、自分の個人

的な選挙の都合は考えておりません。 (1了解」と呼ぶ者あり)

0議長(馬場繁夫君) 名取美佐子君。

06番(名取美佐子君) やはり多様な市民の意見を議会に反映させていくという立場

から、ますますハードルを高くして、組織のない者にとって出にくい状況をつくってい

くということは、議会の役割を十分に果たし切れないんではなし、かというふうに思って

おります。

以上です。

O議長(馬場繁夫君)

ぶ者あり)

小JII友一君。

019番(小川友一君)

きます。

これをもって質疑を終結いたします。 (1議長、議事進行」と呼

ちょっと私も最近耳が遠くなりましたので、 確認させていただ

先ほど奥野議員の方から発言の中で、 一般質問もしないで・・・・・・・・ ・方がい

るというような発言がありました。これは非常に議会人として不適切な発言でもありま

すし、ただ議事録の削除だけで済む話ではないと思うんですね。よって、この議会が終

わりましたら議事録を示していただいて、今後の対応を議長として検討していただき た

い。申しておきます。

O議長(馬場繁夫君) ただいまの小JII友一君の議事進行につきましては、議事録がで

きた段階で内容を確認いたしまして、また対応させていただきます。

これをもって質疑を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省

略し、たしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって、本件については委員会付

託を省略することに決しました。

本件について御意見があれば承ります。板垣正男君。

022番(板垣正男君) ただいま小山良悟議員が提案説明されまして、日野市議会議員
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定数削減検討特別委員会設置条例が議案として審議されております。賛成者に黒)1瞳憲、

沢田研二、福島盛之助、 3人の議員の方が名前を連ねている議案であります。私は、本

議案に対して反対の立場で意見を述べたいと思います。

今、日本共産党市議団何人かの議員から質疑も行いました。その小山議員の答えは余

り質問者を納得させるものではなかったと思います。 (1聞く耳がないだけだJ1そうだ」

と呼ぶ者あり)私は、この 2月に市議会議員選挙が行われたばかりでございますが、ま

だ1年も経過していない今日の時点で、 30人の議員に日野市民が負託したことを、早々

と議員定数削減を検討する委員会を設置するということは、市議選の市民の負託にこた

えることができないのではないかと言わざるを得ないのであります。 (1全然違う」と呼

ぶ者あり〉以下、日本共産党市議団の考えを述べていきたいと思います。

議員定数削減問題は、住民の意思を代表する議会の機能をますます弱めてしまうとい

うことにつながっていかざるを得ないと思います。 (1情けないね、全く」と呼ぶ者あり)

言うまでもありませんが、議員定数については、今こそ憲法と地方自治法の精神に立ち

返って考える必要があると思います。 (1そうだ」と呼ぶ者あり)憲法第93条、地方自治

体に議会を設置すること。自治体の首長と議会の議員は、住民が直接選挙で選ぶことを

定めていますが、これはそれぞれ住民に直接選挙で選ばれ、市長と議会が切瑳琢磨して

住民の施策の前進を勝ち取っていこう、こういう趣旨のものであります。執行機関と議

会は、原理的には独立対等の関係にあるものとされておりますが、議会は地方自治の重

要な構成要素して位置づけられております。このことは非常に重要でありますので、私

はあえて強調するものであります。

首長選挙は定数 1の選挙ですから、少数意見は切り捨てられるということになります

が、議員選挙は住民の各層、各年代あるいは各地の多彩な意見や意識を最大限反映させ

るというものでなければなりません。この憲法の規定を受けている地方自治法は、各自

治体に議会の設置と議員定数を、自治体の人口規模に応じて決定を定めているものであ

ります。この基準は、憲法の基本理念、である国民主権の立場に立って、議会が住民の意

思を代表する機能を十分に発揮できるようにと、人口規模と議会の運営の規模を考慮し

て定められたものであります。これは、民主主義の観点に立てば、法定数というのは最

大限尊重されなければならないことは、 言うまでもありまん。 (1そうだ」と呼ぶ者あり)

既に質疑でも明らかにいたしましたように、日野市議会は法定数40人を10名削減して、

30名と定めております。 (1理解していないね、法定数の決め方を理解していない」と呼

ぶ者あり〉さらに削減するということになれば、議会の機能を一層弱めてしまう。結果



として、多様な住民の意見あるいは少数意見を議会から締め出してしまうということに

つながっていくわけであります。

提案者の小山議員は、今日の財政難を理由にして、理事者側だけではなくて、議会も

定数削減問題など検討する必要があるということを言われました。今日の財政難が議員

定数の過多一一多過ぎるということから、発生していないことは明らかであります。今

日の不況の元凶であることは、 言う までもなく税収の不足、国や東京都の補助金のカッ

ト、さらには減税に伴うその補てんを地方自治体に借金を押しつけるという政府のこの

やり方こそ糾弾されなければならないものであります。 (1そうだJ1自民党政治の失敗

だ」と呼ぶ者あり)

財政が厳しい議会においても経費節減の努力は当然行わなければなりません。それは、

日野市の議会でも来年度から、会派の視察等の見直しを行うということも一つの努力の

あらわれであります。さらに努力は今後も続けることも当然であります。 (1視察の中身

一つなんだよ」と呼ぶ者あり)市議会には、こうした財政難の問題を初めとして財政再

建の問題等も含めて、大いに政策的な論議が求められていることは言うまでもないと思

うわけであります。

この地方分権が叫ばれている今、専門家からも地方自治体と地方議会の役割はますま

す大きいものがあると指摘されております。例えば山梨学院大学の江口清三郎という教

授は、地方分権時代の議会活動ということを雑誌に書いておられますが、その中で、全

国各地で議員定数の削減が盛んに行われているが、このままでよいのだろうか。これは

明らかに民主主義の自殺行為である。行政改革は別の論理によって行われるものである。

議員を減らしても議会は弱くなるだけで、削減に惑わされてはならない。確固たる議会

機能の発揮方策と、住民のコンセンサスを確立することが大切だと述べているわけであ

ります。議会による主体的な政策の形成、政策型の議会へと私たちは努力することが、

今求められているのではないでしょうか。 (1そうだ」と呼ぶ者あり〉

経済の落ち込み問題を論ずるならば、国へ向けての発言をもっともっと強めることが、

今最も重要なことであります。今議会でも私も明らかにしておりますように、消費税の

3%から 5%への増税、あるいは地方自治体への借金の押しつけ等による市民生活や地

方自治体の今日の財政的な困難の元凶を明らかにしなければなりません。さらに日野市

も独自の財源の確保のために全力を挙げなければならないわけであります。

先ほどの小山議員の提案理由の説明には、こうした観点、論点が全くないと言わざる

を得ません。
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今、市民の中には、深刻な不況の中で暮らしと営業を守る問題や、介護保険への対tt"

子育てや教育問題、緑と環境問題などさ まざまな要求が望まれているではありませんか。

こうした市民の要求をしっかりと受けとめ、 (1議員を減らせという要求だ」と呼ぶ者あ

り)財政難の中でも市民要望を一歩一歩実現する、 (1議員を減らせという要望を聞いて

ないのか」と呼ぶ者あり)そのための政策や調査、研究、論議、積極的に (1そういう

要望もある」と呼ぶ者あり)提議すると いうことが、 今議会として重要だと言わざるを

得ないわけであります。 (1そういう要望を聞いてほしいと思うんですねJ1そのとおり

だよ」と呼ぶ者あり)

以上の見地から (1住民いっぱい言っていますよ、聞いていないの」と呼ぶ者あり)

日本共産党市議団、本議案となっております日野市議会議員定数削減検討特別委員会の

設置に反対するものであります。

0議長(馬場繁夫君) 名取美佐子君。

06番(名取美佐子君) 今や日野市の財政難を何とか乗り越え、市民要求にこたえて

いかなければならない大切な時期であるわけですから、いろいろな知恵をお互いに出し

合っていかなければならないわけです。何とかみんなで知恵を絞り、そ して市民の声を

議会に反映させていく役割を担っている議員の定数を削減するということは、 全く 納得

できません。

また、組織を持たない者が市民の中から議員として出ょうとすることが、さらにハー

ドルを高くすることでますます困難になるという事態が起きることは目に見えています。

組織を持っている者だけでなく、いろいろな立場の者が声を出していくことがますます

大切になってきているこの時期に、 議員定数の削減をすることは賛成できません。

よって、特別委員会の設置には反対いたします。

0議長(馬場繁夫君) 佐瀬昭二郎君。

012番(佐瀬昭二郎君) それでは、会派あおぞらを代表しまして、提案されている議

案に反対する立場から意見を申し上げます。

我々も議会の改革には大賛成であります。 (1口だけだよ」と呼ぶ者あり)社会の状況

が激しく変化しております。それに対応して、議会もみずからのあり方を多様な討論を

通じて考えてし、かなければいけません。提案者の小山議員は提案理由の説明の中で、社

会情勢の変化ということを強調されました。 しかし、お話の中身を聞いてみますと、そ

れは社会情勢全般というよりは経済情勢の変化ということを重視されているようであり

ます。確かに経済状況は大変厳しいものがあり、市の財政も厳しい状況に置かれている
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わけであります。しかし、経済はうねりを持って変動するものであります。今、たとえ

定数を削減したとしても、その経費節減効果があらわれるのは 3年先であります。 3年

先の経済状況をだれが予測することができるでしょうか。

さて、私も社会状況の変化について、 3点にわたって申し述べ、そのことと議会がど

のように向き合うべきなのか、そのことを考えてみたいと思います。

まず第一に、公共的領域が拡大してきている。そういう問題を重視する必要があると

思います。高齢者福祉やリサイクル行政、子育て支援行政など、これまでは家庭や地域

にゆだねられてきた問題が、公的に対処すべき領域になってきていることに示されるよ

うに、自治体がその責任を問われる公共的領域が広がってきております。これらをすべ

て自治体だけでやるのかと、うかということについては、考え方に幅があり得るわけであ

りますが、いずれにしても、自治体の責任の範囲が拡大してきていることは間違いのな

い事実であります。当然、これに対応して議会の責任の範囲も拡大してきているわけで

あります。

二つ目は地域社会の状況の変化とどう向き合うのかという問題であります。市民生活

の形の多様化が進み、そのことが市民の行政に対する要求の多様化を促しています。行

政の立場からの対応としては、行政への市民参加を進める、あるいはオンフーズ、パーソン

制度などを導入するなどの動きとな るでしょうし、議会の立場からの対応と しては、市

民の多様な生活形態や要求にできるだけ十分に向き合うため、多様な立場、能力を持っ

た議員が議会活動をできる条件を確保するということが、まず第一に考えられるべきだ、

そういう時代がやってきているのではないでしょうか。

第3に地方分権型システムにどう対処するのかという問題があると思います。地方分

権推進計画が何次にもわたって出さ れ発表され、中央、地方の関係が大きく変わろうと

しています。基本的な方向は、権限の自治体への委譲、自治体の権限の拡大、責任の拡

大ということだろうと思います。政治全体に占める自治体、そして、 言うまでもなく自

治体議会の比重が一層高まることは間違いありません。

以上3点、昨今の社会状況の大きな変化について指摘いたしました。そのいずれをとっ

ても、今私たち議員が真剣に議論すべきことは、どうすればこのような新しい社会状況

に向き合って議会を活性化できるのか、議会の力を強めることができるのか、そういう

ことだろうと思います。今、まさに議論すべきは、議会の機能をどう活性化するかとい

うことであって、議会の機能を押し下げる議員定数の削減からまず入るというのは、全

く議論の仕方として本末転倒だと言わなければなりません。(1そうだ」と呼ぶ者あり)
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そのことを申し上けて、反対の意見といたします。

O議長(馬場繁夫君) 菅原直志君。

04番(菅原直志君) 今回、議案上程の前にいろいろとお話がありましたけれども、

そのときに会派の方からは、削減だけではないだろうと。さまざまなことも改革してい

くべきであるということで、例えば削減等と「等」という字を入れていただきたい、ま

たはそういうもっと広い意味での提案にしていただきたという趣旨を相談させていただ

いた経過がございます。しかし、今回提案されたのが削減のみという部分、これはちょっ

と残念な気持ちでおります。もっともっと議会として考えるべきことがあるのではない

かというふうな思いでおります。

よって、反対の立場をとらせていただきます。

O議長(馬場繁夫君) 小)11友一君。

019番(小川友一君)

きます。

要旨に関しましては、ただいま提出者より述べられたとおりであり、ここ数年間の景

気の低迷により歳入の根幹であります市税収入の伸びは、平成元年より 8年間で20%強

それでは、 16万4，000市民を代表して意見を述べさせていただ

の状況であります。その反面、歳出全般では義務的経費及び経常的経費は、ふえること

こそあっても減になる要因は見当たりません。また、少子高齢化社会への急激な移行、

立ちおくれた教育、立ちおくれた福祉、そしてまた社会資本の充実等多くの行政課題が

山積みであります。この変革の時代を乗り切るためにも、さきに提案されました市長を

初め三役の給与の条例の特例に見られるように、そしてまた、昭和62年に議員定数削減

に関する請願が提出された経過を見ても、議会もみずから身を切り市民の負託にこたえ

る時期だと考えます。

そして、何よりも近隣各市の状況を見たときに、昨年、平成9年度には保谷市、立川

市が、そして今年度、平成10年度は三鷹市、福生市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、

そして昭島市も、今12月議会に条例が提案されるようにも聞いております。このような

状況を見ても、行財政の効率的な運営を強力に推進するため、議員みずから姿勢を正し、

民意を反映できる市政運営が急務であると考えます。

よって、ただいま上程されました議員提出議案、日野市議会議員定数削減検討特別委

員会設置については賛成する立場であります。

0議長(馬場繁夫君) これもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに賛成の諸君の挙
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手を求めます。

〔賛成者挙手〕

0議長 (馬場繁夫君) 挙手多数であります。よ って、議員提出議案第28号、日野市議

会議員定数削減検討特別委員会設置の件は原案のとおり可決されました。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あ り〕

0議長 (馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後7時17分休憩

午後8時05分再開

0議長(馬場繁夫君) 休憩前に号|き続き会議を聞きます。

これより請願第10-37号、「定住外国人の地方参政権」決議の見直しを求める陳情の

件を議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第10-37号の常任委員会への付託は、 会議規則第134条の規定により、議長にお

いて企画総務委員会に付託いたします。

これより請願第10-38号、「外因性内分泌撹乱化学物質」削減に向けた施策の実施等

についての請願、 請願第10-39号、「一刻も早く 30人学級の実現を求める意見書」採択

を要求する請願の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) 御異議ないものと認め、 一括議題といた します。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第10-38号、請願第10-39号の常任委員会への付託は、会議規則第134条の規定

により、議長において生活文教委員会に付託いたします。

お諮りいたします。この際、日野市議会議員定数削減検討特別委員会委員の選任に件

を日程に追加し議題といたしたいと思いますが、これに御異議議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって、本件を日程に追加し議題

とすることに決 しました。

これより日野市議会議員定数削減検討特別委員会委員の選任の件を議題と いたします。

委員の選任については、お手元に配付しました印刷物のとおりです。
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質疑、討論を省略し、直ちに本件について採決いたします。

本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって、日野市議会議員定数削減

検討特別委員会委員の選任に件は原案のとおり可決されました。

本日の日程はすべて終わりました。

12月14日から始まります常任・特別委員会はお手元に配付しました日程表のとおりで

す。委員の皆様には日程表に基づき御参集願います。

次回本会議は12月18日、金曜日、午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願

います。

本日はこれにて散会いたします。

午後8時08分散会
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議事日 程

平成10年12月18日(金)

午前 10 時開議

(議案審査報告) (企画総務 ・生活文教 ・福祉保健 ・まちづくり窓生)

日程第 議案 第 88号 平成10年度日野市一般会計補正予算(第2号)

(生活文教委員会)

日程第 2 議案 第 79号 日野市市税条例の古f5を改正する条例の制定につい

て

日程第 3 議 案 第 80号 日野市市民農園条例の一部を改正する条例の制定に

ついて
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日程第 4 議案 第 81 号 日野市立公園条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

日程第 5 議案 第 86号 日野市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定

について

日程第 6 議案 第 87 号 日野市体育施設条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

(福祉保健委員会)

日程第 7 議案 第 83号 日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部を

改正する条例の制定について

日程第 8 議案 第 84号 日野市立保育園設置条例の一部を改正する条例の制

定について

日程第 9 議案 第 85号 日野市立児童館条例の制定について

日程第 10 議案 第 89号 平成10年度日野市国民健康保険特別会計補正予算

(第 2号)

(まちづくり建設委員会)

日程第 11 議案 第 82 号 日野市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例

の制定について

日程第 12 議案 第 90号 平成10年度日野市下水道事業特別会計補正予算(第

2号)

日程第 13 議案 第 91 号 平成10年度日野市受託水道事業特別会計補正予算

(第 1号)

日程第 14 議案 第 92 号 市道路線の一部廃止について

日程第 15 議案 第 93号 市道路線の廃止について

日程第 16 議案 第 94号 市道路線の認定について

(請願審査報告) (生活文教委員会)

日程第 17 請願 第10-2号 人間らしく生き、人間らしく働くことを根底から破

壊する労働法制全面改悪に反対する意見書の採択を

求める陳情

日程第 18 請願 第10-27号 学校事務職員 ・栄養職員の給与賀半額負担等の義務

教育費国庫負担制度の堅持を求める陳情

日程第 19 請願 第10-33号 「義務教育費国庫負担法」の改正に反対する陳情
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日程第 20 請願 第10-28号 労働基準法改正案に反対する陳情

日程第 21 請願 第10-38号 「外因性内分泌撹乱化学物質」削減にむけた施策の

実施等についての請願

(継続審査) (企画総務委員会)

日程第 22 請願 第10-8号 新ガイドラインに伴う有事法制化に反対する陳情

日程第 23 請願 第10-17号 「消費税の減税を求める意見書」の提出を求める陳

'情

日程第 24 請願 第10-29号 アメリカの軍事介入に日本を参戦させる「周辺事態

法」などの制定に反対する陳情

日程第 25 請願 第10-30号 消費税の減税を求める陳情

日程第 26 請願 第10-37号 「定住外国人の地方参政権」決議の見直しを求める

陳情

(生活文教委員会)

日程第 27 請願 第10-10号 猫の不妊手術の補助に関する請願

日程第 28 請願 第10-32号 都市の農業を守るため、政府に相続税の大幅軽減を

求める請願

日程第 29 請願 第10-36号 「公立学校に在学する在日外国人児童・生徒にかか

わる教育指導について(通知)Jの遵守を求める陳

'情

日程第 30 請願 第10-39号 「ー亥IJも早く 30人学級の実現を求める意見書」採択

を要求する請願

(福祉保健委員会)

日程第 31 請 願 第10-15号 「南部診療センター」の建設促進を求める請願

日程第 32 請願 第10-34号 公的年金制度の改善に関する意見書の提出を求める

請願

(まちづくり建設委員会)

日程第 33 請願 第10-6号 日野市=沢四丁目の緑地上のマンション建築に反対

し、同緑地の保全と高幡山の景観の保持及び災害時

避難場所の確保を求めることに関する請願

日程第 34 請願 第10-12号 多摩平団地の空き家状態解消を市にお願いする請願

日程第 35 請願 第10-24号 下水道料金等への消費税上乗せ徴収に反対する請願
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(継続審査議決)

日程第 36 議会運営委員会の継続審査議決に関する件

日程第 37 市立病院等建設特別委員会の継続審査議決に関する件

日程第 38 行財政改革推進特別委員会の継続審査議決に関する件

日程第 39 スポーツ ・文化 ・教育特別委員会の継続審査議決に関する件

日程第 40 ごみリサイクル特別委員会の継続審査議決に関する件

日程第 41 日野市議会議員定数削減検討特別委員会の継続審査議決に関する件

(議案上程)

日程第 42 議員提出議案第27号 男女平等基本法の制定を求める意見書

日程第 43 議員提出議案第29号 地方債の低利借り換え・償還繰延べを求める意見書

日程第 44 議員提出議案第30号 緊急不況対策として消費税減税を求める意見書

日程第 45 議員提出議案第31号 男女共通規制実現まで「女性保護規定」廃止の延期

を求める意見書

日程第 46 議員提出議案第32号 労働者派遣事業法「改正」案に反対する意見書

日程第 47 議員提出議案第33号 都の公共料金値上げ撤回を求める意見書

日程第 48 議員提出議案第34号 都の職業訓練校の統廃合に反対し、能力開発行政の

充実を求める意見書

日程第 49 議員提出議案第35号 30入学級の一刻も早い実現を求める意見書

日程第 50 議員提出議案第36号 学校事務職員 ・栄養職員の給与費半額負担等の義務

教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書

日程第 51 議員提出議案第37号 「外因性内分泌撹乱化学物質」削減にむけた施策の

実施等についての意見苫

本日の会議に付した事件

日程第 1から日程第51まで
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午後 1時05分間議

0議長(馬場繁夫君) 本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員28名であります。

これより議案第88号、平成10年度日野市一般会計補正予算(第 2号)の件を議題と い

たします。

本件については 4常任委員会に分割付託しておりますので、順次、審査報告を願いま

す。

企画総務委員長の審査報告を求めます。

〔企画総務委員長登壇〕

0企画総務委員長(中谷好幸君) 議案第88号、平成10年度日野市一般会計補正予算

(第2号)のうち、企画総務委員会に付託されました歳入全般、及び歳出のうち総務費

と公債費についての審査経過及び結果を御報告申し上げます。

東京都議会で公共料金値上げの条例 9件が否決されたがどのように受けとめるか、市

債元利償還経費に関連し東京都からの借入金のうち高利のものは、あとどの程度残って

いるかなどの質疑がありましたが、慎重審査の結果、全員異議なく可決すべきものと決

しました。よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。

これをもって企画総務委員会関係の審査報告を終わります。

次に、生活文教委員長の審査報告を求めます。

〔生活文教委員長登壇〕

0生活文教委員長 (小川友一君) 生活文教委員会に付託されました議案第88号、平成

10年度日野市一般会計補正予算(第 2号)、歳出のうち衛生費、商工費、教育費、生活

文教委員会として慎重審査の結果、全会一致可決すべきものと決しました。よろしく御

審議のほどをお願い申し上げます。

0議 長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。

これをもって生活文教委員会関係の審査報告を終わります。

次に、福祉保健委員長の審査報告を求めます。
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〔福祉保健委員長登壇〕

O福祉保健委員長 (執印真智子君) 議案第88号、平成10年度日野市一般会計補正予算

(第2号)、福祉保健委員会に付託された部分の審査経過並びにその結果を御報告申 し上

げます。

質疑としましては、高齢者無料入浴デー補助金の補正について、老人家庭ホームヘル

プサービス事業が事業費補助方式に変わっての問題点は、市立保育園の来年度保育料の

改定について、生活保護費、中高年の失業の実態は、児童手当は 9月議会で提案すべき

ではなかったかなどがあり、意見としては、議案には賛成だが老人家庭ホームヘルプサー

ビスについて事業が後退していないか、へルパーなどを通して利用者に丁寧に聞き取り

をして必要があれば早急な手当てをしてほしいというものがあり、全会一致可決すべき

ものと決しました。よろしく御審議のほどお願い申し上けます。

0議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。

これをもって福祉保健委員会関係の審査報告を終わります。

次に、まちづくり建設委員長の審査報告を求めます。

〔まちづくり建設委員長登壇〕

0まちづくり建設委員長(奥住日出男君) 議案第88号、平成10年度日野市一般会計補

正予算(第 2号)の歳出のうち、土木費について審査結果を御報告いたします。

特に質疑、意見はなく、全会一致可決すべきものと決しました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。

0議長 (馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。

これをもってまちづくり建設委員会関係の審査報告を終わります。

各委員長報告につきまして御意見があれば承ります。板垣正男君。

022番 (板垣正男君) 補正予算のうちの土木費、交通安全対策費に関して、一言申し

上げておきたいと思います。

補正予算そのものにつきま しては、 先ほど委員長の報告のとおりでございますが、 こ

の予算にかかわる3月の当初予算の予算委員会等の説明では、 無料を基本と してみんな

に喜ばれるような方法を考えていきたい、こ ういう提案の説明が行われております。
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しかし、委員会でこの自転車駐輪場の整備の内容が変更になっているという説明がご

ざいました。当初計画と全然違ったものになるわけでありますから、予算の説明欄だけ

で、は事前に我々は知ること はできません。説明には、そういうこと は一切書いておりま

せんから知ることはできないわけでありますが、質問して聞いて、初めてこれこれの当

初計画の変更があるということがわかるわけですね。私は、こういう当初の計画が大幅

に変更になるというときには、事前にその変更になる時点で、議会にそれなりの説明が

あってしかるべきだと思うんです。

例えば市長の行政報告の中に、あらかじめこうした変更があるということを議会に説

明していただかないと、我々には事前の検討の時間というのはないわけですから、非常

にこうした手法は、私はとても同調はできないと言わざるを得ないわけであります。

しかも、当初、無料ということで計画され、そのように提案されていたものが、それ

を大幅に変わってしまう、全然違ったものになってしまうということでありますから、

そういう手法なり、やり方、あるいは議会に対する説明の仕方には、はっきりと同調で

きないということを申し上げておきたいと思うんです。

0議長 (馬場繁夫君) これをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありま

す。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第88号、平成10年度日

野市一般会計補正予算(第2号)の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第79号、日野市市税条例の一部を改正する条例の制定、議案第80号、日

野市市民農園条例の一部を改正する条例の制定、議案第81号、日野市立公園条例の一部

を改正する条例の制定、議案第86号、日野市立学校設置条例の一部を改正する条例の制

定の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

生活文教委員長の審査報告を求めます。

〔生活文教委員長登担〕

0生活文教委員長 (小川友一君) ただし、ま議長より述べられた議案第79号、議案第80

守、議案第81号、議案第86号の件は、生活文教委員会として'慎重審査の結果、すべて全

会一致で可決すべきものと決しました。よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。



0議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(iなし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければこれをもって質疑を終結いたします。

本4件について御意見があれば承ります。

(iなし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) なければ、これをもって意見を終結いたします。

これより本4件について採決いたします。本4件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本4件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

(i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第79号、日野市市税条

例の一部を改正する条例の制定、議案第80号、日野市市民農園条例の一部を改正する条

例の制定、議案第81号、日野市立公園条例の一部を改正する条例の制定、議案第86号、

日野市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第87号、日野市体育施設条例の一部を改正する条例の制定の件を議題と

いたします。

生活文教委員長の審査報告を求めます。

〔生活文教委員長登壇〕

0生活文教委員長(小川友一君)

あります。

生活文教委員会に付託されました議案第87号の件で

慎重審査をした結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。よろしく御審議のほ

どをお願い申し上げます。

0議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(iなし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。

本件について御意見があれば承ります。中野昭人君。

01番 (中野昭人君) 日本共産党を代表して議案第87号に反対する立場から、その理

由、意見を述べさせていただきます。

今議案においては、多摩平第一公園内テニスコートの夜間照明設備設置に伴う夜間使

用料が通常使用料の倍額として設定されており、認めるわけにはまいりません。以下 3

点を踏まえた上で、この倍額の設定に反対するものです。

第 1に、小中学校で日曜日、祝日などに開放されているテニスコートは無料で提供さ
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れ、多くの市民の皆さんが気軽に利用している実態があること

第2に、テニスコート施設の維持管理にかかわる総額経費に対する利用者の負担割合

が6害IJとなっており、南平体育館1.8割、市民陸上競技場1.4害IJなど、他のスポーツ施設

利用者負担割合と比べて格段に高くなっていること

第3に、他市の同事例の実態と比べても倍額より低く押さえている自治体は幾つも存

在していること

以上、倍額設定の根拠が希薄であることは明白です。この夜間照明施設設置に伴う夜

間利用の実現は、多くのテニスを愛好する勤労者の長年の要望にこたえたものであり評

価するものですが、利用料の倍額設定は、この不況期の勤労者の実態を踏まえていない

という点でも、設定根拠が希薄だという点でも、納得できないものです。戦後、最悪と

いわれる不況のもとで市民の暮らしは本当に大変です。市は、この市民の暮ら しの実態

を真剣に受けとめて、公共料金の値上げなどは決して行わないこと、凍結すべきである

と考えます。

このことを訴えて意見とします。

0議長(馬場繁夫君) これをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありま

す。本件は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

0議長(馬場繁夫君) 挙手多数であります。よって議案第87号、日野市体育施設条例

の一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第83号、日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部を改正する条

例の制定、議案第84号、日野市立保育園設置条例の一部を改正する条例の制定の件を一

括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

福祉保健委員長の審査報告を求めます。

〔福祉保健委員長登壇〕

0福祉保健委員長 (執印真智子君) 議案第83号、日野市心身障害者(児〉福祉手当支

給条例の一部を改正する条例の制定につきまして、福祉保健委員会の審査経過並びにそ

の結果を御報告申し上げます。

この議案は、これまでの62種の支給対象に新たに 4種を加えるものです。
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質疑としては、対象となる疾病を条例でなく規則にすることはできないかというもの

があり、それに対して他市の状況の報告がありました。

その後、条例で規定するか、規則にゆだねるか意見交換を したほかは特に質疑、意見

なく、全会一致可決すべきものと決しました。よろしく御審議のほどお願い申し上げま

す。

議案第84号、日野市立保育園設置条例の一部を改正する条例の制定につきまして、福

祉保健委員会の審査経過並びにその結果を御報告申し上げます。

市立総合病院の建て替えに伴い、日野市立たまだいら保育園を多摩平四丁目 3番地か

ら多摩平二丁目 4番地に移すことに関する条例です。

特に質疑、意見なく、全会一致可決すべきものと決しました。よろしく御審議のほど

お願い申し上げます。

0議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。

本2件について御意見があれば承ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって意見を終結いたします。

これより本 2件について採決いたします。本2件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本2件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第83号、日野市心身障

害者(児〉福祉手当支給条例の一部を改正する条例の制定、議案第84号、日野市立保育

園設置条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第85号、日野市立児童館条例の制定の件を議題といたします。

福祉保健委員長の審査報告を求めます。

〔福祉保健委員長登壇〕

0福祉保健委員長(執印真智子君) 議案第85号につきまして、福祉保健委員会の審査

経過並びにその結果を御報告申し上げます。

この議案は、児童福祉法改正に伴い、放課後児童の健全育成を目指し現行の日野市立

児童館設置条例を全部改正し、 管理運営規則を入れた目的条例とするものです。

質疑としましては、使用料を5.000円とするまでの検討過程は、値上げ減免制度が適
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用になる対象世帯は、時間延長や土曜保育に関連しての臨時職員の割合は、他市の状況

は、子どもの帰りの安全、通学路の点検は、長時間保育による子どもへの負担、集団で

のストレスの軽減への対応は、障害児を 6年生まで預かることへの対応は、災害時、台

風時等の対応は、保護者連絡協議会との話し合いは、などでした。

以上、慎重に審査を重ねた結果、意見としては、保護者は値上げは仕方がないが金額

については検討してほしいといっている、保護者との話し合いは評価しているが保育料

に関しては説明が足りなかったのではないか、市に反省してほしいところがある、反対、

市は反省することはない、賛成、保護者は延長については必要だが不安も感じている、

子どもたちのストレスへの配慮、障害児の受入れ、職員配置、今後の説明会の開催を要

望する、改正のときに負担が上がることへの素朴な疑問が保護者にはあるが賛成、直接

の交渉団体の保護者連絡協議会は話し合いの結果やむなしとオーケーを出 している、行

政は反省する必要なし、賛成、保護者との話し合い、減免制度、他市とバランスなど考

慮に入れ賛成、などの意見が出され、挙手多数で可決すべきものと決しました。よろし

く御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。

本件について御意見があれば承ります。森田美津雄君。

013番(森田美津雄君) 今回の児童福祉法改正に伴う学童保育所保護者負担増を含む

日野市児童館条例の制定について、会派を代表して意見を申し上げます。

保育費、おやつ代を含む5.000円の負担増についてでありますけれども、多くの保護

者がアンケートにも答える中で、この値上げは反対か、あるいは値上げがあるとしても

金額については検討すべきことを求めています。なぜ値上げ.をしなくてはいけないのか、

あるいは額についてはどうなのか、相当この点については丁寧な説明と理解が必要であ

るというのが私どもの印象であります。

公共事業の料金の利用者負担については、その影響からして相当慎重であることが求

められますし、また根拠に合理性が必要だと思うわけですけれども、とりわけ働く保護

者の支援と、子どもたちの保育という譲りがたい施策で・の費用負担については慎重な判

断をしな くてはなりません。この点、今回の条例についても、保護者あるいは保育内容

の改善、あるいは内容の充実をセットして丁寧に説明する ことが必要であ りますし、合

理性の根拠を示し理解を求めることが大前提であるというふうに思うわけです。
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この間のアンケー卜を含めて話し合いの多くを持たれたというふうに聞いております。

そしてまた、そのアンケートも見せていただいたわけですけれども、私は値上げ分が安

易に一般会計に算入されるということでなく、保育の充実、とりわけアンケー卜でも求

めている意見が多いわけですけれども、職員の配置あるいは事業の充実、そして保育環

境の整備、こうしたものにきちんと明示されて充てられるということが示される必要が

あるというふうに思います。

今回の条例制定で、行政側の減免措置の配慮あるいは保育時間の延長、そして説明の

中での合同保育の改善等、要望の酌み取りや改善についても評価できる部分もございま

す。ただ、延長保育にしても、アンケート等で明らかなように帰宅の安全、これを具体

的にどう図っていくのか、あるいは長時間保育での子どもの負担、こうしたものへの配

慮、あるいは保育内容等についても検討を求める声がたくさん寄せられております。職

員配置についても、この機にぜひ充実させていただきたい、こういう意見も散見するわ

けです。

さらには、委員長報告にもございましたように、障害者も積極的に受け入れてほしい、

それから改善についてもさらに積極的に検討していただきたい、こうした事柄が寄せら

れております。私ども、このアンケートに示された保護者の意見あるいは要望、こうし

たものも十分に行政側が今回の負担増については、あわせて検討していただく。そして

さらに今後とも保護者への連絡、さらには説明、そして理解、こういう機会をたくさん

つくっていただく。そういうことを要望しまして、今回の値上げについては積極的では

ありませんけれども賛成をするという意見を合議したところでございます。

以上。

O議長(馬場繁夫君) 出沼恵美子君。

05番(出沼恵美子君) 賛成の立場で意見を申し上げます。

学童クラブ、児童館が位置づけられたことを、まず評価いたします。また時間延長、

土曜日の各クラブでの育成など、学童クラブの充実が図られました。値上げについては、

兄弟姉妹、 2人以上を預けている場合などの減免措置がされているなど考慮されている

と思います。値上げをした分、施設の補修などの安全面の充実、また障害児の学年延長

など、保護者の要望にこたえていただきたいと思います。賛成いたします。

O議長(馬場繁夫君) 清水登志子君。

02番(清水登志子君) 学童クラブの保護者たちのアンケート調査では、現行以外考

えられないという方が37.1%、親の負担増が仕方がないが金額については検討すべきで
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あるという方が51.1%です。この51.1%のうち、金額は4，000円未満または5，000円未満

と答えた方が45.6%を占めています。つまり、日野市が示した月額5，000円では困ると

いう人が82.7%を占めているんです。この月額5，000円、東京都の市長会の中で申し合

わせで決められました。この算出根拠というのも全くあいまいで¥この5，000円を集め

たからといって日野市が負担する学童クラブ費、軽減されるというものでもございませ

ん。他市の状況を見てみますと、こうした保護者の状況を踏まえて据え置いたところが

4市、月額5，000円という市長会の決めた標準月額を割ったというところが14市もあり

ます。

市内の企業に勤めている方からは、部署ごとに 1人の一時局休が出された、 9割のパー

トが職を失った、 1人平均10万から20万もボーナスがカットされたといった声も寄せら

れています。ある小売庖の庖主は、 12月だというのに客足が本当に落ちていると嘆いて

います。長ヲ|く不況の中で市民の暮らしの行き詰まりがいかに深刻か、実感していただ

けるのではないでしょうか。

さらに、先日発表された自民党政府の減税案では、サラリーマンの 8割がことしより

も増税になってしまうことが明らかになりました。しかも年収700万円の世帯で 5万円

余りの増税、年収600万円の世帯では8万円余りの増税と、年収が低くなるほど負担が

重くなり、消費を一層冷え込ませることは必至です。学童クラブにお子さんを通わせて

いる世帯も、この減税案の直撃を受けます。本来、こうした市民の苦しみを和らげるこ

とにこそ地方自治体は心を砕かなければならないはずです。学童クラブが国の制度とし

て位置づけられたことや時間延長されたこと、保護者の意見を入れて減免制度ができた

ことなど評価できる点もございますが、今の市民の状況を見れば、とてもこれ以上の値

上げを行える状況ではありません。

よって、日本共産党日野市議団は、日野市立児童館条例の制定に反対をいたします。

O議長(馬場繁夫君) 田原茂君。

017番(田原茂君) 議案第85号、日野市立児童館条例の制定について、賛成の立場

から公明党を代表いたしまして意見を申し述べます。

この条例案は、昨年、国が半出紀ぶりに児童福祉法の改正を行う際、学童クラブの位

置づけとして、放諜後児童健全育成事業として初めて法律で位置づけをしたものであり、

国の補助制度にのっとって都の補助制度も変わり、市としてもきちっと条例を制定する

必要があり、園、都の補助金を受ける体制を整えるための条例制定と理解するものであ

ります。
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この条例を制定するに当たり、保護者の集まりである日野市学童保育連絡協議会、通

称、連協と言われているようでありますけれども、その連協の方々と、その都度話し合

いを持たれ、連協の皆さんの御要望を最大限、反映させていただいたと聞いております。

一つには、減免措置であります。ひとり親家庭医療費助成世帯は2，000円減額、 2人

目からは2，000円の減額、非課税世帯や生活保護世帯は保護者の負担はゼロなどであり

ます。

もう一つは、月 2回の学校が休みになる土曜日の今までの11施設の合同保育から全21

施設での保育に変わったこと等であります。 特に、この合同保育から21施設での保育に

変わったことに対しては連協の皆さんも高く評価をしておりました。

ところで、今回の条例制定で特徴的なところは、保護者負担が3，160円から5，000円に

値上がるというところであります。今まで行事負担金の取り扱いについては不適切なと

ころがあり、その改善が指摘をされていたところであります。今回、行事負担金も含め、

かつおやつ代も含めた形で保護者の負担金が5，000円となりました。これは市長会で、

保護者負担金は5，000円を標準とするとの決定を受けてのものであり、 27市中でもごく、

ごく標準的な金額といえます。

以上のような理由から、この条例案に賛意を表明するわけでありますが、最後に幾つ

かの要望をさせていただきたいと思います。

一つには、定員をオーバーした場合、今までは柔軟に対処していただき、保留扱いさ

れた例はなかったと思います。今後も柔軟に対処していただき、また行政としても工夫

をしていただき、保留児が出ないようお願いをしたいと思います。

二つ自には、障害をお持ちの児童に対しては 6年生まで預かれるような体制を早急に

つくっていただきたいことを要望しておきます。

三つ自には、台風等の災害時に際しでも学童クラブを閉鎖するのではなく、そのよう

なときこそ学童クラブで保護してほしいのであります。さらにその際、学童クラブのプ

レハブ等では危険ですので、ぜひ学校の教室等が利用できるように教育委員会とも詰め

ていただきたいと思います。

四つ目には、今後 5時45分まで預かるわけでございますが、冬の時期はもうすっかり

暗くなります。そういう児童が安全に帰れるような交通安全対策等を含めた対策をお願

いをしたいと思います。

以上、要望を申 し上げて賛成の立場からの意見とさせていただきます。

O議長(馬場繁夫君) ほかに御意見はあり ませんか。
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(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありま

す。本件は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

0議長(馬場繁夫君) 挙手多数であります。よって議案第85号、日野市立児童館条例

の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第89号、平成10年度日野市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の

件を議題といたします。

福祉保健委員長の審査報告を求めます。

〔福祉保健委員長登壇〕

0福祉保健委員長(執印真智子君) 議案第89号、平成10年度日野市国民健康保険特別

会計補正予算(第2号)につきまして、福祉保健委員会の審査経過並びにその結果を御

報告申し上げます。

特に質疑、意見なく、全会一致可決すべきものと決しました。 よろしく御審議のほど

お願い申し上げます。

0議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。

本件について御意見があれば承ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありま

す。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第89号、平成10年度目

野市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第82号、日野市道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定の件

を議題といたします。

まちづくり建設委員長の審査報告を求めます。

〔まちづくり建設委員長登壇〕

-549-



0まちづくり建設委員長 (奥住日出男君) 議案第82号、日野市道路占用料等徴収条例

の一部を改正する条例の制定の件について、審査経過並びに結果を御報告いたします。

本議案は、道路法施行令の改正及び道路価格の変更に伴いまして、道路占用料等を改

正する条例改正であります。

主な質疑としましては、地下埋設管のアップ率、国や東京都の区分単価と日野市の違

い、条例の改正によって予想される占用料の増加分2.500万円の使途等について質問が

出されました。

また意見としましては、東京都の基準に合わせるだけでなく市独自の判断があっても

よいのではないか、 NTTの経営状態等も勘案すれば、もう少しアップを してもいいん

じゃないか、こんな意見。さらには、占用料の増加分2.500万円については市道の整備

にぜひ充ててほしい等の意見が出されましたが、慎重審査の結果、全会一致可決すべき

ものと決しました。よろしく御審議のほどをお願いいたします。

0議長 (馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。

本件について御意見があれば承ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) なければ、これをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありま

す。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

(1異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第82号、日野市道路占

用料等徴収条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第90号、平成10年度日野市下水道事業特別会計補正予算(第 2号)、議

案第91号、平成10年度日野市受託水道事業特別会計補正予算(第 l号)の件を一括議題

といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

まちづくり建設委員長の審査報告を求めます。

〔まちづくり建設委員長登壇〕

0まちづくり建設委員長 (奥住日出男君) 議案第90号、平成10年度日野市下水道事業
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特別会計補正予算(第2号)、議案第91号、平成10年度日野市受託水道事業特別会計補

正予算(第 1号)の件について、審査経過並びに結果を御報告いたします。

特に質疑、意見なく全会一致可決すべきものと決しま した。よろ しく御審議のほどお

願い申し上げます。

0議長 (馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。

本2件について御意見があれば承ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) なければ、これをもって意見を終結いたします。

これより本 2件について採決いたします。本 2件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本 2件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第90号、平成10年度日

野市下水道事業特別会計補正予算(第2号)、議案第91号、平成10年度日野市受託水道

事業特別会計補正予算(第 l号)の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第92号、市道路線の一部廃止、議案第93号、市道路線の廃止、議案第94

号、市道路線の認定の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

まちづくり建設委員長の審査報告を求めます。

〔まちづくり建設委員長登壇〕

0まちづくり建設委員長(奥住日出男君) 議案第92号、市道路線の一部廃止、議案第

93号、市道路線の廃止、議案第94号、市道路線の認定の件について、審査経過並びに結

果を御報告いたします。

本3件につきましては、現地視察も含め慎重審査の結果、特に質疑、意見なく全会一

致で原案のとおり可決すべきものと決しました。よろしく御審議のほどお願い申し上げ

ます。

0議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。小川友一君。

019番(小川友一君) 先議会ですかね、公道の廃止、認定に|期して、主管課として今、
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日野市内の部分を把握されているのかというような質問をさせていただいたことがある

と思いますけれども、この市道の認定にしても廃止にしても、申請者主義で今なされて

いると思うんですけれども、今後、このような現実的に公共施設の中にそういうふうな

ものが包含されたまま放置されている部分もたくさんあると思うんです。その辺をどの

ようにとらえているのかと、それから今後そういうふうなものに対してどういうふうな

対応をなされようとしているのか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) まちづくり建設委員長。

0まちづくり建設委員長(奥住日出男君) ただいま小)11議員から出されました質問に

つきましては、委員会の中では特に議論の対象になりませんでしたので、できれば担当

部長に御回答いただければ幸いだと存じます。

0議長(馬場繁夫君) 建設部長。

0建設部長(清水啓治君) 特に市内の公共施設の中の廃道になるべき道路につきまし

ては、 一時、集中的に整理をした時期もございます。

ただ、いろんな現場の状況等も含めまして、これからも引き続いてやらなきゃいけな

い部分も確かに残っております。民間の場所でも、やはりつけかえする場所がないとか、

あるいはそうし寸事務的な経費がまだ見込めないとかという、いろいろな理由がござい

ます。しかし、これは引き続いて役所の方としての指導をしながら、不要物件について

は整理をしていくという姿勢でおりますので、御理解いただきたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 小)11友一君。

019番(小川友一君) 再度お伺いしますけれど、民間の場合、明らかに建築確認事務

をスタートさせる中で、公道もしくは河川が現存しているにもかかわらず、その部分を

見逃して確認事務を済ませているケースもあるわけでありまして、ある程度その辺を精

査をしてし1かないと、建築確認が下りて建築がスター卜した後に近隣より申し出があ っ

て、その部分を後に買い取っていただきたいというふうなことが事務的に処理をされな

いで、そのまま残っている部分も現実的に事例としてあるわけでありまして、その辺も

含めて今後、精査をしていただきたい。要望をしておきます。

0議長(馬場繁夫君) これをもって質疑を終結いたします。

本3件について御意見があれば承ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) なければ、これをもって意見を終結いたします。

これより本3件について採決いたします。本3件に対する委員長報告は原案可決であ



ります。本3件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第92号、市道路線の一

部廃止、議案第93号、市道路線の廃止、議案第94号、市道路線の認定の件は原案のとお

り可決されました。

これより請願第10-2号、人間らしく生き、人間らしく働くことを根底から破壊する

労働法制全面改悪に反対する意見書の採択を求める陳情の件を議題といたします。

生活文教委員長の審査報告を求めます。

〔生活文教委員長登壇〕

0生活文教委員長(小川友一君)

件であります。

委員会としては慎重審議を重ねた結果、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。

生活文教委員会に付託されました請願第10-2号の

よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

0議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。

本件について御意見があれば承ります。奥野倫子君。

03番(奥野倫子君) 日本の労働法制の中心の一つが労働基準法で、すが、この法律は

5，400万人の労働者とその家族、つまり日本の人口の 4分の 3に及ぶ人々の日常生活に

重大な影響を及ぼす法律です。この 9月の国会で行われた労働基準法の改正は、 ILO 

(国際労働機関)の第1号の条約である 1日8時間労働制という世界の労働運動が血を

流して勝ち取った制度を崩壊させる内容になっており、国民生活にとって極めて重大な

問題であるにもかかわらず、参議院では4回、衆議院ではたったの 1時間審議をしただ

けで、 多くの労働者の徹底審議を要求する声を無視して、日本共産党以外の政党が数を

頼りに強行採決し成立したもので、す。

本市議会の生活文教委員会では、国会で可決されていることを主な理由として、この

請願は不採択という決定をしたわけですが、しかしながら、今回の請願の趣旨は、労働

基準法については労働者の保護を後退させる制度に反対する意見書の採択を求めるもの

であり、国会で法律が成立した状況においても、そうした制度に反対する意思表示を市

議会が行うことは、労働者の権利を守る立場からは、法律が可決されたかどうかにかか

わりなく極めて重要な意義があると考えます。 したがって、法律が可決されたことを不
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採択の理由にすることは請願の趣旨から見て間違っていると言わざるを得ません。

また、今回の請願は、単に労働基準法だけを対象にしているのではなく、政府が現在

ねらっている現行の労働者派遣法や公務員制度などの改悪も含めて、改悪に反対する意

見書の採択を求めるものになっており、この点についてはこれから国会で審議が始まる

わけですから、改正労基法が成立したことだけをもって不採択の理由にすることはでき

ません。

以上の点から、日本共産党市議団は今回の委員会での不採択の決定には断固反対する

立場を改めて明らかにして、意見を終わります。

O議長(馬場繁夫君) これをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は不採択であります。

本件は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

O議長(馬場繁夫君) 挙手多数であります。よって請願第10-2号、人間らしく生き、

人間らしく働くことを根底から破壊する労働法制全面改悪に反対する意見書の採択を求

める陳情の件は委員長報告のとおり不採択と決しました。

これより請願第10-27号、学校事務職員・栄養職員の給与費半額負担等の義務教育費

国庫負担制度の堅持を求める陳情、請願第10-33号、「義務教育費国庫負担法」の改正

に反対する陳情の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

Ci異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

生活文教委員長の審査報告を求めます。

〔生活文教委員長登壇〕

0生活文教委員長(小川友一君) 花形の生活文教委員会でございまして、請願第10-

27号、請願第10-33号、本2件とも生活文教委員会として'慎重審議を重ねた結果、全会

一致採択すべきものと決しました。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

Ciなし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。

本 2件について御意見があれば承ります。

Ciなし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって意見を終結いたします。
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これより本2件について採決いたします。本 2件に対する委員長報告は採択でありま

す。本2件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

(1異議なし」 と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) 御異議ない ものと認めます。よって請願第10 ~27号、 学校事務

職員 ・栄養職員の給与費半額負担等の義務教育費国庫負担制度の堅持を求める陳情、請

願第10-33号、「義務教育費国庫負担法」の改正に反対する陳情の件は委員長報告のと

おり採択と決しました。

これより請願第10-28号、労働基準法改正案に反対する陳情の件を議題といたします。

生活文教委員長の審査報告を求めます。

〔生活文教委員長登壇〕

0生活文教委員長 (小川友一君)

あります。

慎重に審議を重ねた結果、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。よろしく御

生活文教委員会に付託されま した請願第10-28号で

審議のほどをお願い申し上げます。

0議長 (馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。

本件について御意見があれば承ります。奥野倫子君。

03番 (奥野倫子君) 日本共産党の基本的な姿勢は、先ほどの請願第10-2号に述べ

たとおりですが、今回の請願についての議論の前提として、現在の日本の労働者がどの

ような実態であるかということについての正しい認識がどうしても必要です。年間の過

労死は 1万件に達するといわれ、人間らしく働く権利ところか生存権さえもが脅かされ

ているのは、諸外国に比べて人間らしく生きるために必要な法規制が余りにも低い水準

にあるのが原因です。

不払い労働が l人年間300時間、不払い残業代の総額が20兆円を超えているというの

が実情です。今回の労基法の改正は、裁量労働制の導入によって長時間労働と不払い労

働が大手を振って認められるという、とんでもないものであり、時代錯誤も甚だしいも

のです。

また、変形労働制の導入で長時間労働と組み合わせた不規則勤務がますます横行し、

それが労働省の健康を;!?し、過労死をますます増加させることにつながることが明らか

です。既に変形労働制が導入されている郵便局では在職死亡が 5年間で50人に達してい
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ます。

さらには、 3年間の使い捨て労働といわれる短期雇用制は労働者の解雇をたやすくい

労働権の保障すなわち生きる権利そのものを危うくするものです。失業率が最悪の記録

を更新しているときに、今回の短期雇用制は雇用負担を大きくすると同時に、さらに失

業者をふやすことにつながります。これだけ見ても、 今回の改正が労働者の権利を守る

のではなく企業の利益の保障だけを目的としたものであることは明らかです。今後、引

き続きこうした労働法制の改悪は労働者にとっては深刻な死活問題であり、日本共産党

は請願の即時採択を求めます。

以上の点から、日本共産党市議団は今回の委員会での不採択の決定には断固反対する

立場を改めて明らかにして、意見を終わります。

0議長(馬場繁夫君) これをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は不採択であります。

本件は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

0議長(馬場繁夫君) 挙手多数であります。よって請願第10-28号、労働基準法改正

案に反対する陳情の件は委員長報告のとおり不採択と決しました。

これより請願第10-38号、「外因性内分泌撹乱化学物質」削減にむけた施策の実施等

についての請願の件を議題といたします。

生活文教委員長の審査報告を求めます。

〔生活文教委員長登壇〕

0生活文教委員長(小川友一君) 生活文教委員会に付託されました請願第10-38号、

「外因性内分泌撹乱化学物質」削減にむけた施策の実施等についての請願であります。

本請願に関しましては、慎重審議をする必要性がないほど重要な案件だということで、

特に質疑、意見、省略し、全会一致採択すべきものと決しました。よろしく御審議のほ

どお願い申し上げます。

0議長(馬場繁夫君) これより質疑に入ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。

本件について御意見があれば承ります。

(1なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) なければ、これをもって意見を終結いたします。
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これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は採択であります。

本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

(，異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって請願第10-38号、「外因性

内分泌撹乱化学物質」削減にむけた施策の実施等についての請願の件は委員長報告のと

おり採択と決しました。

これより請願第10-8号、新ガイドラインに伴う有事法制化に反対する陳情、請願第

10-17号、「消費税の減税を求める意見書」の提出を求める陳情、請願第10-29号、ア

メリカの軍事介入に日本を参戦させる「周辺事態法」などの制定に反対する陳情、請願

第10-30号、消費税の減税を求める陳情、請願第10-37号、「定住外国人の地方参政権」

決議の見直しを求める陳情の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

(，異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

企画総務委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本5件について企画総務委員長から目下委員会において審査中の事件につき閉会中の

継続審査にされたいとの申し出があります。あわせて、本委員会の所管事務を調査研究

するため閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。企画総務委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付すること

に御異議ありませんか。

(，異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって企画総務委員長の申し出の

とおり閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第10-10号、猫の不妊手術の補助に関する請願、請願第10-32号、都

市の農業を守るため、政府に相続税の大幅軽減を求める請願、請願第10-36号、「公立

学校に在学する在日外国人児童・生徒にかかわる教育指導について(通知)Jの遵守を

求める陳情、請願第10-39号、「一刻も早く 30人学級の実現を求める意見書」採択を要

求する請願の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(，異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

生活文教委員長の審査報告はこれを省略いたします。
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本4件については生活文教委員長から目下委員会において審査中の事件につき閉会中

の継続審査にされたいとの申し出があります。あわせて、本委員会の所管事務を調査研

究するため閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。生活文教委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付すること

に御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって生活文教委員長の申し出の

とおり閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第10-15号、「南部診療センター」の建設促進を求める請願、請願第10-

34号、公的年金制度の改善に関する意見書の提出を求める請願の件を一括議題といたし

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

福祉保健委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本2件について福祉保健委員長から目下委員会において審査中の事件につき閉会中の

継続審査にされたいとの申し出があります。あわせて、本委員会の所管事務を調査研究

するため閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。福祉保健委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付すること

に御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって福祉保健委員長の申し出の

とおり閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第10-6号、日野市三沢四丁目の緑地上のマンション建築に反対し、同

緑地の保全と高幡山の景観の保持及び災害時避難場所の確保を求めることに関する請願、

請願第10-12号、多摩平団地の空き家状態解消を市にお願いする請願、請願第10-24号、

下水道料金等への消費税上乗せ徴収に反対する請願の件を一括議題といたしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

まちづくり建設委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本3件については、まちづくり建設委員長から目下委員会において審査中の事件につ
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き閉会中の継続審査にされたいとの申 し出があります。あわせて、本委員会の所管事務

を調査研究するため閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮り いたします。まちづくり建設委員長の申 し出のとおり閉会中の継続審査に付す

ることに御異議ありませんか。

(1異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よってまちづくり建設委員長の申

し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決しました。

次に、日程第36、議会運営委員会の継続審査議決に関する件を議題といたします。

議会運営委員長より議会の効率的な運営等に関する事件の調査研究のため閉会中の継

続審査にされたいとの申 し出があります。

お諮りいた します。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付することに決しました。

次に、日程第37、市立病院等建設特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といた

します。

市立病院等建設特別委員長より市立病院等建設に関する事件の調査研究のため閉会中

の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

(1異議なし」 と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付することに決しました。

次に、日程第38、行財政改革推進特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といた

します。

行財政改革推進特別委員長より行財政改革推進に関する事件の調査研究のため閉会中

の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕
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0議長 (馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付することに決しました。

次に、日程第39、スポーツ・文化 ・教育特別委員会の継続審査議決に関する件を議題

といたします。

スポーツ・文化・教育特別委員長よりスポーツ ・文化 ・教育に関する事件の調査研究

のため、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付することに決しました。

次に、日程第40、ごみリサイクル特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といた

します。

ごみリサイクル特別委員長より、ごみリサイクルに関する事件の調査研究のため、閉

会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付することに決しました。

次に、日程第41、日野市議会議員定数削減検討特別委員会の継続審査議決に関する件

を議題といたします。

日野市議会議員定数削減検討特別委員長より議員定数削減検討に関する事件の調査研

究のため、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付することに決しま した。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。
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(1異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長(馬場繁夫君) 休憩前に号|き続き会議を聞きます。

午後2時04分休憩

午後3時28分再開

これより議員提出議案第27号、男女平等基本法の制定を求める意見書の件を議題とい

たします。

提案者から提案理由の説明を求めます。名取美佐子君。

06番(名取美佐子君) 議員提出議案第27号、男女平等基本法の制定を求める意見書

でございます。

案文につきましては、お手元に配付いたしましたとおりです。よろしく御審議のほど

お願い申し上げます。

0議長 (馬場繁夫君) 質疑討論を省略し直ちに本件について採決いたします。本件は

原案のとおり決するに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第27号、男女

平等基本法の制定を求める意見書の件は原案のとおり可決されました。

これより議員提出議案第29号、地方債の低利借り換え ・償還繰延べを求める意見書の

件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。板垣正男君。

022番 (板垣正男君) 意見書の案文につきましては、お手元に配ったとおりでござい

ますので、よろしく御審議いただきたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 質疑討論を省略し直ちに本件について採決いたします。本件は

原案のとおり決するに御異議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第29号、地方

債の低利借り換え ・償還繰延べを求める意見書の件は原案のとおり可決されました。

これより議員提出議案第30号、緊急、不況対策として消費税減税を求める意見書の件を

議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。中谷好幸君。

011番(中谷好幸君) 緊急不況対策として消費税減税を求める意見書でございます。
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案文につきましては、お手元のとおりでございます。よろしく御賛同いただきますよ

うにお願いいた します。

0議長(馬場繁夫君)

05番 (出沼恵美子君)

本件について御意見があれば承ります。出沼恵美子君。

反対の立場で意見を申し上げます。

消費税については、現在、不公平感のある益税の問題を解消すること、また食料品な

どの生活必需品は除外をすること、そして福祉に使うといった目的税化することが必要

だと思います。そのようなことが確保をされるならば、現時点では税率を引き下げる必

要がないと判断しています。よって、この意見書には反対いたします。

0議長 (馬場繁夫君) これをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに賛成の諸君の挙

手を求めます。

〔賛成者挙手〕

0議長(馬場繁夫君) 挙手少数であります。よって議員提出議案第30号、緊急不況対

策と して消費税減税を求める意見書の件は否決されました。

これより議員提出議案第31号、男女共通規制実現まで「女性保護規定」廃止の延期を

求める意見書の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。奥野倫子君。

03番(奥野倫子君) 議員提出議案第31号、男女共通規制実現まで「女性保護規定」

廃止の延期を求める意見書でございます。

案文につきましては、 お手元にお配り したとおりですので、よろ しく御審議願います。

O議長(馬場繁夫君) 質疑討論を省略し直ちに本件について採決いたします。本件は

原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

O議長 (馬場繁夫君) 挙手少数であります。よって議員提出議案第31号、男女共通規

制実現まで「女性保護規定」廃止の延期を求める意見書の件は否決されました。

これより議員提出議案第32号、労働者派遣事業法「改正」案に反対する意見書の件を

議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。清水登志子君。

02番 (清水登志子君) 議員提出議案第32号、労働者派遣事業法 「改正」案に反対す

る意見書です。

案文はお手元に配付いた しま したとおりでございます。よろしく 御審議のほどお願い
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いたします。

O議長(馬場繁夫君) 質疑討論を省略し直ちに本件について採決いたします。本件は

原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

0議長(馬場繁夫君) 挙手少数であります。よって議員提出議案第32号、労働者派遣

事業法「改正」案に反対する意見書の件は否決されました。

これより議員提出議案第33号、都の公共料金値上げ撤回を求める意見書の件を議題と

いたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。竹ノ上武俊君。

021番(竹ノ上武俊君) 都の公共料金値上げ撤回を求める意見書案でございます。

案文は机上に配付させていただいております。可決していただくよう提案をいたしま

す。よろしくお願いします。

0議長(馬場繁夫君) 質疑討論を省略し直ちに本件について採決いたします。本件に

賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

0議長(馬場繁夫君) 可否同数であります。よって地方自治法第116条の規定により

議長において本件に対する可否を裁決いたします。

本件については、議長は否決すべきものと裁決いたします。

これより議員提出議案第34号、都の職業訓練校の統廃合に反対し、能力開発行政の充

実を求める意見書の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。清水登志子君。

02番 (清水登志子君) 議員提出議案第34号、都の職業訓練校の統廃合に反対し、能

力開発行政の充実を求める意見書でございます。

案文は、お手元に配付いたしましたとおりでございます。よろしく御審議のほどお願

いいたします。

0議長(馬場繁夫君) 質疑討論を省略し直ちに本件について採決いたします。本件は

原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

0議長(馬場繁夫君) 挙手少数であります。よって議員提出議案第34号、都の職業訓

練校の統廃合に反対し、能力開発行政の充実を求める意見書の件は否決されました。

これより議員提出議案第35号、 30入学級の一刻も早い実現を求める意見苦の件を議題



といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。中野昭人君。

01番(中野昭人君) 30人学級の一刻も早い実現を求める意見書でございます。

案文につきましては、お手元に配付したとおりでございます。よろしく御審議のほど

お願いいたします。

0議長(馬場繁夫君) 質疑討論を省略し直ちに本件について採決いた します。本件は

原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

0議長(馬場繁夫君) 挙手少数であります。よって議員提出議案第35号、 30人学級の

一刻も早い実現を求める意見書の件は否決されました。

これより議員提出議案第36号、学校事務職員・栄養職員の給与費半額負担等の義務教

育費国庫負担制度の堅持を求める意見書の件を議題といた します。

提案者から提案理由の説明を求めます。小川友一君。

019番(小川友一君) 議員提出議案第36号の件であります。生活文教委員会の請願採

択に基づいての意見書であります。

案文は、お手元に配付させていただいたとおりでございますので、よろしく御審議い

ただきたいと思います。どうぞよろしくお願い します。

0議長(馬場繁夫君) 質疑討論を省略し直ちに本件について採決いたします。本件は

原案のとおり決するに御異議ありませんか。

(1異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第36号、学校

事務職員 ・栄養職員の給与費半額負担等の義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見

書の件は原案のとおり可決されました。

これより議員提出議案第37号、「外因性内分泌撹乱化学物質」削減にむけた施策の実

施等についての意見書の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。小川友一君。

019番(小川友一君) 議員提出議案第37号であります。

案文は、お手元に配付させていただいたとおりでございますので、よろ しく御審議を

いただきたいと思います。

0議長(馬場繁夫君) 質疑討論を省略し直ちに本件について採決いたします。本件は

原案のとおり決するに御異議ありませんか。
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(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(馬場繁夫君) 御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第37号、「外

因性内分泌撹乱化学物質」削減にむけた施策の実施等についての意見書の件は原案のと

おり可決されました。

本日の日程はすべて終わりました。

これをもって平成10年第4回日野市議会定例会を閉会いたします。

午後3時38分閉会
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